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開 会◎

これより平成28年９月定例県○星原 透議長

議会を開会いたします。

本日の会議を開きます。

議席の一部変更◎

この際、議席の一部を変更い○星原 透議長

たします。

各議員の議席は、会議規則第５条第１項の規

定により、ただいま御着席のとおり指定いたし

ます。

会議録署名議員指名◎

会議録署名議員に、松村悟郎○星原 透議長

議員、前屋敷恵美議員を指名いたします。

議会運営委員長審査結果報告◎

まず、会期の決定について議○星原 透議長

題といたします。

今期定例会の会期日程に係る議会運営委員長

の審査結果報告を求めます。議会運営委員会、

黒木正一委員長。

〔登壇〕 おはようございま○黒木正一議員

す。御報告いたします。

去る８月25日の閉会中の議会運営委員会にお

いて、本日招集されました平成28年９月定例県

議会の会期日程等について協議をいたしまし

た。

今期定例会に提案されます知事提出議案は合

計20件、その内訳は、補正予算２件、条例５

件、予算・条例以外13件であります。このほか

４件の報告があります。またさらに、決算議案

が追加提案される予定となっております。

これらの提出議案の内容等を踏まえ、当委員

会において審査をいたしました結果、会期につ

きましては、本日から10月７日までの36日間と

することに決定いたしました。なお、会議日程

は、お手元に配付されております日程表のとお

りであります。

今期定例会は、９月７日から２日間の日程で

代表質問、９日から３日間の日程で一般質問を

行います。

一般質問終了の後、人事案件の採決を行った

上で、その他の議案・請願について所管常任委

員会への付託を行います。９月14日から３日間

の日程で各常任委員会を開催していただき、23

日の本会議で、付託された議案・請願の審査結

果報告及び採決を行います。

引き続いて、決算議案の上程が行われた

後、28日の本会議で決算特別委員会を設置の

上、同委員会に当該議案を付託することにして

おります。決算特別委員会は、28日から10月５

日までの間に開催していただき、10月７日の最

終日に、決算特別委員長の審査結果報告及び採

決を行います。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び決算以外の特別委員会については、日程表に

記載のとおりであります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で当委員会の報告を終わります。〔降

壇〕

議会運営委員長の報告は終わ○星原 透議長

りました。

質疑の通告はありません。

会期決定◎

会期についてお諮りいたしま○星原 透議長

平成28年９月２日(金)
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す。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日から10月７日まで

の36日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○星原 透議長

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

議員の辞職許可◎

ここで、押川修一郎議員から○星原 透議長

辞職願が提出されておりますので、事務局長に

朗読させます。

〔事務局長朗読〕

辞 職 願

私儀

このたび、一身上の都合により県議会議員を辞

職したいので、許可されるようお願いいたしま

す。

平成28年９月２日

宮崎県議会議員 押川 修一郎

宮崎県議会議長 星原 透 殿

ただいま朗読いたしました押○星原 透議長

川修一郎議員の辞職の件を議題といたします。

この場合、押川修一郎議員は、地方自治法

第117条の規定により除斥されますので、退席願

います。

〔押川修一郎議員退席・退場〕

お諮りいたします。○星原 透議長

押川修一郎議員の辞職を許可することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、押川○星原 透議長

修一郎議員の辞職は許可されました。

暫時休憩いたします。

午前10時５分休憩

午前10時８分開議

議案第１号から第20号まで上程◎

休憩前に引き続き会議を開き○星原 透議長

ます。

次に、お手元に配付のとおり、知事から議案

第１号から第20号までの各号議案の送付を受け

ましたので、これらを一括上程いたします。

〔巻末参照〕

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○星原 透議長

明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。平成28年９月定例県議会の開会に当た

りまして、まず、台風10号による大雨等により

各地で発生した災害におきまして、不幸にもお

亡くなりになられた方々とその御遺族に対し、

衷心よりお悔やみを申し上げますとともに、被

害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げ

ます。

特に、岩手県と北海道では河川の氾濫等によ

り甚大な被害が生じているところであり、一日

も早い被災者の生活再建と被災地域の復興をお

祈り申し上げます。

なお、現在、台風12号が接近しており、九州

上陸の可能性があります。関係機関及び県民の

皆様には、最新の台風情報を確認し、万全の準

備と対策を講じていただきますようお願いいた

します。

次に、ただいま提案いたしました議案の御説
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明に先立ち、４点ほど御報告をさせていただき

ます。

１点目は、山之口スマートインターチェンジ

の開通についてであります。

都城市とＮＥＸＣＯ西日本九州支社とともに

建設を進めてまいりました宮崎自動車道山之口

スマートインターチェンジにつきまして、今

月24日に開通する運びとなりました。この開通

により、高速道路の利便性が向上し、地域の発

展や救急救命活動の支援、防災機能の強化など

に大きな効果が期待されます。これまで開通に

向け御支援をいただきました県議会の皆様を初

め、関係自治体や団体等の方々に、心からお礼

を申し上げます。

また、スマートインターチェンジにつきまし

ては、国富町及び門川町においても整備が進め

られております。この２カ所につきましても、

一日も早く開通するよう関係自治体や団体等と

連携を図り、全力で取り組んでまいりますの

で、御理解と御協力をよろしくお願いいたしま

す。

２点目は、「国立公園満喫プロジェクト」に

ついてであります。

去る７月25日、環境省が実施する「国立公園

満喫プロジェクト」のモデル地域の一つとし

て、霧島錦江湾国立公園が選定されました。こ

のプロジェクトは、国立公園への訪日外国人等

の誘致拡大を目指し、受け入れ態勢を重点的に

整備し、ブランド観光地として世界にＰＲしよ

うとするものであり、本県の観光振興にも弾み

がつくものと期待しております。今後、県とし

ましても、鹿児島県や関係自治体等と連携を図

り、プロジェクト推進のために積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

３点目は、「祖母・傾・大崩ユネスコエコパ

ーク」のユネスコへの推薦決定についてであり

ます。

延岡市、高千穂町及び日之影町と大分県の佐

伯市、竹田市及び豊後大野市の６市町で取り組

んでおります「祖母・傾・大崩ユネスコエコパ

ーク」が、先月12日に国内の最終審査を通過

し、ユネスコへの推薦が決定されました。

今回の推薦決定は、この地域が有する豊かな

自然環境や、これを守り活用した地元の暮ら

し、さらに、神楽等の伝統文化が各地域で継承

されている点などが高く評価されたものと考え

ております。来年５月から７月に行われるユネ

スコの審査まで１年ほどありますが、この地域

が自然環境の保全と持続可能な利活用の調和を

実現し、人と自然が共生するモデルとして世界

に認められるよう、関係機関との連携を一層強

化し、しっかりと準備してまいりたいと考えて

おります。

４点目は、リオデジャネイロ・オリンピック

についてであります。

先月、ブラジルで開催されましたリオデジャ

ネイロ・オリンピックには、本県出身や本県ゆ

かりの選手が11名出場しましたが、このうち、

延岡市出身の松田丈志選手は水泳で３大会連続

のメダルを獲得し、また、宮崎市出身の井上康

生氏が監督を務めた男子柔道では、延岡市出身

の羽賀龍之介選手を初め、旭化成所属の３選手

を含む全階級でメダルを獲得するなど、すばら

しい成績をおさめられました。

今大会では、本県ゆかりの選手が合計４つの

メダルを獲得したところでありますが、一つの

オリンピックで本県ゆかりの選手が獲得したメ

ダルの数としましては、1984年のロサンゼルス

大会と並んで過去最多タイとなります。また、

松田選手はこれまで累計４つのメダルを獲得さ
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れておりますが、本県出身の選手としては過去

最多のメダル数となります。

この結果は、日ごろから厳しい練習に取り組

んでこられた選手の努力と、それを支えてこら

れた監督・コーチを初め、関係者の方々の御尽

力によるものであり、改めて深く敬意を表する

次第であります。出場された各選手の活躍は、

県民に「元気」と「勇気」、そして大きな「感

動」を与えていただきました。心より感謝を申

し上げます。

なお、井上監督や松田選手を初めとするメダ

リストの皆様に対しましては、県民栄誉賞など

を授与し、その偉業をたたえ、県民の祝意をお

伝えしたいと考えております。

いよいよ４年後には東京オリンピック・パラ

リンピックが開催されます。これに向けて、本

県が日本選手の活躍の原点となるよう、「スポ

ーツランドみやざき」のさらなる推進に努めて

まいりたいと考えております。

それでは、本日提案いたしました議案の概要

について御説明申し上げます。

初めに、補正予算案についてであります。

補正額は、一般会計75億6,942万1,000円、特

別会計2,882万円であります。このうち一般会計

の歳入財源は、国庫支出金１億6,362万5,000

円、繰入金6,082万3,000円、繰越金72億6,751

万5,000円、諸収入525万8,000円、県債7,220万

円であります。この結果、一般会計の歳入歳出

予算規模は5,937億8,444万円となります。

以下、補正予算案に計上いたしました主な事

業の概要について御説明いたします。

まず、国際定期路線維持に向けた緊急対策事

業につきましては、熊本地震以降、搭乗率が低

迷している国際定期路線の利用促進を図るた

め、旅行費用の一部補助やＰＲ事業の支援等を

行うものであります。

次に、防災拠点庁舎整備事業につきまして

は、観測史上初めて震度７を二度観測した熊本

地震を受け、防災拠点庁舎の耐震性をより高め

るため、柱やはりのサイズや免震装置の変更な

ど、設計の一部見直し等を行うものでありま

す。

次に、災害救助法に伴う救助費につきまして

は、熊本県からの要請に基づき、被災者に提供

する民間賃貸住宅の借り上げを行うものであり

ます。

次に、県南地域へのシカ侵入監視対策事業に

つきましては、県南地域において、鹿による被

害を未然に防止するため、監視カメラの設置な

ど監視体制の強化を行うものであります。

次に、木造住宅耐震化リフォーム推進事業に

つきましては、木造住宅の耐震化を一層促進す

るため、県民の方々が耐震改修により取り組み

やすくなるよう、段階的な耐震改修工事も補助

対象に加えるなど、事業の拡充を行うものであ

ります。

最後に、公共事業でありますが、治山事業に

つきまして、熊本地震や６月の大雨により発生

した荒廃山地の復旧整備を行うものでありま

す。

主な事業についての説明は以上であります

が、これらの事業のほか、平成27年度の決算に

より生じた剰余金の一部について、地方財政法

の規定に基づき、県債管理基金への積み立てを

行うこととしております。

それでは次に、予算以外の議案について御説

明いたします。

議案第３号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」は、平成29年４月に開設を

予定している宮崎県立看護大学「別科（助産専

平成28年９月２日(金)
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攻）」の授業料や入学料等について、新たに規

定等を行うものであります。

議案第４号「退職年金及び退職一時金に関す

る条例の一部を改正する条例」は、刑法改正に

よる刑の一部執行猶予制度の創設に伴い、その

期間に係る退職年金等の取り扱いについて、関

係規定の改正を行うものであります。

議案第５号「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する条例」は、医療

法及び医療施設調査規則の改正に伴い、引用す

る条文の改正を行うものであります。

議案第６号「宮崎県地方独立行政法人評価委

員会条例」は、地方独立行政法人法の規定に基

づき、法人の業務実績の評価等を行う附属機関

に関する条例を制定するものであります。

議案第７号「宮崎県警察本部の内部組織に関

する条例の一部を改正する条例」は、国外犯罪

被害弔慰金等の支給に関する法律の施行に伴

い、弔慰金等の支給に関する裁定事務等が都道

府県公安委員会の所掌事務となることから、警

察法の規定に基づき、関係規定の改正を行うも

のであります。

議案第８号は、防災・安全社会資本整備交付

金事業一般国道448号夫婦浦工区（仮称）夫婦浦

トンネル工事について、当初想定していたより

も湧水が多く、追加工事の必要が生じたことな

どから、工事請負契約の変更について、議会の

議決に付すべき契約に関する条例第２条の規定

により、議会の議決に付するものであります。

議案第９号は、公共施設等の保有・運営・維

持の最適化を図るため、総合的・計画的な管理

の基本方針を示す宮崎県公共施設等総合管理計

画を策定することについて、宮崎県行政に係る

基本的な計画の議決等に関する条例第３条の規

定により、議会の議決に付するものでありま

す。

議案第10号は、公立大学法人宮崎県立看護大

学を設立するため、定款を定めることについ

て、地方独立行政法人法第７条の規定により、

議会の議決に付するものであります。

議案第11号は、公立大学法人宮崎県立看護大

学に承継させる権利（出資財産）を定めること

について、地方独立行政法人法施行令第９条の

規定により、議会の議決に付するものでありま

す。

議案第12号及び議案第13号につきましては、

教育委員会委員２名が平成28年10月８日をもっ

て任期満了となりますので、その後任委員を任

命いたしたく、議会の同意を求めるものであり

ます。

このうち、議案第12号は、島原俊英氏の後任

委員として同じく島原俊英氏を、議案第13号

は、山崎里都子氏の後任委員として松山郁子氏

をそれぞれ任命いたしたく、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第４条第２項の規定に

より、議会の同意を求めるものであります。

議案第14号から議案第20号につきましては、

土地利用審査会委員７名が平成28年10月24日を

もって任期満了となりますので、その後任委員

を任命いたしたく、議会の同意を求めるもので

あります。

このうち、議案第14号は、大迫敏輝氏の後任

委員として町元真也氏を、議案第17号は、出口

近士氏の後任委員として熊野稔氏を、議案第18

号は、柳田慧子氏の後任委員として田中さみ子

氏を、議案第20号は、堀口とも子氏の後任委員

として内倉政子氏を、また、議案第15号外２議

案につきましては、山口英之氏外２名の後任委

員として同じく山口英之氏外２名をそれぞれ任

命いたしたく、国土利用計画法第39条第４項の
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規定により、議会の同意を求めるものでありま

す。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○星原 透議長

あすからの日程をお知らせいたします。

あす３日から６日までは、議案調査等のた

め、本会議を休会いたします。

次の本会議は、７日午前10時開会、代表質問

であります。

終わりに当たりまして、宮崎県議会といたし

まして、北海道、東北地方で台風10号によりま

す大雨等により亡くなられた皆様にお悔やみを

申し上げ、被害を受けられた皆様にお見舞いを

申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈

りいたします。

本日はこれで散会いたします。

午前10時23分散会



９月７日（水）
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平 成 2 8 年 ９ 月 ７ 日 （ 水 曜 日 ）

午前 時 分開議10 0

出 席 議 員（ 名）38
（ ）1番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 来 住 一 人 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）4番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）5番 岩 切 達 哉 同

（ ）6番 右 松 隆 央 宮崎県議会自由民主党

（ ）7番 二 見 康 之 同

（ ）8番 清 山 知 憲 同

（ ）9番 島 田 俊 光 同

（ ）10番 日 高 博 之 同

（ ）11番 野 﨑 幸 士 同

（ ）12番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 星 原 透 同

（ ）14番 西 村 賢 無所属の会

（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）17番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）18番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 髙 橋 透 同

（ ）20番 丸 山 裕次郎 宮崎県議会自由民主党

（ ）21番 中 野 一 則 同

（ ）22番 中 野 明 同

（ ）23番 黒 木 正 一 同

（ ）24番 横 田 照 夫 同

（ ）25番 山 下 博 三 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 徳 重 忠 夫 自由民主党県民クラブ

（ ）29番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）30番 満 行 潤 一 県 民 連 合 宮 崎

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 後 藤 哲 朗 同

（ ）34番 外 山 衛 同

（ ）35番 松 村 悟 郎 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 原 正 三 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 宮 原 義 久 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 永 山 英 也

総 務 部 長 桑 山 秀 彦

危 機 管 理 統 括 監 畑 山 栄 介

福 祉 保 健 部 長 日 隈 俊 郎

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 中 田 哲 朗

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 東 憲之介

会 計 管 理 者 髙 原 みゆき

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 土 持 正 弘

財 政 課 長 川 畑 充 代

教 育 長 四 本 孝

警 察 本 部 長 野 口 泰

監 査 事 務 局 長 柳 田 俊 治

人事委員会事務局長 金 子 洋 士

事務局職員出席者

事 務 局 長 甲 斐 正 文

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 長 倉 健 一

政 策 調 査 課 長 小 田 博 之

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 沼 口 恭一郎

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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議席の一部変更◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

この際、議席の一部を変更いたします。

各議員の議席は、会議規則第５条第１項の規

定により、ただいま御着席のとおり指定いたし

ます。

議案第21号追加上程◎

本日の日程は代表質問であり○星原 透議長

ますが、お手元に配付のとおり、知事から議案

第21号の送付を受けましたので、これを日程に

追加し、議題とすることに御異議ありません

か。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○星原 透議長

ように決定いたしました。

議案第21号を上程いたします。

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○星原 透議長

明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。ただいま提案いたしました議案の概要

について御説明申し上げます。

議案第21号は、宮崎県議会西都市・西米良村

選出議員補欠選挙の実施に伴う補正予算案であ

ります。

補正額は、一般会計3,434万3,000円でありま

す。これに要します一般会計の歳入財源は、繰

入金3,434万3,000円であります。この結果、一

般会計の歳入歳出予算規模は5,938億1,878

万3,000円となります。

以上、追加提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○星原 透議長

代表質問◎

ただいまから代表質問に入り○星原 透議長

ます。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、宮崎県議会自由民主党、松村悟郎

議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○松村悟郎議員

ざいます。自由民主党、松村悟郎でございま

す。

早速、代表質問に入ります。

初めに、台風10号の豪雨によって各地で発生

した甚大な災害におきまして、お亡くなりにな

られた方々の御冥福をお祈りしますとともに、

被害に遭われた方々には心からお見舞いを申し

上げます。一日も早い被災者の生活再建と被災

地域の復興をお祈り申し上げます。

さて、本日９月７日、日本時間では明日とな

りますが、リオデジャネイロパラリンピックが

開幕いたします。我が国の過去最多のメダル41

個を獲得し、感動と勇気を与えてくれたリオオ

リンピックに続き、パラリンピックがすばらし

い大会となることを御祈念申し上げます。

このリオでの熱戦が終わりますと、いよい

よ、2020年東京オリンピックに向けて、さまざ

まな準備や活動が本格化してくると思います。

そこで、東京オリンピック・パラリンピック競

技大会に向けての知事の意気込みをお聞かせく

ださい。

平成28年９月７日(水)
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東京オリンピックが開催される2020年は、本

県が取り組みを進めている記紀編さん1300年記

念事業の最終年でもあります。記紀編さん事業

は、日向神話やそれにまつわる史跡などを本県

の貴重な宝として、磨き上げや発信を幅広く行

う取り組みであります。オリンピック・パラリ

ンピックの開会式では、開催国の歴史や成り立

ちなどが重要なテーマとなり、日本神話が取り

上げられれば、本県を広く世界にアピールでき

るチャンスにつながるのではないかと思いま

す。

私は、先週末の３日、東京の新国立劇場で開

催されました「ドラマティック古事記」のステ

ージを、議長、同僚議員とともに鑑賞させてい

ただきました。本県出身の西島数博さんの演出

で、本人がイザナキを演じられ、奥様の真矢ミ

キさんがイザナミを演じ、オーケストラや舞踊

もあって、古事記の神話の世界をすばらしく表

現されておりました。2020年、東京オリンピッ

ク開会式において日本神話の世界を取り上げて

もらえれば、本県を世界にＰＲする絶好の機会

になると考えますが、知事の考えをお伺いしま

す。

次に、知事の政策提案についてお伺いしま

す。

知事は２期目の選挙に当たり、「くらしの豊

かさ日本一の宮崎」の実現を目指し、分野横断

の４つの重点政策と分野ごとの３つの重点政策

を内容とする政策提案を公約として当選を果た

されました。そして、就任後の本会議にて、

「県民の皆様に、宮崎に住んでいてよかったと

実感していただけること、そしてそれが将来に

わたって持続していくための取り組みを進めて

いくことこそが、知事としての私に課せられた

究極の使命である」と所信表明をされ、日々そ

れを胸に県政に当たっておられると思います。

知事の２期目の任期も、来年１月には折り返し

を迎えますが、政策提案の進捗とそれに対する

評価、また今後どのように取り組まれるか、お

伺いします。

この知事の政策提案では、文化・スポーツの

振興を総合的に推進する部署と、産業・雇用政

策を総合的に企画・立案し、関係各部と連携し

ながらプロジェクトを推進していく司令塔とし

ての機能を果たす部署という、新しい部署の設

置が掲げてあります。

文化・スポーツについて見ますと、リオデ

ジャネイロオリンピックが好成績のうちに終了

し、４年後の東京オリンピックに向けて機運が

盛り上がっております。また、本県では、平

成32年に開催される国民文化祭と、平成38年の

２巡目国体に向けて、必要な準備を先手先手を

打ちながら計画的に進めていくべき大切な時期

でもあります。

一方、産業・雇用政策につきましては、政府

が８月に閣議決定した経済政策の中で、金融政

策、財政政策、構造政策を総動員してアベノミ

クスを一層加速する方針を掲げており、本県と

いたしましても、国の動きにアンテナを高く張

りながら、産業成長戦略をしっかりと軌道に乗

せていく必要があり、今は総力を挙げて知恵を

絞り出す踏ん張りどころであると思います。

こうした意味において、文化・スポーツの振

興と産業・雇用政策にかかわる新しい部署の設

置は、まさに時宜を得た提案であると考えます

が、その検討状況と見通しについて、知事にお

伺いいたします。

次に、県が先月５日に発表した平成27年度の

一般会計の決算見込みでは、自主財源が過去最

高となり、県債残高も圧縮が図られたようです
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が、決算の概要と評価について、知事にお伺い

いたします。

政府は先月下旬に、新たな経済対策を盛り込

んだ３兆2,869億円の第２次補正予算案を決定

し、今月にも開催される臨時国会に提出すると

のことであります。こうした国の動きに対応し

て、本県の積極的な予算面での対応を期待しま

すが、平成28年度補正予算、平成29年度当初予

算にどのように取り組む考えなのか、知事にお

伺いいたします。

次に、知事の国とのパイプについてお伺いい

たします。

先週開催されました地方創生に関する講演会

の講師を務められた、内閣府の地方創生推進事

務局長の佐々木審議官は、以前、本県に出向さ

れ、地域振興課長などを歴任されており、そう

した方が地方創生の要職にあるということは、

本県にとって非常に心強いところであります。

また知事は、総務省時代の同僚や先輩・後輩、

あるいは同年代の官僚など、数多くのパイプ、

ネットワークを持たれており、その方々も、国

において実務的な要職につかれているのではな

いでしょうか。そこで、総務省出身である知事

は、そのパイプ、ネットワークを活用しなが

ら、大いに力を発揮できる状況にあると考えま

すが、県政推進に当たりどのように取り組んで

いるのか、お伺いいたします。

以上で壇上の質問を終わります。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

まず、2020年東京オリンピック・パラリン

ピックについてであります。現在、リオの大会

が開催されていて、まさに実感するわけであり

ますが、４年後の東京大会、全世界の注目が集

まるビッグイベントとなることを実感しており

ます。昨日、たまたま東京都庁に寄る機会が

あったわけでありますが、オリンピック・パラ

リンピックのエンブレムが掲げてあった。この

エンブレムを目にしながら、この４年間、東京

大会に向けて国を挙げて準備を進めていく。前

回大会とは大きく違った意義がある。成熟国家

として２回目を迎えるオリンピックでありま

す。環境問題も含めて、どのようなモデルを示

していくことができるのか、我が国の立ち位置

というものを世界にＰＲできるのか、大変重要

な時間をいただいたと考えておりますし、これ

を一東京の大会にとどめることなく、その効果

を全国的に波及させる必要があるのではない

か。先日、全国知事会におきましても、スポー

ツ・文化・観光のプロジェクトチームが立ち上

がったところであります。私も、そのチームリ

ーダーとして取りまとめをさせていただいてお

るところでありますが、国全体として、また各

都道府県においても大変関心の高い取り組みが

進む、ましてや「スポーツランドみやざき」を

掲げている本県でありますので、その効果とい

うものを積極的に取り込んでいきたいと考えて

おります。

このため、県内48の関係団体が一体となりま

して、事前合宿やプレ大会の受け入れなどの協

力や、市町村と連携したホストタウンの取り組

み、杉の利活用技術の提案、本県が誇る食材の

提供、外国人観光客の受け入れ環境の整備など

を進めているところであります。オリンピック

の開催期間というのは非常に限られております

ので、その準備をいかにするか、それから、オ

リンピック開催後にその開催効果をいかに将来

に生かしていくか、それが非常に重要だという

思いで準備を進めてまいりたいと考えておりま
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す。いよいよ東京大会に向けて本格化する時期

でありますので、しっかりとアンテナを張り、

チャンスを逃すことなく宮崎県の発展に結びつ

けてまいりたい、そのように考えておるところ

であります。

次に、2020年東京オリンピック・パラリン

ピックの開会式についてであります。世界の注

目が集まる開会式におきまして、古事記に描か

れた日本の神話が採用されれば、日本文化の理

解を深めていただくだけではなく、その多くが

舞台となっております本県をアピールする絶好

の機会になるものと考えております。特に「天

岩戸開き」は、闇夜に光を取り戻す再生の物語

でありますので、東日本大震災や熊本地震等で

被災した方々に希望の光を届けるとともに、力

強く前に進む日本の姿を世界に発信できるもの

と考えております。また、世界では、さまざま

な災害や紛争、テロで困難な立場にある方々が

多くおられますが、そういう方々にも届ける希

望の光でもありたいという思いがあります。

先日の「ドラマティック古事記」の東京公

演、私は残念ながら、台風12号の対応等もあり

まして、拝見することができなかったわけであ

りますが、高円宮妃殿下をお迎えするなど、す

ばらしい公演だったと伺っているところであり

ます。大きくアピールすることができたのでは

ないかと、大変ありがたく思っておりますし、

神話の世界の表現は、ひとり語りのようなもの

もあれば、今回のようなジャンルミックスで大

変アピールするような表現もありまして、その

多様な表現方法というものを感じたところであ

ります。

県としましては、開会式での日本神話の採用

につきまして、県内の関係団体と連携をしなが

ら、国や関係機関などに対し提案を行ってお

り、九州の経済界を初め、その理解が今、徐々

に広がっているところだという手応えも感じて

おりますし、先ほど申し上げました全国知事会

のスポーツ・文化・観光のＰＴの取りまとめの

中でも、開会式における神話の採用というもの

を、知事会の提案として国に行っておるところ

であります。今後も官民一体となって、その実

現に向け取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

次に、政策提案についてであります。私は、

政策提案の中で、「くらしの豊かさ日本一の宮

崎」を目指し、「人財づくり」「産業・雇用づ

くり」「豊かなくらしづくり」など、さまざま

な施策を掲げておりまして、それらを県総合計

画のアクションプランに反映させて、その実現

に努めているところであります。

２期目は、復興から成長へとギアチェンジす

る中でスタートし、全庁一丸となって取り組ん

できた結果、交通インフラの整備も進みまし

て、産業・雇用面では確かな手応えも感じられ

る一方で、県総合計画審議会からも、「人財づ

くり」や「豊かなくらしづくり」の面では課題

があるとの評価を受けるなど、まだまだ努力す

べき点もあろうかと感じております。知事に求

められる大きな役割というものは実行力、成果

を上げることであり、宮崎の将来に向けた確か

な礎を築くことであろうと考えておりまして、

成果の上がっている分野におきましては、さら

なる高みを目指し、また課題に対しては真摯な

姿勢で真正面から向き合い、この実現に邁進し

てまいりたいと考えております。

次に、新しい部署の設置についてでありま

す。私は、「新しいゆたかさ」の実現を図る上

では、産業・雇用政策とともに、心の豊かさに

つながる文化・スポーツの振興が大変重要と考
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えております。それは、先ほど申し上げました

ような宮崎の強みにもつながるものと考えてお

ります。

この中で、産業・雇用政策につきましては、

現在、フードビジネスの分野で全庁横断的なプ

ロジェクトの調整を行っており、一定の成果を

得ているところであります。今後、他の分野に

おいてどのような取り組みができるか、このフ

ードビジネスのモデルというものをさらに横展

開する、発展させるという観点から検討を進め

ているところであります。

また、文化・スポーツの振興につきまして

は、平成32年の東京オリンピック・パラリン

ピックに向けたおもてなしプロジェクトや、国

に要望しております国民文化祭、さらには平

成38年の国体が控えているところであります。

これらの課題に集中的に取り組む体制も含めま

して、急ぐものについては来年度からの設置も

視野に入れて、検討を加速させてまいりたいと

考えております。

次に、平成27年度の一般会計決算についてで

あります。平成27年度は、本県の厳しい財政状

況を踏まえながら、人口減少問題への対策、経

済・雇用対策、地域医療の再生や危機管理の強

化など、本県が直面している緊急的課題に積極

的に対応する一方で、人件費の伸びの抑制や投

資的経費の重点化、一般行政経費の見直しによ

る収支不足の縮減に努めるとともに、県債の発

行抑制により、将来的な公債費負担の軽減にも

努めたところであります。これらの結果、実質

収支、単年度収支は黒字となり、県債発行額、

県債残高ともに減少するなど、堅実な財政運営

を行いながら、将来を見据えたあすの宮崎の礎

づくりを進めることができたものと考えており

ます。

次に、国の経済対策に対する取り組みについ

てであります。８月に閣議決定された「未来へ

の投資を実現する経済対策」におきまして、国

は、当面の需要喚起にとどまらず、民需主導の

持続的な経済成長と一億総活躍社会の着実な実

現につながる施策を中心に対策を行うとしてお

ります。国の補正予算及び当初予算の具体的な

内容については、今後明らかになっていくこと

と考えておりますが、県といたしましては、国

の動向を十分に踏まえ、対応していくこととし

ております。

今後の財政運営につきましては、社会保障関

係費の増加や防災・減災対策、公共施設の老朽

化対策、さらには国体開催に伴う施設整備等、

多額の財政需要が見込まれているところであり

ます。一方で、厳しい財政状況の中にあって

も、地域経済の活性化や人口減少問題等、積極

的に取り組んでいく必要のある課題もあります

ことから、平成29年度の当初予算編成におきま

しては、国の予算編成や地方財政対策等の動向

を注視しながら、選択と集中の理念のもと、積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

最後に、ネットワークを活用した県政推進に

ついてであります。県政推進に当たりまして

は、私自身が培ってきた人脈を初め、本県出身

者や本県への出向経験者など、さまざまなチャ

ンネルというものを積極的に活用していく必要

があると考えております。

御指摘のありました、先週講演をいただきま

した佐々木内閣府地方創生推進事務局長も本県

出向経験者であり、地方創生交付金の活用等に

ついて、またさまざまな県政の課題につきまし

て、有意義なアドバイスをいただいているとこ

ろでありますし、私の出身の総務省について
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も、多くの方からさまざまな局面で力添えをい

ただいているところであります。霞が関でさま

ざまな要望提案活動を行っておりましても、つ

くづく感じますのは人脈のありがたさでありま

す。私自身は旧自治省でありますが、先輩・後

輩という人脈の中で、直接ほかの省庁の面識の

ない方であっても、旧自治省の人脈を通じて必

ず人のつながりがある、非常に話がしやすくな

るということがあります。そのネットワークは

今後有効に活用してまいりたいと考えておると

ころであります。

また、知事会において、先ほど御説明しまし

た「スポーツ・文化・観光プロジェクトチー

ム」のリーダーを務めているというようなこと

もありますし、このほか、「将来世代応援知事

同盟」や「ふるさと知事ネットワーク」、また

南海トラフの９県知事会議など、知事同士で横

の連携を図りながら、国に対して提言を行って

いる、この結束というのも大変重要であろうと

考えております。今後とも、こうしたネットワ

ークやさまざまなキーパーソンとのつながりを

最大限に活用し、県政の推進を図ってまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

県議会自民党は、毎年夏に、○松村悟郎議員

東京で合同の研修会を開催しています。本年

は、日南市出身で東京オリンピック・パラリン

ピック推進事務局の多田企画・推進統括官と、

本県に出向し財政課長を務められた総務省の原

調整課長に講師をお願いしました。東京オリン

ピック、地方財政の状況についても御説明をい

ただきました。意見交換をしながら、本当に貴

重なネットワークだなということを肌で感じさ

せていただきました。本県ゆかりの方などに

は、特に国で今、重要なポジションにおられる

方も数多くいらっしゃいますので、どうぞ本県

発展のために力になっていただけるよう、知事

の積極的な取り組みをお願いしておきたいと思

います。

平成28年度補正予算並びに平成29年度当初予

算の編成につきましては、経済再生と財政健全

化の２つの命題がありますが、現下の国の積極

姿勢や諸課題を踏まえ、経済好循環を県民の皆

様に肌で感じていただくためにも、この時期を

逃さず、県においては、財源をしっかりと獲得

していただき、積極的な予算としていただくよ

う要望いたしておきます。

また、壇上で述べましたが、「ドラマティッ

ク古事記」、このステージは、まさに「神話の

ふるさとみやざき」を体感でき、すばらしい感

動を受けました。改めて、2020年の東京オリン

ピックは、「神話の源流みやざき」、そのイメ

ージで開会式が開幕されることを心から期待し

ております。

知事の政治姿勢について続いてお伺いしま

す。７月の鹿児島県知事選で民間出身の三反園

知事が初当選をされ、先月初めに三反園知事が

本県を訪れ、河野知事と会談されたと報道で

伺っております。そこで、三反園知事に対する

印象や期待についてお伺いします。また、南九

州の隣県として今後どのように連携して取り組

んでいくのか、お伺いしたいと思います。

鹿児島県の三反園知事○知事（河野俊嗣君）

には、先月４日、就任挨拶ということでわざわ

ざ本県を訪問いただいて、意見交換をしたとこ

ろであります。三反園知事から、特に観光と防

災という２つのテーマについて連携強化したい

という御提案をいただいたところで、大変あり

がたいことであります。私からも、先般、環境

省のモデル事業地に選定されました霧島錦江湾
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国立公園を活用していこうというお話でありま

すとか、観光振興、防災対策に不可欠な高規格

幹線道路、高速道路の整備等に向けた協力をお

願いしたところであります。

三反園知事には、これまでの民間での経験を

生かした鹿児島県のかじ取りに期待いたします

ともに、隣接県といたしまして、施策面でも関

連する分野が多いことから、引き続き相互に連

携し、またよい意味で競い合いながら、協調と

競争ということがあろうかと思っておりますの

で、南九州の一層の活性化を図ってまいりたい

と考えております。

三反園知事は選挙の公約の一○松村悟郎議員

つとして、川内原発に関して熊本地震を考慮

し、点検と避難計画の見直しを行うという公約

で当選されました。そして、先月26日に九州電

力社長に対して、４月に二度の震度７を観測し

た熊本地震の発生を受けて、原発の耐震性をめ

ぐる県民の不安が高まっていることを理由に、

川内原発の一時停止と点検を申し入れたと伺っ

ております。知事はどのように感じられたの

か、お伺いしたいと思います。

三反園知事の申し入れ○知事（河野俊嗣君）

は、熊本地震を契機とした住民の不安の声とい

うものを受けまして、選挙公約に基づいてなさ

れたものと認識をしております。

一方、原発の稼働につきましては、東日本大

震災の反省を踏まえまして、科学的・技術的知

見に基づく安全性の確保を大前提として国が判

断したものでありまして、そのわかりやすい説

明や十分な情報提供が重要と考えております。

県としましても、九州電力が今後どのような対

応を行うのか、注目をしているところでありま

す。

また、三反園知事は、県民所○松村悟郎議員

得10位以内を目指すと積極的な姿勢を示されて

おります。知事は、先輩知事としてどう受けと

められたのか、また宮崎県の現状を踏まえなが

ら、県民所得の向上にどのように取り組んでい

かれるのか、伺いたいと思います。

１人当たりの県民所得○知事（河野俊嗣君）

が40位台にある中で10位以内を目指すと宣言す

ることは、大変意欲的な姿勢であります。私も

この数字を見たとき、はっと思ったわけであり

ますが、やはり高い目標を掲げて進んでいく姿

勢というものは大変重要ではないかと思ってお

りますし、県民生活を安定させ、豊かな暮らし

を実現したい、その思いは私も同じでありま

す。

これまでフードビジネスなどの成長産業や競

争力の高い中核企業の育成などに全庁を挙げて

取り組んできた結果、本県の１人当たり県民所

得の全国順位も上昇してきているところであり

ます。今年度は、さらに産学金労官が一体とな

りまして、企業への集中支援を行うプラット

フォームや、産業人材の育成を行います「みや

ざきビジネスアカデミー」など、さらなる飛躍

の礎となる基盤も整えたところでありまして、

今後、これらを十分生かしながら、本県経済の

活性化や雇用の拡大、さらには県民所得の向上

にもつなげてまいりたいと考えております。

鹿児島県は隣接県でございま○松村悟郎議員

すので、共通課題も非常に多く、大事な県だと

認識しております。先輩知事としてリードする

形で連携関係を築いていかれることを期待して

おります。

また、知事が政策提案に掲げた「くらしの豊

かさ日本一の宮崎」、生活環境のよさという点

では本当に日本一だと思います。ただ、何より

も経済的な豊かさがその基盤となります。三反
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園知事に負けない意気込みを持って、県民のた

めに所得向上に御尽力くださるようお願いして

おきます。

次に、ふるさと納税についてお伺いいたしま

す。

最近、新聞紙上等でよく取り上げられており

ます「ふるさと納税」は、６月の総務省発表に

よりますと、平成27年度の自治体への寄附額は

全国で約1,653億円となり、前年度の4.3倍にふ

えるなど、国民の間にも広く話題として広まっ

ております。これは、昨年４月から減税対象と

なる寄附額の上限が約２倍に引き上げられたこ

とや、自治体も返礼品を充実させていることが

要因のようです。こうした中、全国１位の寄附

額となった都城市を初め、綾町、都農町など、

県内においても大幅に寄附実績を伸ばしている

自治体が見受けられます。

一方で、先月、総務省が公表した平成28年度

課税における平成27年中のふるさと納税に関す

る税額控除額は、全国の自治体合計で約999億円

にも達したとのことであります。収支差額は、

東京都や神奈川県など大都市を中心に赤字と

なっており、一方で、地方では黒字の傾向にあ

るとの新聞報道があります。ふるさと納税は、

都市部に集中する税収の地方への再配分にも役

立っていると思います。このような状況を踏ま

え、まずは、本県のふるさと納税の取り組みと

収支状況について、商工観光労働部長にお伺い

いたします。

県及び県○商工観光労働部長（中田哲朗君）

内の市町村におきましては、宮崎牛や焼酎、旅

行宿泊など特色ある返礼品を用意し、そのＰＲ

に努めておりますほか、いただいた寄附を各自

治体の魅力発信や子育て支援などの住民福祉の

向上に活用するなど、ふるさと納税に積極的に

取り組んでおります。

この結果、県と市町村を合わせた平成27年度

の寄附受け入れ実績は、全国第４位の約103

億2,800万円となるなど、全国から多くの応援を

いただいたところであります。一方で、平成27

年中にほかの自治体に寄附したことにより、居

住する自治体から税額控除された額は、約２

億9,800万円となったところであり、収支差額は

約100億3,000万円の黒字となり、山形県、北海

道に次ぐ全国３位となっております。

県全体での寄附額は全国４○松村悟郎議員

位、収支差額も黒字額第３位ということは、県

内の先進的な自治体の創意工夫や努力によるも

のだと、本当に敬意を表したいと思います。

近年の実績を伺いますと、自主財源の乏しい

本県や県内市町村にとっては、ふるさと納税は

財源確保の観点からも非常に大きなインパクト

のあるものだと思います。県の積極的な取り組

みとともに、市町村に対する支援も重要になる

と考えます。ふるさと納税、今後さらに進めて

いただきたいと思いますが、今後どのように取

り組まれるのか、知事にお伺いします。

ふるさと納税は、地域○知事（河野俊嗣君）

の活性化、住民福祉の向上を推進する上で、貴

重な財源確保に役立つ制度であるわけでありま

すし、地場産業の振興、域内経済の循環など、

地方創生の推進にも大きく寄与する、そのよう

な制度であると考えております。

また、先日、菅官房長官が都城市を訪問され

たときは、都城市長が、職員の意識改革にもつ

ながっている、そのようなことも言われたよう

であります。県としましては、この制度を通し

て、本県の魅力のＰＲに積極的に取り組むこと

により、一人でも多くの方々に宮崎の魅力を

知っていただき、本県及び県内市町村を応援し
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ていただけるような努力をしてまいりたいと考

えております。また、市町村に対しましても、

引き続き、国と連携して情報提供やアドバイス

などを行いまして、地域の発展に資する成果が

一層得られるよう努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、企業版ふるさと納税に○松村悟郎議員

ついてであります。個人版ふるさと納税につい

ては、地方自治体の財源確保の手法の一つとし

て取り組みが進んでおります。新たに創設され

た企業版ふるさと納税についても、都市部から

地方へと民間資金の新たな流れをつくる大きな

切り札として期待しております。

この制度は、個人版と異なり、国が認定した

地方公共団体が行う事業に対して企業が寄附を

行うことにより、企業が地方創生に貢献するこ

とを狙いとしたものであります。内閣府は先

月、本県を含む全国の６県81市町村の計102事業

を第１弾として認定しましたが、この制度をい

ち早く活用するとした県の取り組み姿勢、まず

は評価したいと思います。そこで、今回認定さ

れた「県民と築く「美しい宮崎づくり」沿道修

景美化モデル事業」の概要について、県土整備

部長にお伺いします。

本事業は、○県土整備部長（東 憲之介君）

県内外からの観光客の皆様に対するより充実し

たおもてなしを実現するため、これまでの沿道

修景美化条例のもとでの取り組みに、県民の皆

様の視点や創意工夫を取り入れて、美しい沿道

環境の創出を図ることを目的としたものであり

ます。具体的には、県内から３つの地区を選定

し、事業の計画段階から実施に至るまで、地元

の皆様と話し合いながら、それぞれの地域の特

色を生かした植栽のリニューアルや、記念植

樹、花植えなどの各種イベントを行うもので

す。今回の企業版ふるさと納税の認定は、本事

業が、県民協働での沿道修景美化により、観光

地の魅力向上を図ることを目的としている点が

高く評価されたものと考えております。

財政力の弱い本県にとって○松村悟郎議員

は、企業からの財政支援は大変ありがたく、こ

の第１弾を弾みに、次回以降の認定に向けても

全庁的な取り組みが期待されますが、今後、企

業版ふるさと納税についてどのように取り組ん

でいくのか、総合政策部長にお伺いします。

企業版のふる○総合政策部長（永山英也君）

さと納税につきましては、個人版のふるさと納

税と同様、自主財源に乏しい本県にとりまし

て、必要な財源を確保するための有効な手段の

一つであると考えております。この制度を積極

的に活用していきますためには、まずは、多く

の企業の賛同を得られます魅力のある事業を構

築することが必要であります。これに向けて

しっかりと取り組んでまいりたいと考えており

ます。また、この制度は、県外に本社を置く企

業を対象としておりますことから、特に本県に

ゆかりのある企業に、制度を御理解いただき、

協力いただくため、３つの県外事務所を活用し

ながら、効果的なＰＲに取り組んでまいりたい

と考えております。

ふるさと納税については、個○松村悟郎議員

人版、企業版ともに、県、市町村の取り組みを

充実していただき、本県がふるさと納税の全国

のトップリーダーとなることを期待しておりま

す。よろしくお願いします。

次に、国土強靱化地域計画についてお伺いし

ます。

ことし４月にも熊本地震が発生しましたが、

振り返りますと、平成７年の阪神・淡路大震

災、平成16年の新潟県中越地震、平成23年の東
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日本大震災など、近年、大規模な地震や津波、

台風、集中豪雨といった災害が頻発しており、

住民生活の安全・安心が脅かされる事態が生じ

ています。

このため国は、南海トラフ地震や首都直下地

震など、大規模自然災害等への対策として、平

成25年12月に国土強靱化基本法を制定しまし

た。そして、同法では、都道府県等は、国土強

靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、国土強靱化地域計画を定めることが

できるとされており、本年８月１日現在、既

に32都道府県が策定しています。南海トラフ地

震対策や風水害対策に備え、積極的かつ迅速に

強靱化対策に取り組むためにも、国土強靱化地

域計画を早期に策定する必要があると思います

が、現在の取り組み状況を危機管理統括監にお

伺いいたします。

国土強靱化○危機管理統括監（畑山栄介君）

地域計画につきましては、現在、庁内の大規模

災害対策連絡会議におきまして、住宅や保健医

療・福祉、交通・物流などの施策分野ごとに、

どういったところが弱いのか、どんな課題があ

るのかといった脆弱性の評価を行った上で、計

画に盛り込むべき施策の推進方針等について検

討を行っております。策定に当たりましては、

県防災会議に国土強靱化部会を設置し、有識者

の意見も伺ってきております。今後は、来月を

目途に計画の最終案をまとめまして、パブリッ

クコメントを経て、今年中に計画を策定したい

と考えております。

この地域計画に基づく施策に○松村悟郎議員

ついては、関係省庁の交付金等の交付に当た

り、一定程度の配慮を行うとされており、国か

らの財源確保が重要と考えます。国土強靱化地

域計画に基づく社会資本整備の予算確保にどの

ように取り組むのか、知事にお伺いします。

南海トラフ地震や台風○知事（河野俊嗣君）

による豪雨など自然災害のリスクが高い本県に

おきましては、津波や水害から県民の生命や財

産を守るための河川や海岸の施設、さらには災

害発生後の広域的な物資輸送のかなめとなりま

す道路や港湾等の社会資本を整備し、県土の強

靱化を図るというのは、大変重要な課題である

と考えております。

このため、私自身も機会あるごとに関係省庁

を訪れ、政務三役や局長クラスはもちろんであ

りますが、関係各課にも直接足を運び、社会資

本整備がおくれている本県の実情などを強く訴

え、必要な予算の確保に向けた要望や提案など

を行ってきたところであります。今後とも、国

土強靱化地域計画に基づく社会資本の整備が

しっかりと推進できますよう、市町村とも連携

をしながら、私が先頭に立って、必要な予算の

確保に向けて全力で取り組んでまいりたいと考

えております。

平成28年度補正予算案にも経○松村悟郎議員

済対策としてインフラ整備予算が含まれてお

り、平成29年度当初予算への国土交通省の概算

要求においては、国土強靱化等にかかわる公共

事業費が増額要求されているようですので、こ

の機会を捉え、社会資本整備予算の充実確保を

お願いしておきます。

次に、障がい者・児童福祉についてお伺いい

たします。

７月26日未明に相模原市の障がい者施設で、

施設の元職員が起こした事件により、入所者19

人がお亡くなりになり、27人が負傷するという

大惨事となりました。犠牲になられた皆様の御

冥福を心からお祈りしますとともに、御家族の

皆様へのお悔やみを申し上げます。また、負傷
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された方々の一日も早い回復をお祈りいたしま

す。

この事件は、戦後最悪の犠牲者を出し、日本

全国に大きな衝撃を与えたということからも、

他県で起こった特別な思想を持った一個人の事

件では済まされないと思います。この事件を教

訓に、障がい者施設の安全確保、職員のストレ

スチェックとフォロー体制などをいま一度考え

直す機会にしなければならないと思います。そ

こで、今回の事件を受けて、県はどのような対

応をとられているのか、福祉保健部長にお伺い

いたします。

県では、今回○福祉保健部長（日隈俊郎君）

の事件に係る厚生労働省からの通知を受けまし

て、７月27日に、県内の施設に対し入所者等の

安全の確保を求める通知を行ったところであり

ます。その後、県独自に施設の安全管理・防犯

体制に関する状況調査を行いまして、８月５日

に、施設長等を対象とした会議を開催するとと

もに、８月10日には、施設の安全確保等に関す

る自己点検表を配付するなど、施設の安全管理

の周知徹底に努めたところであります。また、

８月22日には、障がい者関係団体等との意見交

換会を開催いたしまして、防犯対策のさらなる

充実と障がいのある人への正しい理解が図られ

るよう、引き続き、団体等と連携しながら取り

組んでいくこととしたところであります。

この事件を教訓に、今後と○松村悟郎議員

も、障がい者に限らず、子供やお年寄りのため

の施設においても、こうした事件が二度と起こ

らないような十分な対策をお願いしておきま

す。

一方、これまで障がい者施設は、地域に開か

れた施設を目指して取り組んでこられた経緯が

あります。県におきましても、各事業所が安全

確保と地域に開かれた施設とのバランスをうま

くとれるように、指導・助言していただくこと

を要望しておきます。

次に、子育て支援についてであります。６月

に国が策定した「ニッポン一億総活躍プラン」

では、少子高齢化という日本の構造的課題に政

府一丸となって取り組む姿勢が示されました。

そして、特に子育て支援については、平成29年

度までに、保育の受け皿整備を40万人から50万

人分に上積みすることや、保育士としての技能

・経験を積んだ職員の処遇改善、さらに保育士

確保の方策として、再就職準備金貸付制度の創

設といった具体的な施策が打ち出されていま

す。

本県においても、子育て支援策の充実のため

に、こうした国の事業、政策を積極的に活用し

ていく必要があります。まず、保育の受け皿を

拡大するには、特に民間保育所等の施設整備を

進めていくことが重要だと思いますが、県は、

民間保育所等の施設整備に対してどのような支

援を行っているのか、福祉保健部長にお伺いい

たします。

幼児の保育や○福祉保健部長（日隈俊郎君）

教育の量の確保を図るためには、民間保育所等

の施設整備を進めていくことが重要であると考

えております。これまで県では、国の子育て支

援対策臨時特例交付金を原資にいたしまして造

成した「安心こども基金」等を通じまして、県

内の認定こども園、保育所及び幼稚園に対する

補助を行ってきたところでございます。また、

さきの６月補正予算におきましても、約９億円

の施設整備補助について議決をいただいたとこ

ろであります。先日発表されました国の補正予

算案におきましても、保育の受け皿整備を図る

ための予算が計上されておりますので、今後と
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も、このような国の動向を踏まえ、市町村や関

係機関とも連携を図りながら、保育所等の施設

整備に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

次に、保育士の需給状況及び○松村悟郎議員

保育士の確保策についてお伺いいたします。保

育の受け皿の拡大には、施設の整備だけではな

くて、そこで働く保育士を安定的に確保してい

く必要があります。東京などの大都市では保育

士不足が深刻であるようですが、本県における

保育士の需給の状況及び保育士の確保に向けた

県の取り組み状況について、福祉保健部長にお

伺いいたします。

県が昨年３月○福祉保健部長（日隈俊郎君）

に策定しました「みやざき子ども・子育て応援

プラン」では、計画策定時と同じ水準で職員を

配置した場合には、県内の教育・保育施設など

に従事する保育士や保育教諭は、平成30年度ま

では不足すると推計しているところでありま

す。平成27年度の実績も同様の状態でございま

して、改めて保育士等の確保の重要性を認識し

ているところでございます。

保育士等の確保対策につきましては、これま

で国の補助事業の活用や保育所等へ給付する運

営経費への加算措置を通じ、給与面での処遇改

善の取り組みを行ってきたところでございま

す。また、今年度から、潜在保育士の円滑な就

職支援を図る「保育士支援センター設置運営事

業」や、保育士養成施設に通う学生に対する修

学資金の貸し付けなどを行う「保育士修学資金

貸付等事業」の実施による保育士等の確保にも

取り組んでいるところであります。今後とも、

国の動向を踏まえ、保育士等の安定的な確保に

向けた取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。

今月２日に厚生労働省より、○松村悟郎議員

入所できる認可保育所はあるものの、特定の保

育所を希望している場合や、保護者が育児のた

め求職活動を休止している場合など、国の待機

児童数から除外されている潜在的な待機児童、

いわゆる隠れ待機児童が、全国で、国の定義の

待機児童数の３倍近くに上るとの発表がありま

した。子育て中のお母さんが安心して働けるた

めにも、人員確保を含め、保育所の充実が重要

でありますので、県内の実態を的確に把握し、

よりニーズに応える施策の充実をお願いしてお

きます。

次に、子供の貧困についてお伺いします。我

が国の子供の貧困率は、平成25年の国の調査

で16.3％と過去最高を記録するなど、深刻化し

ております。こうした中で、平成26年１月に

「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施

行され、県では法の趣旨を踏まえ、本年３月

に、保護者に対する生活・就労支援、子どもの

教育の支援など４つの柱から成る「宮崎県子ど

もの貧困対策推進計画」が策定されました。昨

年度、県議会に設置されました宮崎のこども対

策特別委員会では、子供の貧困対策についても

調査を行い、県の計画の実施に当たり、関係部

局間の連携体制の構築などを要望してまいりま

した。計画策定後の初年度における体制整備、

そして計画に掲げた施策の確実な実行が重要だ

と考えます。そこで、この計画を着実に推進す

るために、県として今後どのように取り組んで

いくのか、知事にお伺いいたします。

子供の貧困対策の推進○知事（河野俊嗣君）

に当たりましては、部局横断的な取り組みが必

要となりますので、ことし６月に、私が本部長

となります「宮崎県子どもの貧困対策推進本

部」を設置するなど、まずは庁内の体制を整備
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したところであります。また、民間の関係団体

等で構成します「宮崎県子どもの貧困対策協議

会」を設置し、計画の進捗状況につきまして、

毎年度、点検・評価を行うこととしておりま

す。

一方、計画をより効果的に推進し、具体化さ

せるためには、地域住民に身近な市町村の取り

組みが重要となります。国の交付金を活用し、

市町村が実施します子供の貧困の実態調査や計

画の策定などに対して支援を行うこととしたと

ころであります。県内でも近年、民間団体など

を中心に、子ども食堂や学習支援などの取り組

みが活発に行われているところであります。こ

れらの団体とも連携を深めながら、県を挙げ

て、計画の実現に向け、しっかり取り組んでま

いりたいと考えております。

子供の貧困対策については、○松村悟郎議員

子供たちが日々多くの時間を過ごす学校におい

ての課題把握が大切であり、いじめや不登校な

どのさまざまな問題への対応はもとより、貧困

に苦しむ家庭の子供たちを他の関係機関とつな

ぐスクールソーシャルワーカーの役割が重要と

なっており、本県においても今年度、増員が図

られています。そこで、スクールソーシャルワ

ーカーの事案解消の状況と今後の支援対策の充

実について、教育長にお伺いします。

スクールソーシャル○教育長（四本 孝君）

ワーカーの平成27年度における活動状況としま

しては、不登校や家庭環境の問題など、497件の

事案に対応しております。そのうち133件の事案

が解消に至り、残る事案につきましては、継続

的な支援を行っております。

スクールソーシャルワーカーの対応件数は年

々増加しておりまして、その人員の確保や質の

向上が課題となっているところであります。こ

のため、今年度４名を増員し、計12名を配置し

たことによりまして、これまで難しかった県立

学校への対応を進めておりますとともに、臨床

心理士等と合同の研修会を年３回実施すること

や、スクールソーシャルワーカーに対する指導

や助言を行う専門家の配置に努めているところ

であります。今後とも、関係機関との連携を図

りながら、さらなる支援体制の充実に努めてま

いりたいと考えております。

「子どもの貧困対策の推進に○松村悟郎議員

関する法律」では、地方自治体に、地域の状況

に応じた施策を策定し、実施することを求めて

います。今後は、答弁にあったように、本庁段

階での部局間、関係機関の連携強化とあわせ

て、各地域単位で、県の出先機関、市町村、学

校などが、子供の貧困に係る問題の情報共有を

図るなど、連携を強化し、子供の貧困の解決に

向けて、実効性のある支援体制が構築されるよ

う、県のきめ細かな取り組みをお願いしたいと

思います。

さて、このほど公表されました平成27年度の

児童相談所における児童虐待の相談対応件数

は、全国で10万件を超え、本県でも715件と過去

最多となっています。相談件数が増加傾向にあ

る児童虐待問題については、県などが果たすべ

き役割と取り組みが重要だと思います。福祉保

健部長にお伺いします。

児童虐待は、○福祉保健部長（日隈俊郎君）

子供の心身に影響を与える深刻な問題でありま

して、社会全体で取り組むべき課題であると考

えております。このため、県におきましては、

未然防止を初め、早期発見・早期対応を対策の

大きな柱と位置づけまして、住民により身近な

市町村等と連携した取り組みを進めているとこ

ろであります。中でも、児童虐待対応等のた
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め、県内全市町村に設置されている要保護児童

対策地域協議会におきましては、市町村を中心

に、学校や医療機関など関係機関が協働し、地

域での見守りや相談対応など、家庭への支援を

行っておりまして、その役割は大変重要である

と考えております。県では、この協議会におい

て効果的な対応が図られるよう、児童相談所の

児童福祉司等の専門職員が会議に参加するとと

もに、同行訪問を行うなど、積極的な支援を

行っているところであります。

人口減少が大きな課題となる○松村悟郎議員

中で、子供たちは、今後の日本、そして宮崎を

支えてくれる大切な財産であります。子供たち

が安心して成長し、夢をかなえられる社会をつ

くり上げるよう、県の積極的な取り組みをお願

いしておきます。

次に、健康長寿についてお伺いします。

知事は政策提案で「健康長寿日本一」を掲げ

ておられます。県民誰もが、本県の豊かな食や

快適な気候風土を享受し、生涯にわたり心身と

もに健康で心豊かに暮らせることは重要であ

り、医療費抑制の点からも進めるべき政策であ

ります。そこで、健康長寿に関する本県の現状

と、「健康長寿日本一」を実現するためのこれ

までの取り組みについて、福祉保健部長にお伺

いします。

厚生労働省研○福祉保健部長（日隈俊郎君）

究班の報告によりますと、平成25年の本県の健

康寿命は、男性が全国８位、女性が全国４位と

なっております。

県では、「健康寿命男女とも日本一」の目標

を掲げまして、昨年度、市町村や団体、企業等

から成る「宮崎県健康長寿社会づくり推進会

議」を設置いたしまして、健康長寿社会づくり

プロジェクトを全県的に推進しているところで

あります。具体的な取り組みといたしまして

は、野菜摂取量増加の定着を図る事業や、運動

の習慣化を図る事業、高齢者の生きがいづくり

を促進する事業などのほか、今月19日には、健

康長寿社会づくりの機運を醸成するため、県民

参加型のイベント「健康長寿県民フェスタ」を

開催することとしております。

今月５日に、日用品大手の花○松村悟郎議員

王と、健康長寿社会づくりを推進するための連

携協定を締結されました。これまで県も、さま

ざまな角度からの取り組みにより、健康寿命の

都道府県順位を着実に上げられていると感じて

おります。将来的には「健康長寿日本一」を達

成できると考えておられるのか、知事にお伺い

します。

本県では今、「日本の○知事（河野俊嗣君）

ひなた宮崎県」をコンセプトとしまして、気候

も県民性も温かく暮らしやすい、そういう魅力

をアピールし、県内への移住なども推進してい

るところでありますが、「健康長寿日本一」を

目指すことは、そういう意味でも大変アピール

になるものと考えております。

現在、多くの県が「健康長寿日本一」を目標

に掲げまして取り組んでおるところでありま

す。本県も１桁台ではありますが、これはなか

なか容易なことではないと考えております。先

ほど、県民所得の議論でもありましたが、「健

康長寿日本一」という高い目標を掲げることに

よりまして、その目標達成に至る過程におい

て、県民の意識が高まる、そして県民一人一人

が健康長寿社会づくりに向けて取り組んでい

く、そのプロセスも大変重要であると考えてお

るところであります。運動習慣でありますと

か、野菜を多く食べるとか、いろんな課題はあ

るところでありまして、日本一の実現に向け
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て、各種事業の展開を図りながら、県民の皆様

と一緒に努力をしてまいりたいと考えておりま

す。

次に、がん対策についてお伺○松村悟郎議員

いします。我が国では、高齢化に伴い、生涯の

うちに２人に１人ががんになる時代となり、３

人に１人ががんで亡くなると言われています。

がんによる死亡を減らすには早期発見が大事で

あり、そのためにはがん検診を受けることが重

要となりますが、これがなかなか進まない状況

にあると聞いています。そこでまず、本県のが

んによる死亡率及びがん検診受診率の状況につ

いて、福祉保健部長にお伺いします。

確認できます○福祉保健部長（日隈俊郎君）

平成26年の統計で申し上げますと、本県でがん

が原因で亡くなられた方は3,469人となっており

まして、全国同様、増加傾向で推移しておりま

す。がんによる死亡率につきましては、高齢化

の影響を除いた75歳未満の年齢調整死亡率で見

ますと、人口10万人当たりで本県は73.1となっ

ておりまして、全国の79.0より低く、全国43位

となっております。

また、がん検診の受診率につきましては、平

成25年の国民生活基礎調査によりますと、男女

の計で、胃がんが39.1％、大腸がんが34.5％、

肺がんが42.1％、女性の子宮頸がんが41.0％、

乳がんが45.3％となっておりまして、これらの

５大がんの受診率では、乳がんのみが全国平均

を上回っているという状況にあります。

がんは早期発見すれば治るも○松村悟郎議員

のが多いと聞きますが、がん検診の受診率の低

さといいますか、この受診率を向上させるため

にはどのような対策が必要だと考えられます

か、福祉保健部長にお伺いします。

がんの早期発○福祉保健部長（日隈俊郎君）

見のため、がん検診の受診率向上を図ることは

大変重要であると認識しております。このた

め、まず市町村では、無料クーポン券の配布、

未受診者への電話やはがきによる個別の受診勧

奨、特定健診との同時実施や休日検診などの取

り組みを実施しております。

県では、こうした市町村の取り組みを支援す

るとともに、テレビＣＭやイベントへのブース

出展などによる普及啓発等に努めているところ

であります。今後は、市町村を対象に、先進的

な事例を共有する研修会を開催するほか、「宮

崎県健康長寿社会づくり推進会議」と連携しま

して、団体・企業における健康づくりの取り組

みを呼びかけることにより、がん検診の受診率

向上を図ってまいりたいと考えております。

健康長寿は万人の願いであり○松村悟郎議員

ます。日本人の死亡原因のトップが「がん」で

あることを考えると、がん対策は、「健康長寿

日本一」を目指す本県にとっても不可欠であり

ます。県民の皆様が、心身ともに健やかに生涯

を過ごしていけるよう、「健康長寿日本一」の

実現とともに、全国に比べて低いがん検診の受

診率向上について、積極的な取り組みをお願い

しておきたいと思います。

次に、観光誘客対策についてお伺いいたしま

す。

熊本地震発生後の観光誘客対策により、一定

の効果が上がっていると伺っています。一方

で、この夏は飲食店等で団体客を中心に客足が

減っているとも聞いております。県では、この

夏の観光入り込みの状況をどのように把握し、

認識しておられるのか。また、それを踏まえ、

今後、誘客対策にどのように取り組まれるの

か、商工観光労働部長にお伺いします。

本県で○商工観光労働部長（中田哲朗君）
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は、現在、熊本地震の影響による復興対策に取

り組んでおりますけれども、その効果を検証す

るために、６月から県内各地域の48の施設を対

象に宿泊者数の調査を実施しているところでご

ざいます。この調査では、６月は前年と比べ

約13％減少しておりますが、７月は、約２％で

すが、前年を上回っておりまして、復興対策に

一定の効果が出てきているものと考えておりま

す。

一方、宮崎県飲食業生活衛生同業組合に伺っ

たところ、県内の一部の飲食店等から、観光客

が地震前の水準にはいまだ回復していないとい

う声もあると聞いております。このため、今

後、秋の団体旅行シーズンに向け、「九州ふっ

こう割」等を活用しながら、国内外の旅行会社

に対しまして、県内を周遊する旅行商品造成の

働きかけや、食の魅力のＰＲ等をこれまで以上

に行っていくことで、より広範囲に経済効果が

波及するよう取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

次に、市町村との連携による○松村悟郎議員

観光振興の観点から、「宮崎版ＤＭＯ」につい

てお伺いします。

平成16年度に、県観光協会、宮崎コンベン

ション・ビューロー、スポーツランドみやざき

推進協議会が統合して、みやざき観光コンベン

ション協会が設立されましたが、以前と比較し

て市町村等の声が届きにくくなったという指摘

があります。同協会では、今後、県内の観光地

づくりを持続的、戦略的に推進し、牽引するた

めに「宮崎版ＤＭＯ」を構築していくと伺って

います。この「宮崎版ＤＭＯ」を構築するため

には、市町村との連携が不可欠であると考えま

す。今後どのように取り組んでいくのか、商工

観光労働部長にお伺いします。

「宮崎版○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ＤＭＯ」の構築に当たりましては、観光客のニ

ーズを適時的確に把握するため、マーケティン

グなどを活用したアプローチに加えまして、地

域の多様な関係者を巻き込んだ観光地域づくり

が求められておりまして、市町村との連携は不

可欠であると考えております。

こうした中で、「宮崎版ＤＭＯ」の核となる

みやざき観光コンベンション協会におきまして

は、事業推進に反映させるため、毎年、市町村

観光協会や関係団体との事業推進懇談会を開催

しておりますが、今年度からは、地域ごとに開

催するなどして、地域が抱える課題をきめ細や

かに把握し、事業に反映することで、連携をさ

らに強化することといたしております。県とい

たしましては、「宮崎版ＤＭＯ」の構築に向け

て、みやざき観光コンベンション協会を支援す

るとともに、協会と一体となって、市町村等と

の連携に努めてまいりたいと考えております。

次に、記紀編さん記念事業に○松村悟郎議員

ついてお伺いします。

この事業は平成24年にスタートし、日本書紀

編さん1300年の平成32年が最終年となります

が、スタートから４年がたち、折り返しの時期

に来ています。これまで、県外での講座開催を

初め、「神話のふるさとみやざき」の定着に向

けた取り組みが進められております。現在の状

況を見ますと、毎年多くの観光客が訪れる高千

穂町などは、神話の里として定着が図られてい

ます。ただ、本県各地に存在する魅力的な神話

ゆかりの地は、まだ十分な発信、定着ができて

いないのではないでしょうか。記紀編さん事

業、後半に向けては、こうした県内各地の神話

を観光資源として磨き上げ、観光誘客にいかに

つなげていくかが重要だと考えます。そこで、
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記紀編さん記念事業の現在の取り組み状況と、

最終年となる2020年に向けてどのような展開を

考えているのか、商工観光労働部長にお伺いし

ます。

記紀編さ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ん記念事業につきましては、「神話の源流みや

ざき」の認知度向上に向けまして、さまざまな

取り組みを行っているところでございますが、

これらの取り組みを誘客に結びつけることは、

非常に重要であると考えております。このた

め、市町村と連携して、地域の観光資源の掘り

起こしや磨き上げを行うとともに、それらと県

内各地に数多く残されている神話を結びつけ

て、観光地としての魅力を高めることによっ

て、誘客につながるよう取り組んでいるところ

でございます。

最終年となる2020年に向けましては、オリン

ピック開会式での「天岩戸開き」の再現や国民

文化祭の本県開催を要望しておりますほか、神

楽の世界無形文化遺産登録に向けた取り組みも

行っているところでありますので、これらの実

現に向けて取り組んでいくことで、「神話の源

流みやざき」の定着を図り、神話が本県観光の

大きな柱の一つとなるよう取り組みを進めてま

いりたいと考えております。

次は、スポーツランドみやざ○松村悟郎議員

きに関する取り組みについてお伺いします。

リオデジャネイロオリンピックが終了し、東

京オリンピックに向けて、海外の代表チームの

事前合宿誘致活動がいよいよ本格化していくこ

とと思います。海外のオリンピック代表チーム

に対する事前合宿誘致活動の現在の状況及び今

後の取り組み方針等について、商工観光労働部

長にお伺いします。

海外代表○商工観光労働部長（中田哲朗君）

チームの事前合宿誘致につきましては、昨年、

知事が訪問し、好感触を得られましたドイツの

陸上や柔道、さらにはイタリアのラグビーを主

なターゲットとして、誘致活動に取り組んでい

るところでございます。リオオリンピック終了

後には、早速、ドイツ、イタリアの総領事館を

訪問し、本県の合宿環境等のＰＲを行ったほ

か、現地在住の関係者を通じた情報収集や新た

なキーマンの掘り起こし、さらには競技団体関

係者の視察実現に向けた取り組みなど、幅広い

誘致活動を積極的に進めているところでありま

す。

また、そのほかの国や競技種目につきまして

も、誘致の可能性を探っているところでありま

して、中でもトライアスロンにつきましては、

シーガイア周辺が国の競技別強化拠点に指定さ

れていること、また、世界中のトップアスリー

トが集うワールドカップが本年10月に本県で開

催されることなどから、代表選手の合宿誘致を

目指してまいりたいと考えております。

リオオリンピックにおいて○松村悟郎議員

は、獲得メダル41個中、屋外競技は陸上、カヌ

ー、テニスの４つだけという結果になりまし

た。東京オリンピック・パラリンピックに向け

て屋外競技を強化していくという意味でも、現

在、東京にある屋内型のナショナルトレーニン

グセンターとは別に、屋外型のナショナルトレ

ーニングセンターは、今まで以上にその必要性

が高まっております。そこで、県が進めている

誘致について、現在の状況及び今後どのように

取り組んでいくのか、その方針を商工観光労働

部長にお伺いいたします。

屋外型ナ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ショナルトレーニングセンターの本県への誘致

につきましては、昨年10月に官民一体の誘致推
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進委員会を設立するとともに、機会あるごとに

要望活動を行ってきたところであります。

このような中、先般、スポーツ庁が設置しま

す有識者会議から、トップアスリートにおける

強化活動拠点のあり方についての検討状況報告

がなされたところでありまして、その中で、集

約する競技の種目やスポーツ医・科学機能の強

化など、検討すべき多くの課題が示されたとこ

ろであります。県といたしましては、これらの

課題の解決に向けた調査を行いまして、本県の

貢献可能性や優位性等について取りまとめ、国

に提案するなど、2020年東京オリンピックに向

けたナショナルトレーニングセンター設置の必

要性について、粘り強く要望活動を続けてまい

りたいと考えております。

追加種目につきましては、昨○松村悟郎議員

年、国際オリンピック委員会へ提案する種目が

決定されて以降、野球・ソフトボール、サー

フィン競技について、本県での開催を目指し、

誘致活動に取り組んでおられます。サーフィン

種目などの追加競技に対する現在の状況及び今

後の取り組み方針について、商工観光労働部長

にお伺いします。

本県での○商工観光労働部長（中田哲朗君）

開催を誘致しております野球・ソフトボール及

びサーフィンが、東京オリンピックの追加種目

として正式に決定したことは、大変喜ばしいこ

とであると感じております。開催地につきまし

ては、ＩＯＣ総会の中で予定地が示されたと聞

いておりますけれども、正式決定は12月と伺っ

ておりますので、関係市とも連携しながら、引

き続き要望活動を続けてまいりたいと考えてお

ります。あわせて、本県の有する高いポテン

シャルをアピールしながら、競技別強化拠点の

指定や代表選手の事前合宿誘致、さらには国際

大会の誘致などにもつながるよう取り組んでま

いりたいと考えております。

神話のふるさとみやざき、ス○松村悟郎議員

ポーツランドみやざき、この２つは宮崎の観光

戦略の大きな柱であります。４年後となった東

京オリンピック・パラリンピックに向けて、そ

れぞれさらに磨きをかけ、県内外への積極的な

アプローチをお願いしておきたいと思います。

次に、産業振興策についてお伺いします。

先日、2015年度の売上高が企業単体で100億円

を超えた九州・沖縄の企業数に関する記事が、

新聞に掲載されておりました。本県は26社と

なっており、県別の企業数は本県が一番少な

く、九州では唯一、売上高が1,000億円を超える

企業がないという結果になっていました。２年

連続で全国最下位となった本県高校生の県内就

職率の改善や、県外に進学した大学生が県内に

戻り就職するための受け皿整備のためにも、良

質な雇用の場を提供できる一定規模以上の企業

の育成は重要と考えております。そこで、本県

における企業の状況について、商工観光労働部

長にお伺いします。

県内に本○商工観光労働部長（中田哲朗君）

社等を置く企業数は、平成26年７月現在で約３

万7,000となっております。このうち、中小企業

が99％、また、その86.8％が小規模企業となっ

ております。したがいまして、本県は全国平均

と比較しまして、中小・小規模企業の割合が高

い状況にございます。

このような中、近年、フードビジネスの取り

組みなどによりまして、食料品や飲料など出荷

額が増加している業種もございますが、県内企

業の売上高の状況を見ますと、10億円以上の企

業数が九州各県と比べ少なく、また、地域経済

の中心となるような100億円以上の企業数も、議
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にあります。県民所得の向上や雇用の創出を図

るためには、企業活動の活性化による県内経済

の拡大が不可欠でありますので、本県産業の高

付加価値化や県内企業の売上高をさらに高めて

いく必要があると考えております。

これまでの産業振興策は、県○松村悟郎議員

内の数多くの中小企業等を幅広く支援し、全体

的な底上げを図る、これが中心でした。こうし

た施策はもちろん重要でありますが、私は、地

域経済を牽引する核となる企業を育てること

が、雇用面、そして取引拡大を初め、大きな経

済効果を生むと考えます。そこで、具体的に本

県経済を牽引する企業を育成するため、どのよ

うに取り組むのか、商工観光労働部長にお伺い

いたします。

国内外か○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ら外貨を獲得し、県内の経済循環に寄与するよ

うな中核企業を育成することは、非常に重要で

あると認識しております。このため、本年４月

に、県内の産学金労官の13機関が密接に連携

し、県内企業の成長を促進することにより、地

域経済の活性化や良質な雇用の場の確保を図る

ことを目的に、「企業成長促進プラットフォー

ム」を設立したところでございます。

このプラットフォームにおきましては、特に

大きな成長が期待できる企業を成長期待企業と

して今後３年間で20社認定し、外部専門家等を

含め、プラットフォーム構成機関が一体となっ

て集中的かつ継続的に支援することで、将来、

本県経済を牽引できる中核企業として育成して

まいりたいと考えております。

次に、「ひなたＭＢＡ」につ○松村悟郎議員

いてお伺いします。知事の２期目の政策提案の

中に、「みやざきビジネスアカデミー」の創設

がうたってあります。本県産業の振興を図る上

で、それを支える産業人財づくりは大変重要で

あると思います。先月、知事は定例の記者会見

で、「ひなたＭＢＡ」の開講について発表され

たようですが、この「ひなたＭＢＡ」の狙いと

その内容について、知事にお伺いいたします。

「ひなたＭＢＡ（みや○知事（河野俊嗣君）

ざきビジネスアカデミー）」につきましては、

企業の成長と産業界全体の活性化を図るために

は産業人財の育成がまずもって重要であるとい

う認識から、政策提案に掲げたものでありま

す。ビジネススクール卒業の学位であるＭＢＡ

というものと、この「みやざきビジネスアカデ

ミー」、その頭文字がぴったりするというよう

なところから発案したわけですが、その根底は

人財育成の重要性というところであります。

この「ひなたＭＢＡ」は、戦略的な経営者、

事業拡大等にチャレンジする中核人材、そして

円滑な事業承継ができる人材及びベンチャー企

業を立ち上げる人材を育成することを狙いとし

ております。その内容につきましては、新たに

経営戦略やリーダーシップに係るプログラム等

を実施しますほか、産業界等が実施するプログ

ラムを含めて、ＭＢＡとして体系的に提供しま

すとともに、第１次産業を含む全業種の方々が

ともに学ぶことができる、これは本県ならでは

の仕組みとしているところであります。「ひな

たＭＢＡ」はスタートしたばかりでありますの

で、積極的な参加を各方面に呼びかけてまいり

たいと考えておりますし、今後は、今年度設立

しました「産業人財育成プラットフォーム」で

のさまざまな各界からの御意見も踏まえなが

ら、カリキュラムの充実を図るなど、「ひなた

ＭＢＡ」自身も成長させていきたいと考えてお

ります。

平成28年９月７日(水)
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次に、企業立地、本社機能移○松村悟郎議員

転についてお伺いします。県は、昨年策定した

４年間のアクションプランの中で、新規企業立

地件数を４年間で150件とする目標を掲げておら

れます。また、国においては、企業が総務部門

や調査企画部門など、いわゆる本社機能を地方

へ移転する場合などには税制上の優遇措置を設

けるなど、企業の本社機能の移転・拡充制度を

創設したところであります。これらは、都会か

ら地方へと人の流れを変えることにも結びつく

取り組みであると考えられます。まず、昨年度

の本県における企業立地件数の実績と企業の本

社機能の移転・拡充制度の認定実績について、

商工観光労働部長にお伺いします。

まず、企○商工観光労働部長（中田哲朗君）

業立地件数についてですが、昨年度の実績は47

件で、このうち県外から新たに立地した企業

が20件となっております。主な特徴といたしま

しては、情報サービス業が20件と前年度から倍

増し、日南市や日向市に初めて立地するなど、

地域的な広がりも出てきているところでありま

す。また、フードビジネス関連が10件と堅調に

推移しております。

次に、企業の本社機能の移転・拡充につきま

しては、東京23区から本社機能と従業員を移転

する移転型と、それ以外の拡充型とがございま

すが、本県では昨年度、拡充型で５件を認定し

ておりまして、このうち県外企業は２件となっ

ております。業種といたしましては、食品製造

業が２件、卸小売業、飲食サービス業、情報サ

ービス業が各１件となっております。

私は、県内に住み続けたい、○松村悟郎議員

あるいは地元に恩返しをしたいという気持ち

は、多くの本県出身者が抱いているものと思い

ます。県外で働く皆様の大事な受け皿となるの

が企業であります。それを実現するための環境

づくりの面から、企業立地の取り組みは大変重

要だと考えております。新しい動きとして、先

ほどの本社機能の移転・拡充制度を積極的に活

用することで、企業立地の可能性はさらに広

がってくるのではないでしょうか。そこで、本

社機能の移転・拡充制度の一層の活用を含め

て、今後の企業立地にどのように取り組んでい

くのか、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

本社機能○商工観光労働部長（中田哲朗君）

の移転・拡充は、地方への人の流れをつくり出

し、若者を初めとする雇用の拡大や地域経済の

好循環につながるものと期待しており、産業振

興対策や地方創生の観点からも大変重要な取り

組みであると考えております。県といたしまし

ては、この取り組みを後押しするため、国の税

制優遇措置とは別に、県独自の企業立地補助金

の制度を設け、県外における企業訪問や企業立

地セミナーなどを通じて、積極的なＰＲに努め

ているところでございます。今後とも、本県に

ゆかりのある企業や経営者の方々を中心に一層

の働きかけを行うなど、本社機能の移転・拡充

制度も活用しながら、さらなる企業立地を推進

してまいりたいと考えております。

次は、宮崎駅再開発について○松村悟郎議員

です。本年７月に、ＪＲ九州が宮崎駅西口を再

開発し、３年後、2019年度の開業を目指し、新

たな駅ビルを建設する計画を公表したとの新聞

報道がありました。昨年オープンした大分の新

しい駅ビル「アミュプラザおおいた」の入館者

は、開業１年で、当初の目標であった1,100万人

の２倍以上に当たる2,500万人に達したとのこと

です。また、大分駅の平成27年度の１日当たり

の乗車人員は、前年度と比較して約2,000人増加
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しており、駅ビルの整備が、駅の乗車人員にも

よい影響を与えております。新しい駅ビルに多

くの人が集まることは、鉄道利用者の増加にも

つながります。また、周辺商店街や沿線の都市

への周遊なども期待されます。そのような意味

で、この再開発は、県内の日豊本線沿線の自治

体のモデルとなる取り組みであり、県も積極的

に関与していくべきだと考えますが、総合政策

部長にお考えをお伺いします。

この計画は、○総合政策部長（永山英也君）

ＪＲ九州が、南九州開発プロジェクトの一つと

して宮崎駅の西口での拠点施設整備を検討して

いるものであります。先行的な取り組みとし

て、今ありましたように、大分駅を中心とした

再開発がございます。大分の事例を見ますと、

交通の結節点としての機能だけではなく、にぎ

わいの創出や県外からの観光誘客など大きな効

果が期待されます。そのためには、御質問のと

おり、拠点整備にあわせまして、そこに集まる

人の流れをどのようにつくっていくのか、ある

いは、その効果を周辺の商店街にどのように波

及させていくのかなどについて、一体的に考え

ていく必要があると考えております。この計画

は、日豊本線の利用拡大にもつながる取り組み

でありますので、ＪＲ九州とは実務レベルでの

協議を既にスタートさせておりますけれども、

県としましても、この計画に対し積極的にかか

わっていきたいと考えております。

産業振興策、働く場を確保す○松村悟郎議員

ること、働く場の質を上げること、これによっ

て本県の若者層の流出を防ぎ、また、Ｕターン

したい宮崎県を実現できると思います。宮崎の

企業づくりに、今後とも力を注いでいただきた

いと思います。

次に、公共工事についてお伺いします。

建設業は、公共事業の減少や競争の激化によ

り、経営環境が悪化し、ダンピング受注などに

より、建設業者の疲弊や下請企業へのしわ寄せ

を招き、結果として現場の技能労働者の高齢化

や若年入職者の減少といった構造的な問題を抱

えることとなりました。

こうした背景を受けて、平成26年６月に品確

法が改正され、インフラ等の品質確保と、その

担い手の中長期的な育成・確保を実現するため

に、受注者に対しては、適正な価格での下請と

の契約を初め、技能労働者等の賃金や休日の確

保を含めた労働環境の改善などに努めなければ

ならないとされました。一方、発注者に対して

は、受注者の適正な利潤の確保のために、予定

価格の適正な設定や、ダンピング防止のために

最低制限価格を設定することなど、発注者の責

務が明確化されたところであります。

県では、最低制限価格の検証を進めていると

ころであると伺っております。改正品確法の趣

旨を踏まえ、建設産業の経営状況を改善するに

は、予定価格の適正な設定や最低制限価格の引

き上げ等の見直しが必要だと考えます。その見

解について、内田副知事にお伺いします。

将来にわたる公共工○副知事（内田欽也君）

事の品質確保や、その担い手の中長期的な育成

・確保という改正品確法の目的を実現するため

には、建設産業の経営基盤の強化を図ることが

大変重要だと思っております。このため、まず

は、適正な予定価格を設定することが何より大

事であると考えておりまして、設計労務単価に

ついて、３年連続で通常の４月から２月に前倒

しをして引き上げを行うとともに、現場の実態

に応じて見積もりを活用するなど、適正な予定

価格の算定に努めているところであります。

最低制限価格につきましては、受注企業の採
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算性を分析するために、現在、建設企業に調査

票を配付いたしまして、経費の詳細な内訳を把

握するためのコスト調査を進めているところで

ありまして、今後、この調査結果に基づき、最

低制限価格の見直しの必要性について検討を

行ってまいりたいと考えております。

また、地域経済の活性化を促○松村悟郎議員

進するためには、公共工事の原材料の仕入れや

下請等についても、県内からの調達や県内業者

への発注を促進していく地産地消の取り組みが

大事であると考えます。どのように取り組んで

いるのか、県土整備部長にお伺いします。

公共工事に○県土整備部長（東 憲之介君）

おける地産地消の取り組みにつきましては、県

内産業振興の観点から大変重要であると認識し

ております。このため、県におきましては、設

計段階から県内の労力や資機材が活用できる工

法の検討や、県内企業への優先発注を行うとと

もに、受注者に対しまして、県内企業から建設

資材の購入や下請企業を選定するよう、宮崎県

工事請負契約約款に基づき、要請を行っている

ところであります。さらに、今年度からは、総

合評価落札方式において、県内企業の活用と県

産資材の活用を新たに評価項目として設定し、

評価する取り組みを行っており、今年度は20件

程度の工事において実施する予定としておりま

す。今後とも、公共工事における地産地消に

しっかりと取り組んでまいりたいと考えており

ます。

建設産業は、地域の防災活動○松村悟郎議員

や災害対応に不可欠な存在であります。また、

地域の雇用を支える重要な産業でもあります。

その育成を図るため、どのように取り組んでい

るのか、県土整備部長にお伺いします。

建設産業の○県土整備部長（東 憲之介君）

育成を図るためには、安定的な事業量の確保な

ど、将来を見通すことのできる経営環境の整備

へ向けた取り組みが必要であります。このた

め、県としましては、国の公共事業予算の確保

が大変重要であると考えており、今年度の補正

予算、来年度の当初予算の確保に向けて、知事

を先頭に全力で取り組んでいるところでありま

す。また、予算の執行に当たりましては、県内

業者への優先発注はもとより、早期発注やゼロ

県債等の活用などにより、発注の平準化にも努

めております。

さらに、入札制度におきましても、総合評価

落札方式における地域企業育成型の実施や、災

害対応力強化の観点から指名競争入札を制度化

するなど、地域の業者が受注しやすい環境づく

りにも取り組んできております。今後とも、社

会資本の整備や防災・減災を担い、地域の経済

と雇用に貢献する建設産業の育成に努めてまい

りたいと考えております。

繰り返しになりますが、建設○松村悟郎議員

産業は、本県の社会基盤の整備に加え、地域の

災害対応、防災活動を支える重要な産業であり

ます。しっかりと経営が維持、継承され、地域

に定着するような環境の整備をよろしくお願い

しておきます。

次に、環境政策についてお伺いします。

私の自宅周辺の道路では、強靱でよく生育す

ることから、かつて工事の際ののり面緑化など

に利用されてきたオオキンケイギクを見かける

ことがあります。５月から６月に咲く黄色のき

れいな花でありますが、人に害を与えたり、農

林水産業に被害があるなどのおそれがある外国

原産の生物として、特定外来生物に指定されて

います。そこで、県内における特定外来生物の

状況と県の対応について、環境森林部長にお伺
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いします。

特定外来生物○環境森林部長（大坪篤史君）

は、2,000種類を超える外来生物の中から国が法

律に基づき指定するもので、現在、134種類が指

定されておりまして、飼育や栽培、販売や野外

への放出等が禁止されております。

そのうち、県内では、今回発見されましたツ

マアカスズメバチを含めまして、ソウシチョウ

などの動物11種類とオオキンケイギクなどの植

物５種類の合計16種類が確認されております。

特定外来生物は、一旦侵入しますと完全に駆除

することが非常に難しく、速やかな対応が求め

られます。そのため県では、県民等からの情報

収集やホームページ等による注意喚起、市町村

等への定期的な駆除の要請、さらには環境省と

連携した生息状況調査などを実施しているとこ

ろでございます。

ヤンバルトサカヤスデに関す○松村悟郎議員

る県の対応についてお伺いします。ヤンバルト

サカヤスデは、台湾原産の外来生物で、人体や

農作物等に対しては積極的に害を与えないもの

の、大量発生して不快さを催させる不快害虫で

あります。私が住む児湯管内では、平成23年ご

ろから発生が確認され、市町村による駆除や住

民への薬剤の配布が行われています。国内で

は、昭和58年に初めて沖縄で大量発生が確認さ

れ、その後、平成３年に鹿児島県の徳之島町

で、平成11年に南九州市で確認されるなど、鹿

児島県で生息域が拡大しているとのことです。

本県においては、大量発生の抑制や生息域の拡

大防止が重要であると考えますが、ヤンバルト

サカヤスデに関する県の対応について、環境森

林部長にお伺いします。

ヤンバルトサ○環境森林部長（大坪篤史君）

カヤスデにつきましては、県内では平成23年に

高鍋町で初めて生息が確認されまして、その

後、西都市や新富町などでも発見されておりま

す。生息域拡大の要因としましては、根がつい

ている植物や工事現場の残土などに紛れまして

広がることが考えられますので、土の移動制限

や薬剤による処理などを実施する必要がござい

ます。そのためには、市町村、県民、事業者等

との幅広い協力が不可欠でございます。このた

め県では、昨年度、庁内各課や関係市町などで

構成します対策連絡会議を設置しまして、生息

域拡大の実態や駆除方法等について情報共有を

行うとともに、ホームページ等を通じて、県民

や事業者向けに情報提供や注意喚起を行ってい

るところでございます。

私たちの身の回りでは地球温○松村悟郎議員

暖化が進んでいるということを、肌で感じてお

ります。これまで暮らしてきたふるさとの風景

も、大きく変わることが危惧されます。美しい

宮崎の自然環境を守っていくことは、今を生き

る我々の責務です。特定外来生物を含め、環境

を守る大事さを改めて感じさせていただいたと

ころです。

次に、慢性ヒ素中毒についてお伺いします。

高千穂町の旧土呂久鉱山では、大正９年から昭

和37年の閉山まで、農薬などの原料となる亜ヒ

酸が製造され、多くの住民がヒ素中毒と見られ

る症状でお亡くなりになり、皮膚病などに苦し

められてきました。その後、県は、昭和48年か

ら住民の健康状態を把握し、保健指導などの住

民検診を毎年行ってきたと伺っております。

このような中、先日開催されました土呂久公

害に関する公開討論会において、県環境森林部

長が、「長年にわたって積み重ねられてきた住

民の方々の膨大な検診データを慢性ヒ素中毒の

知見として、アジア諸国で慢性ヒ素中毒に苦し
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んでいる人々を救うための研究に宮崎大学と共

同で取り組みたい」と発言されたとの報道があ

りました。そこで、この取り組みの具体的な内

容と意義について、環境森林部長にお伺いいた

します。

土呂久公害に○環境森林部長（大坪篤史君）

係る膨大な検診データは、慢性ヒ素中毒症の医

学的知見として、世界的に見ても大変貴重であ

ります。そこで、本年３月、検診に御協力いた

だいています宮崎大学との連携推進会議の場

で、データの取りまとめ等について提案しまし

たところ、大学のほうからも積極的に対応した

いとの意向が示されました。現在、延べ3,600名

分の検診結果の電子化やデータベース化などの

作業に着手をいたしておりまして、今後、専門

医の先生方も交えて検討を進めていくことにし

ています。

慢性ヒ素中毒症は、バングラデシュやミャン

マーなどの国々でも発生しておりまして、本県

の知見を生かすことは、同様の症状で悩む人々

に救いの手を差し伸べることになります。10月

には、ミャンマーの州知事さん方が来県されま

して、宮崎大学でシンポジウムも予定されてい

ます。大学と十分に連携をしながら、本県なら

ではの国際貢献に努めていきたいと考えていま

す。

土呂久公害は、多くの被害者○松村悟郎議員

を出した本県の負の歴史でありますが、県と被

害者の方々が共同して培った知見が、アジアを

初め世界の人々の救済に貢献されることを大い

に期待しております。

次に、国立公園満喫プロジェクトについてお

伺いします。政府は、「明日の日本を支える観

光ビジョン」をことし３月30日に策定し、観光

先進国に向けての取り組みとして、国立公園を

世界水準のナショナルパークにすることを掲

げ、2020年までに訪日外国人の国立公園利用者

数を1,000万人にすべく、国立公園満喫プロジェ

クトを実施することとしました。

知事の今定例会冒頭の提案説明でも紹介があ

りましたが、７月に、この国立公園満喫プロ

ジェクトのモデル地域の一つとして霧島錦江湾

国立公園が選定されたことは、非常に喜ばしい

ことであります。本県にとって重要な観光資源

である霧島錦江湾国立公園の魅力が、国内外に

広く情報発信されるものと期待するものであり

ます。今後、県として国立公園満喫プロジェク

トにどのように取り組まれるのか、知事にお伺

いいたします。

今回、国立公園満喫プ○知事（河野俊嗣君）

ロジェクトの先導的なモデル地域として、全国

で８カ所が選定をされたわけであります。九州

では、阿蘇くじゅう国立公園などとともに、霧

島錦江湾国立公園が選定されたわけでありまし

て、すぐれた自然環境の保全や観光客の増加に

弾みがつくものと、大いに期待をしているとこ

ろであります。

今後の展開でありますが、あした、関係市町

村や団体等を含めた地域協議会を発足させるこ

ととしておりまして、12月中に策定します事業

計画を、2020年までに集中的に推進する予定と

しております。具体的には、えびの高原や御池

周辺を中心としまして、多様な火山や温泉、地

域ならではの食や文化の体験メニューの開発、

外国人も利用しやすい周辺環境や交通アクセス

の整備などを想定しているところであります。

さらに、このプロジェクトは、九州全体とし

て推進しますことで ほかの国立公園もある―

わけであります 周遊ルートの充実や海外か―

らの誘客など、より大きな成果が発揮できます
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ことから、環境省や九州各県とも連携をしなが

ら、広域的かつ積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。

子供のころ、霧島、えびの高○松村悟郎議員

原等は、観光バスが連なり、観光客でいっぱい

だったことをよく覚えております。今回の取り

組みにより、宮崎県の観光資源としてさらに磨

き上げられ、国内外からたくさんの観光客がお

越しになることを期待しております。

次に、農政についてお伺いします。

農業従事者の減少、高齢化に加え、遊休農地

は増加傾向にあり、地元の農家と話すと、「昭

和１桁の先輩たちが、ここ何年かで急激にリタ

イアの時期にある。今後、農業はどうなるのだ

ろうか」と口をそろえて言われます。今後、地

域の農業、農地をどう守り、維持発展させてい

くのか、関係者が一丸となって取り組むべき大

きな課題ではないでしょうか。

国においては、平成25年６月に、日本再興戦

略を閣議決定し、農林水産業を成長産業にする

というビジョンを明確化する中で、10年後の目

指す姿の実現に向け、農用地等の効率的な利用

と有効活用を推進するために、新たに農地中間

管理事業を創設しました。国際競争に打ち勝

ち、儲かる農業を実現するためには、農地利用

の効率化とコスト削減は不可欠であります。こ

のため、地域での話し合い活動に基づき、農地

の出し手を掘り起こし、担い手へ農地を集積・

集約化していく農地中間管理事業の推進は、農

政の最重要課題の一つであります。そこで、本

県のこの事業による農地集積の現状と課題につ

いて、農政水産部長にお伺いいたします。

農地中間管理○農政水産部長（郡司行敏君）

事業のこれまでの事業実績につきましては、１

年目の26年度が374ヘクタールでしたが、２年目

となる昨年度は1,898ヘクタールと増加をいたし

たところであります。これは、推進体制の充実

が図られたことや、制度への理解が深まったこ

となどがその要因であろうと考えております。

しかしながら、話し合い活動のキーマンがいな

い地域や、推進組織が未整備の地域があるこ

と、さらには、本年度から協力金の支払いが担

い手への集積率の向上に直接つながるものに限

定されたことなどにより、推進が難しくなった

といった課題もございます。県といたしまして

は、引き続き、地域の実情に応じた柔軟な対応

を国に要望いたしますとともに、地域のリーダ

ーの育成や推進組織づくりへの支援をしてまい

りたいと考えております。

今後、さらに担い手への農地○松村悟郎議員

集積を加速化させ、効率的な農業を展開するた

めには、規模拡大や法人化を目指す大規模経営

体への農地の集積も有効な手段の一つではない

かと考えます。このようなことを含め、今後の

農地集積に向けた事業推進について、農政水産

部長にお伺いします。

農地中間管理○農政水産部長（郡司行敏君）

事業につきましては、現在、199の重点推進地域

を設置しまして推進しておりますけれども、本

年２月に農業法人経営者協会と農地中間管理機

構、県の３者で連携協定を締結し、法人等の大

規模経営体についても、重点的に推進すること

といたしたところであります。また、本事業の

実施地区では、農地耕作条件改善事業であると

か、経営体育成支援事業などが優先採択される

といったこともございますので、これらの事業

と連携した推進を図ってまいりたい、そのよう

に考えております。県といたしましては、担い

手への農地の集積は、本県農業の競争力強化の

ためにどうしても必要な施策であるというふう
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に考えておりますので、引き続き、市町村、農

業委員会、ＪＡ等と一体となり、しっかり取り

組んでまいりたいと考えております。

来年のきょう、９月７日は何○松村悟郎議員

が開幕する日か御存じでしょうか。リオオリン

ピックの興奮冷めやらぬ中ではありますが、

ちょうど１年後、いわゆる和牛のオリンピック

とも呼ばれる「第11回全国和牛能力共進会宮城

大会」が開会します。この日に代表質問できる

ということは、全共３連覇への弾みになるのか

なと思いながら質問したいと思いますが、皆様

も御承知のとおり、平成19年の鳥取大会、24年

の長崎大会、日本一２連覇を達成し、着実に宮

崎牛のブランド力を向上させてまいりました。

さまざまな効果があったことと思います。その

ような中、前人未踏の日本一３連覇に挑むわけ

ですが、簡単なことではないと思います。そこ

で、全共３連覇に向けた取り組み状況につい

て、農政水産部長にお伺いします。

全共３連覇に○農政水産部長（郡司行敏君）

向けた出品対策につきましては、現在、「全共

３連覇を目指す「チーム宮崎」体制確立事業」

により、県推進協議会を中心に、生産者、関係

団体と一体となった取り組みを行っているとこ

ろであります。具体的には、肉質を競う肉牛の

部においては、現在94頭の出品候補牛が繁殖か

ら肥育の段階に移り、最高の宮崎牛となるよう

徹底した飼養管理を行っております。また、繁

殖雌牛等の優劣を競う種牛の部においては、

「生まれた子牛は全頭調査」を合い言葉に、出

品候補牛の発掘と確実な県内保留を進めており

ます。

なお、今月27日には、「第11回全国和牛能力

共進会宮崎県出品対策共進会」、いわゆるプレ

全共を小林市において開催し、全共１年前の仕

上がりぐあいを確認いたしますとともに、さら

なる機運醸成を図り、「チーム宮崎」のスキル

と結束を高めていきたい、そのように考えてお

ります。

次に、家畜防疫対策について○松村悟郎議員

であります。先月27日で、口蹄疫の終息から６

年が経過しました。口蹄疫の発生により、児湯

地域を中心に29万頭もの家畜の命が犠牲となり

ました。畜産業にとどまらず、本県の経済にま

で甚大な影響を与えたあの口蹄疫のことを忘れ

ることはできません。近隣諸国では依然として

口蹄疫の発生があり、もし農場での防疫対策が

確実に行われなければ、あの惨禍をまた繰り返

すこととなります。また、全共３連覇に向けて

関係者が一体となり仕上げに入られている今こ

そ、改めて気を引き締めて防疫対策を強化して

いく必要があると思います。口蹄疫を二度と発

生させないためにどのような取り組みをされて

いるのか、農政水産部長にお伺いします。

本県畜産に甚○農政水産部長（郡司行敏君）

大な打撃を与えました口蹄疫の終息から６年が

経過いたしましたが、県では二度とあのような

事態を起こさないために、まずは海外からの侵

入を防ぐ「水際防疫」、そして、みずからの地

域や農場を守るための「地域防疫」と「農場防

疫」、さらには、万が一の発生に備えた「迅速

な防疫措置」を４つの柱として、防疫体制の強

化に取り組んでおります。特に、かなめとなり

ます農場防疫では、昨年度から、家畜防疫員に

よる農場巡回の強化や立入制限の徹底等、より

きめ細やかな指導を実施し、個々の農場におけ

る防疫レベルの維持向上に取り組んでいるとこ

ろであります。今後とも、市町村や関係団体と

連携して、本県の防疫体制の充実強化に努めて

まいりたいと考えております。



- 40 -

平成28年９月７日(水)

世界ブランドを目指す本県の○松村悟郎議員

畜産は、郷土の大切な財産であります。万全の

防疫対策をお願いいたします。

全共３連覇に向けた課題と意気込みについ

て、改めて知事の思いをお聞かせください。

この大会、東北とい○知事（河野俊嗣君）

う、本県から遠隔地での開催であります。ま

た、地元宮城や、巻き返しを何としても図りた

いという全国の和牛産地が打倒宮崎で臨んでま

いりますことから、大変厳しい戦いになるもの

と認識をしております。このため、受け身では

なく、我々としても攻めの姿勢で取り組んでい

くことが必要だと考えておりますし、私自身、

実際に大会の現場を見て そのことにより、―

関係者がさらに意識を高めてまいりたいという

思いで、８月末に宮城県の会場を視察してまい

りました。会場は、「夢メッセみやぎ」という

自動車ショーなども行われる大型コンベンショ

ン施設でありまして、初の都市型開催となりま

す。一般の来場者も多数見込まれる、また、空

港アクセスの関係から、海外からもお客様が来

られるのではないかということでありまして、

国内外の消費者などに和牛のすばらしさを発信

する絶好の機会であると考えたところでありま

す。

一方、1,000キロを超える長距離の輸送が必要

となること、また環境の変化に対応した出品牛

の体調管理の重要性も改めて感じたところであ

ります。１年後、この会場が全共の舞台になる

のだということをイメージしまして、身の引き

締まる思いとともに、何としても３連覇を達成

しなければならないと、決意を新たにしたとこ

ろであります。

先日、新たに設けられることになりました高

校生部門 これは高鍋農業高校が出品する予―

定でありますが 訪れて激励をしたところで―

ありまして、３連覇のために何よりも大事なの

は、「チーム宮崎」として関係者が一つになる

ことだと考えております。これからの１年間、

生産者や関係団体が、「日本一の努力と準備」

ということを合い言葉に、さらに磨き上げ、長

崎での感動を、いま一度、県民の皆様と共有で

きるよう、必ずや３連覇を達成してまいりた

い、そのような決意であります。

全共３連覇に向けた知事の強○松村悟郎議員

い意志を感じたところでございます。「チーム

宮崎」として、議会も含めて全員で取り組んで

まいらないといけないと、改めて感じたところ

でございます。

次に、２巡目国体に向けてお聞きします。

昨年７月、本県は平成38年度の国体内々定を

受け、昭和54年度以来となる２巡目国体が本県

で開催されることとなり、あわせて全国障害者

スポーツ大会も開催されます。国体は、全国各

地から選手や監督など数万人が参加する我が国

最大のスポーツの祭典であり、本県での開催

は、県民の健康増進や生涯スポーツの普及のほ

か、本県の豊かな自然や文化、食など、宮崎の

魅力を全国に発信する絶好の機会となります。

一方で、施設の整備や競技力向上などといっ

た時間を要する課題も抱えており、国体開催の

３年前である平成35年には、日本体育協会や文

部科学省による総合視察を受け、国体開催が正

式決定することを考えると、開催までの準備期

間は決して長くないと思います。万全の体制を

整え、大会を成功に導くことが開催県の使命で

あり、全庁的に、また市町村や競技団体などと

連携し、準備を進めていく必要があると思いま

す。２巡目国体に向けた庁内関係部局の役割や

今後のスケジュール等について、稲用副知事に
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お伺いします。

２巡目国体の開催に○副知事（稲用博美君）

向けましては、施設整備や競技力向上、また準

備委員会の設置など、さまざまな業務を行う必

要がありますので、私が議長となりまして、教

育委員会を初め関係部局で構成する庁内検討会

議をことし１月に設置し、全庁的な推進体制を

整えたところでございます。現在、県有施設の

整備について検討しているところであります

が、施設整備に当たっては、市町村、そして競

技団体等との調整、さらには技術的な検討が必

要でありますことから、教育委員会を中心にし

まして、総合政策部、県土整備部等が緊密に連

携を図りながら、取り組みをしておるところで

ございます。

今後のスケジュールということであります

が、平成29年度には、市町村や競技団体、経済

団体等で構成する県準備委員会を設置しまし

て、２巡目国体の基本方針や会場地の選定、さ

らに市町村との業務分担等について協議し、準

備を進めていく予定であります。今後、さらに

スピード感を持って国体開催の準備に取り組ん

でまいりたいと思います。

次に、施設整備についてであ○松村悟郎議員

ります。現在の県有スポーツ施設は、施設の老

朽化が進んでいるほか、国体の基準に適合して

いないなどの課題もあります。また、津波対策

等もあります。あわせて陸上競技場、プール、

体育館、この主要３施設については、そのこと

を踏まえ、基本構想案をことしじゅうに策定す

ることとしております。このことにつきまして

も、市町村や競技団体とも十分協議する必要が

あるかと思います。このことに関して、県の考

え方について教育長にお伺いします。

２巡目国体に向けた○教育長（四本 孝君）

施設整備につきましては、県内分散開催を念頭

に、市町村とも連携しながら検討してまいりた

いと考えております。県有３施設につきまして

は、整備場所や規模等について調査検討を進め

ておりまして、来年度の早い時期に、県として

の方針を固めたいと考えております。

なお、国体の競技会場となる施設の選定につ

きましては、国体の開催種目が決定される平

成29年度以降に、県準備委員会において協議す

ることになると考えております。

次に、競技力向上についてで○松村悟郎議員

あります。４年後に開催される東京オリンピッ

ク・パラリンピックにおける本県選手、さらに

活躍もしてほしいわけでございますけれど

も、10年後の２巡目国体においても、本県選手

に十分力を発揮していただいて、天皇杯・皇后

杯を獲得していただきたいと、大いに期待して

いるところでございます。そこで、選手の育成

・強化あるいは指導者の養成・確保、大変重要

だと思いますが、県としてどのように取り組ん

でいくのか、教育長にお伺いします。

現在、小学生段階か○教育長（四本 孝君）

らの有望選手の発掘・育成、高い競技力を有す

る中学・高校の推進校等の遠征や強化合宿等に

要する経費の支援、民間企業等の協力もいただ

きながらの有望社会人の受け入れ体制づくりな

どに取り組んでおります。また、指導者の養成

・確保のため、高い競技力を有する県外の高校

や企業チーム等への派遣研修、教員の特別選考

採用等を行っております。さらに、選手のメン

タル面の強化やメディカルサポート体制の充実

を図っております。今後とも、計画的に競技力

の向上に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

最後の質問となりました。知○松村悟郎議員
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事にお伺いします。47年ぶりの本県開催となる

２巡目国体に向け、競技施設の整備や天皇杯・

皇后杯の獲得を目指した競技力強化など、取り

組むべきことはたくさんあります。２巡目国体

の成功は、県民に有形無形の大きな財産を残す

こととなると考えます。そこで、知事は２巡目

国体の意義をどのように考えておられるのか、

また、２巡目国体の成功に向けた意気込みにつ

いてお聞かせください。

昭和54年の宮崎国体で○知事（河野俊嗣君）

は、県下17の市町村で競技が行われまして、天

皇杯・皇后杯の両方を獲得した本県選手団の活

躍は県民に大きな感動を与えるとともに、現在

のスポーツランドみやざきの礎を築くなど、大

変意義のある大会であったと考えております。

２巡目国体につきましても、天皇杯・皇后杯

の獲得を目指したトップアスリートの育成や競

技レベルの向上はもちろん、スポーツによる地

域の活性化や県民の健康増進、さらには、あわ

せて開催されます全国障害者スポーツ大会を通

して、障がい者スポーツの推進や障がい者の社

会参加の促進など、幅広く図ってまいりたいと

考えております。この２巡目国体を成功に導く

ためには、会場施設の整備や競技力の向上、受

け入れ体制の整備など、計画的かつ着実に進め

ていくことが重要となると考えております。今

後、市町村や競技団体、経済団体などの関係機

関と連携を図りながら、官民一体となって受け

入れ準備に取り組み、県民総参加型の宮崎らし

い「おもてなしの心」にあふれた大会にしてま

いりたいと考えております。

県議会自由民主党の代表質問○松村悟郎議員

の１人目として、54問の質問をさせていただき

ました。持ち時間はありましたけれども、全体

時間が詰まってまいりましたので、質問の内容

は短縮させていただきました。皆様にも答弁を

早目早目に急がせてしまったことをおわび申し

上げます。誠意ある答弁をありがとうございま

した。

それぞれ県勢の発展、県民の福祉の向上のた

めに重要な課題であります。県に対する県民の

期待も大変大きいものがありますので、知事を

初め、県執行部の皆様による積極的な取り組み

をお願いし、私の代表質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○星原 透議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午後０時１分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○星原 透議長

ます。

次は、宮崎県議会自由民主党、黒木正一議

員。

〔登壇〕（拍手） 自由民主党○黒木正一議員

の黒木正一でございます。早速、質問に入りま

す。

ことしは暑い夏でありました。リオオリン

ピックの日本選手の活躍、さらに高校野球での

日南学園の活躍がそれに拍車をかけました。日

本だけでなく、昨年は世界の平均気温が観測史

上最も暑い年と言われましたが、ことしはそれ

を上回ると予想されています。降ればどしゃ降

り、晴れたら干ばつ、両極端な天候が、日本を

初め世界を苦しめており、気候変動による食料

不足も世界各地で報告されています。

まず、地球温暖化対策について伺います。

昨年12月に開催された気候変動枠組条約ＣＯ

Ｐ21で採択されたパリ協定では、長期目標とし
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て、世界的な平均気温の上昇を産業革命以前に

比べて２度より低く保つ、温室効果ガス削減目

標が盛り込まれました。気候変動は、19世紀ま

では内部変動、自然由来の要因で引き起こされ

ていたものの、20世紀半ば以降の地球温暖化

は、二酸化炭素などの温室効果ガスの濃度の増

加など、人間活動が主な要因である可能性が極

めて高いと言われ、パリ協定では、各国が５年

ごとに温室効果ガス排出量の削減目標を国連に

提出し、その目標に向け国内対策を実施するこ

とが義務づけられました。

先日、世界の温室効果ガス排出量の合わせて

約４割を占める米国と中国がパリ協定を同時に

批准し、年内発効が確実になったと発表されま

した。日本は、2030年度は13年度比26％削減目

標を掲げましたが、この長期目標は従来の取り

組みの延長では実現が困難で、26％削減目標の

実現には、業務・家庭部門での約４割の削減が

必要とされ、その柱の一つが国民運動の強化で

あると言われております。一人一人ができるこ

とから取り組む必要があると思われます。地球

温暖化対策については、県民運動として推進し

ていく必要があると考えますが、県は今後どの

ように取り組んでいくのか、知事に伺います。

次に、地方創生に関して伺います。

日本創成会議が2014年５月に発表した試算で

は、全国約1,800の自治体のうち896自治体が、

いわゆる消滅可能性自治体になるというもので

ありました。この結果は非常にショッキングな

ものであり、発表してから２年余りが経過し、

日本中で地方創生の大きな流れが起こりまし

た。本県においては、いち早く昨年９月に総合

戦略を策定し、人口規模の確保と持続的で活力

ある社会経済システムを構築するための施策に

取り組んでいるところであります。県内26市町

村において地方版総合戦略が出そろい、人口

は、2060年時点の合計で県推計を約３万人上回

る83万726人となっており、若者の雇用創出や移

住促進など、戦略に基づく施策が本年度から始

動しております。これまでの地方創生の動きを

どのように感じているか。また、今後の取り組

みに向けた意気込みを知事に伺います。

次に、人口減少対策について伺います。

７月に国が発表しました、ことし１月１日時

点の人口動態調査によりますと、国内の人口は

前年から327万人減で過去最大の減少、７年連続

の減少であります。全市町村の83％で人口が減

る一方、東京都は８万6,000人の増で、東京一極

集中が加速していることがわかりました。この

調査結果を聞くまでもなく、人口減少社会が本

格的に到来しており、都道府県や市町村といっ

た自治体ごとに、それぞれの規模や状況に応じ

て、人口の自然増に向けた施策、社会増に向け

た施策を効果的かつ着実に実施していかなけれ

ば、地域間競争に取り残され、地域の存続さえ

も危ぶまれる時代となっています。今後静かに

進んでいく人口減少は一朝一夕に解決できる問

題ではありませんが、人口増加のための施策は

決め手があるわけでもなく、地道に取り組んで

いくしかありません。自然減・社会減対策、ど

ちらにも重きを置かなければなりませんが、人

口減少対策を進める上で特に力を入れている取

り組みについて、知事に伺います。

次に、広域連携について伺います。

人口減少が進む中にあって、国は「国土のグ

ランドデザイン2050」を掲げ、人口減少下にお

いても、自治体が行政サービスを効率的に提供

するための拠点機能を一定地域に集約する、い

わゆる「コンパクトシティ」と中山間地域にお

ける「小さな拠点」の形成の推進、そして、そ
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れらを結ぶネットワークの充実による他域との

連携強化や交流人口の増加、物流の増大などを

図るための基本戦略を唱えています。

最近、広域連携に関連した研修会がありまし

たが、そこでは、我が国の人口が今後100年間

で100年前の水準に戻っていくこと、極めて急激

な減少であること、2050年には若年人口が900万

人減少し、高齢化率も約40％と大きく上昇する

こと、これまで主流であった夫婦と子から成る

世帯が少数派となり、単独世帯が約４割と主流

になり、そのうち高齢者単独世帯が５割を超え

ること、同じく、2050年までに、現在人が住ん

でいる地域の約２割が無居住化、現在国土の５

割に人が居住しているのが約４割まで減少する

ことなど、このような背景への対応として、自

然増、社会増のための取り組みだけでなく、人

口減少を前提とした市町村行政の取り組み、広

域連携の必要性があるということでありまし

た。連携中枢都市圏、定住自立圏、条件不利地

域における市町村と都道府県の連携などが示さ

れました。これまで地域連携は進められてきま

したが、県と市町村、市町村間での広域連携に

関する県の認識と取り組みについて、知事に伺

います。

以下の質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、地球温暖化対策についてであります。

地球温暖化は、人類や生態系全体にさまざまな

影響を及ぼす大きな課題であります。私どもも

昨今、台風や豪雨の激甚化、そういったもので

身近に感じておるところでありますが、住みよ

い環境を次の世代に引き継いでいくためには、

一人一人が環境についてみずから考え、行動す

ることが必要であると考えております。このた

め、これまで環境みやざき推進協議会と連携し

まして、温室効果ガス削減に向けた省エネルギ

ー活動の促進等に官民一体となって取り組んで

きたところであります。また、昨年度改定をし

ました宮崎県環境計画におきまして、「環境保

全のために行動する人づくり」を施策の柱とし

て掲げ、地球温暖化防止活動推進員等を活用し

た環境教育や、森林ボランティア等による環境

保全活動への実践等を推進することとしたとこ

ろであります。

先日、「こども知事」という企画がございま

して、小学生の子供たちに知事の仕事を経験し

てもらう。これは、子育て支援、さらには人材

育成等を目的に行っておるんですが、今回就任

した３人のこども知事のうち１人が 小学校―

５年生ですが 将来の夢として、「研究者に―

なってオゾンホールを解消したい」、そのよう

なことをさらっと言う子供がいまして、すばら

しい教育、またすばらしい子供が育っているな

ということを感じたところであります。

地球温暖化防止に向けて、県民、事業者、行

政等の理解をさらに促進し、主体的な行動が実

践されるよう、施策の推進に努めてまいりたい

と考えております。

次に、地方創生の動きについてであります。

地方創生は、東京一極集中の流れを転換しよう

とする国を挙げた取り組みでありまして、本県

におきましても、全ての市町村において総合戦

略が策定され、本格的な実行段階に入っており

ます。地方は、それぞれの個性や自主性を発揮

しながら、持続可能な地域づくりを推進してい

くこととなりますが、市町村では、地方創生交

付金や企業版ふるさと納税など、次々と打ち出

される国の施策を十分に活用していくことが重
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要となってまいります。このため県としまして

も、積極的に各地域に出向き、意見交換を行っ

ているところであります。ブロックごとに市町

村との意見交換等も行っておりまして、今後と

も、市町村との連携を強化しながら、国に対し

ても地方の実情をしっかりと伝え、実効性のあ

る施策が実施されるよう取り組んでまいりたい

と考えております。

次に、人口減少対策についてであります。本

県の人口構造は、若年層ほど少ない、いわゆる

逆ピラミッド型でありまして、この構造の転換

が最大の課題であります。その最大の原因は、

進学もしくは就職の場を求めての若者の流出で

あると考えております。まずは、若者が定着で

きる雇用・就業の場の確保を重点的に進めるこ

とが重要だと考えておりまして、フードビジネ

スなどの外貨を稼ぐ成長産業の振興や中核企業

の育成、地域経済循環の促進、高校生の県内就

職の支援などに取り組んでいるところでありま

す。また、本県の大部分を占めます中山間地域

におきましては、所得の向上が大きなテーマで

あります。農林業の振興や６次産業化への取り

組み、世界農業遺産を初め、ユネスコエコパー

クなどの地域資源を生かした観光振興など、さ

まざまな取り組みを展開しているところであり

ます。

最後に、広域連携についてであります。高齢

化の進展とともに本格的な人口減少社会が到来

する中で、県と市町村、あるいは市町村同士が

さまざまな分野におきまして広域的に連携する

ことは、県勢の発展とともに、市町村が基礎自

治体として住民に適切な行政サービスを提供し

ていく上で大変重要であると認識をしておりま

す。このため県におきましては、私と全ての市

町村長が一堂に会して意見交換を行います「宮

崎県・市町村連携推進会議」を行いましたり、

県内５ブロックごとに市町村長と意見交換を行

う「円卓トーク」を定期的に開催するなど、市

町村との連携を深め、推進しているところであ

ります。また、市町村間の連携につきまして

は、連携中枢都市圏や定住自立圏の形成に向け

たサポートを行ってきましたほか、市町村が広

域的な連携によって実施します地域の活力を創

造する事業に対して、県として、市町村間連携

支援事業による支援を行っております。今後と

も、持続的で活力ある地域社会の実現に向け、

県と市町村及び市町村間の一層の連携に努めて

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

地球温暖化対策であります○黒木正一議員

が、パリ協定採択後、少なくとも17自治体が国

の目標を上回る温室効果ガス削減数値を掲げた

ということであります。県としても、しっかり

取り組んでいただくことを要望いたします。

人口減少対策としては、若者が定着できる雇

用・就業の場の確保、高校生の県内就職の支援

などに取り組んでいるという答弁でありまし

た。そこで、高校生の県内就職対策について伺

います。

この春卒業した本県高校生の就職率は、ほ

ぼ100％であるものの、県内就職率は54.8％で、

前年に続き全国最下位となっています。県内就

職率は、前年度から0.8％上がったものの、全国

と比べ27％も低くなっています。少子化が進む

中で若者の流出が続けば、地域の衰退が加速す

るおそれがあります。そこで、本県の高校生の

県内就職率が低い原因、また、高校生の県内就

職を促進するためどのように取り組んでいるの

か、知事に伺います。

先般公表されました学○知事（河野俊嗣君）
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校基本調査速報におきまして、本県の高校生の

県内就職率が２年連続最下位となり、大変重く

受けとめているところであります。その原因と

しましては、都会への憧れがあったり、希望す

る職種の有無の問題、また県外企業との給与の

差などのほか、地元企業の魅力を十分伝え切れ

ていないという点も大きな課題であると考えて

おります。

このため現在、教育委員会や宮崎労働局等と

連携をしまして、県内企業と高校の接点づくり

に努めますとともに、企業説明会やインターン

シップなど、高校生が地元企業の魅力に直接触

れる機会の拡大に取り組んでいるところであり

ます。また、この問題につきましては、先月開

催をしました産学労官の代表によります雇用政

策懇談会においても意見交換を行ったところで

あります。地方創生を推進する上での大きな課

題であるという共通認識のもとに、解決に向け

て連携して取り組んでいくことを確認したとこ

ろであります。今後とも、官民一体となって、

高校生の県内就職の促進に積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。

先日、日向市に進出しました○黒木正一議員

企業の話を聞きました。地元から新たに10数名

の雇用をしたいが、集まるかどうかということ

で心配をしておりました。ベトナム人を10人雇

用しているということでありましたけれども。

企業誘致には、インフラの整備もそうでありま

すけれども、人材の確保が極めて重要と思いま

す。いろいろな課題もあろうかと思いますけれ

ども、高校生の県内就職に確実に結びつくよう

な取り組みを要望いたします。

次に、地方創生推進交付金について伺いま

す。

先日、会派の研修会で、地方財政の諸課題に

ついて話を聞いたところですが、その中で地方

創生推進交付金の話を聞きました。先駆性のあ

る取り組み、既存事業の隘路を発見し打開する

取り組み、先駆的優良事例の横展開による自主

的・主体的取り組み、これらを支援するもの

で、ストーリーをつくれば何でもいい、歳入を

ふやす起爆剤にしてほしいという話でありまし

た。本年度当初予算には、高校生の県内就職を

促進する事業など、地方創生推進交付金を財源

とする事業がありました。地方創生推進交付金

の第一弾の内示があったと聞きますが、本県の

採択状況について、総合政策部長に伺います。

地方創生推進○総合政策部長（永山英也君）

交付金につきましては、産学金労官プラット

フォームによる地域中核企業の育成、県内企業

と高校生のマッチングの機会の提供等によりま

す高校生の県内就職の促進、観光推進のための

宮崎版ＤＭＯの創出、林業や漁業の成長産業

化、そして中山間地域振興対策の５つの事業２

億2,721万4,000円の申請を行いました。これら

につきましては、事業費の一部を減額はされま

したが、申請した５つの事業全てが採択をされ

まして、１億9,742万4,000円の国の交付決定を

受けたところでございます。

今回申請しました５事業全て○黒木正一議員

が採択されたということですが、高校生の県内

就職の促進はもとより、地方創生につながるこ

とを期待したいと思います。

次に、温暖化対策について伺います。

まず、農業、水産業における温暖化対策につ

いてであります。温暖化は、気候や自然環境に

とどまらず、農林水産業、国土保全など、世界

各地でさまざまな分野に影響を及ぼしていると

言われています。日本では、気温の上昇に伴

い、桜の開花の早まりやカエデの紅葉のおく
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れ、鹿やイノシシの分布拡大、さらに周辺海域

では、海水温が上昇し、サンゴの白化や藻場の

消失、北上などが確認され、農作物では米や温

州ミカンなどに影響、健康に関しては、熱中症

による死亡者数の増、デング熱を媒介するヒト

スジシマカの北上などが報告されています。こ

のような気候変動による影響の進行を食いとめ

るためには、温室効果ガスを削減する緩和策と

ともに、気候変動による影響に対処する適応策

が重要なことが認識されるようになってきまし

た。地球温暖化による異常気象が頻発していま

すが、本県における農水産業の温暖化対策につ

いて、農政水産部長に伺います。

本県におきま○農政水産部長（郡司行敏君）

しては、平成20年に農水産業温暖化研究センタ

ーを設置いたしますとともに、農水産業地球温

暖化対応方針を策定し、温暖化に対応した品種

の育成や生産技術の開発などにつきまして、

「活かす」「守る」「抑制する」の３つの観点

から、温暖化対策に取り組んでいるところであ

ります。具体的には、ライチなどの亜熱帯果樹

の導入促進や、ヒートストレスメーター等によ

る畜舎の適切な温度管理の実現、さらには高温

に強いサクラマスの育種などに取り組んでいる

ところであります。地球温暖化への対応は、本

県が将来にわたって持続的な生産を行う上で避

けて通ることのできない、極めて重要な課題で

あると考えておりますので、産業界や大学等と

も連携しながら、引き続き、技術の開発や普及

に取り組んでまいりたいと考えております。

しっかりと取り組んでいただ○黒木正一議員

きたいと思います。

次に、企業局における再生可能エネルギー導

入促進の取り組みについて伺います。

地球温暖化問題に加え、東日本大震災以降の

国のエネルギー政策の見直しに伴い、輸入に頼

らない、純国産で環境負荷の少ない再生可能エ

ネルギーの普及が社会的要請となっています。

そこで、本県においても、小水力発電など再生

可能エネルギーの導入を促進する必要があると

考えますが、企業局においてはどのように取り

組んでいるのか、企業局長に伺います。

御指摘のとおり、○企業局長（図師雄一君）

現在のエネルギー情勢を踏まえますと、再生可

能エネルギーの導入促進は大変重要であります

ことから、企業局では、これまでに培った技術

やノウハウを生かし、特に小水力発電の導入を

進めております。具体的に申し上げますと、治

水ダムを利用した発電所としては県内初の取り

組みとなります酒谷発電所を、来月にも完成さ

せるとともに、これに続く新たな発電施設の建

設に向けた調査も継続的に行っているところで

あります。さらに、関係部局と連携し、農業用

水などを利用した小水力発電の開発可能性調査

など、市町村等に対する技術的支援も行ってお

ります。今後とも、本県の恵まれた水資源を有

効活用した小水力発電など、環境に優しい再生

可能エネルギーの導入促進に積極的に取り組ん

でまいりたいと考えております。

いろんな可能性を探って、ぜ○黒木正一議員

ひ進めていただきたいと思います。

地球温暖化防止対策は、１つは二酸化炭素の

排出抑制、もう１つが森林による二酸化炭素の

吸収・固定、この２つが車の両輪と言われ、我

が国の地球温暖化防止対策は、森林による吸収

に大きく依存することから、林業・木材産業の

活性化が地球温暖化に資するものと思います。

林業県となっている本県の歴史を振り返って

みますと、昭和20年代に、戦後の荒廃した森林

において、国土保全機能と林地の生産性を高め
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るために、伐採跡地への造林が積極的に行われ

ました。また、昭和30年代になると、天然林を

人工林化する拡大造林が政策的に進められ、全

国的な木材需要の増加や木炭生産の陰りなども

あって、飛躍的に造林面積が増加していきまし

た。これらと並行して、造林された森林の間伐

や、林道などの路網整備、機械化の促進など生

産基盤の整備も着実に進められてまいりまし

た。このような先人の取り組みによって、県内

の民有林には24万ヘクタールもの人工林が造成

され、収穫時期を迎えた森林が７割を超え、先

日公表されたように、杉生産量が25年連続して

日本一となる偉業を達成したところでありま

す。

現在、大型製材工場への木材供給や木質バイ

オマス発電所の稼働、中国など東アジアへの木

材輸出の拡大などによって、木材の需要の高ま

りや木材価格の安定など、山村の所得向上につ

ながるような実感が持てる状況も出てきており

ます。一方で、森林所有者の高齢化によって、

境界や所有者が不明確な森林や、再造林されず

に放置される森林の増加、林業担い手の減少な

ど、森林資源の循環利用を将来的に継続してい

けるのかという危機感も持っているところであ

ります。このような状況の中で、国においては

森林法等が改正され、知事は、改正に伴い、森

林の境界などを明確化するために整備すること

になった林地台帳に関する国と地方の協議の場

に、全国の知事を代表して参加されると聞いて

おります。県としても、将来にわたって森林資

源が循環利用され、山村地域の所得の向上が図

られるよう取り組む必要があると考えますが、

これからの本県の森林・林業・木材産業に関す

る知事の所見を伺います。

豊かな森林を育み、林○知事（河野俊嗣君）

業・木材産業を将来にわたって発展させていく

ためには、「伐って、使って、すぐ植える」と

いう資源循環型の林業を確立する必要があると

考えております。このため、森林整備対策につ

きまして、伐採から造林に至ります一貫作業シ

ステムづくりや、林道などの充実した生産基盤

を利用した低コスト林業などの取り組みを強力

に推進しているところであります。また、林業

の担い手対策につきましても、林業青年アカデ

ミーでの若者の育成や、林業小町ネットワーク

による林業分野での女性の活躍促進などにも努

めているところであります。さらに、木材の需

要拡大を図るため、非住宅分野での木造化や、

川崎市との連携など大都市での販路の拡大、ま

た、韓国や中国など海外での新たな市場の開拓

を進めているところであります。４年後の東京

オリンピック・パラリンピックでも、木の文化

というものを世界に発信していきたい、その中

でも宮崎は重要な役割を果たしていきたいとい

うことで、今、準備運動を進めているところで

あります。これから50年、100年先にも、県土に

豊かな資源を蓄えた森林が広がり、本県が日本

林業のトップランナーとして走り続けていける

よう、これらの施策に積極的に取り組んでまい

ります。

ぜひ、林業は宮崎県がリード○黒木正一議員

するんだという意気込みで、これからも取り組

んでいただきたいと思います。

林業の成長産業化を後押しするため、森林法

等が改正されました。それに沿って何点か伺っ

ていきます。

まず、共有林において伐採を行うためには、

共有者全員の合意が必要となるため、共有者の

一部が所在不明となっている森林では、施策を

進めようにも手がつけられないという問題があ
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りました。今回の改正で、共有林の持ち分移転

の裁定制度が創設されたと聞きましたが、県内

の共有林はどの程度あるのか。また、どのよう

な手続が必要となるのか、環境森林部長に伺い

ます。

現在、県が把○環境森林部長（大坪篤史君）

握している共有林は約２万8,000ヘクタールで、

県内民有林の約７％となっています。今回の法

改正により創設された裁定制度では、共有林の

立木の所有者の一部が所在不明であっても、残

りの所有者全員から伐採の合意が得られた場合

には、市町村長による公告や県知事による裁

定、法務局への補償金の供託などの手続を経た

上で立木の伐採が可能となり、平成29年４月1日

から施行される予定であります。なお、詳細な

手続につきましては、12月までには明らかにな

るものと聞いています。

今回の改正は、人の財産権に○黒木正一議員

踏み込むような改正でありまして、これで共有

林の施業が進むことを期待したいと思います。

次に、林地台帳の整備について伺います。法

改正により、市町村は林地台帳を整備すること

が義務づけられたと聞きます。このことについ

て、全国市長会は、地方公共団体における地籍

調査の進捗率がまちまちである状況の中で、こ

のような制度改正については、地方の実情を踏

まえることが必要であるとして、国と地方との

協議の場の設置や十分な期間を確保することな

どを求めた申し入れを行っています。林地台帳

はどのような事項を記載するのか。また、いつ

までに整備しなければならないのか、環境森林

部長に伺います。

この林地台帳○環境森林部長（大坪篤史君）

には、森林の土地所有者の氏名、住所、その土

地の地番、地目、面積、境界測量の実施状況の

ほか、農林水産省令で定める事項を記載するこ

ととなっており、この具体的内容につきまして

も、12月には明らかになると聞いています。ま

た、市町村のほうは、この林地台帳とあわせま

して、地番を記載した図面を平成30年度末まで

に整備し、公表することが義務づけられており

ます。

先ほどの全国市長会による申○黒木正一議員

し入れの中に、地籍調査の進捗率がまちまちで

あるというふうにありました。そこで、地籍調

査について伺います。地籍調査は昭和26年から

実施されており、既に65年が経過しているもの

の、思うように進んでいないのが現実です。本

県の進捗はどうなっているのか。また、思うよ

うに進まない理由について、農政水産部長に伺

います。

本県の地籍調○農政水産部長（郡司行敏君）

査の進捗率は、平成27年度末で65.8％と、全国

平均の51.3％を上回っておりますけれども、御

指摘のように、調査が進んでいない市町村も見

受けられるところであります。地籍調査の推進

に当たりましては、都市部では、調査単価が高

いこと、また、土地の資産価値が高い中で境界

確認が思うように進まないこと。また、山間部

におきましては、関係者の高齢化や不在村化が

進行し、境界確認がこちらも難しくなってきて

いること、さらに、市町村で必要な職員配置が

難しくなってきていることなど、さまざまな課

題がございます。県といたしましては、予算の

確保はもちろんでございますけれども、加え

て、市町村に対し、国の直轄調査の導入や推進

体制の確保について指導・助言を行いますとと

もに、職員への研修を充実するなどして、着実

な事業の推進を図ってまいりたいと考えている

ところであります。
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全国で、土地の所有者がわか○黒木正一議員

らない所有者不明化が広がり、公共事業用地の

取得、農地集約化、震災復興や空き家対策など

の妨げになっていることが指摘をされていま

す。地籍調査は、もちろん推進しなければなり

ませんが、相続登記漏れを少なくする啓発活動

も、将来を考えますと必要ではないかと思いま

す。

次に、再造林対策、早生樹についても伺いま

す。森林法改正で、森林所有者に対して、伐採

及び伐採後の造林の届け出制度が義務づけられ

たと聞きますが、この効果をどう考えるのか。

また、本県においては、大型のバイオマス発

電所が稼働し、未利用材も大きく動き出しまし

た。現在は可能であっても、条件の悪い奥山に

なれば、林地残材は簡単に収集できるものでは

ありません。木材の安定供給のためにも、林業

の生産サイクルの短縮化のためにも、労力削減

効果のためにも、適地における早生樹の造成は

有効と考えられます。早生樹の試験研究の状況

と、今後、早生樹を導入していく意義について

も、環境森林部長に伺います。

造林の届け出○環境森林部長（大坪篤史君）

制度によりまして、市町村は、伐採後に造林が

計画された森林について、その実施状況を把握

しやすくなり、指導・監督を通じて再造林が進

む効果が期待されています。

次に、早生樹につきましては、昨年度から林

業技術センターにおきまして、センダンやコウ

ヨウザンなど６種類の木を植栽し、その成長特

性や管理方法などについて試験研究を始めたと

ころです。早生樹は、杉よりも短い期間で収穫

でき、下刈り等の保育経費の縮減など省力化、

低コスト化等が図られること、さらに木質バイ

オマス燃料としての用途も見込めることから、

林業経営の収益性の向上に寄与するものと考え

ております。

「早生樹の試験研究を早く」○黒木正一議員

という声がありますけれども、早生樹とはい

え、年月を要することから、容易ではなかろう

と思います。地域に適した樹種の育種をしてい

ただきたいと思います。

次に、鳥獣被害対策について伺います。鳥獣

被害、とりわけ鹿の食害に関する要望が後を絶

ちません。国は2023年度までに鹿とイノシシの

生息数を半分に減らす目標を立てています。イ

ノシシは達成できる見通しでも、問題は鹿であ

ります。全国の鹿の捕獲頭数は生息数の10分の

１程度で、こういう状況が続けば、今後も生息

数はふえるばかりであり、現在の２倍以上の捕

獲を続ける必要があると、環境省は指摘してい

ます。そこで、森林法改正で「鳥獣害防止に関

する事項」が追加されましたが、その概要につ

いて伺います。

また、本県においては、シカ管理計画で生息

数半減を掲げていますが、「鹿は減っていな

い」と言う人が多いのですけれども、本当に達

成できるのか、環境森林部長に伺います。

今回の改正○環境森林部長（大坪篤史君）

で、市町村は森林整備計画の中で、鳥獣害を防

止すべき森林の区域と鳥獣害防止の方法を定め

ることとされました。また、森林所有者が作成

する森林経営計画でも、計画事項として、この

区域の森林における防護柵などの被害防止対策

を盛り込むことが追加されました。

次に、鹿の捕獲でありますが、県では「宮崎

県シカ個体群管理計画」を策定し、平成25年度

の推定生息数12万5,000頭を、平成35年度末まで

に半減させることを当面の目標として、捕獲対

策に取り組んでいます。現在のところ、計画が
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スタートした26年度と27年度の２カ年で、目標

の４万1,000頭に対し約５万6,000頭を捕獲し、

おおむね順調に推移している状況でございま

す。今後とも、35年度までの半減目標を達成で

きるように努めてまいりたいと考えています。

次に、担い手について伺って○黒木正一議員

いきますが、林業の質問をしてきましたので、

林業から伺います。平成27年の国勢調査速報値

によりますと、５年前の前回調査と比べ、５

万1,200人から７％減少し、４万7,600人となっ

ています。近年、林業従事者は５万人で横ばい

の状態を保ち、第１次産業の中では労働力確保

の優等生とされていましたが、今回５万人を切

り、1980年と比べますと３分の１に減少したこ

とになります。本県の林業従事者の推移と、平

成27年度の林業への新規参入者の状況につい

て、環境森林部長に伺います。

６月29日に公○環境森林部長（大坪篤史君）

表されました平成27年国勢調査の速報結果によ

りますと、本県の林業従事者数は2,700人となっ

ており、前回の平成22年調査の最終確定値2,990

人と比較しますと、290人ほど少ない数字になっ

ています。ただし、前回の調査では、速報値の

段階で2,200人であったものが、最終確定値で

は790人多くなっておりましたので、今回も最終

的にどのような数字になるか注目しているとこ

ろでございます。

一方、林業への新規参入者につきましては、

県で調査しているものですが、平成27年度は165

人で、前年度より26人増加しております。その

うち、県外からのＵＩＪターン者が17人、県内

の新卒者が５人含まれているほか、就業先を見

ますと、森林組合が48人、民間事業体が116人な

どとなっている状況でございます。

林業への新規参入者は若干増○黒木正一議員

加したということでありますが……。

次に、農業について伺います。同じ国勢調査

によりますと、我が国の農業就業者は前回調査

より７万7,610人の減少ということですが、農林

水産省が６月に公表した農業構造動態調査によ

りますと、平成27年の農業就業人口は192万人と

なり、初めて200万人を割り込み、平成２年の約

４割となっています。これは、高齢者の離農の

加速と、若者の大幅な減少によるところが大き

く、農業の担い手減少に歯どめがかからない状

況にあります。そこで、本県における農業就業

人口、新規就農者の状況について、農政水産部

長に伺います。

2015年農林業○農政水産部長（郡司行敏君）

センサスによりますと、本県の農業就業人口は

４万5,001人で、５年前と比較いたしますと１

万2,075人減少しております。

次に、本県の平成27年の新規就農者数は341名

で、前年に比べ81名増加しているところであり

ます。内訳を見ますと、農家子弟の後継者が74

名、農家以外からの新規参入者が64名、農業法

人への雇用就農者が203名となっております。ま

た、県外からのＵＩＪターン者は74名で、新規

就農者全体の22％を占めるに至っております。

2015年農林業センサスでは、○黒木正一議員

本県の農業就業人口は４万5,001人ということで

すが、25年前が10万人でありましたから、半分

以下に減少し、５年前と比べても２割減少した

ことになります。そのような中ではあります

が、本県において、27年度は５年ぶりに新規就

農者が増加したということであり、341名、その

うち特に法人就農が大きく伸びています。ま

た、新規就農者のうち74名、22％がＵＩＪター

ン者ということですが、本県のＵＩＪターンに

よる新規就農者をふやすための取り組みについ



- 52 -

平成28年９月７日(水)

て、農政水産部長に伺います。

ＵＩＪターン○農政水産部長（郡司行敏君）

による新規就農では、幅広い分野から、新たな

視点や農業以外のさまざまなスキルを持った人

材を確保することが重要であると考えておりま

す。そのため本県では、昨年新たに東京有楽町

に設置いたしました、「宮崎ひなた暮らしＵＩ

Ｊターンセンター」を拠点として、定期的な就

農相談会や、基礎から学べる就農講座を開催

し、農業を起点とした宮崎への移住・就農を広

く呼びかけているところであります。また、市

町村や関係機関と連携し、住宅や教育、医療等

の住環境情報をあわせて発信することで、就農

を考える方が安心して宮崎に移住できるよう支

援を行っているところであります。今後とも、

これらの活動を強化し、引き続き、より多くの

人材を確保できるよう取り組んでまいりたいと

考えております。

次に、新規就農者の育成対策○黒木正一議員

についてであります。農業経験のない新規就農

者が定着するためには、研修などにより技術力

を高めることが必要と思われますが、本県の取

り組みについて、農政水産部長に伺います。

新規就農者の○農政水産部長（郡司行敏君）

就農定着に向けましては、まずは技術力の向上

が重要であると認識をしております。そのため

県では、自営就農を目指す農業経験のない方を

対象に、１年間の栽培研修を行います「みやざ

き農業実践塾」や、法人への雇用就農希望者を

対象に、一定期間研修をして、その後、正式雇

用いたします「お試し就農」に取り組んでいる

ところであります。さらに、本年度からは、市

町村、ＪＡ等と連携し、産地を支える人材育成

のため、就農トレーニング機能を有する「しご

と創生公社」の設立を進めますとともに、農家

の経営発展ステージに応じた各種研修の充実強

化により、技術・経営管理能力の向上に努めて

いるところであります。このような取り組みを

今後さらに強化していくことで、新規就農者の

定着率の向上に努めてまいりたいと考えており

ます。

ここで、本県の多くを占める○黒木正一議員

中山間地域農業対策について伺います。全国で

多様な新規就農への取り組みが行われておりま

すけれども、新規就農者のうち、５年間で約３

割が離農しているという現実があります。その

原因は、なりわいとしてやっていけないことが

大きいと言われております。政府は、事業規

模28兆円を超える経済対策を閣議決定し、農林

水産分野の柱に、農林水産業の輸出力の強化、

農林水産分野でのイノベーションとともに、中

山間地域の農業所得向上が据えられています。

もともと、中山間地域は効率化や規模拡大が難

しいだけに、国が進める攻めの対策では乗り切

ることが難しいと考えられることから、森山前

農林水産大臣の肝いりで盛り込まれたと聞いて

います。国の経済対策においても、中山間地域

の農業所得対策が打ち出されましたが、本県に

おける中山間地域の農業所得対策について、農

政水産部長に伺います。

「あと100万円○農政水産部長（郡司行敏君）

の年収があれば、都会に出ている友達も帰って

くるんだがな」といった、中山間地域に暮らす

青年のお話も伺っているところであり、中山間

地域における所得向上対策は、大変重要な課題

であると認識をしております。このため県で

は、本年度策定いたしました第七次宮崎県農業

・農村振興長期計画の後期計画におきまして、

中山間地域農業所得向上プロジェクトを設け、

カラーピーマン等の収益性の高い園芸作物の生
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産拡大や、中山間地域の特産物でありますユ

ズ、クリ等を活用した６次産業化の推進、さら

には、しごと創生公社を活用した、周年雇用に

よる所得確保対策等に取り組んでいるところで

あります。今後とも、関係機関・団体等と連携

し、このたびの国の経済対策も積極的に活用し

ながら、中山間地域の所得向上に努めてまいり

たいと考えております。

中山間地域農業所得対策は、○黒木正一議員

森山前大臣の肝いりで盛り込まれたということ

であります。森山衆議院議員は鹿屋市の出身で

ありまして、選挙区は衆議院鹿児島５区になり

ますけれども、今回の国勢調査の、この５年間

の九州の人口減少率上位10位の中で、この選挙

区内の南大隅町が１位であります。そして、錦

江町が８位ということで、急激に人口が減少し

ている地域であります。想像ではありますが、

このような状況を見て、大変大きな危機感が

あってのことではないかと思います。ちなみ

に、宮崎県もこの人口減少率上位10位の中に４

町村が入っておりまして、人ごとではありませ

ん。生き残りをかけた取り組みが今後必要と思

われます。

次に、青年就農給付金について伺います。新

規就農者の状況を見ますと、農家の子弟だから

農業を継ぐ時代ではなくなっていることがよく

わかります。新規参入の農業者に対しての支援

については、年々充実してきており、大きな実

績を上げてきている一方、親元就農する農業後

継者に対しては、青年就農給付金の給付に制限

があると聞いています。青年就農給付金を含

め、後継者就農への支援策について、農政水産

部長に伺います。

御指摘のとお○農政水産部長（郡司行敏君）

り、現行の青年就農給付金制度では、新たに独

立・自営就農する方への経営リスクに対して支

援する仕組みとなっておりまして、親元で就農

し、新たな分野での取り組みがない場合には、

支援の対象となっておりません。そこで、こう

した新規就農者に対しましては、経営開始時の

負担軽減のため、農業機械や施設導入に対し、

日本政策金融公庫の無利子資金の活用や、融資

残補助を行う経営体育成支援事業等により、支

援を行っているところであります。県といたし

ましても、本県の主力品目であります畜産や施

設園芸を初め、本県農業の持続的発展のために

は、親元就農による後継者育成は基本であると

考えており、今後もさまざまな支援が受けられ

るよう国へ要望いたしますとともに、次世代を

担う多様な担い手の確保・育成に努めてまいり

たいと考えております。

ただいま、本県農業を支えて○黒木正一議員

いる畜産や施設園芸の持続的発展のためには、

親元就農による後継者育成が基本と考えている

という答弁でありましたけれども、担い手の減

少に歯どめがかからずに、親元就農がこれだけ

減少する中で、どのような対策が必要か、その

確保・育成に努めていただくよう要望いたしま

す。

次に、漁業の担い手について伺います。同じ

国勢調査によりますと、全国の漁業就業者は、

５年前と比べ２万3,270人の減少となっていま

す。本県の漁業就業者数及び新規就業者の状況

はどうなっているのか、農政水産部長に伺いま

す。

直近の2013年○農政水産部長（郡司行敏君）

漁業センサスによりますと、本県の漁業就業者

数は2,677人で、５年前と比較しますと683人減

少しております。

次に、新規就業者数でございますけれども、
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平成27年は45名で、その就業形態は、自営が８

名、法人就業が37名であります。出身別には、

県外からのＵＩＪターン者が７名、県内他産業

からの参入者が27名、学卒者が11名でございま

す。

本県の漁業就業者数も非常に○黒木正一議員

減少しているということでありますが、特に一

本釣りやはえ縄、小型底びき網など、自営型の

沿岸漁業者が大きく減少し、新規就業者も45名

ということで少なく、特に沿岸漁業の将来が懸

念されます。漁業における青年就業準備給付金

制度でありますけれども、この概要、課題とそ

の対応について、農政水産部長に伺います。

青年就業準備○農政水産部長（郡司行敏君）

給付金制度は、漁業就業希望者が、国の定める

漁業学校で研修を受ける場合に、年額150万円の

給付を受ける制度であります。本県では、県立

高等水産研修所の研修生を対象に、平成25年度

からこれまでに、22名が給付を受けているとこ

ろでございます。しかし、この制度では、３親

等以内の親族の経営体に就職する者は対象外と

なっており、親元で就業する漁業後継者が利用

できない状況にあります。このため県といたし

ましては、国に制度改正を要望しているところ

であり、今後とも、就業支援制度の充実も含

め、就業希望者の円滑な着業が図られますよ

う、漁業関係団体と連携し、国に働きかけを

行ってまいりたいと考えております。

青年就業準備給付金制度であ○黒木正一議員

りますが、大変ありがたい制度ではありますけ

れども、課題もいろいろ指摘されております。

制度の改正・充実に向けて努めていただきたい

と思います。

次に、漁業の担い手が減少する中で、外国人

技能実習生の受け入れ期間の延長、受け入れ人

数の増員を求める声がありますが、本県の受け

入れ状況について、農政水産部長に伺います。

外国人技能実○農政水産部長（郡司行敏君）

習制度は、外国人実習生が日本の技術、技能、

知識を習得することを支援する制度であり、実

習期間は現在３年間となってございます。現在

本県では、本制度により、カツオ一本釣り、マ

グロはえ縄、まき網、定置網漁業において、合

計で213名の外国人を受け入れているところであ

ります。なお、漁業関係者からは、今お話があ

りましたけれども、実習期間の延長など制度の

充実を求める要望が出されておりまして、現

在、これにつきましては、国において制度の見

直しに向けた法案審議がなされていると伺って

いるところであります。

漁業においては約200人という○黒木正一議員

ことですが、介護分野で追加の見通しとなるな

ど、拡大の方向で推進されています。一方、問

題点も言われています。失踪する外国人技能実

習生が4,581人と、前年比1,000人以上も増加。

受け入れを拡大しているものの、実習生の失踪

が増加していると聞いております。受け入れ期

間の延長や、外国人を低賃金で酷使するなどの

不正を防ぐため、受け入れ団体や企業を監視す

る監督機関を設置することなどが検討されてい

ると聞きますが、開発途上国への国際貢献と国

際協力という目的に沿った、しっかりした制度

のあり方に取り組んでほしいと思います。

これまで、本県の農林水産業の担い手につい

て聞いてきましたけれども、外国人に頼るなど

厳しい状況にあります。英知を結集した対策を

要望いたします。

次に、介護問題について伺います。

介護従事者の不足から、外国人やロボットが

期待されていますが、子供が親を介護するのは
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当然のことと思います。しかし、心構えがない

中で、そのときが突然やってくると、戸惑うも

のでありますし、生活が一気に変化することに

もなります。昨年の11月に、国の一億総活躍国

民会議において、「一億総活躍社会の実現に向

けて緊急に実施すべき対策」が取りまとめられ

ました。その中で、いわゆるアベノミクス新三

本の矢の一つとして、「介護離職ゼロ」という

目標が掲げられました。現在、介護離職者は全

国で10万人と言われています。介護離職する

と、収入が減ったり、社会とのつながりが途切

れて孤立したりといった可能性が高まるため、

仕事と介護の両立ができる環境整備が求められ

ています。身近な人を介護しながら仕事をして

いる人は約300万人以上とも言われていますが、

介護のために仕事を休んだり、早く帰ったりす

ることを申し出ることで、配置転換や降格が行

われることがあるという問題も指摘されていま

す。そこで、本県における介護離職者数の現状

はどうなっているのか、商工観光労働部長に伺

います。

介護離職○商工観光労働部長（中田哲朗君）

者の直近のデータは、総務省の平成24年就業構

造基本調査になりますけれども、この調査によ

りますと、平成23年10月から24年９月までの１

年間に介護を理由として離職した者は、お話が

ありましたように、全国では10万1,100人、本県

では1,300人となっております。

本県では1,300人ということで○黒木正一議員

ありますが、介護休業制度について伺います。

在宅介護については、国としても、住まい、医

療、介護、予防、生活支援が一体的に提供され

る地域包括ケアシステムの実現に力を入れてい

ます。しかし、現代の介護を取り巻く環境は、

まず、身近な支え手となっている家族、親族の

人数が、昔と違って圧倒的に少ないところに特

徴があります。そのために、年齢的にまだ会社

勤めをしている人が家族の介護を支えるための

制度として、介護休業があります。そこで、本

制度の概要、法改正の内容及び本県の介護休業

取得率について、商工観光労働部長に伺いま

す。

介護休業○商工観光労働部長（中田哲朗君）

制度は、育児・介護休業法に基づき、家族の介

護を行う労働者等の雇用の継続等を図り、仕事

と家庭の両立に寄与するための制度であります

が、本年３月の法の改正に伴い、制度が一部改

正され、来年１月から施行されることとなって

おります。主な改正内容は、対象家族１人につ

き最大93日間の介護休業取得が、これまで１回

限りだったものが、３回まで分割取得できるよ

うになったことや、介護休暇の半日単位での取

得を可能としたこと。さらに、事業主に、介護

休業等を理由とした不利益な取り扱いを防止す

る措置を講ずることが義務づけられたことなど

であります。

次に、介護休業取得率についてであります

が、平成24年就業構造基本調査によりますと、

全国の約3.2％の取得率に対しまして、本県は

約1.3％にとどまっております。今後とも、宮崎

労働局と連携して、介護休業制度の周知に努め

てまいりたいと考えております。

介護休業の取得率は全国で3.2○黒木正一議員

％ということで、介護離職ゼロの実現に向けて

介護と仕事の両立ができるようにするには、ま

だまだ現実的には大きな課題があると言えま

す。本県の取得率は1.3％ということですが、育

児休業制度に比べ認知されていないこともある

と思われますし、国は企業への助成金を創設す

る方針のようでありますが、実際の活用につな



- 56 -

平成28年９月７日(水)

げるためには、企業等の理解を得ることが重要

であると思います。

次に、介護人材について伺います。介護保険

サービス全体での公的負担の増加といった財政

的な観点から、国、地方の双方とも、在宅介護

の重要性は認識しています。しかし、さまざま

な事情により在宅介護が困難な場合など、どう

しても施設介護を選択せざるを得ない場合も多

いのが現状です。ところが、近隣の介護施設に

あきがないため入居待ちとなっていることも多

く、この原因として、特別養護老人ホームを含

め、介護施設そのものが不足しているというこ

ともありますが、より深刻なのは介護従事者の

不足であります。その原因の一つに、介護に従

事する職員の処遇が悪く、離職率が高いことが

挙げられます。そこで、本県における介護人材

の求人数と求職者数から見た充足状況につい

て、商工観光労働部長に伺います。

宮崎労働○商工観光労働部長（中田哲朗君）

局によりますと、本年７月の介護関係における

有効求人数は2,7 5 6人、また有効求職者数

は1,449人であり、有効求人倍率は1.90倍となっ

ておりまして、充足されていない状況にござい

ます。

厚生労働省所管の介護労働安○黒木正一議員

定センターは、2014年10月からの１年間に全国

の介護職員の16.5％が仕事をやめたとの調査結

果を発表しています。離職率はここ数年16～17

％で推移しており、現場にしっかり対応した改

善が望まれます。

次に、今議会に提案されております議案第９

号、宮崎県公共施設等総合管理計画について伺

います。

庁舎や道路など公共施設につきましては、高

度成長期を中心に建設されており、その老朽化

対策が喫緊の課題となっております。一方で、

厳しい財政状況もあり、公共施設等の建設や改

修に要する経費は年々減少していることから、

この状況が今後も続きますと、県民の安全・安

心で豊かな暮らしに大きく影響を及ぼしかねな

いと、大変危惧しているところでありました。

このような中、今後20年を見据えた公共施設等

の管理に関する基本的な方針として、今議会に

上程されたものであります。そこで、施設の大

規模改修や更新等の将来経費についてでありま

すが、本計画の試算では、今後40年間の見通し

として、建物系施設については総額6,725億円、

インフラ施設においては5,950億円が必要とされ

ております。この多額の費用に対してどのよう

に対応していくのか、総務部長に伺います。

県ではこれまで、○総務部長（桑山秀彦君）

橋梁やトンネル、県営住宅など一部の公共施設

で長寿命化計画を策定して、老朽化対策を行っ

てまいりましたが、今回、全ての公共施設を総

合的に管理し、施設の保有、運営、維持に係る

財政負担の最小化と施設保有効果の最大化、い

わゆる最適化を図るために、この計画を策定す

ることとしたところであります。今後は、この

計画に基づきまして、全ての公共施設に対し

て、定期的な点検や適時的確な修繕など予防的

保全を実施して、これをサイクル化すること

で、施設の長寿命化による将来経費の抑制を

図ってまいりたいと考えております。特に建物

系の施設につきましては、ただいま申し上げま

した予防的保全に加えまして、施設ごとに利用

実態等を分析し、地域の実情に配慮しながら、

建てかえや転用などを図っていくことで、施設

保有の最適化に努めてまいります。この計画の

推進に当たりましては、全庁的な体制を構築し

まして、進捗状況を適切に管理することによっ
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て、将来の財政負担の低減化・平準化を図って

まいりたいと考えております。

厳しい財政状況が今後も予想○黒木正一議員

されるだけに、具体的な取り組みが前倒しで進

められるよう要望いたします。

また、老朽化対策、厳しい財政状況、行政ニ

ーズの変化などの公共施設等を取り巻く状況

は、国、県、市町村も同じ状況でありまして、

お互いの空きスペースを利用し合ったり、施設

を複合化することは、財政負担の軽減だけでな

く、住民の利便性向上や地域活性化の視点から

も重要であると考えております。本計画では、

こうした地域ごとに国、市町村との間で情報を

共有し、施設の最適利用について調整する、い

わゆるエリアマネジメントに取り組み、有効活

用を推進していくこととしておりますが、今後

どのように進めていくのか、総務部長にお伺い

します。

ただいま御質問に○総務部長（桑山秀彦君）

ありましたように、国や県、市町村の相互の施

設の有効活用を図るというエリアマネジメント

でありますけれども、財政負担の軽減を図ると

ともに、県民の利便性の向上を図る上でも大変

有効な取り組みであると認識しております。こ

のため昨年10月には、国、県と宮崎市との間で

検討会を設立しまして、お互いの建物系施設の

情報を一元的に共有するなどの先導的な取り組

みを進めており、さらに、本年度に入りまし

て、延岡市を初め県内３つの市においても同様

の検討会が立ち上げられたところでございま

す。今後とも、国や市町村と連携を図りなが

ら、エリアマネジメントの必要性や効果などに

ついての共通理解を深めまして、地域の実情を

踏まえたエリアマネジメントの取り組みを、全

県的に広げてまいりたいと考えております。

行政が保有している施設は、○黒木正一議員

地域住民の生活とも密接なかかわりがあります

ので、将来を見据えてしっかり取り組まれるよ

う要望いたします。

次に、かわりまして鉄道網の整備促進につい

て伺います。

鉄道網は、観光・ビジネスなど地域を支える

広域的な幹線交通として、また、通勤・通学者

の日常生活を支える地域公共交通として極めて

重要な役割を果たしています。しかしながら、

九州内においては、東西格差が大きく拡大して

おり、本県の路線は、単線、低速、車両の老朽

化の状態にあります。このような中、ＪＲ九州

は来月には株式上場による完全民営化が予定さ

れており、上場後は株主から経営効率化が求め

られるため、赤字路線の切り捨てにつながるの

ではと心配されます。完全民営化後も、鉄道会

社の使命である公共交通機関としての役割を充

実していくよう、吉都線や日南線、日豊本線を

維持していくためにも、利便性の向上のための

整備促進を図る必要があると思いますが、県の

今後の取り組みについて、総合政策部長に伺い

ます。

県内の鉄道○総合政策部長（永山英也君）

は、地域の交通手段として、また、観光を初め

地域産業を支える重要な交通基盤であります。

これまでも国やＪＲ九州に対し、その維持・充

実を官民を挙げて要望してきており、完全民営

化に係るＪＲ会社法の改正におきましても、路

線の適切な維持等について、国が一定の関与等

を行うなどの措置がとられたところでありま

す。

また、日豊本線を初めとする県内鉄道の利便

性向上を図りますために、ＪＲ九州が行うＩＣ

カード導入や駅のバリアフリー化を関係自治体
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と連携して支援しますとともに、日南線や吉都

線の沿線自治体等で組織する地元協議会と一体

となりまして、利用促進に取り組んでおりま

す。県といたしましては、引き続き、県内鉄道

の維持・充実のため、さらなる利便性向上につ

いて要望を行いますとともに、ＪＲ九州の投資

意欲を喚起しますため、一層の利用促進に努め

てまいりたいと考えております。

私たちは、九州中央３県議員○黒木正一議員

連盟というので、毎年ＪＲ九州に日豊本線の高

速化の要望に行くんですけれども、回答は前に

進まず、毎年むなしい思いで帰ってくるわけで

あります。考えてみますと、ただ要望するだけ

ではいけないというふうに思います。利用促進

に努めなければいけないと思いますし、この利

用促進に向けた仕掛けをぜひつくっていただく

ように要望いたします。

次に、高速道の整備促進についてでありま

す。

東九州自動車道については、本年４月に椎田

―豊前間が開通したことにより、九州で初めて

循環型高速交通ネットワークが形成され、物流

の効率化が図られるとともに、今後、地域産業

の活性化、発展が期待されるところでありま

す。しかしながら、東九州自動車道の宮崎市か

ら県南区間及び九州中央自動車道は、そのほと

んどの区間がミッシングリンクとして残ってお

り、一日も早い全線供用が待たれるところであ

ります。特に、東九州自動車道における油津―

夏井間の早期事業化、九州中央自動車道におけ

る蘇陽―五ヶ瀬―高千穂間の早期事業化が待た

れます。東九州自動車道及び九州中央自動車道

の未事業化区間における事業化に向けて、今後

どのように取り組むのか、知事に伺います。

東九州自動車道及び九○知事（河野俊嗣君）

州中央自動車道のストック効果を県内全域にわ

たって最大限に発揮させ、さらに、南海トラフ

地震などの大規模災害に対しまして安全・安心

な県土づくりを推進するためにも、未事業化区

間の事業化は、何としても早期に実現させる必

要があると考えております。

先月、北九州市と延岡市において開催しまし

―た両路線の建設促進協議会の地方大会では

私も両協議会の会長を務めておるところであり

まして ミッシングリンクの早期解消を図る―

には、九州各県が心を一つにして活動していく

ことの重要性を強くアピールしたところであり

ます。また、沿線の地域においては、開通直後

からストック効果を発揮させる取り組み、これ

は西臼杵で今、中央道整備に向けて進んでおる

ところでありますし、早期整備を求める署名活

動、先日は中央道の整備を求めて約10万人の署

名を集めていただきました。力強い活動を展開

していただいているところであります。県とい

たしましても、残る未事業化区間の早期事業化

に向けまして、九州各県や沿線の地域とのさら

なる連携を図り、県議会の皆様の御協力をいた

だきながら、国に対し強く要望してまいりたい

と考えております。

次に、高速道の安全対策につ○黒木正一議員

いてであります。北九州とつながったことによ

り、交通量は増加しており、本県の高速道にお

ける交通事故もまた、年々増加しています。中

でも暫定２車線の東九州自動車道の中央分離帯

突破事故が年々増加しており、平成27年度は22

件と、これまでで最も多くなっています。平

成25年と27年の死亡事故は、いずれも簡易中央

分離帯突破事故であります。早期の４車線化が

望まれますが、現実的には容易でないことか

ら、何らかの安全対策が早急に必要と思われま
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す。簡易中央分離帯突破事故は、宮崎西インタ

ーチェンジから高鍋インターチェンジ間で多発

していたのが、ポストウイングを設置後は発生

していません。事故の多い区間からの安全対策

が必要と考えますが、暫定２車線区間における

今後の安全対策についてどのように考えている

のか、県土整備部長に伺います。

暫定２車線○県土整備部長（東 憲之介君）

区間における安全対策としましては、例えば、

コンクリートやワイヤロープなどの分離帯で車

線を分離することが効果的な対策であると考え

ますが、現在、分離帯が設置されていない暫定

２車線区間では、設置に必要な道路の幅が確保

されていないため、現状として、そのような対

応が困難な状況にあります。このため県といた

しましては、抜本的な解決策となる４車線化の

実現を前提として、より早期に高速道路の機能

強化を図るため、まずは、事故や速度低下の多

い区間などから優先的に付加車線を増設するよ

う、西日本高速道路株式会社などに対して求め

ていくとともに、当面の安全対策といたしまし

て、御質問にもありましたポストウイングの増

設や、振動音により注意喚起を図る凹凸の路面

標示などの充実について要望してまいりたいと

考えております。

休憩施設の充実など、利便性○黒木正一議員

の向上も含めて、安全性の向上に努めていただ

くようにお願いをいたします。

次に、港湾における地震・津波対策について

伺います。

東九州自動車道及び九州中央自動車道の早期

完成、安全性・利便性の向上を図ることは、企

業などの生産性の向上や地域の活性化にもつな

がるものであります。さらに、これらインフラ

のストック効果をより高めていくためには、港

湾との連携も重要です。例えば、細島港の国際

物流ターミナルが完成し、東九州自動車道の整

備と港湾整備が相まって、日向市では中国木材

を初め多くの企業立地が進んでいる状況であ

り、大変ありがたいことであります。一方、本

県では南海トラフ巨大地震などによる大規模災

害の発生が予測されており、港湾整備において

は、防災機能の充実を図ることも重要であると

考えます。港湾の防災機能が向上すれば、港湾

で働く人々の安全が確保され、新たな企業立地

や、さらなる港湾の利活用につながるのではな

いかと考えます。そこで、本県の重要港湾３港

における地震・津波対策の取り組み状況につい

て、県土整備部長に伺います。

本県ではこ○県土整備部長（東 憲之介君）

れまで、耐震強化岸壁などの整備を進めてきた

ところであり、現在は、津波に対しても壊れに

くい粘り強い構造の防波堤や、港湾利用者が津

波から安全に避難できるための高台などの整備

にも取り組んでいるところでございます。ま

た、ソフト対策として、避難誘導のための標識

設置や、港湾ごとに策定した事業継続計画、い

わゆる港湾ＢＣＰに基づく防災訓練を実施して

いるところでございます。

なお、細島港におきましては、ことし11月４

日に、国土交通省の主催により、昨年度制定さ

れました「世界津波の日」に当たっての津波防

災訓練が、チリ共和国と合同で実施されること

となっております。今後とも、ハード、ソフト

の両面から、港湾における地震・津波対策の推

進に努めてまいりたいと考えております。

チリとの合同訓練が行われる○黒木正一議員

ということでありますが、どのようになるのか

楽しみであります。これが津波対策の意識向上

につながることを期待したいと思います。
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次に、教育行政について、教育長に数点伺い

ます。

まず、高校学科再編についてであります。平

成29年度の県立高校募集要項によると、家庭科

系専門学科が生活文化科に改編され、門川高校

に福祉科が設置されましたが、その狙いについ

て、教育長に伺います。

本県におきまして○教育長（四本 孝君）

は、家庭科の専門学科として生活情報、生活工

学、生活文化科を県立高校６校に現在設置して

おります。これまで食物と被服分野を学びの柱

としてきましたけれども、女性の社会進出など

時代の要請に応えるため、保育分野も加えた教

育課程にするとともに、家庭科の原点である伝

統的な生活文化を継承する役割も改めて重視

し、名称を「生活文化科」に統一することとい

たしました。また、門川高校では現在、総合学

科の福祉系列において介護福祉士を養成してお

りますが、福祉関連の法改正により、たんの吸

引など医療的ケアの学習が必要となり、総合学

科内での教育課程では対応が難しくなったこと

などから、「福祉科」を設置することといたし

ました。生活文化科は衣食住や保育に携わる人

材、そして福祉科は介護の人材を育てる学科で

あり、いずれも我々の生活に最も身近で必要な

分野でありますので、今後とも教育内容の充実

に努めてまいります。

この再編が結果的に、現在不○黒木正一議員

足している人材の育成、地域定着につながるこ

とを期待したいと思います。

次に、食育について伺います。国の第３次食

育推進基本計画では、和食がユネスコの無形文

化遺産に登録されたことを受け、伝統的な食文

化の継承に向けた食育を新たな重点課題に位置

づけ、食生活に課題が多い若年層への働きかけ

を強めるとともに、ひとり暮らしの高齢者がふ

えていることを考慮し、多様な暮らしに対応し

た食育を進めることとしております。しかしな

がら、食卓を囲む家族の姿は劇的に変わってお

り、親が不在で子供だけが食事をとる「孤

食」、また、家族がそれぞれ別のものを食べる

「個食」、決まったものしか食べない「固

食」、これらが増加しているという調査結果が

あります。和食は、無形文化遺産に登録された

ものの、食生活が多様化する中、次世代への継

承が必要になっているにもかかわらず、家庭で

の継承が難しくなっており、学校給食の役割に

期待が高まっているのが現実です。また、第３

次食育推進基本計画では、学校給食での地場産

使用割合を、平成26年度27％から32年度まで

に30％以上と数値目標を掲げています。学校給

食における地場産物の使用状況、食育に対する

基本的な考え方、及び長年本県が力を入れてい

る「弁当の日」の効果と広がりについて、教育

長に伺います。

学校給食における地○教育長（四本 孝君）

場産物の使用状況は、文部科学省が実施した

「平成27年度学校給食栄養報告」の調査により

ますと、全国平均が26.9％であるのに対し、本

県では、それを上回る32.5％となっておりま

す。

次に、学校における食育は、子供たちが、望

ましい栄養や食事のとり方を理解し、みずから

管理していく能力を身につけることなどを目的

に行っております。県教育委員会では、食育を

推進するための有効な手だての一つとして「弁

当の日」に取り組んでおり、子供たちが好き嫌

いなく食べるようになった、あるいはみずから

食事をつくるようになったなどの効果も出てき

ているところであります。また、平成27年度末
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の調査結果によりますと、公立学校の約９割が

これに取り組むなど、平成22年度の取り組み開

始以来、県内全域に広がっており、６年連続で

全国一の実施率となっております。今後とも、

家庭や地域と連携した食育の充実に、積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

地場産物の使用状況は全国平○黒木正一議員

均を上回っているとのことですが、これが１％

でも地域の所得向上につながることになればと

思います。それから、家庭での「孤食」の増加

等の懸念から、例えば門川中での「朝食レスト

ラン」など、各地で学校と地域の人における多

様な食育が進められています。また、「弁当の

日」は全国一の実施率ということですが、さら

なる充実を期待したいと思います。

次に、教職員退職者増と採用計画について伺

います。公立小中学校で退職する教職員数が、

全国的に見ると２年後にピークを迎え、かわっ

て新規採用者数が膨らんでおり、経験の浅い教

職員が急速にふえていると聞きます。ベテラン

教職員の退職増、経験の浅い新規採用者増は、

学力低下を招く心配もあり、研修システムの整

備が重要と考えられます。このような中、今

後、新規採用者の採用計画をどのように考え、

学校の教育力を維持していくためにどのような

対策を行っていくのか、教育長に伺います。

教職員の定年退職者○教育長（四本 孝君）

につきましては、昨年度が232名でありました

が、平成29年度末には約300名、平成31年度末に

は約350名を見込んでおりまして、増加傾向にご

ざいます。このようなことから、今後、採用者

の増加が見込まれますけれども、児童生徒数の

減少などに伴う教職員定数の減少や再任用者の

増加を考慮し、計画的な採用に努めてまいりた

いと考えております。また、ベテラン教員の経

験や知識・技能が若手教員へ継承され、学力向

上などの教育的課題が組織的に解決できるよ

う、校内研修などのＯＪＴを推進するととも

に、指導力向上を目指した研修の充実を図るな

ど、学校の教育力の向上に努めてまいりたいと

考えております。

この件は大変重要なことであ○黒木正一議員

りますから、しっかり対応していただくよう要

望いたします。

次に、外国語教育について伺います。次期学

習指導要領に、英語の小学５、６年生からの導

入がなされると聞いております。「英語教育の

在り方に関する有識者会議」が、「グローバル

化の進展の中で、国際共通語である英語力の向

上は日本の将来にとって極めて重要であり、ア

ジアの中でトップクラスの英語力を目指すべ

き。」とし、東京オリンピックを迎える2020年

を見据え、小中高を通じた新たな英語教育改革

を順次実施できるよう、今後の英語教育の改善

・充実方策について提言を行っています。この

ような提言を受けて、現在、次期学習指導要領

における英語教育のあり方が検討されているの

だと思いますが、外国語教育の意義や重要性に

ついてどのように捉えているのか、教育長の考

えを伺います。

グローバル化が進む○教育長（四本 孝君）

中で、外国語教育、とりわけ国際的に広く使わ

れている英語の教育は、異文化理解を深め、異

文化コミュニケーションを図るためにも、ます

ます重要となっているところであります。こう

した中で、今後、児童生徒の英語力を高めてい

くということは、我が国や本県の将来を支える

人材を育成する上で欠かすことのできないもの

であると考えております。国の次期学習指導要

領の改訂に伴い、平成32年度から全国の小学校
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で新たな英語教育が実施される予定となってお

ります。本県におきましても、計画的・組織的

に英語教育の充実に努め、グローバル時代を生

き抜く子供たちの育成に向けて、全力を挙げて

取り組んでまいりたいと考えております。

次に、英語教育の状況につい○黒木正一議員

てであります。英語教育を取り巻く環境が大き

く変わる中、ことし４月に文部科学省が公表し

た、全国の小中高生を対象にした「英語教育実

施状況調査」によりますと、中学３年生で英検

３級以上の英語力を持つ生徒は36.6％というこ

とであり、国が目標とする50％にはほど遠いよ

うであります。また同時に、各都道府県の児童

生徒の英語力や英語担当教員に対する研修の実

施状況なども公表されていますが、本県の子供

の英語力の現状と、外国語指導助手（ＡＬＴ）

の活用状況について、教育長に伺います。

文部科学省が公表し○教育長（四本 孝君）

ました、平成27年度の「英語教育実施状況調

査」によりますと、県内の公立学校では、英語

検定３級相当の英語力を有する中学３年生の割

合は37.7％で、全国16位、同じく準２級相当の

英語力を有する高校３年生の割合は39.0％で、

全国７位であり、いずれも九州では最上位であ

りました。

また、ＡＬＴについては、平成27年度の実績

で、県では36名を任用し、県立高校等に配置を

しております。また、市町村では98名を任用

し、各小中学校に派遣しております。その活用

につきましては、担当する学校の授業はもちろ

んのこと、授業以外でも、英語暗唱や弁論等の

指導に積極的にかかわるなど、児童生徒の英語

力の向上のみならず、国際理解の促進にも大き

く貢献しているところであります。

この「英語教育実施状況調○黒木正一議員

査」というものを、私も慎重に見たんですけれ

ども、中学・高校生ともに英語力九州トップ

と。非常にいいなというふうに思って見せてい

ただきました。英語担当教員の英語力も公表さ

れておりまして、同じく上位に位置しておりま

した。ＡＬＴも最大限活用して、本県の長所を

さらに伸ばしていただきたいと思います。

次に、英語教員の対応策についてであります

が、小学５、６年で英語が正式教科となって

も、小学校教員を目指す学生の教職課程で英語

指導法は必修ではなく、現場の教員には、英語

指導法を学んだ人と学んでいない人が混在して

おり、教員に教科化への不安があると聞きま

す。教科化にはしっかりとした教員の対応策が

必要と考えられますが、次期学習指導要領の改

訂に向けて、小学校の外国語教育の充実を図る

ためどのような対策を行っていくのか、教育長

に伺います。

次期学習指導要領の○教育長（四本 孝君）

改訂に向け、県教育委員会におきましては、現

在、全ての小学校教員に対して英語指導力向上

を図る研修を実施しているところであります。

具体的には、高学年での教科化に向けて各学校

で校内研修を行う中核教員に対しまして、国の

中央研修に派遣された教職員がリーダーとなっ

て、先進的な指導方法を伝達する研修を実施い

たしております。また、中学年からの外国語活

動の実施に向けては、外国語活動の指導経験の

少ない教職員に対して、効果的な指導方法等を

伝達する研修会を実施いたしております。今後

とも、このような研修を継続的に行い、教職員

一人一人の指導力の向上を図ってまいりたいと

考えております。

既に研修を実施しているとい○黒木正一議員

うことでありますが、全体の指導力向上に向け
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て取り組んでいただくよう要望いたします。

次に、校務情報化の推進について伺います。

情報化が進む中、学校現場において、タブレッ

ト型パソコンや電子黒板などを活用した学習支

援システムの導入が進められており、市町村ま

たは学校においても、独自の工夫を図る取り組

みが行われており、学力向上に大きな効果がも

たらされることが期待されています。しかし、

その一方で、校務の効率化・平準化を図る校務

支援システムについては、導入に向けた要望が

強いものの、各市町村の厳しい財政状況のも

と、なかなか取り組みが進まない状況が続いて

いると聞いています。全県的に統一した校務支

援システムの導入に向けた協議の場を設置する

など、県において主導的立場での取り組みを求

める声がありますが、校務情報化の意義と今後

の推進についての考えを、教育長に伺います。

校務の情報化の意義○教育長（四本 孝君）

につきましては、生徒の出席管理や成績処理な

どをシステム化することで、教職員の業務の効

率化が図られ、生徒と向き合う時間が確保され

るなど、教育活動の質の改善が期待できるとこ

ろにあります。また、各学校に分散している校

務の情報を一元管理することで、情報を自然災

害や漏えいなどのリスクから守り、セキュリ

ティーを確保する点からも意義があるものと考

えております。県では、平成27年度より、全て

の県立高等学校に校務支援システムを導入し、

運用を開始しておりますが、小中学校への導入

につきましては、市町村の意向等を踏まえ、こ

れまでに蓄積した校務の情報化に関する各種ノ

ウハウなどの提供を通して、支援してまいりた

いと考えております。

教職員の負担軽減が図られ、○黒木正一議員

子供たちと向き合う時間もふえることなど、教

育の質の向上、学校経営の改善にもつながるこ

とが考えられますので、市町村ともしっかり連

携して進めていただきたいと思います。

次に、高校生等奨学給付金について伺いま

す。我が国の相対的貧困率の推移を見てみます

と、昭和60年、1985年の12.0％に対し、12年後

には14.6％、さらにその12年後には16.0％に上

昇しています。相対的貧困率が高いほど、経済

的な格差が広がっていることを意味すると言わ

れており、この30年間、我が国では経済的な格

差が広がり続けており、今や６人に１人の子供

が「貧困」と呼ばれる家庭で育っていることに

なります。このような中、国の文教予算の一億

総活躍関連では、緊急に実施すべき対策の一つ

として、高校生等奨学給付金の拡充を行うこと

としています。高校生を対象にした返還不要

の、いわゆる給付型奨学金制度である高校生等

奨学給付金制度の充実のために、今年度は大幅

な予算増額を行っているとのことであります

が、制度の概要と県立高校等における受給者の

割合について、教育長に伺います。

高校生等奨学給付金○教育長（四本 孝君）

は、子供たちが安心して教育を受けられるよ

う、授業料以外の教育費の負担を軽減するため

に、高等学校などに入学した生徒のいる低所得

世帯の保護者等に対して、返還不要の給付金を

支給する制度であります。本制度につきまして

は、対象となる生徒が高等学校等に在学してい

ることのほかに、市町村民税所得割額が非課税

の世帯であることや、保護者等が宮崎県内に居

住していることを支給要件としており、平成26

年度入学者から実施しているところでありま

す。なお、昨年度は第１学年と第２学年の生徒

が給付の対象でありましたが、県立高校等にお

きましては、その生徒の約２割がこの給付金を
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受給しております。

約２割が給付金を受給してい○黒木正一議員

るということでありますが……。

続きまして、育英資金について伺います。新

聞報道によりますと、高校授業料無償化が始

まってから５年間に、経済的理由で高校中退を

余儀なくされた生徒が、全国で5,000人以上お

り、経済的理由による長期欠席者も、平成26年

度だけで全国で2,000人以上と言われています。

また、経済苦で、学びたくても学べない子供が

多数おり、授業料免除や現行の奨学給付金制度

だけでは、親の所得格差が子供の教育格差を生

む貧困の連鎖を断ち切れていない状況にあるこ

とが述べられています。県は、将来の有能な人

材を育成するために、経済的理由により修学が

困難な学生・生徒に対して奨学金を貸与する制

度を設けていますが、奨学金返還者も増加して

いると聞きます。返還者の推移と返還未済への

対策について、教育長に伺います。

育英資金事業につき○教育長（四本 孝君）

ましては、日本学生支援機構より、高等学校等

奨学金事業が、平成17年度入学者分から都道府

県に移管をされましたことによって、返還者が

年々増加しております。本県における返還者の

推移といたしましては、平成17年度末に1,621人

であったものが、平成27年度末には１万1,799人

と、約１万人ほど増加をしている状況でござい

ます。

返還未済への対策としては、まず、従来一律

だった貸与月額を３段階に区分いたしまして、

利用者が必要な額を借りることで、借り過ぎを

防ぐ取り組みを行っております。次に、債権管

理員を５人任用して、電話や自宅訪問による催

告を行うことや、返還者の利便性の向上のため

に、口座振替収納やコンビニエンスストアでの

収納を導入し、収納率の向上を図っているとこ

ろであります。最後に、再三の催告にもかかわ

らず、支払う意思が見られない返還義務者等を

対象に、法的措置を実施しているところであり

ます。

未済対策、大変な苦労ではな○黒木正一議員

いかと思います。本県においては、滞納期間が

一定期間以上の者、返還の意思が感じられない

者や、病気など特別な事情がない滞納者に対

し、法的措置をとっているということでありま

すが、どのような効果があったのか、教育長に

伺います。

まず、法的措置の状○教育長（四本 孝君）

況でありますが、再三の催告にもかかわらず返

還に応じない方などに対して行っておりまし

て、平成25年度には４人、平成26年度には36人

に対して実施をいたしました。平成27年度は、

司法書士事務所に委託し、350人に対して法的措

置を行ったところであります。この取り組みな

どにより、返還の滞っていた過年度分の償還率

が、平成26年度に29.0％であったものが、平

成27年度は40.8％となり、前年度を約11ポイン

ト上回るなど、一定の成果が見られたと考えて

いるところであります。

はい、わかりました。○黒木正一議員

話題を変えたいと思います。携帯電話の使用

エリア拡大について伺います。

私の住んでいるような山村におきましては特

にでありますけれども、携帯電話は、災害時に

極めて有効な通信手段で、台風災害、山林火

災、山林作業の事故・けがなどの急を要する場

合には欠かせないものとなっております。これ

まで市町村も、国・県の支援をいただきながら

その整備に当たってきましたが、電波の届きに

くい地域が広く存在し、産業や観光の振興、生
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活条件の向上に支障を来しています。そこで、

県内に不感地帯がどれほどあるのか。また、そ

の解消に向けた今後の取り組みについて、総合

政策部長に伺います。

県では平成６○総合政策部長（永山英也君）

年度から、市町村と連携し、国の補助事業を活

用しながら、携帯電話の通じない地域、いわゆ

る不感地域の解消に取り組んでおります。その

結果、平成28年度５月に新たに行いました調査

によりますと、携帯電話を１社も使用できない

世帯は272世帯となり、カバー率は99.9％となっ

ております。なお、今年度、椎葉村の財木地

区13世帯において、解消のための事業を実施す

る予定でございます。

しかしながら、残された地域の多くは、世帯

数が少ない山間部であり、コストも増大します

ことから、不感地域の解消はさらに厳しい状況

になると考えております。県といたしまして

は、引き続き、制度の拡充等について国に要望

いたしますとともに、今後とも市町村と連携

し、不感地域の解消に取り組んでまいりたいと

考えております。

椎葉村財木地区で実施予定と○黒木正一議員

いうことでありますが、私はことしの４月の初

めに財木地区に行きました。ちょうど４月の初

めでしたから、シイタケの収穫の時期で、人が

たくさん仕事をしておったんです たくさん―

ということではないですが、13戸ですから。そ

の中の２人から、「ことしの暮れには携帯電話

が使えるんだ」と喜ぶ声がありました。今はポ

ケモンＧＯとやらが社会現象になっているよう

な時代でありますから、携帯電話の使用エリア

の拡大などという課題は、大方の県民にとって

忘れ去られた課題であろうかと思います。先ほ

ど話がありました99％のカバー率ということ

で、残りはほんのわずかではありますけれど

も、やはりそれを待っている人がいるというこ

とだけは忘れないでいただきたいと思います。

この財木地区は、日向から行きますと、327号線

で椎葉に向かっていきまして、上椎葉の手前か

ら265号線に乗って十根川のほうを通って、五ヶ

瀬の境、国見トンネルから右へ上がった、本当

に山の中であります。その地域は中腹から上に

コブシが自生しておりまして、私が行った４月

の初めは、本当に白いきれいな花が咲いており

ました。歌に「こぶし咲くあの丘 北国の春」

というのがありますけれども、来年の春は携帯

電話がつながって、少し遅目の財木の春が来る

のではないかと期待をしておるところでありま

す。

「この財木地区の人はどこに買い物に行く

の」と聞きましたら、熊本県、もちろん馬見原

とかああいうところに行きますし、上椎葉に行

くということで、やはりかなり遠いところであ

りますが……。買い物弱者対策について伺いま

す。

2010年の食料・農業・農村基本計画におい

て、高齢者等が買い物に不便や苦労を感じる食

料品アクセス問題が、重要な政策課題の一つと

して位置づけられたこともあり、近年は、高齢

者の食料品アクセス、食生活の実態の解明に意

欲的に取り組む研究が多く見られます。その中

で、買い物での不便や苦労は、最終的に高齢者

の健康に関連することが指摘されています。超

高齢化社会となった現在、できるだけ要介護に

陥らないよう、健康寿命を延ばすことが重要で

あります。そのためには、どのような食生活を

送るかが重要となっており、食料品の買い物に

関する問題は大きいと言えます。中山間地域に

おいては、人口減少による近所の食料品店の廃
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業、都市部においては、郊外への大型店の出店

による近所の食料品店の廃業が、買い物弱者の

要因となっています。農水省が数日前に出しま

した新しい調査では、買い物弱者の割合は３割

と発表されました。各地で対策が行われていま

すが、本県の買い物弱者の現状と対策につい

て、総合政策部長に伺います。

県が平成26年○総合政策部長（永山英也君）

４月に行いました調査では、中山間地域の約半

数の集落で買い物について何らかの問題が生じ

ており、3.4％の集落では「深刻な状況にある」

との回答を得たところでございます。このため

県では、中山間地域振興計画におきまして、買

い物弱者対策を初め、地域公共交通の維持・確

保などにより、安全・安心な暮らしの確保を図

ることを掲げたところでございます。現在、県

内では、市町村の支援のもと、商工会等による

移動販売や宅配サービスが行われており、ま

た、県におきましても、今年度、地方創生推進

交付金を活用しまして、新たな交通・物流ネッ

トワークの構築等によって、住みなれた地域で

安心して生活できる仕組みづくりを進めていく

こととしております。今後とも、関係部局や市

町村等と連携を図りながら、買い物弱者対策に

取り組んでまいりたいと考えております。

日之影町におきましては、買○黒木正一議員

い物弱者を支援する「地域おこし協力隊」を採

用したということでありますが、政府も、ドロ

ーンを活用した民間の宅配事業を、中山間地域

や離島の遠隔地で2018年の実現化を目指して、

来年度予算の概算要求に関連事業を計上という

ことであり、車を運転できない高齢者等、買い

物弱者対策や、災害時物資輸送の切り札として

位置づけるようでありまして、今後注目してい

きたいと思います。

買い物弱者の定義は、店舗まで500メートル以

上で、自動車のない65歳以上の高齢者、一般的

にそのように定義されているようであります。

警察本部長にお伺いしますが、本県は自動車保

有率が1,000人当たり842台、運転免許保有

率68.9％と、ともに九州１位と自動車への依存

度が高く、高齢者が免許証を手放すと、たちま

ち買い物弱者となる可能性が高くなることが考

えられます。一方、高齢化による交通事故も問

題です。高齢者の交通事故発生状況と運転免許

証の自主返納状況について、警察本部長に伺い

ます。

本年７月末現○警察本部長（野口 泰君）

在、県内で高齢運転者が加害者となった交通事

故は1,147件発生しており、高齢者の交通事故死

者は18人です。全交通事故死者22人に占める高

齢死者の割合は81.8％で、過去最高の割合と

なっております。また、運転免許証返納者につ

きましては、年々増加している状況にあり、平

成26年が1,694人、昨年が2,261人、本年７月末

現在では1,585人で、前年同期と比べますと318

人の増加となっております。

免許証返納者は大変増加して○黒木正一議員

いるということでありますが、一方で、高齢者

が加害者となる交通事故、交通事故死者も年々

増加傾向であります。今後、高齢化が進む中で

ますますふえていくことが考えられます。高齢

者の交通事故防止対策について、警察本部長に

伺います。

高齢者の交通事○警察本部長（野口 泰君）

故防止対策につきましては、運転シミュレータ

ー等の機材を活用した参加・体験・実践型の交

通安全教育を推進するほか、運転に不安を有す

る高齢者が、運転免許証を返納しやすい環境を

整えるため、運転免許証返納メリット制度の充
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実に努めております。この制度は、運転免許証

を自主的に返納した高齢者に、運転経歴証明書

または高齢者運転免許証返納カードを交付し、

この証明書を示すことで、タクシー・バス乗車

券の交付、飲食店や温泉施設利用時の割引な

ど、さまざまなメリットを受けることができる

というものです。現在、88種類のメリット制度

が確立されており、市町村や関係機関等246事業

所の御協力をいただいております。警察としま

しては、今後とも、関係機関と連携し、高齢者

の交通事故防止対策を強化してまいります。

多様な運転免許証返納メリッ○黒木正一議員

ト制度があるようでありますけれども、これが

買い物弱者対策につながるものであってほしい

なと思います。

次に、買い物弱者と言われる人が多い地域に

とっては、医療も大きな課題であります。地域

医療提供体制について伺います。

本県の地域医療の現状は、医師の地域偏在や

高齢化などにより、地域間の医療格差が生じ、

特に中山間地域においては、深刻な状況が常態

化しています。医師の地域偏在が悪化します

と、その地域での患者の受け入れが容易でなく

なり、診療科の休診や、最終的には病院が閉鎖

されるといった危機的な事態が生じることも考

えられます。そうならないためにも、医師の地

域偏在の要因や解決のための方策を探ることが

喫緊の課題であります。県においても、医師不

足解消に向けたさまざまな取り組みが行われて

おり、少しずつその成果もあらわれているもの

と思いますが、現在の県内医師の状況、今後の

医師確保の取り組みについて、知事に伺いま

す。

２年に１度行われる国○知事（河野俊嗣君）

の調査によりますと、県内の医師の状況につい

て、その総数はふえてきておりまして、人口10

万人当たりの医師数も全国平均を上回っている

状況ではありますが、その過半数が宮崎東諸県

医療圏に集中しており、県内における医師の地

域偏在が顕著な状況にあると認識をしておりま

す。このため、自治医科大学卒業医師の計画的

な配置や、宮崎大学医学部への地域枠等の設

置、また医学生への医師修学資金の貸与、地域

総合医育成サテライトセンターの設置運営の支

援を行うとともに、地域医療支援機構を設置し

まして、県内の臨床研修医の確保や県外からの

医師の誘致を進めるなど、医師の確保や地域偏

在の解消に取り組んでいるところであります。

今後とも、宮崎大学、県医師会、市町村など関

係機関と緊密な連携を図るとともに、私自身も

医学生や研修医との交流の場などに積極的に参

加し、本県の医療を担っていただくよう、知事

としての思いを直接伝えるなど、医師の確保や

偏在解消に全力で取り組んでまいりたいと考え

ております。

知事におかれましても、今後○黒木正一議員

も積極的に医師確保、地域間医療格差の早期解

消に向けて取り組んでいただきますよう、お願

いいたします。

次に、特殊詐欺について伺います。

６月末から７月にかけて、県北部を中心に、

息子をかたったオレオレ詐欺の不審電話が相次

ぎ、被害も出ています。本年７月末の特殊詐欺

被害は、件数で18件、被害額約１億3,500万円と

なっております。前年同期比では件数、被害額

が減少しているものの、１件当たりの被害額が

大きく、65歳以上が約８割を占めており、高齢

者の被害割合が高いなど、依然として厳しい情

勢と聞いております。各地でさまざまな取り組

みが行われていますが、本県における予防対策
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について、警察本部長に伺います。

特殊詐欺の予防○警察本部長（野口 泰君）

対策につきましては、金融機関、郵便・宅配事

業者等との協働による被害の水際阻止対策、特

殊詐欺の犯行に利用された携帯電話や預貯金口

座等の無力化対策、犯行グループからの不審電

話に対する録音や着信拒否機能を有する自動通

話録音機の貸し出し等、さまざまな対策を行っ

ております。また、県民の特殊詐欺への抵抗力

を高めるため、警察官による巡回連絡や防犯講

話を初め、地域防災無線や防犯メール、バス車

内アナウンス等の媒体も活用し、あらゆる機会

を利用した広報啓発に努めております。さら

に、昨年度に引き続き、本年７月から特殊詐欺

被害防止コールセンター事業を開始し、電話で

直接的、個別的な注意喚起を行っております。

ただいま答弁にありました特○黒木正一議員

殊詐欺被害防止コールセンターというものを、

私は実際知らなかったんですけれども、これが

どういうものなのか、警察本部長にお伺いしま

す。

コールセンター○警察本部長（野口 泰君）

は、県警察が委託した民間事業者の女性オペレ

ーターから県内居住の方に電話をかけ、特殊詐

欺の手口について注意喚起を行うとともに、そ

の対策等を案内して被害防止を図るものであり

ます。架電につきましては、警察庁から都道府

県警察に提供されている、特殊詐欺等の捜査の

過程で押収した名簿の登載者等、犯行グループ

に狙われる可能性のある方に行っております。

昨年度につきましては、延べ１万人を超える県

民の方に直接注意喚起を行い、その結果、実施

期間中の認知件数、被害額、相談件数が、実施

前の同期比で減少に転じるなど、一定の効果が

あったと考えております。県警察といたしまし

ては、当該事業等も有効に活用しながら、被害

防止対策を強力に推進してまいります。

コールセンターの活動を初○黒木正一議員

め、繰り返しの啓発をよろしくお願いしたいと

思います。

最後でありますが、特殊詐欺は減少傾向とい

うことですけれども、逆にふえているのがアオ

サギです。河川におけるアオサギの食害につい

て伺います。

これまで河川で捕食するのはカワウが中心と

思っておりましたけれども、最近、アオサギが

ふえており、「特に稚魚放流後に多く捕食され

ているのでは」という声があります。私も耳川

沿いをよく通るんですけれども、これまで、川

の中に石が５個あって、そのうち５個ともカワ

ウがとまっていたんですけれども、この要望が

あって気をつけて見ましたら、５個のうち２個

が、このアオサギにかわっておりました。現

在、本県において、アユを中心として稚魚の放

流事業を行っておりまして、県内河川で約１

億4,000万円の事業費となっています。「稚魚の

放流後に特に捕食される」という声がありま

す。稚魚の放流前後に集中的に捕獲などの対策

を行うようなことも必要ではないかと考えま

す。アオサギの有害鳥獣捕獲許可期間は30日以

内となっていますが、90日以内に延長できない

のかという要望があります。鳥獣保護管理事業

計画の変更について、環境森林部長に伺いま

す。

有害鳥獣の捕○環境森林部長（大坪篤史君）

獲許可期間につきましては、被害の実態や住民

の安全などを考慮しまして、必要最小限の期間

とし、県が策定する鳥獣保護管理事業計画の中

で、具体的な基準を定めているところでありま

す。お尋ねの計画変更についてですが、鹿やイ
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ノシシ、そしてカラスやカワウなどの捕獲許可

期間に関しまして、被害の通年化や捕獲日数が

不足するなどの理由で、90日以内に延長した事

例がございます。アオサギにつきましても、被

害の実態や生息状況等を把握した上で、関係者

の意見も踏まえながら、柔軟に対応してまいり

たいと考えています。

ぜひ実態の把握をしていただ○黒木正一議員

きたいと思います。

大変偏った質問になってしまいましたけれど

も、以上で私の質問を終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○星原 透議長

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時53分散会



９月８日（木）
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午前 時 分開議10 0

出 席 議 員（ 名）38
（ ）1番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 来 住 一 人 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）4番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）5番 岩 切 達 哉 同

（ ）6番 右 松 隆 央 宮崎県議会自由民主党

（ ）7番 二 見 康 之 同

（ ）8番 清 山 知 憲 同

（ ）9番 島 田 俊 光 同

（ ）10番 日 高 博 之 同

（ ）11番 野 﨑 幸 士 同

（ ）12番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 星 原 透 同

（ ）14番 西 村 賢 無所属の会

（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）17番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）18番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 髙 橋 透 同

（ ）20番 丸 山 裕次郎 宮崎県議会自由民主党

（ ）21番 中 野 一 則 同

（ ）22番 中 野 明 同

（ ）23番 黒 木 正 一 同

（ ）24番 横 田 照 夫 同

（ ）25番 山 下 博 三 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 徳 重 忠 夫 自由民主党県民クラブ

（ ）29番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）30番 満 行 潤 一 県 民 連 合 宮 崎

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 後 藤 哲 朗 同

（ ）34番 外 山 衛 同

（ ）35番 松 村 悟 郎 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 原 正 三 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 宮 原 義 久 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 永 山 英 也

総 務 部 長 桑 山 秀 彦

危 機 管 理 統 括 監 畑 山 栄 介

福 祉 保 健 部 長 日 隈 俊 郎

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 中 田 哲 朗

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 東 憲之介

会 計 管 理 者 髙 原 みゆき

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 土 持 正 弘

財 政 課 長 川 畑 充 代

教 育 長 四 本 孝

警 察 本 部 長 野 口 泰

選 挙 管 理 委 員 長 後 藤 仁 俊

監 査 事 務 局 長 柳 田 俊 治

人事委員会事務局長 金 子 洋 士

事務局職員出席者

事 務 局 長 甲 斐 正 文

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 長 倉 健 一

政 策 調 査 課 長 小 田 博 之

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 沼 口 恭一郎

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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代表質問◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、県

民連合宮崎、太田清海議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○太田清海議員

ざいます。県民連合宮崎を代表して、質問をさ

せていただきます。

まず、知事には、「ルサンチマンな社会風潮

についてどう思われるか」についてお尋ねした

いと思います。この「ルサンチマン」という言

葉について、ある年配の有識者の方から、「あ

あ、懐かしい言葉だな」と言われました。「今

ではヘイトクライムと表現されるものかもしれ

ませんよ」とも言われました。確かに、この

「ルサンチマン」という言葉は古く、19世紀の

哲学者、キルケゴールにより確立された哲学上

の概念で、ニーチェの「道徳の系譜」などでこ

の言葉が利用され、その後、一般的に使われる

ようになったと言われています。

このルサンチマンの意味は、「弱者が強者に

対して、復讐心、憤り、怨恨、憎悪、非難の感

情を持つこと」と訳されています。一方、ヘイ

トクライムは逆に、相模原市の障害者施設で起

こった事件のように、「強者が障がい者などの

弱者に強い偏見と差別感で攻撃する」といった

語感を感じますが、私には、今日の日本人に

漂っている精神風土を見たときに、「ルサンチ

マン」という言葉が、むちでぴしっと打ったと

きのような見事な語感として言い当てているよ

うに思います。「ヘイトクライム」も、この

「ルサンチマン」の一変形であるかもしれませ

ん。

女優の中村メイコさんが、あるテレビ番組で

こう語っておられました。「女優というのは、

スタジオ間を移動するときに、よくファンの方

からサインを求められたりするので、できるだ

けわからないように、色眼鏡をかけ、帽子を深

々とかぶり、襟を立てて、ひっそりと移動する

んですよ」。ある日、そうやってタクシーに

乗ったところ、運転手さんがバックミラーを見

ながら、「あれ、もしかしたら中村メイコさん

じゃないですか」と言われ、中村さんはちょっ

と嫌になって、「いいえ、違います」と冷たく

答えたそうです。運転手は恐縮し、タクシーの

中は冷たい雰囲気が漂いました。中村メイコさ

んは、悪いことをしたとかわいそうに思い、お

りるとき5,000円を渡して、「おつりはとってお

きなさい」と言ったそうです。すると、運転手

が慌てておりてきて、「先ほどは大変失礼いた

しました。今度女性の名前を言うときは、もっ

ときれいな人の名前を言います」と言ったそう

です。（笑声）

この話は、お互いよかれと思って言ったこ

と、その善意が見事に空回りをしてしまったと

いう、人間社会のおもしろみが感じられます。

中村メイコさん自身も、このエピソードを楽し

く語っておられ、私が先ほど述べた憎悪や復讐

心をあらわす「ルサンチマン」とは対極にあ

る、ほほ笑ましい話であると思います。

ある新聞で、大規模なテロを経験したフラン

スの歴史人口学者の新しい著作を紹介するコー

ナーに、次のような文章がありました。「学歴

や所得の格差が広がり、社会の底辺に憎悪が充

満する弊害は先進国共通の悩みで、日本も人ご

とではない」と書いてありました。ルサンチマ

ンを言い当てているように思います。

平成28年９月８日(木)
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ヘイトスピーチ、ネット上での書き込み、障

がい者殺害、働く人の40％を超えた非正規・派

遣労働者の反逆と言えそうな、秋葉原でのト

ラック暴走殺人、政治を論じるある番組は、あ

しざまにお互いをののしり合うような番組。何

か日本人の美しさが壊れてきているようにも思

います。格差による恨みやねたみの感情が、さ

まざまな悪い事象を引き起こすようなルサンチ

マンな社会について、知事の所感を伺います。

壇上ではもう１点質問いたします。次に、

「メッセージ」「言葉」というテーマについて

質問いたします。第３次安倍内閣が８月３日発

足し、首相会見が行われました。その発言内容

の第一報がニュース番組で報道されたのです

が、その中に注目すべき発言がありました。首

相の発言は、「非正規という言葉をこの国から

一掃する」というような力を込めたフレーズで

した。私はびっくりしました。首相がこんなこ

とを言ったのかと。私は、次のニュースで同じ

ものが流されるだろうと思い、確認のため再度

聞いてみましたが、なぜかもうその部分だけは

カットされて報道されていました。仕方なく、

翌日の新聞で首相会見の全文を確認してみまし

た。その中にはこう書いてありました。「最大

のチャレンジは働き方改革だ。長時間労働を是

正する。同一労働同一賃金を実現し、非正規と

いう言葉をこの国から一掃する」。どう思われ

るでしょうか。

私は、一国の首相の発言は極めて重いものだ

と思います。「この国から非正規という言葉を

一掃する」という言葉を言い切るのなら、私

は、「次の国会で労働者派遣法の廃止法案を提

出します」とか、せめて「製造業には派遣させ

ません」というような決意が含まれているもの

と解釈します。労働者派遣法をそのままにして

おいて、非正規の一掃はできない、あり得ない

と思うからです。この首相会見を、派遣労働を

経験し、苦労したことのある30歳代の女性の方

に見せたところ、「うそ、うそばっかり」と、

政治に対する改革の期待感は全くゼロ、まるで

政治家一般に対しても強い不信感を抱いている

ような、ルサンチマンにも似た言葉が戻ってき

ました。

私の経験ではありますが、関東方面で派遣労

働者として働いていた40歳代の男の人が、両親

の高齢化という事情のため 両親は漁業に従―

事していたのですが、その介護も含めた事情の

ため 延岡に帰ってきました。延岡では職が―

なく、１年間近く失業を経験し、途方に暮れて

私のところに相談に来られました。私の知って

いる介護施設を紹介したところ、正職員で採用

していただきました。しばらくして、その40歳

代の男の人が私の家を訪ねてきました。「あり

がとうございました。資格を持っていないので

賃金は安いのですが、働けることがうれしくて

うれしくて」と涙ぐんでいました。「車でおじ

いちゃんたちを送迎するときは、得意な演歌を

歌ってあげると、みんな本当に喜んでくれるん

ですよ」と、介護職に心からなじみ切っている

ようでした。もともと漁師ですから、「男の

港」でも歌ってあげたのでしょうか。

そして、そこの社長さんからも電話があり、

「いい人を紹介していただきました。資格がな

いので賃金は安いのですが、どうにか工夫して

あげたいですね」という言葉でした。働くとい

うこと、正職員であるということが、こんなに

人間の心を明るく変えるものなんです。だか

ら、４割を超えてしまった非正規を何とか変え

てほしい。でないと、ルサンチマンが蔓延する

社会になってしまいますよ、と訴えたい。
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私は、首相という立場にある人は、国民に希

望を与えることのできる人であり、場合によっ

ては、国民につらい苦しみを分かち合ってもら

うことを伝えなければならないことだってある

と思います。しかし、そこには、誠意と真実が

にじみ出るようなメッセージでなければ、国民

の信頼はつくれないと思います。ルサンチマン

が底辺に増幅するだけではないでしょうか。知

事も、議会のたびごとに「知事提案説明要旨」

などを述べられますが、それはいいかげんなも

のではなく、言葉を選び、語感を確認し、神経

を使って作成されていると思うのですが、政治

をリードする者として、知事としての発言の重

さをどのように考えておられるのか伺いたいと

思います。

以下の質問は質問者席にて行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

まず、格差社会についてであります。格差の

固定化や拡大は、社会全体に閉塞感や停滞感を

生み出し、場合によっては不満が募り、それが

暴動やテロといった社会の不安定化にも結びつ

いていくものではないかと考えております。国

内におきましても、国外におきましても、さま

ざまな怒りや憎しみ、復讐や憎悪の連鎖、そし

て不寛容の広がり、大変憂慮すべき事態であろ

うかと考えております。

私としましては、全ての人々が、生きがいを

持って働き活躍できる社会、そして社会の進歩

や繁栄というものを享受できるような社会、ま

た、全ての子供たちが、生まれ育った環境に左

右されることなく生き生きと学び、夢の実現に

向かってチャレンジできるような社会というも

のが理想であると考えております。また、議員

が冒頭披露されました見事な小ばなしのよう

に、笑いや笑顔が絶えない社会、そうしたもの

をつくっていくことが大変重要であろうかと考

えておるところであります。

次に、知事としての発言についてでありま

す。政治家の発言は大変重いものであると考え

ておりまして、発言したことにつきましては、

その結果にしっかりと責任を持つ覚悟は必要で

あろうと考えております。私は県政のリーダー

として、いかなる厳しい状況下にありまして

も、大きな目標を掲げること、夢、また未来を

語ることが大変重要であると考えております

し、そのための明確なビジョンや戦略を構築し

て、しっかりと県民に語ること、伝えていくこ

と、そして、その目標を共有して断固実行して

いくことが大変重要であると考えております。

常にこうした姿勢を心がけながら、本県のさら

なる発展に向けて、しっかりと県政運営に当

たってまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

ありがとうございました。き○太田清海議員

のうも自民党の皆さんの代表質問の中で、介護

離職ゼロということで、介護休業のテーマにつ

いての質問がありました。私は、介護離職ゼロ

は目標値になると思うんですよね。本当にみん

ながそのように離職を減らそうじゃないかとい

うことで、いろんな政策を打ち出してやる。安

倍総理が言われているのは私も賛同できます。

ですから、全てを否定するわけじゃありませ

ん。ただ、日本から非正規を一掃するというの

は、具体的にきちっと出してもらいたいなとい

う思いを込めて言ったわけです。

そしてまた、有名になった言葉で、「保育園

落ちた 日本死ね」という言葉がインターネッ

ト上でも騒がれましたけど、実は、私はある男
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の方から、「こんな言葉は使ったらいかんよ

ね」と言われました。人間、本当に生活が苦し

くて追い込まれた場合、いろんな表現があろう

と思います。これは仕方のなかったことだと思

うんです。私たち政治家は、そういう状況があ

るとするならば、それを変えていくことが使命

ではないかなと思います。

特に、ルサンチマンという言葉を使わせても

らいましたけど、これは知事部局でもそうです

けど、教育委員会でも、こういったテーマの中

で、何かきちっと対応していかないかんところ

があるのではないかと思ったり、もしくは警察

本部長の担当のところでも、犯罪の発生とか、

そういった何か社会に漂っているものがあると

するならば、そのあたりの問題をどうかせない

かんかなということでも提案してもらうといい

かなというような気がいたします。そういう思

いで言わせていただきました。

次に、知事にあと２つほど質問したいと思い

ます。鹿児島県の三反園知事は、川内原発の一

時停止と点検を申し入れましたけれども、隣県

の知事として、知事の所感を伺いたいと思いま

す。これは、きのうも動きがいろいろあったよ

うですけれども、よろしくお願いいたします。

三反園知事の申し入れ○知事（河野俊嗣君）

は、熊本地震を契機としました住民の不安の声

を受けとめ、選挙公約に基づいてなされたもの

と認識しております。原発の稼働につきまして

は、東日本大震災の反省を踏まえ、科学的・技

術的知見に基づく安全性の確保を大前提とし

て、国が判断したものであります。そのわかり

やすい説明や十分な情報提供が重要であると考

えておりまして、県としても、九州電力が今後

どのような対応を行うか注目しているところで

あります。

隣県の知事の、ということで○太田清海議員

ありますが、今、地方自治を運営されている方

というのは、本当に大変な状況に置かれている

と思うんですね。ただ、そういう中で、例え

ば、沖縄県知事が基地問題で、ある程度のこと

を言わざるを得ない状況になってきた。新潟県

知事も原発の問題で、これは民間に対してでも

ですが、ある程度の発言をせざるを得ない。私

は、だんだん地方自治体というものが、みずか

ら判断して、国なり県なりに言っていかなけれ

ばならない状況になってきているのではないか

なと感じます。知事も真面目な方ですから、ぜ

ひいろいろ判断されながら頑張っていただきた

いと思っております。

特に、原発の問題、核の問題は、皆さんどう

考えるのかなと思うんです。廃棄物の処理が科

学的にきちっとできますということであれば、

私は、科学的に判断して大丈夫ですよというこ

とはできると思うんですが、核廃棄物、原発で

できた廃棄物の処理方法は確立されていないで

すよね。地下に埋めるとか、これは将来どうな

るのか。半減期の関係では、100年、1,000年、

１万年という保存をしなければならないような

ことを考えると、自分の人生観だけではなく

て、人類の人生観として判断しなきゃならぬこ

とが出てくるのではないか。私は、人生観とし

ては、人間は核と共存はできないのではないか

という思いを強くいたしております。私たちの

生活のあり方を変える、もしくは経済成長のあ

り方を、もう少しスタンスを変えていく方法、

そんなことを考えないかんのじゃないかなと

思ったりもいたします。

次に、知事に最後の質問になりますけれど

も、ＧＰＩＦ（年金積立金管理運用独立行政法

人）が株式での運用比率を高めた結果、昨年度
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は５兆円の損失を計上、また、ことしの４月～

６月期では、同じく５兆円の赤字を出している

という報道もなされました。私は、年金生活者

として非常に不安を感じているんじゃないかと

思いますが、知事はどう思うか伺いたいと思い

ます。

御指摘のありましたＧ○知事（河野俊嗣君）

ＰＩＦ（年金積立金管理運用独立行政法人）で

ありますが、年金の保険料収入から捻出した年

間約130兆円の積立金を、複数の資産を組み合わ

せて管理・運用しているものであります。積み

立てた年金は、将来にわたって給付していくも

のでありまして、短期的には損失が生じること

があっても、長期的には必要な年金額が確保さ

れるよう、金融・経済の専門家で構成されます

運用委員会の監視を受けながら、安全かつ効率

的に運用されているものと伺っておるところで

あります。公的年金は、老後の生活を社会全体

で支える重要なセーフティーネットであります

ので、今後とも、将来の給付に支障がないよう

運用されるべきものと認識しております。

そういった株運用の専門家が○太田清海議員

運用するということですが、年金積立金のＧＰ

ＩＦのほうでの株の比率は、これまで24％だっ

たものを、50％に引き上げたわけですよね。か

なり危険性もあると思うんですよ。経済動向に

左右されることに年金の財源を委ねていいもの

かどうか、また、それと連動するような国家予

算というものが株に動かされるようなことに

なっていいのかどうか。

私が一つ指摘しておきたいのは、新自由主義

ということで、物言う株主とか言われておりま

すけれども、特に株の配当でいい意味で細々と

生活している人、そういう立場の人も守ってあ

げないかんだろうと思います。ただ、投機的

に、ばくち的に株の売買をする運用の方法等に

委ねていいのかどうかということについては、

どうも私は不安に思います。賃金と配当という

のは、損益計算書の中では相反する関係であり

ますけれども、ぜひ、そういうところの問題を

できるだけ不安のないような形にしてもらいた

いなと思っています。知事の意見として伺って

おきます。

次に、危機管理統括監に消防防災行政につい

て伺います。

今度常備化されました西臼杵広域行政事務組

合消防本部の活動実績及び地元消防団との連携

の状況について、お伺いいたします。

西臼杵広域○危機管理統括監（畑山栄介君）

行政事務組合消防本部は、平成27年４月１日に

運用を開始したところでございまして、27年度

の主な出動状況は、火災12件、救急763件、救

助13件、そして本年度の８月末までの状況は、

火災５件、救急333件、救助４件となっておりま

す。このほか、消防用設備の検査や防火管理等

の指導及び危険物施設の許認可を行う予防業務

など、地域の安全・安心に大きく貢献している

ところでございます。

また、地元消防団との連携につきましては、

消防団員の訓練に対する協力などを通じて、日

ごろから相互の協力体制を構築するとともに、

消防本部が住民を対象として救命講習を実施す

る際には、女性消防団員が協力していると伺っ

ております。

平成27年度から常備化された○太田清海議員

わけですが、本当に行政当局の皆さんの御努力

に感謝を申し上げます。特に救急業務なんかが

非常に 道路も少しずつよくなっております―

けれども 効果といいますか、努力しても―

らっているなと解釈いたします。
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次の質問でありますが、県内消防本部からの

西臼杵広域行政事務組合消防本部に対する人的

支援の状況及び今後の体制について、お伺いい

たします。

西臼杵広域○危機管理統括監（畑山栄介君）

行政事務組合消防本部は、新たに発足した消防

本部ということで、人材不足が懸念されていた

ことから、延岡市消防本部から人的支援として

２名の職員が派遣され、現場活動に加えまし

て、救助技術や予防業務の指導など、人材育成

についても大きく貢献していると伺っておりま

す。今後でございますけれども、これまでの支

援により、必要な体制が整う見込みであるとい

うことで、延岡市消防本部からの人的支援は今

年度末で終了する予定であると伺っているとこ

ろでございます。

消防署というのは、協力体制○太田清海議員

があるんだな、それぞれが協力しながらお互い

育てていくという立場にあるんだなとも思いま

す。

次に、常備化されていない美郷町、諸塚村、

椎葉村、そういったところでの 特に美郷町―

において、救急業務の民間委託が行われていま

すけれども、その活動実績及び効果についてお

伺いいたします。

美郷町で○危機管理統括監（畑山栄介君）

は、役場職員等で対応していた救急搬送業務に

つきまして、平成27年６月１日から、委託先の

救急救命士も役場の救急車に常時２名乗務し、

救急救命業務を行っているところであります。

まず、活動実績についてでございますが、平

成27年度は、北郷地区のみの活動で、10カ月間

の出動実績は68件、また、本年度から南郷地区

にもエリアを広げまして、４月から８月末まで

の出動実績は、両地区合わせて72件となってお

ります。その他の活動としましても、住民を対

象とした救命講習や、各種イベントにおける救

護活動を実施していると伺っております。

次に、事業の効果でございますけれども、専

門的な知識を持った職員が現場到着後、直ちに

応急処置等を行うことができるようになったほ

か、現在勤務している14名の職員全てが県外か

ら移住し、その皆さんが消防団にも加入してい

るということで、地域コミュニティーの活性化

にも効果があると伺っております。

救急業務を担当する民間の方○太田清海議員

々も努力しているんだな、地域に溶け込みなが

らということであろうかと思います。

それで、諸塚村、椎葉村、それから美郷町の

消防常備化の今後の展望についてお伺いいたし

ます。

消防非常備○危機管理統括監（畑山栄介君）

町村の常備化につきましては、重要な課題であ

ると認識しておりますが、お尋ねの３町村につ

きましては、「宮崎県消防広域化推進計画」の

中で、重点地域に指定しているところでありま

す。広大な面積に加えまして、年間の火災発生

件数が少ないことなどから、常備化に向けた具

体的な計画には至っておりません。しかしなが

ら、この地区は、人口減少や高齢化が進む中

で、消防団員の減少や救急業務に対する需要の

高まりといったものも予想されますから、今

後、常備化の必要性も高くなってくると考えら

れます。県としましては、常備化が実現し、消

防力の充実強化が図られるよう、関係町村に対

しまして、引き続き必要な助言を行ってまいり

たいと考えております。

常備化についての御努力をさ○太田清海議員

らにお願いしたいと思います。

県は、地震・津波とか、ああいった減災対策
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で早期避難率を70％に高めるとしておられます

けれども、70％とした考え方を教えてほしいと

思います。また、この避難率を高めるためにど

のような対策を行うのか、お尋ねいたします。

県の地震減○危機管理統括監（畑山栄介君）

災計画で、早期避難率を70％としております

が、その考え方でございますけれども、これ

は、国が実施した東日本大震災における「津波

避難等に関する調査結果」を参考にしたもので

ございます。この調査結果によりますと、日ご

ろから防災意識が高く、避難の呼びかけなどを

行った地域では、すぐに避難した人の割合が70

％程度と高く、人的被害の軽減につながったこ

とから、本県においても、早期避難率を高める

ことで、同様の効果が見込めるという考えで設

定したものでございます。

この避難率を高めるため、県としましては、

沿岸市町と連携して、防災イベントや各種広報

媒体を活用した啓発活動を実施し、津波避難意

識の向上を図りますとともに、防災行政無線や

スマートフォン等を活用した情報伝達手段の多

様化、充実に取り組んでいるところでございま

す。今後も、これらの取り組みに加えまして、

沿岸市町における避難訓練の実施や、津波避難

施設等の整備などの取り組みを推進すること

で、人的被害の最小化に努めてまいりたいと考

えております。

わかりました。70％と、具体○太田清海議員

的に何かあるのかなと思い聞きましたが、確か

に、ＰＲ、事前のいろんなイベントの取り組み

とかいうことで、住民意識を高める、防災意識

を高めておくという手法で、70％は最低目指そ

うという決意として伺っておきます。ぜひ取り

組みの強化をお願いしたいと思います。

それから、原発事故や、ミサイル攻撃など国

民保護法上の事態における避難はどうなってい

るのか、お伺いいたします。

まず、原子○危機管理統括監（畑山栄介君）

力発電所で万一事故が発生した場合でございま

すけれども、一定の緊急事態に至った場合に

は、原則としまして、原子力発電所からおおむ

ね５キロ圏内は避難、30キロ圏内は屋内退避の

指示が国から出されることとされております。

本県を含む30キロ圏外については、事態の進展

等に応じまして、国が県や市町村に対し指示し

て、屋内退避が実施されることになります。

また、武力攻撃事態など国民保護法上の事態

において、本県に避難を要する地域があり、国

から避難措置の指示を受けた場合には、県は市

町村を経由して、直ちに住民に対し、地域外へ

の避難を指示することとしております。弾道ミ

サイル攻撃に伴い、屋内避難が指示された場合

には、できるだけ近くのコンクリートづくりな

どの堅牢な建物の地階等に住民を避難させるこ

ととしております。

わかりました。津波・地震と○太田清海議員

いうのは自然災害ですから、いつ起こるかわか

らない。そういう心構えを本当に日ごろからし

ておかなきゃならぬということは、今回の台風

災害でも証明されていると思います。

私は、どうするのかな 原発事故とかミサ―

イル攻撃とかいうことでありますが、一つの考

え方としては、人為的に解決できる部分もある

のではないかと思う。例えばミサイルとか、そ

ういったことでは、日ごろから日本という国は

平和外交で、そういうことがないように、いい

意味で人為的にきちっと抑えていく、そういう

対応もあるだろうし、原発事故についても、こ

れもどうなのかな、どんどんつくっていいもの

なのかどうか。ある程度、調和ある原発、もし
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くは原発ゼロを目指すとか、そういった考え方

もとうとばなければいけないんじゃないかなと

思うんです。

伊方原発でも住民避難の訓練があったそうで

すけれども、その中には、佐田岬半島のつけ根

に原発があるものですから、住民が三崎港から

大分のほうにヘリに乗って逃げる作業までやっ

た。ことしはできなかったそうなんですけど、

前回は大分まで避難したというようなこともあ

ります。原発事故で本当にこんなことをしな

きゃならぬことになっちゃいけないわけで、人

為的にそういうものを減らす、原発ゼロを目指

すのが一番いいとは思いますけれども、そうい

う考えで、本当に避難ができるのかなという思

いがあります。今後の課題として、また対応し

ていきたいと思います。

次に、総合政策部長にお尋ねします。関連し

て、病院局長にもお尋ねしたいと思います。地

域おこし協力隊の受け入れ及び定住の状況につ

いて伺いたいと思います。

地域おこし協○総合政策部長（永山英也君）

力隊は、地方自治体が都市住民を受け入れまし

て、特産品の開発や農林業の支援などの各種活

動に従事していただきながら、当該地域への定

住・定着を図る国の制度でございます。本県に

おきましては、平成22年度に最初の隊員を受け

入れて以降、隊員数が年々増加しておりまし

て、ことし６月末時点では、小林市など14市町

村に48名が配置されております。また、これま

でに任期を終了した25名のうち、14名が県内に

定住されております。

地域おこし協力隊は、市町村が地方創生に取

り組む上で大変有効な制度であります。県とい

たしましては、隊員同士の交流を深める研修会

に加えまして、今年度から新たに、地域づくり

団体とのネットワークを構築する事業を行いま

して、地域とのつながりを深めるなど、隊員の

定住を支援してまいりたいと考えております。

地域おこし協力隊について○太田清海議員

は、本当に年々伸びていますので、評価したい

と思います。ただ、現地のほうで、それぞれ受

け入れ団体、定住の成果をどう図るかというこ

とで、非常に苦労されています。私たちも、え

びの市でしたか、特別委員会で視察に行ったと

きに、そういった取り組みを一生懸命されてい

るということで、ここは９人ほど隊員の方が

入っておられますけど、苦労されているようで

した。ただ、えびのというところは、小学校、

中学校のクラス編制が、全ての学級で30人学級

ということで、Ｕターン組とかそういう人たち

が、若者が定住するのがいいから、そういうと

ころもＰＲしたらどうでしょうかと、提案はし

ておきましたけれども、それぞれがまちづくり

で一生懸命頑張っているんだと思います。

関連してと言いましたが、病院局長にお伺い

します。今年度実施した看護師選考採用試験に

ついて、地域枠の試験結果をお伺いしたいと思

います。

今年度実施した看○病院局長（土持正弘君）

護師選考採用試験の地域枠の試験結果でありま

すが、これは日南と延岡に限定してやっており

ますけれども、日南が受験者６名に対しまして

合格者４名、延岡が受験者54名に対して合格

者30名であります。

わかりました。これは、私が○太田清海議員

平成24年の９月議会で、こういった異動のない

看護師をつくったらどうかと提案して、その

後、政策として、事業として起こしていただい

たわけです。私としても、延岡は列車で通勤さ

れる方が多いのかな、地震などあったりすると



- 82 -

平成28年９月８日(木)

大変なことになるから、地元採用ということも

考えたらどうですかというような思いで伝えた

わけですけれども。働くこと、地元で働けると

いうことは、非常に大事なことだと思うんです

よね。だから、地域おこし協力隊のテーマでお

話をしましたけれども、冒頭にも述べました

が、働くということを大事にする社会が大事

じゃないかなと思っています。

私も、延岡のあるお父さんから、自分の息子

が実は職がなくて、県外に出ようというふうな

思いだったけれども、地域枠というのを聞いて

一生懸命勉強して、地域枠に通ったということ

であります。親子で過ごすことができて本当に

よかったということも言っておりました。ぜ

ひ、こういった形のものを、そこの地域の事情

に応じた形があるならば、また改良をお願いし

たいと思います。

次に、福祉行政について福祉保健部長にお伺

いいたします。

県北地区に重症心身障がい児・者を対象とし

た医療型短期入所施設の整備が必要であると思

いますが、県の取り組みについてお伺いしたい

と思います。これは日向のほうからも要望が出

ております。延岡のほうでも以前からも要望が

あったわけですが、今回、一般質問を見たら、

日高博之議員が「延岡市からの要望について」

と書いてありましたので、連携して、私も日向

から要望が出ておりますけれども、お返しした

いと思って質問いたします。

在宅で重症心○福祉保健部長（日隈俊郎君）

身障がい児・者を介護されている御家族は、大

変御苦労されております。私も十分認識してい

るところでございます。その御家族の社会参加

あるいは休息の時間を確保するために、より身

近な地域で利用できる医療型短期入所施設の充

実が求められておりまして、特に県北において

は、大きな課題になっているものと認識してお

ります。

県におきましては、昨年度から、短期入所施

設等の新規開設や受け入れをふやす事業所に対

しまして、医療機器の購入や施設・設備の整備

に要する費用を補助する県独自の事業を実施す

るなど、体制の充実に努めているところであり

ます。また、施設の新規開設に当たりまして

は、既存の介護老人保健施設の空床を活用した

方策等を含めまして、さまざまな可能性につい

て、今後とも、地元市町村や関係機関と協議し

てまいりたいと考えております。

わかりました。これは、医師○太田清海議員

確保、それから看護師の確保という、また重た

いテーマがあった中での取り組みになろうかと

思いますので、簡単にはいかないだろうと思い

ます。ただ、本当にそういう医療機関等に行く

ことが大変きついという人、お母さん、お父さ

ん方がいらっしゃいます。ぜひ、こういった問

題が県北地区でも解消されるといいなという思

いで質問させていただきました。宮崎では、は

ながしま診療所というのが、こういう施設とし

て整備されたようですが、ここでは清山議員が

医師としても働いているというような報道もさ

れておりまして、こういったいろんな工夫をぜ

ひお願いしたいと思います。

続きまして、これはＴＰＰの問題に関連する

かもしれませんが、国保の制度の中に、患者申

出療養制度というのが４月１日からできたと聞

いております。この制度についてお伺いしたい

と思います。

お話のありま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

した患者申出療養制度と申しますのは、国内で

未承認の医薬品等を迅速に使用したいという患
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者の思いに応えるため、患者からの申し出によ

り、保険診療と併用する新たな仕組みとして、

ことし４月に創設されたものであります。

具体的には、患者が、あらかじめ国の承認を

受けた、例えば九州大学病院などの全国８カ所

の臨床研究中核病院を通じまして、国に申請を

行うこととされておりまして、本県では、宮崎

大学医学部附属病院に相談窓口が設置されてお

ります。申請後は、国の会議で安全性、有効性

等の審査が原則６週間を目安に行われまして、

承認されれば、臨床研究中核病院等において医

療が受けられることになります。

なお、患者が負担する医療費につきまして

は、保険診療部分については医療保険が給付さ

れますけれども、未承認医薬品等の保険が適用

されない部分については、全額自己負担となっ

ております。

わかりました。混合診療の足○太田清海議員

がかりになるんじゃないかなという思いもあり

まして 新しい制度ができたということであ―

りますが、目的としては、将来の保険を導入す

るための評価を行うものというような説明もあ

りましたけれども、この制度等が混合診療の足

がかりになってはいけないところがあるんじゃ

ないかなという思いも持って、見ておきたいと

思います。

次に、社会福祉法人における親族経営につい

て、今回の社会福祉法人制度改革で、どのよう

に規制が強化され、今後、どのように指導を

行っていくのかということをお伺いしたいと思

います。これは、今、社会福祉法人等の内部留

保の問題とか、さまざまな問題があって、それ

をきちっとせないかんということでつくられた

と思うんです。ほとんどの福祉法人では、一生

懸命仕事をやりながらも、少し得た内部留保な

り、そういったものもきちっと社会貢献のため

に使うとか、そんな改革もしたらどうかという

ことだったのかなと思いますが、当面、そうい

う親族経営についての改革はどういうふうに

なっているのかということをお伺いしたいと思

います。

今回の社会福○福祉保健部長（日隈俊郎君）

祉法人制度改革では、公益性と非営利性を備え

た法人のあり方を徹底する観点から、社会福祉

法の改正が行われておりまして、議員のお話に

ありました、いわゆる「親族経営」の関係で

は、「法人の理事について、配偶者や三親等以

内の親族等が３人又は理事の総数の三分の一を

超えないこと」や「役員や職員等に対する特別

の利益供与の禁止」などの規制が強化されたと

ころであります。県としましては、今後の監査

において、役員の親族関係や支出管理の状況等

を十分に確認させていただきまして、適切な指

導を行っていくことを通じ、今回の制度改革に

対する法人の対応を着実に進展させてまいりた

いと考えております。

私は、親族経営についてとい○太田清海議員

うことで絞ってお尋ねしましたが、その他、何

か改善された点はありますか。

その他で重要○福祉保健部長（日隈俊郎君）

なものといたしましては、理事、理事長に対す

る牽制機能を発揮するため、評議員会の制度が

変わっておるんですけれども、従来の諮問機関

から議決機関となっておりまして、全ての法人

に必置されることとなっております。例えば、

保育所等はこれまでほとんどなかったというよ

うなところが多いんですけれども、全てが必置

となります。評議員会では、理事等の選任や役

員報酬など重要事項について議決するなど、経

営組織のガバナンスの強化が図られるというこ
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とになっているところであります。

冒頭言いましたように、社会○太田清海議員

福祉法人は、法にのっとり一生懸命、適正に運

営されているというふうに理解いたしますが、

こういった改革でもって、もう少しいい方向に

持っていこうということだろうと思います。

介護保険サービスを提供している法人は、社

会福祉法人以外ではどのくらい県内に存在する

のか、お尋ねいたします。

介護保険サー○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ビスを提供している社会福祉法人以外の法人で

ございますけれども、ことし９月１日現在で、

株式会社が346、有限会社が164、医療法人

が134、合同会社及び合資会社が126、特定非営

利活動法人、いわゆるＮＰＯ法人が39、その他

が52となっており、合計いたしますと861法人と

なっております。

わかりました。社会福祉法人○太田清海議員

は、ある程度こういった法的な規制ができて、

さらに適正に運営されていくと思いますが、ま

た、その他の法の規制がかからない、今言われ

た861、そういったところも、運営のあり方とし

ては、社会福祉法人改革の思想も生かしながら

運営されていくといいなと思っています。とい

うのは、こういった株式会社経営者とかＮＰＯ

法人の経営者の話を聞くと、実は税制上、全然

優遇がないから、俺たちも社会福祉法人並みに

してほしいという希望もあります。大変経営が

苦しいところもあるんだろうなと思ったりもし

ますが、中には、介護従事者が離職していくと

いう原因の一つに、こういう事例もあるんです

よね。

いわゆる株式会社というか、そういったとこ

ろの経営者の中で、そこの息子さんが、一生懸

命お風呂に入れたりしている介護従事者の前

で、「今度新車を買うとよな」とか言ってし

まったものだから、一生懸命風呂に入れていた

年上の従事者の人が、「何かがっくりきた」と

いうようなこともあるわけですよね。これは個

人的な問題であろうと思いますけれども。そう

いった社会福祉法人なりの改革の思想ができる

だけ広まって、みんなで協力して会社を盛り上

げようねというような雰囲気をつくったほうが

いいのではないかなと思います。福祉法人改革

の思想が広まる、もしくは、先ほど言った、税

制上もある程度優遇してあげないと、株式会社

とか、そういったところの経営も難しいところ

があるのかなという思いもいたしました。

それから、もう一つ、最後になりますが、子

ども食堂というのができまして、私も前回の一

般質問で質問したことがあります。本来、御飯

を十分に食べられない子供たちが存在するんだ

ということでいうと、これは政治の責任じゃな

いかなと、前回、私は申し述べたと思いますけ

れども、延岡でも２つほど団体ができて、一生

懸命頑張っています。聞くところによると、

「地域子供の未来応援交付金」、こういったの

が活用できるんじゃないかと思いましたので、

その概要と取り組み状況についてお伺いしたい

と思います。

「地域子供の○福祉保健部長（日隈俊郎君）

未来応援交付金」は、各地方自治体における、

子供の成長段階に応じた切れ目のない支援や、

関係機関が連携するためのネットワークの形成

を目的として、国が創設したものであります。

具体的には、市町村が実施します子供の貧困の

実態調査や計画の策定、福祉や教育などの関係

機関で構成する協議会の組織化、さらには、子

ども食堂や学習支援など、子供の支援に関する

事業実施に対しまして補助を行うものでありま



- 85 -

平成28年９月８日(木)

す。今年度は、本県では、日南市、日向市、え

びの市及び高鍋町の４市町が、この交付金を活

用し、実態調査等に取り組むこととしておりま

す。

子供の貧困対策を着実に推進していくために

は、地域住民に最も身近な市町村の役割が大変

重要でありますので、県といたしましては、他

の市町村についても、交付金を積極的に活用し

ていただけるよう、引き続き働きかけを行って

まいりたいと考えております。

ありがとうございました。未○太田清海議員

来応援交付金というのが、子ども食堂、そう

いったものの支援にも役立てることができると

いうことをお聞きしましたので、こういったこ

とについても広めていきたいと思います。

実は、私も厚生常任委員会で、沖縄の子ども

食堂の視察に行かせてもらいました。そこで、

こういうのもあるんだと思ったのは、御飯を食

べさせるだけではなくて、以前から来ている子

供たちが、新しく入ってくる子供、その子を見

ていると、靴も並べなくて脱ぎっ放しで上がっ

ていく、それを片づける。だから、そこのス

タッフの大人の方々は、基本的には、どんな家

庭の子であっても絶対怒らないそうです。怒る

と来なくなるから。それを見ていると、以前か

ら来ている子供さんたちがそれを片づけてあげ

ると、いつの間にかその子供も靴を片づけるよ

うになる。いわゆるしつけができていない家庭

の子供さんたちもいっぱいおる中で、そういう

子供さんにもできるだけチャンスとして与えて

来ていただいて、子供たち自身がしつけを教え

ていく、そういうふうになりましたということ

も聞きました。

それから、そんなことで運営していくと、子

供さんたちが御飯を満足に食べられる。そうい

うことを通して、いつの間にか、僕も勉強した

い、みんなと同じように勉強がわかりたいとい

うことを伝える子供もいるそうです。そこでし

めたということで、スタッフの人たちが学生ボ

ランティアを使って勉強を教えていく、そうい

う話も聞きまして、なるほどな、御飯を食べさ

せることだけじゃなくて、社会福祉といいます

か、ソーシャルワーク的なことをやれる団体な

んだなということを考えると、社会的にも価値

ある活動ではないかなと思いましたので、ぜ

ひ、こういった未来応援交付金というもののＰ

Ｒを図っていただきたいと思います。

それから、次に移りますが、県土整備部長に

東九州自動車道についてお伺いしたいと思いま

す。きのうの自民党の皆さんの代表質問の中で

も出てきましたので、私は、東九州自動車道宮

崎西インターチェンジから延岡南インターチェ

ンジ間における用地買収は、４車線化を見通し

た用地幅を確保しているのかどうか、確認のた

めお伺いしたいと思います。

西日本高速○県土整備部長（東 憲之介君）

道路株式会社によりますと、東九州自動車道宮

崎西インターチェンジから延岡南インターチェ

ンジ間におきましては、地権者の同意が得られ

ず、２車線分のみを買収した箇所など一部を除

き、４車線の工事に必要な用地を買収している

と伺っております。

よく県民から聞かれるもので○太田清海議員

すからね。４車線は基本的に買収しているんだ

ということであります。あとは、きのうもあり

ましたように、いろんな事故がありますので、

早急に４車線化をという思いを持つわけです

が、手続が長く、国幹審の審査を経たりとか、

そんなことになって、また時間がかかるのかな

と思いますが、そのあたりの手続はいかがで
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しょうか。

暫定２車線○県土整備部長（東 憲之介君）

区間を４車線にするなど、高速自動車国道の整

備計画を変更する手続についてでありますが、

昨年11月に、国土交通省が高速自動車国道法施

行令の一部を改正しまして、第三者委員会での

議論等の透明性を確保しつつ、交通量の増大等

に応じて機動的な対応が可能になったところで

あります。また、国土交通省では、暫定２車線

区間のサービス向上を確保するため、付加車線

設置の選定基準の検討などに着手したところで

もあります。

県といたしましては、これら国の動向を踏ま

えながら、より早期に高速道路の機能を高めて

いくため、４車線化の実現を前提としまして、

事故や速度低下の多い区間から優先的に付加車

線を増設するよう、西日本高速道路株式会社な

どに対して要望してまいりたいと考えておりま

す。

わかりました。昨年の11月に○太田清海議員

何とか施行令が改正されたということで、手続

的には、以前よりかはスムーズにいけるという

ことをお聞きしました。ぜひ、付加車線も追い

越し車線とかいろいろあるんだろうと思います

が、４車線化に向けた取り組みをひとつよろし

くお願いしたいと思います。

続きまして、農政について農政水産部長にお

伺いいたします。

これは、山下議員が一生懸命取り組まれたこ

とでもありますが、県職員獣医師の確保の現状

と取り組み状況についてお伺いしたいと思いま

す。

家畜防疫対策○農政水産部長（郡司行敏君）

や食品の安全性確保など、県職員獣医師の果た

す役割は、ますます重要となってきておりま

す。県職員獣医師確保につきましては、全国16

の獣医系大学の卒業生のうち、約４割がペット

等の小動物診療分野に就職する一方で、都道府

県への就職は約15％にとどまっているというの

が現状でございます。このため県では、関係部

局が一体となった「獣医師確保対策チーム」を

中心に、就職説明会への参加やインターンシッ

プの受け入れ、さらには、本県に就職を希望す

る者に対しての修学資金の給付等を実施してい

るところであります。

加えて、本年度からは、高校生を対象に、獣

医師への関心を高めてもらうための説明会を各

地域で開催するなど、将来を見据えた取り組み

も開始したところであります。今後とも、県職

員獣医師の安定確保に向けて、積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

わかりました。さまざまな取○太田清海議員

り組みをされておりますので、ぜひ、獣医師が

宮崎県に来ていただけるように、頑張っていた

だきたいと思います。これも医師確保と同じよ

うなテーマであろうかと思います。お隣の鹿児

島では、初任給調整手当を改善して、それぞれ

の市町村、県同士が競合するというような状況

もあります。もちろん給与面とか待遇面の改善

は、可能なところはぜひお願いしたいとは思い

ますが、宮崎ならではの魅力、うちではこんな

こともできるよというような何か魅力をまた訴

えられたらいいのかなとも思います。今後、ぜ

ひ研究していただきたいと思います。

それから次に、広域農道の関係であります。

延岡には、私を含めて、井本議員、後藤議員、

河野議員、田口議員、５人の県会議員がいます

が、地元から広域農道の問題について相談を受

けました。詳しくは河野議員がやりますので、

私は、代表質問ですから、行政一般の考え方と
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してお伺いしたいと思うんですね。でないと、

私が５名の県会議員の代表質問になっちゃいま

すから。

それで、広域農道、接続する市町村道がある

わけですよね。これに連なるときに、そこが余

りにも狭かったりすれば、広域農道自身はせっ

かくいっぱい通るんだけど、そこで事故が起

こったりしてはいけないということで、ぜひ、

県がリーダーシップをとって、その辺の調整を

やってほしいという声もあります。これは行政

全体に言えることがあろうかと思いますが、そ

のあたりの県の考えをお伺いしたいと思いま

す。

広域農道は、○農政水産部長（郡司行敏君）

農村地域における基幹的な農道でありまして、

農畜産物輸送の合理化とともに、地域住民の利

便性の向上を図り、もって地域の活性化に資す

るものであります。県内では、計画された広域

農道が８路線ありますけれども、現在までに７

路線が全線開通しておりまして、現在、お話に

ありましたように、延岡市から日向市までを結

ぶ広域農道、沿海北部地区の整備に取り組んで

いるところであります。広域農道の整備に当た

りましては、当然、交通量が増加するというこ

とが予想されます。そのことによって、地域の

交通の状況が大きく変化する場合もございま

す。

このため、広域農道の整備に当たりまして

は、地域住民の方々への十分な説明を行い、御

意見も伺いながら、接続する市町村道等の整備

も含めまして、地域の交通の変化に対応した道

路整備が図られますよう、今後とも、関係市町

村等と協議・調整を行ってまいりたいと考えて

おります。

わかりました。ぜひ、そうい○太田清海議員

う立場で県が調整を図っていっていただきたい

なということで、基本姿勢を聞かせていただき

ました。

次に、労働行政について商工観光労働部長に

お伺いいたします。

きのうも出てきましたが、外国人技能実習制

度についてお伺いしたいと思います。この制度

についての意味をお願いいたします。

外国人技○商工観光労働部長（中田哲朗君）

能実習制度は、技能、技術または知識を開発途

上国等の人たちに移転することによりまして、

それらの国の経済発展を担う「人づくり」に協

力することを目的として、平成５年に創設され

たものでございます。現在、この制度は、農業

や漁業、建設業など74職種、133作業が対象と

なっておりまして、技能実習生は、我が国に入

国後、原則２カ月間の講習を受けた後、受け入

れ事業者と雇用契約を結び、それぞれの技能実

習を行うこととなります。なお、この制度によ

る滞在期間は、最長３年間となっております。

わかりました。○太田清海議員

外国人技能実習生の県内の状況についてお伺

いしたいと思います。

宮崎労働○商工観光労働部長（中田哲朗君）

局によりますと、平成27年10月末現在で、県内

の外国人労働者は2,119人となっておりまして、

このうち、64.7％に当たる1,371人が技能実習生

でございます。その状況を職種別に見てみます

と、主に、農業や繊維・衣服、食料品製造業、

漁業等において、多くの実習生が受け入れられ

ております。また、実習生の賃金につきまして

は、県内の状況は把握できておりませんが、平

成26年の全国の状況は、公益財団法人国際研修

協力機構によりますと、平均で約12万8,000円と

なっております。
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賃金でいうと、12万8,000円が○太田清海議員

平均であろうということであります。県内でも

高校生の就職率がなかなか難しいという報道を

聞いたときに、むしろこういうところに来ても

らうとかできないものだろうかなという思いも

いたしましたが、低賃金であるとか、そういっ

た問題もあるのかなと思います。実は、外国人

技能実習生については、国際貢献という立場

で、その人たちが技能を身につけて、本国に

戻って、日本に感謝しながら、そういったのを

広めるという思想もあるんですよということで

したので、私も了としますが、県内の就職率の

問題とも絡めて、宮崎県の就職率も高まるとい

いがなという思いで聞かせていただきました。

きのうも代表質問の中でも出ましたので、県

内の高校生の就職率の問題については割愛させ

ていただきます。

次に、病院局長に県立病院事業についてお伺

いしたいと思います。

以前も聞いた記憶があるんですが、消費税の

控除対象外消費税、いわゆる損税が、平成28年

度の県立病院事業会計においては幾らあるの

か、お伺いしたいと思います。

28年度はまだです○病院局長（土持正弘君）

ので、26年度ということでよろしいでしょう

か。まず、26年度の県立病院事業会計における

控除対象外消費税の金額でありますけれども、

８億4,717万円余となっております。

私は28年度と言ったんです○太田清海議員

ね。失礼いたしました。そのことに気をとられ

て、大変申しわけありません、今の数字を聞き

漏らしてしまいました。もう一回お願いいたし

ます。

８億4,717万円余で○病院局長（土持正弘君）

ございます。

控除対象外消費税というの○太田清海議員

は、病院事業のサービス、そういった医療行為

は非課税であるということで税が取れない、国

には結果的には納めた形になるものですから、

そういう損税が出ているんだよということであ

るわけですけれども、過去、消費税率が５％か

ら８％に引き上げられたときの損税の影響額に

ついて、お尋ねいたします。

消費税率が５％で○病院局長（土持正弘君）

ありました平成25年度の県立病院事業会計にお

ける控除対象外消費税の金額が５億1,923万円余

でございましたので、８％に上がった平成26年

度 先ほどの金額でございますが は、平― ―

成25年度と比較いたしますと、３億2,793万円余

増加したところであります。各年度、課税対象

額が異なりますために、単純な比較はできませ

んが、消費税率が５％から８％に引き上がった

ことで、約３億円程度の影響があったものと考

えております。

そう考えると、１％は１億円○太田清海議員

というような計算になろうかと思います。これ

も、病院経営にとっては大変な、経営が苦しい

といいますか、そういう方向に解釈されてしま

いますよね。こういった損税というのがある中

で、県病院は努力をされているわけですから、

国のほうでも、医療報酬、そういったところに

きちっと反映させるのか、もしくはゼロ課税

だったら問題ないんだという話も聞いておりま

すので、そういった改善もしないと、これは大

変じゃないかなと思います。

それと関連して、地方公営企業会計基準の見

直しが平成26年度に行われましたけれども、主

な変更点についてお伺いしたいと思います。

地方公営企業会計○病院局長（土持正弘君）

基準の主な変更点でございますが、企業債や他
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会計からの借入金である「借入資本金」の計上

先が、貸借対照表上の「資本の部」から「負債

の部」に変更されまして、１年以内に返済期限

が到来する債務につきましては、流動負債に分

類することとなったところであります。

また、補助金等により取得した固定資産の

「みなし償却制度」が廃止されまして、減価償

却を行うこととなったほか、補助金等につきま

しては、「長期前受金」として「負債の部」へ

計上した上で、減価償却見合い分の収益化が可

能となったところであります。

また、退職給付引当金を初め、賞与引当金や

貸倒引当金等の各種引当金の計上が義務化され

まして、当年度の負担すべき引当額を費用に計

上することとなったところであります。

病院会計でありますが、今ま○太田清海議員

で、いろんな、常任委員会とかでも、質問等の

中でも聞かせていただきました。今までのイメ

ージとしては、企業会計の変更は、民間の会計

に合わせるんだというイメージだけの説明が

あったように私は解釈しておったものですか

ら、民間に合わせるんだなという思いでありま

したが、これはできるだけ赤字に見せようとす

るような改革ではないかと私は思います。

今言われた、専門的に言うと、先ほどの企業

債の問題も、これまでは資本金扱いだったけ

ど、貸借対照表上は「負債の部」に持っていか

れたというようなことですよね。でも、企業債

というのは、本来、交付税措置がある、いわゆ

る資産としてみなされる部分もあったりするわ

けですね。単純に全部を負債の側に持っていく

ことはできない。それをわざわざ負債のほうに

持ち込んで、決算としては赤字に見せていくと

いうような感じがいたします。

ですから、そのあたりは、病院局のほうも実

質こういうことなんだよと、財政のほうでもあ

りますが、臨財債の扱いなんかもきちっと書か

れて、これは借金ではなくて戻されますよと書

いてありますよね。そういった表記とか注記と

いうのが必要ではないかと思います。県病院と

いうところは、本当に不採算部門を覚悟しなが

らやっているところですから、赤字云々という

ことじゃなくて、病院がどんな事業をしたのか

というところが問われることであって、こう

いった公営企業会計の変更によって、妙なこと

を言われないようにせないかんなとも思いま

す。念のため聞かせていただきました。

次に、教育行政についてお伺いしたいと思い

ます。

小中学校の講師の任用についてであります。

任用の方法はどうなっているのか。また、適切

な指導のできる講師を任用するための対策につ

いてお伺いしたいと思います。

小中学校の講師の任○教育長（四本 孝君）

用につきましては、県教育委員会に登録された

名簿をもとに、校長が面接を行った上で適任者

を人選し、市町村教育委員会が免許等を確認の

上、教育事務所長が任用を決定しております。

県教育委員会といたしましては、校長に対し

て、十分な情報をもとに面接を行い、適任者を

人選するよう指導しておりますが、適切な指導

のできる講師を任用するため、より一層、市町

村教育委員会と連携し、情報交換を行ってまい

りたいと考えております。

なお、任用後の講師に対しまして、校長によ

る資質向上のための適切な指導を行うととも

に、学校や県教育委員会による研修会等の充実

を図りながら、指導力の向上に努めてまいりた

いと考えております。

講師についてでありますが、○太田清海議員
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以前も改善できないかなという質問もあったよ

うであります。講師の人たちは、本当は先生に

なりたいんだけど、なれなかったということ

で、職を求めて頑張っている人もいらっしゃる

と思うんですよね。

私も、これはあるところで講師の方から聞き

ましたけど、講師の人は、どこの学校が今度産

休で休まれるかとか、そういったところに本当

に気を配って、一生懸命聞き出して、そこに応

募したいというような気持ちになるわけです

ね。採用ということについては、本当に１月、

２月ごろが一番はらはらの時期なんです。これ

はめったにない例でしょうけど、校長先生が、

「俺の言うことを聞いておかないと、おまえた

ちは職がないぞ」というようなことを言われる

と、講師の人たちはびくびくものなんですよ

ね。

そういう話も直接聞いたものですから、校長

が決定するということについて、できるだけ地

域の教育事務所でも、何か扱いを変えながらや

る方法とかされたらいいんじゃないかなという

気がするんですね。校長権限でというのも、も

ちろん立派な校長先生がいっぱいいらっしゃい

ますので、問題はないと思いますが、そういっ

た問題が出てくるとするならば、今後、多少の

改善は図っていっていただきたいなと思いま

す。これはこのくらいにしておきます。

次に、スクールソーシャルワーカーについて

お伺いしたいと思います。これは、きのうも出

てきておりまして、増員を図る スクールソ―

ーシャルワーカーの仕事というのは本当に大変

なことなんだよということでいくと、なかなか

有資格者が見つからない、確保が難しいという

話も聞いています。宮崎県では、有資格者の確

保、どのような工夫をしているのかお伺いした

いと思います。

本県では、スクール○教育長（四本 孝君）

ソーシャルワーカーの要件といたしまして、社

会福祉士や精神保健福祉士の有資格者、また

は、教育と福祉の両面に関して専門的な知識・

技術を有する者と定めております。近年、スク

ールソーシャルワーカーの需要が高まりまし

て、人材確保が課題となる中で、本県では、社

会福祉士会や精神保健福祉士会に御協力いただ

いて、有資格者の確保に努めますとともに、教

育や福祉に関して造詣が深い校長経験者、ある

いは教員ＯＢなどの人材も活用できるようにし

ております。今後も関係機関との連携を図りな

がら、人材確保に努めてまいりたいと考えてお

ります。

ありがとうございました。宮○太田清海議員

崎県では校長職経験者も可能であるということ

でありますが、先ほどちょっと校長の悪口にな

るようなことを言ってしまいましたけれども、

決してそういうことじゃなくて、立派な人がた

くさんいらっしゃいますから、そういう人たち

の活用の中で、ぜひスクールソーシャルワーカ

ーの充実を図っていただきたいと思います。聞

くところによると、長崎では、問題が起こった

ということで、2015年度は19名から39名までふ

やしたようです。ぜひスクールソーシャルワー

カーの充実を図っていただきたいと思います。

最後になりますけれども、警察本部長にお伺

いしたいと思います。これは新聞でも報道され

まして、肩身が狭い思いをされたりもするかも

しれませんが、宮崎県警察の問題ではありませ

んので、そこに配慮しながら警察本部長にお聞

きしたいと思います。

いわゆる隠しカメラと一般的には報道された

りしますけれども、これは捜査用カメラと言っ
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てほしいということでしたので、捜査用カメラ

と表現させてもらいますが、私たち県民から見

たら、捜査用カメラとか防犯用カメラとか、定

義がどうなっているか、一緒くたになっている

ような認識で議論したりするものですから、防

犯カメラと捜査用カメラの定義及び捜査用カメ

ラの設置根拠について伺いたいと思います。

防犯カメラと○警察本部長（野口 泰君）

は、一般的には、行政機関や民間の事業者等

が、管理権に基づき、主に防犯目的で設置して

いるカメラのことであると承知しております。

他方の捜査用カメラについては、一般的には、

犯罪の立証や犯人の特定などの捜査活動のため

に用いるカメラであると認識しております。

捜査用カメラの設置根拠については、一般論

として言えば、捜査目的を達成するため、必要

な範囲において、かつ、相当な方法によって行

われる場合に限り、刑事訴訟法第197条第１項に

規定する任意捜査として許容される例があると

承知しており、県警察としては、警察本部長通

達による運用要領に則した適正な運用に努めて

いるところであります。

防犯カメラとは違ったものと○太田清海議員

して、予算上は捜査用カメラは県警のほうで

やっているんだということで理解しながら、お

尋ねしたいと思います。防犯カメラというのは

市街地にありますが、それが犯罪なんかが町な

かであったときに大きな力を発揮するというと

ころもありますので、そういうのもふえていく

のかなと思いますが、県警とは関係ありません

けど、個人のプライバシーに余りにもかかわる

ような感じのものにはなってほしくないと思い

ます。市町村でも、市町村が管理する福祉施

設、ああいったところにも市町村の予算でつけ

られているとか、そんなことも聞いておりま

す。

それで、捜査用カメラですが、今回の大分県

警のあのような捜査用カメラの設置について、

宮崎県警として、今後の捜査用カメラの運用に

ついての考え方をお聞きしたいと思います。

捜査用カメラ○警察本部長（野口 泰君）

は、被疑者の検挙に絶大な効果を発揮しており

ますが、一方で、不適正な運用があれば、警察

捜査に対する国民の信頼を著しく損なうものと

認識しております。また、捜査用カメラの運用

につきましては、本年８月26日、警察庁から、

撮影対象としている事件の個別具体の状況に即

し、撮影等の具体的目的、事案の重大性や犯罪

の嫌疑の程度等といった撮影の必要性、撮影方

法の相当性などについて、可能な限り子細に検

討するとともに、設置場所の管理者の承諾を得

ることや、捜査幹部みずからが十分検討した上

で具体的な捜査指揮を行うことが指示されまし

た。県警察としましては、引き続き、捜査用カ

メラの組織的かつ適正な運用に努めてまいる所

存であります。

きのうでしたか、大分県警で○太田清海議員

は、そういう設置をする場合は、必ず本部長と

いいますか、そういうところに報告するとい

う、組織上の運用の仕方を変えて、今度、適正

にやるということであります。念のため、宮崎

県警察本部長に確認でありますけれども、警察

本部長としても、大分県警と同じような扱いに

する、いわゆる決裁ですよね。最初この事件を

聞いたときに、誰が決裁権者なのかな、一部の

中間管理職、幹部がそこで極秘にやったのか、

その辺の決裁の権限が誰だったのかと、私は非

常に不信感を持ちました。

ある程度、そういった刑事訴訟法に関する、

プライバシーに関する、しかも、特に大分の場



- 92 -

平成28年９月８日(木)

合は選挙に関することであって、選挙上の違法

性というのは、憲法上もいろいろ疑義のあると

ころがいっぱいあるわけですよね。密貿易と

か、そういう情報があれば、対応をきちっとし

なきゃいかんと思います。それから、現金を授

受しているところとかですね。こういった集会

・結社の自由というのが憲法上も認められて、

また、選挙のあり方についても、先ほど言った

ように、憲法上いろいろ疑義があって、取り組

まれておるわけですよね。

済みません、長くなりますが、今度の選挙で

は、18歳の方の投票権も認められて、あの方々

には、本当に選挙というのは行かないかんよ、

本当に選挙というのは楽しいものなんだよ、日

本の主権を決める、あなたたちの夢をあなたの

一票にかけてくださいということを言ってい

く、そういう選挙だったと思うんですよね。私

は、捜査用カメラというものは、まだ憲法上疑

義のあるいろんな 私たちというか、そう―

いった団体も、違法性のあるものはしていない

と思うんですよね。現金がある とんでもな―

いことです。

だから、そういう捜査用カメラをつけること

によって、選挙というものが暗いイメージにな

ると、せっかく18歳選挙権というふうに認めて

いって、学校でも神経を使いながら一生懸命、

国民主権ということで教えてきたことが台なし

になってしまうと思うわけです。ですから、今

言われましたが、宮崎県警察本部では、そうい

う運用の決裁、本部長報告ということできちっ

とされるということでいいですね。

本県警察におき○警察本部長（野口 泰君）

ましては、従来から、運用要領に則し、警察本

部に申請の上、捜査用カメラを設置することと

しておりましたが、今般、さらに適正な運用を

図るため、警察本部事件主管課との協議等を徹

底するように指示したところでございます。

本部との協議を徹底するよう○太田清海議員

にしたということでありますので、ぜひ、そう

いった形で、今後取り組んでいただきたいと思

います。

時間が大分余りましたけれども、最初の出だ

しがああいう形で出させてもらいました。実

は、私が小学校５年のときだったと思いますけ

ど、池田勇人首相だったと思います。あの方が

所得倍増計画を訴えられました。私は、あの方

のだみ声を聞きながら、一生懸命訴えていた

り、「私はうそは申しません」と言って私たち

に語りかけてきた、そういったのを記憶に残し

ております。所得倍増計画というのは、経済学

者の下村治さんという方が中心的な立場に立っ

て国民に訴え、そして見事というか、高度成長

期の時代だったからでしょうけれども、根拠を

持って訴えられた。それが一つの効果もあった

と思うんですよね。

だから、私は、池田勇人さんには非常にいい

イメージを抱いています。そして、国の首相に

対しても、私はできるだけいいイメージを今後

も持っていきたいと思うんです。だから、冒

頭、首相の話をしましたけれども、ぜひ、首相

もそういう立場に立っていただきたいなと思う

のと、今後、日本がどうなっていくだろうか

と、私は強い不安を持ちます。

人口減少 本当に延岡市も一生懸命さまざ―

まな取り組みをしています。民間でも、延岡花

物語とか、高速道路を利用して人を呼び込もう

じゃないか、交流人口をふやそうじゃないかと

か、その他マリンスポーツなんかも一生懸命取

り組んでやっている。でも、人口はじわりじわ

り減っていくわけですよね。私が議員になっ
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て、１万2,000人、延岡市は減りました。合併前

と合併後の全体を見ても。宮崎県では、この14

年間で５万6,000人ぐらい減っていますね。人口

が減る、できるだけ維持できるならという思い

で、私たち議員も一生懸命政策を、対案を出し

ながらしていきたいなとは思うんですが、「成

長フロンティアはないんじゃないか」と言う学

者もいらっしゃいます。

そういう中で、例えば、ＧＤＰに占める個人

消費の割合は、よく言われる６割です。輸出産

業は15％と考えると、個人消費をふやすこと

で、基礎的な景気の回復の土台ができると私は

思います。だから、私はしつこく、できるだけ

派遣労働者もなくして、そういう人に賃金が渡

るようにしながら、税制も所得再配分をやりな

がら回していこうじゃないかということを訴え

てきたわけですけれども、先ほど言ったよう

に、新自由主義の中で、年功序列という賃金も

壊れてしまいました。ヘッドハンティングとい

うような、余り日本になじまないような仕事の

あり方等を考えると、私たちは、先輩をとうと

び、年配者をとうとび、あなたがちょっと目が

不自由だったら私がやってあげますよというぐ

らいの、そういうものが年功序列賃金の中にも

含まれていたと思うんですね。

何かそういうものが、新自由主義、成果主義

というものの中で、日本のよさがだんだん壊れ

ていっているように思うと、そのあたりを何か

変えていくようなものを出していかないと、そ

して、それを地方から訴えないといかんのじゃ

ないかなということをつくづく考えます。知

事、ぜひ、国に要望する場合は、そういった何

かを、宮崎県の悩みを伝えるようなことはでき

ないでしょうかねというような思いで、いつも

言わせてもらっておりますけれども、今、地方

自治を運営することは大変だと思います。ひと

つ、いろんな意見を聞きながら頑張っていただ

きたいと思っております。きょうはありがとう

ございました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○星原 透議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時28分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○星原 透議長

ます。

次は、公明党宮崎県議団、重松幸次郎議員。

〔登壇〕（拍手） 公明党宮○重松幸次郎議員

崎県議団、重松幸次郎でございます。通告に従

い、順次質問させていただきますので、知事を

初め、関係部長の皆様の明快な御答弁をお願い

いたします。

初めに、知事の政治姿勢についてお尋ねいた

します。

７月10日に参議院議員通常選挙が行われまし

た。ほぼ２か月前のことなのですが、遠い昔の

出来事のように感じます。時代のスピードを感

じる次第です。今回の選挙の争点で、我が党

は、我が国が直面する課題の解決に向けて、自

公政権が信任を得て、安定した政権基盤のもと

で力強く政策を前に推進することができるか、

日本経済は少しずつ回復の基調にあるものの、

地方や個人消費の伸びは道半ばであり、「成長

と分配」の好循環を実現させていくことが重要

であると訴えてまいりました。既に安倍再改造

内閣が発足して１カ月がたちましたが、今回の

参議院議員通常選挙の結果と、第３次安倍第２

次改造内閣についての知事の感想を伺いたいと

思います。
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以上を壇上からの質問とし、以下は質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

さきに行われた選挙の結果につきましては、

国際情勢や国内の社会・経済情勢を取り巻く環

境が複雑化、困難化する中で、多くの国民が、

これまでの国の政策の実績を踏まえ、さらなる

安定を求めた結果ではないかと考えておりま

す。また、今回の改造内閣におかれましては、

引き続き安定した布陣で、経済・雇用対策や社

会資本整備など、重要課題に取り組まれる姿勢

や、「働き方改革担当大臣」が新設され、総理

が目指される「一億総活躍社会」の実現に向け

た意気込みが示されたものと考えております。

本県もさまざまな課題を抱えておりますので、

県政を前に進めるいろんなお力添えをお願いし

たいと考えておるところであります。以上であ

ります。〔降壇〕

御答弁ありがとうございま○重松幸次郎議員

す。安定した布陣のもとで、経済再生に向けた

取り組みを加速させていくこと、地方創生、一

億総活躍社会の実現への取り組みはこれからで

ございます。知事は５月に、平成29年度国の施

策・予算に対する本県の提案・要望を行ってお

りますが、どのような方針のもとに行ったのか

伺いたいと思います。

国の施策・予算に関す○知事（河野俊嗣君）

る提案・要望は、例年７月下旬ごろに行ってお

りましたが、ことしは、本県の提案や要望を概

算要求に的確に反映していただきたいというこ

とで、実施時期を早めまして、５月に行ったと

ころであります。今回の要望では、46の項目

を、地方創生やＴＰＰ協定への対応、2020年東

京オリンピック・パラリンピックに向けた施策

など、５つの柱立てを行って整理したところで

あります。例えば地方創生では、地域の中核企

業や成長産業の育成、交通・物流基盤の整備・

充実、ＴＰＰ協定への対応では、産地経営体の

育成や農業農村整備事業予算の確保などを要望

しており、いずれも重要なテーマであります。

これらをいかに国の施策や予算に反映させるか

が重要でありますので、５月以降も、上京の際

には可能な限り関係省庁や国会議員を訪問する

など、積極的な要望活動を行っているところで

あります。

本県の産業振興とインフラ○重松幸次郎議員

整備、さらには県民への行政サービスの充実の

ためにも、優先課題を明確にして、積極的な提

言・要望を続けていただきたいと考えます。

そうした中、地方行政を進める上での財源で

ある地方交付税の今年度分が、７月26日に決定

いたしました。平成28年度普通交付税の決定が

ありましたが、その内容をどう評価しているの

か、知事にお伺いしたいと思います。

平成28年度の普通交付○知事（河野俊嗣君）

税につきましては、対前年度比2.1％増の1,838

億円余でありまして、全国の平均とほぼ同程度

の伸びとなり、また、臨時財政対策債は、対前

年度比20.2％の減の248億円余でありまして、全

国平均を上回る減少率となりました。この結

果、普通交付税と臨時財政対策債を合わせた、

いわゆる実質的な交付税額は、2,086億円余であ

りまして、対前年度比1.2％の減となったところ

でありますが、全国平均の2.1％減を下回る減少

率になっております。臨時財政対策債が大きく

減少し、普通交付税が増となりましたことで、

実質的な交付税の質の改善が図られたという点

におきまして、一定の評価ができるものと考え

ております。
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普通交付税と臨時財政対策○重松幸次郎議員

債（臨財債）の合計でマイナス1.2％、約26億円

であります。全国平均マイナス2.1％を下回って

いること、また、地方の借金である臨財債

の20.2％の縮減は、質の改善の上からも一定の

評価ができるとのお考えであります。地方創生

に向けての地方財政健全化のあらわれと感じま

す。また一方で、当議会が提出した「地方財政

の充実・強化を求める意見書」の中で、基準財

政需要額の費用算定に反映されるトップランナ

ー方式の廃止を求めておりますが、トップラン

ナー方式の導入による今年度の普通交付税への

影響について、総務部長にお伺いいたします。

普通交付税の算定○総務部長（桑山秀彦君）

において新たに導入されましたトップランナー

方式は、歳出の効率化に向けた業務改革を基準

財政需要額の算定に反映するというものであり

まして、今年度は、道路維持補修・清掃や庁舎

の清掃・警備業務などにつきまして、職員によ

る直営から、民間委託等を前提としたものに置

きかえて算定するものでございます。この方式

の導入によりまして、本県におきましては、基

準財政需要額が２億円程度減少したものと試算

しております。

今年度の影響は、普通交付○重松幸次郎議員

税の算定における基準財政需要額が２億円程度

減少ということでありますが、国においては、

次年度以降、図書館管理業務などへの導入も検

討しているとのことであります。国は、検討に

当たっては、地方交付税の持つ財源保障機能を

適切に働かせ、住民生活の安全・安心を確保す

ることを前提とすること、また、小規模自治体

の財源運営に支障が生じないよう対応するとし

ているようでありますが、６月議会で坂口議員

の質問の中でも指摘がありましたように、地方

は、これまでも住民サービスの充実とのバラン

スを図りながら、効率的に取り組んできている

ところであると考えておりますし、単に効率

化、民間委託といっても、地理的条件などによ

り、なかなか難しい、厳しいというケースもあ

ると考えます。そういった地方の実情を、さま

ざまな機会を捉え、しっかりと国に訴えていっ

ていただきたい。今後も、地方固有の財源であ

る地方交付税の確保に努めていただきたいと思

います。

次に、参議院議員通常選挙について、選挙管

理委員長にお伺いします。

今年夏の参院選から、選挙権年齢が現行の20

歳以上から18歳以上に引き下げられ、全国的に

は、高校３年生を含む約240万人、本県でも約２

万人の若者が新たに有権者の仲間入りをしまし

た。選挙権年齢の引き下げ、参加の枠を広げる

ことで、民主主義の深化と拡大、そして成熟の

度を増すという特質を本来的に持っているとい

う点を確認しておきたいと、我が党は主張して

おります。その一方で、毎回、投票率の低下・

減少が危惧されており、今回も本県の投票率は

全国平均を下回っておりますが、参議院議員通

常選挙について、県全体の投票率と18歳・19歳

の投票率をどのように捉えておられるのか、お

伺いしたいと思います。

今回の選挙○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

は、18歳選挙権が初めて適用される国政選挙と

して、新有権者となる若い世代を初め、あらゆ

る世代の有権者の関心が高まり、投票を通じた

積極的な政治参加につながることを期待してい

ました。しかしながら、県全体の投票率49.76％

が、全国平均を4.94ポイント、前回を0.06ポイ

ント下回る結果であったことは大変残念であ

り、重く受けとめております。一方、18歳・19
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歳の投票率は33.61％となり、全体平均を16ポイ

ント程度下回っておりますが、20歳代前半の投

票率よりは高い水準にあり、教育委員会や各学

校、県・市町村の選挙管理委員会が進めてきた

主権者教育や啓発活動が一定の成果を上げたの

ではないかと考えております。県全体の投票率

が低く、18歳・19歳の投票率もまだ満足できる

状況ではありませんので、県選挙管理委員会と

いたしましては、有権者に政治や選挙にもっと

関心を持ってもらえるよう、創意工夫を重ねな

がら、今後とも啓発活動に取り組んでまいりた

いと思います。

選挙区では、全国平均54.70○重松幸次郎議員

％に対して49.76％で約５ポイント下回り、前回

と比べても0.06ポイント下がっております。ま

た九州・沖縄の中でも、50％を切っているのは

本県だけであるようです。特に、市町村別では

市部の投票率が低く、年齢別では若者の投票率

が低い。市部と若者の投票率向上に向けてどの

ように取り組むのか、いま一度お伺いしたいと

思います。

今回の参議○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

院選挙に限らず、市部は郡部に比べて投票率が

低い傾向にあります。その理由の一つは、市部

は郡部と比較して、投票率の低い若年層の割合

が高く、投票率の高い中高年層の割合が低いと

いう、市部の有権者の年齢構成にあると考えて

おります。このことは、若者の投票率が向上す

れば、市部の投票率向上につながることを示し

ています。このため、県選挙管理委員会といた

しましては、教育委員会や各学校等と連携・協

力して、主権者教育や啓発の取り組みを継続・

拡充していくとともに、大学生や若い社会人向

けの啓発活動にも注力していくことで、若者の

投票率を向上させ、市部の投票率向上につなげ

てまいりたいと考えております。

期日前投票所の設置を大学○重松幸次郎議員

構内や大型商業施設などに拡大し、投票率の向

上や若者層へ投票意識を広げる努力があらわれ

ております。将来的には、二重投票の防止、シ

ステムのコストの問題が解消されれば、さらに

投票環境が向上すると思いますが、あらゆる手

だてを講じていただきたいと思います。

そこで、期日前や不在者投票の制度を活用す

ることは重要ですが、投票手続の簡素化も必要

だと思います。毎回気になることがありますの

で、確認の意味でお伺いいたします。実家に住

民票を残し、親元を離れて大学に通う下宿生

が、不在者投票ができるところと、できないと

ころがあったという問題であります。親元に住

民票を残し、県外で生活する学生の投票につい

てどのように取り扱っているのか、お伺いいた

します。

県外で生活○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

する学生の住所につきましては、国の通知に基

づき、一般的には、修学のため生活しているア

パートや寮の所在地と解され、親元に住民票を

残していても、親元の市町村では投票ができな

い取り扱いになると考えております。住所を移

した場合に住民票の異動を届け出ることは住民

基本台帳法上の義務であり、選挙権をしっかり

行使していただくためにも、親元を離れて生活

している学生は、必ず住民票異動の届け出をし

ていただきたいと考えております。

今回、投票依頼をしている○重松幸次郎議員

ときにそれが発覚したようなことが多くありま

す。原則は「下宿先が住所」という1954年の最

高裁の判例であるそうです。住民票の移転をた

めらう理由に、成人式を迎えるまでは実家の住

所のままでとか、未成年の間は親元で郵送物管
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理など、理由はさまざまあるようです。ウエブ

サイトの毎日新聞の記事に、「公益財団法人

「明るい選挙推進協会」の2015年の調査による

と、実家から住民票を移していない大学・大学

院生は63.3％に上る。総務省選挙部管理課は、

「自治体の対応がばらばらなのは望ましくない

が、どちらの対応が間違っているとは言いがた

い。住民票は転居先に移すのが原則で、学生に

周知していくことしかない」と話す一方で、只

野雅人・一橋大学大学院教授（憲法学）の話と

して、「不在者投票が認められたり認められな

かったり、自治体によってばらつきがあるのは

問題だ。選挙権は行使しなければ意味がない権

利で、広く認めようとするのが基本だ。公選法

改正で選挙権年齢を「18歳以上」に引き下げる

際にも、若者に旧住所での投票を認める立法上

の配慮もしている。不在者投票を認めている自

治体が多いことを考えると、認める方向で統一

するのがいいのではないか」」という記事があ

りました。国に対して明快な判断を、選挙管理

委員会からも訴えていただきたいと思います。

次の質問に入ります。水素エネルギーの活用

について質問いたします。

常任委員会の県外調査で、８月に、兵庫県淡

路市、徳島県、高知県に参りました。徳島県庁

では、「徳島県水素グリッド構想 脱・炭素社

会の実現」について説明をいただきました。グ

リッドとは網、格子のことで、水素を新たなエ

ネルギーとして活用する網状につながるインフ

ラ構想を示しているようです。地球温暖化対策

の切り札として、徳島県水素グリッド導入連絡

協議会を平成27年１月に設置し、移動式水素ス

テーションの整備補助１億2,000万円と運営費、

県公用車ＦＣＶ購入費（５台）、団体等のＦＣ

Ｖ導入に対する補助（１台当たり100万円掛ける

５台）などが昨年の補正予算で確保され、実

際、県庁内前庭には、太陽光で発電し、水素を

製造・保存する中国・四国地方初のスマート水

素ステーションがありました。また、民間ガス

会社にも移動式水素ステーションとＦＣＶ公用

車が展示されておりました。水素は、利用段階

においてはＣＯ を排出しないクリーンなエネル２

ギーです。エネルギーの地産地消に向けた取り

組み、また、災害時における非常用電源として

の活用方針も盛り込まれております。そこで、

本県でも、新規事業で水素エネルギー利活用に

関する調査事業が挙げられていますが、その目

的と取り組み状況について、総合政策部長にお

尋ねいたします。

水素エネルギ○総合政策部長（永山英也君）

ーの利活用に関する調査におきましては、産学

官で研究会を組織し、再生可能エネルギー由来

の電気を水素に変換して蓄え、地域で安定的に

活用する方策や、水素をエネルギーとして利用

する燃料電池自動車の普及促進、あるいは県内

企業の水素関連事業への参入可能性など、将来

の水素の利活用のあり方について検討を行って

おります。また、水素エネルギーの普及のため

には、県民や事業者に水素社会を具体的にイメ

ージしてもらう必要があることから、誰もが参

加できるセミナーを開催しまして、水素社会の

実現に向けた国内外の動向や宮崎大学の研究な

どを紹介しております。本県で水素社会を実現

できるようになるまでには時間が必要だとは思

いますけれども、ＣＯ を排出せず、エネルギー２

の地産地消を実現できる可能性がありますの

で、長期的な視点から、しっかり検討してまい

りたいと考えております。

水素社会の実現とは、水素○重松幸次郎議員

も日本のエネルギーの一部となり、私たちの生
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活や産業を支えていくような社会であります。

今から準備していくことが、将来の日本や世

界、次世代のためになると言えますので、さら

なる取り組みをお願いいたします。

次に、中山間地域対策について３点お伺いし

ます。

委員会で向かった調査先は、ＩＴの町と呼ば

れて久しい、徳島市から車で50分ほどの山合い

の町、神山町。そこで、サテライトオフィスへ

の取り組みを、ＮＰＯ法人グリーンバレーの木

ノ内さんに案内していただきました。グリーン

バレー代表者は、理事長の大南信也さん。そこ

のコンセプトは、「人」をコンテンツにしたク

リエイティブな田舎づくり、多様な人の知恵が

融合する「せかいのかみやま」づくり、また

「創造的な過疎」により持続可能な地域づくり

とのことですが、具体的な事業として、神山ア

ート、棚田再生、空き家再生、商店街再生、公

共施設の指定管理、そしてサテライトオフィス

の推進です。いただいた説明文には、「全国屈

指のブロードバンド環境と、過疎集落において

空き家となっている民家や遊休施設を生かし、

大都市圏のＩＣＴ企業やサテライトオフィスの

進出を積極的に促進している。（中略）地方で

のサテライトオフィスの開設は、新たな雇用の

創出に加え、新たなまちづくりを生み出す効果

もあることから、地方創生の推進に向けて積極

的に支援することが必要である」と書かれてあ

りました。まさにその現実を見て感じてまいり

ました。地方創生や中山間における地域活性化

への取り組みは、その地域現場の特性や現状を

分析し、地域の考えを尊重し、長期的に取り組

むことは当然のことだと考えます。そこで、本

県での中山間地域への移住・ＵＩＪターンの取

り組みについて、総合政策部長にお伺いいたし

ます。

県では、昨年○総合政策部長（永山英也君）

度、東京と宮崎に「宮崎ひなた暮らしＵＩＪタ

ーンセンター」を開設しまして、情報発信や相

談体制を強化しますとともに、移住者向けの空

き家の改修など、市町村が取り組みます受け入

れ体制の整備に対し、支援を行っているところ

であります。例えば、高千穂町では、多様な人

材を呼び込むための共同オフィスの整備が行わ

れました。このほか、市町村におきましては、

国の地域おこし協力隊の制度を活用いたしまし

て地域外から人材を受け入れており、任期終了

後に、地域内での起業や就職により定住された

隊員も多数おられます。これらの取り組みの結

果、公的な施策による平成27年度の移住世帯数

は202世帯となりまして、そのうち４割を超える

方が中山間地域に移住されております。県とし

ましては、今後とも、市町村等と一体となりま

して、都市部から本県への人の流れを創出し、

中山間地域における担い手の確保や活力の維持

・増進等を図ってまいりたいと考えておりま

す。

移住世帯数202世帯のうち、○重松幸次郎議員

４割を超える方が中山間地域へ移られた。着実

な実績ですので、さらなる推進をお願いいたし

ます。

視察の最後に高知県庁を訪問し、同県の中山

間地域における集落活動センターの取り組み

を、また、集落活動の具体的モデル地域として

南国市の稲生ふれあい館を訪問し、自治会組

織、集落活動サポート、生活支援サービス、健

康づくり活動などの取り組みを伺ってまいりま

した。ここの特徴は、自治会拠点と小学校が隣

り合わせであることから、ＰＴＡ活動にＣ（コ

ミュニティー）を加えて、ＰＴＣＡという概念
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で10年前から活動を行っております。その結

果、稲生ふれあい館が優良公民館として文部科

学大臣表彰を昨年受賞するなど、地域が一体と

なった活動でありました。高知県の集落活動セ

ンターは、県内６市13町３村に30カ所開設され

ているとのことです。そこで、本県では、集落

の活性化に今後どのように取り組んでいくの

か、総合政策部長にお伺いいたします。

集落の活性化○総合政策部長（永山英也君）

につきましては、昨年改定いたしました中山間

地域振興計画におきまして、「集落の維持・活

性化と新たな絆の創造等」を重点施策の一つと

して位置づけ、その推進を図っております。具

体的には、元気な集落づくりに取り組んでいる

「いきいき集落」の認定や、中山間盛り上げ隊

による集落活動への支援、また、今年度から

は、環境美化活動や地域の見守り、祭りなどの

地域行事等に、複数の集落がお互いに連携・協

力して、新たに取り組む活動を支援することと

しております。県といたしましては、県内７地

域に設置しております中山間地域振興協議会な

ど、さまざまな場を通じて、地域の実情等の把

握に努めますとともに、引き続き、集落みずか

らによる活力の向上や地域文化の保存・継承な

どの取り組みを促進することにより、集落の活

性化に努めてまいりたいと考えております。

集落の維持・活性化と新た○重松幸次郎議員

な絆の創造等、よろしくお願いいたします。

先ほどの徳島県神山町が全国屈指のブロード

バンド環境を整備しており、それがＩＣＴ関連

誘致につながっていると紹介しました。中山間

地域においても、今後、重要なコミュニケー

ションツールになると思います。そこで、本県

における情報通信基盤の整備状況と、それらを

活用した中山間地域の活性化について、再度、

総合政策部長にお伺いいたします。

本県の情報通○総合政策部長（永山英也君）

信基盤は、五ヶ瀬町を除く全ての市町村でブロ

ードバンドサービスの利用が可能となってお

り、五ヶ瀬町につきましても、現在、事業に取

り組んでおられます。また、携帯電話につきま

しては、99.9％の世帯で利用可能となっており

ます。このように、情報通信基盤の整備は一定

の水準に達しているところでありますけれど

も、神山町の事例にありましたように、地域の

課題解決のためには、いかに地域の実情に応じ

てＩＣＴを活用し、地方創生につなげるかが、

より一層重要になってまいります。既に県内に

おきましても、空き店舗を活用したＩＴ企業の

誘致や、農業分野におきますスマートフォンや

センサー技術を活用した生産管理システムの導

入など、具体的な取り組みも生じてきておりま

す。今後とも、市町村等と連携しまして、他県

の成功事例等も研究しながら、ＩＣＴを活用し

た中山間地域の活性化を図ってまいりたいと考

えております。

県内各地、テレワークの普○重松幸次郎議員

及にもつながりますので、通信技術のインフラ

整備をよろしくお願いいたします。

次は、スポーツ振興についてです。

数々の感動をいただいたリオのオリンピック

が閉幕し、小池東京都知事に五輪旗が引き継が

れました。４年後を見据えて本県でも取り組み

を支援してまいりたい。そこで、リオデジャネ

イロオリンピックに対する知事の率直な感想

と、競技力向上や障がい者スポーツの振興な

ど、東京大会に向けた本県の今後の取り組みに

ついてお伺いいたします。

リオデジャネイロ大会○知事（河野俊嗣君）

では、連日、日本人のメダリストが誕生し、日
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本中が興奮の渦に包まれた状況でありました。

本県ゆかりの選手も11人出場し、４人がメダル

を獲得する過去最高の数に並んだわけでありま

して、大変誇らしい気持ちと大きな感動をいた

だいたと考えております。とりわけ、３大会連

続のメダル獲得に加え、競泳チーム全体を精神

的に支えられた松田選手、今回も「手ぶらでは

帰られなかった」ということで、本当にすばら

しいなと思いますし、３大会連続でメダルとい

うのは、競泳では北島康介選手と並んで松田選

手だけだという話も伺ったところであります。

まさに偉業であります。日本柔道の再起を託さ

れて、はかり知れない重圧の中で、見事、全階

級メダル獲得を達成した男子柔道チームの井上

監督、この松田選手と井上監督のお二人には、

特に深く敬意を表したいと考えております。ま

た、日本のメダル獲得数が史上最高の41個と

なったということで、戦略的な選手強化の必要

性を痛感したところであります。これは、いろ

んな形でのジュニアの強化策というものが功を

奏したこともありますし、北京オリンピックの

少し前に北区にできた屋内型ナショナルトレー

ニングセンター、その成果が出ているのではな

いかと受けとめておりまして、本県が要望して

おります屋外型ナショナルトレーニングセンタ

ーの必要性を改めて感じたところであります。

本県では、現在、幅広い分野におきまして、東

京オリンピック・パラリンピックに向けたおも

てなしプロジェクトを展開しておるところであ

りますが、東京大会後も、２巡目国体や全国障

害者スポーツ大会を予定しているところであり

ます。中長期的な視点から、競技力の向上や障

がい者スポーツの振興にしっかり取り組んでま

いりたいと考えております。

ただいま御答弁いただい○重松幸次郎議員

た、また、きのうも議論がございました、屋外

型ナショナルトレーニングセンターや事前キャ

ンプの誘致、今後もさらなる取り組みをお願い

いたしたいと思います。東京オリンピック、そ

して、その後の２巡目国体へ、若手選手の強化

が重要です。本県若手選手の競技力向上の取り

組みについて、教育長にお伺いいたします。

若手選手の競技力向○教育長（四本 孝君）

上につきましては、県内で安定した成績を残

し、全国大会等でも上位入賞が期待できる高校

を競技力強化推進校等に指定いたしまして、遠

征や強化合宿の支援等を行っているところであ

ります。また、競技力強化推進校と県中学校選

抜チームとの合同練習、中学・高校の優秀選手

を集めての強化合宿など、中高の連携・強化も

図っているところであります。さらに、小学生

段階からの取り組みとして、未来の主役となる

エース級の人材の発掘・育成に向けた「宮崎ワ

ールドアスリート発掘・育成プロジェクト事

業」を、昨年度から始めたところであります。

今後も、若手選手の育成・強化に努めまして、

柔道の井上康生監督、あるいは水泳の松田丈志

選手のように、世界の大舞台で活躍できる選手

の輩出につなげてまいりたいと考えておりま

す。

早い段階からの選手の発掘○重松幸次郎議員

・育成も重要になります。福岡県では、将来五

輪の舞台で活躍するトップアスリートを一人で

も多く輩出しようと、ＪＯＣや日本スポーツ振

興センターとの協力で、2004年から福岡県タレ

ント発掘事業を行って成果を上げているようで

す。本県も同様の取り組みが始まっております

が、今、御答弁にありました「宮崎ワールドア

スリート発掘・育成プロジェクト事業」の取り

組み状況について、教育長にお伺いいたしま



- 101 -

平成28年９月８日(木)

す。

本年５月に宮崎ワー○教育長（四本 孝君）

ルドアスリート１期生として、小学５年生25

名、中学１年生26名の計51名を認定したところ

であります。現在、１期生に対しましては、国

内外の専門講師による身体能力等を高めるため

のトレーニングや、子供の適性に合った種目を

見つけるためのさまざまな競技体験、保護者向

けに栄養学などのプログラムを実施しておりま

して、今後、中学３年生までの最長５年間、継

続して育成に努めることとしております。私も

認定式で、１期生の力強いまなざしにその熱い

思いを感じたところでございます。また、担当

者や競技団体等からも、「高い身体能力があ

る」、あるいは、「保護者の方も関心が高い」

といった報告を受けておりまして、プロジェク

トの成果を大いに期待しているところでござい

ます。なお、本年10月と12月には、２期生のオ

ーディションを実施することとしておりまし

て、引き続き、宮崎から世界で活躍できるアス

リートの発掘・育成に努めてまいりたいと考え

ております。

身体と競技技術の専門家だ○重松幸次郎議員

けでなく、知的能力、メンタル面においても、

トップアスリートに必要な能力を早目に磨き育

てる取り組みをしっかりお願いいたします。

リオの舞台は、本日よりパラリンピックが開

幕いたしました。22の競技に160以上の国や地

域、約4,350名が参加し、日本からは17競技

に132名が挑戦いたします。パラリンピックとい

う名称は、パラプレジア（対麻痺者）、つまり

両下肢のみの運動麻痺のオリンピックという発

想をもとに、1964年の東京大会で名づけられた

名称で、1985年には、「パラレル（平行の・並

列の・もう一つの）オリンピック」との解釈で

正式名称となり、1989年に国際パラリンピック

委員会が創設され、競技性の高いスポーツ大会

として現在に至っているとのことです。本県ゆ

かりの選手として陸上の中西麻耶さんが、ま

た、陸上コーチとして、みなみのかぜ支援学校

の奥松美恵子先生が参加されると聞きました。

本県の障がい者スポーツの充実に向けた取り組

みを、福祉保健部長にお伺いいたします。

議員御指摘の○福祉保健部長（日隈俊郎君）

とおり、障がい者スポーツは、障がいのある方

の社会参加を促進するとともに、障がいへの理

解促進を図る上で大変重要であると考えており

ます。このため、県におきましては、県障がい

者スポーツ大会や地区スポーツ教室の開催、障

がい者スポーツ指導員の養成に取り組むなど、

障がい者スポーツの普及・振興に努めてきたと

ころであります。平成38年には、全国障害者ス

ポーツ大会の本県開催が内々定していることか

ら、今後、パラリンピック選手による講演会

や、パラリンピック競技の一つでありますボッ

チャ競技の講習会など、各種体験教室などを通

じまして、選手や指導者を発掘・育成いたしま

して、障がい者スポーツの充実を図ってまいり

たいと考えております。

公明党が推進した2011年施○重松幸次郎議員

行のスポーツ基本法で、障がい者スポーツの振

興などが初めて法律に盛り込まれ、パラリン

ピック参加選手への遠征費用などの経済的支援

が実現しました。今回、パラリンピックでは、

ＮＨＫが初めて競技の生中継を行いますが、こ

れについても、公明党が国会質問で、障がい者

スポーツの普及を啓発するため、テレビ中継の

重要性を主張してきた結果です。４年後のオリ

ンピック・パラリンピックを機運として、スポ

ーツの裾野を広げ、より多くの県民がスポーツ
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に親しむための環境整備をお願いいたします。

次に、鳥獣被害対策についてであります。

６月の一般質問では、野生鳥獣による農林作

物の被害は、平成25年度の総額が約８億2,700万

円、平成26年度の被害は、分野別で、農作物が

約６億2,800万円、人工林が約4,700万円、特用

林産物が2,600万円の、合計で約７億100万円と

なっていると伺いました。10億円を超えていた

数年前からすると年々減少傾向にあるものの、

いまだ深刻な状況だと思います。今回、質問を

取り上げるに当たり、鳥獣被害対策に取り組ん

でおられるお二人の方にお話を伺ってまいりま

した。お一人は木城町の有害鳥獣対策アドバイ

ザーの方、もう一人は認定鳥獣捕獲等事業者で

ある延岡市の同アドバイザーの方であります。

木城町といえば、先日８月31日、鹿被害対策

に関して、国、県、町、地元団体が協定を結ん

だことが報道されておりました。官民が連携し

て、国有林も含み、迅速に鹿の捕獲をすること

が狙いであり、県内で初とのことであります。

木城町駄留地区では、以前から地域が一体と

なって、やぶや木を払って野生獣の隠れ場を減

らし、また、餌（出荷しない野菜・果物）など

を放置しない、花火や投石などで追い払い等を

徹底すること、その上で捕獲を行うという手法

のようです。その効果が顕著であり、県内外に

広がりを見せております。そこで、本県が取り

組んでいる集落ぐるみの鳥獣被害対策につい

て、農政水産部長にお伺いいたします。

鳥獣被害対策○農政水産部長（郡司行敏君）

では、作物残渣を放置することによる「無自覚

の餌づけ」や、里におりてきた鳥獣の追い払い

を徹底しないことによる「人なれ学習」が被害

拡大の大きな要因であると指摘されているとこ

ろであります。このような状況を打破するため

には、駄留地区のお話がありましたけれども、

何よりも、集落ぐるみで鳥獣を近づけない環境

をつくることが重要であると、そのように考え

ております。このため県では、平成22年度に設

置いたしました鳥獣被害対策特命チームを中心

に、平成27年度までに37のモデル集落を指定す

るとともに、集落活動を指導・牽引する人材と

いたしまして、鳥獣被害対策マイスターを424

名、地域リーダーを2,386名育成するなど、集落

が一体となって取り組む被害防止対策を推進し

てきたところであります。

これらの取り組みにより、本県の鳥獣被害

は、平成24年度以降、若干ではありますけれど

も、年々減少傾向にあります。しかし、依然と

して被害の多い集落もありますことから、モデ

ル集落における取り組みを波及させるなど、今

後とも、集落ぐるみの鳥獣被害防止対策のより

一層の推進に努め、被害軽減を図ってまいりた

いと考えております。

地域が一体となり、継続し○重松幸次郎議員

て取り組んでおられる、被害防止と集落の活性

化にとても重要な取り組みだと思います。

一方の、認定鳥獣捕獲等事業の第１号認定と

なった方の場合は、長年訓練された猟犬を使っ

ての捕獲方法であります。農林業の生産者から

鳥獣被害の連絡があると、すぐ現場に向かい、

民家近くの圃場に寄ってくるサルやイノシシ、

鹿を猟犬で追わせる。ほえまくられたり、後ろ

からかみつかれて逃げた有害獣は、１週間ほど

は出てこない。出てきたらまた追わせる。民家

から山元に追い返して、それを繰り返す。それ

から時期を見て捕獲するようであります。まず

は、この猟犬による追い払いが被害対策の基本

となっているようであります。

次に、狩猟のときは、人（ハンター）は１人
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か２人でも、イノシシのときは犬１匹で、獲物

を見つけておびき寄せ、銃でしとめる方法で

す。鹿を捕まえる場合は、犬２匹で川へ追い落

として、それを銃でしとめるそうであります。

具体的には、ドッグマーカーをつけた犬が山林

でイノシシのすみかを見つけてほえる。威嚇さ

れたイノシシは犬を追う。しかし、訓練された

犬は、真正面から向かってくるイノシシから離

れて 向こうは牙がありますから、首を振っ―

た瞬間にやられるそうです 追ってきたら引―

く、後ろに回り込んでは追う、かむ、引き寄せ

る。それを繰り返して、待ち構えていたハンタ

ーの前に来ると、犬はすっと離れて、その瞬

間、パカンと一撃でしとめるということであり

ます。しとめたイノシシは、その場で速やかに

放血し、きれいな沢の水で十分洗い流して加工

場へ。全く臭みもない最高の状態で処理される

ようであります。鹿も同じ方法でございます。

長年の経験で、獲物の狩猟時期、狩猟方法、

雄雌と体重、また、部位によって精肉用、加工

用に分けて卸すので、取引先の信頼が厚いとい

うことであります。このように、生産者の立場

で作物の被害を減らすために犬で追い払う。そ

して、いかに効率よく、最高の獣肉を得て、販

売に価値をつけるか、ブランドにしていくかを

行っているわけであります。獲物の命を無駄に

しない。まさにプロフェッショナルな猟のあり

方でありますが、アドバイザーの方は、そうい

う手法を次の若手に伝えていきたいと語ってお

られました。

認定鳥獣捕獲等事業者制度とは、鳥獣の捕獲

等に係る安全管理体制や、従事者が適正かつ効

率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及

び知識を有する鳥獣捕獲等事業を実施する法人

について、都道府県知事が認定する制度であり

ます。平成27年５月に施行した法律（鳥獣保護

管理法）に基づき、新たに導入された制度であ

ります。しかしながら、県内の既存の狩猟班と

認定事業者の間で、事業の理解に若干隔たりが

あるようであります。そこで、県は、認定鳥獣

捕獲等事業者の活用をどのように促進していく

のか、環境森林部長にお伺いいたします。

認定鳥獣捕獲○環境森林部長（大坪篤史君）

等事業者制度は、狩猟者の減少や高齢化が進む

中で、有害鳥獣捕獲の新たな手法として期待さ

れているところです。ただし、有害鳥獣捕獲の

許可権限者は市町村長になりますので、制度の

推進に当たっては、市町村の理解や、従来から

捕獲活動を行っている狩猟者団体との連携・協

調が必要になります。このため、県としまして

は、市町村に対し、制度の趣旨や内容について

説明するとともに、狩猟者団体に対しては、認

定事業者と協調した捕獲について要請を行って

まいりました。その結果、延岡市や日向市、日

之影町では調整が図られ、事業者による有害鳥

獣捕獲が実施できるようになったところです。

今後とも、継続して関係者間の合意形成に努

め、認定事業者制度の推進を図ってまいりたい

と考えています。

事業目的には、「指定管理○重松幸次郎議員

鳥獣の捕獲等を円滑かつ迅速に強化し、もって

適正な指定管理鳥獣の管理を推進し、生物多様

性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健

全な発展に寄与する」とうたわれておりますの

で、よろしくお願いいたします。

捕獲した獣肉の品質の確保を図るためには、

ガイドラインに沿った食肉解体施設の充実、ま

た、効率よく獣肉を処理・保管できる移動式解

体処理車の広域での導入も進めるべきと考えま

す。補助のあり方も国に合わせ、県、市町村で



- 104 -

平成28年９月８日(木)

応分の負担を検討していただきたいと思いま

す。移動処理車の新作展示車が宮崎県にも来る

ようですが、ジビエの普及拡大を図る上で、品

質の安定確保に取り組む必要があるが、移動式

解体処理車の導入や人材育成の取り組みをどの

ように行うのか、総合政策部長にお伺いいたし

ます。

移動式の解体○総合政策部長（永山英也君）

処理車につきましては、捕獲現場近くで速やか

に処理することが可能となるため、処理加工施

設までの搬入作業の軽減や肉質の劣化防止など

の点で、その有効性が期待されております。国

産ジビエ流通規格検討協議会による移動式解体

処理車の実証調査が、来月、県内２地域、延岡

市と西米良村で実施されることとなっておりま

す。県としましては、この実証調査に積極的に

協力しますとともに、衛生管理や運用面での課

題について、しっかりと見きわめてまいりたい

と考えております。また、人材育成につきまし

ては、安全・安心で高品質なジビエの安定供給

に向け、今年度から新たに、捕獲から消費まで

の各段階における衛生管理技術や処理・加工技

術に関する研修会を開催する予定としておりま

す。今後とも、各部局や市町村とも連携を図り

ながら、ジビエの普及拡大に取り組んでまいり

ます。

この移動車両があると、環○重松幸次郎議員

境にもすぐれ、獲物を一々加工場まで持ち帰る

時間が省け、その分、おいしい獣肉が得られ

る。ぜひ導入を推進していただきたいと思いま

す。

先月、私は、東京都墨田区にある皮のなめし

工場に行き、鹿、イノシシの獣皮を靴やバッ

グ、ウエア用に加工された皮革素材を見学して

まいりました。カラー10色、風合いもよく、す

ばらしい仕上がりでございました。その後に、

その獣皮で収益事業の展開を目指している全国

ネットワーク「ＭＡＴＡＧＩプロジェクト」の

会合に参加し、全国から集った狩猟者、行政、

大手生活雑貨店、皮革卸業者（タンナー）、

ペットフード製造業者など、約30名の方々と意

見交換をしてまいりました。活発な情報交換が

あり、ビジネス需要が起こっております。地域

先進地は、島根県美郷、また、岡山県は県主導

で２つの事業が、長崎県対馬などでもこのＭＡ

ＴＡＧＩプロジェクトに参加されているそうで

す。その翌日、台東区にある日本ジビエ振興協

議会にもお邪魔し、獣肉の処理加工、調理・販

売などのノウハウを共有できることを確認し、

獣肉・獣皮を活用してビジネスとして成り立た

せることが重要との意見で一致しました。鹿、

イノシシの肉や皮などを活用した商品開発や販

路開拓に対する補助事業として、どのような支

援策があるのか、商工観光労働部長にお伺いい

たします。

御質問の○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ありました補助事業といたしましては、まず、

国の地域産業資源活用事業がございます。この

事業は、中小企業者が、県の指定する農林水産

物等の地域産業資源を活用した商品の開発、販

路の開拓等についての事業計画を策定し、国か

ら認定を受けた場合には、それらの取り組みに

対して支援が受けられるものであります。ま

た、このほか、県の６次化実現ネットワーク活

動事業や、宮崎県産業振興機構の「みやざき農

商工連携応援ファンド事業」などにおきまして

も、それぞれ要件はございますけれども、商品

開発等の取り組みに対する支援制度がございま

す。県といたしましては、今後とも、これらの

事業の活用推進を図りながら、地域の産業資源
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を生かした取り組みを促進してまいりたいと考

えております。

捕獲から獣肉の加工販売、○重松幸次郎議員

皮の活用まで、６次産業化を図り、宮崎ならで

はのビジネスモデルを構築し、後継者を育成す

る。そのことで鳥獣被害をなくす、県からの積

極的な支援をお願いいたします。

続きまして、畜産振興について質問いたしま

す。

我が党の機関紙に、また一般紙にも紹介され

ておりました「笹サイレージ」について、お伺

いします。「笹」とは竹のことでありますが、

竹は日本各地に分布し、古くから身近な生活資

源として利用されてきました。成長が早く、繁

殖力も強い貴重な再生可能資源でありますが、

近年、プラスチック素材などの普及により、利

用されず、放置される竹林が大きな問題となっ

ています。その竹を主原料とした家畜用発酵粗

飼料「笹サイレージ」を製造する量産化設備が

完成し、注目を集めています。飼料化の手順

は、竹林で竹を伐採し、工場へ運搬。竹を丸ご

と機械で細かく砕いて糖蜜とまぜ合わせ、ロー

ル状に巻いてラップで包む。約40日間発酵させ

ると完成するとのことです。この技術は、県畜

産試験場が研究を進めてきたもので、都城市に

ある大和検査鉱業株式会社さんへ伺い、お話を

聞いてまいりました。試行を重ねて全国初の量

産化に踏み切りましたということでありまし

た。そこで、今後の笹サイレージの取り組みに

ついて、農政水産部長にお伺いいたします。

笹サイレージ○農政水産部長（郡司行敏君）

につきましては、牛の飼料として竹を利用でき

ないかという問題意識から、本県畜産試験場が

平成23年度から研究を開始し、実用化した技術

であります。この技術は、竹という県内未利用

資源の活用や飼料自給率の向上といった効果の

ほかに、将来的には、生産コストの多くを占め

る飼料費を低減できるのではないか、その可能

性もあると考えております。そのような中で、

御質問の中にもありましたが、ことし３月か

ら、県内企業で笹サイレージの製造、販売がス

タートしており、大変期待をしているところで

ありますが、畜産農家への安定供給やコスト低

減等の課題もございますので、県といたしまし

ては、さらに多くの畜産農家に供給していける

よう、関係機関と連携しながら取り組んでまい

りたいと考えております。

飼料の国内自給率の低迷へ○重松幸次郎議員

の歯どめと、竹林被害解消へ一石二鳥の効果が

期待できるようですので、今後の取り組みを加

速させていただきたいと思います。

８月27日付宮崎日日新聞に、「2010年の口蹄

疫終息から、８月27日で６年を迎えました。

牛、豚など29万7,808頭が犠牲となり、畜産農業

を初め、観光、商工業にも多大な被害をもたら

しましたが、この６年間、全国からの御支援と

関係者の御努力で、ようやく復興から新たな段

階へ歩みがスタートしました」との内容の記事

がございました。そこで、口蹄疫から６年が経

過いたしましたが、畜産の復興状況について、

農政水産部長にお伺いいたします。

口蹄疫からの○農政水産部長（郡司行敏君）

再生・復興につきましては、「忘れない そし

て前へ」を合い言葉に、生産性の向上などさま

ざまな取り組みを実施してきました。この結

果、畜産産出額が発生前の水準に回復するとと

もに、埋却地につきましても再生整備が完了す

るなど、一歩一歩着実に前へ進んでいると認識

しております。また、牛肉の輸出量が過去最高

の208トンを記録したほか、種雄牛も発生前と同
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規模の58頭まで回復し、県内歴代最高の成績を

おさめた「真華盛」の造成など、さまざまな成

果も出てきておりまして、復興に向けた手応え

を感じているところであります。引き続き、生

産者や関係団体の皆さんとともに、畜産の振興

にしっかりと取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

復興・再生、そして新たな○重松幸次郎議員

畜産の体制が構築されておりますこと、心から

敬意を表したいと思います。

県が地方債を発行して1,000億円を調達し、そ

の運用益で幅広い助成事業を展開した口蹄疫復

興財団が８月で解散されたと伺いました。改め

て、口蹄疫復興財団のこれまでの取り組みと成

果について、財団理事長の内田副知事にお伺い

いたします。

口蹄疫復興財団は、○副知事（内田欽也君）

平成23年度からの５年間で、県内経済・県民生

活の早期の復興・再建を目的に、畜産の振興、

本県の産業基盤の構築など、幅広く支援を行っ

てまいりました。具体的には、畜産の分野で

は、畜産農家のＩＣＴ化を支援することで生産

性の向上が図られましたり、フードビジネスの

分野では、農畜産物を活用した新商品が開発さ

れ、売り上げ増加や雇用拡大につながりまし

た。また、当初２年間のプレミアム商品券の発

行や、「道の駅つの」などの観光資源の整備な

どによりまして、県内経済の活性化に一定の成

果が見られたところであります。このような財

団の取り組みによりまして、畜産の振興のみな

らず、フードビジネスの推進、中小企業振興、

誘客対策、地域振興など、幅広い分野で県内経

済の活性化に大きく寄与できたものと考えてお

ります。

助成件数が251件、28○重松幸次郎議員

億2,042万円にも上り、復興への取り組みが一区

切りついたわけでありますが、財団、そして事

業実施の関係者の皆様、お疲れさまでございま

した。これから次のステップへ飛躍していくに

当たり、今後の畜産振興について、知事の意気

込みを伺いたいと思います。

私は、知事就任以来、○知事（河野俊嗣君）

口蹄疫からの再生・復興を県政の最重要課題と

考えまして、県民の皆様とともに全力で取り組

んできたところであります。この間、全共２連

覇により、宮崎牛が国内外から高い評価を受け

るとともに、畜産産出額が口蹄疫発生前の水準

に回復するなど、さまざまな成果も上がってき

ていると考えております。一方で、本県の畜産

は、高齢化等による担い手不足などにより、生

産基盤の強化が急務となっているところであり

ます。このため、８月に新たに策定しました

「宮崎県畜産新生推進プラン」に基づきまし

て、生産力の向上や販売力の強化などに取り組

み、本県畜産の成長産業化を目指したいと考え

ているところであります。１年後の宮城全共で

は、「チーム宮崎」が一丸となって、日本一の

努力と準備を行うことで、何としても３連覇を

達成したいと考えております。今後とも、宮崎

の畜産が日本のトップランナーとしてさらに躍

進できますよう、生産者、関係の皆様とともに

全力で取り組んでまいります。

全国和牛能力共進会３連覇○重松幸次郎議員

は、県民が期待し、勇気と感動を与えていただ

きます。その取り組みに県からの御支援をよろ

しくお願いいたします。「忘れない そして前

へ」を合い言葉に、よろしくお願いいたしま

す。

続きまして、福祉行政についてお伺いいたし

ます。
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初めに、視覚障がい者への対応についてであ

ります。先月、東京の地下鉄で、盲導犬を連れ

て歩いていた視覚障がい者がホームから転落

し、お亡くなりになりました。あいにくこの駅

にはホームドアがなく、また、点字ブロックを

柱が一部塞いでいる問題点なども指摘されてお

ります。乗客の安全を守るための検証が求めら

れています。宮崎県内のＪＲホームや一般道路

での安全対策はどうでしょうか。今回の事故を

受けて、視覚障害者団体からそうした不安解消

の要望があることを、我が党の宮崎市議団から

聞き、早速、県の視覚障害者センター、市の視

覚障害者福祉会事務局へ伺ってまいりました。

目の不自由な方は、駅のホームだけでなく、横

断歩道や道路、階段のステップに点字ブロック

がない場所などにも不安や緊張が多く、安全対

策はハード面、ソフト面ともに大切であるこ

と、また、施設整備も重要だが、何よりも視覚

障がい者への理解と見守り、困っている様子が

あれば、声かけなどの対応をお願いしたいとの

お話でありました。ホームドアなどの整備はか

なり難しいと思いますが、バリアフリーや障が

いのある方への対応として、視覚障がい者を含

め、ＪＲ線における交通弱者対策はどうなって

いるのか、総合政策部長にお伺いいたします。

ＪＲ九州で○総合政策部長（永山英也君）

は、視覚障がい者を含めた交通弱者への対応と

して、県や関係自治体と連携し、これまで県内

６つの駅でエレベータを設置し、そのほか、段

差の解消や誘導用ブロックの整備についても取

り組まれております。また、交通弱者に対する

介助マニュアルを定め、駅職員、車掌、運転

士、客室乗務員などを対象に、適切なサポート

を行うための実習を中心とした研修を定期的に

実施し、ソフト面の対策にも力を入れておられ

ます。県といたしましては、今後とも、鉄道を

安全かつ円滑に利用できますよう、鉄道のバリ

アフリー化の推進について、国やＪＲ九州に対

し要望してまいりたいと考えております。

さらなる安全対策をお願い○重松幸次郎議員

いたします。県視覚障害者福祉協会の小島理事

長は、宮崎県は、おかげさまでガイドヘルパー

（移動介護従事者）の制度がトップクラスで

整っていることは評価された上で、点字ブロッ

クも郊外になると敷設していないところがあっ

たり、依然として景観を優先させた歩道と同系

色のブロックがあること、また、歩道橋のス

テップに色落ちがあると、弱視や色弱者の人た

ちには識別が困難であることを話されておりま

した。そして、横断歩道にも、横断歩道用の点

字マーカー「エスコートゾーン」の設置が本県

は進んでいないこと。また、歩車分離式信号で

は、双方の車がとまるので、どの方向に歩いて

いけばよいかわからなくなる。目の不自由な方

は、車が左右に動いている状況でこちらが青だ

と認識して渡られる。また、縦の線で車が動い

ていると、こちらが青だと認識して歩かれる。

ところが、歩者分離式は両方とも車がとまるん

です。そうすると全く認識できなくなるという

お話でありました。それを解消するために、

ピッポ、ピッポと鳴る音声つきの信号機がある

んですけれども、住民の苦情でこれが消されて

いる場合があるとおっしゃっておりました。視

覚障がい者が道路を安全に横断できるようにす

るため、音声案内等のついた信号機やエスコー

トゾーンの整備状況について、警察本部長にお

伺いいたします。

警察では、視覚○警察本部長（野口 泰君）

障がい者の安全な道路横断対策としまして、青

色信号をメロディーや音声で知らせる信号機を
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市街地の交差点など304カ所に整備しておりま

す。また、視覚障がい者が使用するつえの反射

シートを感知して信号機の状態を音声で案内し

たり、歩行者信号の青時間を延長する装置を、

宮崎駅前など２カ所に整備しております。な

お、エスコートゾーンにつきましては、現在、

道路管理者において、宮崎空港ビル前や宮崎市

保健所周辺に設置しておりますが、今後は、警

察といたしましても、関係機関と十分な調整を

図りながら、設置に向けた検討を行ってまいり

ます。

ほかにも切実なお話を伺っ○重松幸次郎議員

てまいりましたが、次の機会にいたします。ど

うか、視覚障がい者を含む交通弱者対策をよろ

しくお願いいたします。

子供を取り巻く問題について、福祉保健部長

にお伺いいたします。昨年、児童相談所が児童

虐待に関する相談・通告を受けて対応した全国

の児童虐待の件数が、前年度を１万4,329件上回

り10万3,260件だったことが、厚生労働省のまと

めでわかりました。本県の状況について、平

成27年度の児童虐待相談の種別ごとの件数と、

児童虐待対策に係る本県の新たな取り組みにつ

いて、お伺いいたします。

児童虐待相談○福祉保健部長（日隈俊郎君）

の種別ごとの件数でございますが、養育の怠慢

などのいわゆるネグレクトが309件、心理的虐待

が228件、身体的虐待が174件、性的虐待が４件

となっており、全体としては増加傾向にありま

す。これに対応する本県の新たな取り組みとい

たしまして、今年度から、夜間・休日に全国共

通ダイヤル189（いちはやく）を通じまして児童

相談所に寄せられる相談等に対し、専門職員を

配置するコールセンターを活用するとともに、

家庭からの相談に専門的な助言等を行います児

童家庭支援センターを設置するなど、相談支援

体制の充実を図ったところであります。また、

虐待等により家庭での養育を受けることが困難

で、施設に入所している児童に対しましては、

就労や進学の際に家賃等の経済的支援を行いま

して、条件を満たせば返還を免除する貸付金事

業を開始することとしたところであります。

就労・進学支援なども含○重松幸次郎議員

め、相談・支援の取り組みをよろしくお願いい

たします。

次は、子供の貧困対策です。６人に１人の子

供が貧困と言われ、社会問題となる中、教育面

だけでなく、成長期の体を支える栄養摂取の面

においても、貧困家庭の子供が格差に直面して

いることが浮き彫りになっております。対策を

急がなければなりません。経済的な理由で食事

を満足にとれなかったり、ひとり親家庭で親が

多忙なため、一人で食事をしている子供に、無

料または低価格で食事を提供する これは午―

前中も太田議員から質問がありましたが 子―

ども食堂の普及も全国でふえつつあります。こ

の子ども食堂について、県内の取り組み状況は

どうなっているのか、お伺いいたします。

本県におきま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

しても、子ども食堂が広がりつつありまして、

現在、ＮＰＯ法人等の民間団体による６件の取

り組みを把握しているところであります。各団

体におかれましては、空き店舗や既存の施設な

どを活用した上で、企業等からの寄附や、地域

住民から食材の提供を受けるなどの工夫を行い

ながら、無料または低額な料金で食事を提供し

ているところであります。また、子供のみなら

ず、親や高齢者も利用できる事例や、学習支援

をあわせて行う事例があるなど、子ども食堂

は、子供の貧困対策はもとより、世代間の交流
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にも寄与するなど、大変意義のあるものである

と認識しております。したがいまして、県とい

たしましては、このような取り組みが県内全域

に広がりますよう、引き続き支援を行ってまい

りたいと考えております。

宮崎市のプレミアム親子食○重松幸次郎議員

堂さんにお話を伺ってまいりました。案内チラ

シには、「たまにはお子様と一緒にゆっくりと

楽しいご飯の時間をプレミアム親子食堂で過ご

しませんか。頑張るあなたへ地域の皆様からの

プレゼント」とありました。富井代表は、「こ

のような取り組みを知らなかったという声が多

い。情報の拡散・共有で、より身近に支援の輪

が広がっていくことを考えて、より参加しやす

い支援活動を企画していく」と語っておられま

した。支援の輪を呼びかけ、広める取り組みを

していただきたいと思います。

それでは、最後の項目になりましたが、地域

防災力の充実についてであります。

９月１日は「防災の日」でありました。1923

年の同日に起こった関東大震災の教訓を後世に

伝えて自然災害に対する認識を深め、防災体制

が充実することの意義を確認するために、1960

年に制定されました。本県も、南海トラフ巨大

地震に備え、想定されるあらゆる準備を進めて

いかなくてはなりません。県の減災力強化推進

事業により、津波避難タワー等の整備が進んで

いると思いますが、その進捗状況を危機管理統

括監にお伺いいたします。

県内の沿岸○危機管理統括監（畑山栄介君）

市町では、減災力強化推進事業を活用しまし

て、津波避難タワー等の整備を進めており、昨

年度までに２市１町で６つの施設が完成してお

ります。今後は、平成31年度までに、３市２町

で15の津波避難タワーや高台盛り土等を整備す

ることとしております。また、避難階段や避難

場所、備蓄倉庫の設置などについても、この事

業を活用しまして、これまでに５市３町の75カ

所で整備を行ってきております。津波避難タワ

ー等は、住民の生命を守るために大変重要な施

設でありますことから、今後とも、減災力強化

推進事業の活用を促進しまして、沿岸市町と一

体となって早期整備に取り組んでまいりたいと

考えております。

避難タワーだけでなく、避○重松幸次郎議員

難階段や避難場所の確保、また備蓄倉庫も重要

であります。よろしくお願いいたします。

平成23年の２月議会でも取り上げました被災

者支援システムの導入について。このシステム

は、阪神淡路大震災のとき、壊滅的な被害を受

けた兵庫県西宮市が開発したシステムでありま

す。全国の地方公共団体に無償で公開・提供さ

れております。熊本の被災者支援においても、

罹災証明書の発行に時間がとられ、手間がか

かったようでありますが、被災者支援システム

の県内市町村の導入状況について、同じく危機

管理統括監にお伺いいたします。

被災者支援○危機管理統括監（畑山栄介君）

システムは、住民基本台帳データなどをもと

に、被災者台帳の作成から罹災証明書の発行、

各種義援金の支給などの被災者支援業務を一括

して処理するためのシステムでございまして、

全国の市町村で導入が進められております。県

内では、現在、３つの市や町が導入しておりま

すが、大規模災害時に被災者の迅速かつ円滑な

生活再建を図るためには、大変有効なシステム

であると考えております。このため県としまし

ては、市町村に対して、既に導入している自治

体の情報の提供や、システム導入に関する助言

を行うなど、必要な支援を行ってまいりたいと
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考えております。

このシステムについては、○重松幸次郎議員

我が党の議員が県内各市町村で支援システムの

導入を呼びかけていくと思いますので、確かな

御助言をお願いいたします。

災害時には、体の不自由な高齢者や障がい

者、妊産婦といった災害弱者に対して、特別な

配慮が求められます。熊本地震では、そうした

人たちを優先的に受け入れる福祉避難所の機能

が、スタッフ不足などを理由に十分に発揮され

ていないとの報道がありました。本県での施設

や人材の確保はどうなっているのか。県内の福

祉避難所の指定状況及び要配慮者の受け入れに

関する広域的な応援体制について、福祉保健部

長にお伺いいたします。

福祉避難所に○福祉保健部長（日隈俊郎君）

つきましては、さきに新見議員からも御質問が

ございましたけれども、その後、件数等がふえ

ております。本年８月末日現在、23市町村で社

会福祉施設など209の施設が指定されておりま

す。先般の熊本地震では、施設の損傷や職員の

不足等により、福祉避難所としての本来の機能

が発揮されない実態が多く見られまして、広域

的な支援体制の重要さを改めて認識したところ

であります。

このような中、本県におきましては、758の社

会福祉施設が相互応援協定を締結しておりまし

て、被災時には、職員の派遣、物資の提供及び

利用者の受け入れ等を行うこととしておりま

す。県といたしましては、引き続き、市町村に

対して、できるだけ多くの福祉避難所を指定し

ていただくよう、働きかけを行ってまいります

とともに、福祉避難所の広域的な連携が円滑に

進むよう、関係機関と一体となって取り組んで

まいりたいと考えております。

市町村との応援連携の強化○重松幸次郎議員

が現実的な取り組みだと考えます。よろしくお

願いいたします。

先月、県議団で、宮崎県防災救急航空隊（防

災ヘリ「あおぞら」）の調査に伺いました。３

カ月に及ぶ定期点検が終了し、稼働が再開され

ましたが、防災ヘリ「あおぞら」の稼働状況と

宮崎大学との連携について、危機管理統括監に

お伺いいたします。

防災ヘリの○危機管理統括監（畑山栄介君）

稼働状況につきましては、平成27年度の出動件

数は、救急70件、救助36件、他県への応援13件

など、合計124件となっておりまして、県内外の

緊急事案に対応したところでございます。

次に、宮崎大学との連携につきましては、昨

年９月に県と大学の間で締結した「医師現場投

入活動実施に関する協定」に基づく取り組みを

行っております。これは、山間部などで重篤な

傷病者が発生し、早期の医療行為が必要となる

場合などに、宮崎大学所属の医師が防災ヘリに

同乗して急行し、ヘリから降下して現場で救命

活動を行うものであります。これまで、医師に

対する訓練等を実施してまいりましたが、先

月19日に田野町で熱中症患者が発生した際に、

初めて医師を現場に投入し、迅速な救命処置を

図ったところであります。県としましては、今

後とも大学と十分連携を図り、防災ヘリによる

救助、救命活動を推進してまいりたいと考えて

おります。

今、御答弁いただきました○重松幸次郎議員

「医師現場投入活動実施に関する協定」、救出

から治療までの時間が大幅に短縮できる宮崎方

式は、全国のモデルケースになる取り組みだと

思います。より円滑な防災ヘリの活用を推進し

ていただきたいと思います。
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前回も、ヘリの位置情報と目的地確認のヘリ

サインの中で、ＧＰＳ機能の活用を議論させて

いただきましたが、新たな位置情報システム

「Ｄ－ＮＥＴ」の導入があるとお伺いしまし

た。Ｄ－ＮＥＴを活用した位置情報システムの

概要と県の取り組み状況について、同じく危機

管理統括監にお伺いいたします。

このシステ○危機管理統括監（畑山栄介君）

ムは、「集中管理型消防防災ヘリコプター動態

管理システム」という名称で、消防庁が平成26

年４月から運用開始しているもので、従来のＧ

ＰＳ機能に加えまして、災害対策本部と送受信

ができるメッセージ機能、住所などの地上情報

検索機能、多数のヘリコプターの位置確認が容

易にできる機能などが付加されております。こ

れらにより、大規模災害時に集結したヘリコプ

ターの運用調整や、災害対策本部を含めヘリ相

互の情報共有化が図りやすいことから、全国の

消防防災ヘリコプターに導入が進んでおりま

す。本県におきましても、先月、機器を導入

し、現在、速やかな運用に向け準備を進めてい

るところでございます。本システムの導入によ

り、本県における災害時の救援活動がより効率

的かつ安全に実施できるものと考えておるとこ

ろでございます。

大変機能の高いＧＰＳ機能○重松幸次郎議員

だと思います。さらなる活用をお願いいたしま

す。

最後になりますが、防災・減災にはリーダー

の養成が必要であります。その人たちが常時危

機意識を持ち、情報を共有し、訓練参加を呼び

かけていくことが重要であります。自治会防災

班、消防団、そして防災士ネットワークなどの

方々です。そうした中、先日、県警と県防災士

ネットワークとの「防災対策に関する相互協力

協定」が結ばれたとありました。ＮＰＯ法人宮

崎県防災士ネットワークとの協定について、そ

の目的を警察本部長にお伺いいたします。

宮崎県警察とＮ○警察本部長（野口 泰君）

ＰＯ法人宮崎県防災士ネットワークとは、本年

８月１日に協定を締結しております。協定の趣

旨は、南海トラフ巨大地震等の大規模災害への

備えを万全にするため、防災や減災に関する十

分な意識と知識・技能を有する防災士のネット

ワークと相互に協力し、平常時には、地域住民

の防災・減災対策のため、防災意識の普及・啓

発活動や各種防災訓練の実施、災害危険箇所等

の災害に関する情報の共有を行い、大震災など

の発災後には、避難所等の安全・安心確保のた

めの支援活動などを円滑に実施していくことを

目的に協定を締結したものであります。地域防

災力の向上が求められるところ、警察のみでは

不十分であることから、防災士ネットワークを

初めとした関係機関・団体の皆様と日常的に連

携しながら、防災対策に最善を尽くしてまいり

たいと考えております。

このような連携協定は、と○重松幸次郎議員

ても意義があることだと思います。ふだんから

の防災対策に、互いに力を入れて取り組んでま

いりたいと思います。自然災害が猛威を振るっ

ております。我々は、しっかり身の回り、ま

た、自分の命は自分で守る、そのことを肝に銘

じながら取り組んでまいりたいと思います。

これで全ての質問を終了いたします。本日は

まことにありがとうございました。

以上で代表質問は終わりまし○星原 透議長

た。

あすの本会議は、午前10時開会、一般質問で

あります。

本日はこれで散会いたします。

平成28年９月８日(木)



- 112 -

平成28年９月８日(木)

午後２時14分散会



９月９日（金）
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平 成 2 8 年 ９ 月 ９ 日 （ 金 曜 日 ）

午前 時 分開議10 0

出 席 議 員（ 名）38
（ ）1番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 来 住 一 人 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）4番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）5番 岩 切 達 哉 同

（ ）6番 右 松 隆 央 宮崎県議会自由民主党

（ ）7番 二 見 康 之 同

（ ）8番 清 山 知 憲 同

（ ）9番 島 田 俊 光 同

（ ）10番 日 高 博 之 同

（ ）11番 野 﨑 幸 士 同

（ ）12番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 星 原 透 同

（ ）14番 西 村 賢 無所属の会

（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）17番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）18番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 髙 橋 透 同

（ ）20番 丸 山 裕次郎 宮崎県議会自由民主党

（ ）21番 中 野 一 則 同

（ ）22番 中 野 明 同

（ ）23番 黒 木 正 一 同

（ ）24番 横 田 照 夫 同

（ ）25番 山 下 博 三 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 徳 重 忠 夫 自由民主党県民クラブ

（ ）29番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）30番 満 行 潤 一 県 民 連 合 宮 崎

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 後 藤 哲 朗 同

（ ）34番 外 山 衛 同

（ ）35番 松 村 悟 郎 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 原 正 三 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 宮 原 義 久 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 永 山 英 也

総 務 部 長 桑 山 秀 彦

危 機 管 理 統 括 監 畑 山 栄 介

福 祉 保 健 部 長 日 隈 俊 郎

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 中 田 哲 朗

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 東 憲之介

会 計 管 理 者 髙 原 みゆき

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 土 持 正 弘

財 政 課 長 川 畑 充 代

教 育 長 四 本 孝

警 察 本 部 長 野 口 泰

監 査 事 務 局 長 柳 田 俊 治

人事委員会事務局長 金 子 洋 士

事務局職員出席者

事 務 局 長 甲 斐 正 文

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 長 倉 健 一

政 策 調 査 課 長 小 田 博 之

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 沼 口 恭一郎

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、山下博三議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○山下博三議員

ざいます。きょうもたくさんの皆さん方が傍聴

に訪れていただいて、ありがとうございます。

それでは、早速ですが、通告に従い順次お伺

いしてまいります。

フードビジネスの取り組みについて、今まで

何回かお伺いしてまいりました。改めて、知事

に２問ほどお伺いしてまいります。

平成22年度、本県は３つの災害に見舞われま

した。口蹄疫、鳥インフルエンザ、新燃岳の噴

火であります。これらの災害は、本県農業、畜

産業はもとより、商工観光業など、県内経済

に2,564億円もの被害を与えたところでありま

す。この年、私たち県民は、一産業分野であり

ますが、一旦、農業分野に大きな災害が発生す

ると、その影響は相互に関連し、県内経済に多

大な被害を及ぼすことがわかりました。知事

は、まず、壊滅的な影響を受けた畜産、関連産

業の立て直しを図るべく、口蹄疫復興対策基金

や口蹄疫復興財団を設立し、さまざまな経済復

興、産地再生対策に取り組んでこられました。

また、平成24年度には、本県の畜産振興に係る

全ての団体と意見交換を重ね、畜産業が将来に

わたって本県の基幹産業であり続けるための取

り組みを畜産新生プランとして取りまとめ、畜

産関係者の共通目標を設定されております。さ

らには、時期を同じくして、商工観光業や製造

業など、本県産業の振興は、農業振興が不可欠

であるという一連の被災の教訓を踏まえ、知事

みずからが、農業を基点とした本県の総合的な

振興施策と言えるフードビジネス振興構想を掲

げ、総合的な取り組みを進めておられます。構

想が公表されて本年度で４年目を迎えます。そ

の間、どのような取り組みがなされてきたの

か、また、これまでの取り組みをどのように評

価されているのか、お伺いいたします。

次に、今日までのフードビジネスの展開の中

で、本県の課題として、農業産出額に対して食

料品製造産出額が他県に比べて低いということ

で、６次産業化も強力に推進されてきました。

私も、地元都城において、農業分野のみなら

ず、商工、観光など、さまざまな分野の皆さん

と勉強会を重ねてまいりました。生産した農産

物をそのまま出荷してきた農業者と加工業者や

物流関係者の皆さんが意見交換を通じて、食に

かかわる全ての産業が連携して、食を中心に経

済全体が成長していくことがフードビジネスに

つながること、さらには、安定的に発展してい

くためには、まずは１次産業が核となって、儲

かる農業を展開することが必要であるという理

解をされております。しかしながら、１次産業

の現状は、高齢化や担い手不足に伴う家族経営

体の著しい減少等の現実があります。知事の提

唱されるフードビジネスをさらに振興していく

ための課題と、今後どのように取り組みを考え

ておられるのか、お伺いいたします。

以下、質問者席より行います。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

平成28年９月９日(金)
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います。お答えします。

まず、フードビジネスの取り組みの評価につ

いてであります。フードビジネスについては、

本県の豊富な農林水産物という強みを生かした

食関連産業の成長産業化を目指しまして、生産

者所得の向上や高付加価値化の推進などの観点

から取り組んでまいりました。具体的には、産

学金官で構成します全県的な推進組織を立ち上

げますとともに、フードビジネス相談ステー

ションの設置や企業への各種支援策の充実な

ど、推進基盤の整備を図り、関係機関が一体と

なって、食肉の高付加価値化や産地力の強化な

ど、10のプロジェクトを展開してまいりまし

た。

これらの取り組みにより、生産拡大や国内外

の販路の開拓、設備投資の動きなどが目に見え

るようになってきております。本県の農業産出

額は、構想策定時から比較しますと約370億円増

加し、3,326億円に。また、食料品・飲料等製造

品出荷額については、約700億円増加し、4,762

億円となるなど、数字の上でもその成果が着実

にあらわれているものと考えております。

次に、フードビジネスの課題と今後の取り組

みについてであります。フードビジネスの安定

的な発展のためには、まずは、農林水産物を生

産します第１次産業の振興が欠かせないもの

と、その基盤の充実は非常に重要だと考えてお

ります。一方で、担い手の確保や生産性の向

上、販売力の強化などの課題があることも認識

しております。このため、第１次産業が生産者

にとって魅力ある産業となるよう、関係部局が

一体となって効果的な施策を講じながら、裾野

の広い食関連産業の振興を図っていく必要があ

ると考えております。

具体的には、この３年間で一定の整備が図ら

れましたフードビジネスの推進基盤を一層強化

しながら、生産基盤の整備や機械化体系の導入

などによるさらなる生産性の向上、産地加工の

徹底による産業の高付加価値化、さらには、グ

ローバル戦略に基づく海外輸出の拡大などを進

めてまいります。今後とも、マーケットインの

視点から、食を中心とした関連産業の成長産業

化を図り、本県経済を活性化してまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

次に、地方創生の取り組みの○山下博三議員

さらなる推進について、お伺いしてまいりま

す。

本年７月、県議会自民党会派の東京での中央

研修会が開催されました。その中で、総務省自

治財政局調整課の原邦彰課長から、地方財政の

諸課題について講演をいただきました。原課長

は、平成５年から本県に財政課長として勤務さ

れていた方で、大変バイタリティーもあり、宮

崎に対する気持ちも変わらず持ち続けておられ

る方であります。

講演によりますと、住民に身近な公共投資や

義務教育、さらには福祉や医療、介護など、国

民生活に密接に関連する行政は、そのほとんど

を地方自治体が担っていることの報告がありま

した。これら地方の取り組みに対して、平成26

年度の決算ベースで見ると、97兆円の支出が地

方自治体からなされており、その額は、国の決

算額の1.4倍となっております。このように、よ

り住民に身近な行政を展開するために多額の経

費を要するわけでありますが、地方の自主財源

の基本である地方税は、１人当たり税額で見る

と、東京の約19万7,000円に比べて、本県は８

万9,000円と半分以下となっており、大きく偏在

しております。人口減少社会の到来が現実化し

てきた中で、次世代に接続可能な地方財政制度
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を引き継いでいくことは、大変重要な課題であ

ること、そのためにも地方自治体が、みずから

の地域の活性化や人口減少対策に、積極的に取

り組むことが求められているということであり

ました。

国では、平成26年度、「地方創生先行型交付

金」1,700億円、また、平成27年度には、1,000

億円の「地方創生加速化交付金」と名称を変

え、さらに28年度には、「地方創生推進交付

金」と名称を変え、1,000億円措置されておりま

す。国では、地方創生をより深化させるための

支援策を断続的に打ち出しておりますが、本県

での取り組みはどうなっているのか、なかなか

具体的に見えてこないように思えます。総合政

策部長にお伺いしますが、平成26年度からの地

方創生に係る交付金について、本県ではどのよ

うな考え方のもと、どのような施策に取り組ん

できたのか、お伺いいたします。

県では、地方○総合政策部長（永山英也君）

創生の総合戦略で定めました、「しごとを「興

す」」「人を「育てる」」「まちを「磨く」」

「資源を「呼び込む」」、この４つの柱をもと

に施策をしっかりと推進するため、国の交付金

を有効に活用するという考え方で取り組んでま

いりました。まず、平成26年度の先行型交付金

では、移住・ＵＩＪターンに関するワンストッ

プ対応拠点の整備など、55の事業を実施しまし

た。また、平成27年度補正予算における加速化

交付金におきましては、若者の県内就職の促進

・定着や、観光振興のためのＤＭＯ推進な

ど、16の事業に取り組んでおります。さらに、

平成28年度当初予算におきます推進交付金で

は、産学金労官プラットフォームによる地域中

核企業の育成など、５つの事業に取り組むこと

としております。合計で約25億円となりますけ

れども、これらの交付金を活用しながら、さま

ざまな地方創生の取り組みを進めているところ

でございます。

同じく総合政策部長にお伺い○山下博三議員

しますが、地方創生に係る新型交付金について

は、地方税の偏在に苦しむ本県として、積極的

に活用していかなければならないと考えており

ます。しかしながら、本交付金は、補正予算や

当初予算などで適宜措置されるため、複数年継

続して落ちついて取り組めるような事業が実施

しにくいのではないかと思いますが、この状況

をどう考えておられるのか。また、そうであれ

ば、国に対して制度改善を要望していく考えは

ないのか、お伺いいたします。

先行型交付金○総合政策部長（永山英也君）

などは、補正による単年度措置でありました

が、今年度スタートいたしました地方創生推進

交付金は、同一事業について複数年度で取り組

むことが可能となっております。しかしなが

ら、予算額は、御指摘がありましたとおり、毎

年度の予算措置によることとされているため、

地方が腰を据えて活用していくためには、複数

年度にわたる財源確保などが課題であるという

ふうに考えております。地方創生は長期にわた

る息の長い取り組みであります。これを実現し

ていくため、国に対しましては、将来にわたり

安定的な財源の確保や、地方が継続的に活用し

やすい取り扱いについて、要望しているところ

でございます。

原課長の話によりますと、地○山下博三議員

域づくりの取り組みは、単年ごとに取り組みを

考えるのではなくて、長期的な見通し、計画性

を持って取り組むことが大事だという話であり

ました。人口減少の進む中で、継続性のある地

域づくりに向けて、どのような視点で取り組む
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べきと考えておられるのか、取り組みについて

知事にお伺いいたします。

人口減少を克服して、○知事（河野俊嗣君）

地方創生を実現するためには、地方がそれぞれ

の特徴を生かして、みずから考え、持続可能な

地域づくりを進めること、そして、住民一人一

人が、将来に希望や明るい未来像を描けること

が何よりも大事なことだと考えております。こ

のため、県の総合戦略におきましては、成長産

業の育成・強化などによります雇用の拡大や経

済活性化を図りまして、若者の流出を抑制する

とともに、子供を生み育てやすい環境づくりや

次代を担う人財の育成を進めながら、魅力にあ

ふれ、暮らしやすく愛着が持てる地域社会を築

いていくこととしております。こうした基本的

な視点を持った上で、また、市町村とも十分に

連携を図りながら、宮崎県らしい地方創生に取

り組んでまいりたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたし○山下博三議員

ます。

次に、本県の人材不足の状況についてお伺い

してまいります。以前、人手不足と言えば医師

不足の代名詞でありました。しかし、今日で

は、看護師、介護士など、医療・福祉の分野は

もとより、建設、農業、食品製造、物流、サー

ビス産業など、幅広い分野において深刻な問題

となっております。これに拍車をかけているの

が、団塊の世代のリタイアが要因であると思わ

れてなりません。すなわち、昭和22年、23

年、24年生まれの私たちの世代であります

が、65歳を過ぎ、年金も満額支給され、心身の

安息、自分なりの老後のゆとりの人生設計など

で第一線を退いたことが原因だろうと思いま

す。この団塊の世代は、戦後の高度経済成長を

支えてまいりましたが、本県においては、その

大半が東京、大阪、名古屋といった県外に就職

を求め、金の卵として集団就職、県外へと流出

してまいりました。

時代は変わり、現在では、このような集団就

職といった光景を見ることはありませんが、別

な意味で人材の県外流出が続いております。先

ほども述べましたが、団塊の世代も70歳を迎え

始め、本格的リタイアの時期となる中で、特に

人材不足に陥っているのは、病院や介護施設、

食品製造業など、県民の安全・安心や利便性の

向上に365日休みなく貢献している分野でありま

す。そこでまず、特に人材不足に陥っていると

言われる医療、介護、食品製造の３分野の有効

求人倍率はどのようになっているのか、また充

足率と離職率はどのようになっているのか、商

工観光労働部長にお伺いいたします。

宮崎労働○商工観光労働部長（中田哲朗君）

局によりますと、本年７月の有効求人倍率は、

医療分野が1.81倍、介護分野が1.90倍、食品製

造分野が1.68倍となっております。次に、求人

に対して就職が決まった割合であります充足率

の本年７月の状況は、県全体では23.5％となっ

ている中、医療分野が７％、介護分野が８％、

食品製造分野が16％となっております。また、

離職率につきましては、高卒者と大卒者の３年

以内の離職率が公表されており、平成24年３月

卒が直近のデータとなっておりますが、この中

で、医療と福祉が一つの分野に分類されており

まして、その数字は、高卒者が51.0％、大卒者

が43.9％となっております。なお、食品製造分

野につきましては、製造業に分類されておりま

して、公表されていないところであります。

医療、介護、食品製造３分野○山下博三議員

の有効求人倍率の高さがわかりました。この３

分野の充足率も、100名の募集をしても、医療分
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野が７名、介護分野が８名、食品製造分野で

は16名しか確保されていないということであり

ます。人材の安定的な確保は、県内の中小企業

にとって、まさしく経営上の最重要課題となっ

てまいります。確保した人材を企業に定着させ

ること、また、若者の早期離職の防止を図るた

め、県はどのような取り組みをされているの

か、商工観光労働部長にお伺いいたします。

企業にと○商工観光労働部長（中田哲朗君）

りまして、人材不足の状況の中で、せっかく確

保した若い人材を失うことは大変大きな損失で

あり、その防止を図ることは大変重要であると

考えております。離職理由といたしましては、

働いてみると仕事が合わなかったことなど、ミ

スマッチによるものが多くなっていることなど

から、県におきましては、若者が企業をしっか

り理解した上で就職できるよう、就業体験機会

の提供や企業紹介冊子の配布、個別就職相談な

どを行っているところであります。また、小規

模な企業ほど離職率が高い傾向にありますこと

から、ヤングＪＯＢサポートみやざきに支援窓

口を設置いたしまして、中小企業に対して、人

材育成や職場環境の改善などについてアドバイ

スを行っているほか、新入社員合同研修も実施

しているところでございます。

次に、企業の事業承継につい○山下博三議員

てお伺いいたします。帝国データバンク宮崎支

店が公表された資料によりますと、2015年に休

廃業した県内企業数が355件と、前年より36件増

加しており、後継者不在が大きな要因と見ら

れ、企業総数に対する休廃業した企業の割合

は、全国で愛媛県に次いで２番目に高くなって

おります。この10年間で300件以上の高水準で推

移しており、本県の経済基盤の弱体化が進んで

いることがうかがえます。また、後継者不在の

中、休廃業に追い込まれるケースは、企業倒産

件数の10.4倍に上り、全国平均の2.8倍よりはる

かに高くなっております。企業件数の減少は、

本県経済基盤の弱体化や雇用機会の減少なども

招くため、事業承継が大きな課題であります。

そこで、企業の事業承継に関してどのように取

り組んでおられるのか、商工観光労働部長にお

伺いいたします。

事業承継○商工観光労働部長（中田哲朗君）

は、雇用の確保のみならず、本県経済基盤の維

持・拡大を図る上で、非常に重要であると認識

しておりまして、そういう中で、企業の休廃業

が多くなっている状況を大変深刻に受けとめて

いるところであります。このため、県といたし

ましては、平成27年度に、事業承継のための融

資制度を創設いたしますとともに、商工会等を

通じて、セミナーの開催や後継者の養成を行っ

ているほか、宮崎県事業引継ぎ支援センターや

金融機関とも連携しながら、事業承継の促進に

努めているところであります。今後とも、国の

事業も活用しながら、関係機関と連携・協力

し、円滑な事業承継を進めるための方策や、支

援体制づくりに取り組んでまいりたいと考えて

おります。

私は先日、都城商業高校の就○山下博三議員

職支援コーディネーターである南園先生とお話

をする機会がありました。南園先生によります

と、子供の進学や就職を一番左右するのは保護

者の意向であり、保護者は将来の安定を求め大

企業を勧めるが、県内に大企業がないから県外

に出て行ってしまうということであります。ま

た、保護者と話をすると、「たとえ大企業でな

くても、安定して勤務できる条件であれば、県

内の中小企業でも構わない。しかし、県内にど

のような企業があるのか、賃金体系や福利厚生
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がどのようになっているのか、情報が伝わって

こない」ということでありました。

このため、都城商業高校では、保護者を対象

に地元の企業訪問を企画し、訪問した企業か

ら、充実した研修制度でさまざまな資格の取得

やキャリア形成を支援している状況や、作業の

機械化やＩＴ化により残業の削減に努め、給料

総額の確保に努めている状況が紹介されており

ました。一連の訪問を終えた保護者からは、

「都城地域にも日本に誇れる企業があったこと

を知り、目からうろこです。ぜひとも地元企業

への就職も検討したい」という反応が返ってき

たということでありました。

就職情報誌を高校を通じて配付するといった

画一的な取り組みや、一カ所に就職希望者を集

めての説明会や就職フェアも大切であります

が、保護者を対象に、地元企業の顔をしっかり

と見ながら、直接話が聞ける機会を提供するこ

とを、もっと広げていくことが必要と考えま

す。教育長の御見解をお伺いいたします。

県内就職を促進いた○教育長（四本 孝君）

しますためには、高校生や教職員だけでなく、

保護者に対しても、地元企業の魅力や県内で働

くことのすばらしさを伝えて、理解を深めてい

ただくことが重要であると考えております。現

在、県教育委員会では、宮崎労働局と連携いた

しまして、全ての県立高校の保護者に対して、

県内の求人状況に関する資料を配付しておりま

す。また、今、議員から御紹介がありました

が、都城商業高校では、保護者による企業訪問

を実施しております。また、ほかの学校では、

生徒向けの企業説明会への参加を保護者にも呼

びかける取り組みも出てきておるところでござ

います。県教育委員会といたしましては、今後

とも、企業や関係機関との連携を一層図りなが

ら、保護者に県内企業を知ってもらう取り組み

を積極的に進めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、高校生の現場実習の取○山下博三議員

り組みについてお伺いいたします。都城農業高

校では、地域の農業者と連携して、自営者コー

ス２年生80名が、隔週１回、午後１時から５時

までの時間帯で農家実習を行っております。自

営者コースは農業科と畜産科がありますが、生

徒の約９割は非農家の子供たちであり、教育の

中でどのように農業への興味を持たせるかで悩

んでおられたようであります。

そこで、学校から離れ、農業経営者の現場で

実習することにより、体験研修としての成果や

学習意識の改革に、大きく成果を上げていると

いうことであります。学校の農業実習では経験

できない体験や緊張感、経営者から農業に対す

るロマンや熱い思いが直に聞ける、さらには農

業女性の輝きの発見など、実習を受ける生徒の

みならず、受け入れる農業経営者からも高く評

価を受けているということであります。

このことは、できることならば、県内全体の

農業系高校にもぜひとも取り入れてもらいたい

と思いますし、自立する心を育てる高校生の時

期、農業系に限らず、工業系や商業系にも取り

入れるべきと考えますが、教育長の見解をお伺

いいたします。

現場実習は、実践的○教育長（四本 孝君）

な職業技術を身につけることに加え、今お話に

もありましたように、経営者の経営とか技術に

ついての熱い思いに触れることができるなど、

校内での実習だけでは得ることのできない、貴

重な体験の場と考えております。現在、商業高

校においては、年間を通して地元商店街での販

売実習等を行ったり、あるいは、工業高校にお



- 122 -

平成28年９月９日(金)

きましては、企業に出向いて、高度熟練工によ

る実技指導等を受けたりしているところであり

ます。今後、御質問にもありました農業高校の

すばらしい取り組みを参考にいたしながら、商

業系や工業系の高校においても、それぞれの学

校や生徒の状況を踏まえるとともに、産業界の

御理解、御協力をいただきながら、現場実習の

さらなる充実に努めてまいりたいと考えており

ます。

都城農業高校がこの取り組み○山下博三議員

を進める中で、近くは自転車で通うそうであり

ますが、遠方になると、生徒を実習先の農場ま

で、レンタカーを借りて送迎を行っているそう

であります。思いのほか、手間と経費がかかる

といった課題が出てきているようであります。

農業系の高校だけでなく、商業系、工業系の高

校もこの取り組みを進めることで、実習を受け

る側、受け入れる側の双方の刺激やメリット、

また、地元企業への就職も期待できるものと思

います。実習を進めるのに必要な経費を、地元

商工会や商工会議所等が中心となり、企業者の

拠出による人材育成基金の創設など、企業側と

連携しながら今後取り組めないのか、教育長に

お伺いいたします。

長期の現場実習に取○教育長（四本 孝君）

り組むに当たりまして、学校での授業との調整

といった課題のほかに、学校から遠方にある実

習先までの交通費など、経済的な負担が生じる

といった課題もあると認識しております。今

後、長期の現場実習を広めていくためには、こ

のような経済的な課題等にも対応することが必

要でありますので、議員御指摘のことも踏まえ

まして、先進的な取り組み事例の情報収集に努

めてまいります。また、関係部局と連携を図り

ながら、本年度中にも地元企業や市町村並びに

関係機関等との意見交換を行いまして、議論を

進めてまいりたいと考えております。

関係部局との連携を図ってい○山下博三議員

くということでありますので、よろしくお願い

いたします。また、民間事業者の方からも、協

力を惜しまないというお声をいただいておりま

すので、よろしくお願いいたします。

次に、フードビジネスの推進について、11問

ほどになりますが、農政水産部長にお伺いして

まいります。よろしくお願いいたします。

先月10日、私は、都城北諸県を代表する３つ

の企業を視察し、課題の共有と意見交換を行っ

てまいりました。その中で共有化できた多くの

課題についてお伺いしてまいります。

まず１点目は、焼酎製造に係る課題でありま

す。訪問した企業は、全国一の焼酎メーカーで

あります。先日の新聞報道で、焼酎売り上げ４

年連続日本一となられたとありましたが、将来

にわたってその経営基盤を安定させるため、現

在、さらに生産施設の増設に着手されておりま

す。

意見交換の中では、経営基盤の安定には、原

料の確保、生産施設の高度化、廃液処理の効率

化の３つのポイントがあるということでありま

した。

まず、原料カンショの確保についてでありま

すが、当メーカーは、原料カンショを確保する

ために、県内外の農家2,300戸と契約を行ってき

ましたが、ことしは1,900戸台と、減少している

ということであります。原料価格を引き上げ、

自社製造に必要な原料を購入することも可能で

ありますが、それでは、県内にある38の焼酎蔵

の原料価格の上昇につながり、迷惑をかけるた

め、簡単に値上げもできず、原料の安定確保に

苦慮しているとのことでありました。現在、県
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内で栽培されている焼酎用原料カンショとして

出荷されているものの面積や生産量、10アール

当たりの収量、及び県内生産自給率はどのよう

になっているのか、お伺いいたします。

県が毎年実施○農政水産部長（郡司行敏君）

しております焼酎原料用カンショの調査により

ますと、作付は近年増加傾向にありまして、平

成27年度は、面積が2,030ヘクタール、生産量が

６万6,992トンで、10アール当たりの収量は3.3

トンとなっております。また、供給状況につき

ましては、県内酒造メーカーの原料用カンショ

の利用量が12万260トンでありますので、県内産

のシェア、自給率は55.7％となっております。

焼酎メーカーと契約している○山下博三議員

農家が減少する中で、いかに安定して原料を確

保していくかが死活問題となってまいります。

原料確保のためには、契約農家をふやす、個々

の農家の栽培面積を拡大する手法と、単位面積

当たりの収量をふやすといった方法があると思

います。県として、焼酎用原料カンショの確保

並びに収量向上に向けてどのように取り組んで

いくのか、お伺いいたします。

焼酎原料用カ○農政水産部長（郡司行敏君）

ンショにつきましては、生産者が減少する中

で、酒造メーカーのニーズに対応して、品質の

よい原料を安定的に供給する産地体制を確立す

ることが大変重要であると考えております。こ

のため、県といたしましては、収量及び品質向

上を図るため、畑地かんがい用水の活用を進め

ますとともに、ＪＡや酒造メーカー等と連携し

ながら、産地におけるウイルスフリー苗の増殖

施設の整備等を支援し、優良種苗の供給拡大に

努めてまいりたいと考えております。さらに、

総合農試畑作園芸支場におきまして、植えつけ

を機械化する栽培法などの研究開発を進めなが

ら、機械化一貫体系の導入によります大規模経

営体の育成を図ってまいりたいと考えておりま

す。

今、ウイルスフリー苗供給体○山下博三議員

制のお話がありました。ウイルスフリーの苗を

供給するとすれば、栽培面積に対して5,000万本

必要なんです。バイテクセンターの供給体制

は、今、50万本なんです。１％にしか過ぎませ

ん。焼酎メーカーとバイテクセンターが今後協

力し、お互いに役割分担して、２割ぐらい収量

が上がるそうでありますから、このことに取り

組んでいただければありがたいと思っていま

す。

次に、焼酎用原料加工米についてお伺いいた

します。焼酎を製造する際には、御案内のとお

り、こうじを繁殖させるための米が必要であり

ます。原料カンショと加工米の比率は５対１で

使われます。県では、平成26年１月に、霧島酒

造と宮崎県経済連と３者で、加工米の生産と利

用に関する協定を結ばれ、県産加工米への利用

を促進する取り組みを進められました。県が協

定を結ぶ際に目標とされた数量はどれぐらい

だったのか、また現在の取り組み状況はどう

なっているのか、お伺いいたします。

県内酒造メー○農政水産部長（郡司行敏君）

カーへの県産加工用米の供給につきましては、

協定を締結した平成25年度に950トンだった生産

量を、28年度までの３年間で、約10倍の１万ト

ンにするとの目標を設定したところでありま

す。そのような中で、本年度の加工用米の作付

面積は、前年から170ヘクタール拡大し、1,300

ヘクタール程度となる見込みでありますが、今

後、順調に生育いたしますと、7,000トン程度の

生産が見込める状況にあります。協定締結時の

７倍という数字ではございますけれども、目標
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には残念ながら到達しない見込みでございま

す。県といたしましては、引き続き、生産体制

の強化に努めながら、さらなる供給拡大に努め

てまいりたいと考えております。

本県の酒造組合には38社が加○山下博三議員

盟されておりますが、霧島酒造以外の取り組み

状況はどうなっているのか、お伺いいたしま

す。

県内の酒造メ○農政水産部長（郡司行敏君）

ーカーのうち、県産加工用米の利用を確認して

おりますのは、霧島酒造以外では６社で、供給

量は、県産加工用米生産量全体の約５％にとど

まっているところであります。県におきまして

は、多くの酒造メーカーに県産加工用米を利用

していただけるように、専用品種である「み

系358」の試験醸造を行うとともに、県内酒造メ

ーカーに対しまして、加工用米の利用に関する

アンケート調査を実施し、メーカーが希望する

価格水準や数量、納入時期等の把握に努めてい

るところであります。また、地域ごとにメーカ

ーと生産者との意見交換会を開催してマッチン

グを図るなど、県産加工用米の利用拡大に向け

た取り組みを、引き続き進めてまいりたいと考

えております。

米政策は平成30年に見直しが○山下博三議員

行われ、米の生産調整、いわゆる転作が廃止さ

れるということであります。８月18日の日本農

業新聞においても、転作が廃止された後は、飼

料米を軸とした産地の自主的な生産調整に移行

するとされており、生産の現場では、ＷＣＳや

飼料用米など、これまで手厚く助成されていた

水準がどうなるのか、不安が拡大しておりま

す。県では、さきにも述べましたが、焼酎用加

工米の取り組みを進めておられますが、酒造メ

ーカーにおきましても、米政策が転換されるこ

とに伴い、加工用米の取り組みが大きく阻害さ

れ、予定した量が確保できなくなるのではない

かという不安を抱いておられます。平成30年対

策も含め、今後とも加工用米の安定生産、供給

を図るために、どのような取り組みを進められ

るのか、お伺いいたします。

平成30年産以○農政水産部長（郡司行敏君）

降の米政策の見直しにつきましては、行政によ

る生産数量目標の配分を行わないことと、米の

直接支払交付金、現在、10アール当たり7,500円

が交付されておりますけれども、この交付金を

廃止することが決定しているわけであります。

一方、昨年、閣議決定されました食料・農業

・農村基本計画におきましては、加工用米を含

む戦略作物への支援が明記されていることか

ら、30年産以降におきましても、加工用米への

交付金は継続されるものと考えております。加

工用米は、焼酎メーカーが多数立地する本県に

おきまして、県内で確実な需要が見込まれ、地

域経済への波及効果も期待できることから、県

といたしましては、引き続き、多収品種の導入

や栽培技術の向上、産地交付金を活用した支援

に努めますとともに、国に対し、交付金単価の

維持や複数年契約に対する支援の継続を要望す

るなど、加工用米の生産拡大に向けた取り組み

を行ってまいりたいと考えております。

次に、焼酎廃液の畜産利用に○山下博三議員

ついてお伺いいたします。廃液処理の対応につ

いては、今までの一般質問で取り上げてまいり

ました。これまでも申し上げてまいりましたよ

うに、宮崎県では、産業廃棄物の担当課から、

規制を受けるから適正に処理するようにと、指

導が徹底されてまいりました。各業者ごとに廃

液処理プラントを設置せざるを得なくなり、処

理コストがかかり、焼酎業界の経営は大変厳し
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い状況が続いているということであります。

一方、鹿児島県では、産業廃棄物の部署に相

談したところ、農政部門や企画部門で検討さ

れ、産業として育成すべきということで、いか

に経費をかけずに合法的に処理させるかが検討

され、農地への還元や家畜への給与を行うなど

により、コストのかからない方策がとられてい

るということであります。例として、養豚農家

に産業廃棄物の処理業許可を取得させ、廃液を

直接引き取り、リキッドフィーディングとして

餌に利用しているということであります。養豚

経営は、餌の90％以上を海外に依存していま

す。ＴＰＰに打ち勝つためには、１母豚当たり

の出荷頭数を高めることも大事でありますが、

海外に頼る配合飼料を国産原料に代替していく

ことが重要であると思います。

このような中で、前回の質問を受け、県で

は、焼酎廃液について、畜産農家での利用の取

り組みを進められたということでありますが、

その利用状況についてお伺いいたします。

県におきまし○農政水産部長（郡司行敏君）

ては、宮崎県畜産新生プラン等に基づき、焼酎

廃液の利用を推進しているところであります

が、宮崎県酒造組合の調査によりますと、本県

の平成26年度の焼酎廃液は、年間約31万トンで

あり、そのうち、約12万トンが肉用牛、乳用

牛、豚などの飼料、いわゆるエコフィードとし

て利用されていると推計しているところであり

ます。焼酎廃液のエコフィードの利用につきま

しては、酒造メーカーで乾燥や濃縮加工したも

のを、飼料に混合して広域的に利用する方法が

一般的に行われているわけでございますけれど

も、御質問にもありましたが、北諸地域など酒

造メーカーが立地する地域においては、酒造メ

ーカーから運搬した原液を、畜産農家がそのま

ま飼料に混合して給与するリキッドフィーディ

ングの方法も行われているところであります。

豚を飼育する上で、焼酎廃液○山下博三議員

を利用したリキッドフィーディングのメリット

と課題について、さらに県内の養豚農家での普

及拡大に向けた取り組みについて、お伺いいた

します。

飼料を液体に○農政水産部長（郡司行敏君）

して給与いたしますリキッドフィーディングに

つきましては、焼酎廃液を混合することによ

り、１頭当たりの飼料費が約10％低減されるこ

とや、嗜好性がよく、発育が向上する等のメ

リットが報告されているところであります。一

方で、焼酎廃液は保存性が低いため、酒造メー

カーにおきましては、速やかに供給する仕組み

を構築する必要があることや、養豚農家におき

ましては、新たに焼酎廃液を利用するための施

設整備が必要になることなどの課題もございま

す。県といたしましては、この技術の情報をわ

かりやすく農家に提供して理解を深めていただ

くとともに、酒造メーカーとのマッチングや施

設整備の支援等を行い、焼酎廃液を利用したリ

キッドフィーディングの普及に努めてまいりた

いと考えております。

次に、農業生産法人の経営状○山下博三議員

況についてお伺いいたします。

県では、第七次農業・農村・振興長期計画に

おいて、農業者の高齢化や担い手不足による産

地の弱体化を防ぐため、農業法人数740法人、集

落営農組織数150組織、他産業からの参入法人

数130法人という組織経営体を目指してこられま

した。しかし、地域で意見交換する中で、企業

の参入支援や法人化を進めることが目的、目標

となっているのではないかという意見をよく聞

くことがあります。法人化は目的ではなく、経
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営の安定や地域との連携、さらには、法人化を

通じて農業所得向上を図ることが目的であるべ

きと考えます。そこで、直近の農業法人数、６

次産業化に取り組んでおられる事業戸数、及び

食品加工に参入している企業数はどれほどか、

お伺いいたします。

平成27年の農○農政水産部長（郡司行敏君）

業法人実態調査では、県内の農業法人数は755法

人で、部門別では、畜産部門が347法人、野菜を

中心に耕種部門が314法人となっております。ま

た、農畜産物の加工に取り組む法人数は217法人

で、全体の約３割となっております。なお、本

県において、国の六次産業化・地産地消法に基

づく総合化事業計画の認定を受けているのは83

件で、そのうち、農業法人が51件を占めている

状況にあります。

法人設立や６次産業、加工産○山下博三議員

業への参入時には、県、農業振興公社、産業支

援機構などとの連携で、綿密な支援を行ってく

れますが、月日がたつにつれて大幅に交流の場

が減り、相談先がわからなくなり、経営者一人

で悩みを抱え込み、最悪の事態を迎えるといっ

た事例も幾つか聞いております。もちろん、順

調に経営が成り立っているところもたくさんあ

ります。順調に規模拡大が進んでいるところも

あります。今日において、それぞれの法人の取

り組みの中で、経営実態がどのようになってい

るのか、お伺いいたします。

農業法人は、○農政水産部長（郡司行敏君）

本県の農業産出額の約35％を占め、経営投資額

や雇用従事者も多い中で、価格の変動や、気象

・災害等のリスクも高いことから、その経営の

実態を把握することは極めて重要であると考え

ております。このため県では、関係機関と一体

となって、資金の借入時や税務申告指導の際、

さらには経営コンサル活動等において、その実

態把握に努めているところであります。また、

一昨年から専任職員を配置し、関係機関の協力

も得ながら、法人への個別訪問による要望・課

題等の聞き取りやカルテの作成等に取り組んで

いるところでありますが、経営内容を内部情報

として外に出したくないという法人も多く、全

ての法人の経営内容を把握するには至っていな

い状況でございます。今後とも、農業法人の健

全な経営発展に向け、経営者が孤立しないよう

に、信頼関係をしっかり築きながら、実態把握

に努めてまいりたいと考えております。

法人化して１年、２年、３年○山下博三議員

はうまくいくんです。だけど、４年、５年、６

年たつことによって、新たな課題が出てくるん

です。しっかりと人間関係をつくって、そうい

う助言を進めていただくとありがたいと思いま

す。

県として、農業・農村が衰退する中、農業生

産の法人化等への取り組みを進めることは大事

であると思いますが、法人化後に指導・助言を

行うことが、経営安定化には非常に大事である

と考えております。現在は、農業振興公社や産

業支援機構が主体となって取り組んでおられる

ようでありますが、最後までチームとしてフォ

ローアップや相談に乗る体制をつくるべきと考

えます。法人化して大規模化すると、人を雇わ

なければなりません。素人の農業者には、法人

化後の労務管理、栽培管理、資金繰り、販売戦

略など、多岐にわたる細やかな指導・援助が必

要と思われますが、指導体制の取り組みについ

て、農政水産部長にお伺いいたします。

農業法人設立○農政水産部長（郡司行敏君）

時の指導は、もちろん大変重要でございますけ

れども、議員御指摘のように、それ以上に設立
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後のフォローアップが大変重要であると考えま

す。そのため県では、随時、普及センター等が

中心となって、各種事業の紹介や資金の相談、

農業技術指導などを実施しているところであり

ます。しかしながら、経営規模の拡大に伴い、

労務管理や販売戦略など、より専門性の高い相

談ニーズも高まってきていることも事実であり

ます。そこで、県では、税理士や社会保険労務

士、さらには中小企業診断士などと連携して、

現場での指導・助言を行いますとともに、各種

研修会や経営塾などの開催により、農業法人の

経営管理能力の向上にも取り組んでいるところ

であります。今後とも、法人の多岐にわたる相

談内容に的確に対応できますよう、関係機関や

専門家との連携を強化して、チームとしてワン

ストップで迅速な対応ができますよう、指導体

制の構築に努めてまいりたいと考えておりま

す。

農政水産部長への最後の質問○山下博三議員

になります。

次に、宮崎牛の生体出荷についてお伺いいた

します。７月27日、第１回宮崎牛共励会が東京

食肉市場で開催されました。私も、前夜祭を含

め、枝肉の状況も調査させていただきました。

この日出品された牛は、ＪＡ都城、ＪＡ宮崎中

央、綾町の管内で、平成25年11月から平成27年

１月までに生産された36頭でありましたが、そ

のいずれもＡ４等級以上で、ＢＭＳの平均8.2

と、総じてレベルの高い共励会でありました。

前夜祭の席で、参加されていた東京食肉市場、

全農フーズ等の皆さんと懇談している中で、

「宮崎牛の品質の高さは、第９回、第10回の和

牛能力共進会において実証されており、市場関

係者も十分理解している。出荷頭数の増と、継

続して出荷することが大事だ」ということを話

されました。首都圏に向けて本格的な生体出荷

が始まったのは平成24年からであり、首都圏で

はまだなじみが深くないということを言われて

おりました。東京食肉市場への生体出荷は、

第10回全共で２連覇したことを受け、中央市場

での評価の獲得と、さらなる宮崎牛のブランド

力の向上を目的にスタートしております。これ

までの東京市場への生体出荷の概要と、宮崎牛

がどのように評価されているのか、お伺いいた

します。

東京食肉市場○農政水産部長（郡司行敏君）

への生体出荷は、首都圏における宮崎牛の認知

度向上を目的といたしまして、全共での２連覇

を契機に、平成24年11月から取り組んでいるも

のであります。実績を直近で申し上げますと、

平成27年度は516頭を出荷いたしまして、１キロ

当たりの平均枝肉単価は2,625円で、市場平均

の2,513円を上回るなど、全国のブランド牛が出

荷される中で良好な成績となっております。ま

た、宮崎牛の取引先は、平成24年度の14社から

約３倍の41社となり、購買者の皆様から、脂肪

の質がよく、肉質が高水準で安定しているとの

非常に高い評価をいただいているところであり

ます。生体出荷につきましては、今後とも、生

産者や関係団体の協力をいただきながら、質の

高い宮崎牛の出荷を継続してまいりたいと考え

ております。

来年度は、いよいよ第11回全○山下博三議員

共の年であります。最善を尽くしておられると

思います。また、先月、日本国中をメダルラッ

シュの興奮に包んだリオオリンピックの余韻が

残る中で、いよいよ東京オリンピックは待った

なしの状況となってまいりました。食の宝庫宮

崎でありますが、東京オリンピック開催が８月

と聞いておりますが、ちょうど本県は野菜、マ
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ンゴー等果物も端境期を迎えております。宮崎

牛に限らず、東京オリンピック・パラリンピッ

クに向けて、宮崎の食の首都圏での販売戦略を

どのように考えておられるのか、知事にお伺い

いたします。

県では、東京オリン○知事（河野俊嗣君）

ピック・パラリンピックの効果を、本県の活性

化や将来の県づくりにつなげていこうというこ

とで、官民が連携した「おもてなしプロジェク

ト連携会議」を設置しまして、さまざまな取り

組みを進めておるところであります。とりわけ

農産物につきましては、大会開催中のみなら

ず、事前合宿やプレ大会などを含めますと、一

年を通じて本県の農産物のすばらしさを世界に

アピールできる絶好の機会だと考えておりま

す。今回のリオデジャネイロオリンピックにお

きましても、合宿中の松田丈志選手、また、井

上康生監督率いる柔道チーム、本県産品を差し

入れして、すばらしい結果に結びついていると

ころでありまして、そのようなこともしっかり

アピールできればと思っております。

本県の県産品は、日本一の技術に支えられた

安全・安心と、ひなたの恵みを生かした栄養・

機能性、宮崎牛や完熟マンゴーなど、世界水準

のおいしさがあるわけでありまして、必ずや、

世界の人々に受け入れられるものと考えている

ところであります。昨年のミラノ万博での手応

え、さらには農畜水産物の輸出の増加、こう

いった数字にもあらわれているところでありま

す。今後とも、東京オリンピック・パラリン

ピックの開催を好機と捉え、関係団体等とも連

携しながら、本県産品の安全性や機能性、そし

ておいしさを世界に向けて発信してまいりたい

と考えております。

最後になりますが、警察本部○山下博三議員

長に２問ほどお伺いさせていただきます。

緊急通報を行うべき事案が発生した場合に、

通常の110番通報を行うことが困難であるときに

使用できる「110番自動通報装置」のことであり

ますが、今日まで、金融機関等の強盗事件や池

田小学校の殺人事件を教訓に、設置が進められ

てまいりました。県内の金融機関、学校、児童

福祉施設等への設置状況について、警察本部長

にお伺いいたします。

非常通報装置○警察本部長（野口 泰君）

は、金融機関、学校、児童福祉施設そのほかの

公共的施設等のうち、事案が発生した場合の社

会的影響等、諸般の事情を勘案して、警察が適

当と認めた施設に設置するものであります。強

盗などの緊急事態が発生した場合に、通報ボタ

ンを押すことにより、直ちに警察本部の通信指

令室につながり、通報場所や施設名を自動的

に110番通報する装置であります。警察では、非

常通報装置による通報を受理した場合、警察官

を直ちに現場へ急行させるなどして、被疑者の

早期検挙と被害の拡大防止などを図ることとし

ております。本年７月末時点で、県内1,044カ所

の施設に設置しているところであり、その内訳

は、銀行、郵便局等の金融機関が669カ所、学

校、病院等の公共的施設が348カ所、ガス会社等

重要防護対象施設等が27カ所であります。

今回の神奈川県相模原市の知○山下博三議員

的障がい者施設で起きた殺傷事件では、19名の

とうとい命が奪われ、27名が負傷し、この事件

を受け、厚生労働省は、施設の防犯対策に必要

な経費を補助することを決め、今年度第２次補

正予算案に関係経費118億円を盛り込むことを明

らかにされています。障がい者施設の非常通報

装置や防犯カメラ、フェンスの設置、修繕にか

かる費用のうち、国が２分の１を助成し、残り
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を自治体と設置者が折半し、グループホームな

どの整備などにも使われるとの報道がなされて

おります。これとは別に、厚労省は、保育所や

児童養護施設などでも同様の補助を行う方針

で、福祉施設全般で防犯対策を強化することに

なります。この通達により、本県の福祉保健部

におかれましても迅速な対応をしていただき、

既に約500カ所の障がい者福祉施設で設置希望の

調査を進められており、設置希望が多くなれ

ば、警察業務もかなり繁忙が予想されます。安

全・安心を担保する今回の取り組みになると思

いますが、警察本部長の御見解をお伺いいたし

ます。

警察では、設置○警察本部長（野口 泰君）

を希望する施設からの申請を受け、設置対象施

設としての該当性や、設置予定の機器が要件を

具備しているかなどについて、書面審査や実地

調査を行います。そして、承認した場合は、申

請者にその旨を通知し、機器の設置、回線の開

通試験を経て、運用を開始することとなりま

す。申請から設置運用までは１カ月程度を要し

ております。非常通報装置は、防犯対策上極め

て有効な機器でありますことから、警察では、

障がい者支援施設等からの設置申請があった場

合、これまでどおり適切に対応してまいりま

す。

厚労省通達の障がい者施設に○山下博三議員

限らず、今から、高齢者施設にもこの設置の普

及が図られてくるものと思っております。かな

り警察当局は繁忙になると思いますので、よろ

しくお願いいたしまして、一般質問を終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

次は、図師博規議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 質問に入り○図師博規議員

ます前に１つ報告をさせてください。先月、佐

賀県で議会対抗野球大会の全国大会が行われま

した。そこで宮崎県議会チームは、何と準優勝

を果たすことができました。議員数や財政規模

が何倍もある議会と戦って打ち負かし、準優勝

をかち取ったということは、非常に痛快、爽

快。ナイスゲーム、ナイスバッティング。以

上、報告です。

それでは、順次質問に入ります。

まず、精神障がい者への支援について伺って

まいりますが、今までの質問と重複する項目で

はありますが、別の角度から、本県の抱える課

題を取り上げてまいります。

ことし７月26日に、神奈川県相模原市にある

障がい者施設に刃物を持った男が侵入し、40人

以上を殺傷、入所者19人を惨殺するという悪夢

のような事件が発生しました。被害者はもちろ

んのこと、御家族の無念さははかり知れないも

のがあり、改めて心からお悔やみを申し上げま

す。

神奈川県や相模原市は、加害者の大量殺人を

示唆する情報を把握しながら、それでも事件を

未然に防ぐことはできず、入院をさせた医療機

関も、強制的入院である措置入院対応はしたも

のの、退院後の支援体制がないまま２週間余り

で退院させたことが、今回の痛ましい事件へと

つながったと指摘されております。措置入院が

解除になった後は、家族が同意して入院を継続

させる医療保護入院という手だてがあったり、

任意で入院を継続するということも選択肢であ

るにもかかわらず、今回の神奈川県のケースで

は、即退院になっていることに、私も医療現場

で精神障がい者の社会復帰の支援に携わってき

ましたが、こんな対応があるのかと強い憤りを

感じております。また、何より悲しいことは、

このような精神障がい者がかかわる凶悪犯罪が
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発生すると、あたかも健常者よりも精神障がい

者のほうが凶暴である、凶悪であるかのような

報道がされることにより、地道に社会復帰に取

り組んでいる障がい者が、その社会復帰の道ま

でも閉ざされてしまうということがあるんで

す。それこそが悲劇であり、あってはならない

ことであると考えます。ゆえに、退院後も、精

神疾患の患者が地域に出て安心して暮らせるよ

うな仕組みづくりが重要なのです。そこでま

ず、知事にお伺いしますが、現在、本県の精神

障がい者を地域で支える支援体制が十分なのか

十分でないのか、知事がどのような見解をお持

ちかお聞かせください。

以下の質問は、質問者席で行います。(拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

精神障がい者の地域での支援体制についてで

あります。精神障がいのある方が、住みなれた

地域において安心して生活するためには、医療

機関との連携はもとより、住まいや就労の確保

など、関係機関が一体となって支援していくこ

とが重要であると考えております。このため県

では、当事者や家族会を初め、市町村、精神科

病院、障害福祉サービス事業所、住宅提供者等

の方々が参画します地域移行支援協議会を保健

所に設置し、地域ごとのネットワークづくり

や、精神障がいに対する理解促進に取り組んで

いるところであります。また、地域における支

援機関である地域活動支援センターにおいて、

精神障がい者が、みずからの体験をもとにアド

バイス等を行いますピアサポート活動事業を実

施するなど、精神障がい者の地域での自立生活

の支援に取り組んでいるところであります。今

後とも、「障がいのある人もない人も共に暮ら

しやすい宮崎県づくり」を目指し、精神障がい

に対する正しい理解を深めるとともに、精神障

がいのある方が、地域で安心して住み続けられ

るよう、支援体制の充実に取り組んでまいりた

いと考えております。

なお、議員野球の準優勝、まことにおめでと

うございます。心より敬意を表し、スポーツラ

ンドみやざきここにありというものを全国に発

信することができたのではないか。高校野球、

さらには、さまざまな種目に波及することを期

待しておるところであります。以上でありま

す。〔降壇〕

ただいま知事の御答弁の中に○図師博規議員

もありましたが、現在、県内では、精神障がい

者を地域で支えるための地域移行支援協議会や

地域活動支援センターという組織が活動してお

り、また、その活動の中に、知事も取り上げら

れましたが、ピアサポート活動というものがあ

ります。これは、精神障がい者が精神障がい者

の相談に乗ったり、生活のしづらさに対しての

アドバイスをする、また、これらの活動は、ア

ルコール依存や薬物依存の方々の社会復帰プロ

グラムに導入されている、いわゆる自助活動に

類するものであります。当事者の気持ちには当

事者が最も寄り添うことができることから、行

政サービスでは行き届かないインフォーマルな

サービスとして、今後の展開が期待されており

ます。現在、このピアサポート体制がどのよう

な形で運営されているのか、また今後の事業展

開について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

精神障がいの○福祉保健部長（日隈俊郎君）

当事者でありますピアサポーターの方が、みず

からの病気や病状、地域生活を送る上での悩み

や楽しみなどの体験を語ったり、交流を行うピ
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アサポート活動は、入院中の方にとっては、地

域での自立した生活について考えるよい機会で

あり、また、既に地域生活を行っておられる方

には、仲間同士の支えの場になっていると考え

ております。県では、県内８カ所の地域活動支

援センターにピアサポート活動事業を委託して

おりまして、平成27年度末でのピアサポーター

の数は26人、年間活動回数は85回となっており

まして、年々増加傾向にあります。今後とも、

精神障がい者の地域での自立した生活を促進す

るため、関係機関と連携しながら、ピアサポー

ターを積極的に活用してまいりたいと考えてお

ります。

さらなる活動の拡充を期待し○図師博規議員

ております。

続きまして、精神障がい者を地域で受け入れ

ていただく大きな役割を担っていただいている

のは、やはり家族です。しかし、家族の方々

も、自分の子供や家族が精神障がいを患った、

また、それを抱えながら生きていかなくてはい

けないこと、ともに暮らしていくこと、そし

て、見守り続けなくてはいけないこと、それら

のことに対して大変な御苦労が伴っておりま

す。その家族の方々の苦労を、同じような当事

者を抱える家族の方々がいたわり合い、また、

地域の中で必要な情報交換をし、時にはレクリ

エーションをしながらストレスの解消を図る、

そのような場が、精神障がい者家族会の存在で

あります。しかし、現在、精神障がい者家族会

の活動がどんどん低下しているという現状もあ

ります。県として、精神障がい者家族会の現状

が今どうなっているのか、そのあたりをどう把

握されているのか、福祉保健部長にお伺いしま

す。

精神障がい者○福祉保健部長（日隈俊郎君）

やその家族で構成される地域の家族会の連合体

であります宮崎県精神福祉連合会の会員数は、

平成16年度で約440名、これが27年度で159名、

また、家族会の数は18団体と伺っているところ

であります。また、活動の内容としましては、

県連合会では、スポーツレクリエーション大会

や家族のピアサポート研修会の開催を初め、広

報誌の発行や意見交換会等が実施されており、

また、地域の家族会では、それぞれの家族会の

状況に応じまして、交流会や勉強会等が行われ

ておるところであります。

今、部長の答弁は、平成16年○図師博規議員

の数から拾っていただいておりますが、そんな

ものじゃないんです。昭和のころからの家族会

の活動というのは、もちろんこれは全国組織で

ありますし、各県持ち回りで、九州で家族会の

大会があれば、何千人という方々が各県からそ

れぞれの県に集まっては、いろんな情報交換や

国への政策提言を行ってきております。ところ

が、今、27年度は、県全体で159人しか構成員が

いらっしゃらない。

実は、私も、高鍋町のもくせい会という精神

障がい者家族会に賛助会員として所属し、活動

させていただいております。このもくせい会、

現在、正会員５名、賛助会員４名の計９名で

す。正会員の方々は高齢化されており、既に会

の存続が危ぶまれている状態が続いています。

どの自治体にも、精神障害者保健福祉手帳とい

う精神障がい者が持つ身分証明書を持たれてい

る方はたくさんいらっしゃるんです。その家族

もたくさんいらっしゃるはずなんです。ところ

が、地域の家族会に参加される方々はどんどん

減っているという現状があります。当事者のい

ろんな悩み、家族の悩みを、生活のしづらさを

軽減するためにも、家族会の活動というのはと
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うとい活動ですし、きょう、傍聴に来られてお

ります精神障害者家族会連合会の役員の方々

も、「もう私たちの力ではどうにもこの減少傾

向をとめることができない。県の方にも再度て

こ入れをしてほしい、助けてほしい」というこ

とを切に言われております。県として、家族会

支援に今度どのように取り組んでいかれるの

か、再度、福祉保健部長にお伺いします。

家族会は、精○福祉保健部長（日隈俊郎君）

神障がいのある本人と家族の方々が、地域で安

心して生活を送っていくに当たって、会員同士

の交流、情報共有を行う場としての役割を担っ

ているものと認識しております。このため県で

は、市町村や病院等関係機関から成ります地域

精神保健福祉連絡協議会を各保健所に設置しま

して、地域の家族会の方々にも参画いただくな

ど、連携を図っているところであります。今後

とも、家族会総会への出席等を通じて意見交換

を行いますとともに、家族会の役割等を広く周

知するなど、県としての支援に努めてまいりた

いと考えております。

現在、精神保健行政の最前線○図師博規議員

は市町村へと移管されているんです。ただ、各

保健所がさらに市町村と連携をとって、家族会

の再建に取り組んでいただきたいし、それをす

ることが、最初に言いました地域の受け皿を拡

充していくことにつながりますので、その努力

を切にお願いいたしまして、次の質問に移りま

す。

西都児湯地域において、精神障がい者の活動

拠点となっています、新富町の「こころの駅

ハッピーパーク」についてお伺いします。ここ

は、県立富養園跡地を県がＮＰＯ法人に貸し出

し、事業運営をされている施設です。富養園閉

鎖後、精神障がい者を受け入れ、デイサービス

や就労支援事業などを展開され、また、今は地

域活動支援センターも開設され、近隣市町村か

らの利用者が多数集われる地域のよりどころと

なっています。

しかし、県はハッピーパークに対して、今年

度いっぱいで立ち退きを迫っています。そもそ

も県は、富養園閉鎖をする際に、富養園利用者

の行き場所をなくさないためにもと公募して活

動継続をお願いし、その団体を選定したという

経緯があります。県央地区の精神障がい者のよ

りどころを守るためにも、当然、次の代替施設

を確保した上でハッピーバークに立ち退きを求

めるというのが筋だと私は思いますが、今年度

いっぱいの立ち退きに至った経緯と見解につき

まして、病院局長にお伺いいたします。

元県立富養園の管○病院局長（土持正弘君）

理棟につきましては、平成23年度から25年度ま

での３年間、公募により選定いたしましたＮＰ

Ｏ法人と協働して、精神障がい者の支援を行う

事業を実施してきたところであります。協働事

業終了後の平成26年度以降は、ＮＰＯ法人の意

向や財産管理の観点等を考慮して、話し合いを

重ねながら、土地建物を無償でお貸しするとと

もに、貸付期間を１年ずつ延長するなどいたし

まして、移転先を見つけていただくための対応

を可能な限り行ってきたと考えております。病

院局といたしましては、施設の老朽化が進み、

これ以上施設を維持することが難しいことか

ら、ＮＰＯ法人にも御理解をいただいた上で、

今年度限りで貸し付けを終了する旨の契約を締

結したところであります。

次の移転先が決まっているん○図師博規議員

でしょうかね。決まっていないのに立ち退けと

いうような行政指導が果たして正しいのか。立

ち退き決定というのが前提にあるように聞こえ
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ますが、現在の利用者の行き場所を奪わないた

めにも、県は、新富町とさらに協議を深め、移

転先の確保について最善の努力をするべきだと

考えますが、この件に関して、福祉保健部長の

見解をお伺いします。

元県立富養園○福祉保健部長（日隈俊郎君）

に入居しておられます障害福祉サービス事業所

では、今ありましたとおり、来年３月の移転期

限に向け、移転先を検討されており、地元の新

富町では、町有施設の利用を提案しているとも

聞いておりますが、現在、他の民間施設も含め

て、広く移転先を検討されているようでありま

す。県といたしましては、障がい者の日中活動

の場の確保に向けまして、新富町とも連携を図

りながら、適切に対応してまいりたいと考えて

おります。

つまり、まだ決まっていない○図師博規議員

んですね、移転先は。今年度が終わるまであと

半年余りになってまいりました。この期間に決

まっていないということは、利用者の不安もす

ごく高まっていると思います。ぜひぜひ、年度

内と言わず、ことしじゅうには答えが見出せま

すように、県のほうも積極的に働きかけをして

いただきたいと思います。

続きまして、精神障がいに関して最も大きな

課題は、やはり偏見をなくしていくということ

です。一度すり込まれてしまった印象は、なか

なか払拭できるものではなく、そのためにも、

精神的な病について、小学校、中学校、高校で

の精神保健教育の役割は極めて重要でありま

す。先日、世界各国の精神障がいに関する教育

の部分を取り上げた教科書を比較している資料

を見ましたが、残念ながら、日本の教科書に、

精神障がい教育という言葉は一言も出てきてお

りませんし、非常に閉鎖的な状況での教育現場

になっていることも浮き彫りになりました。生

徒たちが病気や障がいを理解するということ

は、その前に、教職員が障がいを理解すること

が必要になりますし、ひいては保護者が理解す

る、そして、地域の偏見がなくなっていく、ハ

ードルが下がっていくことにもつながります。

本県において、精神障がいに関する教育の実態

がどうなっているのか、また、今後、どのよう

な展望を持たれているのか、教育長にお伺いい

たします。

県教育委員会では、○教育長（四本 孝君）

平成17年４月に「宮崎県人権教育基本方針」を

策定いたしまして、その中で、障がいの有無に

かかわらず、ともに生きる社会の実現を目指し

て、人権教育の充実に努めております。議員御

指摘の精神障がいへの理解・啓発につきまして

は、障がいのある方や関係団体等に御協力をい

ただき、高校生を対象に、共生社会等をテーマ

とした授業を行っております。また、本年２

月、教職員を対象とした人権教育研修会の中

で、専門家による講義や、精神障がいの回復期

の方から直接お話を伺うなど、精神障がいへの

理解を深める取り組みを実施いたしました。今

後も、精神障がいを初め、あらゆる障がいに対

する正しい理解と認識を深め、偏見や差別意識

をなくすために、関係諸機関等との連携をさら

に強化し、障がいのある人が差別されることが

ない社会の実現に努めてまいりたいと考えてお

ります。

まさにそのとおりです。障が○図師博規議員

いがあってもなくても、社会の一員として普通

の暮らし、ノーマルな暮らしが実現できる、い

わゆるノーマライゼーションの理念、これこ

そ、教育の現場から醸成していくものと考えま

すので、今後の教育計画への織り込み等、期待
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をしております。

それでは、次の質問項目に移ります。

ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）被害及

び経済困窮母子世帯への支援について伺ってま

いります。まず、県内におけるＤＶ被害の状

況、推移について、福祉保健部長に伺います。

女性相談所に○福祉保健部長（日隈俊郎君）

おけるＤＶ被害等に関する相談件数といたしま

しては、過去５年間の推移を見ますと、平成23

年度からですが、566件、以降、464件、461

件、314件、そして平成27年度が476件と、増減

はあるものの、ほぼ横ばいの状況となっており

ます。このほか、市町村や警察、男女共同参画

センター等も相談の窓口となっておりまして、

その体制を整備しておりますが、これらの窓口

にも多くの相談が寄せられているところであり

ます。

女性相談所の件数は、増減は○図師博規議員

ありつつ横ばい、しかし、相談を受ける機関を

さらに拡充していることによって、受けている

件数は大幅に伸びているだろうという見解でご

ざいました。

続きまして、経済的困窮世帯の数が最近どう

なっているのか、また、そのうち母子世帯がど

の程度含まれているのか、あわせて福祉保健部

長にお伺いします。

経済的に困窮○福祉保健部長（日隈俊郎君）

している世帯についてのお尋ねでございます

が、平成27年度に、第２のセーフティーネット

として、生活困窮者自立相談支援事業が開始さ

れております。この事業は、県及び各市の福祉

事務所に専門の相談支援員を配置しまして、生

活困窮者の自立に向けた支援を行うものであり

まして、平成27年度は、県全体で1,833件の相談

を受けております。また、県内の生活保護世帯

数で申し上げますと、リーマンショックの発生

した平成27年度が１万75世帯、平成27年度が１
※

万4, 1 9 7世帯となっておりまして、７年間

で4,122世帯の増加となっております。このうち

母子世帯数につきましては、平成20年度が537世

帯、27年度が650世帯となっており、113世帯の

増加となっております。

ＤＶ被害に関しても、また貧○図師博規議員

困世帯に関して、特に母子世帯に関しても、増

加傾向であるということです。その増加によ

り、児童養護施設に乳児のうちから子供を預け

る母親もふえているという現実があります。し

かし、やはり子供の成長を考えるときに、最低

でも母子関係が維持されることが重要であり、

乳幼児期に母親からの愛情が十分に注がれず

育った子供は、青年期、成人期になるにつれて

情緒不安定になりやすいということは、発達心

理学的にも明らかになっております。その観点

からも、母子をともに保護し、自立を支援する

一時避難施設である母子生活支援施設、以前、

母子寮と呼ばれていた施設がありますが、県も

この母子生活支援施設について、宮崎県家庭的

養護推進計画及び子どもの貧困対策推進計画に

おいて、拠点施設として位置づけております。

改めて、この母子生活支援施設に関して、福祉

保健部長はどのような認識をお持ちか、お教え

ください。

母子生活支援○福祉保健部長（日隈俊郎君）

施設の位置づけについてでありますが、お話に

ありました、まず、宮崎県家庭的養護推進計画

では、ＤＶ被害者等の専門的・継続的な支援を

必要とする母親と子供の双方に対し、保護と自

立支援の機能を担う施設として、また、宮崎県

子どもの貧困対策推進計画では、貧困の状況に

ある母子家庭が、安定した生活を確保できるよ

※ 135ページに訂正発言あり

平成28年９月９日(金)
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う、福祉事務所等との連携を図りながら、母親

に対し、生活支援の機能を担う施設として、そ

れぞれ位置づけておりますが、いずれの計画に

おきましても、母子世帯に対して重要な支援を

行う施設と位置づけているところであります。

県は重要な支援を行う施設と○図師博規議員

位置づけているということです。宮崎市小戸に

母子生活支援施設があります。運営主体は宮崎

市でありますが、このたび、この施設を今年度

いっぱいで廃止するための廃止条例案が市議会

に提案されております。廃止理由としては、老

朽化、耐震基準を満たしていないなどが挙げら

れています。今のところ、宮崎市の見解は、民

間施設を借用する形で母子福祉事業を継続して

いきたいということでありますが、それであれ

ば、わざわざ関係条例を廃止する必要はなく、

このような動きを受けて、県の児童福祉施設協

議会からは、施設自体の存続を求める要望書が

市のほうに提出されております。母子の支援は

重要であると位置づけをしつつも、この時代に

逆行するかのような廃止という状況に対して、

福祉保健部長はどのような考えを持たれている

のか、お伺いいたします。

また、厚生労働省は、乳児の虐待死を防ぐた

めに、母子生活支援施設に児童福祉司などのコ

ーディネーターを配置し、モデル自治体には人

件費や活動費を全額助成する方針を打ち出して

います。宮崎市内には難しいと思いますが、地

域性を考慮して、厚労省の事業を利用し、県が

主体となって母子生活支援施設を運営または委

託管理することも、今後の県内の母子福祉事業

には必要な視点だと私は考えますが、今後の対

策もあわせて、福祉保健部長の見解をお伺いし

ます。

回答いたしま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

す前に、先ほど私、発言を間違えましたので、

訂正させていただきます。生活保護世帯のとこ

ろで、「リーマンショックの発生した平成27年

度」と発言いたしましたが、平成20年度の誤り

でございます。おわびして訂正させていただき

ます。

お尋ねの母子生活支援施設の関係でございま

すが、お話にありました宮崎市の母子生活支援

施設に関しましては、現在設置されている宮崎

市小戸母子生活支援施設は、廃止という方向が

示されているものの、その代替施設として、公

営住宅等を活用することなどにより、入所を必

要とする母子世帯への支援体制は継続する予定

であると伺っているところであります。ただ、

その取り扱いについては、宮崎市議会のほうで

議論もありますし、今後のこととなっていよう

かと思います。県といたしましては、今後の宮

崎市の動向を見きわめた上で、適切な対応に努

めてまいりたいと考えております。

また、お話にありました今後の対応等につい

てでありますが、既存の２つの施設もございま

す。この２カ所の母子生活支援施設に対しまし

ても、宮崎市の分も含めて必要な支援を行うこ

とで、県内で保護等を必要とする母子に、効果

的なサービスの提供を図ってまいりたいと考え

ております。

くれぐれも宮崎市を初め市町○図師博規議員

村と連携を密にして、これ以上、母子を取り巻

く行政サービスが低下しないように取り組んで

いただくことを強く申し述べまして、次の質問

に移ってまいります。

平成24年に施行されました「社会福祉士及び

介護福祉士法の一部改正」に基づき、介護業務

に従事する者が、認定特定行為業務ができるよ

うになりました。わかりやすくいいますと、今
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までは、医師、看護師、そして家族しかできな

かった、口、鼻、気管切開された喉からのたん

の吸引や、胃瘻や鼻からの経管栄養を管理する

行為が、一定の条件下で介護職もできるように

なっております。その従事者を養成するための

研修及びその従事者を指導するための指導看護

師講習の実施主体が県であるわけですが、この

研修会、講習会に申し込むけれども、受けられ

ない、なかなか受講できないという声が多数寄

せられています。そこでまず、喀たん吸引研修

の募集がどのような状況になっているのか、受

講者選定はどのようにされているのか、応募状

況の推移を踏まえ、お答えいただきたいと思い

ます。福祉保健部長。

喀たん吸引等○福祉保健部長（日隈俊郎君）

研修には、お話にありました喀たん吸引と経管

栄養の２種類の医療行為に係る研修があります

けれども、喀たん吸引は、口腔内、鼻腔内、そ

して気管カニューレ内部の３つの行為に分かれ

ます。また、経管栄養は、胃瘻または腸瘻、そ

して経鼻経管の２つの行為に区分されます。こ

れら全ての行為について研修を修了した者は、

第１号研修修了者として、そのいずれか一部の

行為について修了した者は、第２号研修修了者

として、喀たん吸引等を実施できることとなっ

ております。

この研修は、県及び県が登録した３つの民間

機関で実施しておりますけれども、県が実施し

た24年度以降の研修の申し込み状況を申し上げ

ますと、定員160名に対し、平成24年度が190

名、25年度が286名、26年度が308名、27年度

は343名となっております。毎年度、定員を超え

る申し込みがありますので、これまでの各事業

所の受講状況を勘案しながら、少なくとも１事

業所から１名は受講できるよう調整してきたと

ころであります。

募集定員160人に対して倍以上○図師博規議員

の方が申し込まれているし、年々それは増加し

ているという状況であります。県が行う基礎研

修は、座学が50時間、あと、シミュレーターと

言いまして、人体とよく似た人形を使った実習

を26回以上、そして、最後に筆記試験を受けな

ければならず、最短でも９週間かかるんです。

その研修会場は宮崎市内に１カ所しかなく、

今、民間に委託されているという話もありまし

たが、民間に申し込むと、県の受講料の３倍以

上お金がかかるんです。ですから、民間に申し

込む人は余りいないんです。１カ所しかない研

修所に平日通われてくる研修生は 遠方から―

も来るんです。県北、県南から来られますが

時間的にも身体的にも負担を強いられてい―

ます。この際、募集定員の倍以上の申し込みが

あるわけですから、さらに募集定員をふやすと

か、地域性を考えて、研修会場を県北、県南ど

ちらかに１カ所新たに設けるなどの配慮が必要

かと思いますが、福祉保健部長、お考えはいか

がでしょうか。

まず、定員に○福祉保健部長（日隈俊郎君）

つきましては、お話にありますように、毎年大

幅に上回る申し込みがあっております。平成27

年度までの160人の定員に対しまして、今年度は

新たに40人の研修を追加して実施することとい

たしまして、現在、その準備を進めているとこ

ろであります。したがいまして、160に加えて追

加40の研修を今から別にということで計画して

いるところであります。

次に、県央地区以外での開催についてであり

ますが、研修では、50時間に及ぶ講義や演習が

組まれております。受講生は、延べ10日程度、

会場に通うことになります。遠隔地からの受講
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者の利便性を考えますと、県央地区以外でも開

催することが望ましいと存じますが、講師や会

場の確保、そして、必要な機械器具の調達等、

研修の実施体制について整理すべき課題もあり

ますので、当面は、県央地区で開催せざるを得

ないものと考えております。

「当面は」という言葉の先に○図師博規議員

あるものに期待をいたしております。

続きまして、実際に研修を受けて喀たん吸引

を現場で行うためには、県が行う基礎研修の次

の段階の実地研修というものを受けなくてはな

りません。この実地研修では、90回以上の実技

ができた者が、晴れて県から修了証をもらうこ

とができるんですが、自分の職場で喀たん吸引

を行うためには、実地研修をクリアする条件の

ハードルが高いんです。まず、同じ職場に指導

看護師がいて、さらに、施設利用者の中に喀た

ん吸引などをする必要がある対象者、利用者が

いないと、施設で実地研修ができないんです。

その条件がそろわないと、県の基礎研修が終

わっても、いつまでたっても修了証がもらえな

いという状況に陥ります。

今回の質問をつくるに当たりまして、複数の

施設から情報収集いたしました。幾つかの意見

として、「幾つか施設を経営している大きな法

人であれば、指導者も対象者も多いので実地研

修をやりやすいだろうが、単独施設やグループ

ホームなどの小規模施設では、指導者も利用者

もいないがゆえに実地研修できない。だから、

ぜひ、実地研修できる施設を県のほうでコー

ディネートしてほしい」などの意見が寄せられ

ました。

そこで、県のほうで実地研修できる施設を地

域別に選定する、もしくは協力体制をとっても

らえるように、県内の施設経営者に対し、実地

研修の受け入れを促すような働きかけをすべき

と思われますが、福祉保健部長、お考えはいか

がでしょうか。

喀たん吸引等○福祉保健部長（日隈俊郎君）

制度が開始され５年目を迎えておりますが、い

まだに、お話にありましたように、喀たん吸引

等が必要な対象者を抱えながらも、その行為が

できる介護職員が不足している事業所がまだ多

く存在している状況にございます。このため、

県としましては、まずは、このように緊急性が

高く、かつ、適切な指導や研修の評価を行う看

護師、そして、実地研修の対象となる入所者、

いわゆる対象者が確保できる事業所から受講し

ていただいているところであります。また、実

地研修の実施に当たっては、研修に協力いただ

く対象者やその家族の同意が必要であり、ま

た、研修受講者との信頼関係も重要となります

ので、諸々課題もありますが、今後、研修に協

力していただける事業所の確保や連携のあり方

等について、関係機関等との協議に努めてまい

りたいと考えております。

前向きな御答弁、期待してお○図師博規議員

ります。

この質問の核心は、高齢者施設に入所希望の

方が来られたとき、喀たん吸引が必要であった

り、胃瘻造設をしている方の場合、それに対応

できる職員がいないと入所を断らざるを得ない

ということ、さらには、地域にある施設に入居

できず、遠方の施設に入らざるを得ない入居

者、家族がいたり、いつまでも病院で入院を続

けなくては、その体制がとれないということで

退院できないという方々が多数出てきていると

いうことです。このような状況を改善するため

にも、速やかに実地研修体制を見直す必要があ

るということを再度申し述べて、次の質問に移
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ります。

続きまして、水源地域保全条例制定後の状況

についてお伺いしていきます。

この条例は、県土の約76％を占める森林に蓄

えられた水資源を守り、県民の生活や経済活動

に安定して水を供給していくために、平成26年

３月、議会提案により制定されたものです。こ

の条例は、森林の売買等の取引を行おうとする

ときは、当事者の氏名や取引後の土地の利用目

的などを、契約締結予定日の６週間前までに届

けることを義務化しました。他県において、外

資系の企業などが水源を含む森林を買収すると

いった事案が連続する中、この条例は、土地の

利用者に対し立入調査をする権限などを条項に

織り込み、県民財産を守る防衛手段としての機

能を有しており、厳格な運用が求められており

ます。そこでまず、この条例の内容を県民及び

関係機関へ周知するため、どのような取り組み

を行ったのか、環境森林部長にお伺いします。

条例の内容に○環境森林部長（大坪篤史君）

つきましては、県の広報紙やホームページによ

り、制度の概要を広く県民に周知するととも

に、林業関係団体や宅地建物取引業協会、行政

書士会などの関係機関に対しまして、説明会等

を実施してまいりました。また、水源地域の保

全は、市町村にとっても大変重要ですので、市

町村でも広報紙やホームページに掲載するとと

もに、林業関係者の会議で説明するなど、さま

ざまな機会を通じて制度の周知に努めてきたと

ころです。

先日、県の行政書士会・司法○図師博規議員

書士会の方々と意見交換をする場がありまし

た。そのとき、この条例の内容に関して理解を

している会員はほとんどいませんという指摘が

ありました。契約書の作成や登記がえをする専

門家ですら条例の内容を理解していないという

現状があれば、一般県民が熟知しているとはと

ても言いがたい状況だと思われます。現在、県

内では、木質バイオマス発電所の燃料材確保や

太陽光発電の開発のため、森林伐採による山林

売買が、条例制定以前に比べ格段に増加してい

ます。その中でこの条例内容が周知されていな

いということは、ゆゆしき状態であります。

それでは、条例制定後、条例内容に沿った６

週間前の届け出が何件あったか、また、事後の

届け出となってしまった件数がどれくらいあっ

たのか、環境森林部長にお伺いします。

初年度となる○環境森林部長（大坪篤史君）

平成26年度の届け出総件数は191件、このうち期

限までに提出されたものが70件、期限後に提出

されたものが121件でした。翌27年度は総件数

が345件で、このうち、期限までに提出されたも

のが208件、期限後に提出されたものが137件で

した。この２年分を通算しますと、届け出件数

のうち、期限までに提出されなかった割合は約

５割になりますが、２年目の27年度は、前年度

に比べて６割から４割に減少しておりますの

で、徐々にですけれども、理解が進んでいるも

のと考えております。

ここ２年を洗ってもらったん○図師博規議員

ですが、条例の内容にあります６週間前の届け

出は半分と。これが６割から４割ほどに減って

きていると言いつつも、そんな甘い数字でこの

条例が適切に運用されているとは言いがたい状

況だと思われます。

さらに、最も危惧されることは、条例の存在

を知ってか知らずか、登記がえはするものの、

農林振興局に届け出をしない、いわゆる届け出

漏れ、言いかえれば届け出逃れ、その数がどれ

くらいあるかというのが問題です。ここに、先
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ほど言った外資系の買収等が隠れていたら、取

り返しのつかないことになります。当局は、こ

の届け出漏れについて、どれほど把握されてい

るのかお教えください。環境森林部長。

届け出が行わ○環境森林部長（大坪篤史君）

れていない件数を把握することは、この条例の

制度上は困難でございます。しかしながら、水

源地域の森林の売買につきましては、森林法や

国土利用計画法に基づいて事後の報告をしなけ

ればならないことになっておりますので、こう

いったものと照合することで、ある程度把握す

ることは可能でございます。これまでも、事前

の届け出が行われていない事例を確認している

ところであります。

ある程度の把握はできるもの○図師博規議員

の、明確な届け出逃れは把握できない、わから

ないということでありましたが、私に情報提供

いただいた司法書士の方によると、農林振興局

に届けられた数と、法務局を通じ各市町村の税

務課に届けが来た、いわゆる森林売買による登

記がえをされた数を整合すれば、届け出漏れの

数がわかるというアドバイスをいただきまし

た。確かにそのとおりなんですが、ただ、それ

を１筆ずつ、また、それが山林なのかどうなの

かを確認する作業というのは、膨大な労力を要

することになります。それよりも、条例内容を

県民及び関係機関にしっかりと周知し、届け出

の徹底を図ることが大切ですし、より言うなら

ば、厳格な運用をするということであれば、届

け出を怠った者に対し罰則規定を設けるなどの

条例改正の必要もあろうかと考えますが、部長

のお考えはいかがでしょうか。

この制度は、○環境森林部長（大坪篤史君）

水源地域が持つ水源涵養機能の維持を図るた

め、所有者に対する助言などによりまして、適

正な土地利用を確保することを目的としており

まして、議員おっしゃいましたとおり、まずは

この制度の内容を周知することが大変重要でご

ざいます。このため県では、引き続き、森林所

有者や不動産関係者、行政書士等に対して、制

度の内容等について周知してまいりたいと存じ

ます。

また、罰則の必要性につきましては、条例の

制定時に十分議論されました結果、本県では、

届け出をせずに勧告を受けた者がそれに従わな

い場合には、その氏名などを公表する制度を設

けたところでございます。したがって、当面は

制度の周知を図りますとともに、特に悪質なケ

ースにつきましては、氏名を公表するなどによ

りまして、条例の趣旨、目的の達成に努めてま

いります。

冒頭申しましたが、これは議○図師博規議員

会提案による条例であります。ですから、我々

議員も、この運用が的確・厳格に行われている

か、常に注視していく必要があろうと考えます

ので、今後とも共同作業をよろしくお願いいた

します。

続きまして、消防・防災力維持向上に関する

政策について伺ってまいります。

私の前回の質問、ことし２月の質問に関する

追跡質問になります。平成27年４月１日より、

現在28歳以下の消防団員は、水槽つきタンク自

動車など、総重量５トン以上の車両を運転する

際には、普通自動車免許に加え、中型免許を取

得しなくてはならなくなりました。さらに、来

年６月からは、3.5トン以上の消防車両を運転す

る際には、準中型免許を取得しなければならな

くなり、水槽つきタンク自動車に加え、ポンプ

自動車もその対象となります。現在、県内の全

消防車両のうち、対象となる車両は約２割もあ
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ります。既に若い消防団員の中には、団員であ

りながら、中型免許を取得する義務があるけれ

ども取得していないから、実際、消防車両を運

転できないという団員もいます。団員同士で、

俺は運転できる、お前は運転できるのか、そう

いうやりとりの中で有事に対応しなくてはいけ

ないというのは、混乱を招く一つでもありま

す。ただでさえ消防団員の確保が難しい昨今、

自己負担をして１カ月教習所等に通い、新たな

免許を取得してまでも、消防団員になろうとい

う志を持ってくれている若者が果たしてどれほ

どいるでしょうか。このような状況を改善する

ために、知事は前回の答弁の中で、総務省消防

庁へ働きかけ、国の財政支援などについて要望

していくと申されました。それでは、現在どの

ような成果を得られているのでしょうか、知事

にお伺いします。

御指摘がありました道○知事（河野俊嗣君）

路交通法の改正に伴う運転免許区分の変更によ

りまして、普通免許で消防車両を運転できない

消防団員が今後増加するため、消防団活動に対

する影響が懸念されているところであります。

このため、本年５月に私が消防庁に参りまし

て、こうした状況を説明しますとともに、運転

免許取得費用に対する助成制度などの財政支援

措置を創設するよう、要望したところでありま

す。

見通しはどうだったんでしょ○図師博規議員

うか。来年度からの措置を確約されるほどの手

応えがあったのか。実は、国の対応、県の対応

を待てず、県内市町村では、単独で団員の免許

取得の際の費用負担のための予算措置をしてい

るところが複数あります。県内においても、既

に消防力の地域間格差が生まれているというこ

とです。来年度からの国の財政支援が行われな

い場合、県単独で県下全域への消防団免許取得

への財政支援が必要だと私は考えますが、知事

のお考えはいかがでしょうか。

消防団員の運転免許取○知事（河野俊嗣君）

得につきまして、本年６月に各市町村の対応状

況を調査しましたところ、３つの町が、団員が

中型または大型の運転免許を取得する際の免許

取得費用の助成を行っております。また、４市

町が、免許制度改正の影響を受けない小型ポン

プ積載車などに順次変更しているほか、５市町

が対応を検討中であると伺っております。今後

とも、国への要望を続けますとともに、市町村

の対応状況、また現場の実態等を注視しつつ、

県としてどのような対応が必要かということを

よく考えてまいりたいと考えております。

小型積載車にかえれば済むと○図師博規議員

いう問題ではないんです。火災現場の多様性か

ら、ポンプ車やタンク車が絶対必要であるとい

う現場があります。必要な装備です。この免許

取得支援については、億単位の予算が必要なも

のではなく、例えば年間50人の免許取得支援を

したとしても、1,000万程度の予算措置で済みま

すし、これも国から支援があるということであ

れば、期間限定的な予算措置で済みます。来年

度の予算がそろそろ組み上がっていく時期にな

りますが、来年度の知事枠の中に、消防団員が

より活動しやすい、また、新たな消防団員が獲

得しやすい予算措置がされることを期待いたし

まして、私の質問を終わります。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○星原 透議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時49分休憩

午後１時０分開議
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休憩前に引き続き会議を開○宮原義久副議長

きます。

次は、満行潤一議員。

〔登壇〕（拍手） 北朝鮮が核○満行潤一議員

実験を強行したと報道されております。大変遺

憾であります。被爆国日本が平和的外交を主導

的に担って、この問題、解決していただきたい

と思っております。

さて、ことしも９月１日が来ました。二百十

日、関東大震災、防災の日、そして私と、とあ

る部長の58回目の誕生日でもあります。昨日

は、河野知事の52回目の誕生日でもありまし

た。御家族水入らずで誕生祝いができたかと考

えておるところであります。

それでは、質問に入らせていただきます。ま

ず、陸海空交通網の整備についてであります。

山之口スマートインターチェンジ開通につい

てお尋ねいたします。知事の提案説明の報告冒

頭にも触れていただきました。めでたく開通の

運びとなりました。県、関係機関の御尽力に感

謝を申し上げます。国富、門川と同時認可なが

ら、山之口スマートインターチェンジが最初に

開通できました。平成22年11月定例会の一般質

問で、今は都城市副市長になっておられる、時

の県土整備部長に、「山之口インターチェンジ

にスマートインターチェンジを設置することは

多面的には有効だ」とただしましたが、「都城

市の検討や意向を踏まえながら必要な対応を行

う」と、つれない、淡々とした答弁でありまし

た。それでも開通できました。開通により期待

される効果について、知事に伺います。

以下、質問者席で行います。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

山之口スマートインターチェンジの開通効果

についてであります。スマートインターチェン

ジにつきましては、平成25年度から県内３カ所

で整備を進めているところでありますが、今

月24日に、県内で最初に都城市の山之口スマー

トインターチェンジが開通する運びとなりまし

た。これにより、高速道路とのアクセス性が向

上することで、都城インター工業団地等への新

たな企業誘致や、霧島ジオパークなどの地域の

資源を生かした観光振興、また、県立宮崎病院

などの第３次救急医療施設への搬送時間の短

縮、さらに、南海トラフ地震等の大規模災害発

生時における後方支援機能の強化など、さまざ

まな効果が考えられ、都城圏域の発展が期待さ

れるところであります。スマートインターチェ

ンジの開通は、地域の持つポテンシャルを引き

出す効果がありますことから、国富町、門川町

で現在整備中の２カ所につきましても、一日も

早く開通するよう、全力で取り組んでまいりま

す。以上であります。〔降壇〕

続きまして、地域路線バスの○満行潤一議員

維持・存続についてお尋ねいたします。このこ

とは、都城市・三股町行政懇話会知事提言項目

の一つであります。国・県の補助で維持されて

いる地域間を結ぶ地域間幹線系統、県・市が補

助する広域的バス路線、市町村で運営されるコ

ミュニティバスや乗り合いタクシー、さまざま

な形で地域の交通網が維持されています。本年

４月から宮崎交通が運行する複数路線の区間廃

止がなされ、代替手段として市町村はコミュニ

ティバスや乗り合いタクシーなどを実施してい

ますが、国・県の支援なしでは、今後、財政負

担が重く、存続できなくなる路線も想定されま

す。生活物資の確保、通院・通学など、地域住

民の足である地域路線バスの維持・存続に対す
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る県の積極的な支援が必要だと思います。知

事、いかがでしょうか。

県内の路線バスは、少○知事（河野俊嗣君）

子化等の影響によりまして、利用者数の減少な

ど大変厳しい状況にありますが、通勤や通学、

通院など地域住民の移動手段として大変重要な

役割を果たしておりまして、路線の維持も重要

な課題であると認識しております。このため県

では、これまでも市町村の地域公共交通会議等

におきまして、将来のバス路線のあり方や活性

化に向けた協議を行いますとともに、路線の運

行費等の支援を行ってきているところでありま

す。また、国の制度を活用して、本年度は、都

城市や日南市、小林市におきまして、住民代表

の方々を交えて地域のニーズに即した路線の見

直しを行います「地域公共交通網形成計画」の

策定に取り組んでいるところであります。県と

しては、今後とも、市町村や交通事業者等と連

携しまして、地域の実情に応じた路線の見直し

や利用促進に努めますとともに、国に対し、補

助制度の充実等を要望しながら、路線の維持に

努めてまいりたいと考えております。

ぜひ、県・国の支援、今後と○満行潤一議員

もよろしくお願い申し上げたいと思います。

続きまして、日豊本線のワンマンカー運行に

ついてお尋ねいたします。熊本地震のときに、

被災地では鉄道無線がつながりにくくなり、個

人所有の携帯電話も不通になったと聞いていま

す。大震災のとき、日豊本線のワンマンカーの

安全運行が担保されるのか。経費節減のための

１人乗車だろうとは思いますが、朝夕の通勤通

学時間帯や夜間に大地震が襲ったら、乗客の安

全確保はできるのか心配になります。県の見解

をお尋ねいたします。

ＪＲ九州で○総合政策部長（永山英也君）

は、ワンマンの列車を含めまして、地震や津波

など、列車運行時に遭遇するさまざまな異常時

を想定したマニュアルや津波ハザードマップの

作成、加えまして、列車からの降車避難が困難

な場所等での避難経路の整備などにも取り組ん

でおります。昨年11月には、宮崎県警と合同

で、走行中に訓練用車両を緊急停止させての避

難誘導、情報伝達訓練が実施されたところであ

ります。また、今回の熊本地震を機に、駅構内

等での定期訓練や、屋外での大規模地震を想定

した訓練についても、より徹底して行っていく

ということでございます。県といたしまして

は、今後ともＪＲ九州に対しまして、災害発生

時における利用者の安全対策が十分に図られる

よう、要望してまいりたいと考えております。

ワンマン運行は、発災時だけ○満行潤一議員

でなくて、障がいを持つ乗客への対応、犯罪や

急病人発生時の対応など、問題点を幾つも惹起

させます。十分過ぎるほどの安全対策をとり運

行いただくよう、ＪＲに今後とも働きかけてい

ただきたいと思います。

続きまして、ＬＣＣ成田線誘致についてであ

ります。宮崎日日新聞で、県が格安航空会社

（ＬＣＣ）の新路線として宮崎―成田線の誘致

活動を始めたと報道されました。国内最大の国

際空港の成田空港は、ＬＣＣ国内線の乗り継ぎ

拠点としても急成長しており、県は、2020年の

東京五輪の合宿誘致や国内外の観光客の誘客を

見据えて、路線拡充を目指すとなっています。

九州の主要空港でＬＣＣ成田線が就航していな

いのは宮崎、長崎のみだと、この報道で知りま

した。ＬＣＣ成田線誘致に向けた意気込みをお

伺いいたします。

大都市から遠○総合政策部長（永山英也君）

隔地にあります本県にとりまして、国内航空
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ネットワークは重要な交通基盤であり、その維

持・充実に努めているところであります。中で

もＬＣＣにつきましては、県民の利便性の向上

だけではなく、国内外から本県への誘客による

交流人口の拡大が期待できるところでありま

す。これまでもその誘致活動を進めてきたとこ

ろでございます。

このような中、昨年８月に関西線への就航が

実現し、新たな需要の取り込み等によりまし

て、高い搭乗率を維持しているところでござい

ます。今後、海外からの誘客も視野に入れた、

より一層の交流拡大を図るために、成田とのＬ

ＣＣ就航が極めて重要であると考えておりま

す。県といたしましては、早期の就航実現に向

けまして、航空会社や関係機関を訪問するな

ど、引き続き積極的に取り組んでまいります。

楽しみにしておきたいと思い○満行潤一議員

ます。

次に、エネルギーの地産地消についてお尋ね

いたします。

再生可能エネルギー等導入推進基金事業が、

ことしで最終年を迎えます。この事業は、公共

施設等への再生可能エネルギーの導入を図り、

低炭素社会実現、大規模災害等に備えた災害に

強い地域づくりを促進する目的となっていま

す。国の補助事業を活用し、基金取り崩し型の

事業補助率10分の10、平成24年から今年度まで

の５年間となっておりますが、この５年間の公

共施設への導入実績をお尋ねいたします。

県では、防災○環境森林部長（大坪篤史君）

拠点等に再生可能エネルギー等を導入して、災

害に強く低炭素社会にふさわしい地域づくりを

推進するため、平成24年度に国の補助金を活用

して９億円の基金を設置いたしました。この基

金を活用しまして、平成24年度から27年度、昨

年度までの４年間の実績で申しますと、避難所

となる市町村の庁舎や小中学校、県立高校など

に、太陽光発電パネルや蓄電池、街路灯を合計

で28件導入し、執行額は８億1,800万円余となっ

ています。この事業によりまして、全国有数の

日照環境を生かした再生可能エネルギー等の導

入が促進されるとともに、避難所の防災拠点と

しての機能向上に寄与したものと考えていると

ころです。

４年間で28件、ことしを入れ○満行潤一議員

たら30件超えるんだろうと思いますが、しか

し、まだまだ整備が必要かなと。ぜひ来年以降

も、防災拠点になる施設へのこの事業の継続を

切にお願い申し上げたいと思います。

次に、電力の自由化の対応についての質問を

企業局にいたします。これまで、家庭や商店向

けの電気は、各地域の電力会社、九州電力とか

関西電力とかだけが販売しており、家庭や商店

では、電気をどの会社から買うか選ぶことはで

きませんでした。ことし４月１日以降は、電気

の小売業への参入が全面自由化されたことによ

り、家庭や商店を含む全ての消費者が、電力会

社や新電力会社から料金メニューを自由に選択

できるようになりました。また、太陽光、風

力、水力、地熱などの再生可能エネルギーを中

心に、電気を供給する事業者から電気を買うこ

とも可能となります。さらに、現在住んでいる

エリア外で発電された電気の購入も可能となり

ます。例えば、都会に住んでいても、ふるさと

で発電した電気を選べる可能性が生まれます。

企業局は、県内の水力のみの発電を行ってお

り、環境に優しい電気を生み出しています。新

電力事業者になれば、電気の地産地消も可能と

なります。企業局の電力自由化の対応について

お尋ねいたします。
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電力システム改革○企業局長（図師雄一君）

によりまして、議員御指摘のとおり、電力の小

売全面自由化などが進められ、各種規制が撤廃

されたことから、企業局では、発電事業者とし

て売電の方法を整理し直す必要があり、また、

電力の計量設備や発電所の監視制御システムの

改良なども必要となります。このうち、当面の

売電につきましては、九州電力と平成37年度ま

での基本契約に基づきまして、今年度から２年

間は、いわゆる総括原価方式に準じた料金での

電力受給契約を結んだところであります。その

後の売電方法につきましては、渇水や災害のリ

スクを考慮しますとともに、将来の設備投資へ

の備えなど、長期的視点に立って慎重に検討し

ていく必要があります。企業局といたしまして

は、電力システム改革は今後の事業展開に大き

な影響を及ぼすことから、引き続き健全経営を

維持できるよう、国や他の公営電気事業者、電

力市場などの動向を注視し、的確に対応してま

いりたいと考えております。

今、企業局は、長期的な九州○満行潤一議員

電力との契約によって、総括原価方式で安定的

に有利に電力は売れているということでありま

すが、この総括原価方式も、当然、企業局も見

直しを図らないといけない状況になるというこ

とであります。要は、県民に一番利益が還元で

きる方式は何なのか、ぜひ今後とも検討を重ね

ていただきたいと思います。

要望としては、豊富な経験を有する技術屋集

団である企業局が、治山ダムへの小規模発電所

の設置とか、市町村が行う小水力発電所の技術

支援とか、積極的に今後とも対応をお願いした

いと思っております。

新電力事業会社の設立について、提案を申し

上げます。全国で幾つもの新電力事業所が、自

治体の出資によって設立されております。その

一つである株式会社やまがた新電力は、山形県

出資33.4％、それに県内外の企業18社で会社が

できています。都道府県レベルでは全国初の新

電力会社として、平成27年９月30日に発足し、

平成28年４月１日より事業開始となりました。

その目的は、再エネの地産地消を通した地域貢

献を目指し、エネルギーの地産地消と供給基地

化、東日本大震災での大規模停電の教訓を踏ま

えた災害対応力の向上、地域資源を活用した地

域経済の活性化と産業の振興となっています。

やまがた新電力が発電事業者から直接調達する

電力は、全て山形県内の再エネ発電施設で発電

されたものです。一定程度の非再エネ電力も扱

う。当初計画では３割ほどであるそうですが、

火力等を主とするほかの電力会社と比べれば、

再エネの比率はかなり高いものになっていま

す。本県も山形県のような新電力会社を設立す

る考えはないか、お尋ねいたします。

株式会社やま○総合政策部長（永山英也君）

がた新電力は、お話にありましたように、地元

企業を中心とした18社と山形県が出資して昨年

９月に設立され、県内で発電された再生可能エ

ネルギー由来の電力を買い取り、それを県内の

公共施設に売電していると伺っております。本

県におきましても、太陽光やバイオマス、小水

力など、豊かな自然環境や地域資源を生かした

再生可能エネルギーの拡大に努めております。

山形県の事例は、エネルギーの地産地消に加

え、地域経済循環に資する取り組みでもありま

すので、県内企業や市町村の動向や意向等を十

分に踏まえて研究してまいりたいと考えており

ます。

ぜひよろしくお願いいたしま○満行潤一議員

す。
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次に、災害に強い安心・安全なまちづくりに

ついてお尋ねしてまいります。

まず、災害拠点給油所についてであります。

大規模な災害が発生するたびに、ガソリンスタ

ンド（給油所）は重要なインフラだと認識され

るようになりました。宮崎日日新聞で、「経産

省が、大規模災害で停電しても自家用車の給油

ができるよう、全国8,000カ所の給油所を指定し

て自家発電設備に全額補助」との報道がありま

した。県内では給油所過疎地がふえつつありま

す。けさの宮崎日日新聞にも書いてありました

が、経営が厳しく閉店が相次ぐ中山間地の給油

所の支援にもなればと思います。災害拠点給油

所の整備には、当然、経営側の協力など多くの

課題がありますが、災害時には大いに有効活用

できると思います。具体的な事業内容をお尋ね

いたします。

御質問の国○危機管理統括監（畑山栄介君）

の災害拠点給油所の整備事業でございますが、

これは、災害時に停電した際にも自家用自動車

への円滑な給油を行うため、地域住民の災害拠

点となるガソリンスタンドによる自家発電機の

導入費用を全額支援するものでございます。こ

の事業は、国から石油商業組合などの民間団体

等を通じて補助が行われ、今後４年間で、全国

で8,000カ所の整備を進めることが目標とされて

おります。給油所への支援を行うに当たって

は、災害時の燃料供給体制を確保するため、災

害が起きても営業を継続することを条件とし、

給油所の場所は、事前にインターネット等で公

表される予定であると伺っております。

問題は、手を挙げていただく○満行潤一議員

ところもいいんですけれども、県内にバランス

よく、ばらつきがないように設置をしてほし

い。海岸線、10号線にずっとあっても、南海ト

ラフ地震があったら、これまた使えない可能性

もあるわけで、ぜひ内陸部と主要都市のバラン

スをとっていただくようにお願いしておきたい

と思います。

次に、公衆Ｗｉ－Ｆｉサービスの災害時利用

についてであります。熊本県の地震のときに、

観光客の利便性向上のために整備した公衆Ｗｉ

－Ｆｉサービス「くまもとフリーＷｉ－Ｆ

ｉ」。県内448のアクセスポイントがあるんだそ

うですが、「非常に重要であったことを再認識

した」と、熊本県の担当者が語っておられま

す。外国人を含む観光客の誘致に活用されてき

た「くまもとフリーＷｉ－Ｆｉ」ですが、2016

年４月の熊本地震では、被災者が利用するだけ

でなく、震災後の応援や支援に駆けつけた災害

ボランティアスタッフが、情報収集手段として

非常に役に立ったといいます。今後、熊本県で

は、観光客誘致という視点だけでなく、災害時

の通信インフラ確保のためにも公衆Ｗｉ－Ｆｉ

を拡大し、安心・安全なまちづくりを目指して

いこうとしています。まず、本県の整備状況に

ついてお尋ねいたします。

Ｗｉ－Ｆ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ｉ環境の整備は、特に外国人観光客を受け入れ

る上で不可欠でありますので、県では昨年度、

利用者にとって利便性の高い、県内統一認証シ

ステムの基盤を構築いたしますとともに、県内

９カ所の観光案内板等にアクセスポイントを設

置したところでございます。このシステムは、

市町村や民間との共同利用を前提に開設してお

りまして、既に５市町が導入しておりますが、

今年度末までには12市町に拡大し、観光地等を

中心にアクセスポイントの設置が進むことと

なっております。また、100を超える飲食店等で

も利用が可能となる予定になっております。今
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後とも、順次、アクセスポイントの拡大促進に

努めてまいりたいと考えております。

なお、４月の熊本地震に際しましては、発生

後約１カ月間でございますけれども、認証手続

なしで利用できる災害モードに切りかえまし

て、観光客等が震災情報を容易に入手できるよ

う努めたところでございます。

今までの本県の対応は、イン○満行潤一議員

バウンド、観光客を対象に整備してきたという

ことは理解できます。防災対策を主な目的とし

た公衆Ｗｉ－Ｆｉサービスを公共施設、避難所

等に整備する考えはないか、お尋ねいたしま

す。

今回の熊本○危機管理統括監（畑山栄介君）

地震におきましては、多くの避難所において、

通信事業者により無料のＷｉ－Ｆｉ環境が臨時

的に整備されたと伺っております。このことか

らも、避難所において、スマートフォンなどか

らインターネットに接続できる環境を整備する

ことは、被災者が災害情報の入手や安否確認な

どを行う上で大変重要であると、改めて認識し

たところであります。このため本県におきまし

ても、南海トラフ地震等の大規模災害の発生に

備え、国の補助制度を活用して、平常時から避

難所においてＷｉ－Ｆｉ環境を確保していくこ

とや、災害時に、通信事業者と連携して迅速に

Ｗｉ－Ｆｉ環境を整備する仕組みを構築するこ

となど、避難所に応じたＷｉ－Ｆｉ環境の整備

のあり方について、市町村とともに研究してま

いりたいと考えております。

ぜひ、災害時の通信インフラ○満行潤一議員

として非常に有効だと思いますので、御検討を

急いでいただきたいと思っています。

次に、防災・救急医療について、何点か触れ

ていきたいと思います。まさに、危機管理局や

消防機関など防災担当部局は常在戦場となって

きました。地域が被災すればその対応が求めら

れ、遠隔地で災害が発生すれば応援体制を求め

られる、そういう時代になりました。

まず、消防職員の増員についてであります。

国は、常備消防力向上のために交付税をふや

し、人員増を求めているとしていますが、現場

には人（戦力）の増員といった実感は乏しい現

実があります。県内の常備消防の現状と課題に

ついて、知事にお伺いします。

県内常備消防の現状に○知事（河野俊嗣君）

ついてでありますが、本年４月１日現在で、県

内10の消防本部におきまして、1,180名の消防職

員が消火、救急、救助、予防、通信指令等の業

務を行っているところであります。課題につき

ましては、消防本部ごとにさまざまであります

が、庁舎の老朽化、高額な設備や車両等の財政

負担、また、技術の進展や社会情勢に対応する

ための高度な専門知識や技術を持った職員の育

成などのほか、人員が不足している消防本部も

あると伺っております。県としましても、これ

らの実態を踏まえ、各消防本部の体制の充実が

図られるよう、国や関係市町村等に働きかけて

まいりたいと考えております。

大分、県内でも消防の充足率○満行潤一議員

の格差というのが広がってきていますので、ぜ

ひ、さらなる市町村に対する助言をいただきた

いと思っています。

次に、救急隊の隊増設についてであります。

救急搬送が大きく伸びています。増加している

原因の一つが、病院間の転院搬送がふえている

ということであるそうです。救急隊の増隊など

対応を急ぐべきではないかと思いますが、御見

解をお尋ねします。

本県では、○危機管理統括監（畑山栄介君）
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高齢化に伴う救急需要の高まりなどによりまし

て、平成27年中の救急出動件数は過去最多の４

万4,089件となっております。このうち転院搬送

が6,586件と15.6％を占めており、全国平均の８

％台と比較して、転院搬送の占める割合が高く

なっているところでございます。このような状

況に対応するため、県としましては、医療機関

に対する転院搬送抑制の申し入れや、利用者に

対する救急車の適正利用の呼びかけなどの取り

組みを行っているところであります。また、消

防機関においては、出動件数の増加に対応する

ため、救急隊の増隊や消防署等の適正な配置を

検討していると伺っております。今後とも、救

急搬送を真に必要としている県民が適正に利用

できるよう、消防機関や医療機関に対する働き

かけや、県民に対する広報等を行ってまいりま

す。

今ありましたように、相当数○満行潤一議員

伸びていますし、そのうち病院間の転送が多

い。現場としては要請があったら断れないわけ

です。当然運ばないといけない。医療機関から

「患者を運んでくれ」と言われたら、むげに断

れない、そういう実態もあります。それも、ぜ

ひ県の指導によって適正な運用をお願いしたい

し、それ以外の搬送も物すごい勢いでふえてい

ます。ぜひ増隊に向けて御努力をいただきたい

と思っています。

次に、県防災救急航空センター職員の増員・

体制の充実についてお尋ねします。防災救急航

空センターに配置された県職員１名のみです。

ヘリ運航は常に危険を伴う業務であり、航空隊

の安全管理には留意していただきたい。増員・

体制の充実が急務だと思います。せめて県職員

の複数配置を検討いただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。

航空センタ○危機管理統括監（畑山栄介君）

ーに配置している職員につきましては、現在、

ヘリコプターの運航管理の総括とともに、県内

９消防本部からの派遣である隊員８名の服務や

予算執行業務などの一般的な事務を行っている

ところであります。今後とも、新たな業務の追

加や業務量の増加などの状況変化を十分に勘案

しまして、必要な体制について検討を行いなが

ら、効率的な業務執行を推進し、センターの円

滑な運営に努めてまいりたいと考えておりま

す。

航空隊の基地である宮崎空港○満行潤一議員

と県庁を、毎日、署長は行き来をしないといけ

ないし、今おっしゃったような本当に多くの業

務がある。ぜひ県庁プロパー職員の増員を早急

に検討いただきたいと思っています。

もう一つ、増員についてですが、県消防学校

専任教官であります。この消防学校の教官、県

職員プロパー教官が２名、各消防本部から派遣

している出向教官が２名、そして非常勤職員を

１名、合計５名となっています。国の基準、い

ろいろあるようですけれども、とりあえず国の

基準８名に達していないと私は認識をしていま

す。教育水準の向上、研修受講者の安全確保な

どの観点からも、県職員として採用する専任教

官を増員すべきではないかと思いますが、いか

がでしょうか。

議員御指摘○危機管理統括監（畑山栄介君）

のとおり、消防学校は今、専任教官２名、県内

消防本部からの派遣教官２名、非常勤職員１名

の計５名で、消防職員や消防団員に対し、消防

に関する知識・技能の習得並びに向上のために

教育訓練を行っているところでございます。ま

た、専門的な知識や資格が必要とされる一部の

教育訓練については、各消防本部からの臨時的
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な講師派遣により対応しているところでありま

す。より実践的な訓練を行うためには、専任の

教官だけではなくて、常日ごろから現場対応を

行っている消防本部からの教官派遣も必要であ

ると考えております。いずれにしましても、教

官体制のあり方につきましては、教育訓練の計

画や実施時期などを見直し、効率化を図りなが

ら、検討してまいりたいと考えております。

県の職員として採用すると○満行潤一議員

なると、現場の経験が乏しい。だから、各消防

本部からも現場の経験者をというのもわかりま

すけれども、もともと足りないと思うんです。

国の基準８名ですから。県の職員もふやす、そ

して、もちろん各消防本部からもお願いをして

来てもらう。県の職員として採用しても、市町

村の消防本部、消防局に研修に出せば、またス

キルを上げて教官として指導ができると思いま

すので、ぜひ専任教官の増員、お願い申し上げ

たいと思います。

次に、あすを担う子供たちの環境整備という

ことで、幾つか質問させていただきます。

まずは、特別支援学校のトイレについてであ

ります。知事、教育長には毎年、県立学校、特

別支援学校の学校関係者や保護者の皆さんと意

見交換の時間をとっていただいています。改め

てお礼を申し上げたいと思います。

さて、ことしの保護者の要望として、学校の

トイレ改善の声が強く上がりました。支援学校

でいけば、日向ひまわり、都城きりしま小林

校、みやざき中央支援、児湯るぴなす、そうい

うところが要望を強くされておりました。校舎

の耐震化率では、全国最下位レベルから全国

トップレベルになるところまで御努力をいただ

きました。既存のトイレを改修し、以前より改

善されてきたところですが、障がい種別が変

わって車椅子の生徒がふえたりして、学校では

不自由を余儀なくされているようであります。

１カ所しかないトイレを多くの児童生徒が利用

していると、他の児童生徒が利用していると使

えず、お漏らしをしてしまう生徒が出てくる。

失敗すると外に出たがらなくなり、社会復帰の

障害ともなるとお聞きしました。本来の多目的

トイレではないので、学校現場は対応に苦慮さ

れているようです。公共施設、民間施設にも多

目的トイレが整備されてきました。本来必要な

学校が整備されていない。財政的な問題はあり

ますが、児童生徒用のトイレ改善に向け早急な

対応をお願いします。教育長、いかがでしょう

か。

特別支援学校の児童○教育長（四本 孝君）

生徒が使用するトイレにつきましては、障がい

の種類を考慮しまして、学校開設時に、洋式便

器あるいは手すりなど必要な整備を行っている

ところでございます。しかしながら、受け入れ

る児童生徒が多様化しており、トイレの改善が

必要となった場合につきましては、介助用ベッ

ドあるいは洗浄シャワーの設置など、計画的に

整備を進めているところでございます。今後と

も、子供たちによりよい教育環境を提供できる

ように、施設整備の充実に努めてまいりたいと

考えております。

スペースが限られているとい○満行潤一議員

うことで、なかなか整備も難しいんだろうとは

思いますが、ぜひ急いでいただきたいと思って

います。

要望ですけど、門川高校の一酸化炭素中毒の

原因は換気扇故障による換気不十分ではないか

と、警察が捜査しているという旨の報道もあり

ました。学校現場は、実習室の複数の換気扇が

故障していたり ほかの原因も考えられます―
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けれども、オーブンが故障していたり そう―

いうことを知らなかったのか、知りながら予算

要求できなかったのか。いずれにしても、あっ

てはならない事故であります。しっかり、真に

必要な予算は要求する。教育長、学校の設備改

善、よろしくお願い申し上げたいと思います。

次に、奨学金制度の充実についてでありま

す。学費が高騰し、世帯収入が下がり続ける中

で、家庭の教育費負担がかつてなく重くなって

います。既に大学生の５割超、大学院生の６割

超が、何らかの奨学金を受給しなくては学業を

続けられないのが実態と言われています。我が

国の公的な奨学金制度の中心である日本学生支

援機構による奨学金は、貸与型の奨学金制度で

あり、その７割超が年３％を上限とする利息つ

きの奨学金（第二種奨学金）となっています。

その返済の負担は大きいものがあります。日本

学生支援機構によると、返済滞納者は約17万

人。給付型奨学金の要望は大きく、国もその検

討に入っていると報道されています。ＯＥＣＤ

加盟34カ国の中で、国の制度として給付型奨学

金がないのは、日本とアイスランドのみだそう

です。ただし、アイスランドは学費が無料とい

うことであります。

貧困の連鎖を防ぎ、家庭経済状況の格差が教

育の格差につながらないよう、高等教育におけ

る給付型奨学金、無利子奨学金の導入が急がれ

ます。県内の就職率全国最低。また、東京オリ

ンピックによってさらなる一極集中の可能性が

あります。そこで提案です。県内就職・定着し

たら、一定期間、返還免除や利息補給などイン

センティブが与えられないか。移住、ＵＩＪタ

ーンより確実に成果が期待できます。また、全

国の自治体にも広がりつつあります。高卒者、

大卒者について、それぞれ教育長、総合政策部

長にお尋ねいたします。

現在、高校生等に対○教育長（四本 孝君）

する奨学金として、宮崎県育英資金事業を実施

しております。これは、将来有能な人材を育成

することを目的として、向学心に富み、すぐれ

た素質を有しながらも、経済的理由により修学

が困難な者に対し、育英資金を貸与するもので

あります。この事業におきましては、全ての利

用者に対し、無利子で奨学金を貸与していると

ころでございます。また、県内に就職・定着し

た者に対する返還の免除ということにつきまし

ては、この事業は、進学のための資金を必要と

する子供たちが、諦めることなく学び続けられ

るようにするためのものであり、返還金を次の

貸与者への原資としておりますことから、その

実施は難しいものと考えております。

大学などの高○総合政策部長（永山英也君）

等教育機関を卒業した若者に対する奨学金の返

還支援についてであります。地方創生に取り組

む中、大学生等の県内への就職・定着を促進す

ることは、地域経済の維持・活性化を図る上で

大きな課題であり、そのためには、奨学金の返

還について一定の支援を行うことは有効な方策

の一つであると認識をしております。国におき

ましても、地元への就職を希望する学生を対象

に無利子奨学金の貸与枠が拡充され、また、地

元産業界とともに地方公共団体が奨学金返還の

支援に取り組む際には、必要な財政措置も講じ

られることとなっております。このような考え

方のもと、本県におきまして本年４月に設立を

いたしました、産学金労官が連携して本県産業

人財の育成を進めますプラットフォーム等の場

において、産業界などと意見交換を行いなが

ら、奨学金返還支援制度のあり方について検討

を行っているところでございます。
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少し希望が見えてきました。○満行潤一議員

ぜひお願いしたいと思います。

高校生、大学生の県内就職率と定着率の向上

についてであります。本県の雇用や労働面の課

題解決に向けた意見交換をする県雇用政策懇談

会が、８月24日、行政・経済・労働団体からの

代表ら12人が出席して開催され、２年連続で全

国最下位となった高校生の県内就職率などを取

り上げ、若者の県内就職・定着促進策を探った

ようであります。この会議で議論された内容

と、それを受けた本県の今後の取り組みについ

てお伺いいたします。

先日の雇○商工観光労働部長（中田哲朗君）

用政策懇談会におきましては、産学労官の代表

者の方々に御出席いただきまして、現在非常に

重要な課題となっております、高校生を初めと

する若者の県内就職・定着促進について、意見

交換を行ったところであります。この中で、県

内企業の魅力を直接、生徒や保護者、教師へＰ

Ｒすることの必要性や、キャリア教育などを通

して、県内で働き生活する機運を高めることの

重要性など、県内就職促進に関するさまざまな

御意見をいただいたところでございます。県と

いたしましては、いただいた御意見等も踏まえ

ながら、今後とも関係機関と連携し、県内企業

と高校の接点づくりに努めますとともに、企業

説明会やインターンシップなどを通して、生徒

や教師のみならず保護者の方々にも、県内企業

の魅力を知っていただく機会をふやしていくな

ど、県内就職の促進に積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

高校への就職コーディネータ○満行潤一議員

ー配置についてであります。大学や高専と違っ

て、高校の就職相談体制は弱いのではないかと

感じます。例えば、みやざきＣＯＣ＋事業は、

宮崎県内の５大学・高専が地方公共団体や企業

等と協働して、学生にとって魅力ある就職先の

創出をする、地域が求める人材を養成する教育

カリキュラムを実施することで、地方創生の中

心となる人の地方への集積を目的としていま

す。平成20年ごろ、地域の雇用失業状況が厳し

い中、離職した失業者等の雇用機会を創出する

ために、各都道府県に基金を造成し、雇用創出

緊急対策事業を実施したときには、各高校でコ

ーディネーターを置いていたと思います。現在

は、県立高校就職支援エリアコーディネーター

が配置されていますが、県西部で言えば、北

諸、西諸６校を担当１人と聞いています。本県

の状況をお尋ねいたします。

就職支援エリアコー○教育長（四本 孝君）

ディネーターにつきましては、本年度、県立高

校に６名を配置して、地域単位で学校と地元企

業との結びつきを強化する役割を担っていると

ころでございます。具体的には、各地域におけ

る就職促進や早期離職防止を目指し、進路指導

担当者と地域の産業関係団体代表者による会議

を開催しております。また、地元企業における

インターンシップの受け入れや、卒業生の就業

状況等の情報を学校に提供しております。

なお、私立高校につきましては、商工観光労

働部が就職支援員を５名配置しており、互いに

情報を共有しながら、高校生の県内就職に向け

た支援を行っているところであります。

数でいけば、県立６人、私立○満行潤一議員

５人、計11人ですよね。大変少ないのではない

かと思います。Ｕターン希望者は学校を頼って

きます。Ｕターン対策にも有効です。全ての高

校に配置するなどコーディネーターをふやす考

えはないか、再度お尋ねいたします。

リーマンショック等○教育長（四本 孝君）
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の影響を受けて高校生の就職が難しかった平

成21～25年度にかけまして、県教育委員会で

は、国の緊急雇用創出交付金を受け、県内外の

求人開拓を行う就職支援員を配置しておりまし

た。現在、経済情勢が回復基調にあり、求人状

況が好転している中で、県内就職の促進が強く

求められておりますことから、学校と地元企業

をつなぎ、地域のネットワークを構築する就職

支援エリアコーディネーターを配置していると

ころでございます。このエリアコーディネータ

ーは、今年度初めて配置をしたものでございま

すので、今後、人数や配置のあり方、業務内容

等をまた検証してまいりたいと考えておりま

す。

県立６人、少ないと思います○満行潤一議員

ので、ぜひ増員をお願いしたいと思います。

前回の質問で、北陸の富山・石川が県内就職

率が高いと紹介いたしました。宮崎と富山・石

川とは、人口、高校卒業者数、事業者数ともほ

とんど同じです。ただ、宮崎の就職者数が3,100

人に対し、富山・石川は2,100人、2,200人で

す。宮崎県の県外就職者数1,400人に対し、富山

は103人、石川164人です。まさに桁違いです。

県内就職率のトップは愛知県です。人口700万を

超える愛知県での就職者は１万2,192人と多いわ

けですが、県外就職者はわずか432人です。地元

企業の意識改革、賃金・労働条件の向上が重要

だと感じます。県内の求人票を見ますと、今ど

き、「皆勤手当5,000円」と明記し自慢する経営

者がいたり、「定期昇給2,000円」と明記されて

いたり、「ボーナス１カ月分」となっていた

り、これでは若者に支持される会社とは思えま

せん。都城市が市内企業に行ったアンケート

で、「人材確保のために高校等に行っているこ

と」に対し、「求人案内の送付」が23％、「イ

ンターンシップ」22％となっていますが、一番

多かった答えは、「特に何もしていない」34％

です。同じアンケートで、実業系高校に卒業後

の市内・市外の就職希望を聞くと、「どちらで

もよい」が24％もあります。行政が幾ら努力し

ても、若者が魅力と感じられる会社をふやさな

いと、県内就職率は向上しません。商工観光労

働部長の認識をお尋ねします。

県におき○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ましては、本年３月に「みやざき産業振興戦

略」を策定しておりますけれども、産学金労官

が連携して、成長産業の振興や中核企業の育成

などに取り組んでいるところであります。県と

しては、これらの取り組みを進めることにより

まして、若者が働きたいと思えるような魅力あ

る企業をふやしていくことが重要であると考え

ております。また、ワークライフバランスが求

められておりますので、「仕事と家庭の両立応

援宣言」企業の拡大に努めますとともに、社会

保険労務士を企業に派遣し、有給休暇取得促進

や時間外労働削減等のアドバイスを行うなど、

働きやすい職場環境整備に取り組む企業を支援

しているところであります。今後とも、宮崎労

働局や産業団体等の関係機関と連携して、若者

にとって魅力ある企業をふやし、県内就職の促

進に努めてまいりたいと考えております。

県内就職率54.8％、この数値○満行潤一議員

は学校基本調査から出ているわけですが、「実

態を反映していない」との指摘もあります。本

社所在地でカウントされるために、旭化成延岡

に就職しても県外、旭有機材だったら県内にカ

ウントされると聞きますが、事実でしょうか。

担当部長の見解をお尋ねします。

学校基本調査○総合政策部長（永山英也君）

におきます高等学校卒業者の就職の状況につき
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ましては、毎年５月１日を基準日として、就職

先等の把握を行っております。この就職先につ

きましては、実際に配属された都道府県への就

職者としてカウントされることとなっておりま

して、県外に本社を置く県内の主な企業に確認

をしましたところ、５月１日時点においては、

おおむね配属先が決定しているとのことでござ

いました。したがいまして、高等学校卒業生の

県内就職率は、実際に県内の事業所に配属され

た就職者の状況をあらわしていると考えており

ます。

はい、わかりました。○満行潤一議員

都城市・三股町行政懇話会知事提言項目に

なっている、県西地区医療圏についてお尋ねし

ます。県西部、西諸・都北の２医療圏で、こど

も医療圏、周産期医療圏が１つとされていま

す。都城市、三股町と地元医師会の努力で、24

時間、365日の初期救急・２次救急体制が維持で

きています。これらの事業に対し、医師確保を

初めとした人的・財政的支援について提言・要

望を行い、当日は稲用副知事に対応いただき、

回答もいただきましたが、再度知事にお尋ねい

たします。

都城市郡医師会病院及○知事（河野俊嗣君）

び国立病院機構都城医療センターにおかれまし

ては、救急・小児医療及び周産期医療の拠点と

しての機能を担っていただきますとともに、圏

域の中核病院として、地域医療の充実に多大な

貢献をいただいているところであります。こど

も医療圏及び周産期医療圏の維持を図るために

は、何よりも小児科医の確保が重要であります

ことから、県としましても、医師の派遣元であ

ります県外大学を直接訪問し、継続的な派遣を

要望するとともに、県医師会や宮崎大学とも連

携して、さまざまな施策を展開するなど、医師

の育成・確保に取り組んでいるところでありま

す。また、都城市郡医師会病院の移転整備費や

都城医療センターの周産期母子医療センターの

施設改修費など、充実強化に向けた支援も行っ

ているところであります。今後とも、地元市町

村と十分な連携を図りながら、県西地区の小児

医療及び周産期医療の充実に取り組んでまいり

たいと考えております。

次に、出資法人への貸付金の○満行潤一議員

会計操作についてお尋ねいたします。

８月22日の朝日新聞に出ていました、全国各

地の自治体で、経営難に陥った公社や第三セク

ターなどの出資法人への貸付金が回収できてい

ないのに、翌年度の予算で穴埋めをして、返済

されているように見せる会計操作が横行してい

るという記事です。いわゆるオーバーナイトや

単コロといった不適切な会計操作が85自治体で

行われていると、この新聞は指摘をしていま

す。オーバーナイトとは、出資法人などが金融

機関から年度末、３月31日に資金を借り、全額

を自治体に一旦返済。翌年度、要するに翌日、

４月１日に自治体が再び法人に資金を貸し、そ

れをもとに銀行に返済をする、一夜貸しと言わ

れるものです。単コロは、決算作業のために年

度をまたいで資金の調整ができる出納整理期間

（４月から５月）を利用し、翌年度の貸付金財

源を前年度の返済に充てて、年度末に返済が

あったように処理する、単年度転がしと言われ

ます。本県、市町村とも指摘するような不適切

な会計処理はないと思いますが、現状はどう

なっているのか確認いたします。お願いしま

す。

県が行っておりま○総務部長（桑山秀彦君）

す公社及び第三セクター等に対する短期貸付金

のうち、毎年度、反復かつ継続的に貸し付けが
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行われ、その返済が出納整理期間に行われるこ

とが常態化している、いわゆる単コロと呼ばれ

る貸し付けはありませんけれども、返済が年度

末までに行われている、いわゆるオーバーナイ

トにつきましては、３法人に対して４件の貸し

付けがございます。また、県内市町村におきま

しても、いわゆる単コロによる貸し付けはあり

ませんけれども、オーバーナイトにつきまして

は、５法人に対して17市町村で24件の貸し付け

がございます。総務省は、このオーバーナイト

につきましては、「一概に不適切な財政運営で

あるとは言えないが、実態に即した財政運営が

行われるよう改善すべきである」という見解を

示しております。県としては、これまでも計画

的な解消に努めてまいりましたが、今後も引き

続き、解消に向けて取り組んでまいりますとと

もに、市町村に対しても、必要な助言等を行っ

てまいりたいと考えております。

最後になりましたが、戻りま○満行潤一議員

すけれども、権利登記、不動産所有権登記につ

いてであります。権利放棄（相続未登記など）

により所有権移転登記していない土地がふえ、

所有者の確定に手間取り、防災対策など大きな

支障を来すことが懸念されています。東日本大

震災の津波で被害を受けた宅地を自治体が買い

取る事業において、買い取り希望があった登記

上の土地約４万4,725カ所のうち、相続人の全員

と連絡がとれないことなどの理由で、今でも買

い取りが進んでいない宅地が全体の17％に上る

という報告もあります。また、固定資産税の徴

収が困難になっている不動産が年々増加をして

います。個人の財産であると同時に公共的性格

をあわせ持つはずの土地（国土）が放置され、

所有者不明になる。幾つもの部署に関係がある

と思いますが、代表して県土整備部長に現状を

お尋ねいたします。

防災対策あ○県土整備部長（東 憲之介君）

るいは災害復旧工事など、公共事業にかかわる

ところの必要な用地の取得でございますけれど

も、相続登記がなされていない土地がある場合

については、相続人全員の承諾を得た上で売買

契約を締結して、所有権移転登記を行う必要が

ございます。このため、特に何代にもわたり相

続登記がなされずに相続人が多数となっている

場合には、その中に死亡や行方不明の方がいる

ことから、必要書類の収集や用地交渉に多大な

労力と時間を要して、工事着工に支障が生じる

こともあります。県といたしましては、このよ

うな場合には、法的に用地取得を可能とする不

在者財産管理人制度や土地収用制度などを活用

して、公共事業の円滑な推進に努めているとこ

ろでございます。

要望ですけれども、今後ます○満行潤一議員

ます、権利放棄による所有権移転登記をしてい

ない土地がふえることは容易に予想されます。

不動産登記（権利登記）は任意であり、登記後

に所有者が転居した場合も、住所変更の通知義

務はありません。法制度の不備と指摘せざるを

得ません。国に対し、権利登記の厳格化の取り

組みを要請いただきたいと思います。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

次は、清山知憲議員。○宮原義久副議長

〔登壇〕（拍手） 自由民主党○清山知憲議員

の清山知憲です。

きょうは最初に、新幹線の質問をしたいと思

いますけれども、九州新幹線は整備が決まって

から40年時間がかかりました。果たして40年

後、ここの議場におられる皆さんもどれぐらい

健在でおられるのか 御健在でおられること―
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を祈念申し上げておりますけれども。知事はき

のう52歳になりましたが、ぎりぎりかなと思っ

ております。当事者は次の世代の方々かなと思

うので、我々、だからこそ無責任に考えられな

いし、また真剣に考えていく必要があるのかな

と思っております。

つい先月、九州経済連合会の月報に、福岡大

学教授で元佐賀市長を務めた木下敏之さんの寄

稿が掲載されていました。そのタイトルは、

「小倉駅―北九州空港―大分駅間に新幹線を走

らせよう」というもので、いかに小倉と大分駅

の間に新幹線を先行開業することの効果が高い

か、そして、大分より南は非常に採算が厳しい

ので、鹿児島から宮崎までの部分整備、部分開

業など現実的な選択を模索すべきだなどと、私

見が述べられております。さらに、次の新幹線

を見据えて、福岡、大分の経済界は動き出すべ

きだとも呼びかけております。

大分県ではこの４月以降、実に県主導で６回

も県内各地で説明会が開催されており、その説

明会の中でも、「小倉から大分まで先行開業さ

せたほうがいいんじゃないか」というような質

問が相次いでおり、また、先日の８月30日には

大分県の経済５団体、そして９月２日には大分

県の青年経済４団体が、大分県知事に対して新

幹線整備を求める要望書を提出しており、大分

県内の機運は徐々に高まりつつあるのかなと感

じております。

また一方、東洋経済オンライン７月12日の記

事は、「「次の新幹線」が実現するのはどの地

域か？」というタイトルですが、そこでは、官

民一体で攻める四国に対して、及び腰の東九州

ということで、河野知事のコメントが、「（県

内で）議論がそれほど盛り上がっていると感じ

ていない」というふうに紹介されております。

この３月に野村総研へ依頼して調査報告書がで

き上がったわけですけれども、その後の県内自

治体との意見交換の状況、また、県内の機運に

ついて知事がどう感じておられるのかお伺い

し、以下、質問者席よりお伺いします。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

今回、東九州新幹線鉄道建設促進期成会で実

施しました調査の結果につきましては、県内市

町村への説明会を開催し、東九州新幹線の効果

や課題について説明を行いますとともに、今後

の要望活動等について理解を得たところであり

ます。説明会の中では、「日豊本線の利便性の

向上にもしっかりと取り組んでほしい」といっ

た意見もいただいております。

県内の機運につきましては、現時点では機運

の高まりといった段階にはないと考えておりま

すが、これまでは毎年の要望項目の１項目だけ

にとどまっていたものが、しっかりと将来を見

据えた課題として議論すべきものだという位置

づけになりつつあるのではないかと受けとめて

おります。今後、日豊本線の高速化などの、今

回の結果と比較できるデータをそろえ、改めて

東九州新幹線整備のメリットや課題等につきま

して情報共有を図りながら、県議会での議論を

いただいた上で、県民との意見交換等を行って

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

宮崎県では、５月に一度だけ○清山知憲議員

県内自治体と意見交換、説明をされたというこ

とですけれども、県内の機運の高まりがないと

いうのは、私なりに考えるに、この調査報告書

で示された新幹線の姿というのが、いまいち県

民にとって心躍るものじゃないんじゃないかな
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と。また一方で、現実味のないように感じられ

ているんじゃないかなとも感じているわけで

す。一方で、この報告書の予測というものをそ

のままうのみにしてもいいのかという疑問も、

私の中で湧いてきましたので、以下質問してま

いります。

報告書の最初に、対象地域のゾーニングを

行っていて、鹿児島と大隅地域を大きく１つの

ゾーニングとしておりますが、それが妥当なの

か。また、そのルートの上には鹿児島県内で第

２の人口を誇る霧島市があって、その霧島市内

の国分駅がありますけれども、新幹線停車駅と

して国分駅は想定されているのか、総合政策部

長へお伺いします。

今回の調査○総合政策部長（永山英也君）

は、一定の前提条件のもとに実施したシミュレ

ーションであり、その前提条件の一つとなる発

着ゾーンにつきましては、需要予測等の検討を

行うため、国土交通省の「全国幹線旅客純流動

調査」において使用されている生活圏ゾーンを

活用して設定し、各ゾーンの地理的中心を駅と

みなすことにしております。今回の調査では、

そのルートの想定におきまして、基本計画で示

されております起点、終点、経由地を最短で接

続するというような設定をしておりますことか

ら、鹿児島・大隅地域については一体とした地

域とみなし、同一ゾーンとしたところでありま

す。また、国分駅があります霧島市は、先ほど

申し上げました「全国幹線旅客純流動調査」で

鹿児島生活圏に含まれていることから、ゾーン

の地理的中心であります鹿児島中央駅でのみ効

果算定を行ったところでございます。

都城と鹿児島のほぼ中間に位○清山知憲議員

置して、鹿児島県内第２の自治体である霧島市

に新幹線停車駅を想定しないのはどうなのかな

と、ちょっと疑問にも思ったところでした。

また、宮崎と鹿児島の間の交通量予測につい

てお伺いしたいと思います。この交通量予測と

いうのは、それらの地域の間を走る自家用車、

バス、鉄道などが、それぞれどれぐらいの割合

で利用されるかという分担率を割り出して、そ

れが新幹線開業後にどう変化するのかというの

を見るんですが、現状では宮崎―鹿児島間は鉄

道分担率が4.9％と、非常に低いんですけれど

も、これが新幹線開業後は6.5％という予測をし

ていて、それが1.6％だけ上がると。都城―鹿児

島間に至っては、開業後はたった１％、残り90

％以上が自家用車を使うと。そうした分担率に

基づく2040年の両区間の断面交通量というの

は2,840人、これはほとんど在来特急線からの転

移の数なんですけれども、それに対して北九州

―大分間は２万1,300人ということで、こちらの

ほうは約８倍になりますが、そうした鉄道利用

率、今、特急で２時間かかっているものが、新

幹線開業で最短で29分になる。だけれど、鉄道

を使う人は1.6％しかふえない。これは定性的に

考えても随分悲観的な予測だと思うんですが、

きちんとした前提条件や計算に基づいた妥当な

予測と感じるのか、部長へ引き続きお伺いしま

す。

今回の調査に○総合政策部長（永山英也君）

おきましては、より客観的な費用対効果（Ｂバ

イＣ）を算出するため、新幹線開業によります

誘発需要、新しい需要を見込むことなく、現状

の旅客需要をベースに推計をしております。宮

崎―鹿児島区間の現状においては、車の利用が

極めて多いことから、１日当たり鉄道旅客数667

人に対して、全交通機関の旅客数は１万3,682人

で、先ほどありましたように鉄道分担率は4.9％

と、かなり低くなっております。この区間は車
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での移動がかなり定着していることや、開業後

の運賃など移動コストの面等から、新幹線にシ

フトする量を限定的に予測しておりまして、開

業後の推計は6.5％となっております。このた

め、この区間の乗車人数を示す断面交通量につ

いても、この鉄道分担率をベースに推計を行っ

ていますことから、かための予測となっている

ところでございます。

「かための予測」とおっしゃ○清山知憲議員

いましたけれども、これがかためかどうか全然

わからないですよね。なぜなら、前提条件、例

えば運賃とか、自動車を使った場合のコストと

か所要時間とか、そうした前提条件を教えてく

れと言っても、野村総研側が全然教えてくれな

いのでですね。だから、そうしたものが明らか

にならないと、そして中間計算をどういうふう

にしているのかわからないと、妥当かどうか議

論もできないんですけれども、今後、きちんと

推計の根拠となっている前提条件とか中間の計

算とかを求めていくことができるでしょうか、

部長へお伺いします。

今回の鉄道分○総合政策部長（永山英也君）

担率の予測については、前提条件として、まず

時間の面ですけれども、整備後の新幹線の所要

時間は29分でありますが、現行の特急が129分、

自家用車が133分、高速バスが166分。コストの

面としては、九州新幹線の水準をもとに新幹線

の料金を5,480円として、現行特急が4,220円、

高速道路の料金が3,780円、高速バスが2,780

円、こういうデータのもとで分担率の推計を

行っております。今回の調査は、先ほど申し上

げましたけれども、客観的なＢバイＣを出すこ

とを目的としたものでありまして、宮崎―鹿児

島区間につきましては、自家用車の利用が全体

の92％と極めて高く、自家用車は複数での利用

が可能なことから、この区間について新幹線へ

の転換は多くないという考え方をベースに、調

査機関の知見やノウハウを用いて推計をした結

果、開業後の鉄道分担率は6.5％となったという

ふうな報告を受けております。

今の部長の答弁で、担当との○清山知憲議員

やりとりで出てこなかった数字が新しく出てき

たものがあるんです。難しく犠牲量モデルとか

いろいろ計算しているんですが、もう一点

ちょっと確認させてもらいますけれども、そう

した前提条件で、どういうふうな経路、途中計

算をたどってこの数字が出ているのか、もっと

詳しい情報を後で教えていただけるように求め

ることができますか。

かなり難しい○総合政策部長（永山英也君）

計算をしているようですので、私自身も全てを

理解しているわけではありませんけれども、今

回の鉄道分担率については、基本的には車から

の分担の変更はなく、高速バスの利用者が転換

するというふうなことがベースに推計をされて

いるようでございます。どこまで議員に御説明

できるか、また検討してみたいと思っておりま

す。

たしか自家用車からの転換需○清山知憲議員

要が160台とか書いている数字があったと思うん

ですけれども、この後も総合交通課を通して、

ぜひさまざまな情報をいただきたいと思うんで

すが。

この報告書を見ると、北九州から大分までが

実際に客観的にも有利であるということは間違

いないんですけれども、この新幹線を大分だけ

ではなく宮崎にもということで動くのであれ

ば、この調査、本当にこれでいいのか、しっか

り妥当性を考えていきたいと思いますし、ま

た、鹿児島から宮崎まで独自に 全体の東九―
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州全線の整備を目指すという方針は持ったま

ま、鹿児島から宮崎まで先行開業したときのシ

ミュレーションも行わないと、なかなか県内で

もリアリティーを持って議論が進まないんじゃ

ないかという気もします。

仮の話ですけれども、鹿児島―宮崎ルートが

でき上がっている状態では、旅客の動向もまる

で変わってきます。福岡へアクセスするにして

も、南から鹿児島を経由して行きますし、また

整備費用でも、現状では、全線開通した場合

は、宮崎県内区間の整備費用は全体の約４割を

占めて１兆430億円というふうに想定されており

ますけれども、宮崎―鹿児島までの区間に限る

と、県内の整備費用は単純に割ったら2,900億円

と減少していて、県の負担額も、全線開通の場

合で毎年38～57億円が、単純計算で11～16億

と、こういうのは思考実験にすぎませんけれど

も。

昨年度の総務政策委員会でもいろんな意見が

出ましたが、鹿児島から宮崎まで先行開業した

場合のコストや効果についてもシミュレーショ

ンするべきではないか、知事にお伺いします。

東九州新幹線の整備と○知事（河野俊嗣君）

いうものは、九州全体の高速交通ネットワーク

を形成する重要な基盤でもあります。また、大

規模事業となるものでありますので、本県単独

で推進できるものでなく、期成会の４県１市で

十分に連携をし、将来につなぐ息の長い取り組

みとして、まずは国に対し整備計画への格上げ

をアピールし続けていくことが重要であると考

えております。将来的に、整備計画に決定され

た後には、工事実施計画を検討する中で、工事

の区間や工事方法などの詳細が決まってまいり

ますが、県としましては、県内区間ができるだ

け早く着工され、本県にとって早期にメリット

が出るように、どのように国にアピールをして

いくのか。御指摘のようなシミュレーション等

もいろんな選択肢の中であろうかと思っており

ますが、現時点から長期的な課題として認識を

していく必要があると考えております。

否定もされていないのかなと○清山知憲議員

も思いますけれども、私自身も正直、30年、40

年後の宮崎に新幹線が本当に必要かどうかとい

うのは確信が持てないです。この調査報告書を

見てもですね。しかし、東九州の全線開通のほ

かにどんなシチュエーションがあり得るのかと

いうことも、議論のために理解しておきたい気

もしますので。いずれにせよ、県民の機運とい

うものが必要なプロジェクトですから、今後何

をすべきなのか、また、何が本当に県民にとっ

てベストなのかを検討していただきたいと思い

ます。

再質問したので時間がなくなってきて、早足

で行きますけれども。次の財政の話題に移りた

いんですが、近年、県債残高は順調に減り続け

ていて、また、財政調整２基金はこの数年、年

度末には400億円台後半という水準に毎年戻して

おりますけれども、今後、毎年の借金返済額に

当たる公債費の水準というものはどれぐらいが

適正と考えるのか。また、財政調整２基金はど

ういった水準が適正と考えるのか、総務部長へ

お伺いします。

まず、公債費につ○総務部長（桑山秀彦君）

いてでありますけれども、地方財政の健全化を

判断する指標の一つとして、財政規模に対する

公債費の割合を示します「実質公債費比率」と

いうものがございます。本県においては、平

成26年度決算で16.7％でありますが、この比率

が18％以上になりますと、毎年度の県債発行に

つきまして、国の許可が必要となってまいりま
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す。これまでの本県の公債費と実質公債費比率

の推移から勘案しますと、公債費が900億円を超

過する状況が続きますと、実質公債費比率が17

％台になっておりますことから、公債費がおお

むね900億円を超えないことが一つの目安であろ

うと考えております。

次に、財政関係２基金についてでありますけ

れども、当初予算編成時に毎年度200億円程度を

取り崩しておりますこと、それからまた、災害

時などの緊急的な支出の備えとして、おおむ

ね200億円程度は確保しておく必要があることか

ら考えますと、現在とほぼ同規模のおおむね400

億円から450億円程度は維持していく必要がある

と考えております。

公債費は900億を超えない程度○清山知憲議員

に、財政関係２基金は今の水準をキープすると

いうことで、今後の財政需要に対応していくの

かなと思いますが。

県は近年、毎年、政策的な基金を造成してい

て、平成25年度は成長産業育成加速化基金、26

年は人財づくり、27年は大規模災害、そして今

年度は県営電気事業みやざき創生というふうに

たくさんできてきているわけですけれども、県

民にとって、どんな基金が今あって、残高がど

れぐらいなのか、非常にわかりにくい状況です

が、そうした県独自の基金が幾つあって、残高

が幾らに上るのか、総務部長にお伺いします。

県独自で設置しま○総務部長（桑山秀彦君）

した基金の数及び残高につきましては、平成27

年度末時点で、19の基金、残高は857億2,900万

円余となっております。

今年度加わった県営電気事業○清山知憲議員

関係の基金を加えると、その数は20となってい

て、財政関係２基金を差し引くと360億程度、そ

のうち193億円を県有施設整備基金が占めている

状況かなと思いますが、基金の数が20というの

はやや多く感じますし、また、その中には役割

がだんだん曖昧になってきているものもあるよ

うに見受けられるので、もう少し整理してはど

うかなと感じたところです。

次の質問に移りますけれども、宮崎県住宅供

給公社と県の道路公社は解散時期が迫ってまい

りましたが、その２つの公社が解散するに当た

り、県に入ってくる出資金の返還額や譲渡され

る資産についてはどのような状況か、県土整備

部長へお伺いします。

県住宅供給○県土整備部長（東 憲之介君）

公社につきましては、出資金の返還額は1,020万

円となっております。また、資産譲渡の見込み

額につきましては、不動産の売却などの処分が

終了しないとわかりませんが、平成28年３月末

時点で保有する資産は、現金預金、有価証券な

どが約50億円、土地及び建物の不動産などが

約20億円となっております。

次に、県道路公社につきましては、出資金の

返還額は29億8,700万円となっております。ま

た、譲渡する資産はありませんが、保有する一

ツ葉有料道路は、解散後、県に帰属することと

なります。

その２つを合わせると、少な○清山知憲議員

くとも80億円、多くて100億円程度の金額が４～

５年以内に県に入ってくるのかなと思いますけ

れども、これはきちんと将来に備えて基金に積

み立てておかなければいけないお金じゃないか

なと思います。私もちょうど３年前の平成25年

９月議会に、当時、公共施設マネジメント白書

という言葉で作成を求めてきたものが、この議

会で公共施設等総合管理計画として示されてお

りますけれども、それを見てみると、行政庁

舎、県営住宅、県立学校、警察施設、そして病
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院施設など、非常に多くの施設に老朽化対策と

維持にお金がかかり、また、大ざっぱに、今

後40年間で6,700億円という試算もあります。今

後の個別計画の策定をまたなければ正確な額は

わからないということですけれども、今後、国

体に向けた施設整備、それから防災拠点庁舎の

整備、さらに膨大に上る県有施設の維持・管

理、そうしたものの経費に備えてどうやりくり

をしていくのか、知事にお考えを伺います。

今後想定されます施設○知事（河野俊嗣君）

整備のうち、防災拠点庁舎については、現段階

で120億円程度の整備費を見込んでいるところで

あります。現在検討中であります国体開催に伴

う施設整備や公共施設の老朽化対策に係る経費

等につきましては、現時点でその財源を見込む

ことはできませんが、極めて多額の財源が必要

になるのではないかと想定されます。通常、施

設整備を行う場合、国などの補助金・交付金を

除いた県負担分について、その一定割合を県債

発行で賄い、残りに一般財源を充てることにな

りますので、整備に当たりましては、できるだ

け財政運営上有利な補助金・交付金や起債など

を活用し、県としての一般財源をできるだけ少

なく充てる、そのような工夫をしているところ

でありますが、それでも相当な額が必要になっ

てくるものと見込まれます。現段階で県有施設

維持整備基金の残高は190億円程度しかなく、長

期的には不足することが予想されますので、さ

らなる積み増しを行っていく必要があるものと

考えております。

数年後には臨時のお金が入っ○清山知憲議員

てくるといっても、近い将来の財政需要に備え

なくてはならないということがわかりました。

財政課はよく、財政圧迫の原因として、毎年

の社会保障関係経費が、ことしだと一般財源ベ

ースで841億円、これは一般財源の21％を占めて

いるわけですけれども そういう説明をされ―

るんですが、これは具体的には、県内の医療や

子ども・子育て、障がい者福祉など、あらゆる

社会保障関係経費の県負担額が含まれているわ

けですけれども、特にその中で大きな額を占め

る医療費について、県内における後期高齢者医

療費と市町村国保の医療費はそれぞれ幾らに上

るのか、福祉保健部長へお伺いします。

確認できます○福祉保健部長（日隈俊郎君）

直近の平成26年度の医療費で申し上げますと、

後期高齢者医療が約1,534億円、市町村国保が

約1,148億円となっております。

なお、本県の平成26年度概算医療費は約3,860

億円となっております。

次に、それらの後期高齢者と○清山知憲議員

市町村国保の医療費に対して支出される、本県

負担額及び医療費に対する割合をお伺いしま

す。

平成26年度の○福祉保健部長（日隈俊郎君）

県負担額でございますが、後期高齢者医療が

約150億円、市町村国保が約124億円となってお

ります。また、それぞれの医療費に対する県負

担の割合でございますが、後期高齢者医療が

約10％、市町村国保が約11％となります。

今まで財政課は、社会保障関○清山知憲議員

係費の上昇というところは説明されてきたんで

すけれども、具体的に、県内の医療費がどのよ

うに県の負担につながっているかというところ

については、余り説明されることがなかったよ

うに思います。それぞれ10％、11％ということ

ですが、これの中には、高額療養費制度といっ

て、医療費が高額に上ったときに患者さんの負

担を一定額に抑えるための制度、それに対する

県の拠出も含まれてはいるものの、我々の日々
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の医療費の約１割に近い数字が県の一般財源か

ら負担されていると。そうした数字はもっと意

識してもいいと思いますし、また、そういうと

ころに対する政策も必要なんじゃないかなと感

じるところでございます。

国内では、医療の質を落とすことなく医療費

の上昇を抑えることに成功した手法として、広

島県呉市の手法が注目されており、「呉市モデ

ル」と呼ばれたりもするわけですが、これは知

事の出身地、地元でもございますけれども、県

として呉市モデルの手法についてどのように考

えるのか、部長へお伺いします。

お話にありま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

した広島県呉市の取り組みについてでございま

すが、県としても大変注目しているところであ

ります。昨年度、国民健康保険団体連合会が主

催したトップセミナーに、県内17の市町村長等

が参加しておられまして、調査を行っていると

ころであります。また、本県では、全ての市町

村がデータヘルス計画というのを策定している

んですけれども、呉市同様、レセプトや健診デ

ータを活用した重症化予防に取り組んでいると

ころであります。県としましても、効果的な事

業の実施に向けて、助言等の支援を行っている

ところでございます。今後とも、呉市を初め、

効果的な先進事例の情報収集に努めながら、新

たな透析患者を減少させる市町村の取り組みに

対する支援を行うなど、本県の医療費適正化に

向けた取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。

平成30年には国保が県単位へ○清山知憲議員

広域化されますし、国としては医療費適正化へ

の取り組みに応じた自治体への財政支援も用意

されているということで、今後、実効性のある

取り組みを期待したいと思います。

次に、薬剤師会は医薬品の適正使用の周知徹

底などに取り組んでおり、私も現場にいて、医

薬品に関する知識が、患者さんや一般の方々に

はまだまだ足りないなと実感することがよくあ

るんですけれども、非常に重要なこの取り組み

を、地域でも積極的に推進していくおつもりは

ないか、福祉保健部長へお伺いします。

医薬品の正し○福祉保健部長（日隈俊郎君）

い使い方などを地域で普及啓発する活動は、医

薬品の多剤・重複の防止や残薬解消などが図ら

れ、薬物療法の安全性・有効性が向上するほ

か、医療費の適正化にもつながるものと考えて

おります。このため県では、薬剤師会が地域で

実施している出前講座等に資料提供を行うな

ど、連携を図っているところであります。ま

た、毎年10月に「薬と健康の週間」というのが

あるんですが、ここにおきまして、医薬品に関

する正しい知識などについて広く普及を図るこ

ととしており、薬剤師会等と協力して各地域で

イベント等を実施しているところであります。

さらに、市町村におきましても、薬剤師会等と

連携しながら、医薬品の多剤・重複服用者に対

する訪問指導を実施しているところであります

が、県としましても、国の交付金を活用しなが

ら、市町村の取り組みを積極的に支援してまい

りたいと考えております。

国の交付金がなくとも、ぜひ○清山知憲議員

県としても取り組んでいただきたいなと思うと

ころでございます。

続いて、がんサロンについてお伺いします。

限られた資源である医療を適正に使うために

は、患者さんが正しい知識を持つ必要があっ

て、それは、我々が作成した地域医療を守り育

てる条例やがん対策推進条例などでもうたった

ところでございます。そこで、がん患者やその
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家族の学習の場として、がんサロンは非常に重

要な役割を果たしていて、私も実際にその様子

を見に行ったわけでございますが、そこでは、

患者さん同士や、時には医療者も交えて、さま

ざまな不安を打ち明けたり相談をしたり、不安

軽減や正しい知識の習得につながっているわけ

ですけれども、そうした取り組みは、ひいては

過剰な検査やドクターショッピングを防ぐとい

う意味でも効果があるものと感じております。

しかし、宮崎県内では、鹿児島や熊本の広がり

に比べてややおくれをとっているように感じる

んですけれども、県として、がんサロンの広報

の強化や開催機会の拡充、また関係機関との連

携強化に努めていくおつもりはないか、部長へ

お伺いします。

お話がありま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

したがんサロンは、がんの患者団体や医療機関

などが運営主体となっておられまして、交流や

情報交換をする場でございます。これにより、

参加者は不安や孤独感を軽減することなどがで

きるものと思います。その中には、医療関係者

ががんに関する知識や情報を提供しているもの

もありまして、このような活動は大変有意義な

ものであると考えております。県としまして

は、がんに関する治療や療養生活全般、医療機

関に関する情報などの相談対応については、が

ん診療連携拠点病院等に設置されております、

がん相談支援センターを中心に体制整備を進め

ているところでありますが、今後とも、このセ

ンターとがんサロンで相互に情報共有を図って

いただくとともに、テレビによる啓発やリーフ

レットの作成・配布等により、広報の充実に努

めてまいりたいと考えております。

この質問を担当とやりとり等○清山知憲議員

する中で、いろんな課題が浮き彫りになって、

非常に有意義な時間だったと思っております。

何をがんサロンとみなすかとか、拠点病院の相

談支援センターとのかかわり、また県職員との

かかわり。例えば、熊本県なんかでは県の職員

が積極的にがんサロンに出向いて、お互いコミ

ュニケーションをとっておりますし、今後そう

したかかわりのあり方なんかについても頑張っ

ていただきたいなと思っております。

続いて、医師不足、特に小児科医の不足につ

いて取り上げますが、宮崎市は、ありがたいこ

とに年間365日、お正月もお盆も夜の７時から翌

朝７時まで、内科、外科、小児科、全部いつで

もかかることができる夜間急病センターが整備

されております。こうした体制は、県内だと宮

崎市と都城市だけであります。また、都道府県

レベルで見ても、必ずしもこれが当たり前じゃ

なくて、九州では佐賀市や大分市などは、全く

こうした体制にはなく、小児科で言うと午後10

時までの診療で、午後10時を過ぎると患者さん

たちで探してくださいというような体制になっ

ています。なので、こうした体制はいつまでも

当たり前のものではなくて、いつなくなっても

おかしくないものではありますが。

近年、小児科医の高齢化に伴い、今から３年

後には、宮崎市内でも午後11時以降の深夜帯に

勤務する小児科の60歳未満の医師が６～７人程

度まで激減することが予想されています。そう

なると、まず深夜帯の診療を中止するというこ

とが現実的なものとなってきます。そこでま

ず、県内の小児科医の年代構成と全体の数の推

移、それから他県の医学部からの派遣状況につ

いてお伺いします。

まず、県内小○福祉保健部長（日隈俊郎君）

児科医の年代構成についてでありますが、厚生

労働省の調査により、現在、比較検討可能な平
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成24年と26年を比較しますと、30代から50代ま

でがそれぞれ30名前後で推移しておりまし

て、60代以上が32名から35名と若干増加してお

ります。また、本県の小児科医の数ですけれど

も、新医師臨床研修制度が実施されました平

成16年の129名から、平成26年は132名と若干増

加しております。

次に、他県大学から常勤で派遣されている小

児科医の数でございますが、平成28年４月現在

で、福岡大学から都城市郡医師会病院に２名、

熊本大学から都城医療センター及び県立延岡病

院に、それぞれ５名となっております。なお、

国立病院機構宮崎病院には、大分大学から平

成26年度は３名、27年度は１名派遣されており

ましたが、28年度は、大分大学からの派遣にか

わり宮崎大学から２名派遣となっております。

県内全体の小児科医の数、ま○清山知憲議員

た年代別の数も、それほど減ってはいなさそう

です。しかし、川南の病院は、今あったように

大分大学が引き揚げてしまい、宮大がカバーす

るようになりました。また、都城は福岡大学、

熊本大学からの派遣に大きく依存しており、特

に熊本大学は、都城と延岡それぞれに常勤の小

児科医を５人ずつ、合わせて10人も派遣してく

ださっていて、これは大変ありがたいんですけ

れども、リスクでもあると認識しなければいけ

ないと思います。こうした他県医学部への依存

や急病センター当直医師の高齢化、そして、従

来あるように県立こども療育センターの常勤小

児科医の確保など、小児科をめぐる県内の状況

は大変厳しいんですけれども、県の認識と今後

の取り組みについてお伺いします。

子育て支援な○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ど少子化対策に取り組んでいる中、お話にあり

ました夜間急病センターの当直医師の確保を初

め、小児科医を含めた医師の確保は、県全域に

わたる大変重要な課題であると認識しておりま

す。このため、宮崎大学医学部への地域枠、地

域特別枠の設置や、医学生への医師修学資金の

貸与、地域医療・総合診療医学講座の設置を初

め、特に小児科医の確保を図るために、小児科

専門医を目指す後期研修医に対し研修資金の貸

与を行っているところであります。今後とも、

宮崎大学医学部等と連携を図りながら、小児科

医の育成・確保に取り組んでまいりたいと考え

ております。

この小児科の問題は、一体何○清山知憲議員

が本当に効果のある施策か考えながら、ぜひ真

剣に取り組んでいただきたいと思います。

次に、病院局長へお伺いします。県立病院

は、我が県にとって死活的に重要な若手医師の

養成機関、また受け皿として、宮崎大学に並ぶ

非常に重要な位置を占めるんですけれども、こ

の直近５年間で県立宮崎病院を基幹型研修病院

として初期研修を終えたドクターのうち、県外

へ転出した数、そして県立宮崎病院へ残った

数、宮崎大学医局へ入局した数について、それ

ぞれお伺いいたします。

県立宮崎病院を基○病院局長（土持正弘君）

幹型病院として初期臨床研修を修了した医師で

ございますが、平成23年度以降の５年間で計33

人であります。そのうち県外病院への転出者

は18人、県立宮崎病院に残った医師は５人、宮

崎大学医学部医局に入局した医師は10人となっ

ております。

過去５年で33人のうち18人が○清山知憲議員

県外へ、半数以上が転出しているという数字で

す。これは率直に考えて、基幹的な県立病院と

しては大きな課題であると認識する必要がある

と思います。今後の新専門医制度を見据える
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と、ますます宮崎大学の県内における役割は大

きくなり、また、宮崎大学医局に入局するとい

う進路も重要になってくると思いますけれど

も、今後、県立宮崎病院として研修医の県内定

着を図るためどう取り組んでいかれるおつもり

か、病院局長へお伺いします。

議員御指摘のとお○病院局長（土持正弘君）

り、県立病院において初期臨床研修修了後のい

わゆる後期研修医をふやしますことは、医療体

制の充実を図る上で大変重要であるとともに、

数多くの医師を県立病院に派遣していただいて

いる宮崎大学医局の入局者をふやしますこと

も、また重要であると考えております。このよ

うなことから、平成25年度から後期研修医研修

資金貸与事業を実施しておりますが、この事業

は、宮崎大学において後期研修を行う医師を対

象としていることから、宮崎大学各医局と連携

して、その活用を図りますとともに、平成30年

度から予定されております新たな専門医研修制

度における、専門医を養成するための研修プロ

グラムにおいても、宮崎大学や県内医療機関と

も連携しながら、魅力ある研修プログラムの策

定に努めているところであります。今後とも、

宮崎大学や関係機関としっかりと連携を図りな

がら、後期研修医の県内定着に努めてまいりた

いと考えております。

研修医は、初期研修２年間の○清山知憲議員

中でさまざまな指導医や先輩医師と出会って、

その中で進路を定めていきますけれども、県立

宮崎病院の研修医は、圧倒的に宮大医学部との

接点が少ないと思います。今後、何かしら取り

組みをぜひ考えていただきたいとお願い申し上

げます。

次に、看護師不足に移りますけれども、県内

の多くの医療機関・施設において、看護師不足

が非常に深刻になっておりますが、県内で就業

している看護職員の数と現在離職中の看護職員

の数、そして県ナースセンターへの届け出数に

ついて、部長へお伺いします。

県内で就業し○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ている看護職員につきましては、国の調査によ

りますと、平成26年12月31日現在で２万554人と

なっております。また、県内の潜在看護職員に

ついてでございますが、正確に把握することは

困難でありますけれども、厚生労働省の2010年

の推計では、全国では約71万人と言われている

ところであります。離職した看護職員の県内の

届け出数は、制度のスタートした昨年10月から

ことし７月までに151人となっております。

潜在看護職員、離職中の看護○清山知憲議員

職員が全国で70万というと、宮崎県内に直すと

約8,000人と推計することもできるようです。そ

うすると、ナースセンターへの登録というの

は151人ということで、ほとんどカバーできてい

ないと。これだとなかなか潜在看護師の実態も

把握することができないし、求人情報も的確に

届けることもできないということで、昨年10月

より努力義務となったナースセンターへの届け

出制度の周知、そして広報について、県として

より一層取り組んでいくおつもりはないか、部

長へお伺いします。

この看護職員○福祉保健部長（日隈俊郎君）

の届け出制度でございますけれども、これま

で、関係団体の協力を得ながら、県内医療機関

等への情報提供を行うとともに、県政テレビ番

組あるいは新聞広告等を活用し、制度の周知を

図ってきたところであります。しかしながら、

制度がスタートして間もないことから、全国的

にもまだ認知度が低いというような状況もござ

いまして、届け出件数も少ない状況にありま
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す。この制度は、看護職員の潜在化の防止や復

職促進に役立つものと考えておりますので、県

としましては、引き続き制度の周知に努めると

ともに、加えまして、関係団体と連携し、医療

機関等に対して在職中の看護職員への働きかけ

も要請するなど、さまざまな機会を捉えて、届

け出の促進に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

ぜひお願いしたいと思いま○清山知憲議員

す。

次に、質問を変えて、県土整備部長へ、県内

より要望を受けた件についてお伺いします。ま

ず、公共事業については、その発注や施工時期

の平準化は、建設業の経営基盤の安定や人材確

保のためにも非常に重要ですが、ことし、宮崎

県はゼロ県債の設定に10数年ぶりに取り組み、

発注時期の前倒しや早期の予算執行に取り組ん

だところでございます。さらに、交付金の活用

を見込んだゼロ県債の設定まで行うことができ

ますよということで、ことしの２月に総務省と

国土交通省から通知があったところでございま

す。この交付金の活用を見込んだゼロ県債の設

定について、今後取り組むおつもりはないかお

伺いをいたします。

ただいま御○県土整備部長（東 憲之介君）

質問にありましたように、ゼロ県債につきまし

ては、工事発注が少ない端境期の事業量の確保

や、年間を通じた施工時期の平準化につながり

ますことから、県土整備部の県単公共事業にお

いて、お話がありましたように、本年２月議会

で約10億円の設定について議決をいただきまし

て、３月末までに発注したところであります。

御質問のありました、今回、国の交付金事業に

おいてもゼロ県債の活用が可能とされましたこ

とから、一層の効果が得られるよう、県単公共

事業に係るゼロ県債とあわせまして積極的に取

り組むこととし、現在、11月議会への提案に向

けて、前倒しして発注できる事業やその規模な

どについて、国の補正予算の動向も踏まえなが

ら検討を行っているところでございます。

交付金活用を見込めると、相○清山知憲議員

当金額の大きな事業まで発注の前倒しが期待で

きるということで、よろしくお願いいたしま

す。

次に、県は、ことし１月に総合評価落札方式

の実施要領について見直しを行い、「地産地

消」という項目を評価項目として設定しまし

た。そこでは、県産資材の活用という視点で評

価されておりますが、しかし、他県の原材料を

使用して本県で製造された資材についても、地

産のものとして扱っております。例えば、木材

なんかも県外の木材や、コンクリートなんかも

県外の骨材を使っても、県内で製造・加工され

ていればそれで評価するということですが、こ

れを県内産の木材や骨材といった原材料を用い

た場合はさらに評価するというやり方につい

て、県としての考えをお伺いします。

御質問の県○県土整備部長（東 憲之介君）

内産の原材料を用いた場合をより評価すること

につきましては、原材料を県内から全て調達で

きない場合もあることから、対象とする品目や

その使用割合の設定、県内産の原材料であるこ

との明確な確認方法、さらには、これまでの取

引の関係など、さまざまな課題があると考えて

おりまして、他県においても事例がない状況で

ございます。公共事業における地産地消は、県

内産業振興の観点から大変重要であると認識し

ており、県内産原材料の利用促進につきまして

も、毎年、建設資材の製造関係団体に協力要請

などを行っているところであります。今後と
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も、幅広く関係団体の意見を伺いながら、公共

工事の地産地消にしっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

県内企業の影響も慎重に考慮○清山知憲議員

しなければいけないということですが、骨材、

木材含めた県産材活用のために今後どうしたこ

とができるのか、当局としても考えていただき

たいと思います。

次が最後の質問になりますけれども、先月、

総合政策部が主催した「データの力を地域に活

かす」というテーマの講演会、ここでは講師と

して、「統計学が最強の学問である」の著者で

あり、私の大学の同級生にも当たる西内啓さん

が呼ばれて話をされましたが、その内容を受

け、どのような知見が得られ、今後の政策にど

のように生かしていきたいと考えておられるの

か、総合政策部長へお伺いします。

今回の講演○総合政策部長（永山英也君）

は、データの魅力と威力を実感していただくこ

とで、データを積極的に活用する地域の人材を

養成する目的で開催をいたしました。講演会で

は、携帯電話の位置情報や決済機能で把握した

人の移動や消費動向を観光振興に活用する事例

の紹介や、施策展開における統計データを用い

た現状分析、効果検証の重要性などについて講

演をいただきました。参加者からは、「ビッグ

データを活用した先進的な取り組みや、客観的

なデータに基づく判断の必要性が理解できた」

などの声がございました。

厳しい財政状況の中、効果的な施策を講ずる

ためには、データに基づいて、可能な限りでは

ありますけれども、現状と施策、その成果目標

の因果関係を分析すること、また、その成果に

ついて、データに基づいて適正な評価を行うこ

とが重要であろうと認識しております。県とい

たしましては、これまで以上に幅広いデータの

収集に努めますとともに、データを的確に分析

できる人材育成と、組織横断的に活用する環境

づくりに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

ありがとうございます。特○清山知憲議員

に、データをただ見て判断するというだけじゃ

なくて、データにだまされない、その背後にあ

る真の因果関係に注目するという点が非常に重

要だと思います。

ただ、データに基づいて判断しているつもり

でも、大きく間違えることはよくある話で、例

えば、朝御飯を食べている子と学力に相関関係

がある。だから朝御飯を食べると学力が高くな

る。これは間違いです。その背後には、家庭の

経済力とか子供の育て方といったような交絡因

子が潜んでいるわけで、いわゆる疑似相関と言

われるデータになります。もしくは、イソジン

でうがいをすれば風邪予防になるかということ

も、これは単純に、消毒薬でのどのばい菌を駆

除すれば風邪予防になるだろうという机上の論

理、理屈で考えているわけで。これは実際

に2005年に論文になりましたけれども、日本人

が大規模な臨床試験をやった結果、ただの水道

水でうがいをしたほうが風邪の予防になったと

いうエビデンスが出てきております。これが風

邪予防のうがいに関する唯一のエビデンスで

す。結局、複雑な人間なんて理屈どおりにはう

まく扱えないというのが、非常に大きな教訓な

んですけれども……。

もう質問はしないんですが、最後に少しそう

したことを述べさせていただきたいと思うんで

すけれども。郷土の偉人に、高木兼寛という、

医師でもあり政治家、実業家がいますけれど

も、彼ほどその功績を誤解されている人間はい
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ないと感じております。「ビタミンの父」と言

われるんですが、彼はビタミンを発見したわけ

でも、ビタミンがかっけの原因だと主張したわ

けでも決してなくて、彼の歴史的な意味は、一

言で言うと「日本における疫学の祖」とでも言

うべき人物で、日本で初めて大規模な臨床試験

をして、日本で初のエビデンスをつくり出した

人物でございます。疫学というのは、広い意味

で言うと、病気だけでなくて人間集団というも

のを統計学的に扱って、そこからさまざまな洞

察を得られるという学問であり この説明を―

宮大の医学部の授業なんかですると、ほとんど

の医学生が驚いて、「全然そんなこと知らな

かった。高木なんて全然知らんかった」という

ことで、非常に残念なんですけれども。

この高木兼寛という人は、疫学の発祥地であ

るイギリスに日本人として初めて臨床留学をし

て、帰国してから彼がやったことというのは、

当時、原因不明だったかっけにかかる患者の集

団とかからない集団を真摯に科学的に観察し

て、その集団の違いに着目したところ、食事と

いう仮説を立てて、じゃ食事を変えてみようと

いうことで、軍艦「筑波」を使った大規模な臨

床試験を行って、それを実証することに成功し

て、かっけの予防法を確立したんです。しか

し、当時は、病気の原因は感染症であって、ま

さか食事に病気の原因があるなんて誰も考えも

つかないような時代です。もちろんビタミンな

んて顕微鏡で見えないですから。微生物は顕微

鏡で見えていた時代ですけれども。ですから、

高木は、かっけの原因というのはビタミンじゃ

なくてたんぱく質だとずっと思っていて、それ

は結果的に間違っていたんですけれども、そう

したことはもうどうでもいいわけです。エビデ

ンスが重要なわけで、理屈は後からついてくる

ということです。こういう発想は、「論より証

拠」と言われていて、言いかえると「論よりエ

ビデンス」とでも言うべきものかもしれません

けれども。このエビデンスという言葉自体も、

いまだにこの現代でも、高木の時代からなかな

か理解が進まなくて誤解をされているんです

が、単なる生データとか客観的な事実ではなく

て、今の時代の概念で言うと、何らかの因果関

係を示唆する統計学的なデータ、事実をエビデ

ンスと呼んでいるわけです。

こうしたエビデンスを実際のプラクティスに

生かす手法というのは、1980年代の医療に始

まって、そこから教育、社会科学の分野に広

がっていって、実際にイギリスとアメリカでは

先進的に政策に取り込むような手法があって、

エビデンスベースドイニシアチブとかポリシー

メーキングとか。オバマ政権でも非常に強力に

推進されてきたんですけれども、具体的に何か

というと、実際にやり方を比較してみて、10代

での妊娠を減らした性教育プログラムとか、貧

困家庭に対する看護師の派遣プログラム、もし

くは失業率を実際に減らしたような雇用プログ

ラム、そうしたものが実際にエビデンスが確認

され、実行されていっております。

政治・行政という分野では、私もよくそのわ

なにはまるんですけれども、特にこの日本では

演繹的な発想が好まれます。先に原理原則論が

あって、そこから個別の事象を推論したり論述

する。しかし、そうじゃなくて、実際に今の政

治・行政の分野でもエビデンスが明らかな政策

というのは一部ありますし、また、エビデンス

の蓄積がない分野も幅広く物すごくあるんです

けれども、そうしたところで、仮説に基づい

て、論に基づいて何かの政策を実施するにして

も、それは後で正しかったかどうか検証可能な
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形でデザインをして、後で検証することなくし

ては、それが実際に事後的に正しかったかどう

かというのはなかなかわからない話で、全部政

策がやりっ放しに終わってしまうという話でご

ざいます。

いろいろ長々申し上げましたけれども、私た

ちが見ている世界は非常に複雑で、世の中、正

解の政策がわからない課題ばかりです。例えば

宮崎県では、高い自殺率とか、肥満率が高いと

か、県内就職率が高校生は低いとか、県民所得

が低い。その背後にある因果関係がわかってい

ないものがあって、仮説に基づく政策をやらざ

るを得ないことが多いかもしれませんけれど

も、郷土の偉人である高木兼寛の教訓に倣っ

て、そうした背後にある因果関係というものを

しっかり見通しながら、政策形成の現場では考

えていくことが大事であると最後に申し上げ

て、私からの質問といたします。

ありがとうございました。（拍手）

ここで休憩いたします。○宮原義久副議長

午後２時50分休憩

午後３時９分開議

休憩前に引き続き会議を開○宮原義久副議長

きます。

次は、中野一則議員。

〔登壇〕（拍手） 学校で言っ○中野一則議員

たら課外なのに、みんな残っていただいてあり

がとうございます。

世界の人口は爆発的にふえております。なの

に日本の人口はいよいよ減少が続いておりま

す。まだまだこれが進む。宮崎県の人口も減少

いたしております。私のふるさとえびのの人口

は、昨年の１月から２万以下になりました。こ

れには市民みんなショックでありました。けれ

ども、市長を先頭に、それこそ官民一体となっ

て何とかえびの市を活性化しようということで

頑張っているところでございます。

そういうえびのが頑張っている姿とか、えび

のというところは本当は交通の便もよくて、地

理的にも大変すばらしいところなんです。住ん

でよし、生活してよし、そういうえびのを紹介

するのも私の務めだと、こう思っております。

機会あるごとにそういうことも交えながら話を

していきたい、こう思っております。

ところで、私のうちの宗教は浄土真宗であり

ます。この前、お寺に久しぶりに行きました。

時間もありましたので、お御堂でずっといろい

ろ見ておりましたら、そこに浄土真宗の教義と

か宗風というものが書いてあって、その宗風の

一番最後にこんなことが書いてありました。現

世の祈禱やまじないは行わない、迷信に頼らな

い、それが浄土真宗だと、こういうことです。

これを見て、苦しいときの神頼みではありませ

んが、いつも神仏に祈願する私としては、不真

面目な信徒だったなと、つくづく反省をしたと

ころであります。

えびのというところは、祈願する場所がたく

さんありますから、それを２つ、３つ紹介して

おきます。

まずは、皆さんが御存じの金松法然、ほとん

ど毎日のように誰か彼かが祈願に来ていただき

ます。特に受験シーズン前には、県内はもちろ

ん、県外からもかなりの方が来られます。そう

いうところで、もう御存じだと思うんですが、

ここは２つの決まりがあるんですね。まず、地

元の焼酎「明月」を備えないかん、これが１

つ。もう１つは、よこしまというか、余計に２

つも３つも一緒に祈願したらだめなんです。一

事だけ祈願する。だから、地元ではこれを「一
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事さあ」とも言うんです。金松さんのことを一

事さあとも言うんです。これは本当によく効い

て、みんなお礼もまた一生懸命来られます。ぜ

ひ、皆さん方の子供さんやお孫さん、受験シー

ズンになったら来ていただきたい、こう思って

おります。

それから、えびのは「田の神さあ」のまちで

ありますが、その中でも、えびの高原に行く途

中に末永という地区がありますが、そこの田の

神さあは、本当に豊作の田の神さあなんです。

これを粗末にしたら必ず不作になる。米はとれ

ません。これを大切にして、いつもみんなが

守っていけば、祈願していけば、豊作は間違い

ありません。米もたくさんとれます。現にＪＡ

えびの市の米の商標は、ここの田の神さあが商

標になっているんです。だから、特Ａ米も末永

の田の神さあのおかげかなと、こう思っている

ところなんです。

この田の神さあは、実はもう一つ言うことを

聞いてくれるんです。これは子宝の田の神さあ

なんです。特に夫婦でここの田の神さあに行っ

て、頭をきれいになでると懐妊間違いなし。必

ず子供が生まれる。これは有名な話なんです。

試される方は行ってなでてみてください。お願

いいたします。

それから、あと一つ紹介しておきたいと思う

んですが、えびのにはあちこち、いろんな「ほ

しゃどん」という方がいらっしゃいます。ほ

しゃどんというのは祈禱師のことです。今で言

えば星占い師。私の家の近くにも、女性の方

で、もう故人なんですが、ほしゃどんがおられ

ました。この方は非常に効く方で、当たらんこ

とがない。全て当たる。千里眼があるというん

ですか、隣の地区にちょっとけちなおじさんが

おりまして、その方を例えばＡさんとしておき

ますが、そのＡさんがどうしても自分の財布が

見つからぬ。しかも、その財布はへそくりの財

布だったものだから、奥さんを初め家族に聞く

わけにはいかぬ。それで、これは困ったという

ところで、「そうだ。あのほしゃどんに頼めば

いい」ということで、ほしゃどんのところに行

くことになったんです。

行きよったら、やはりお願いするのにただで

はいけませんから、何か持っていかないかんと

いうことで、途中、酒屋さんに寄って、焼酎を

１本買った。そして、行く途中で日ごろのけち

な部分が出てきて、その入り口になったら、も

し当たらんかったときは損だなという気がし

て、ほしゃどんの門口の垣根にこっそり焼酎を

隠して、何も持たずに行った。行って、実はこ

うこうして財布が見つからないとお願いした

ら、ほしゃどんが祈禱を始めて、しばらくした

ら、「Ａさん、あなたの財布はわかりました

よ。あなたの家の中にあります。しかも、あな

たのあそこの棚の中にちゃんとしまってありま

すよ」と。そうしたら、そのＡさんも「ああ、

じゃった。あそこに置いたんじゃった」と思い

出された。そして、お礼を言って、「本当にあ

りがとうございました。助かりました」と言っ

て、ほしゃどんのうちを出て行く。出て行った

ときに「Ａさん」と、またほしゃどんから声を

かけられたんです。振り向いたら、ほしゃどん

が、「あなたは帰るときには門口の垣根の焼酎

は忘れないで帰ってくださいね」と、こう言わ

れて、恥をかきながら赤面で帰られた。そのく

らい当たるほしゃどんでありました。

そういうことで、長々とこういうことを言い

ましたが、えびのには祈禱する場所がいろいろ

ありますから、知事を初め、お困りのときに

は、また我々は選挙をせないかん身ですから、
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まずはえびのに来て、金松さんやら、田の神さ

あなどに祈願してもらうとありがたいがなと、

そして帰りには白鳥温泉やえびのの温泉、京町

の温泉につかって帰ってもらえば、えびのの活

性化になる、こう思っているところでありま

す。今回は、えびのの紹介はそれぐらいにして

おいて、今から質問に入りたいと思います。

先月の23日に、ことしの最低賃金の改定額が

決まりました。宮崎の労働基準局が主宰するわ

けですけれども、最低賃金審議会で、昨年より

も21円プラスで714円になりました。ところが、

全部を照会してみたら、これまた昨年に引き続

いて全国最下位でありました。何とかならん

かったかなという気もいたしますが、この状況

を知事はどのように評価されるのかということ

をお尋ねして、後の質問は質問者席から行いま

す。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

最低賃金についてであります。本県の最低賃

金は、最低賃金法に基づき、厚生労働省の中央

最低賃金審議会が示した各県ごとの引き上げ額

の目安を参考にしまして、宮崎地方最低賃金審

議会において議論され、その答申を受けて、宮

崎労働局長が決定することになっております。

このたび、平成28年度の本県の最低賃金が決

定され、昨年度より21円アップし、714円と、初

めて700円台になったわけでありますが、昨年度

に引き続き、全国最下位となりました。宮崎に

おける審議会の審議過程においては、本県の産

業構造や物価水準などさまざまな要因をもと

に、ぎりぎりの議論がなされ、この答申がなさ

れたものと考えているところであります。以上

であります。〔降壇〕

最下位、ことしは宮崎と沖縄○中野一則議員

県でありました。昨年までは、これに鳥取県、

高知県があったわけですけれども、鳥取県、高

知県においては、先ほど言われた目安、これに

１円増しで決定して、最下位は沖縄県と宮崎県

だけになってしまった、こういう状況なんです

ね。みんなから見れば、給料の一番安いところ

は沖縄県と宮崎県だと、４県が２県になりまし

たから、いよいよ残されたという感じで、これ

はどういうことかということになると思うんで

す。審議会が決めるわけですから、これを行政

の長が云々というわけにはいかない。そうする

と、審議会の形骸化ということにつながります

から、できないとは思うんですけれども、高知

県のことが新聞に載っておりましたが、高知県

は、人手不足を何とかしたい、若者の流出を何

とかとめたい、そういう機運があって、恐らく

目安を１円上げたんだろうと、そういう記事で

ありました。

だから、知事は、そういう機運づくりとかを

されておけば、宮崎県も高知県みたいになった

んじゃなかろうか、こう思うんです。来年はそ

ういうところがもっとふえるんじゃなかろう

か。この目安よりもプラスされた県が全部で６

県ありましたから、来年、沖縄もそうするかも

しれない。いよいよ残る。だから、今から来年

に向けて、知事はそういう機運づくりをして、

宮崎県が一人最下位だったということにはなら

ないようにしてほしい。そういう機運づくりを

される意欲があるかないかを、知事にお尋ねし

たいと思います。

この最低賃金の決定の○知事（河野俊嗣君）

され方は、先ほど答弁したとおり、中央の審議

会が示した引き上げ額の目安を参考としまし

て、地方の審議会において議論され、決定され

るものであります。御指摘のとおり、若者の県
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内就職も大変重要な課題となっている状況の中

で、今回のような全国最低となったということ

が、どういう形のメッセージとして伝わってい

くのか、それについては重く受けとめておると

ころでございます。しっかり関係者が議論して

いくことというのも非常に重要ではないかと受

けとめておるところであります。

きょうの議会でも、高校生の○中野一則議員

県内就職率は全国最下位、２年連続というのが

何回か出たし、報道もされました。先ほどは、

知事もそれに触れられました。若い世代の労働

力が流出している。えびのでも、ちょっとした

お店でも人手不足なんです。なかなか人を雇え

ないというのが現実です。「中野さん、何とか

してほしい」と、そういう声をよく聞くんで

す。そのぐらい人がどんどんいなくなってい

る。そういう状況でありますから、そこへ全国

で一番給料が安いところというイメージが定着

したら、いよいよ若い人がいなくなる状況にな

ると、私は非常に懸念いたします。ここはひと

つ、知事が指導力を発揮して、そういう機運づ

くりをやって、来年は１県残されることがない

ように取り組んでほしい、このように思いま

す。再度、決意のほどを知事にお伺いしたいと

思います。

直接この最低賃金の決○知事（河野俊嗣君）

定過程について知事が意見をということは、な

かなか難しい状況でありますが、先ほど申し上

げましたように、本県の置かれた状況、若者の

就職率の向上というものが非常に重要な課題と

なっている中で、どのようなことが考えられる

のか、しっかり産業界も含めて議論を深めてい

くことが大変重要であろうかと考えておりま

す。

次に、台湾との交流について○中野一則議員

お尋ねしていきたいと思います。

この質問をするきっかけは、10月31日から

チャイナエアライン、宮崎１便運休というニュ

ースが飛び込みました。それで、もっと台湾と

の交流を平素からすべきではないか、そういう

思いがあって質問に選んだところであります。

今、言ったとおり、10月31日から１便、宮崎

―台北間が運休になります。調べてみたら、九

州・沖縄間で週38便、チャイナエアラインの便

があるんです。そのうち宮崎県の１便だけが運

休になる。これを発表してから10月31日までに

は３カ月あるわけですから、何とか回避できな

かったものかなと。要は、乗客数がふえればい

いんですから、60％が基準とか、何とかいうこ

とを聞きました。それが50数％になっていると

いうことから運休となったわけですから、私

は、それこそ知事のリーダーシップでいろんな

ところに呼びかければ、すぐ翌日から乗客がふ

えたんだと思いますよ。やりようがあったと思

うんです。そこら辺のリーダーシップぶりを発

揮していただきたかったとつくづく思ったわけ

ですが、その１便運休についてどのような所感

をお持ちか、知事にお伺いいたします。

台北線につきまして○知事（河野俊嗣君）

は、本県のグローバル戦略を進める上で大変重

要な路線と認識しているところであります。熊

本地震の後、インバウンドの搭乗率の低下とい

うことで、大変危機感を持って、海外でのプロ

モーション等に取り組んできたところでありま

すが、今回、減便というような検討をされてい

る情報を入手した時点で、直ちに担当次長を

チャイナエアライン本社に派遣しまして、私か

らの親書をお渡しするとともに、利用促進策に

ついても協議をさせたところであります。

重ねて８月には稲用副知事を本社に派遣し
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て、路線の維持、便の回復について要望を行っ

たところであります。その際、私への伝言とし

まして、「熊本地震の影響で利用が落ち込み運

休せざるを得ない状況となったが、便の回復に

向けて、県と協力して利用促進に取り組んでい

きたい」、そのような会社の方針でございまし

た。このことから、今回、緊急対策として御審

議をお願いしております、利用促進の強化に係

る事業を初め、搭乗率の向上に全力で取り組み

ますとともに、私自身も、できるだけ早い時期

にチャイナエアライン本社を訪問し、便の回復

について要請してまいりたいと考えておりま

す。

知事も行かれるという話であ○中野一則議員

りましたが、遅きに失したということがないよ

うに速やかにやっていただきたい、こう思って

おります。

60％を割ったという数字は、宮崎の国際路線

は香港とソウルがありますね。台北よりも向こ

うのほうが搭乗率は低いですね。それなのに台

北航路が運休ということになっているわけで

す。だから、他の路線も含めて、安閑としてお

れない状況だとはわかりますが、やはりリーダ

ーシップを発揮していただきたかった。次長に

は親書を、副知事には伝言という話でありまし

たが、台北に行かれた稲用副知事は、運休回避

は何とか説得されたと思うんですが、その辺の

ことや、再開のめどとか、そういう感触はいか

がだったでしょうか、お聞きしたいと思いま

す。

知事の指示がありま○副知事（稲用博美君）

して、私は、チャイナエアライン本社を訪れま

して、副社長と直接話し、要望いたしました。

熊本地震の影響が非常に大きくて、すぐすぐに

は搭乗率が回復しないので、やむを得ず次のダ

イヤで１便減便するということでありました。

ただ、これは恒久的な措置ではないということ

は、はっきり向こうのほうからお聞きしました

し、できるだけ早くもとの便に戻したいという

ふうなお話もいただきました。ただ、そのため

には搭乗率がアップしてこないといけないとい

うことで、チャイナエアラインの副社長から

も、県と一緒になって利用率向上に取り組んで

いきましょうというようなお言葉をいただきま

した。今回、補正予算でお願いをしております

ので、この予算等も活用して、何とか利用率を

上げて、早い時期にもとに戻すように頑張りた

いと思います。

再開の可能性はあるというこ○中野一則議員

とですから、一安心はしているわけですけれど

も、しかし、搭乗率が向上しない限りはどうに

もならんわけですから、いかにして搭乗率を上

げるかということの対策だと思います。

そういうことを含めて、これは３航路を含め

ての事業でありますが、今回、議会に提案され

ている国際定期路線維持に向けた緊急対策事

業、ほかもありますが、台北路線に特化してお

答え願いたいと思うんですけれども、宮崎―台

湾間、平成27年に台湾から日本に何人来たかと

いうデータ、27年は368万人、これを台湾の総人

口で割ってみましたら、実に台湾の15.7％が日

本に来ている。大きな数字なんです。それでも

毎年どんどん右肩上がりで上がっている。熊本

地震と言われるけれども、台湾から日本に、こ

としも10％ぐらいずつふえているんですね。そ

の中でのこの運休路線です。片や、日本から台

湾に行く人、173万人、約半分ですね。そして、

これを日本の総人口で割ってみたら、わずか1.4

％なんです。宮崎県のデータがないということ

でしたから、日本ということでしましたが、台
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湾から来るほうは15.7％なのに、行くほうはわ

ずか1.4％なんです。だから、これをもっともっ

とふやしていかなければならんなと、こう思う

んです。総合政策部長には、宮崎から台湾に行

く対策の取り組みをお尋ねしたいと思います。

県では従来か○総合政策部長（永山英也君）

ら、国際定期便の利用促進事業に取り組んでい

るところでありますけれども、先ほど知事、副

知事の答弁にありましたように、台湾線の便の

回復のためには、より一層の利用促進を図る必

要がございます。今回の補正予算でお願いして

おります「国際定期路線維持に向けた緊急対策

事業」におきましては、モニターツアーの実

施、県内からのグループ旅行への補助、あるい

は旅行商品の割引への支援、県内におけるテレ

ビ等を活用したＰＲ等々を行いまして、まず県

内からの送客、アウトバウンドをふやし、ある

いはインバウンドについてもしっかりふやしな

がら、取り組んでいきたいと思っております。

具体的な事業の実施に当たりましては、航空会

社と十分連携し、話をしながら進めていくこと

としておりまして、これらの取り組みにより搭

乗率を上げる、安定的に60％、できれば60％台

の後半を目指してしっかり取り組みまして、早

期の便の回復に努めていきたいと考えておりま

す。

さっきから言うとおり、何人○中野一則議員

乗ってくれるかという問題です。日本から行っ

た人はまた帰ってもらうわけですから、この事

業がなくても、いろんな関係機関やいろんな

トップの人たちに、知事を先頭に皆さん方がお

願いすれば、これはにわかにふえると思うんで

す。そこも含めてこの事業に取り組んでほし

い。よろしくお願いしておきます。

次に、商工観光労働部長にお尋ねしますが、

さっきから言うように、台湾から日本にはたく

さん来るわけです。日本に来るんだけれども、

宮崎の空港に来ないというのが課題、問題なん

ですから、これを来るようにするためには、い

ろいろな政策をせないかん、誘致運動をせない

かん、こう思うんですが、具体的取り組み等を

含めて、商工観光労働部長に御答弁を願いま

す。

台湾から○商工観光労働部長（中田哲朗君）

の誘客の取り組みといたしましては、まず、熊

本地震の後、速やかに台湾を訪問し、チャイナ

エアラインや旅行会社に対し、本県の観光地の

状況を説明いたしましたほか、新たなルートで

周遊する旅行商品の造成等を要請したところで

ございます。また、台湾の消費者に対しまして

は、テレビ番組の放送やメディア等を招聘し、

それらを通じまして、本県の観光地の魅力をア

ピールするとともに、国の交付金を活用した旅

行商品の割引によって、本県への誘客促進に努

めているところでございます。今後は、大分県

や金融機関と連携したモニターツアーの実施や

旅行博覧会への出展など、さまざまな誘客対策

を行い、台湾からの観光客数の回復を図ってま

いりたいと考えております。

宮崎からは、月、水、土だっ○中野一則議員

たのが、月曜日が運休になれば、いろんな旅行

のローテーションが狂いますから、水、土も搭

乗率がどんどん下がる可能性もありますので、

うまく具体的に進めてほしい、このように思っ

ております。どうか頑張っていただきたい、こ

う思います。

それから、台湾との貿易振興策について商工

観光労働部長にお尋ねしたいと思います。宮崎

から台湾への輸出が現状で100億円ということで

ありますが、こういう取引も盛んになることで
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交流が深まるわけですけれども、具体的な取り

組み、あるいは将来の可能性、どのくらいまで

輸出がふえるものか、部長にお尋ねします。

県が実施○商工観光労働部長（中田哲朗君）

しております「貿易企業実態調査」によると、

ただいま議員がおっしゃったとおり、平成26年

の本県から台湾への輸出実績は、約100億6,700

万円と、国・地域別では５番目であり、本県に

とりまして重要な輸出先ということになってお

ります。

このため県では、これまでも輸出促進に積極

的に取り組んできたところでございますけれど

も、本年３月に策定いたしました「みやざきグ

ローバル戦略」におきましても、主要なター

ゲットの一つに位置づけ、引き続き重点的な取

り組みを進めることとしておるところでござい

ます。今後は、この戦略に基づき、関係部局は

もとより、ジェトロを初めとする関係機関とも

十分に連携しながら、見本市への出展や市場ニ

ーズに合致した輸出品目の掘り起こしなど、各

種施策の推進に努め、さらなる輸出拡大に取り

組んでまいりたいと考えております。

ぜひ、輸出がふえるように再○中野一則議員

度の御努力をよろしくお願いいたしたいと思い

ます。

逆に、輸入は半分の50億円なんです。だか

ら、これではやはり貿易の不均衡ということに

なりますから、輸入もふやしていかないかん。

やはり輸入するいろんなあれがあるんでしょう

から、その辺、もっと将来ふえていくような手

だても必要だなと。また、台湾企業の誘致、大

陸のほうにかなり集中しておりますが、今の新

しい総統は親日派だと言われておりますから、

その辺もお願いして、宮崎のフリーウェイ工業

団地もたくさんあいていますし、えびのはまだ

工業団地をつくろうとしておりますので、そう

いうところも含めて企業誘致を進めてほしい。

その辺の取り組みを商工観光労働部長にお尋ね

します。

先ほど申○商工観光労働部長（中田哲朗君）

し上げましたけれども、本年３月に策定いたし

ました「みやざきグローバル戦略」におきまし

て、海外からの投資の促進を含めて、しっかり

取り組んでいくということにしておりますの

で、関係市町村等とも連携しながら、本県の経

済の発展のためにしっかり取り組んでまいりた

いと考えております。

輸出の100億円の中の農産物は○中野一則議員

わずか１億1,600万円なんです。私は、もっと農

産物が台湾に行っているかなと思ったら、今

言った金額でありました。それが現状でありま

す。これも将来を見越して、うんと輸出をふや

さないかん、ふやすべきだ、こう思っておりま

すが、農政水産部長のお考えをお聞かせくださ

い。

議員御指摘の○農政水産部長（郡司行敏君）

とおり、台湾は日本から比較的近いこと、また

日本食等の浸透度合いが高い親日の国であるこ

とから、有望な輸出先である、そのように考え

ておりますが、牛肉については、ＢＳＥが発生

いたしました2001年９月から輸入が停止されて

おりますこと、また、農産物についても、独自

の残留農薬基準が適用されており、輸出品目が

限られていることなどの課題があります。

このため、県といたしましては、これらの規

制緩和に向けた政府間の交渉を進めるように、

引き続き国に強く要望してまいりたいと思って

おりますし、また、現場では、台湾の残留農薬

基準に合った産地づくりを進め、宮崎の農畜水

産物の輸出拡大に努めてまいりたいと考えてお
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ります。

次に、台湾との姉妹都市の締○中野一則議員

結についてお尋ねしていきたいと思うんです

が、これは全て知事にお聞きしたいと思うんで

す。現在、宮崎県と台湾とは、県はもちろんで

すが、市町村、どこも姉妹都市の締結をしてお

りません。ですから、ここは知事が指導力を発

揮して、県もそうですが、市町村への指導をし

て姉妹都市締結を促進すべきじゃないか、こう

思いますが、知事のお考えをお聞かせくださ

い。

交流の仕方はさまざま○知事（河野俊嗣君）

な方法があろうかと思います。台湾は、本県と

も地理的に近く、大変親日的であるということ

で、民間においてもこれまで、コーラスの交

流、スポーツの交流 先日も若い世代のソフ―

トボールのチームを招いて交流戦が、これは３

年続けてこれから行われるというものもござい

ます。また、本県出身の俳優永瀬正敏さんが台

湾映画「ＫＡＮＯ」、嘉義農林高校が甲子園に

出場したという映画の主演をされたということ

もあって、永瀬さんの台湾の写真展が行われた

り、いろんな接点があるところであります。

県におきましても、台中市における物産フェ

アの開催 これは私も現地に行きまして、ス―

ーパーでプロモーションを行ったり 、新北―

市の博物館との学術交流、高雄市の農業関係者

の交流など、さまざまな地域との多様な交流に

取り組んでおるところでございます。大事なこ

とは、こういう交流を深めていって、スポーツ

や文化、経済、そういう形での連携を深めてい

くことではないかと思っておるところでござい

ます。また、民放のテレビ局によりまして、本

県出身の大谷主水さんというタレントさんが現

地で活躍をしておられますので、その方に宮崎

の観光情報を提供するというようなテレビ番組

を今つくっていただいておるところでありま

す。そんな形で、いろんな形で交流を深めてい

きたいと考えております。

人とのつながりで不思議なつ○中野一則議員

ながりもあり、ちょっとしたきっかけで姉妹都

市なども結んでおられるようであります。私の

調査では、17ないし20市町村が姉妹都市を締結

している。残念ながら、都道府県は全く今のと

ころないんです。その先鞭で宮崎県が都道府県

の先頭を切って姉妹都市を結んでいただきた

い。今、聞いたら、いろんな締結するような材

料があるようですから、取り組んでほしいと思

うんですが、いかがですか。

海外との姉妹都市交流○知事（河野俊嗣君）

につきましては、本県としては幅広くいろんな

地域と、また、さまざまな分野について交流を

深めていきたい、そのような方針で姉妹都市に

ついては締結していないところでありまして、

引き続き、民間ベースも含めたいろんな交流の

蓄積をふやしていくこと、その結果、いろんな

連携協定というものがあり得るのではないかと

思っております。また、市町村においても、台

湾との、もし姉妹都市も含めた交流の締結とい

うことであれば、県としても支援に努めてまい

りたい、そういう基本的な考え方です。

私がいろいろ調べたら、今、○中野一則議員

連携協定と言われましたが、そういう協定と

か、あるいは覚書とか、観光何とか、交流何と

か、そういうレベルの締結もあるようですか

ら、そういうところからでも入っていただきた

い。九州では大分県がそういうことをやられて

おりますから、それ等もモデルにして何かやっ

てくださいよ。

私が言いたいのは、こういう台湾との交流を
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いろんな形で深めることで運休を減らせる。交

流ですから、飛行機で行ったり来たりせないけ

ませんから、週３便が週４便に、何便にとふえ

るんです。毎日運航ということになりますか

ら、ぜひそういうことも取り組んでいただきた

いという思いで質問させていただきました。

次に、畜産行政について質問していきたいと

思います。

来年、また全共があります。和牛オリンピッ

ク、３連覇を目指すわけですが、既に２連覇し

て、宮崎の牛肉は日本一おいしい、日本一だと

いうことを我々は自信を持っていろんな機会に

宣伝というか、言うわけですけれども、本当に

それが浸透しているのかなという気がしてなり

ません。

ことしの夏、実は２つの経験をしました。あ

る沖縄の人を介して中国地方の市長と会いまし

た。この市長は非常に牛肉が好きで、石垣でし

たが、石垣牛はおいしいということで、２人で

そこに行ったんです。昼間でしたけれども、こ

んなにおいしい牛肉はないと一生懸命食べてい

る。まあ、それなりにおいしかったですよ。や

おら食べた後に、しかし、宮崎牛はこんなもの

ではないと思って、その市長に「実は宮崎のは

日本一おいしいんですよ」と。「宮崎も牛肉が

あるの」「ありますよ。日本一なんですから。

和牛のオリンピックというのがあって、２連覇

をしているんですよ。来年は３連覇を目指して

頑張っている。そんなおいしい牛肉があるんで

すよ」と。中国地方で都市型の市長といえども

知らないのです。それが一点。

それから、もう一点は、私は県外の知人に牛

肉を送ろうと思って、県内のある有名な牛肉販

売所に行って、送る手続をしました。高いです

から、１人当たりがすぐ１万円を超えますよ。

送るときに、やっぱり宮崎牛を宣伝せないかん

と思って、パンフレットでもいいから、あるい

は和牛オリンピックで優勝したのでもいいか

ら、そういうパンフレットか何かそういうもの

も添えて送ってくださいと。そうしたら、そん

なものありませんでしたよ。ありません。一生

懸命、県や我々も取り組んでいるつもりだった

けれども、そういうものはないんですよ。その

ことをことしの夏、たまたま２件、経験しまし

た。だから、部長、日本一、日本一と言うけれ

ども、本当に全国にこういうのが浸透している

のかなと思います。部長の御認識をお聞かせく

ださい。

厳しいお話を○農政水産部長（郡司行敏君）

お伺いしたところでありますけれども、平成18

年度から実施しております「みやざきブランド

認知度調査」というのがございます。その結果

によりますと、大都市圏における宮崎牛の認知

度は、調査を開始いたしました平成18年度が34

％であったものが、平成27年度は67％というふ

うになってございます。この結果、いろいろ見

方があると思うんですけれども、上がったとい

う見方もありますが、逆に見れば、残り３分の

１の消費者は認知していない、３人に１人は知

らないという見方もできるんだろうと思いま

す。今、お話をお伺いしまして、やはりさらな

る認知度向上にしっかり努力をしていく必要が

あるなと感じたところであります。

真面目な答弁で、３人に１人○中野一則議員

は知らない、不知だという話でしたが、本当は

もっと厳しいんじゃないかなと、こう思ってお

ります。

販売力強化事業というのが３件あって、2,141

万4,000円の予算で取り組まれております。しか

し、もっと強化して、予算も増額せないかん、
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創意工夫もせないかん、マンネリ化した事業も

この中にあるんじゃないか、こう思うんです。

宮崎牛は日本一、そういう名声とともに消費も

拡大する、そういう事業に取り組むためには、

今言ったようなことに取り組む必要があると思

うんですが、再度、部長の所感をお聞かせくだ

さい。

宮崎牛の消費○農政水産部長（郡司行敏君）

拡大あるいは認知度向上のためには、やはりさ

まざまな対策に取り組む必要があると思いま

す。これまで消費拡大につきましては、毎月29

日を「ニクの日」ということで、その日に合わ

せて消費拡大フェアであるとか、広告媒体を

使ったＰＲなどを行っておりますし、また、記

念日に宮崎牛を食べていただきたいということ

で、「ハレの日には宮崎牛」キャンペーン、こ

んなものもやっているところであります。

また、県外におきましても、メディアを通じ

た消費者への認知度向上であるとか、あるい

は、御質問にもありましたけれども、東京への

生体出荷等を通じた卸売業者に対する認知度向

上対策にも取り組んでおりますし、また、最近

では、高級ホテルのシェフであるとか大手百貨

店のバイヤー等を対象にした商談なんかもやっ

ているところであります。しかし、御指摘のと

おり、まだまだ不足しているところもあると思

いますので、いろいろ知恵を出しながら、新し

い試みにチャレンジする時期であろう、そんな

ふうに考えているところであります。

次に、県産牛肉の輸出対策に○中野一則議員

ついてお尋ねしますが、一生懸命頑張っていた

だいて、27年度の実績が県全体で208トン、ＥＵ

に対して22トンということで、ミラノの万博効

果もあるんじゃないか、こう思っております。

しかし、鹿児島県と比べたら、鹿児島は全体

が657トンですから３分の１弱、ＥＵに対して

も84トン輸出しているから、４分の１という数

字なんです。これも、もっともっと努力せん

と、なかなかふえないんじゃないかと思うんで

すが、そのためのお考えを農政水産部長にお尋

ねします。

今、御指摘の○農政水産部長（郡司行敏君）

とおり、私どもの県の牛肉の輸出につきまして

は、27年度で過去最高の208トンということに

なっておりますけれども、まだまだ頑張ってい

かなければならないと思っておるところであり

ます。主な輸出先としましては、アメリカ、香

港、シンガポール、この３国で全体の約80％を

占める状況となっております。このような状況

を踏まえますと、県としましては、多くの富裕

層を抱えるアメリカであるとか、東アジア地域

を中心に、官民一体となって、宮崎牛の認知度

向上であるとか販路拡大に、今後ともしっかり

取り組んでいく必要があると考えております。

また、ＥＵ等の輸出先の新しい販路の拡大、ま

た、ヒレ、ロース等の高級部位以外の多様な部

位の販売促進を総合的に実施しながら、さらな

る輸出量の拡大を図っていきたい、そのように

考えております。

ＥＵとの関係を言われました○中野一則議員

が、ＥＵとは屠畜場の問題がいろいろありまし

たね。宮崎牛の処理ができないとか、その処理

のことは前からいろんな人が質問しています

が、今どういう過程になっているんですか。将

来性を含めて、部長にお尋ねします。

現在は、ＥＵ○農政水産部長（郡司行敏君）

向けの輸出認定工場が県内にはないという状況

にありまして、鹿児島県内の工場を経由しての

輸出となっておりまして、今後、ＥＵ認定に向

けた施設の機能整備などにつきましては、しっ
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かりと関係団体と協議しながら進めていく必要

があると考えております。

次に、和牛肥育農家への支援○中野一則議員

強化対策についてお尋ねしたいと思います。県

内肥育仕向けへの頭数の増加対策をということ

なんですが、子牛出荷頭数に対して県内農家の

肥育牛の導入というのが、まだ69.5％なんで

す。あとの30.5％は県外から導入しているとい

うのが実態であります。そのあたりをどのよう

に考えていらっしゃるか、また部長にお尋ねし

ます。

御指摘のとお○農政水産部長（郡司行敏君）

り、本県の肥育経営につきましては、宮崎牛そ

のものが、宮崎生まれの牛を宮崎で育てるとい

うふうなコンセプトでやっておりますけれど

も、県外からの素牛の導入もあるという状況で

ございます。ブランドを確立するには、やはり

繁殖産地としての特徴を生かすという意味にお

きましては、宮崎で生まれた子牛をできるだけ

県内で保留して、それを肥育牛として出してい

く、宮崎牛として売っていくというのが非常に

大切なことだろうと思っています。そのような

意味において、しっかり保留対策を打ち、県内

で生まれた牛を県内で肥育していくという体制

を、今以上にしっかりと取り組んでいきたいと

考えております。

ぜひ、そういう体制を早目に○中野一則議員

取り組んでいただきたいと思います。

次に、この和牛の肥育飼養戸数の激減という

のを今回知りました。本当かなと思っているん

ですが、平成25年に戸数が887戸あったのが、28

年の調査で469戸、わずか４年間で47％の減に

なっているんです。頭数のほうも9.5％、8,400

頭、減になっています。この状況をどのように

お考えか、部長にお尋ねします。

今、御紹介が○農政水産部長（郡司行敏君）

あったとおりでございます。畜産統計における

平成28年２月時点の県内の肥育農家戸数は469戸

ということでございます。前年の27年同期と比

較しましても、201戸減少しているというセンセ

ーショナルな数字がございます。また、肥育頭

数は７万9,800頭で、同様に8,700頭減少してい

るという統計数字でございます。

詳細に見てみますと、肥育農家戸数の減少に

つきましては、飼養頭数が10頭未満の比較的少

頭数飼いの農家が182戸減少という状況でござい

まして、減少戸数のおよそ９割を占める一方

で、１戸当たりの平均飼養頭数は27年の132頭か

ら28年は170頭に増加しているという状況でござ

います。また、肥育牛頭数の減少につきまして

は、昨今の子牛相場の高値を背景といたしまし

て、肥育農家が計画どおり子牛を導入できてい

ないことが主な要因、そのように考えておりま

す。

戸当たりの肥育頭数はふえて○中野一則議員

も、頭数も総体は減っていますから、その辺が

問題だと思います。

それから、和牛肥育農家への施設整備の支

援、肥育牛専用の事業をどうしてもつくってい

ただきたい。ことしつくってもらった「宮崎の

畜産体制強化事業」、県単事業ですが、これは

繁殖優先で、肥育は非常に使い勝手が悪いです

から、ぜひこういう制度を来年度はつくってい

ただきたいと思いますので、その決意を含めて

部長にお尋ねします。

まず、肥育農○農政水産部長（郡司行敏君）

家の生産基盤対策といたしましては、畜舎等の

施設整備を行う場合に、国の畜産クラスター事

業や、これは御紹介がありましたけれども、本

年度から実施しております県単独事業の「宮崎
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の畜産体制強化事業」の活用を現在推進してい

るところであります。また、「「宮崎牛」肥育

素牛確保対策事業」により、家畜導入を後押し

するなどの規模拡大を志向する農家の支援も、

現在行っているところであります。また、肥育

経営におきましては、素牛の導入に多額の資金

が必要となりますことから、ＪＡ等の融資機関

と連携しながら、制度資金の活用を推進してい

るところであります。さらに、経営安定対策と

いたしましては、収益がコストを下回った場合

に差額の８割を補塡いたします「牛マル緊事

業」について、県では生産者積立金の一部を助

成しているところであります。

これらの対策を総合的に講じることで、肥育

農家の生産基盤強化や経営安定を図っていきた

いと考えておりますが、今、御指摘のありまし

た肥育向けの事業についても、今後、素牛価格

が非常に高くなっている中での肥育経営がどう

あるべきか、しっかりと検討していきたいと

思っております。

次に、国県道の整備について○中野一則議員

ですが、国道447号の整備についてであります。

非常にローカルな国道の話になりますが、え

びのと鹿児島県出水を結ぶ国道なんです。しか

し、これは南九州の大変重要な道路になりま

す。10号線と３号線を結ぶ大きな効果のある道

路の件であります。これが久しく休んでいたの

が、本年度から真幸バイパスの工区が再開され

た。知事も６月に現場に行かれた。また、部長

も行かれて、いろいろと、こういうことになっ

たんだと感謝しているところでありますが、そ

のほとんどが宮崎県側の工事ですので、これを

順調に進めてほしいと思うんですが、残念なが

ら、その工区の事業期間が11年、平成39年まで

かかるということなんです。これはどうしたも

のかということで、この前、鹿児島県と組んで

東京に行って、何とかしてほしいと。また、近

く部長や知事のところにもお願いに行くことに

しておりますが、これを何とか短縮してほし

い。本来ならば、この真幸バイパスは平成14年

にスタートして23年までの工区で、遅くとも24

年か25年には完成せないかんかったものが、い

まだに完成していないということですから、早

期実現を図っていただきたい、短縮をしていた

だきたい、このお願いであります。よろしくお

願いします。部長、御答弁を。

今お話があ○県土整備部長（東 憲之介君）

りましたように、真幸バイパスにつきまして

は、トンネル付近に重金属が確認されたという

ことで、その調査関係で時間がかかり、ようや

く事業開始になったということでございます。

ことしの５月にその計画について地元説明会を

開催したところでありまして、順次、道路の詳

細設計とか、用地測量、用地取得を行うことと

しております。

ただ、今後の工事の進め方なんですが、現地

の地形等の条件がありますので、まずは、トン

ネル工事に着手するために必要となる現道の迂

回路とか残土の搬出路を確保するため、トンネ

ルに至るまでの約400メートルの区間の道路改良
※

工事を施工していく必要があります。したがい

まして、一日でも早いトンネル工事の着手に向

けまして、用地取得の状況によりますが、今年

度、一部で工事にも着手したいと考えておりま

す。県といたしましては、地域間交流であると

か、南九州の観光振興ということで非常に重要

な道路と考えておりますので、早期整備を図る

ため、予算の確保についても国へ強く働きかけ

てまいりたいと考えております。

逆に、国は県が予算をつけれ○中野一則議員

※ 179ページに訂正発言あり

平成28年９月９日(金)
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ば幾らでも出しますという話でしたので、県の

実質負担が28％ですから、県が予算をつければ

国はするということですので、この短縮をぜひ

お願いしたい、こう思っております。

なお、この道路は非常に重要な道路ですか

ら、天草、島原を通れば長崎まで いわゆる―

川崎との関係ではありませんが 先々いい道―

路になりますから、国の直轄道路にしてほし

い、こう思います。２桁道路も59号から99号は

欠番、１桁道路も０号が欠番ですから、直轄道

路への昇格も国に働きかけをしてほしいと思い

ます。その決意もよろしくお願いします。

済みませ○県土整備部長（東 憲之介君）

ん。決意の前に、先ほど答弁した中で、トンネ

ルに至るまでの距離を約400メートルとお話しし

ましたが、約700メートルでございます。おわび

して訂正させていただきます。

先ほどからお話ししていますように、非常に

重要な道路ということで考えていますので、県

のほうでもしっかり、今後、予算の確保にも努

めながら、早期整備を図ってまいりたいと思い

ます。

よろしくお願いいたしまし○中野一則議員

て、質問を終わります。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○宮原義久副議長

ました。

次の本会議は、12日午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後４時１分散会

平成28年９月９日(金)
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、徳

重忠夫議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○徳重忠夫議員

ざいます。本日の一般質問のトップバッターを

務めさせていただきます。よろしくお願いいた

します。

それでは、通告に従いまして順次質問をして

まいります。

まず最初に、都城志布志道路の整備について

お伺いをいたします。

皆様御承知のとおり、本道路は、宮崎自動車

道の都城インターチェンジと志布志を直結す

る、延長44キロメートルの地域高規格道路であ

ります。都城志布志道路の整備効果について、

費用便益分析は事業区間ごとに出されているわ

けでありますが、おおむね２倍を超えているの

であります。走行時間短縮、走行経費減少、交

通事故減少の３つの便益だけで約２倍以上ある

ということで、現在の総事業費は1,200億円であ

ることから、単純に計算すると約2,400億円を超

える便益があるわけであります。費用便益分析

は50年間で計算されておりますことから、単純

に割りますと、毎年40億円以上の経済効果が見

込まれると言えるのではないでしょうか。これ

に加え、物流の効率化、新たな企業立地の促

進、災害時に沿岸部と内陸部を結ぶ支援物資の

輸送ルートの強化、救急医療体制の構築など、

経済・防災・医療の道として効果が見込まれる

わけであります。このように大変大きな事業効

果が見込まれることから、ぜひとも早期に完成

させ、供用区間を一体的に利用できるようにす

る必要があると考えております。そこで、都城

志布志道路の早期整備に向けた知事の意気込み

を、まずお聞かせいただきたいと思います。

次に、県境部の整備についてお伺いをいたし

ます。都城志布志道路は、国土交通省、宮崎

県、鹿児島県で整備が進められており、現在の

供用率は、計画路線指定以来、既に22年かかっ

てまだ３割程度であります。平成30年までに

は、宮崎県側は南横市インターチェンジから金

御岳インターチェンジ間の約10キロ、鹿児島県

側は末吉インターチェンジから有明東インター

チェンジの間13キロがつながり、約５割が供用

することになっております。しかしながら、そ

の間の県境部の約5.8キロはつながっていませ

ん。道路はつながってこそ効果を発揮するもの

でありまして、県境部の早期整備が必要と考え

ております。県境部については、平成25年か

ら、宮崎県側は金御岳工区として約2.9キロ、鹿

児島県側は末吉道路として2.9キロ、それぞれ事

業に着手されておりますが、既に３年以上経過

しておるところであります。都城志布志道路の

総事業費が1,200億円であることから、単純に計

算しますと県境区間が約150億円かかるというこ

とでありまして、今までの事業費が約30億円で

ありますことから、残事業に、まだ120億円も必

要であります。仮にあと４年で開通させるとす

ると、毎年30億円が必要となり、相当頑張らな

いといけないと考えております。頑張るために

は、目標を持って事業を進めることが重要と考

えます。そこで、県土整備部長に、都城志布志

道路の金御岳工区の完成見通しについてお伺い

をいたします。

以上、壇上からの質問とし、後の質問は質問

者席から行います.（拍手）〔降壇〕

平成28年９月12日(月)
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〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えいたします。

都城志布志道路の早期整備についてでありま

す。都城志布志道路は、南九州圏域の経済基盤

強化に欠かせない地域高規格道路であります。

御指摘のように、防災・医療の面で大変重要な

効果もあります。その効果を十分に発揮するた

めには、早期に全線の供用を図ることが大変重

要だと考えております。このため、ことし１月

には直接、石井国土交通大臣にお会いし、この

道路の重要性や地元の皆様の熱い思いを伝える

など、国に対して予算の重点配分と早期整備を

強く訴えてきたところであります。また、こと

し５月に都城市で開催された「都城志布志道路

整備活用促進大会」に私も出席をいたしました

が、パネルディスカッションで地元の高校生が

意見を述べるなど、大会に参加した約1,800人の

熱い思いを直接肌で感じたところであります。

今後とも、あらゆる機会を捉えて、国に対し予

算確保を働きかけるとともに、県議会を初め、

沿線自治体、商工関係団体等の御支援もいただ

きながら、国や鹿児島県ともしっかり連携を

し、全線の早期整備に向け全力で取り組んでま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

〔登壇〕 お○県土整備部長（東 憲之介君）

答えいたします。

金御岳工区の完成見通しについてでありま

す。金御岳工区におきましては、これまで測量

や設計を行い、用地取得につきましては、集団

調印を実施するなど地元の皆様の御協力をいた

だき、約８割まで進んでおり、現在、残る用地

取得と埋蔵文化財調査を行っている段階であり

ます。また、鹿児島県側の末吉道路につきまし

ても、用地取得と埋蔵文化財調査を進めている

段階と伺っております。したがいまして、今後

の用地取得や調査の進捗、予算確保の状況を見

きわめる必要があり、現段階で完成見通しをお

示しすることは難しいと考えているところであ

ります。しかしながら、完成見通しを公表する

ことは、企業誘致や計画的なまちづくりに貢献

する上で大変重要なことと考えております。こ

のため、引き続き鹿児島県と連携しながら、整

備に必要な予算確保に努め、県境部の整備に

しっかり取り組んでまいりたいと存じます。

〔降壇〕

大変前向きな御答弁、ありが○徳重忠夫議員

とうございます。

そこで、２問目でございます。さまざまな条

件があるとは思いますが、できるだけ早く完成

予定年度を公表し、計画的な整備を進めていた

だきたいと思います。鹿児島県では、御案内の

とおり、新しい知事が就任されたわけでありま

す。意気込みを形に示すために、宮崎、鹿児島

両県知事が、国に対して合同で積極的に要望活

動をしてほしいというのが地域住民の願いでも

ございます。県境区間5.8キロ、先ほど申し上げ

ました残事業といたしまして、まだ120億円も必

要であります。そこで、県境区間の早期整備を

図るため、三反園鹿児島県知事、河野宮崎県知

事、池田都城市長、五位塚曽於市長、本田志布

志市長と合同で、関係省庁へ要望活動を実践し

ていただきたいと思いますが、知事の考えをお

聞きしておきたいと思います。

都城志布志道路の早期○知事（河野俊嗣君）

整備に向けては、鹿児島県、また沿線自治体と

の連携が非常に重要でありまして、これまでも

沿線の首長さん方と、総決起大会、また国への

要望活動等に取り組んできているところであり

ます。鹿児島県の新しい三反園知事との連携も
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非常に重要でありまして、８月４日、宮崎県庁

にお越しになり、特に防災や観光面での連携を

図っていきたいというお話でありましたが、そ

のときに、私どもが国交省への要望で使います

大きな地図、九州全体の地図で、ミッシングリ

ンクを明示した地図をお見せして、鹿児島との

間で、都城志布志道路、さらには東九州道路の

早期整備が非常に重要である、連携をぜひお願

いしたいということを強く要請し、「しっかり

やっていきましょう」というお言葉もいただい

たところであります。今後とも、鹿児島県、関

係市等とも十分連携をしながら、全線早期整備

に向けて全力で取り組んでまいります。

ぜひ実現をしていただきたい○徳重忠夫議員

なと思います。やはり首長がそろって陳情する

ことが、大変なインパクトになると考えており

ますので、よろしくお願いを申し上げておきた

いと思います。

それでは次に、医療提供体制の充実について

お伺いをしてまいります。

平成27年４月、都城市郡医師会病院が移転を

いたしました。移転後、都城市や三股町、鹿児

島県の曽於市や志布志市の住民だけでなく、西

諸県の小林市やえびの市、高原町の住民の利用

も大変ふえているところでございます。まさ

に、地域住民にとりまして安全・安心の両面

で、より利便性が高まったのではないかと思っ

ております。

ところで、県立３病院につきましては、毎

年50億円程度の県の一般会計からの繰り入れが

されているようであります。私は、医師会病院

は、民間病院とはいえ、県立病院のない県西地

区におきましては、準公立病院であると認知し

ているわけでありまして、救急医療あるいは地

域医療に貢献しているものと考えております。

県は、都城市郡医師会病院移転整備に関しまし

て、総額15億円余りを支出していただいておる

ところでございますが、県立病院のない県西地

域における医療支援について、知事の考えをま

ずお伺いしておきたいと思います。

県西地域におきまして○知事（河野俊嗣君）

は、都城市郡医師会病院や国立病院機構都城医

療センター等が、圏域の中核病院として、地域

医療の充実に多大な貢献をしていただいている

ところであります。一方、県立病院は、全県レ

ベルあるいは地域の中核病院として、医療を安

定的に提供するだけではなく、収入をもって充

てることが困難な政策医療や不採算医療を担う

使命がありますことから、関係法令等に基づき

まして、一般会計が負担をしているところであ

ります。県民の皆様が安心できる医療体制の確

保を図るために、これまでも、財政状況が厳し

い中、県内の僻地・小児・救急医療など政策的

な医療支援を行っているところでありますが、

今後とも、補助制度等を最大限に活用しなが

ら、県西地域に必要な医療機能の充実の支援に

取り組んでまいりたいと考えております。

ありがとうございます。○徳重忠夫議員

それでは、もう一問させていただきたいと思

いますが、高度な医療を提供するには、高度な

医療機器とそれを扱うスタッフが必要となりま

す。しかし、県民の中には、高度な検査や治療

を受けるため、わざわざ都市部の病院まで行っ

て入院し、あるいは診察してもらうという声を

たくさん聞いているところであります。都城市

郡医師会病院は、都城志布志道路が全線開通す

れば、まさに南九州の中核拠点病院としての機

能を果たすでしょうし、県民が県内で高度な医

療を受けられる体制が整備できるものと考えま

す。このような中、都城市郡医師会病院では、
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ここ２～３年のうちにＭＲＩ約５億円程度、Ｃ

Ｔ約４億円程度と、高度な医療機器を導入した

いという意向があると聞いておりますが、医療

機器等の整備支援をしていく考えはないか、知

事にお伺いをしておきたいと思います。

都城市郡医師会病院○知事（河野俊嗣君）

は、圏域の中核病院でありますことから、その

移転整備の際には、建物やヘリポート、備蓄倉

庫などの施設整備だけでなく、エックス線ＣＴ

装置の高額医療機器など総額15億円余を支援す

るほか、ドクターカーの配備や、地域の医療機

関の連携に必要なネットワークシステムの導入

支援等を行ってきたところであります。また、

災害医療や小児救急医療の拠点機能の役割に配

慮しまして、小児救急医療拠点病院や第二種感

染症指定医療機関としての毎年の運営費などの

支援も行っているところであります。今後と

も、県内各圏域の医療提供体制の整備に必要な

支援につきましては、各種補助制度や地域医療

介護総合確保基金等を活用して、地元市町村と

も十分連携を図りながら取り組んでまいりま

す。

ありがとうございます。前向○徳重忠夫議員

きに御答弁いただいておるところでございます

が、平成28年度、一般会計から約47億円の繰り

入れがなされております。そのうち交付税措置

を差し引いた県費だけでも12億円という金額で

ございます。県内どの地域でも公平に高度な医

療が受けられるよう、県西地域の中核病院であ

る都城市郡医師会病院における医療機器等の整

備に関する支援について、今後とも特段の御配

慮をお願い申し上げたい、このように思ってお

ります。

それでは次に、子ども・子育て支援新制度に

ついてお伺いをしてまいります。

新制度がスタートして１年余りとなりまし

た。私は、この新制度が始まって以来、保育所

を取り巻く環境が大きく変わったことを実感い

たしております。それは、制度自体は平成18年

度にスタートしたものの、なかなか進まなかっ

た認定こども園への移行が、新制度を機に加速

しているからであります。私は、新制度につい

て、現場の関係者からさまざまな意見を伺う機

会がありますが、「地方にはなじまない」とい

う声や、「県内で認定こども園へ移行が進んだ

ことにより、関係者の横のつながりが希薄にな

り、以前に比べて意思疎通がうまくいかなく

なった」という声を少なからず聞いておるとこ

ろでございます。そこで、まず最初に、子ども

・子育て支援新制度移行前と移行後の保育所、

幼稚園、認定こども園の施設の状況はどのよう

になっているのか、福祉保健部長にお伺いをし

ておきたいと思います。

新制度移行前○福祉保健部長（日隈俊郎君）

の平成26年４月１日現在の各施設の内訳でござ

いますが、保育所が385園、幼稚園が89園、認定

こども園が42園でありましたが、移行後のこと

し４月１日現在では、保育所が321園、幼稚園

が70園、認定こども園が127園となっておりま

す。

ただいま、数はお知らせをい○徳重忠夫議員

ただきました。これもまた、関係者の皆さんか

ら伺っているところでございますが、県や市町

村、保育団体等を通じて多くの資料が提出され

ているものの、新制度の仕組みが大変複雑であ

ります。内容も多岐にわたっております。「そ

れに目を通すだけでも一苦労だ」「なかなか制

度の理解が進まない」といった意見をたくさん

聞いておるところでございます。子供たちは、

本県、我が国の未来を担っていく原石でありま
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す。あらゆる可能性を持っております。保育所

等経営者の間では、その子供たちをより輝かせ

ていくための方策として、認定こども園へ移行

すべきかどうか、それぞれが真剣に考えており

ます。悩んでいるのが実情であります。最終的

にどのような形で運営を行っていくかは、経営

者が施設それぞれの特徴や地域のニーズなどを

よく見きわめて判断していくことになります

が、県としては、このような具体的・個別的な

相談があった場合にも丁寧に対応し、関係者を

安心させていただきたいと思う次第でありま

す。福祉保健部長の考えをお聞かせいただきた

いと思います。

議員御指摘の○福祉保健部長（日隈俊郎君）

とおり、新制度については、施設を運営する関

係者の方々から、仕組みが複雑でなかなか理解

が進まないという御意見、御相談が県にも寄せ

られているところであります。このため県で

は、保育連盟連合会や幼稚園連合会など、新制

度に関する情報提供や意見交換を実施してきた

ところでございます。また、新制度の実施主体

であります市町村とも連携強化を図っており、

先月もブロック別の会議を実施いたしまして、

市町村個々の状況等についても把握に努めてい

るところであります。お尋ねの認定こども園に

ついては、保育所と幼稚園の機能をあわせ持つ

幼保連携型認定こども園を初め、４つの類型が

ございます。それぞれに認可要件等が異なりま

すので、関係者の方々から個別・具体的な御相

談をいただいた場合には、引き続き市町村等と

も十分連携を図りながら、円滑な移行が図られ

るよう、わかりやすく丁寧な対応をしてまいり

たいと考えております。

現在、乳幼児を預かる施設と○徳重忠夫議員

いたしましては、今、部長から御答弁のとお

り、保育所が321、幼稚園が70、認定こども園

が127あるということでございますが、多くの経

営者が、認定こども園へ移行すべきかどうか悩

んでいると聞いておるところでございます。そ

れはどういうことかといいますと、今おっ

しゃったとおりでございますが、認定こども園

が幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量

型の４つに分かれております。さらに、今まで

は幼稚園、保育所と２つしかなかったものが、

合わせて６つの型になっているという、本当に

わかりにくい状況になっているからでございま

す。新制度につきましては、経営者が制度を十

分理解し適切な判断ができるように、関係者と

十分相談をしていただいて、丁寧な対応を強く

要望しておきたいと思います。

質問を続けさせていただきたいと思います。

代表質問で松村議員からも質問されたところで

ございます、児童虐待についてお伺いをしてま

いります。

平成27年度の児童相談所における児童虐待相

談対応件数は、全国では10万件を超えておりま

す。本県でも715件と過去最多を示しておりま

す。また、日々の報道において、全国的には、

児童虐待により子供が亡くなる事案が聞こえて

きており、幼い命が失われることは残念でなり

ません。このような児童虐待という悲しい出来

事を防止するため、県や市町村等が懸命に児童

虐待防止に取り組んでいることは承知している

のですが、行政が手を尽くしても児童虐待が後

を絶たない深刻な状況について、懸念するもの

であります。本県では、平成26年度の対応件

数540件から、27年度は実に1.3倍、175件の増と

なっておりますが、増加の理由について、福祉

保健部長にお伺いをしておきたいと思います。

児童虐待相談○福祉保健部長（日隈俊郎君）
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対応件数が増加した理由といたしましては、全

国的に痛ましい児童虐待事件が後を絶たないこ

とや、厚生労働省が運営する児童相談所全国共

通ダイヤルが、昨年７月にそれまでの10桁から

３桁に短縮されたこと、そして、その活用につ

いて国や県が積極的に広報活動を行ったことな

どによりまして、県民の児童虐待への関心や通

告意識の高まりにつながったこと等によるもの

と考えております。

児童虐待は、家族の中で、保○徳重忠夫議員

護者が加害者、子供たちが被害者となる悲しい

問題として、悔しさとやり切れない思いを感じ

ておるところでございます。児童相談所の職員

等は、児童虐待が生じてしまった後の対応に全

力で取り組まれていると考えますが、児童虐待

が発生する前に水際で防止することが、家族自

身にとっても、家族を支援する立場にある方々

にとっても重要であると考えます。特に、児童

虐待を引き起こす保護者の中には、人間関係や

経済状態などに問題を抱え、やむにやまれず養

育の放棄等を引き起こしてしまう方々もいると

考えられ、児童虐待の未然防止のために、虐待

予備軍も含めた保護者に対する支援策が講じら

れる必要があると思うのであります。そこで、

福祉保健部長に、本県の児童虐待防止の取り組

みについてお伺いをしておきたいと思います。

議員御指摘の○福祉保健部長（日隈俊郎君）

とおり、児童虐待の未然防止の取り組みは大変

重要であると考えております。保護者への支援

の取り組みといたしましては、本県ではこれま

で、市町村が実施主体となり取り組む、乳児の

いる家庭に子育てに関する情報提供等を行う乳

児家庭全戸訪問事業や、これにより支援が必要

と認められた家庭を継続的にフォローいたしま

す養育支援訪問事業などの子育て支援事業に、

経費の一部を県のほうから補助を行い、事業の

促進に取り組んできております。また、今年度

から新たに、児童相談所全国共通ダイヤルに関

し、24時間電話相談に対応する体制を整えたと

ころでございまして、児童虐待相談に限らず、

育児に関する相談にも対応しているところであ

ります。さらに、地域からの相談に応じる児童

家庭支援センターを今年度設置いたしまして、

保護者からの相談に対して専門的な助言等を行

う体制の強化も図ったところでございます。

それぞれ大変努力をいただい○徳重忠夫議員

ております。大変ありがたいことだと思ってお

ります。児童虐待の痛ましさを知ってしまった

以上は、地域の子供たちに対して、誰も無関心

でいることはできないのであります。児童虐待

を防止するために、しっかりと啓発に取り組ん

でいただきたい。お願いをしておきたいと思い

ます。

続きまして、子供の貧困についてお尋ねをし

てまいります。

生活保護世帯の子供の高等学校への進学率

は、平成26年度の全国の値が91.1％となってお

り、一般世帯の98.7％と比較して約８ポイント

も低い水準になっております。また、生活保護

世帯の高等学校中退率は、平成26年度の全国の

値が4.9％となっており、一般世帯の1.5％と比

較して３倍以上となっております。これらの

データは、家庭の経済状況が子供の教育を受け

る機会に影響し、必ずしも平等とは言えない現

状を示すものであります。子供の一人一人の成

長スピードは速く、現在貧困の状況にある子供

に対し早急に手を差し伸べなければならないこ

とから、子供の貧困問題への対応は待ったなし

の状況であると考えます。このような状況の

中、昨年度、県は「宮崎県子どもの貧困対策推
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進計画」を策定したところでありますが、都道

府県の子供の貧困率が明らかになっていないこ

とや、子供の貧困に関する指標の多くが割合で

示されており、本県において、貧困の状況にあ

る子供が実際にどの程度いるのか、わかりにく

いと感じております。そこで、本県の子供の貧

困に関する具体的な数値があれば、福祉保健部

長にお伺いをしておきたいと、このように思い

ます。

子供の貧困に○福祉保健部長（日隈俊郎君）

関連する指標としては、生活保護世帯やひとり

親世帯の子供の数を初め、経済的な理由によっ

て就学援助を受けている子供の数などがござい

ます。具体的な数値をお示ししますと、生活保

護受給者のうち、18歳未満の子供は、平成26年

度時点で1,995人となっております。また、ひと

り親世帯のうち児童扶養手当の支給対象となっ

ている子供 18歳以下になりますが は、― ―

平成26年度時点で２万3,173人となっておりま

す。さらに、就学援助を受けている子供 給―

食費等々の支援を受けている子供の数ですが

は、平成25年度時点で１万3,620人となって―

おります。

たくさんの子供たちが貧困の○徳重忠夫議員

中で生活をされているということでございま

す。さまざまな捉え方がございますので、さら

なる実態の把握に努めていただきたい、このよ

うに思っております。

計画の初年度に当たります今年度からは、そ

のような子供たちを対象として、計画に基づい

ての施策が展開され、必要な支援が行われてい

かなければなりません。計画を策定しただけで

は、本県の子供の貧困問題が解決するものでは

なく、今後、より県民に近い市町村と連携し、

計画を着実に推進することが重要となります。

そこで、計画を推進するためには、地域の実情

に応じた取り組みが必要と考えますが、どのよ

うに考えておられるのか、福祉保健部長にお伺

いをいたします。

議員のお話に○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ありましたとおり、地域の実情に応じた取り組

みが必要であろうと考えております。今後、こ

の計画を着実に推進していくためには、県内の

各地域におきまして、それぞれの実情に応じた

対策を講じていく必要があろうかと考えており

ます。中でも、地域住民に身近な市町村の取り

組みが重要となりますので、国の交付金を活用

いたしまして、市町村が実施する子供の貧困の

実態調査や計画の策定などに対して支援を行う

こととしたところであります。また、昨年度か

ら、各福祉事務所ごとに「地域の子どもの貧困

対策会議」を開催しておりまして、福祉、教

育、民間団体等の関係者が一堂に会しまして、

子供の貧困をめぐる管内の情報交換や今後の取

り組みについて協議を行っているところであり

ます。今後とも、これらの取り組みを通じまし

て、市町村や関係団体等との連携を深めなが

ら、計画の推進にしっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

ありがとうございます｡子供の○徳重忠夫議員

貧困への対応は非常に重要な課題でありますの

で、計画の着実な推進に取り組んでいただきま

すように、強く要望申し上げておきたいと思い

ます。

続いて、公共施設の老朽化対策についてお尋

ねをしてまいります。

まず最初に、宮崎県公共施設等総合管理計画

についてであります。この計画につきまして

は、昨年の９月議会においても質問をさせてい

ただきましたが、インフラ施設など公共施設
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は、県民の安全・安心な暮らしに密接にかかわ

る重要な問題でありますので、今回も取り上げ

させていただきます。厳しい財政状況が続く

中、庁舎や道路、トンネルなど公共施設の維持

管理費用を抑制するために、本計画を策定され

るようでありますが、一方で、防災拠点庁舎や

２巡目国体のためのスポーツ施設の整備が計画

されており、大きな財政負担も見込まれており

ます。ところが、公共施設の現状については、

建物系施設では半数が建築後30年を超えており

ます。インフラ施設についても、橋梁やトンネ

ル、治水ダムなど一部の施設は、建設後50年を

超えているものがあるとされております。公共

施設の中には、緊急に修繕をしければならない

施設もかなりあると思います。これに対応する

ため、公共施設の維持補修について、緊急性の

あるものを早急に行うべきではないかと思いま

すが、公共施設等総合管理計画における個別施

設計画の策定をどのように進めているのか、総

務部長にお伺いをしておきたいと思います。

公共施設につきま○総務部長（桑山秀彦君）

しては、これまでも、緊急性を考慮しながら、

劣化や損傷の状況に応じた修繕等を行ってきた

ところでありますけれども、今後は、将来の財

政負担の低減化・平準化に向けまして、施設の

長寿命化を図ることが重要であります。このた

め、公共施設等総合管理計画におきましては、

計画的な点検や適時・的確な修繕等を行います

予防的保全を実施することといたしまして、庁

舎などの施設類型ごとに必要な対策の実施時期

などを盛り込んだ個別施設計画を、平成32年度

を目途に策定することにしております。この個

別施設計画の策定に当たりましては、副知事を

トップとして関係部局長で構成する公有財産調

整委員会が中心となって、各部局が行う計画の

作成を推進しますとともに、その進捗状況を適

切に管理することにしております。こうした取

り組みによりまして、個別施設計画の早期策定

を含め、公共施設の総合的な管理を積極的に推

進してまいりたいと考えております。

総合的な管理は当然のことだ○徳重忠夫議員

と考えております。公共施設は県民の安全・安

心のために欠かせないものであり、その維持補

修対策は喫緊の課題でありますので、早期に個

別施設計画をつくり上げ、万全を期されるよう

お願いをしておきたい、このように思います。

続きまして、警察署の整備について、警察本

部長にお尋ねをしておきたいと思います。皆さ

ん御承知のとおり、都城警察署は建築後59年が

経過して、日本一古い警察署であります。その

老朽化は言うまでもありません。また、駐車場

が狭いとか、庁舎の増改築等を繰り返したこと

によりまして、各種相談窓口の場所がわかりづ

らいなど、警察署の機能として問題があるもの

と考えております。また、防災対策の拠点施設

として、都城市と三股町の約19万人の安全を確

保するためには、現状では不安が残るところで

あります。財政状況が厳しいことは承知してお

りますが、治安基盤及び防災拠点としてしっか

りと機能させるために、早急に警察署を建てか

えてもらいたいと考えるところであります。そ

こで、都城警察署新庁舎の整備についてどのよ

うに考えておられるか、警察本部長にお伺いを

しておきたいと思います。

都城警察署につ○警察本部長（野口 泰君）

きましては、築後59年が経過し、老朽化が進ん

だ警察署となっておりますが、平成９年度に耐

震補強を行いまして、防災活動拠点としての機

能が果たせるよう、必要な措置をとらせていた

だいております。また、狭隘化への対応とし
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て、昭和55年度と平成13年度には増築を行い、

必要な事務室等を確保している状況でございま

す。県警察としましては、警察署の建てかえの

考え方として、治安基盤及び防災活動の拠点と

しての機能を十分発揮できる施設整備を目指

し、公共建築物の長寿命化の方針が示されるな

ど、厳しい財政状況下ではございますが、機能

に支障のある警察署を最優先とし、順次整備し

ていくという方針でありますので、どうぞ御理

解のほどよろしくお願いいたします。

本部長の立場からなかなか言○徳重忠夫議員

えないことかなと、こう思ってもおるところで

ございます。

都城警察署の整備につきましては、もう一つ

私が気になっていることがございます。それは

建設予定地についてでございます。言うまでも

ございません。現状は駐車場が不足しておりま

す。もっと広い土地に移転する必要があると思

うのであります。最近は、都城北消防署や医師

会病院も郊外に移転しております。車社会であ

る現代では、現在のような市の中心部にこだわ

る必要はないものと考えます。そこで、都城警

察署新庁舎を整備する場合、どこにどのような

用地の選定をされようとしているのか、警察本

部長にお伺いをしておきたいと思います。

現在の都城警察○警察本部長（野口 泰君）

署の敷地面積は約8,200平方メートルであり、宮

崎北警察署、延岡警察署に次ぐ３番目の敷地面

積であります。しかしながら、これまで狭隘化

の解消を図る目的で必要な施設を増築してきた

ため、駐車場が不足しているところでありま

す。一般論ではありますが、警察署を建てかえ

る場合、用地選定の要件としましては、防災活

動拠点としての機能を発揮するための敷地の確

保や、警察署管内で発生する事件・事故への対

応、県民の利便性の向上などが挙げられますの

で、県警察としましては、このような考え方で

用地を選定していく方針であります。

ありがとうございます。知事○徳重忠夫議員

も本部長も、現地、都城警察署の状況を見て、

建てかえの必要性を感じておられると私は思っ

ています。知事、本部長からはなかなか言い出

せないようなことかと思いますが、日本一古い

警察署、これを解消しましょうよ。お願いいた

します。早目に整備計画を立てていただくよう

強くお願いをしておきたい、このように思いま

す。

次に、スポーツ振興について、教育長にお伺

いをいたします。

先月、スポーツ・観光対策特別委員会の県北

調査において、新富町にある富田浜漕艇場を調

査したところであります。富田浜漕艇場は、松

林に囲まれた風景の美しい入り江にある、ボー

ト競技やカヌー競技に適した自然条件を備え、

また、スタートからゴールまでの直線コースが

確保できるすぐれたコースであります。これま

で、昭和54年の宮崎国体、平成４年の全国高校

総体などの全国大会や、国体予選など県大会が

開催されております。富田浜漕艇場は、このよ

うに各種大会の開催や高校生の日常の練習でも

使用するなど、本県スポーツの普及・振興に寄

与しているところであります。このような大変

すばらしい環境の中にある漕艇場であります

が、全国や各地から応援や観戦に訪れる方々の

ための観客席と駐車場が十分整備されていない

ように思われます。そこで、富田浜漕艇場に観

客席と駐車場を整備する必要があると考えます

が、県はどのように考えておるのか、教育長に

お伺いをしておきたいと思います。

新富町にある漕艇場○教育長（四本 孝君）
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は、県内唯一の漕艇場として活用されておりま

して、これまで、地元の新富町と協力しなが

ら、国体あるいは全国高校総体を初め、多くの

大会を開催してきたところでございます。ま

た、漕艇場が位置する富田浜一帯は、議員の御

質問にもありましたが、海岸や松林、入り江な

ど、すばらしい自然環境を有しておりまして、

新富町では、漕艇場の隣接地に、これらの自然

を生かしたキャンプ場やプール、駐車場などの

公園施設を整備しているところであります。お

尋ねの観客席や駐車場の整備につきましては、

今後、新富町と話し合いながら、競技団体の御

意見も踏まえつつ研究してまいりたいと考えて

おります。

私もこの場に立ち会いまし○徳重忠夫議員

て、新富町の職員の方々と話したところでござ

います。「観客席や駐車場が整備されれば、よ

り多くの観客が訪れると思うのであります」、

そう新富町の職員の方も言っておられました。

新富町と十分協議をいただいて、観客席、駐車

場の整備をよろしくお願い申し上げておきたい

と思います。

続いて、県内就職率についてお尋ねいたしま

す。

高校生や大学生の県内就職率についてでござ

いますが、黒木議員からも代表質問で質問され

ております。先日の新聞記事で、本県の高校生

や大学生の県内就職率が低迷し、若者の県外流

出が深刻な状況となっていることが大きく取り

上げられております。４年後に開催されます東

京オリンピック・パラリンピック等の影響で、

今後、県外企業からの吸引力がさらに強まるこ

とが懸念され、若者の県外流出にさらに拍車が

かかるのではないかとの強い危機感を抱いてお

ります。一方、高校生や大学生に対する県内企

業からの求人数は年々ふえている状況と伺って

おります。そうした中、高校生や大学生の約半

数が県外企業を選択する背景には、県外企業と

の初任給や福利厚生の差が大きく影響している

のではないかと考えておるところであります。

中でも、特に県外企業との初任給の格差が、高

校生や大学生の県内就職率が低い大きな要因と

なっていると私は考えております。商工観光労

働部長のお考えをお聞きしておきたいと思いま

す。

高校生、○商工観光労働部長（中田哲朗君）

大学生を対象としたアンケート調査などを見ま

すと、企業選択において求める条件はさまざま

でございますが、初任給も重要な要素の一つで

あると考えております。このため県では、付加

価値の高い産業の振興を図り、給与面も含めた

良質な雇用の確保を実現するため、「みやざき

産業振興戦略」に基づき、成長産業の振興や中

核企業の育成等に取り組んでいるところであり

ます。一方で、仕事のやりがいや会社の成長

性、職場の雰囲気など、給与面だけでは語れな

い企業の魅力や、通勤時間の短さや物価の安

さ、恵まれた子育て環境など、都会にはない宮

崎の魅力もありますので、それらを積極的にア

ピールして、県内就職の促進につなげてまいり

たいと考えております。

給料だけではないというよう○徳重忠夫議員

なお話でございますが、私は、高校生が最初に

就職するときに、給料が安いということが一番

だと私なりに考えておるところでございます。

これが差を縮められるような方策を、事業主さ

んと皆さん方で相談をしながら考えていただく

ならば、１万円程度の差だったら何とかなると

いうような気がしておるところでございまし

て、努力をいただきますようにお願いしておき
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たい、このように考えます。

最後の質問になりますが、選挙の投票率につ

いてお伺いをしてまいります。

私は、２月の一般質問でも、本県の投票率が

九州・沖縄の中で低い傾向にあることから、九

州・沖縄で１番になることを目標にしっかり取

り組んでほしいと申し上げたところでありま

す。ところが、７月に行われました参議院議員

通常選挙では、本県の投票率は49.76％、47都道

府県中44番目の投票率にとどまっております。

九州・沖縄で最も低い投票率となったところで

あります。選挙は民主主義の原点であり、この

ように選挙に参加しない有権者が多いことは、

政治や行政に関心がないことのあらわれと、極

めて憂慮すべき事態であると考えております。

そこで、今回の参議院選挙で、九州・沖縄で最

も投票率が低かったことをどのように捉え、投

票率向上に向けて今後どのように取り組んでい

かれるおつもりか、選挙管理委員長にお伺いを

しておきたいと思います。

最近の本県○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

の投票率は低い傾向にありますが、特に今回の

参議院選挙では九州・沖縄で最も低く、全国平

均を4.94ポイントも下回る、投票率49.76％にと

どまったことは、大変残念であり、重く受けと

めております。投票率を向上させ、この状況か

ら脱するためには、常日ごろから有権者の政治

や行政への関心を高め、主権者意識の醸成を図

ることが何より重要と考えております。このた

め県選挙管理委員会では、若者向けワーク

ショップや意見発表会などの啓発事業に加え、

教育委員会等と連携・協力した学校への選挙出

前授業などに取り組んでおります。今後もより

一層、創意工夫を凝らしながら効果的な啓発活

動に取り組むことで、主権者意識の醸成に努

め、投票率の向上につなげてまいりたいと考え

ております。

投票率を向上させるために○徳重忠夫議員

は、啓発だけではなくて投票環境の向上も非常

に大事ではないかと思っています。最近、過疎

化に伴いまして投票所が廃止され、そのことが

投票率の低下につながったと考えられる事例が

発生をいたしております。都城市西岳の大塚地

区は、以前は90％程度の高い投票率を誇る地区

でございましたが、今回、投票所が廃止された

ことによって投票率が下がったと聞いておりま

す。投票したい気持ちは持っているのに、交通

手段がない等の理由によりその機会を失われる

ことは、あってはならないことであり、選挙管

理委員会には、投票機会を確保するための対策

を講じてほしいと思っております。その対策と

して、今回の参議院選挙で、島根県の浜田市に

おいては、ワンボックスカーを期日前投票所と

して中山間地を巡回させ、投票を受け付ける取

り組みがされたと聞いております。大変よかっ

たと聞いておるところでございます。これは大

いに参考になる取り組みであります。本県にお

いても、このような投票支援策を講じるべきと

考えますが、選挙管理委員長の考えをお聞きし

ておきたいと思います。

投票区の見○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

直しにより投票所が遠くなった場合、交通手段

を持たない高齢者等は投票所に足を運ぶことが

困難となるため、投票機会を確保するための支

援策が必要と考えております。本県では、交通

が不便な地域に短時間の期日前投票所を設けた

り、期日前投票所や投票所までのコミュニティ

バスの運賃を無料にすることなどの取り組みを

行っている市町村があります。今回、島根県浜

田市が取り組まれた、自動車を期日前投票所と
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し、各地区を巡回する取り組みも、大変有効な

支援策の一つと考えております。県選挙管理委

員会といたしましては、この事例を含め、市町

村選挙管理委員会に対し、投票機会の確保を図

るための取り組みの情報提供や助言を行い、そ

れぞれの地域に適した取り組みを検討・導入い

ただくことで、投票環境の向上を図り、投票率

の改善につなげてまいりたいと考えておりま

す。

投票率向上に向けて参考にす○徳重忠夫議員

べき事例が、意外と身近なところにあるようで

あります。新聞報道によりますと、今回の参議

院選挙では、西米良村の投票率が91.13％、全国

市町村で最も高い投票率に輝いたということで

あります。投票率九州一を目指してほしいと申

し上げてまいりましたが、身近なところに日本

一があったということで、これは称賛されるべ

きだと考えます。新聞記事では、防災無線を利

用するなど、きめ細やかな啓発の取り組みが功

を奏したと紹介されております。西米良村が日

本一となった理由を検証し、県全体で生かして

いくことで、県全体の投票率向上につながるの

ではないかと思いますが、選挙管理委員長の考

えをお聞きしたいと思います。

西米良村が○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

投票率日本一となった背景には、村民の皆さん

の高い主権者意識に加えまして、防災行政無線

を活用した投票の呼びかけや、新有権者に対す

る文書での投票呼びかけなど、地域の特徴を生

かした、西米良村選挙管理委員会のきめ細やか

な啓発の取り組みがあると考えております。こ

れらの取り組みは、ほかの市町村においても大

いに参考になる部分があると思いますので、県

選挙管理委員会では、市町村選挙管理委員会職

員研修会の場などにおいて、西米良村の取り組

みを含め、県内及び全国のすぐれた事例の紹介

や意見交換を行うことで、各市町村の啓発のレ

ベルアップを図り、投票率向上につなげてまい

りたいと考えております。

選挙権年齢が18歳以上に引き○徳重忠夫議員

下げられたことによりまして、本県におきまし

ても２万人が新たな有権者として投票に臨んで

おります。今回の本県の18歳、19歳の投票率

は、九州・沖縄で最も低く、全国でも下から２

番目に低かったということであります。非常に

残念であります。残念でなりません。そこで、

今回の選挙を踏まえ、改めて若者の投票率を上

げるための取り組みについて検証することが大

切だと思います。特に高校生に対して、改めて

継続的にしっかりとした主権者教育を行ってい

くことが、今後、新たに有権者となる18歳、19

歳の若者の投票行動にもつながると考えます。

今後の本県における高校生に対する主権者教育

の取り組みについて教育長にお伺いして、最後

の質問とさせていただきます。

選挙権年齢が18歳以○教育長（四本 孝君）

上に引き下げられましたことに伴い、県教育委

員会といたしましては、これまで主権者教育の

充実や投票意欲の高揚に努めてきたところで

す。今回の参議院議員通常選挙につきまして

は、高校３年生に限って言えば、ことしの４月

から７月11日までの約３カ月間に誕生日を迎え

た生徒のみが有権者となっておりまして、全体

としての評価については判断が難しいところも

あるところでございます。今後は、公表されて

おります投票率や、それぞれの学校における取

り組みの検証等も踏まえ、高校入学時から計画

的・継続的な指導を充実させるとともに、模擬

選挙やディベートなど、より実践的な活動につ

いても積極的に進めてまいります。
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どうもありがとうございまし○徳重忠夫議員

た。

以上で質問を終わらせていただきます。（拍

手）

次は、右松隆央議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 自由民主○右松隆央議員

党、右松隆央でございます。

「沖縄県に次いで、本県の出生率は高い」と

安閑としていられないことが、ことしの６月に

厚生労働省が公表した、昨年度の人口動態統計

で明らかになったところであります。人口減少

社会への対応が、地方自治体の行く末を握る重

要な課題として俎上にのり、今や全国各県にお

いて、「イクボス宣言」や「子育て王国」を唱

え、攻めの少子化対策、そしてＵＩＪターンの

取り込みにしのぎを削っております。

一昨年から比較をして、昨年度の出生率の上

昇率が公表されております。上昇率の全国平均

は0.04ポイントでありますが、本県はそれを下

回る0.03ポイントとなり、昨年度の出生率

は1.72となったところであります。本県より高

い上昇率を示した県は21県あり、そのトップ

が0.14ポイント上昇させた島根県であり、その

結果、昨年度の出生率が1.80となり、同じ

く0.08ポイント上昇させた沖縄県に次いで、島

根県は本県を抜き、全国２位に上がっておりま

す。

そこで、島根県の出生率が伸びた要因を分析

する中で、幾つかの特色が見られ、また、自治

体の少子化対策への取り組みの本気度をうかが

わせる政策誘導の中身と効果を示しながら、本

県の現状を伺い、あわせて、出生率の向上や少

子化対策の推進策を問うてまいりたいと思いま

す。

特色の一つとして、まず初めに、ＵＩＪター

ン者の内訳であります。島根県の合計特殊出生

率が伸びた要因として、地元の大学院教授によ

ると、「30歳前後の女性の田園回帰志向が高ま

り、彼女たちが出産したことが一因」と話され

ております。島根県によると、昨年の１年間で

ＵＩターン者の数が4,252人にも上り、そのう

ち、20～39歳の女性が実に23％の1,000人近くを

占めているとのことでありました。そこで、ま

ずは、本県の昨年度のＵＩＪターン者の総数と

その年齢別男女の内訳を、総合政策部長に伺い

たいと思います。

後は質問者席にて質問を行わせていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答○総合政策部長（永山英也君）

えいたします。

県では、昨年度、移住の情報発信拠点を整備

いたしまして、本格的に移住・ＵＩＪターンを

推進しており、その中で、公的な支援を活用し

ました移住世帯数を取りまとめておりますけれ

ども、全体的な移住者の数については、現時点

では把握できておりません。したがいまして、

現在把握しているデータに基づいてお答えさせ

ていただきます。

まず、性別につきまして、ひなた暮らしＵＩ

Ｊターンセンターを活用した移住者94世帯159人

で見ますと、子供を除く男女比では、男性が74

人で57.8％、女性が54人で42.2％となっており

ます。また、年齢別につきまして、世帯代表者

の年齢になりますが、30代が最も多く40.4％、

次いで20代が33.0％と、若い世帯が７割を超え

る状況となっております。

なお、先日開催されました県総合計画審議会

におきましても、委員から、公的な支援を活用

した世帯数だけではなく、実際の移住者の数の

把握が必要との御意見をいただいたところでご
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ざいます。県といたしましては、移住者数は、

人口減少対策に係る戦略の構築やその効果を把

握する上で、重要な指標の一つであると考えて

おります。今後、市町村とも連携しまして、可

能な限り把握に努めてまいりたいと考えており

ます。以上でございます。〔降壇〕

攻めの人口減少・少子化対策○右松隆央議員

を図っていく上では、男女、年齢層ごとに、さ

らなる施策の展開も必要になってまいります。

今後は、移住者の総数や内訳など、統計的に細

かいデータ収集を図ってもらうことを強く要望

させていただきます。

昨年の移住実績が、今議会でも202世帯と公表

されたところであります。前年の３倍以上に増

加したことは、宮崎ひなた暮らしＵＩＪターン

センターの開設など、本県の取り組みの成果が

着実に上がっている証左と言えます。一方で、

全国を見ると、いわゆる「増田レポート」

で、2040年までに896の自治体が消滅すると予測

され、政府により地方創生策に多くの予算がつ

き、ＵＩＪターンの誘致活動が一気に活性化し

た移住ブーム元年となった昨年度は、各県が軒

―並み数字を上げておりまして、その中でも

これは一昨年のデータでありますが 上位５―

県で全国の地方移住者総数の48％を占めるな

ど、地域間の格差が顕著になってきておりま

す。

上位５県に入っている県は、早くから移住支

援に取り組んでおりまして、同じく山陰の鳥取

県は、昨年度、本県の6.6倍となる1,337世帯

の1,952人が移住しており、島根県は、冒頭申し

上げました4,252人で、統計がとれていない本県

の10倍以上と推測するところであります。そこ

で、知事に、全国で地方への移住者数がこの５

年間で４倍以上にふえる中、各県独自の支援策

によって、自治体間の格差が広がってきている

わけでありますが、本県の現状をどのように認

識しておられるか伺いたいと思います。

御指摘のように、人口○知事（河野俊嗣君）

減少問題は地域の維持・存続に影響を及ぼす喫

緊の課題でありまして、全国の自治体が地方創

生に向けた取り組みを強化する中で、移住・Ｕ

ＩＪターン施策に大変力を入れておられるとこ

ろであります。本県におきましても、今、部長

が答弁しましたように、昨年度、移住・ＵＩＪ

ターンに係る相談体制や情報発信、また、市町

村と連携した移住者支援策の拡充に取り組んだ

結果、移住世帯数が大幅に伸びたほか、ふるさ

と回帰支援センターの移住希望地域ランキング

で10位になるなど、一定の成果につながったと

考えておりますが、全国的な動向を考えます

と、また、本県の定住先としてのポテンシャル

というものを考えますと、まだまだ努力が必要

であると考えておるところであります。

ある方によりますと、今、全国で、地方への

移住ブーム、第３次の移住ブームであるという

ような大きな流れがあるところでありますの

で、本県としても、しっかりその風を捉まえて

まいりたいと考えております。本県の人口減少

に歯どめをかけるためには、若者の定着促進や

そのための産業振興・雇用創出対策、さらには

少子化対策、そして移住・ＵＩＪターンなど、

総合的な取り組みが必要になってくると考えて

おりまして、より一層、市町村や関係団体とも

一体となって取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

ぜひ、本県固有の温暖な気候○右松隆央議員

と住みやすさに加えて、さらなる支援策を図っ

ていただき、先ほど知事が第３次の移住ブーム

と言われましたけれども、移住の促進にしっか
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りとつなげていただきますよう、よろしくお願

いいたします。

島根県と同様に、出生率が全国４位の1.69

で、上昇率が0.09ポイントと、本県に肉薄する

鳥取県もそうでありますが、各自治体の移住や

少子化対策への施策の本気度が、これからます

ます問われてくると考えております。島根県で

は、今年度、全国に先駆けて、３歳未満の子供

の保育料の軽減を、従来の第３子以降に加え、

第１、第２子にも適用する施策を始めておりま

す。また、中山間地域など、子供が少ないため

に、国の補助金だけでは運営が厳しい保育所や

学童保育に補助を上乗せするなど、市町村の取

り組みを独自にサポートしております。

各県どこも厳しい財政状況でありますが、そ

の中で、少子化対策にどこまで本気になって取

り組んでいけるのか、本県の優位性であった高

い出生率も、攻めの施策を打ち出し続けていか

なければ、これを維持していくのは相当に難し

いものと考える次第であります。そこで、島根

県が、若年世代の移住や少子化対策に力を入れ

ていく中で、乳幼児医療費や保育料の軽減、ま

た鳥取県の、子供を多く抱える世帯の保育料の

無料化、小児医療や不妊治療の助成の拡大な

ど、子育て世代の経済的負担の軽減に努める中

で、福祉保健部長に、本県の、子育てにおける

経済的な負担軽減も含めて、先進的な取り組み

事例があれば伺いたいと思います。

県を挙げて子○福祉保健部長（日隈俊郎君）

育て支援に取り組むことは、現在直面する最優

先の課題の一つであり、経済的な負担軽減を含

め、各種の施策を展開し、的確に対応を図って

いくことが重要であると考えております。この

ため県では、九州初の取り組みとして、妊娠を

するものの、流産などを繰り返して結果的に子

供を持てない女性の症状、いわゆる不育症の治

療費助成を平成27年度から開始したところであ

ります。

また、本県独自の取り組みとして、昨年度か

ら「みやざき子育てサポート事業」をスタート

しております。これは、国の制度の対象となら

ない市町村を中心に、仕事や家族の介護などで

子供を急に預ける必要が生じた場合にサポー

ターが預かるという、地域での共助の仕組みを

構築しているところであります。議員御指摘の

とおり、他県の先進的な取り組み事例等も踏ま

え、本県としても、国や市町村、関係機関など

と連携しまして、県内の子育て支援のさらなる

充実を図ってまいりたいと考えております。

部長の子育て支援への思いを○右松隆央議員

受けとめさせていただきました。財政支出との

バランスを図りながらでありますが、先進他県

の経済的負担の軽減による出生率向上に向けた

独自の取り組みは、攻めの少子化対策として、

本県の活力を生み出す上でも参考になるものと

考えております。福祉は、国が絡む事業も多く

て、今の職員の数で果たして足りるのかなと思

うくらいでありますけれども、これからも、子

育て支援のさらなる充実をお願いしたいと思い

ます。

鳥取県では、「子育て王国とっとりプラン」

を６年前に策定し、子育ての負担感の軽減を柱

に掲げ、一昨年には「子育て王国とっとり条

例」の制定までつなげており、加えて、理念条

例には不可欠となる、条文に沿った250から成る

体系的な事業の取りまとめを行っております。

平井知事は、「出生率の上昇などで、子育て王

国施策の効果があらわれてきた」と発言してお

ります。そこで、同じ子育て同盟加盟県知事と

して、河野知事に、未来みやざき創造プランに
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おいて、２年後の平成30年に出生率1.82を目標

値に掲げる中、その実現のため、具体的にどの

ように取り組まれていくのか、推進施策を伺い

たいと思います。

平成30年に合計特殊出○知事（河野俊嗣君）

生率1.82という大変高い目標を達成するために

は、あらゆる施策を総動員して、不断の努力を

積み重ねることが大事だと考えておりまして、

私が本部長となります「宮崎県子育て応援本

部」を設置しまして、各部局一丸となった取り

組みを進めております。今年度は、出会い・結

婚、妊娠・出産、子育てというそれぞれのライ

フステージに沿った切れ目ない支援策及び家

庭、地域、職場の各場面に即した支援策としま

して、当初予算ベースでは、228の事業、410億

円余りの事業を展開しておるところでありま

す。

御指摘がありました子育て同盟、今、若手知

事を中心とした13の県により取り組みを進めて

おりまして、ことし４月には、その知事が宮崎

に集まってサミットを行う予定でありました

が、熊本の地震により、残念ながら中止になっ

たところであります。今後とも、そういう場面

で情報交換をし、各県のさまざまな有効な施策

というものを広げていきながら、さらには、国

の新たな取り組み等についても積極的に情報収

集を行い、あらゆる施策を総動員して、私も先

頭に立って、県、市町村、企業、団体、県民一

体となって、目標達成に向けて取り組んでまい

りたいと考えております。

一歩踏み込んだ施策を打ち出○右松隆央議員

すためには、どうしても知事のリーダーシップ

が必要でありますので、今後の推進施策に期待

したいと思います。

引き続き、移住・ＵＩＪターンの推進におけ

る本県の取り組み状況でありますが、昨年の11

月５日に創設された、産学官金労言の各関係機

関が連携する「宮崎県移住・ＵＩＪターン促進

協議会」のその後の進捗状況と、移住希望者を

登録し、さまざまな情報提供や特典を附帯する

「移住応援メンバーズカード」のような取り組

みができないか、総合政策部長に伺いたいと思

います。

県では、今お○総合政策部長（永山英也君）

話にありましたように、移住・ＵＩＪターンに

係る県全体の機運の醸成を図りますため、県

内25の関係機関・団体が参加しました「宮崎県

移住・ＵＩＪターン促進協議会」を設置し、こ

とし７月に２回目の協議会を開催したところで

あります。協議会におきましては、本県の移住

施策や全国の動向に関して、情報の共有と連携

した取り組みについて意見交換を行いました。

また、市町村を構成機関とします地区別の会議

を県内４地区に設置しておりまして、地域内の

課題や具体的な移住の方策等について協議する

こととしております。

議員御指摘の移住希望者登録制度につきまし

ては、移住希望者の掘り起こし及び情報発信を

行うための有効なツールであると考えておりま

す。さきの協議会におきましても、会員登録制

度の創設と特典等の付与について、関係機関等

に対し協力要請を行ったところでございまし

て、今年度中の実施に向けて、現在準備を進め

ているところでございます。

ぜひ、県内で多くの協賛企業○右松隆央議員

を募っていただいて、民間企業の新たな顧客の

獲得とともに、移住前後に利用が見込まれる商

品・サービスの提供で、本県への移住希望者へ

のサポートをお願いしたいと思います。

続いて、県外からの移住で欠かせない、住環
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境の支援での本県の取り組み状況を伺いたいと

思います。これは後ほど問わせていただきます

が、本県と同様に、新規就農者の獲得におい

て、隣県である大分県の研修制度も高い成果を

上げております。この４年間で、県外からの就

農者を2.6倍にふやした要因として、実践的研修

はもとより、住環境の整備が、移住者の意欲と

安心を生んでいるとのことであります。定住に

向けた住居は、空き家バンクの制度を利用して

行政が用意しており、県の事業で、空き家の改

修費はもとより、住宅の取得費用として30万円

や、不動産への仲介手数料、家財の後片づけ費

用、さらには引っ越し費用まで、市町村とあわ

せて、さまざまな助成が効果を上げておりま

す。

一方で、人口減少や高齢化により、空き家の

急増が大きな社会問題となっていることは、周

知のとおりであります。私は地元自治会の副会

長をしておりますけれども、中山間地域のみな

らず、宮崎市の中心部においても、空き家の増

加は自治会関係者の共通の悩みであり、また、

年々深刻化しているのが実情であります。まず

は、県内の空き家の実態調査を行い、空き家の

数や実情を具体的に把握することが先決で、そ

れをもとに、幅広い利活用につなげていく必要

があります。直接かかわる市町村においても、

把握し切れていない潜在空き家はかなりあると

認識しております。そこで、県内における空き

家の実態をどこまで把握しているのか、また、

利活用の目的で実態調査の推進を求めたいと思

いますが、県土整備部長にお考えを伺いたいと

思います。

空き家問題○県土整備部長（東 憲之介君）

につきましては、昨年５月に「空家等対策の推

進に関する特別措置法」が施行され、住民に最

も身近な行政主体であります市町村が空き家に

関する対策を実施し、県は市町村に対する助言

や支援を行うこととなっております。県といた

しましては、老朽化した危険な空き家への対

策、さらには、御質問にありましたが、空き家

の利活用を着実に進めるためには、実態を把握

することが大変重要であると考えており、昨

年10月には「空家等実態調査マニュアル」を作

成するなど、市町村への支援に努めているとこ

ろであります。

実態調査の取り組み状況でありますが、こと

し８月末時点で、川南町、高千穂町、五ヶ瀬町

の３町が終了し、宮崎市など７市町が実施中で

ありまして、実施予定は７市町となっておりま

す。今後とも、全ての市町村において空き家の

実態調査が実施されるよう、引き続き強く働き

かけてまいりたいと考えております。

実態調査の結果が待たれます○右松隆央議員

が、相当な数に上るのではと考えております。

また、調査結果を報告していただければと思っ

ております。空き家バンクに登録し、移住希望

者への情報提供を行うためには、まずは実態調

査が必要であります。本県も取り組んでいると

のことでありますけれども、水道が１年間閉栓

されている家屋を対象に調査を行い、業者が敷

地外から外観などを確認し、状態がよい家屋か

ら、ＡからＤの４段階にランクづけし、調査

後、所有者の意向を確認した上で、空き家バン

クに登録する手法であります。これまで空き家

の把握は、住民や自治会からの情報に頼ってき

た中で、今後、積極的な移住促進を図る上で

も、実態調査のさらなる推進をお願いしたいと

思っております。

総務省が、定住促進のモデル的な取り組み事

例として、山梨県山梨市の空き家バンク制度の
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実践例を取り上げております。自治体が取り組

む空き家バンクに宅建協会が参画することによ

り、円滑な契約実施が可能となって、不動産業

界としては、行政との取り組みでイメージアッ

プにつながり、行政側も、専門家が入ることで

見学者の信頼を得ているとのことであります。

さらには、空き家バンクに登録した方をター

ゲットに、４泊５日で地域のことをじっくり見

て回ってもらう「田舎暮らしお試し体験」事業

を実施しているとのことでありました。そこ

で、本県への移住促進において、空き家バンク

制度の活用状況と、今後の取り組みにおいて、

移住希望者への利活用を促すようなシステムの

構築に取り組めないか、総合政策部長に伺いた

いと思います。

空き家バンク○総合政策部長（永山英也君）

制度につきましては、日南市など５市町が平

成19年度に取り組みを開始して以降、県内23市

町村に取り組みが広がっておりまして、これま

で全市町村の合計で約150件の成約実績があるな

ど、一定の成果が上がっていると考えておりま

す。移住を実現するためには、住まいの情報が

大変重要であります。県におきましては、市町

村に対し、空き家バンクの運営や空き家の改修

費用等への補助を行いますとともに、県宅地建

物取引業協会と協定を締結し、物件調査や交渉

を円滑に行っている県内５市町の先進事例を紹

介しているところでございます。

県といたしましては、宮崎ひなた暮らしＵＩ

Ｊターンセンターや移住情報ポータルサイトの

ほか、先ほど申し上げましたけれども、今年度

実施予定の会員登録制度等を通じて、空き家の

情報を移住希望者へ効果的に発信し、空き家を

活用した移住促進策をさらに進めてまいりたい

と考えております。

防犯、防災、美観上の問題○右松隆央議員

で、住民が頭を抱える空き家を地域資源として

捉え、移住者の定住促進へとしっかりとつなげ

てもらいますように、さらなる取り組みをお願

いしたいと思います。

それでは、２つ目の項目、地域防災対策に移

りたいと思います。

４月14日に発生し、いまだに余震が続く熊本

地震は、本県にとっても大きな衝撃と教訓を与

えるものとなりました。数十年はかかると言わ

れる中で、一日も早い災害復興、そして、被災

された方々に心からのお見舞いと、亡くなられ

た方々に哀悼の意を表する次第であります。

まずは、本県における指定避難所の現状につ

いて伺いたいと思います。熊本地震では、被害

の大きかった20市町村の指定避難所562カ所のう

ち、70カ所が被害を受け、全面閉鎖や一部閉鎖

の措置がとられ、使用ができない状態であった

ことが、各市町村からの報告で明らかになって

おります。使えなかった指定避難所の施設の種

別は、学校施設が45カ所、市町村体育館が15カ

所、公民館が５カ所、庁舎などが５カ所となっ

ております。このうち、約９割に当たる62カ所

は、建物本体の耐震化に比べて対策がおくれが

ちとなる、天井や照明などの非構造部材の損傷

が原因でありました。

災害時に指定避難所が使えないということに

なれば、被災者にさらなる心労や苦難を与える

ことになりますし、指定避難所の存在そのもの

が問われかねないことになるわけであります。

そこで、県内の指定避難所における非構造部材

の耐震性や補強の現状がどうなっているのか、

危機管理統括監に伺いたいと思います。

県内では、○危機管理統括監（畑山栄介君）

主に、学校の校舎や体育館、公民館等の公共施
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設が、市町村により指定避難所に指定されてお

ります。その数は、現在、合計1,235カ所でござ

います。各指定避難所におけるつり天井や照

明、窓ガラスなどの非構造部材の耐震化につい

てでありますが、県立学校では、約７割がつり

天井の撤去や落下対策を完了しており、その他

の非構造部材についても、現在、対策に取り組

んでいるところでございます。小中学校におき

ましては、耐震診断は全て完了しており、順次

対策が進められているところですけれども、そ

の進捗状況については、把握できておりませ

ん。また、それ以外の施設につきましては、現

段階では、非構造部材の耐震性の確認が進んで

いないところでございます。

熊本地震の教訓を生かし、避難者の安全確保

を図るため、指定避難所における非構造部材の

耐震化を進めることは大変重要であると考えて

おりますので、県としましても、市町村に対し

て、耐震性の点検や補強などの必要な対策の実

施について、しっかりと働きかけてまいりたい

と考えております。

11年前の中越沖地震や、ま○右松隆央議員

た、さきの東日本大震災でも、避難所施設での

非構造部材の損傷が多数起きたことが問題視さ

れ、統括監も御承知のとおり、補強方法などを

示した国からの指針も出ております。建物の骨

格部分が大丈夫であっても、非構造部材の損傷

で使用できなくなる事態をできるだけ未然に防

いでいただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。

引き続き、熊本地震の教訓として、ため池対

策について伺いたいと思います。森山前農相が

たびたび被災地に足を運ぶ中で、「熊本地震の

教訓は、ため池対策。何かあったら大変なこと

になる」と指摘をし、老朽化した農村資源の再

整備の重要性を強調しておられます。今回の熊

本地震で、ため池や農業用水路が被災する中、

堤防に亀裂が入るなどした池は、少なくとも48

カ所に上り、決壊による二次災害を防ぐため、

大半が水をためられない状態になったわけであ

ります。

ため池の多くは、江戸時代以降に人力でつく

られたものが多く、耐震性の低さが心配される

中、各自治体では、堤体の耐震性を調査して、

不足するため池は耐震補強を順次行っていると

ころであります。そこで、本県のため池は県内

に何カ所あり、その耐震補強の状況はどうなっ

ているのか、農政水産部長に伺います。

県内には農業○農政水産部長（郡司行敏君）

用ため池が699カ所あり、これまでも老朽化等に

より危険性の高いため池から整備を行ってきた

ところであります。そのような中、東日本大震

災での人的被害の発生を受け、耐震調査が全国

的に実施されているところであります。調査の

対象は、人家等に影響を与えるおそれがあるた

め池となっており、本県におきましては、134カ

所が対象となってございます。その中で、平

成27年度までに調査いたしました89カ所のう

ち、66カ所において耐震不足があるとの結果を

得ているところであります。

また、先般の熊本地震においても、地震によ

り、ため池が被害を受け、営農に支障を来して

いると伺っているところであります。このよう

なことから、県といたしましては、早急に市町

村や土地改良区等と協議しながら、耐震対策を

考慮した、ため池整備に努めてまいりたいと考

えております。

まだ耐震不足のため池が多く○右松隆央議員

残っておりますので、地元負担に考慮しながら

も、国への要望も含めて、整備を進めていただ
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きたいと思っております。

次に、地域防災計画の見直しについて伺って

まいります。通常、震度７クラスの地震の後

は、余震を繰り返しながらおさまっていくので

ありますが、今回の熊本地震は、最大震度７が

連続して発生したところに、大きな衝撃を受け

たわけであります。

今回の熊本地震を受け、課題として挙げられ

ることは、最初の地震で壊れやすくなった建築

物がその後の地震で倒壊し、甚大な人的被害を

起こしていること、そして、指定避難所や防災

拠点となる自治体庁舎などが一部で損壊し、住

宅被害や余震で避難生活が長期化し、多くの人

が車中泊を余儀なくされて、エコノミークラス

症候群を引き起こすリスクが増大したこと、さ

らには、支援物資を緊急輸送するプッシュ型支

援に乗り出したものの、配送が滞るケースが多

発したことなどが挙げられるわけであります。

そこで、今回の熊本地震を受けて、各県で災害

対策の基本方針を定めた地域防災計画を見直す

動きがある中、本県としてはどのような対応を

図っていくのか、知事に伺いたいと思います。

今回の熊本地震では、○知事（河野俊嗣君）

車中泊など指定避難所以外への避難であります

とか、支援物資の受け入れ体制など、さまざま

な課題が生じたところであります。本県では、

南海トラフ地震等に備えた防災・減災対策に取

り組んでおりますが、熊本地震を踏まえまし

て、建築物の耐震化のさらなる推進や、車中泊

など指定避難所以外の避難者への対応、そし

て、県外からの人的・物的支援を円滑に受け入

れるための体制整備などにつきまして、地域防

災計画の見直しを検討しているところでありま

す。

先日、熊本の蒲島知事と意見交換したとき

も、先ほど御指摘がありました、避難所におけ

る非構造部材の問題についても強く指摘してお

られました。九州地方知事会におきましては、

こうした今回の地震の経験・教訓というものを

しっかり九州全体として共有し、今後の防災対

策に生かしていこうということで、今、検証作

業が進められているところでありますし、国の

中央防災会議においても同様の検証が行われて

おります。こういった情報というものをしっか

り受けとめながら、本県としても、地域防災計

画の見直しを進めてまいりたいと考えておりま

す。

知事の危機意識の高さが伝わ○右松隆央議員

る答弁であります。県が地域防災計画の見直し

にかかれば、市町村はそれに沿って防災計画の

変更に入り、住民への周知によって、県民一人

一人の命を守ることにつながりますので、よろ

しくお願いいたします。

続いて、本県の農業政策の推進について伺っ

てまいります。

まずは、「宮崎県花き振興計画」の策定につ

いてであります。私は、本県の地域資源の一つ

として、お花をさらに生かしていくことが極め

て重要だと認識しております。現代社会が抱え

るさまざまな問題の中、県民が健康で心豊かな

生活を確保するにおいて、お花が与える効用と

いうものがいかに大きいか。そして、美しい県

土づくりにおいて、本県が取り組む各種スポー

ツ大会の開催・誘致や観光誘客において、花卉

で来県者をおもてなししていくことがどれほど

大きな効果を生むのか。私は常々、行政のみな

らず、県民運動として花卉の振興に取り組むこ

とが、本県にとってはかり知れないイメージ

アップにつながると確信いたしております。

全国に先駆けて、本県が沿道修景美化条例を
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制定したものの、47年の月日がたち、また、県

予算が厳しいこともあって、沿道修景が機能し

ているとは言いがたい状況で、景観の乱れも議

会の中で数多く指摘をされているとおりであり

ます。そのような中、東京オリンピックや２巡

目の国体を迎えるに当たって、県内の景観保全

に見直しをかけることを目的に、新しく県土美

化条例を制定していく旨を、さきの２月議会で

知事が表明されたところであります。

県民の皆様が積極的にお花を活用できるよ

う、花卉の安定供給も大事でありまして、生産

振興を図るとともに、私自身、お花を事務所に

飾り、日々の手入れが癒やしを与えてくれるよ

うに、県民の日常生活に花卉の文化が浸透する

ような事業の展開も必要になってまいります。

そこで、現在、宮崎県花き振興計画の策定作業

を行っているとのことでありますが、策定のス

ケジュールと、どのような内容になるのか、農

政水産部長にお伺いします。

「宮崎県花き○農政水産部長（郡司行敏君）

振興計画」につきましては、「花きの振興に関

する法律」に基づき策定するものでありまし

て、現在、関係団体や各地域からの意見聴取を

終え、本年度中の策定に向け、作業を進めてい

るところであります。この計画では、平成26年

の花卉産出額73億円を100億円に拡大する目標を

設定し、本県オリジナル品種の育成や種苗供給

体制の整備、輸出の促進など、生産販売対策に

しっかりと取り組んでいくこととしておるとこ

ろであります。

さらには、毎月７日、８日に、県内の花卉小

売店と連携して実施しております、みやざき

「花の日」の取り組みや、花に親しみ、美しい

ものを美しいと感じる心を育てる花育活動など

の消費拡大対策を通して、花が身近な生活に取

り入れられ、心豊かな県民性を育めるような内

容にしたいと、そのように考えているところで

あります。県といたしましては、この計画に基

づき、関係団体や市町村と連携を図りながら、

早期に目標が達成できますよう、より一層の生

産振興を図ってまいりたいと考えております。

花卉の振興については、部長○右松隆央議員

御自身も大きな思いを抱いておられると感じて

おります。全面的に応援しますので、ぜひ、い

いものを策定していただきますようお願いいた

します。

続いて、第３次安倍第２次改造内閣によって

新しく就任した山本有二農林水産大臣が、職員

訓示の中で示された、注目する２つの内容につ

いて取り上げたいと思います。１つは、「集落

営農など地域農業を初めとして、農林水産業全

般に情報通信技術（ＩＣＴ）のさらなる活用を

促すことで、新しい農林業、そして水産業を確

立していく時期に来た」と示されたことであ

り、そしてもう１つは、「親元就農の後継者確

保を第一に、農村の過疎化対策、農村定住への

取り組みとして、新たに農業者の住宅建設を支

援していく」という方向性を示されたことであ

ります。まずは、地域農業におけるＩＣＴのさ

らなる利活用についてであります。とりわけ集

落営農組織での取り組みの推進を問うてまいり

ます。

ＩＣＴの利活用の前に、本県の集落営農の取

り組み状況、そして、今後の集落営農の展開方

向、あり方を問わせていただきたいと思いま

す。本県は、第七次宮崎県農業・農村振興長期

計画で、新たな時代に即したみやざき農業の重

点プロジェクトとして、産地経営体構想を掲げ

ました。その中核を担うのが、ＪＡ部会組織、

集落営農組織、そして法人経営体の３つの組織
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形態であります。マーケットニーズに対応した

リクエスト生産に、この３つの形態が組織の垣

根を越えて戦略的に連携し取り組む集団になり

得るかが、成否の鍵を握っております。今後、

産地経営体構想の母体の一つである集落営農の

組織化並びに法人化において、県として、さら

に指導的役割を果たしていただきたいと考えて

おります。

まずは、ことしの３月29日に、農水省が集落

営農の実態調査を公表しております。それによ

ると、全国では集落営農数が1.9％増となり、集

落営農に占める法人の割合が3.5ポイント増

の27.9％となっております。そこで、本県にお

ける集落営農数並びに法人の割合、あわせて、

九州圏内での比較認識を農政水産部長に伺いた

いと思います。

国の集落営農○農政水産部長（郡司行敏君）

実態調査では、ことし２月時点における本県の

集落営農組織数は115組織であり、そのうち、法

人数は24法人で、約２割となっております。集

落営農につきましては、全国的には、水田営農

を主体とする地域で組織化されるケースが多く

を占めますが、本県の場合、畜産や施設園芸と

の複合経営として営農がなされている実態があ

り、組織化が進みにくい背景はありますが、九

州の中においても組織数は少ないことから、関

係者一丸となって取り組んでいく必要があると

考えております。

今後、さらに担い手の高齢化が進む中で、産

地経営体の一翼を担う集落営農の組織化・法人

化につきましては、大規模化や農地の集積、共

同利用による作業の効率化を図る観点から、大

変重要であると認識しており、その推進を図っ

てまいりたいと考えております。

集落営農実態調査は、人・農○右松隆央議員

地プランにおける位置づけ状況や、法人となる

計画の策定数や予定年度など、33項目にわたる

各県の数値が記載されております。

今は集落営農が機能していても、今後、さら

なる高齢化や離農者がふえていくことになれ

ば、国が推奨する法人化に取り組むことで、園

芸品目や加工事業など経営の多角化や内部留保

を可能とし、各種保険の加入による若い担い手

の雇用環境を整えていくことは、大変重要だと

考えている次第であります。改めて、農政水産

部長に、集落営農組織の増加並びに法人化への

取り組みを今後どう進めていかれるか伺いたい

と思います。

県では、平○農政水産部長（郡司行敏君）

成32年に集落営農組織数を200組織に増加させる

目標を立てておりまして、ＪＡ等関係団体と連

携しながら、研修会等による集落リーダーの育

成や、集落座談会での地域ビジョンについての

話し合い活動を通じ、集落営農に取り組む地域

の掘り起こしと、組織化に向けた支援を行って

いるところであります。県内でも、「地域の農

地・農業は地域で守る」という集落ビジョンの

もと、水田営農を展開していく中で法人化し、

周年雇用を行いながら、バレイショや大豆など

にも栽培品目を広げ、加工による６次産業化ま

での多角的な経営を実践している事例も出てき

ているところであります。

今後、高齢化が進む中で、既存の集落営農組

織に対し、農地の引き受けや６次産業化、さら

には、園芸品目導入などの新たな経営展開が可

能となる法人化のメリットをしっかりと周知し

ながら、集落営農組織の法人化を進めますとと

もに、畑地が約半分を占めます本県では、畑作

地帯における集落営農の育成もあわせて、総合

的に推進してまいりたいと考えております。
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ぜひ取り組みの推進をお願い○右松隆央議員

したいと思います。隣県の大分県は、集落営農

構造改革対策事業として、露地や施設野菜の導

入で、資材や機械、ハウスを最大300万円補助す

るなど、県の独自事業で集落営農の経営多角化

を支援しております。

また、島根県は、今年度から、少ない投資で

始められる「小さな起業」に取り組む集落営農

組織の支援を始めておりまして、国の補助事業

の対象にならないような簡易な事業メニューを

新設し、果樹栽培やジビエの商品化など、地域

資源に着目した事業を「小さな起業」と位置づ

け、上限50万円で、事業化に向けた研修会な

ど、ソフト事業も対象としております。全国的

には集落営農数の増加と規模拡大が進む中、小

さな組織でも生き残れる経営モデルの構築を進

めていくことも大事なことと考える次第であり

ます。

引き続き、この項目の最初に申し上げまし

た、ＩＣＴのさらなる利活用についてでありま

す。今、集落営農組織の法人化の鍵として、情

報通信技術を活用する動きが全国で活発化しつ

つあります。圃場の様子を１時間ごとに把握

し、スマートフォンやパソコンがあれば、どこ

でも確認でき、遠隔操作で、流す水の量や開閉

を操作し、圃場の見回りの省力化や事故防止に

もつながっております。また、ＩＣＴの導入

は、このほかにも、御承知のとおり、直売所で

の販売、タブレット端末での営農指導、経営内

容や作業管理の見える化、環境制御しやすい施

設園芸でも進んでいるところであります。そこ

で、本県の集落営農組織におけるＩＣＴの利活

用の状況を、農政水産部長にお伺いします。

集落営農は、○農政水産部長（郡司行敏君）

土地利用型の大規模経営を主体に展開されてお

りまして、ＩＣＴの導入で、栽培管理の効率化

や収益性の向上、さらには、栽培技術の蓄積や

継承などの効果も期待できるところでありま

す。このため県では、国と連携し、本年度から

県内４地区の水田で、水位や水温等のセンサー

を設置し、クラウドシステムを用いて気象デー

タや作業等の記録・管理を行うことで、水田の

見回り作業の効率化や情報共有を図る、ＩＣＴ

活用の実証に取り組んでいるところでありま

す。

また、畑地かんがい営農の推進の一環といた

しまして、加工用ホウレンソウ等でのクラウド

システムを活用した省力化技術等の実証につき

ましても、民間企業と連携し、モデル的に進め

ているところであります。今後とも、実証の成

果を検証し、関係機関・団体や民間企業と連携

しながら、本県農業の生産力向上に向けて、Ｉ

ＣＴの活用を積極的に推進してまいりたいと考

えております。

ぜひ、さまざまな形態でＩＣ○右松隆央議員

Ｔの取り組みを進めていただきたいと思いま

す。

山本有二農相が、「早ければ早いほどいい」

として取りまとめに意欲を示された、農家の住

宅建設支援についてであります。農村住宅の普

及は、農村の過疎化が進む中、便利で価値の高

い住宅を整備することで、若者の人口流出に歯

どめをかける狙いがあるとされております。想

定する対象者については、「親元就農の後継者

用の住宅になることが第一」とし、農村へのＵ

Ｉターン者には、当面は空き家への居住を勧

め、農家住宅がふえてきた段階で対象に加える

とした、２段階支援を示したところでありま

す。そこで、国の農家住宅の建設支援策の動向

も視野に入れながら、農村へのＵＩターンによ
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る新規就農者のさらなる獲得に向けて、空き家

などの住宅を提供するといった住環境の整備を

就農者へ附帯ができないものか、農政水産部長

に伺いたいと思います。

ＵＩＪターン○農政水産部長（郡司行敏君）

等の新規就農を希望する方々を対象とした就農

相談会では、住むところ、住居も大きな関心事

項となっておりまして、それが移住を決断する

大きな要素になっております。県では、先ほど

総合政策部長が答弁しましたとおり、移住者全

般を対象に、市町村が空き家の改修を行う場合

の助成事業等を実施しておりますが、新規就農

者についても、その活用等を勧めているところ

であります。

また、県内では、綾町が独自に、新規就農者

の受け入れのための住宅を整備し、貸し出しを

行ったり、今年度からは延岡市が、就農後３年

以内の家賃を助成する取り組みを新たに始めた

ところであります。ＵＩＪターン等の新規就農

者の住居の確保は大変重要でありますので、議

員の御指摘にもございましたが、今後、農村地

域での住環境の整備に向けた国の取り組みを、

最大限の関心を持って注視してまいりたいと考

えております。

新規就農者にとって、就農後○右松隆央議員

の理想と現実のギャップに悩まされ、農業所得

が厳しい中で、あるアンケートでは、就農者の

３割が農業を続けられず離農しているとの報告

もあります。新規就農者の定着を図る上でも、

住環境の整備は重要な取り組みだと考えており

ますので、ぜひ、市町村と一緒になって、取り

組みの拡充をお願いしたいと思います。

続いて、ＩＣＴを使った鳥獣被害対策につい

て伺いたいと思います。野生鳥獣による農林作

物等の被害額は、この数年間、減少傾向にあり

ます。しかし、作物の被害を受け、御自身が高

齢ということもあって、面積を減らすなど、生

産意欲の減退を吐露する方は後を絶たない状況

にあります。

そのような中、山梨県や徳島県において、農

作物被害を深刻にし、狩猟することもできない

猿に、ＧＰＳの発信機を装着させて、移動範囲

や居場所を追跡し ここまでであれば、本県―

も14年前に３年間にわたって生息状況調査をさ

れたようでありますが 、これに加えて、山―

梨や徳島では、その情報を住民にメールで配信

する取り組みを試験的に実施しております。位

置情報をリアルタイムでつかむことで、被害が

未然に防げる可能性があるとして、今後、検証

を進めるようであります。

猿は、雌の家系で構成され、10数匹から100匹

程度の集団で行動し、安易に捕獲すると、群れ

が分裂して複数の群れとなり、被害が深刻化す

ることもあるとし、被害を出す群れや個体を特

定することが重要とされております。そこで、

高齢化が進む地域の現状に鑑み、効率のよい対

策の一つとして、ＩＣＴを使った有害鳥獣対策

の省力化に取り組むお考えはないか、農政水産

部長に伺います。

議員御指摘の○農政水産部長（郡司行敏君）

とおり、ＩＣＴを活用した鳥獣被害対策の省力

化につきましては、地域住民の減少や高齢化が

進む中、今後、検討を進めるべき重要な対策の

一つであると考えております。このため県で

は、本年度から、捕獲情報を携帯端末に通知す

ることで、わなの見回りに必要な労力を軽減す

る、ＩＣＴを活用したネットワークシステムの

モデル的な取り組みを、都農町において着手し

たところであります。

御紹介のありましたＧＰＳを活用した猿の監
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視システムにつきましては、群れの動きをリア

ルタイムに把握できること、その情報による的

確な追い払いが可能であること、さらには、情

報蓄積による効果的な対策が講じられることな

どの効果が期待されますことから、早速、担当

職員を先進県に派遣し、調査・検討してまいり

たいと考えております。

すぐに行動される姿勢に感謝○右松隆央議員

と敬意を表する次第であります。どうぞよろし

くお願いします。

この項目最後に、農水予算の獲得を改めて問

いたいと思います。今月26日からの臨時国会で

提出される国の第２次補正予算は、農林水産関

係の総額が5,700億円を超す規模となります。Ｔ

ＰＰ対策に3,400億円、土地改良事業関係予算

は1,700億円の計上となり、いずれも昨年度の補

正を大きく上回る水準であります。

農水関連で、政府が大きな柱として位置づけ

ているのが、前回の一般質問でも問わせていた

だきましたが、農作物の輸出強化対策におい

て、拠点整備に270億円、さらに中山間地域対策

として、高収益の農作物に取り組む場合の施設

導入などに助成する中山間地域所得向上支援対

策に300億円を計上する予定となっております。

また、ＴＰＰ対策のうち、産地パワーアップ事

業には570億円、畜産クラスター事業には680億

円を盛り込んでおります。改めて、知事に、国

の第２次補正予算で農水総額が大幅増となる見

通しの中、本県配分の予算の獲得増に向けて、

具体的な手応えをどう感じておられるか伺いた

いと思います。

国の第２次補正予算に○知事（河野俊嗣君）

つきましては、国の予算編成に先立ちまして、

８月１日に、私みずから当時の森山農林水産大

臣に直接面会しまして、ＴＰＰ対策として必要

な関連事業の予算確保と、本県への重点配分を

要望したところであります。前大臣からは、大

変心強いお言葉をいただいたところでありま

す。一方で、産地では、補正予算に速やかに対

応できるよう、生産者や市町村、関係団体等と

連携して、事業の掘り起こしや事業計画の磨き

上げを進めてまいりました。

このような中、国の第２次補正予算におきま

して、本県が強く要望しました農業農村整備事

業や産地パワーアップ事業、畜産クラスター事

業の予算が重点的に措置されましたことは、い

ち早く準備を進めてきた本県にとりまして、予

算獲得の大きなチャンスだと捉えております。

今後は、事業計画の熟度をさらに高めますとと

もに、国との協議を積極的に進めまして、必要

な予算の確保に全力で努めてまいります。

これは側面支援でありますけ○右松隆央議員

ど、私たち県議会自民党農政部会が国への要望

活動で予定をしていた８月22日は、残念ながら

台風で、大臣や主計局次長との面談がかないま

せんでしたけれども、今後とも、知事と共同歩

調で、私たちもできる限りの行動を起こしてま

いりたいと思っております。

それでは、最後の項目、本県の森林政策の推

進について伺ってまいります。

現在、森林環境税は、都道府県で35団体が課

税自主権を活用し、森林と水源環境の保全を目

的として、本県では平成18年４月に導入し、個

人500円、法人５％の課税を実施し、今年度、新

たに適用期間を延長したところであります。地

球温暖化が進む中で、森林の有する公益的な機

能であるＣＯ の吸収、また水資源の涵養など、２

環境保全の施策を行うための重要な県税となっ

ております。

そのような中、ことしの６月２日に閣議決定
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された「経済財政運営と改革の基本方針2016」

において、市町村が主体となった森林・林業施

策の推進で、これに必要な財源として、都市・

地方を通じて国民にひとしく負担を求め、市町

村による継続的かつ安定的な森林整備等の財源

に充てる税制（森林環境税）等の新たな仕組み

を検討するとし、その時期については、適切に

判断すると明記されたところであります。与党

の税制改正大綱から政府の閣議決定へと移行し

た形になります。

国は、国税としての導入を視野に置き、基準

財政需要額の単位費用に上乗せをかけた形であ

りますが、今年度の地方財政計画において、重

点課題対応分として、森林吸収源対策等の推

進500億円を盛り込んだところであります。そこ

で、環境森林部長に、森林吸収源対策費等の推

進における事業メニューの４つの柱となる、林

地台帳の整備の推進や、森林所有者の確定と境

界の明確化、さらには林業の担い手対策、そし

て間伐材の利用促進の中で、特に具体的にどの

ような取り組みを図っていくのか伺いたいと思

います。

今般、森林吸○環境森林部長（大坪篤史君）

収源対策として、森林整備に必要となる地域主

体の取り組みの経費が地方財政計画に盛り込ま

れたことは、本県の資源循環型林業の確立に資

するものと認識しているところであります。今

回、国が示しました４つの取り組み項目は、本

県の森林・林業の課題解決のために必要な施策

でございまして、特に、森林境界の明確化は、

林地台帳を整備する観点からも大変重要でござ

います。

このため本県では、平成21年度から、森林組

合が行う現地調査などを支援しておりまして、

実施面積は平成27年度で1,776ヘクタール、累計

で１万1,258ヘクタールとなっている状況であり

ます。今後は、所有者の高齢化や世代交代など

で、境界の確認が難しくなることも十分予想さ

れますので、市町村としっかり連携を図りなが

ら、境界明確化の取り組みをより一層進めるな

ど、森林・林業の重点課題にしっかりと対応し

てまいりたいと存じます。

今回の地方財政措置の500億円○右松隆央議員

の活用状況は、国税としての森林環境税の導入

にもリンクしていくものと考えております。取

り組みの推進をお願いしたいと思います。

最後に、知事に、国が森林環境税の新たな仕

組みを検討する動きに対して、今後、政府に対

してどのような働きかけをしていくのか、お伺

いしたいと思います。

国で検討されておりま○知事（河野俊嗣君）

す森林環境税につきましては、地球温暖化防止

や森林吸収源対策として、市町村による継続的

かつ安定的な森林整備等の財源に充てることと

されております。しかしながら、税の導入時期

につきましては、今後、適切に判断するとされ

ておりまして、税収の規模や使途などについて

も、具体的には明らかになっておりません。

このため本県では、「みやざきの提案・要

望」に森林環境税の早期実現を盛り込み、５月

に、農林水産省などに要望活動を行ったところ

であります。さらに、全国知事会等におきまし

ても、国と地方公共団体の役割分担及び税源配

分のあり方などの課題整理と都道府県の森林環

境税との関係につきまして、十分調整を行うよ

う要望したところであります。県としまして

は、今後とも、国の動向を注視しながら、税の

早期実現と地方の意見を踏まえた制度となりま

すよう要望してまいりたいと考えております。

ぜひ、地方の意見を踏まえた○右松隆央議員
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税の仕組みとなるように、国への働きかけを引

き続きお願い申し上げまして、私の一般質問の

全てを終わります。ありがとうございました。

（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○星原 透議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時48分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開○宮原義久副議長

きます。

次は、日高博之議員。

〔登壇〕（拍手） 自民党の日○日高博之議員

高博之でございます。先日、広島カープが感動

の25年ぶりのリーグ優勝を果たしました。本当

におめでとうございます。本県キャンプ地の油

津商店街は大変盛り上がり、何といいまして

も、広島県出身の河野知事の喜びもひとしおで

はないかと思っておるところでございます。そ

の陰で、我が読売巨人軍は最高の引き立て役と

なったわけでございますが、知事、どうか高橋

巨人も長い目で見ていただければと思います。

よろしくお願いいたします。

また、リオ五輪では、日本人選手の躍進が私

たち国民に感動を与えてくれました。私は特

に、男子体操個人での内村航平選手の逆転Ｖに

は、身震いをするぐらいひどく感動したわけで

すが、内村選手が試合後のインタビューで、

「出し切りました。もう何も出ないところまで

出し切ったので、うれしいより、幸せです」。

私も、こういった思いで一般質問に挑みたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

初めに、中山間地域の活性化についてでござ

います。

先月、総務政策常任委員会の県外調査で高知

県庁に行ってまいりました。調査内容は、高知

県の中山間地域の現状と対策、集落活動セン

ターの取り組みについてでございます。高知県

はさすがに中山間地域対策の先進地で、「中山

間地域の活性化なしに県勢浮上はなし得ない」

を合い言葉に、平成24年に中山間総合対策本部

長に知事みずからつき、また、中山間対策に部

長級のポストを新設、そして、複数の集落が連

携する地域活性化の拠点「集落活動センター」

を、10年間で130カ所つくることを目指しており

ます。各市町村に、地域企画支援員として県庁

職員を駐在させ、地域支援を推進させていま

す。そして、細かく地域を巡回し、市町村の中

心部で限られた住民の話を聞くだけでは実態が

つかめないという動機から、小規模集落まで足

を延ばし、親身になって住民の話を聞き、高知

県全体を押し上げていくという、異例の戦略と

言っても過言ではないでしょう。後の説明は時

間の関係で省略いたしますが、この背景には高

知県ならではの事情もあり、森林面積が県土の

約84％を占めており、山間部は急峻な地形で地

盤も脆弱、歴史的には河川の氾濫など、容易で

はなく、日本一厳しい地域であることは間違い

ないと感じております。

私は、選挙区が日向市でありますが、日向・

入郷は運命共同体、入郷地域の活性化なくして

日向市の発展はないという持論を強く持ってお

りますので、国が提唱するコンパクトシティー

や拠点都市構想のような発想は大間違いだと

思っております。そこで、高知県を宮崎県に当

てはめたらどうなるのか。宮崎県の森林面積は

約76％、ある大先輩から言わせると、高知県と

同じ暖流文化圏という表現をしております。そ

して、私が住んでいる県北地域の森林面積は、
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何と高知県を上回る86.8％で、平地が13.2％し

かなく、まさに中山間地域対策は待ったなしの

圏域であり、そこでは、中山間地域の人たちが

国土の保全あるいは環境の維持について果たし

ている役割は、目に見えないけれど、本当に大

変重要でございます。そこで、知事に、中山間

地域振興に対する思い、意気込みをお伺いいた

します。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

中山間地域は、国土の保全や水源の涵養な

ど、多面的かつ公益的な機能を有しておりまし

て、都市部を含めた国民の暮らしにとって極め

て重要な役割を担っている。特に本県の中山間

地域は、本県の暮らしの豊かさを支える重要な

地域であろうと思っております。私も県内各地

に足を運び、多くの住民の方々からさまざまな

お話を伺う中で、地域活力の減退や人口の減

少、多面的な機能の低下が心配されるところで

ありまして、その振興を図ることは大変重要な

課題であると認識しております。このため県で

は、私を本部長とします中山間地域対策推進本

部を設置しまして、全庁を挙げて中山間地域の

振興に取り組むとともに、本年度は新たな取り

組みとしまして、中山間地域における所得の向

上を目指した、各部局連携の具体的施策につい

ての検討を指示しているところであります。今

後とも、地域の方々の声や他県の取り組みを参

考にしながら、市町村と一体となって、地域の

魅力ある資源を生かした地域づくりへの支援や

農林水産業の振興など、中山間地域の振興に全

力で取り組んでまいります。以上であります。

〔降壇〕

各部連携し、具体的な施策に○日高博之議員

ついて検討するということですが、人口減、高

齢化の一層の加速化が急速に進む今だからこ

そ、中山間対策は待ったなし。喫緊の課題とし

て捉え、手おくれにならないように、課題解決

へのより具体的な仕組みづくりをお願いいたし

ます。

次に、熊本地震関連公共インフラ整備につい

てでございます。

熊本地震では２度の震度７の地震に加え、集

中豪雨による土砂災害等が重なり、甚大な被害

に及んだことは御案内のとおりでありますが、

相まって、発生主要異常気象別被害報告では、

熊本県の被害額は約1,380億円、大分県は約41億

円、宮崎県は約8.5億円となっており、公共イン

フラの脆弱さが露呈された結果になったと思い

ます。県はそれを受けて、緊急対策道路保全事

業により、震度５弱以上の地域、西臼杵、東臼

杵等の道路、のり面の緊急点検を実施されてい

ますが、その結果と、それを受けての対応につ

いて、県土整備部長にお伺いいたします。

緊急点検に○県土整備部長（東 憲之介君）

つきましては、御質問にありましたように、熊

本地震で震度５弱以上を観測した県北地域にお

いて、緊急輸送道路にかかる橋梁417橋と落石等

のおそれのある道路のり面145カ所を対象に、専

門技術者による点検を実施したところでありま

す。その結果、橋梁の損傷は確認されませんで

したが、道路のり面は、通行どめ等の規制が必

要な箇所はなかったものの、地震による亀裂や

緩みなどがあり、対策工事の必要なのり面が41

カ所で確認されたところであります。このため

早急に、緊急性の高い箇所から順次、落石対策

等の防災対策工事に着手することとしておりま

す。また、工事完成までの期間につきまして
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は、日常の道路パトロールを強化し、より重点

的に安全の確認を行うことで、道路利用者の安

全・安心を確保してまいりたいと考えておりま

す。

対策工事の必要なのり面が41○日高博之議員

カ所確認されたということでありますが、この

地域の道路は、生活の道、命の道として利用し

ている方、他県から観光道路として利用されて

いる方、そして、何よりも災害時の緊急輸送道

路として重要な役割を担っており、そういった

危険性が高い道路の重点化を図るとともに、早

急な整備と計画的な管理を行っていけるようお

願いいたします。

次に、県北地域の国県道整備についてでござ

います。記憶に新しいところで、東日本大震災

の際、国土交通省が行った被災地における道路

啓開の取り組みとして、「くしの歯作戦」があ

ります。内陸部の高速道路をくしの軸、沿岸部

に向かう一般道路をくしの歯と見立てたもので

す。このくしの歯作戦は、大災害における避難

路や、救助援護隊や救援物資の輸送に重要な役

割を果たしたと聞いております。しかし、県北

地域の山間部は地震、集中豪雨、平野部は南海

トラフ地震で、県内でも被害想定が最も高い地

域で、想定外かもしれませんが、一度に来れば

逃げ場がございません。また、国県道も、特

に327号、388号などは、県内でも改良率が低く

脆弱で、東西軸としての機能を果たせる道路と

は言いがたいのが現実であります。そこで、こ

のような状況を踏まえた上で、県北地域の国県

道整備の取り組みについて、再度、県土整備部

長にお伺いいたします。

国県道は、○県土整備部長（東 憲之介君）

県民生活の利便性向上や地域の活性化に必要不

可欠な社会資本であります。また、熊本地震で

も改めて認識したところでありますが、災害時

には、救助・支援活動を支える命の道として機

能するように、その整備を着実に進めることは

大変重要であります。現在、県北地域の国道に

つきましては、緊急輸送道路の中で未改良区間

が残る国道327号の諸塚村から椎葉村間や国

道388号の美郷町や椎葉村などにおいて、重点的

に整備を進めております。また、県道につきま

しては、地形や道路の状況等を踏まえ、部分的

な改良を行うなど、工夫しながら整備に取り組

んでいるところであります。県としましては、

引き続き、必要な道路整備を計画的に推進する

ため、予算確保に向け、国へ強く働きかけてま

いりたいと考えております。

繰り返しますが、横軸のくし○日高博之議員

の歯は、災害時の緊急輸送道路として大変重要

な道路です。そういった意味で、国県道の強靭

化の推進をお願いいたします。

次に、九州中央道の整備についてでございま

す。内田副知事、よろしくお願いいたします。

国土交通省は、「熊本地震を踏まえた課題と論

点」ということで、ネットワーク機能の確保を

掲げ、課題として、熊本県では、緊急輸送道路

が約2,000キロ指定してあったそうです。しか

し、50カ所で通行どめが発生をしたと。また、

今後の対応についての論点では、緊急輸送道路

が具備すべき要件を見直し、国が積極的に関与

し、集約化・重点化を図るとともに、計画的な

整備・管理を行うことが必要としております。

また、九州東西軸を戦略的かつ効果的に強化し

ていく必要があるのではないか等、九州幹線道

路ネットワークの中で、中九州道路と格上の九

州中央自動車道の整備強化を国が積極的に関与

していくというふうに私は受けとめておりま

す。そこで、内田副知事は、こういった国の動
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きをどう受けとめ、今後の九州中央道の整備に

向けてどのように考えているのか、お伺いいた

します。

九州の東西軸の強化○副知事（内田欽也君）

につきましては、私自身もその必要性を強く認

識しているところでありまして、南海トラフ地

震における甚大な被害が想定される本県におき

ましては、大規模災害時における復旧支援ある

いは経済活動の停滞を避けるために、この７月

に、ミッシリングリンクの解消を目指す10県の

知事が連携した要望活動におきまして、国土交

通省などに対して、九州の東西軸の多重性を確

実に確保していく必要があるということを強く

訴えたところであります。特に、熊本地震の際

には、九州中央自動車道の未事業化区間であり

ます蘇陽－高千穂間の現道におきまして、落石

による通行規制や、岩盤の亀裂などを確認した

ところであり、この区間の事業化を早期に実現

しなければならないという思いを改めて強く実

感したところであります。これらの状況を踏ま

えまして、県といたしましては、九州中央自動

車道が一日も早く全線開通するように、引き続

き国に対して強く要望してまいります。

強くという言葉を４回いただ○日高博之議員

きまして、ありがとうございます。九州中央道

については、緒嶋議員を中心に、日之影高千穂

道路は、東京オリンピックまでに完成させると

いう強い思いで、私たちも取り組んでいますの

で、よろしくお願いいたします。

次に、避難所の運営についてでございます

が、基本的に、熊本地震や東日本大震災などの

教訓をどう生かすのかが課題になるだろうと考

えております。大規模災害で不可欠となる熊本

県と市町村との連携については、10自治体がと

れているとした一方、うまくとれていなかった

と答えた自治体も６つほどあり、うまくとれて

いなかった部分として、被災状況などの情報の

伝達、支援物資の受け取り、県からの人的サ

ポートなどで検証が求められております。私

は、県と市町村が情報共有の基盤、いわゆるプ

ラットフォームみたいなものをつくり、広域的

に支援・受援できるようシステム化したほうが

よいのではと考えています。そこで、熊本地震

を踏まえ、避難所運営が円滑に行われるよう、

県と市町村の連携強化が必要であると考えま

す。危機管理統括監にお考えをお伺いいたしま

す。

私も、発災○危機管理統括監（畑山栄介君）

直後に、本県がカウンターパート方式で支援を

しておりました阿蘇市や山都町に入り、現場の

状況を拝見させていただきました。改めて、県

と市町村との連携や支援物資の輸送、避難所運

営等の重要性を認識したところでございます。

本県では、これまでも、災害時に円滑な避難所

運営がなされるよう、市町村が行う訓練に係る

費用の一部助成を行うとともに、県の総合防災

訓練に市町村の避難所運営訓練を組み込んで実

施するといった取り組みをしてきております。

今後は、熊本地震の教訓を踏まえまして、避難

所運営に対する人的支援の仕組みや、国等から

の支援物資の避難所までの確実な輸送等につい

て検討するなど、市町村との連携強化を図りな

がら、円滑な避難所運営の実現に向けて取り組

んでまいります。

よろしくお願いいたします。○日高博之議員

熊本地震関連で、ハード・ソフト両面から質

問させていただきましたが、要は、後の世代か

ら評価されるような減災による県土づくりが一

日でも早く確立できること、これが望みだと思

いますので、よろしくお願いいたします。
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次に、港湾行政についてお伺いします。

大消費地から遠隔地にある本県にとって、こ

の距離的なハンデをいかに克服するかが、産業

振興を初め、本県発展の鍵だと思います。一

方、物流を取り巻く状況は、長距離ドライバー

不足や法令順守の点から、長距離トラック輸送

に対する環境は深刻化しております。また、農

産物輸送でのフェリーの重要度がますます大き

くなっており、ローロー船につきましても、本

県の貨物輸送を支える重要な手段であります。

そこで、本県の物流機能を充実強化するために

は、フェリーやローロー船等へのモーダルシフ

トをさらに加速させる必要があると思います。

荷寄せによる荷の確保についての取り組みを、

総合政策部長にお伺いいたします。

大都市圏から○総合政策部長（永山英也君）

遠隔地にあります本県にとりまして、大量輸送

が可能な海上輸送により、物流の効率化を図

り、本県産業の競争力を高めることは大変重要

であります。また、近年、トラック輸送につき

まして、先ほど御質問にありましたとおり、特

に長距離輸送のドライバー不足が深刻化してお

ります。海上輸送等へのモーダルシフトの必要

性がますます高まっていると認識しておりま

す。

このようなことから、県では、モーダルシフ

トを推進するため、県内港湾発着の海上定期航

路等にシフトする荷主や運送会社に対しまし

て、貨物量に応じた助成を行います物流競争力

強化事業を実施しておりまして、県内外から、

細島港などの県内港湾等への荷寄せを行うこと

で、航路の維持・充実を図っているところでご

ざいます。先日開催いたしました、荷主や運送

会社、行政が参加いたします「物流に関する意

見交換会」におきましても、物流の効率化や下

り荷の確保等について、意見交換を行ったとこ

ろであります。今後とも、官民一体となって、

本県の物流機能の充実強化について検討を進め

てまいりたいと考えております。

次に、本県発展の鍵として期○日高博之議員

待されている九州中央自動車道につきまして

も、将来のストック効果を高め、早期整備を

図っていく必要があると思います。大分県で

は、熊本県との中九州道整備を背景に清水港と

結ぶローロー船の充実など、大分港の機能強化

が加速しており、東九州の海の玄関を目指し

て、港湾、航路の充実のみならず、中九州道の

ストック効果を高める戦略的な取り組みとして

本腰を入れており、先般、大分県の広瀬知事

が、「東九州の海の玄関・大分港を目指す」と

宣言しており、細島港がある地元の私として

は、じくじたる思いでございます。ぜひ、本県

も、より厚みのある戦略的な取り組みが肝要で

あると考えます。そこで、ストック効果を訴

え、九州中央自動車道の早期整備のためにも、

本県の物流を支える細島港の整備や荷主への

ポートセールスに積極的に取り組む必要がある

と考えますが、県の取り組みについて、県土整

備部長にお伺いいたします。

細島港にお○県土整備部長（東 憲之介君）

きましては、昨年６月に国際物流ターミナルを

供用するなど、着実に港湾施設の整備を進めて

いるところでありますが、さらなる貨物船の大

型化や用地不足に対応するため、ことし２月に

港湾計画を改定し、水深15メートル岸壁や工業

用地の造成等の早期事業化に取り組んでいくこ

ととしております。また、ポートセールスにつ

きましては、官民で連携を図りながら、県内外

で港湾セミナーや企業訪問を行っており、これ

まで利用されていなかった荷主や船会社などに
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も積極的に利用の働きかけを行っております。

今後、細島港は、東九州自動車道や九州中央自

動車道の整備により、九州の扇のかなめとし

て、その位置づけの重要性がさらに増すものと

考えておりますので、県といたしましても、引

き続き、港湾整備を促進するとともに、より戦

略的なポートセールスに努めてまいりたいと存

じます。

次に、細島港を広く発信し、○日高博之議員

ポートセールスの成果を上げるためにも、細島

港に、「日向細島港」または「ひむか細島港」

などの、セールスに有効と考えられるような通

称をつけることはできないのか、再度、県土整

備部長にお伺いいたします。

港湾の通称○県土整備部長（東 憲之介君）

につきましては、京都府におきまして、港のＰ

Ｒのため、舞鶴港に「京都舞鶴港」の通称をつ

けた事例があると伺っております。また、細島

港の港湾計画改定の際に、将来の細島港を考え

る中で、日向市民や港湾利用者を対象に、「通

称を考えたほうがよいか」のアンケート調査を

行っており、その結果は、「考えたほうがよ

い」が48％、「今のままでよい」が43％、「ど

ちらでもよい」が９％という結果でありまし

た。したがいまして、細島港に通称をつけるこ

とにつきましては、今後、日向市や港湾利用者

などと、アンケートの結果も踏まえ、その効果

などについて十分に議論していきたいと考えて

おります。

地元のいろんな意見を伺っ○日高博之議員

て、ぜひ進めていただきたいと思っておりま

す。

本県港湾行政について、るる質問してまいり

ましたが、今や、国内航路は既に大競争時代を

迎えております。本県の産業発展のためには、

国内定期航路の充実は、物流強化のみならず、

県民の悲願である九州中央自動車道の早期整備

にもつながると期待されております。ぜひ各部

連携をとって、一丸となって、より戦略的な取

り組みをお願いいたします。

次に、アスリートフードについてでございま

す。

先月、宮崎に関連会社を持つ日本有数の食品

メーカーの食品研究所に調査に伺い、アスリー

トを支える機能性食品について説明を受けまし

た。この研究所では、動物の筋肉、特に鶏の胸

肉に多く含まれるイミダゾールジペプチドとい

う機能性食品を、15年の年月をかけて開発いた

しております。この通称イミダは、抗疲労効果

があると実証され、高強度トレーニング後のダ

メージを早く回復させ、疲労を蓄積しない体を

つくり、スポーツパフォーマンスの向上が期待

されます。そこで、さまざまな研究を経て機能

性が実証されている鶏の胸肉について、本県産

のものをアスリートフードにもっと活用できな

いものか、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

本県産の○商工観光労働部長（中田哲朗君）

農林水産物をアスリートフードに活用すること

は、スポーツ合宿の魅力を高めることや、その

経済効果を農業などの他業種に波及させること

にもつながることから、スポーツランドみやざ

きづくりを推進する本県にとりまして、大変重

要な取り組みであると考えております。特に、

議員のお話にもありましたように、鶏の胸肉に

含まれるイミダゾールジペプチドは、日本有数

の食品メーカーの研究所と筑波大学の共同研究

などから、疲労回復に効果があるとの科学的知

見が得られております。本県は、日本一のブロ

イラー飼養羽数を誇っておりますので、鶏胸肉
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のアスリートフードメニューへのさらなる活用

について、関係部局とも連携しながら検討して

まいりたいと考えております。

ありがとうございます。特○日高博之議員

に、高強度スポーツであるトライアスロンの選

手に効果てきめんということですので、トライ

アスロンをされている知事も試していただけれ

ば、よりスポーツパフォーマンスが向上される

のではないかなと思いますので、よろしくお願

いいたします。

次に、スポーツキャンプ地としての誘致力を

高めようと、本県と県栄養士会は、スポーツ選

手の体力づくりに役立つ食事メニュー、「みや

ざきアスリートフード」32種類のメニューを開

発しております。そこで、私はまず、開発され

た「みやざきアスリートフード」がどうアス

リートとかかわり合えるのかが、本県の掲げる

スポーツの聖地としてのターニングポイントで

あると考え、先月、先進的な取り組みをしてい

る北海道日本ハム球団の管理栄養士にお話を

伺ってまいりました。本球団は、既にスポーツ

キャンプにおいて、管理栄養士がチームに帯同

し、選手個々の身体的データをもとに栄養サ

ポートを行い、さらに高いパフォーマンスを発

揮するためにはどうすればいいのか、試合から

逆算した食生活はどうすればいいのか、それを

補うのが選手とのコミュニケーション能力、い

わゆる顔の見える化だと、管理栄養士が経験を

もとに話してくれました。また宮崎では、セ

レッソ大阪と横浜ＤｅＮＡベイスターズのキャ

ンプ等で栄養指導を行っているので、参考にし

たらどうかとの指摘もいただきました。

今や、管理栄養士が食の優勝請負人として球

団を支える時代です。そのことを踏まえ、ス

ポーツランドみやざきがもう一段進化するため

に、県内の栄養士を対象に研修会を開催し、そ

のノウハウを習得するなどして人材を育成し、

モデルケースとしてアマチュアチームへ派遣す

るなど、県内のスポーツキャンプの魅力をさら

に上げる取り組みをしてはどうか、商工観光労

働部長にお伺いいたします。

県ではこ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

れまで、県栄養士会と連携し、アスリートフー

ドのメニュー開発や、スポーツ合宿の受け入れ

先である宿泊施設のメニューについての助言な

ど、受け入れ環境の整備に取り組んでおります

が、スポーツ合宿へ管理栄養士等の専門家を派

遣することは、合宿参加者に食事の大切さを自

覚させ、アスリートとしての意識の向上につな

がることをアピールできるなど、新たなセール

スポイントになり得る取り組みであると考えて

おります。今後、県栄養士会と連携しながら、

プロチーム等の第一線で活躍されている専門家

を招いた研修会の開催などを通じ、スポーツ合

宿にかかわる栄養士の育成を図っていく必要が

あると考えているところであり、御提案のあっ

た派遣についても検討してまいりたいと考えて

おります。

宮崎のアスリートフードは先○日高博之議員

進的な取り組みです。やるからには腰を据えて

本物をお願いしたいと思います。

次に、「日本のひなた宮崎県」のプロモー

ションについてであります。

きょう、私は、県産材を使ったひなたプロ

モーションということで、木を使ったこういう

もの（バッジ）はなかなかないものですから、

私が開発したと思っていますので、よろしくお

願いいたします。

県では、現在、プロモーションを積極的に展

開されております。県内では、「ひなた」の知
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名度は着実に向上し、県民からも一緒に「ひな

た」を発信していこうという機運も盛り上がっ

ているのではないかと感じております。このよ

うな中、先般県では、大塚食品と連携し、コラ

ボによるボンカレー商品開発に取り組まれたと

ころでありますが、このような取り組みもま

た、とても有効ではないかと考えております。

そこでまず、県が進めているひなたプロモー

ションについて、こうした民間企業とのコラボ

も含め、現在の取り組み状況を商工観光労働部

長にお伺いいたします。

ひなたプ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ロモーションにつきましては、県内の民間企業

の皆様に、建物への横断幕の掲示やバス車体を

活用したＰＲ、さらには、コンビニ等での食材

メニューフェアの開催などに御協力いただいて

おり、多方面で「ひなた」を応援いただく輪が

広がっております。また、県外に向けては、こ

のたび、大手食品メーカーである大塚食品にコ

ラボの提案を行いましたところ、ボンカレーと

しては初となる、ご当地商品「ひなたの恵みボ

ンカレー」が実現したところであります。商品

には、県産野菜や鶏肉、日向夏果汁といった県

産食材をふんだんに活用し、パッケージにもひ

なたロゴマークを掲載するなど、宮崎の魅力を

発信でき、また、販売した１万食も約１カ月で

完売するなど、一定の成果を上げることができ

たと考えております。

成果が上がっているというこ○日高博之議員

とで安心しましたが、私は、この取り組みの成

果の一つは、本県の農畜産物を最大限にアピー

ルできた点ではないかと思っております。この

ような取り組みは、積極的にどんどん進める必

要があると考えております。

そこで、先月、県執行部の皆さんと一緒に、

宮崎県に関連会社を持つ日本有数の食品加工

メーカーを訪問し、コラボ商品の開発等につい

て提案を行ってもらったところであります。先

方の反応としては、とても好印象であったと受

けとめております。実際の商品化にはいろいろ

と課題はあるでしょうが、何よりも、当たって

砕けろという、貪欲に売り込んでいく攻めの姿

勢が必要ではないかと考えております。そのこ

とがまた、宮崎の食材、魅力のＰＲにもつなが

ると思います。そこで、「ひなた」の魅力を発

信する上で、全国の大手民間企業とのコラボに

どのように取り組んでいかれるのか、知事にお

伺いいたします。

全国の大手民間企業と○知事（河野俊嗣君）

のコラボは、企業が持っております知名度やブ

ランド力、発信力、さらには販売ネットワーク

等の強みを生かすことによりまして、本県の認

知度やイメージを向上させる効果的な取り組み

であるというふうに考えております。今回の

「ひなたの恵みボンカレー」のように、宮崎の

豊富な農畜産物が活用されることによりまし

て、幅広い分野での経済波及効果が期待でき、

本県の経済活性化にも寄与するものと考えてお

ります。当たって砕けろというお話がありまし

たが、もともとこのコラボにおきましても、

マークが似ているということで、当たって砕け

ろのセールスで道ができたわけであります。今

後とも、いろんな形で働きかけをしてまいりた

いと考えております。御質問にありました食品

加工メーカーを含め、大手民間企業等に対し、

企画の提案や営業活動に積極的に取り組み、

「日本のひなた宮崎県」の魅力を効果的に発信

してまいりたいと考えております。

正直、私なんかが行くより○日高博之議員

も、知事がトップセールスしたほうが、何十倍
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も何百倍も効果があるなというふうに実感した

ところでありますので、多忙だと思いますけれ

ども、積極的な売り込みのほう、よろしくお願

いいたします。

次に、２巡目国体についてでございますが、

教育委員会から示された主要３施設の課題は、

現在の国体施設基準に適合しないことや、施設

の老朽化のほか、特に県総合運動公園は、南海

トラフによる津波浸水想定区域に位置している

ことが挙げられております。一方、経済性につ

いては、建設費や維持管理について、そのコス

トを可能な限り抑えることとしておりますが、

競技団体からは非常に高い要望が上げられてお

ります。そこで、県有主要３施設の整備につい

て、基本構想策定に当たり、どのように施設規

模や整備場所を選定するのか、また、競技団体

の意見をどのように反映するのか、教育長にお

伺いいたします。

県有主要３施設の整○教育長（四本 孝君）

備につきましては、現在、国体準備スタート

アップ事業におきまして、コンサルタント委託

による調査・検討を進めているところでありま

す。施設の規模につきましては、国体の施設基

準に加え、競技団体等へのヒアリンク結果や他

県の施設等も参考にしながら、本県に適した施

設規模・機能等について検討しております。整

備場所につきましては、県有地のほか、市町村

の都市公園や市町村から要望のある場所など、

広く候補地を抽出した上で、交通アクセスや周

辺人口等を考慮しながら絞り込みを行い、適切

な整備場所を選定してまいりたいと考えており

ます。県といたしましては、今後、コンサルタ

ントによる調査結果や、競技団体、市町村を初

めとする関係機関等の意見を十分に勘案し、今

年度中に基本構想案を取りまとめ、来年度の早

い段階で県の方針を固めたいと考えておりま

す。

次に、競技会場の選定につい○日高博之議員

てですが、東九州自動車道が開通しまして、県

内のアクセスは、昭和54年当時と比べたら比較

にならないほどよくなっております。２巡目国

体につきましては、先ほどのアクセス面、そし

て、何よりも国体の全県化を図ることも、県民

の盛り上がりには欠かせないものだと考えてお

ります。また、私ども宮崎県自民党の県政に対

する提言でも、基本構想案を策定するに当た

り、競技会場の分散化を提言いたしておりま

す。そこで、国体施設の整備については、全県

的なバランスも考慮する必要があると考えてお

ります。そういった中で、延岡市から県立体育

館の要望が提出されておりますが、延岡市も選

択肢に入っているのか、総合政策部長にお伺い

いたします。

２巡目国体や○総合政策部長（永山英也君）

全国障害者スポーツ大会に向けた施設の整備に

つきましては、総合政策部も教育委員会と一体

となって検討を進めているところであります。

検討に当たりましては、競技を円滑に運営する

ための機能性、安全性、経済性、あるいは、将

来の活用などの点を考慮する必要があり、現地

での建てかえだけではなく、さまざまな可能性

を探っているところであります。御質問にあり

ました延岡市のほか、西都市からも要望書をい

ただいているところであり、これらも踏まえま

して、今後、幅広く検討していくことになると

考えております。

延岡市も可能性があるという○日高博之議員

ふうに理解いたしました。全県的に均衡ある発

展のためにもよろしくお願いいたします。

次に、鹿屋体育大学のスポーツパフォーマン
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ス研究棟、通称ＳＰＬａｂについてでございま

すが、正直、こんな近くにこれほどの研究施設

があるとは、びっくりしたところでございま

す。国立スポーツ科学センター、通称ＪＩＳＳ

にも、ナショナルトレーニングセンター、通称

ＮＴＣにもない、戦術・戦略を科学的に解明す

る分析システムや、50メートル走ったときの１

歩１歩の力のデータをとる装置、これは世界で

ここしかないということです。まさに、屋外ス

ポーツを初めとするさまざまなスポーツの実践

における選手一人一人のパフォーマンスの測定

・分析を可能とした施設です。そこで、教育委

員会として、この鹿屋体育大学のスポーツパ

フォーマンス研究棟の役割や機能について、ど

のように認識しているのか、教育長にお伺いい

たします。

鹿屋体育大学スポー○教育長（四本 孝君）

ツパフォーマンス研究棟は、アスリートの競技

力向上やコーチング等に関する実践研究を目的

に、平成27年３月に設置されております。この

研究棟は、例えば陸上競技では、今御質問にも

ありましたが、地面にかかる力を測定できる世

界最長のコース（50メートル）、あるいは、テ

ニスボールの肉眼では見えない回転数などの球

質を解析するシステム、さらには、野球やサッ

カーといった団体競技における各選手の動きな

どを踏まえた戦術等の分析システムなど、最先

端の研究機器を備えた施設であると伺っており

ます。このようなことから、本施設は、トップ

アスリートの育成や指導者の資質向上などに幅

広く活用できる魅力ある施設であると認識して

おります。

教育長、詳しいですね。教育○日高博之議員

長もぜひ、このＳＰＬａｂ、鹿屋に行って体験

をされてみればどうでしょうか。きょうは時間

がありませんので、要望にとどめておきます。

次に、宮崎県が誘致を推進している屋外型ナ

ショナルトレーニングセンターとの連携につい

てでございますが、日本体育協会の岡崎副会長

がこんなことを言っております。「ＮＴＣとＪ

ＩＳＳとＳＰＬａｂのそれぞれの特性と役割分

担を明確にすることが重要。そして、ＮＴＣや

ＪＩＳＳでできない部分をＳＰＬａｂで、トッ

プアスリートも含め活用する方向が出てくるの

ではないか」と、抜粋ですが、コメントをされ

ております。こういった施設が近くにあり、連

携できるということは、宮崎県の強みだと思い

ます。そこで、優位性を持って屋外型ナショナ

ルトレーニングセンターの誘致を進めるため

に、スポーツパフォーマンス研究棟などの施設

を持つ鹿屋体育大学との連携を進めてはどう

か、商工観光労働部長にお伺いいたします。

屋外型ナ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ショナルトレーニングセンターの誘致を進める

上で、科学的な手法でアスリートのパフォーマ

ンスを測定し、改善につなげる手法を研究する

鹿屋体育大学との連携は、競技力向上のための

機能を強化する観点から、有益であるというふ

うに考えております。現在、連携をしておりま

す宮崎大学が有するスポーツメディカル機能と

の活用とあわせて、今後、鹿屋体育大学とどの

ような連携ができるかなどについて、意見交換

を行ってまいりたいと考えております。

知事は、全国知事会におい○日高博之議員

て、スポーツ・文化・観光プロジェクトの座長

を務めておられます。また、九州知事会におい

ても発言力がさらに増したと聞いております。

宮崎県単独で誘致というより、九州に屋外型Ｎ

ＴＣをという大きな視点で、ぜひ、これも貪欲

に誘致に向けて取り組んでいただきたいと思い
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ます。ここは知事の強力なリーダーシップに期

待いたします。よろしくお願いいたします。

次に、ホストタウンについてでございます

が、これにつきましては、積極的に進めてもら

いたいと思います。例えば、日向市は、アメリ

カのプロサーファーと交流があり、日向市当局

もホストタウンの事業化に取り組もうとしてお

ります。そこで、このホストタウンの意義や本

県の現状と、第３次登録を含めた今後の取り組

みについて、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

ホストタウン○総合政策部長（永山英也君）

は、事前合宿の受け入れを含めまして、参加国

と地方との人的・経済的・文化的な相互交流を

促進することを目的としており、本年６月の第

２次登録までに、全国で91件が登録されており

ます。県内では、宮崎、延岡、小林の３市がド

イツ、宮崎、西都の２市がイタリアのホストタ

ウンとして県と一緒に登録されており、それぞ

れ連携しながら、事前合宿の誘致や、現在開催

中の伊東マンショ肖像画展など、スポーツ・文

化の両面から取り組みを進めているところであ

ります。ことし11月に予定されております第３

次登録に向けましても、市町村の意向を十分に

確認しながら、意欲を持っている市町村につい

ては、県も一体となって登録を進めますととも

に、さまざまな交流事業の推進に努めてまいり

たいと考えております。

部長は日向のサーファーと交○日高博之議員

流がありますので、ぜひお願いいたします。ま

た、そのほか、意欲ある自治体については、県

が積極的に一体となって取り組んでいただきた

いと思います。それと、ホストタウンになりま

すと、宮崎はすばらしい施設がありますので、

特に野球場については申し分ないわけですか

ら、ここは１国でも野球のチームはぜひ連れて

きてもらたいなと思いますので、よろしくお願

いいたします。

次に、ＨＡＣＣＰについてお伺いいたしま

す。

本県は、農産物生産においては全国トップク

ラスである一方、農産物を利用した加工食品の

製造品出荷額レベルは、これに比べ低く、本県

で生産された農畜産物を他県で加工されている

状況がうかがえます。このため、加工食品製造

業の活性化が重要なテーマと考えております

が、本県の食品の製造業の活性化に当たり、特

に、製造段階における高い衛生管理は、消費者

に安全で安心できる食品を提供することはもち

ろん、取引相手方の判断基準としても重要と考

えております。

こうした中、食品の輸出において、欧米等先

進国を初めとした諸外国で制度化が進み、国際

基準となっているＨＡＣＣＰ導入が相手国から

求められている現状があります。また、県にお

きましても、平成27年度に、ＨＡＣＣＰによる

衛生管理基準を加えた食品衛生法施行条例の改

正を行い、ＨＡＣＣＰ導入促進が始まったとこ

ろでございます。そこで、県のＨＡＣＣＰに関

する普及啓発や民間企業に対する支援の状況に

ついて、福祉保健部長にお伺いいたします。

ＨＡＣＣＰに○福祉保健部長（日隈俊郎君）

よる衛生管理は、食品の安全性の向上が期待で

きますことから、その普及を図ることは大変重

要であると考えております。このため県では、

食品取扱事業者のＨＡＣＣＰに関する知識や理

解を深めるために、保健所による講習会や巡回

指導などを通じて周知を図ってきたところであ

ります。また、今年度から、「ＨＡＣＣＰ普及

・定着を目指した衛生管理促進事業」をスター



- 221 -

平成28年９月12日(月)

トさせたところでありまして、この中で、ＨＡ

ＣＣＰ導入に積極的に取り組む事業者に対し、

助言、指導を行うアドバイザーを派遣するな

ど、円滑な導入に対する積極的な支援を行って

いるところであります。

本県におきましても、県内事○日高博之議員

業者のＨＡＣＣＰ導入に向けて、支援に取り組

んでいるところでありますが、事業者にとって

は、大変な労力、あるいは費用の負担も大きい

ものがあると考えております。多くが中小事業

者である本県においては、ＨＡＣＣＰ導入はか

なり高いハードルであり、ＨＡＣＣＰ導入まで

はいかなくても、衛生管理を徹底している事業

者に対して、県などが評価をすることは非常に

重要であると考えております。また、現在、国

において、海外戦略をより積極的に進めるため

に、一部の業種、一定規模といった条件を満た

す製造施設に対しては、ＨＡＣＣＰによる衛生

管理を求めていくための検討が進められている

と伺っておりますが、一部の施設がＨＡＣＣＰ

導入ということになれば、これに該当しない施

設に対しても、独自の評価をする制度があって

もよいのではないかと考えております。他県で

は、衛生管理に努める業者に対して、レベルに

応じた認証を行う制度があり、取引先へのア

ピール材料にもなっていると伺っております。

そこで、このような自治体独自の認証制度につ

いて、導入を含め、県はどのように考えている

のか、福祉保健部長にお伺いいたします。

まず、自治体○福祉保健部長（日隈俊郎君）

独自の認証制度についてでありますが、事業者

における衛生管理水準向上への意識を高めると

ともに、ＨＡＣＣＰ導入に向けてステップアッ

プするための手法でもあると考えております。

昨今のＨＡＣＣＰをめぐる動きといたしまして

は、平成26年、国において、新たにＨＡＣＣＰ

による衛生管理基準を示しており、これによ

り、既存の認証制度の見直しの必要性が生じた

自治体もあると伺っているところであります。

また、お話にありましたように、現在、国で

は、対象食品の範囲や事業規模などに基づくＨ

ＡＣＣＰの制度化について検討されているとこ

ろでありまして、今年度中にも最終取りまとめ

が行われるとお聞きしているところでありま

す。これらの状況を踏まえ、県といたしまして

は、国の動向などを注視するとともに、事業者

のニーズ等の把握にも努めながら、認証制度の

あり方について検討していく必要があると考え

ております。

既に28都道府県が先行的に自○日高博之議員

治体版ＨＡＣＣＰ導入をしておるわけです。き

のうからの答弁で、知事は、東京オリンピック

・パラリンピックを好機として捉え、宮崎県の

魅力である食の安全性・機能性をアピールして

いくとのことですが、そのためには、ＨＡＣＣ

Ｐ認証は絶対条件になってきます。国の動向も

いろいろとございますが、日隈福祉保健部長、

先手先手の取り組みをしていただけることをお

願いいたします。頭をひねって、よろしくお願

いいたします。

最後になります。飲酒運転撲滅についてでご

ざいます。

あの福岡の海の中道大橋で、当時市職員の飲

酒運転により追突された車が博多湾に転落し、

３児が死亡した事故から、ことしで丸10年を迎

えました。この事故をきっかけに、酒気帯び運

転などの罰則が強化され、厳罰化されました

が、現在に至っても飲酒運転は後を絶ちませ

ん。そこでまず、県内の飲酒運転の検挙状況に

ついて、警察本部長にお伺いいたします。
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平成18年に福岡○警察本部長（野口 泰君）

県海の中道で発生した飲酒事故の年における本

県での飲酒検挙数は996件で、その後の飲酒運転

根絶に対する社会的機運の高まりや法令改正に

よる厳罰化等が要因として、年々減少傾向にあ

りました。しかし、ここ３年間の検挙数を見ま

すと、年間約350件前後と横ばい状態が続き、い

まだ規範意識が徹底されず、飲酒運転の根絶に

は至っておりません。ことしの検挙数は、８月

末現在、県下で228件を検挙し、やや増加傾向に

あります。

ありがとうございます。増加○日高博之議員

傾向が若干出てきたと。やはり啓発をもっとし

ていかないかんというふうに思っております。

日向市では、日向自動車学校と日向市、日向警

察署の主催で、飲酒運転ゼロの日向市を目指し

てのキャンペーンを行って、地域の区長さんや

民生委員、交通指導員の方々が集まり、日向警

察署による講話や、飲酒状態のゴーグルをつけ

ての体験などを行い、飲酒運転や危険のないま

ちを目指そうと、市民が決起いたしておりま

す。こういった市民を巻き込んだ啓発活動は、

大変効果があるものだと私は感じました。そこ

で、飲酒運転根絶に向けた警察の取り組みにつ

いて、警察本部長にお伺いいたします。

警察における飲○警察本部長（野口 泰君）

酒運転根絶への取り組みとしましては、夜間・

早朝の取り締まりや、飲酒者に車両を提供する

など、飲酒運転を助長した者に対する捜査を徹

底しているほか、企業対象の法令講習会では、

飲酒運転の罰則や飲酒により交通事故を起こし

た場合の社会的責任について、周知を図ってお

ります。また、飲食店など民間と連携したハン

ドルキーパー運動、自治体など関係機関・団体

と合同による街頭キャンペーン、新聞・テレビ

・ラジオを活用した広報啓発活動などにも取り

組んでおります。今後さらに、飲酒運転根絶に

向けて、広報啓発、安全教育、取り締まりを強

化してまいります。

ぜひお願いいたします。飲酒○日高博之議員

運転をしない・させない・許さないを合い言葉

に、県民一人一人が社会的な使命を果たすとい

う強い意志を持って、飲酒運転撲滅に県民一丸

となって取り組んでまいりましょう。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

次は、横田照夫議員。○宮原義久副議長

〔登壇〕（拍手） 自由民主党○横田照夫議員

の横田照夫です。早速、一般質問をさせていた

だきます。

神話の中に、イザナギノミコトが、亡くなっ

た愛するイザナミノミコトに会うためによみの

国に行く話があります。醜い死者の姿になって

いるイザナミを見たイザナギは恐ろしくなって

逃げ帰りますが、怒ったイザナミは仲間と一緒

に追いかけてきます。そこでイザナギは、黄泉

比良坂（よもつひらさか）というところに大き

な岩を置いて道を塞ぎます。閉ざされたイザナ

ミは怒って、「毎日人を1,000人ずつ殺してや

る」と言いますが、イザナギはそれに対して、

「それならば、毎日1,500人の子供が生まれるよ

うにしよう」と言います。このことにより、人

口はどんどんふえていくようになり、子孫繁栄

がかなうようになったと言われています。

神社の神主が奏上する祝詞の末尾に必ず出て

くる文言があります。ちょっと言ってみます。

「子孫（うみのこ）の八十続（やそつづき）に

至るまで、五十橿（いかし）八桑枝（やぐわ

え）の如く立ち栄えしめ給へと、恐み恐みもう

白す」という文言です。「うみのこ」は子孫と
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いう字を書きます。また、「やそつづき」は八

十が続くと書きますが、八には末広がりの意味

がありますので、永久にという意味合いだと思

います。「いかしやぐわえ」とは、カシの木や

クワの木のことです。つまり、カシの木やクワ

の木がたくさん生い茂るように、永久に子孫が

繁栄していきますようにという、子孫繁栄を祈

願するものです。

このように、神道の世界では、営々と子孫繁

栄が祈願され、人々もそれにのっとり、子供が

たくさん生まれることを喜びとしてきました。

そして、これまで我が国の人口は右肩上がりに

ふえてきたわけですが、ここに来て少子化の時

代となり、大きな社会問題になりつつありま

す。

最近、浅葉なつという小説家の「神様の御用

人」という小説を読みました。人々から祭られ

ることも敬われることも少なくなり、にもかか

わらず途方もない願い事ばかりされて、だんだ

ん力がそがれてきた神々たち、そんな神様たち

の願い事を、御用人となった人間の若者がかな

えてやる、そういった小説です。この小説を読

んで、もしかすると、現在の少子化による人口

減少問題は、神様の力がそがれて小さくなった

ことに起因しているんじゃないかなと思ったと

ころです。何かすごく説得力がありますよね。

県は、宮崎県総合計画である「未来みやざき

創造プラン」の長期戦略で、2030年までの目標

として、合計特殊出生率2.07を挙げています

が、人口減少に歯どめをかけるには、合計特殊

出生率2.07を達成するだけでなく、出生数を確

保する必要がありますけど、どのように取り組

んでいかれるのかを知事にお伺いし、後の質問

は質問者席からさせていただきます。（拍手）

〔降壇〕

〔登壇〕 お答えいたし○知事（河野俊嗣君）

ます。

少子化による人口減少に歯どめをかけるため

には、御指摘のとおり、出生数の確保が大変重

要であります。本県におきましては、現在、合

計特殊出生率は緩やかに右肩上がりになってお

りますが、出生数自体は減少傾向にあるという

ことであります。本県では、結婚・出産・育児

など、ライフステージに応じた切れ目のない支

援や、市町村・企業と連携した子育て環境の整

備などに取り組んでおります。また、本県で

は、若者が進学・就職時に県外に流出し、若者

世代が減少していることが出生数減少の大きな

要因となっておりますので、宮崎で学び、働き

たい若者が定着できるような、魅力ある産業・

雇用の創出、就学の場の確保などに力を入れて

いるところであります。こうした施策を組み合

わせて実施することによりまして、いわゆる逆

ピラミッド型となっております人口構造の転換

に努めてまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

簡単なことではありませんけ○横田照夫議員

ど、知事の言われるとおりだと思います。それ

では、そのことを人材確保という観点でもう少

し掘り下げてみたいと思います。

まず、教育長にお尋ねします。先日、九電工

が、県内高校新卒者に対して求人をしても集ま

らず、部長みずからが高校に出向いていって紹

介をお願いされたと聞きました。九電工は県内

企業の中でも有数の優良企業ですが、それでも

集まらないと聞いて驚きました。佐土原高校に

行く機会があり、就職状況を聞きましたら、大

半は愛知県などを中心とした県外ということで

した。昨年度の高卒者の県内就職率は54.8％

で、２年連続の全国最下位でしたが、このこと
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の原因をどのように捉えているのか、お伺いし

ます。

昨年度の高卒者の県○教育長（四本 孝君）

内就職率が全国最下位でありました原因につき

ましては、まず、生徒の大企業志向、あるいは

県内には希望職種が少ないということなどが理

由に挙げられます。また、県内企業の魅力や地

元で働くよさというのが、生徒や保護者、教師

に十分伝わっていないことも原因の一つである

と考えております。

一方、求人票の出る時期が、県内企業は県外

企業に比べて遅い傾向があり、多くの生徒が就

職先を選定する８月中旬に求人票が出そろわな

いという状況もございます。県教育委員会とい

たしましては、宮崎労働局を初めとする関係機

関等と一体となって、県内企業と生徒・保護者

等との結びつきを強くするための取り組みや、

求人票の早期提出に向けた働きかけなどを行

い、県内就職率の改善に努めてまいりたいと考

えております。

５月30日に宮崎県職業能力開○横田照夫議員

発審議会が開催され、第10次宮崎県職業能力開

発計画の内容について検討がなされました。そ

の中で、県教育委員会と本計画の方向性が一致

するように、整合性を図る必要があるという意

見も出たようです。県教育委員会として本計画

にどのようにかかわっていくのか、お聞かせく

ださい。

第10次宮崎県職業能○教育長（四本 孝君）

力開発計画につきましては、現在、商工観光労

働部を中心に策定作業を進めているところであ

ります。県教育委員会といたしましては、本計

画の基本施策の一つである「地域産業界や関係

機関と連携したキャリア教育の推進」と、第二

次宮崎県教育振興基本計画に掲げる「キャリア

教育・職業教育の推進」との方向性を一致させ

ることが重要であると考えております。このた

め、第10次宮崎県職業能力開発計画を策定する

ワーキンググループ会議に参加し、関係機関と

の意見交換を行ってきたところでございます。

今後、地域産業界や関係機関の御理解と御協力

をいただきながら、キャリア教育の推進に向

け、しっかり連携をしてまいります。

先日、テレビで、静岡県にあ○横田照夫議員

る平成建設という建設会社が紹介されていまし

た。そこで働く大工の８割が４年制大学の卒業

で、中には東京大学大学院卒もいるということ

です。東大出身の大工が作業着とヘルメット姿

で足場を組んでいるところが映っていました

が、その仕事が好きな人にとっては学歴は関係

ないようです。

高校の先生には、進学させたい、大企業に就

職させたいと考えている人が多いと聞きます。

生徒の将来を考えてのことかもしれませんけ

ど、その思いが強過ぎると、もしかすると生徒

の進路の道を奪っていることがあるかもしれな

いと考えます。高校においてどのような就職指

導がなされているのか、お伺いします。

高校における就職指○教育長（四本 孝君）

導は、３カ年を通して系統立てて実施している

ところであります。１年次には、進路決定の参

考とするため、職業適性を知るための適性検査

や面談等を行っております。２年次には、過去

の求人票を参考にしながら、就職を希望する企

業のイメージを膨らませたり、地元企業等に就

職している卒業生などを招いて、社会人として

の心構えや現場の具体的な情報等について身近

な先輩の声を聞き、社会人としての志を高めた

りしております。それから３年次には、就職試

験対策として、一般常識の学習指導や面接指導
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を充実させ、就職試験に備えるとともに、求人

開始となる７月１日から、学校で受け付けられ

た求人票の中から、生徒が自分の希望や適性を

考え、保護者や教師と相談しながら、総合的に

判断して受験先を決定できるよう、就職指導を

行っているところでございます。

学校の先生は大学を卒業して○横田照夫議員

すぐに教員となるために、ほかの職業のことを

よく知らないのではないかという人もおられま

す。先生が、県内企業の将来の可能性とか、も

のづくりや建設産業などが、何十年、何百年も

形として残るすばらしい職業なんだということ

を理解して、そのことを生徒に教えることも、

県内に若者を残すことにつながると思います

が、見解をお伺いします。

教師が県内企業を理○教育長（四本 孝君）

解して、その魅力を生徒に伝えることは、生徒

が就職先を決定するに当たり、県内企業に関心

を持つきっかけになるものと考えております。

そのため、県教育委員会では、商工観光労働部

と連携し、県内の経営者等と進路指導担当者と

の意見交換会を実施したり、教師による企業視

察を行ったりするなど、教師と企業との情報交

換や交流の機会をふやしているところでありま

す。このような取り組みを継続・充実させてい

くことにより、教師の県内企業への理解が深ま

り、生徒に県内企業で働くことのすばらしさを

伝えることができるものと考えております。

先日、「建設業魅力発信セミ○横田照夫議員

ナー・体験フェアｉｎみやざき」という催し

が、竹中工務店とその協力会を中心に行われま

した。高校生を中心とした若い人に建設業の魅

力を知ってもらい、人材確保につなげていこう

とするものです。また、「キッズワークみやざ

き」という催しもありました。これは厚生労働

省の委託事業で、小学校の４、５、６年生を対

象に、早い時期からものづくりに対する関心や

体験をさせることで、働くことの意味や仕事の

楽しさを経験させ、自分の将来の職業について

考える機会を与えることを目的に行われたもの

です。キッズワークは、募集人数の倍以上の応

募があるなど、どちらも多くの小学生や高校生

が参加していました。このようなキャリア教育

に対して、教育委員会としての考えと実際の取

り組みについてお聞かせください。

キャリア教育につき○教育長（四本 孝君）

ましては、子供たち一人一人の社会的・職業的

自立に向け、小・中・高等学校等において、児

童生徒の発達の段階に応じた体系的な教育を行

うことが大切であると考えております。

実際の取り組みといたしましては、小学校で

はふるさと学習、中学校では職場体験を中心

に、そして高校では、インターンシップやライ

フプランナーによる将来設計を描く授業等を実

施しております。また、小・中・高校生に対

し、地域で活躍する社会人が、働くことの意義

などについて直接思いを伝える「よのなか教

室」を実施することで、子供たちの地元企業へ

の理解につながる先進的な取り組みもスタート

しております。県教育委員会では、本年度よ

り、学校が地域や企業等とさらに連携した取り

組みができるよう、県キャリア教育支援セン

ターを設置し、キャリア教育の一層の充実に取

り組んでいるところであります。

県内就職率のことは、午前○横田照夫議員

中、徳重議員も触れられましたし、今議会でも

何回も質問が出されています。今まで県内就職

率のことは余り深く考えてこなかったように思

いますけど、今回、２年連続で全国最下位に

なったことは、逆に、いい意味で県内就職率に
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目を向けるきっかけになったと思います。求人

する企業側は、福利厚生などの処遇面を県外レ

ベルに近づける努力をするべきだと思います

し、学校の先生は、職業に対する偏見をなくし

て、県内のいろいろな企業や仕事の将来性やお

もしろさを理解し、生徒に情報として示してい

く。双方のこういう努力が必要だと思います。

いずれにしましても、産学官みんなが、若者を

県内に定着させるんだという同じ思い、同じ方

向性を持って努力することが大事なのではない

でしょうか。

次に、技能士の活用について、県土整備部長

にお尋ねします。技能士とは、技能検定に合格

した人に与えられる国家資格です。技能検定と

は、労働者の有する技能の程度を検定し、これ

を公証する国家検定制度で、労働者の技能と地

位の向上を図ることを目的に、職業能力開発促

進法に基づき、実施されています。

厚生労働省は、建築技能労働者等の人材確保

や技能継承、工事の品質保証のためには、技能

士の地位向上、処遇の改善を図ることが重要で

あり、そのための有効な方法の一つとして、官

庁営繕工事に適用している「公共建築工事標準

仕様書」の中で技能士の項を設け、１級または

単一等級の技能士１名以上がみずから作業をす

るとともに、ほかの技能者に対して、施工品質

の向上を図るための作業指導を行うこととして

います。いわゆる１級技能士現場常駐制度で

す。多くの都道府県もこれと同様の制度を設け

ているということですが、本県の状況はどうで

しょうか。

１級技能士○県土整備部長（東 憲之介君）

現場常駐制度につきましては、国が昭和56年度

に、公共建築工事における品質の確保を図るた

めに設けた制度でありまして、本県では、昭

和59年度から導入しております。導入に当たっ

ては、人材育成の観点から、適用範囲を全ての

工事にまで拡大し、小規模な工事については、

１級技能士に加え、２級技能士も対象としたと

ころであります。また、技能士の職種につきま

しては、当初、建築大工や左官など６つの職種

でありましたが、順次拡大し、現在では、とび

やサッシ施工など、16の職種としております。

現在、１級技能士の現場配置○横田照夫議員

の確認は、資格証のコピーの保管と工事日報の

記載による確認となっているようです。写真の

ない資格証のコピーでは本人確認ができず、他

県、他地区の人間が宮崎に常駐していることに

なっていたり、いわゆる名義借りや資格証の無

断借用などもあって、１級技能士現場常駐制度

が形骸化していると聞きます。せっかく取った

技能士の資格が仕事に結びつかなければ、意欲

も湧きませんし、技能の衰退にもつながると思

います。技能士の本人確認の充実・強化を図る

ため、今後どのように取り組んでいかれるの

か、お伺いします。

公共建築工○県土整備部長（東 憲之介君）

事における技能士の本人確認につきましては、

現在、受注者が提出する氏名や資格等を記載し

た技能士報告書や、現場代理人が作成する新規

の職人記録簿により、確認を行っているところ

であります。議員御指摘のように、現在の技能

士の本人確認については課題もありますので、

今後、技能士報告書に本人が確認できる写真入

りの書類などを添付させるとともに、現場にお

いて、県の監督員が適宜確認するようにしたい

と考えております。県としましては、今後と

も、公共建築工事の品質確保はもとより、技術

の継承や人材確保にもつながるよう、技能士の

活用を図ってまいりたいと考えております。
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私たちが何の心配もなく、道○横田照夫議員

路とか橋とか建物を利用できるのは、一流の技

能労働者がしっかりとした施工をしてくれてい

るからです。技能士がいなくなったり、能力が

低下したりすれば、一番不利益をこうむるの

は、その施設の利用者である県民ということに

なります。写真入りの技能士カードを利用すべ

きだと思いますし、県の技術者が技能士制度を

しっかりと理解して、現場での本人確認もし

て、工事の品質確保をするべきと考えますの

で、しっかりとした対応をお願いします。

建設産業において、公平で健全な競争環境を

構築するとともに、就労環境の改善による建設

業の持続的発展に必要な人材の確保をするた

め、「社会保険の加入に関する下請指導ガイド

ライン」を策定し、関係者を挙げて社会保険等

加入対策に取り組んでおります。ガイドライン

では、遅くとも平成29年度以降においては、健

康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部または

一部について、適用除外でないにもかかわらず

未加入である建設企業は、下請企業として認定

しないとの取り扱いとすべきとしておりますけ

ど、まだ必ずしも準備が整っておらず、不安視

する声もあります。今後の県発注工事における

社会保険未加入対策についてどのように考えて

おられるのか、お聞かせください。

建設業者の○県土整備部長（東 憲之介君）

社会保険未加入対策についてでありますが、国

土交通省において、建設業許可業者の加入率を

平成29年度までに100％とする目標を掲げ、総合

的な取り組みが実施されており、国の発注工事

につきましては、元請に加えて１次下請まで、

社会保険に加入していなければならないとされ

ております。

本県の発注工事につきましては、入札参加資

格において、平成26年度から、健康保険、厚生

年金保険の加入を要件とし、平成28年度から

は、雇用保険も加え３つの保険について要件と

するなど、対策を進めてきたところでありま

す。今後の未加入対策につきましては、国の取

り組みや他県の状況、業界団体等からの御意見

なども踏まえ、取り組んでまいりたいと考えて

おります。

本県における建設業者の社会○横田照夫議員

保険加入状況はどうでしょうか。

社会保険の○県土整備部長（東 憲之介君）

加入状況でございますが、国において、毎年、

公共工事の元請・下請となった建設業者を対象

に、公共工事労務費調査が行われ、都道府県別

に加入率が公表されております。その結果によ

りますと、本県の平成27年度における健康保

険、厚生年金保険及び雇用保険の３保険全てに

加入している企業の状況は、全国平均を２ポイ

ント上回る97％であります。

社会保険の保険料は、建設業○横田照夫議員

者が義務的に負担をしなければならない法定福

利費であり、必要と認められる原価に含まれま

す。ガイドラインでは、材料費や労務費などに

加えて、法定福利費も明示した標準見積書の活

用を求めていますが、下請の見積書に法定福利

費相当額が明示されているにもかかわらず、元

請がこれを尊重せず、法定福利費相当額を一方

的に削減したり、労務費そのものや請負金額を

構成するその他の費用で減額調整を行うなど、

下請業者の中には、実質的に法定福利費相当額

を賄うことができない金額で元請業者と請負金

額を締結させられることを心配する声もありま

す。県としてどのように考えるか、お尋ねしま

す。

法定福利費○県土整備部長（東 憲之介君）
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が元請・下請契約に適切に反映されることは、

建設産業の就労環境の改善等を図る観点から、

大変重要であると考えております。このため、

県におきましては、毎年開催する建設業者研修

会において、社会保険加入の必要性や法定福利

費の適正な支払い等を指導するとともに、建設

業者ホットラインを設置し、元請・下請間のト

ラブルや、法令違反などに関する相談に対応し

ているところであります。また、県発注工事に

おきましては、下請代金の支払い状況に関する

報告を求めるなど、適正な下請契約の履行確保

にも努めております。今後とも、元請業者と下

請業者との間で法定福利費に関する適正な契約

・支払いが行われるよう、取り組んでまいりた

いと考えております。

ガイドラインでは、元請が下○横田照夫議員

請に対して社会保険加入等の指導をすることと

なっておりますけど、法定福利費相当額を支

払っていないと、指導も何もできないと思いま

す。元請が下請や再下請分の法定福利費相当額

を支払うためには、入札時においてその分の金

額を確保することが必要です。そのための予定

価格の積算のあり方とか最低制限価格について

どのように考えるか、お聞かせください。

社会保険加○県土整備部長（東 憲之介君）

入に必要となる法定福利費につきましては、事

業主負担分は現場管理費に、本人負担分は労務

費に計上し、適切に予定価格に反映していると

ころであります。また、最低制限価格につきま

しては、現在、受注企業の採算性を分析するた

め、経費の詳細な内容を把握するためのコスト

調査を進めているところであり、今後、この調

査結果に基づき、最低制限価格の見直しの必要

性について検討を行ってまいりたいと考えてお

ります。

建築業は、どちらかといえば○横田照夫議員

公共工事よりも民間工事のほうが多いです。民

間工事も同じ方向性を持って動かなければ、人

材確保にはつながらないと思います。民間工事

しか受注しない建設業者に対する社会保険加入

に向けた県の指導状況についてお伺いします。

民間工事し○県土整備部長（東 憲之介君）

か受注しない建設業者への指導としましては、

全国的な組織である「社会保険未加入対策推進

協議会」において、業界団体を通じた取り組み

が行われているほか、県といたしましても、建

設業者研修会において指導を行うとともに、建

設業許可と更新の申請時において、加入義務の

有無と加入の状況を確認しております。その際

に、加入義務があるにもかかわらず未加入が判

明した業者につきましては、文書による指導を

行い、その指導によっても加入しない場合は、

社会保険担当部局へ通報も行っているところで

あります。今後とも、建設業者の社会保険の加

入に向けては、国や業界団体とも連携を図りな

がら、しっかりと取り組んでまいりたいと考え

ております。

社会保険加入は、建設産業の○横田照夫議員

人材を確保するためには絶対必要なことだと思

います。でも、このことは、発注者、元請、下

請など、建設関連産業の全てが、建設産業を守

るんだという同じ思いで取り組んでいかなけれ

ば達成できませんので、県としても、いろんな

機会を通じて啓蒙していただきたいと思いま

す。

次に、内水面漁業についてお尋ねします。

県内には40の内水面漁業協同組合がありま

す。漁協には県知事から漁業権が免許されてい

ます。漁業権は、河川や湖沼において漁業を営

む権利であり、同時に、魚などの資源を増殖さ
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せることが義務づけされています。そのことに

より、漁協は、稚魚を放流したり産卵場所を保

護したりするなどの活動もしています。しか

し、河川環境の悪化により、稚アユやシジミな

どを放流しても成長できない河川等もあるよう

です。通常、アユなどは、放流量の10倍ぐらい

の採捕量があるらしいんですけど、一ツ瀬川で

は10分の１くらいしかとれないということで

す。長期濁水により川底に泥がたまり、餌とな

る珪藻や藍藻などのコケ類がないことが理由と

言われています。長期濁水の原因は、上流の一

ツ瀬ダムと言われていますが、これまでにどう

いう濁水対策がとられてきたのか、環境森林部

長にお尋ねします。

一ツ瀬川の濁○環境森林部長（大坪篤史君）

水対策につきましては、県、流域市町村、九州

電力などで構成する「一ツ瀬川水系濁水対策評

価検討委員会」が、平成20年６月に策定しまし

た「濁水軽減対策計画」に基づき、関係者一体

となって取り組んでいるところでございます。

具体的には、県と流域市町村は、濁水の原因と

なる土砂の流出防止を図るために、山林の植栽

等の森林整備事業や、作業道、崩壊地などの重

点的な緑化作業を行っています。また、九州電

力は、濁水を長期化させないように、選択取水

設備や濁水制御膜を一ツ瀬ダムに設置するとと

もに、動植物への影響を調べるための河川モニ

タリングなどを実施しているところでございま

す。

一ツ瀬ダムで行われている選○横田照夫議員

択取水は、濁度の高い水を優先して放流して、

できるだけ速やかにダム湖の清水化を図るとい

うものですけど、結局、放流された濁水は、下

流域に流れていって、川底に堆積するんじゃな

いでしょうか。現在、杉安ダムで工事が進めら

れている底部放流設備も同じことだと思いま

す。選択取水や底部放流は、濁水対策や河川環

境の改善にはつながらないのではないかと考え

ますけど、環境森林部長、いかがでしょうか。

九州電力は、○環境森林部長（大坪篤史君）

濁水対策を行うために、昭和49年から選択取水

を実施しております。本年６月に開催された評

価検討委員会におきまして、宮崎大学の専門家

から報告された事業評価によりますと、濁水の

長期化は軽減の傾向にありますので、今後と

も、選択取水設備の適切な運用に努めるべきと

されたところでございます。また、九州電力の

杉安ダムの底部放流設備につきましては、現在

建設中でございますが、選択取水設備と同様の

濁水軽減効果が期待できるものと考えていま

す。なお、県におきましても、一ツ瀬川の水質

検査を実施しておりまして、現在のところ、特

に異常は見られませんけれども、今後とも、継

続してしっかりと監視してまいりたいと存じま

す。

ダム湖には上流より多くの有○横田照夫議員

機物が流入します。本来ならば、河口域まで流

されて次第に分解していくはずのものですけ

ど、それらが湖底に堆積し、攪拌の行われない

ことによる酸素の少ない条件下で分解すること

で、次第にヘドロになると言われています。古

いダムには多くのヘドロが堆積し、問題になっ

ているところもあるようです。一ツ瀬ダムのヘ

ドロ堆積に対する調査は行われているんでしょ

うか、環境森林部長にお尋ねします。

ヘドロ堆積に○環境森林部長（大坪篤史君）

特化した調査というわけではございませんが、

九州電力では、一ツ瀬川濁水軽減対策計画に基

づきまして、平成19年から、ダム湖内の３カ所

を含む流域で、有機成分等の分析を行う調査を
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実施しています。この調査につきましては、評

価検討委員会に報告されており、それを見ます

と、ダム湖の底の部分では、ほかの地域と比較

しまして、粘土や有機物が多い状況になってい

ます。濁水問題につきましては、今後とも、

しっかりとした監視体制や対策を継続すること

が重要ですので、地元を初め、関係機関と十分

に連携して取り組んでまいります。

ヘドロという概念は、公害問○横田照夫議員

題が起こったころにできたものだろうと思いま

すが、いわゆる濁水とヘドロは分けて考えるべ

きだと思いますし、九電もヘドロの調査をする

べきではないかと考えます。一般的には、ダム

の放流が行われる際、ダム湖内でヘドロの巻き

上げが起こってダム湖から流出し、下流の河道

内で生態被害を起こすと言われています。一ツ

瀬ダムでもヘドロのダム湖からの流出があり、

泥と合わさって川底に堆積して、魚介類や植物

の生態に悪影響を及ぼしているんじゃないで

しょうか。

私が若いころにはやった歌で「神田川」とい

う歌があります。当時の神田川は、どぶ川の代

表のような川でしたけど、その後のいろんな取

り組みによって、今では、アユも遡上するきれ

いな川によみがえったそうです。一ツ瀬川も、

県民の英知を結集して、流域漁協の皆さんが漁

業で生計を営めるような、また、流域住民が水

に親しめるような川に戻していこうではありま

せんか。県内の河川について、自然豊かで住民

が水に親しめるような川への思いを、知事、お

聞かせください。

本県は、緑豊かな山々○知事（河野俊嗣君）

を源としまして、日向灘に注ぐ多くの自然豊か

な河川に恵まれております。これら地域の特色

ある歴史や文化を育み、観光資源としても大き

な役割を果たしていると考えております。先ほ

どからの御質問にありますように、濁水の問題

解決に取り組んでおります一ツ瀬川では、昔、

杉安あたりが「日向の嵐山」と呼ばれるほどの

景勝地で、屋形船が浮かび、多くの人々でにぎ

わっていたということも聞いておるところであ

ります。

現在、一ツ瀬川を初めとする県内の河川にお

きましては、河川法のもと、治水・利水に加

え、河川環境の整備と保全のために、多自然川

づくりに取り組んでいるところであります。

川といえば、以前、家族で西米良を訪れたと

きに、私も川遊びをしまして、魚の影を追いな

がら、飛び切り冷たい水の流れに身を任せる、

これは、海やプールにはない魅力があるなとい

うふうに感じましたし、アユ釣りをする姿、ア

ユやな、これは、川の豊かな恵みを実感する眺

めであろうかと思っております。

私としましては、政策提案に掲げております

「美しい宮崎づくり」を推進するために、河川

や海岸などまで広げた県土美化条例の制定に向

けまして、現在、検討を進めているところであ

ります。この条例のもとでの取り組みを含め

て、今後とも、県民の皆様と一緒になって、自

然豊かで訪れる方々が親しめるような川づくり

に取り組んでまいりたいと考えております。

ありがとうございます。ぜひ○横田照夫議員

よろしくお願いいたします。

県には、九電、旭化成、大分県企業局、本県

企業局などから、流水占用料として13億6,000万

円余が一般財源として入っていますが、このお

金は、いわば川の水から生まれるお金であっ

て、川が県政推進に大きく寄与しているという

ことになります。川では、資源の減少やカワウ

の被害等が深刻な状況にあり、内水面漁協は、
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豊かな川を取り戻すためにさまざまな活動を

行っておりますけど、年々その負担も大きく

なっている状況にあります。これまで県におい

ても、内水面漁業の振興等に対してさまざまな

支援を行っていますが、平成26年には、「内水

面漁業の振興に関する法律」が制定されました

ので、その法に基づき、内水面漁協等の活動に

対するさらなる支援も含めて、内水面漁業振興

対策を強化する必要があるのではないかと考え

ますけど、今後の取り組みについて、農政水産

部長にお尋ねします。

内水面漁業○農政水産部長（郡司行敏君）

は、アユ、ヤマメなどの水産物の供給機能はも

とよりでありますけれども、先ほど知事からも

体験談がございましたが、体験交流の場を提供

するなどの多面的な機能を有しておるところで

あります。しかし、近年、漁獲量の減少などに

より、これらの機能の低下が懸念されていると

ころであります。このため県では、その再生に

向け、内水面漁業振興計画を本年度中に策定す

ることにしておりまして、効果的な放流や、カ

ワウ等の被害軽減などの水産資源回復への取り

組みや、水産生物が生息しやすい漁場環境づく

りの取り組みを、施策の柱として掲げることを

考えているところであります。今後、内水面漁

業の振興に当たりましては、本計画を着実に推

進するため、内水面漁協や流域の関係者と十分

な連携を図るとともに、必要な支援を行ってま

いりたいと考えております。

ぜひよろしくお願いいたしま○横田照夫議員

す。

次に、宮崎牛の産地維持について、農政水産

部長にお尋ねします。

和牛子牛の競り価格が非常に高くなっていま

す。８月にＪＡ宮崎中央家畜市場で開かれた子

牛競り市では、税込みの平均取引価格が約84

万5,000円で、対前年度比で17万円以上高くなり

ました。本来、高く売れるということは喜ばし

いことではありますけど、その先に横たわる大

きな不安が繁殖農家の頭をよぎっています。以

前は、子牛価格は、約７年周期のビーフサイク

ルの中で動いていました。子牛価格が低下した

ら、繁殖農家の生産意欲が下がって子牛頭数が

減少する。そうなると子牛価格が上昇するの

で、繁殖農家の増頭意欲が出て子牛頭数が増加

し、そしてまた、子牛価格が低下する。その繰

り返しだったんですけど、最近は、繁殖農家の

高齢化が進み、子牛価格が高いにもかかわらず

生産頭数が減少してきて、さらに高くなってき

ました。こういう状況の中で、本来は繁殖素牛

として県内に残るべき優良な子牛も、県外に売

られているように思います。現状をどのように

考えておられるのか、お伺いします。

全国的な農家○農政水産部長（郡司行敏君）

の高齢化や担い手不足などにより、子牛の生産

頭数が減少する中で、全国の購買者が、各地の

市場で積極的に雌子牛を購買している状況にあ

りまして、優秀な雌子牛の県内保留対策の重要

性は、今までになく高くなっているものと認識

しているところであります。

このため県では、国の肉用牛経営安定対策補

完事業の活用に加えまして、県単独事業であり

ます種畜再生対策基金事業により、県内保留対

策に取り組んできたところであります。優秀な

雌子牛の県内保留は、本県肉用牛の生産基盤の

強化とともに、すぐれた種雄牛造成につながる

大変重要な取り組みでありますので、関係機関

と連携しながら、引き続き、しっかり取り組ん

でまいりたいと考えております。

古くから中国地方は和牛の産○横田照夫議員
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地として有名で、全国からその優良な素牛を求

めてバイヤーが集まっていました。そして、そ

れぞれの地方は、中国地方から買ってきた優良

な素牛を基礎にして改良を進めてきた結果、和

牛の産地は、中国地方から九州地方へと移って

きました。しかし、今は、宮崎も含めた九州地

方の優良な繁殖素牛が、北海道などの他の地方

に多数買われています。このままではかつての

中国地方の二の舞で、宮崎の和牛の産地として

の名声もなくなってしまうのではないでしょう

か。先ほど述べた「その先に横たわる大きな不

安」とは、こういうことを言います。本県はそ

のような事態にならないように、また、本県の

畜産が日本のトップランナーへ躍進できるよう

に、宮崎県畜産新生推進プランを策定して課題

解決していこうとしておりますけど、推進プラ

ンに基づいて肉用牛振興をどのように図ってい

こうと考えておられるのか、お伺いします。

本県の重要な○農政水産部長（郡司行敏君）

基幹品目であります肉用牛生産において、その

基盤となります繁殖雌牛頭数が近年減少してい

ることから、その生産基盤の強化を図ることが

重要かつ喫緊の課題であるというふうに考えて

おります。このため県では、８月に策定いたし

ました畜産新生推進プランにおきまして、県内

９地区ごとに具体的な生産基盤対策の目標を定

めた「人・牛プラン」の着実な実行を重点取り

組み事項として位置づけ、県全体で繁殖雌牛頭

数８万頭を目標とすることとしたところであり

ます。

具体的には、ＪＡ宮崎中央等の繁殖センター

の取り組みなど、肉用牛の分業化を推進する地

域拠点施設の整備や、農家等の規模拡大に向け

た施設整備等を積極的に推進いたしますととも

に、分娩間隔の短縮等、生産性の向上にしっか

りと取り組むことといたしております。県とい

たしましては、今後とも、関係機関と一体と

なってこれらに取り組みながら、さらなる肉用

牛の振興に努めてまいりたいと考えておりま

す。

和牛の改良や生産の最も大事○横田照夫議員

な礎となるのが種雄牛です。種雄牛の造成に

は、長い年月と大きな労力がかかります。口蹄

疫が発生した際、全頭処分の危機が迫っていた

家畜改良事業団のスーパー種雄牛６頭を、超法

規的な判断で東米良に避難をさせました。私個

人としては、あの判断は間違っていなかったと

考えております。残念ながら、そのうちの１頭

が感染して殺処分されましたけど、５頭が残っ

たおかげでここまで復興できましたし、全共２

連覇も達成できました。それだけ種雄牛は大事

だということです。

口蹄疫の終息以来、種雄牛の造成に力を尽く

してきた結果、「義美福」や「耕富士」、「秀

正実」など、将来有望な種雄牛が成長してきま

したし、先日、「真華盛」の現場後代検定の結

果が出て、過去最高の成績だったこともわかり

ました。しかし、検定結果はあくまでも目安で

あり、真価が問われるのは、本格的に現場で流

通し出してからです。また、県有種雄牛の数は

口蹄疫発生前に戻りましたが、実際に供用され

るのはその中のほんの一握りです。そういう意

味でも、これからもたゆみなく種雄牛の造成に

力を注いでいかなければいけないと思います

が、今後の種雄牛造成に対する県の考えをお聞

かせください。

本県では、こ○農政水産部長（郡司行敏君）

れまで長年にわたり、生産者や関係機関、県が

一体となって、本県独自の種雄牛の造成に取り

組んでおり、その結果、本県の肉用牛は、県内
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す。平成22年の口蹄疫では、議員からもお話が

ございましたけれども、非常に大きなダメージ

を受けましたが、その後、６年間の歳月を経

て、種雄牛頭数は、口蹄疫発生前と同規模の58

頭まで回復し、新たに「真華盛」などの将来の

エース候補も出てきたところであります。優秀

な種雄牛の造成は、農家経営の安定や品質の高

い宮崎牛を生産し続ける上で大変重要でありま

すので、県といたしましては、引き続き、生産

者の協力をいただきながら、ＪＡ、家畜改良事

業団等、関係機関と連携しながら、全力で取り

組んでまいりたいと考えております。

ここからは、知事も総務部長○横田照夫議員

もしっかり聞いてほしいんですけど、現在、種

雄牛候補牛は上限80万円で買い上げられていま

すが、実は、20年前と同じ価格なんです。20年

前の子牛価格は40万円前後でしたが、現在は２

倍以上になっています。つまり、20年前は、競

り市平均価格の２倍ぐらいの買い上げだったん

ですけど、今は競り価格のほうが高くなってい

るという状況です。

種雄牛候補牛は、育種組合員が持つ優良雌

牛、すなわち基礎雌牛に計画交配をして生まれ

た雄牛を買い上げますけど、本当は、高く売れ

る「美穂国」のような種をつけたいという思い

もあります。しかし、そういうリスクを負いな

がらも、種雄牛造成のために協力をしていただ

いております。自分のところで生まれた牛が種

雄牛になることは名誉なことではありますが、

名誉やロマンだけでは種雄牛はつくれないと思

います。そういう意味でも、そのときの競り価

格に相当額の上乗せをした買い上げ価格を確保

すべきだと考えます。ぜひ、そういう方向で検

討していただきたいと思います。

次に、特別支援学校のスクールバスについて

お尋ねします。

みなみのかぜ支援学校の高等部の保護者か

ら、スクールバスの件で相談を受けました。み

なみのかぜ支援学校には、平成22年４月に高等

部が開設され、現在、高等部に約60名の生徒が

通学しているそうです。みなみのかぜ支援学校

では、小学部、中学部まではスクールバスが利

用できますが、高等部になると利用できなくな

るようです。高等部がスクールバスを利用でき

ない理由は何か、教育長にお伺いします。

みなみのかぜ支援学○教育長（四本 孝君）

校につきましては、平成15年度から、小・中学

部の児童生徒を対象にスクールバスを運行して

おります。高等部生徒の登下校につきまして

は、将来の自立と社会参加の観点や卒業後の就

労や生活を見据え、教育的見地から、公共交通

機関の利用をお願いしているところでありま

す。

高等部を設置していただいた○横田照夫議員

ことには感謝しておられますし、当然、スクー

ルバスの利用ができなくなることはわかった上

での進学でもあります。しかし、在学生のうち

の80％ぐらいの保護者がスクールバスの利用を

希望しているそうです。その理由を幾つか挙げ

てみます。

将来の自立と社会参加の観点や教育的見地か

ら、公共交通機関の利用をお願いしているとい

うことですが、みなみのかぜ支援学校の生徒

は、重度や重複の子が多いので、公共バスには

乗れないということです。それで家族が自家用

車で送迎するので、逆に自立と逆行することに

なると言われます。父親は通勤の関係がありま

すので、自家用車での送迎はほとんど母親か祖

父母がしているそうですが、学校の子供の受け

平成28年９月12日(月)
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入れは、８時40分から８時50分の間しかしても

らえないそうで、もし早く着いても、重度の子

供を一人にはしておけないそうです。

みやざき中央支援学校は、高等部の生徒もス

クールバスの利用ができるそうです。自立でき

る子が多いので、バスに乗る生徒も少なく、

もったいないので、自立できる子も乗っている

そうです。

みなみのかぜ支援学校の中等部の生徒を持つ

親が、高等部に入ったらスクールバスの利用が

できなくなるので、子供と一緒にほかの特別支

援学校に見学に行ったら、なれない環境に適応

できず、子供がパニックになって、しばらく登

校拒否になったそうです。

病気になった母親が、子供の送迎のことを考

えて、入院治療をあきらめたという話も聞きま

した。どれだけ保護者が悩み困っているか、わ

かると思います。

こういう保護者の思いを何とかかなえてやっ

て、スクールバスの運行はできないものでしょ

うか。教育長の考えをお聞かせください。

みなみのかぜ支援学○教育長（四本 孝君）

校高等部生徒のうち、公共交通機関の利用が難

しい生徒につきましては、保護者による送迎が

なされている状況であります。現在、児童生徒

の登下校に関し、保護者の重篤な病気など、や

むを得ない事情により送迎ができない場合につ

いては、十分に話し合いを行いまして、所定の

審査を経て、個別の対応を図ることとしており

ます。みなみのかぜ支援学校高等部につきまし

ては、生徒の数が増加していることや、今、議

員のお話にもありましたが、障がいの重度・重

複化が進んでいることもありますので、ほかの

特別支援学校とのスクールバスの乗り合わせも

含め、今後どのような通学手段を考えていくべ

きなのか、早急に関係者間で協議を進めてまい

りたいと考えております。

ありがとうございます。校舎○横田照夫議員

の増設とか、ほかの学校との絡みもあって、優

先順位等の問題もあろうかとは思いますが、保

護者の声を真摯に聞いていただいて、適切な対

応をしていただきますようお願いいたします。

以上で、私の一般質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。（拍手）

以上で本日の質問は終わり○宮原義久副議長

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、一般質問、

人事案件の採決及び議案、請願の委員会付託で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時42分散会
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一般質問◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は、一般質問、人事案件の採決及

び議案・請願の委員会付託であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、河

野哲也議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○河野哲也議員

ざいます。一般質問最終日のトップバッターで

ございます。どうか明快な答弁をお願いいたし

ます。

まずは、災害等に負けない学校づくりについ

てでございます。

先人の教えを日々の生活の中に根づかせる、

そのような発想のもとに、90名の園児の命を

守った保育所があります。「釜石の奇跡」ほど

有名ではありませんが、「野田村の奇跡」と言

われています。東日本大震災、岩手県野田村の

野田村保育所。建物は津波でなくなってしまい

ましたが、90人の園児と14人の職員は全員無事

でした。野田村には、「大地震が起きたら源平

坂に逃げろ」という昔からの言い伝えがありま

した。震災時、上り切れば１キロある源平坂に

逃げることで命を守りました。知っていること

とできることは違います。ましてや、園児を率

いての避難です。なぜなし得たのか。

主任保育士の廣内裕子さんは、震災後、「津

波の恐ろしさはだんだん薄れる。先祖や親から

教えられたように、子供たちや若い職員にも伝

え続けていかなければならない」と語っていま

す。

野田村保育所では、伝えるだけでなく、保育

課程に位置づけられていました。園児たちに無

理なく、訓練に無駄なく、むらなく生活に避難

訓練を溶け込ませていました。園児たちの大好

きなお散歩。行きは早足、帰りはゆっくり歩く

という早足散歩を行っていました。そこに避難

訓練を重ねていました。職員は、毎月、避難場

所への所要時間を測定していました。繰り返す

たびに子供たちの所要時間は短くなっていった

そうです。訓練を無駄にしない仕組みをつくっ

ていました。また、たまに別なコースも試み、

いかに早く避難所の場所まで行けるかも試して

いました。あらゆるコースをむらなく調べる努

力を重ねていました。結果、震災時に園児たち

は慌てることなく、無理なく、ビニールハウス

がある場所を突っ切って源平坂を上ったそうで

す。

先人の教えは、言葉だけだと薄れていきま

す。しかし、毎月の避難訓練やお散歩に継承す

る仕組みがあれば、先人の教えを継承していき

ます。そして、もっといい避難方法に発展させ

ることができます。このような子供と職員の防

災能力を高める大きな成功事例を参考に、新た

な避難訓練として模索していくべきだと考えま

す。そこで、防災能力を高めるため、本県にお

ける児童生徒、教師はどのような避難訓練等を

行っているのか、教育長に実践例を紹介してい

ただきます。

以下、質問者席で行います。（拍手）〔降

壇〕

〔登壇〕お答えしま○教育長（四本 孝君）

す。

防災能力を高めるための実践例についてであ

ります。各学校で行われる避難訓練につきまし

ては、東日本大震災以降、各学校の実情に応

じ、随時、点検と見直しが進められておりま

す。具体的には、従来行われている授業中を想

定した訓練に加え、登下校時や昼休みなど、児

平成28年９月13日(火)
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童生徒が教室にいないときや、寮や寄宿舎で夜

間に災害に遭遇したときなど、さまざまな避難

場面を想定して訓練を行ったり、地域と合同訓

練を進めたりするなど、きめ細かな取り組みを

行っている学校もあります。県教育委員会とい

たしましては、児童生徒、教師がいつ、どこで

災害に直面しても、状況に応じて適切に判断し

行動できるよう、今後とも、避難訓練等の充実

を図ってまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

きめ細やかなとありました○河野哲也議員

が、県内を調べてみて、回数として避難訓練は

６回程度でありました。ちなみに東京都では、

幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校は、年

間11回避難訓練を行っています。高等学校にお

いては年間４回以上です。都教育委員会の指導

です。平成25年度からでございます。

野田村の奇跡のお話を聞いたのは、８月27

日、熊本で開催された、教育研究団体ＴＯＳＳ

熊本が主催する「学校改革セミナー」に参加し

たときでありました。当日、国道218号を通り、

甲佐を北上し、御船から熊本市内の水前寺公園

の会場に向かいましたが、まだまだブルーシー

トに覆われた家屋が数多く見られました。復興

に向けて尽力されている被災者の皆様に、改め

てお見舞いを申し上げます。

セミナーの内容の一つが、今回の質問のテー

マである「災害等に負けない学校づくり」でご

ざいます。熊本地震で被災した教師の生の声を

聞くことができました。今回の報告を受けて、

改めて、宮崎の教育現場における自然災害を含

めた危機管理について確認をしていきます。

熊本地震で被災した学校現場は、惨たんたる

ものだったそうです。子供たちがもしそこにい

たらと思うとぞっとすると報告されていまし

た。避難訓練を初めとして、さまざまに見直す

べきだと報告を受けました。

具体的には、「１、学校の避難訓練を再考す

る。毎月の実施、あらゆる時間帯を計画すべ

き。２、学校の緊急招集体制を明確にすべき。

３、軍手の常備（学校も家庭も）。停電、断水

への対応。４、学校職員のボランティア活動の

義務化とスキルと検定制度の創設。学校職員に

しかできないようなスキルもある。５、教員間

のＬＩＮＥによる連絡網の整備。 昨日もＷ―

ｉ－Ｆｉ整備とありましたけれども、後ほど説

明しますが、携帯は使えなかったという事実が

ありました 避難してパソコンを開ける者は―

いない。皆、スマホである。６、地震発生直後

から５～６時間のテレビの情報はほとんど現実

の10分の１、現実の情報はＬＩＮＥ、ツイッタ

ーにある。発信のスキルを学校で指導する必要

がある。何を発信すべきなのか指導されていな

い」とありました。

そこで、このことから何点か伺います。あら

ゆる場面を想定した避難訓練の中に、児童生徒

の保護者への引き渡し訓練があります。本県の

児童生徒の引き渡し訓練の状況について、教育

長にお伺いいたします。

県内の各学校では、○教育長（四本 孝君）

緊急時に児童生徒を円滑に引き渡すための手順

を、学校経営案や危機管理マニュアルに示して

おりまして、その手順について、学校通信や参

観日等を通して保護者に周知を図っているとこ

ろであります。また、実際に訓練を実施してい

る学校もあります。県教育委員会では、県立学

校及び市町村教育委員会等に危機管理マニュア

ルを作成するための指針を配付し、その中で、

引き渡し実施上の留意点や、引き取り者がいな

い児童生徒への配慮及び、児童生徒の引き渡し
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緊急連絡カード等を示しております。今後と

も、各学校の実情に応じた取り組みがなされる

よう、積極的な支援に努めてまいりたいと考え

ております。

熊本の学校では、保護者が参○河野哲也議員

加する安全・安心メールが全く機能しなかった

という報告がございます。震災時の保護者への

引き渡し、集団下校は、やはり実際に訓練すべ

きだと考えます。10回以上避難訓練を行ってい

るところは、必ずこの内容を位置づけていま

す。学校の危機管理が問われています。本県の

基本方針を教育長に確認したいと思います。

学校の危機管理につ○教育長（四本 孝君）

きましては、県全体の危機管理対策の枠組みを

定めました宮崎県危機管理指針を基本に据えな

がら、学校保健安全法において策定が義務づけ

られております学校安全計画に基づき、対応を

図っているところであります。

計画の内容としましては、地震や津波などの

災害安全に関すること、不審者や声かけ事案な

どの生活安全に関すること、さらに、登下校中

の交通事故などの交通安全に関することなど、

学校において想定されるさまざまな危機に対応

するものとなっております。

県教育委員会といたしましては、全ての公立

学校の学校安全担当者に対する研修会を毎年実

施いたしますほか、県内外で危機事象が発生し

た際など、機会あるごとに注意喚起を促す通知

を発出し、各学校における安全計画が実効性を

伴ったものとなりますよう、指導の徹底に努め

ているところであります。

３つの安全について事細かに○河野哲也議員

方針が決められているようですが、きょうは時

間がないので、災害安全ということで、絞って

質問をさせていただきます。

答弁の中に、実効性を伴ったものとありまし

た。具体的に聞きたいと思います。まず、地震

発生時の 済みません、県職員のほうを先に―

確認しますが 県職員の参集基準というのは―

ありますか。ある場合、その基準を伺います。

また、熊本地震の際の参集状況はどうだったの

ですか。危機管理統括監にお伺いいたします。

災害時の職○危機管理統括監（畑山栄介君）

員の参集基準につきましては、地震、津波、風

水害などの災害の種類ごとに、その規模に応じ

た参集基準を定めております。地震についてで

ございますが、震度ごとに参集基準を定めてお

り、県内で震度４の地震が発生した場合は、情

報連絡本部を設置し、危機管理局と12の関係課

及び関係出先機関の緊急要員が参集します。ま

た、震度５弱または５強の場合は、災害警戒本

部を設置し、危機管理局と17の関係課及び関係

出先機関の緊急要員が参集します。さらに、震

度６弱以上であれば、災害対策本部を設置し、

本庁及び関係出先機関の全職員が参集すること

とされております。今回の熊本地震におきまし

ては、県内で震度５弱が観測された時点で、直

ちに災害警戒本部を設置し、緊急要員が参集の

上、被害情報の収集などの初動対応を行ったと

ころであります。

同じく、緊急時の県立学校職○河野哲也議員

員の参集基準の有無について、教育長にお伺い

いたします。

災害等の緊急時にお○教育長（四本 孝君）

ける県立学校職員の参集につきましては、災害

の種類や規模、発生した時間帯、避難所指定の

有無など、さまざまな状況に応じて校長が判断

することとしておりまして、これまで、県教育

委員会としての統一した基準は設けておりませ

ん。
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校長に責任があるということ○河野哲也議員

で、実は、熊本の学校も参集は校長判断だった

ようです。しかし、余震のとき、職員への連絡

は、先ほど言いましたが、携帯電話での通話・

メールは全く役に立たなかったそうです。ま

た、翌日から学校が避難所になるところがあり

ます。その初動が大事だと言われています。管

理職と行政の事前の打ち合わせが、その後の避

難所運営を大きく左右します。そのためにも、

参集基準の検討は必要ではないかと考えます。

熊本地震後、県の教育委員会では何か取り組

んだことがございますか。教育長、お願いしま

す。

県教育委員会では、○教育長（四本 孝君）

熊本地震発生直後に、西臼杵地区の被害状況を

確認するため、指導主事を派遣しますととも

に、県内全ての公立学校に対して、緊急時の連

絡方法の再確認や、通学時を含めた児童生徒の

安全確保の徹底について指導したところであり

ます。また、避難所等での生活を余儀なくされ

ている児童生徒もおりましたので、児童生徒の

心のケアを図るために、臨床心理士を派遣でき

る体制を整えました。さらに、７月に全ての県

立高等学校等の生徒会役員 それぞれ３名で―

ございますが と防災教育担当教員を対象に―

した防災にかかわる講座の中で、熊本地震の報

告を踏まえた災害図上訓練等の演習を実施いた

しまして、教職員に対する実践的対応能力の向

上と、高校生の防災意識の高揚に努めたところ

であります。

指導主事の派遣、それから、○河野哲也議員

県内全ての公立学校への緊急時の指導、避難し

ている児童生徒へのケア等、迅速な対応、あり

がとうございました。答弁の中で、県内全ての

公立学校への緊急時の指導とありましたが、学

校現場はどう受けとめて対応したのでしょう

か。この熊本地震を対岸の火事と捉えず、防災

能力を高める手だてを行ったのでしょうか。

なぜこういう疑問を抱くかというと、実は、

熊本県内の被害のなかった学校は、地震の後、

緊急の避難訓練等の特別なものはほとんど行わ

れなかったという実態がありました。そこで、

最後ですが、災害等に強い学校づくりは、あら

ゆる教育計画において子供の命を守るという危

機意識を持って取り組まなければならないと考

えます。教育長の見解をお伺いします。

子供の命を守るとい○教育長（四本 孝君）

う視点は、学校教育における大前提でございま

して、あらゆる教育活動において欠かせないも

のであると考えております。県教育委員会とい

たしましては、児童生徒がみずから安全に行動

できる資質や能力を高める安全教育、また、児

童生徒を取り巻く環境を整える安全管理という

２つの視点に基づき、全ての教育活動が計画的

に実施されるよう、各学校に対して指導してい

るところであります。このことを踏まえ、各学

校におきましては、各月ごとに目標を定めた上

で、避難訓練や安全点検の実施はもちろんのこ

と、例えば、理科の時間において災害発生のメ

カニズムについて学習するなど、全ての教育活

動を通して、子供の命を守るための安全教育、

安全管理の徹底を図り、トータルとしての学校

の危機管理能力の向上につなげてまいりたいと

考えております。

学校の危機管理、子供の命を○河野哲也議員

守ることになっているのか、もう一度見直して

いただきたいと思います。物理学者寺田寅彦さ

んは、「私たちは災間（災害と災害の間）で暮

らしている」と言っています。どうかよろしく

お願いします。
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次に、里親へのケアについて、福祉保健部長

にお伺いいたします。

先日、里親の相互交流のための里親サロンに

重松議員と参加いたしました。参加した里親さ

んのほとんどが、長い間の不妊治療をあきら

め、それでも子供を育てたいという思いで登録

をされている方々でした。最初はぎこちない会

話でしたが、徐々にさまざまな声が出始めまし

た。特に、里親さんたちの支援についてでござ

いました。まず確認ですが、本県における過去

３年間の登録里親数と委託里親数の推移につい

てお伺いいたします。

本県の登録里○福祉保健部長（日隈俊郎君）

親数と委託里親数の推移についてであります

が、３カ年の年度末現在の数字で、まず、登録

里親数が、平成25年度は93世帯、26年度が90世

帯、27年度が102世帯となっております。また、

委託の里親数でございますが、同様に、25年度

が50世帯、26年度が51世帯、27年度が45世帯と

なっております。

登録数はふえていますが、委○河野哲也議員

託数が減りました。少なくなっている理由に措

置解除があるのではないでしょうか。さまざま

な理由で、里親さんが委託児童を施設に戻す、

または児童相談所の判断で戻されてしまうもの

です。「子供に申しわけないという思いはあり

ましたが、その子が実子に手を出し始めたとき

にどうしようもなく、この措置に委ねました」

と、心中を吐露してくれた里親さんもいまし

た。全国的にも、大体４組に１組の割合で委託

児童を施設に戻すケースがあると報告されてい

ますが、平成27年度の里親委託を措置解除と

なった件数についてお伺いいたします。また、

解除後の次の委託について、本県におけるルー

ルがあればお伺いいたします。

平成27年度中○福祉保健部長（日隈俊郎君）

に里親委託の措置が解除となった件数は、16件

となっております。また、措置の決定に関しま

しては、児童等の意向はもとより、児童に適し

た生活環境の確保を図るため、児童相談所の会

議において、これまでの養育状況などのさまざ

まな情報等を踏まえた上で、個別に決定してお

ります。措置解除後の次の委託につきまして

も、同様の手順で取り扱うこととしておりま

す。

再委託を８年待っている里親○河野哲也議員

さんがいました。心が折れそうな中を里親さん

同士で励まし合っていると語っていました。委

託児童の生育歴は、養育に関する情報として提

供されますが、制限があります。養育して初め

て気づくことがあるようです。だからこそ、専

門的な研修を受けて技術を身につけないと、里

親は続けられません。ぜひ、再委託に向けての

フォローアップ研修や、心理的ケアなど、包括

的に取り組んでいただきたい。要望しておきま

す。

心理的ケアにつながる里親レスパイトケア事

業があります。委託児童を養育している里親

が、一時的な休息のための援助を必要とする場

合に、乳児院、児童養護施設、他の里親等に委

託児童を預ける制度でございますが、平成27年

度の里親レスパイトケア事業の実績についてお

伺いいたします。

ただいまお話○福祉保健部長（日隈俊郎君）

にありましたとおり、里親レスパイトケア事業

というのは、児童を委託された里親が、みずか

らの疾病や家庭の事情などによりまして、一時

的な休息等を必要とする場合に、他の里親や施

設等を活用するものであります。その実績は、

平成27年度で申し上げますと、９件となってお
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ります。

利用が足らないと思います。○河野哲也議員

調整は児童相談所だと思います。里親の休息

は、子供の育成の上でも大変重要ですので、積

極的に活用できるよう働きかけていただきたい

と思います。先ほども申し上げましたが、養育

に必要な情報は提供しているとのことでした

が、里親さんからすると、もう少し情報が欲し

いと感じる場面があるとのことでした。里親さ

んたちと話をして強く感じたのは、児童相談所

との信頼関係がなければ里親への支援も成り立

たないということです。そこで、里親のケアと

して、児童相談所との信頼関係（ラポール）づ

くりが重要です。県の考えをお伺いいたしま

す。

里親家庭の支○福祉保健部長（日隈俊郎君）

援につきましては、委託に至るまでのマッチン

グや委託後の児童の養育等、さまざまな場面で

の対応が必要でありまして、それらは、児童相

談所と里親家庭との信頼関係のもとで取り組む

ことが重要であると、同様に考えております。

このため、県ではこれまで、児童相談所の児童

福祉司等の専門職員を中心に、定期訪問による

相談支援など、各種の対策を講じてきたところ

であります。加えまして、今年度からは、各児

童相談所に里親委託等推進員を２名ずつ配置

し、訪問支援の充実などに努めるとともに、児

童家庭支援センターの里親トレーナーが、新し

く登録された里親等への相談に対応するなど、

里親支援のための機能強化を図ったところであ

ります。今後とも、児童相談所が中心となり、

これらの機関と密に連携を図りながら、里親家

庭に対する確実な支援を行ってまいりたいと考

えております。

緒についた支援があります○河野哲也議員

が、しっかりと見守っていきたいと思います。

子供たちを守るために、確かに守秘義務は絶対

でございます。しかし、里親さんは、児童相談

所の職員ともっと対話をしたいと望んでいまし

た。

同じく、福祉保健部長に、困窮する高齢者へ

の支援についてお伺いします。

９月19日は敬老の日。兵庫県八千代町が昭

和22年に提唱した「としよりの日」が始まりで

あるとされています。老人を大切にし、年寄り

の知恵をかりて村づくりをしようと、９月15日

を「としよりの日」と定めたと言われていま

す。本来、９月15日だったものが、ハッピーマ

ンデー制度により、９月の第３月曜日となりま

した。蛇足ですが、変更当初、何を大事にしよ

うとしているのかと、高齢者団体が強く反対さ

れたと聞きます。

総務省は、６月29日に、2015年国勢調査の１

％抽出速報を発表しました。その１％抽出速報

によると、総人口に占める65歳以上の割合、い

わゆる高齢化率は、1920年の調査開始以来、最

高の26.7％となり、初めて高齢者が４人に１人

を超えることになります。知恵をかりなければ

いけない、大切にしなければならないはずの高

齢者の貧困問題が深刻になっています。低年金

や無年金の増加が貧困化に拍車をかけていま

す。高齢者における生活保護制度の利用者の増

加も大きな問題になってきています。高齢者の

単身世帯も増加傾向で、65歳以上では男性の８

人に１人、女性の５人に１人がひとり暮らしで

あることがわかっています。今回、26.7％だっ

た高齢者人口の割合は、2060年にはほぼ40％に

達すると推計され、このままだと高齢者の９割

が貧困化します。

以上のことから、まず、１％抽出速報による
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本県の高齢化率、高齢者の単身世帯人数につい

てお伺いいたします。

先般公表され○福祉保健部長（日隈俊郎君）

ました平成27年国勢調査の抽出速報集計結果に

よりますと、本県の総人口は110万4,400人で、

このうち、年齢不詳者を除いた108万4,800人の

中で、65歳以上の高齢者数は31万8,800人となっ

ており、高齢化率は29.4％となっております。

また、高齢者の単身世帯数は、５万6,400世帯と

なっております。

本県も確実に加速化をしてい○河野哲也議員

るという実態だと思います。

一方、厚生労働省の調査によれば、生活保護

の受給世帯のうち、65歳以上の高齢者を中心と

する世帯は、ことし３月時点で過去最多の82

万6,656世帯、50.8％となり、初めて半数を超え

たことが明らかになりました。この10年で1.7倍

にふえた計算です。本県の生活保護世帯の中

で、高齢者の受給世帯の推移についてお伺いい

たします。

生活保護世帯○福祉保健部長（日隈俊郎君）

数でございますが、リーマンショックの発生し

た平成20年度が１万75世帯、直近の平成28年６

月現在では１万4,360世帯でありまして、この８

年間で4,285世帯の増加となっております。その

うち、高齢者世帯数につきましては、同じく平

成20年度が4,995世帯、直近の平成28年６月現在

では7,582世帯であり、2,587世帯の増加となっ

ております。

厚生労働省は、高齢者の働き○河野哲也議員

口が少なく、就労しても十分な収入を得られて

いないと分析しています。特徴的なことは、生

活保護受給高齢者の９割を単身者が占めている

ということでございます。雇用や家族形態の変

化を反映した対応が追いついていないというふ

うな分析をしています。生活保護に至る手前の

新たなセーフティーネットとして昨年４月に始

まった生活困窮者自立支援制度も道半ばです。

特に、高齢者世帯のうち４割を占める女性の単

独世帯は、収入がほかの高齢者世帯よりも圧倒

的に低い状況にあります。実際のデータでも、

男性年金受給者の半数近くが年間200万以上に集

中するのに対して、女性受給者の多くは年間60

～80万台に集中しています。この背景は、昭

和36年の国民皆年金制度の成立時の脱退手当金

の選択や、昭和61年までのサラリーマン妻の任

意加入が、現在の年金の受取額を結果的に少な

くしてしまっていると見られています。ま

た、65歳以上で働いている女性の４人に１人

は、働いても暮らしが楽にならないワーキング

プアであるとの指摘もあります。そこで、本県

の生活困窮者自立支援制度による高齢者の困窮

対策の取り組みについて、お伺いいたします。

平成27年度に○福祉保健部長（日隈俊郎君）

生活困窮者自立支援制度がスタートいたしまし

たけれども、県及び市では、各福祉事務所に生

活困窮者のための相談窓口を設置いたしまし

て、専門の相談員が、就労や心身の不調など、

生活全般にわたる相談を受け付けるとともに、

相談者の状況に応じた支援を行っているところ

であります。特に高齢者に対しましては、介護

に関する地域包括支援センターや、就労に関す

るシルバー人材センター等との連携を図ってい

るところであります。また、高齢者の中には、

みずから相談窓口にお越しになれないケースも

ありますので、訪問支援や民生委員等との連携

による日常的な支援についても実施していると

ころであります。県では、本年度、相談員を２

名増員いたしまして、よりきめ細かな支援を行

うこととしたところでありますが、議員御指摘
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のとおり、高齢者の経済困窮の問題はなかなか

厳しいものがございます。引き続き、関係機関

との連携を深めながら、この制度の充実を図っ

てまいりたいと考えております。

今の答弁の中の高齢者の就労○河野哲也議員

についてはシルバー人材センター これは非―

常に役割は大きいのではないかと思います。連

携をよろしくお願いしたいと思います。

無年金者対策の観点及び、将来の無年金者の

発生を抑制していく観点から、平成24年２月に

閣議決定された社会保障・税一体改革大綱に明

記された、年金の受給資格期間の短縮がありま

す。平成19年調査における無年金見込み者を含

めた無年金者数は最大118万人で、このうち65歳

以上の無年金者は最大42万人と推計されていま

す。また、厚生労働省は、仮に受給資格期間

を10年に短縮すれば、65歳以上の無年金者の約

４割に当たる17万人が受給権を得る可能性があ

るとしています。

この無年金者対策については、本年８月に示

された政府の「未来への投資を実現する経済対

策」において、その実施が明記されました。県

においても、必要な財源の確保を含め、安心の

社会保障の実現を図るため、早急に取り組むこ

とを国に強く要望していただきたいと思いま

す。

社会福祉施設等の安全確保と再発防止につい

てでございます。

神奈川県相模原市の知的障がい者施設での事

件は、余りにも凄惨で衝撃的でした。今回、複

数の議員により、本県の社会福祉施設における

これまでの防犯対策の状況把握、本県の措置入

院の現状と退院後の支援状況の課題、事件を教

訓として本県の再発防止への取り組み等、質問

があり、議論されたので、重複を避け、私は、

関連で１問だけ質問させていただきます。

障害者差別解消法に基づく障がいへの理解促

進のための県としての取り組み状況について、

福祉保健部長にお伺いいたします。

障がいのある○福祉保健部長（日隈俊郎君）

人が、人間としての尊厳が守られ、障がいの有

無によって分け隔てられることなく、ともに生

きる社会を実現するため、県におきましては、

障害者差別解消法の施行に合わせ、本年４月か

ら、「障がいのある人もない人も共に暮らしや

すい宮崎県づくり条例」を施行したところであ

ります。この条例に基づきまして、「障がい者

差別解消シンポジウム」の開催や、さまざまな

団体を対象とした出前講座の実施、広報紙やテ

レビ・ラジオ等による啓発等に積極的に取り組

んでいるところであります。また、今回の事件

を受けまして、県の各所属長はもとより、各市

町村に対しまして、各種イベント等、さまざま

な機会を通じて、障がい及び障がいのある人へ

の理解を求める啓発に取り組んでいただくよ

う、改めて依頼したところであります。

４月に施行した条例の中で○河野哲也議員

は、「宮崎県障がい者差別解消支援協議会」を

設置する等、不利益な取り扱いの解決のための

仕組みづくりをすることになっていました。そ

の期待を持って今回、答弁を求めました。調査

すると、まだメンバーが確定できていないとの

こと。施行からもう半年です。できていれば、

今回の事件に対応できたのではないでしょう

か。条例による早急な仕組みづくりをお願いし

たいと思います。

地方創生についてお伺いいたします。

地方創生の実現に向け、本県も、人口ビジョ

ンや地方版総合戦略に基づき予算化され、本格

的な実施年度が始まりました。代表質問でも
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あったとおり、８月２日に、地方創生推進交付

金及び加速化交付金の配分が決定いたしまし

た。東京23区を含めた全国の1,739自治体の地方

創生戦略競争が本格的に展開されます。また、

参議院選後に安倍総理の指示で策定された「未

来への投資を実現する経済対策」に基づく第２

次補正で、さらに地方創生整備推進交付金が800

億程度積まれる予定であります。この交付金は

ハード中心の事業を対象とするもので、地方創

生のため、必要な箱物整備に充当することがで

きるとされています。２分の１補助で半分は地

方負担となりますが、補正予算債を充てること

ができる見込みです。効果的な事業の取り組み

が可能となるものと考えます。

まず、三山本の一人の山本幸三地方創生担当

大臣が、就任時のインタビューで、「地方創生

は、地方の平均所得を上げること」と発言して

いますが、知事の考えを伺います。

地方創生を進める上で○知事（河野俊嗣君）

は、どんどん今、都市に向かっております人や

お金の流れを変えること、そして、持続可能な

地域づくりを実現するための基盤や仕組みをつ

くり上げていくことが大変重要だと考えており

まして、山本大臣の発言も、同様の趣旨である

と理解しております。問題は、これをどう実現

していくかであります。

本県はこれまで、フードビジネスなどの成長

産業や競争力の高い中核企業の育成などに取り

組んできております。さらに今年度は、産学金

労官が一体となりまして、企業への集中支援や

産業人材の育成を行うプラットフォームを立ち

上げたところであります。これまでの取り組み

によりまして、産業振興については手応えを感

じるとともに、県を挙げて地方創生に取り組む

機運も醸成されつつあるものと考えておりまし

て、こうした取り組みをさらに加速させなが

ら、地方創生の実現に取り組んでまいりたいと

考えております。

知事がおっしゃった機運醸成○河野哲也議員

が勢いづくであろう交付金が決定いたしまし

た。今年度の地方創生推進交付金の採択状況と

取り組みの内容についてお伺いいたします。ま

た、国の経済対策において検討されている新た

な交付金について、どのように取り組むか、総

合政策部長にお伺いいたします。

地方創生推進○総合政策部長（永山英也君）

交付金につきましては、申請した５つの事業全

てが採択をされまして、８月末に１億9,742

万4,000円の交付決定を受けたところでありま

す。この交付金を活用しまして、高校生の県内

就職の促進や、観光推進のための宮崎版ＤＭＯ

の創出などの事業に取り組んでまいります。ま

た、先月閣議決定されました国の補正予算案に

おきまして、地方創生の観点から、未来につな

がる先導的な施設整備等の取り組みを進めるた

めの新たな交付金が検討されております。これ

につきましても、積極的に活用してまいりたい

と考えております。

しっかりと取り組んでいただ○河野哲也議員

きたいと思います。

以前、富士市産業支援センターｆ-Ｂｉｚセン

ター長の小出氏にお会いしたときに、「地方で

もできる」と強調されたことが、頭から離れま

せん。「今いる中小企業者、小規模事業者の活

性化が重要なんだ。そのためには３つの方向性

しかない。販路の拡大と新商品の開発と新分野

進出、もう一つは、業界の常識に縛られないと

いうこと」と、ノートに記録してありました。

本県地方創生の施策目標である「しごとを興

す」を推進するためのポイントだと考えます。
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本県は、中小企業をどう強くするかが課題であ

ります。本県における中小企業等の経営革新を

支援する取り組みについて、商工観光労働部長

にお伺いいたします。

本県経済○商工観光労働部長（中田哲朗君）

を支える中小企業等の成長を図るためには、新

商品開発や新サービスの提供など、中小企業等

の経営革新への取り組みを促進することが極め

て重要であると認識しております。このため、

県におきましては、企業経営者の経営革新に対

するチャレンジ意識の醸成を図るとともに、経

営戦略の策定に必要なスキル向上のためのセミ

ナーやワークショップを開催しております。ま

た、商工会議所や商工会、よろず支援拠点など

と連携し、経営の相談から事業計画の策定、さ

らに実行段階までの支援を実施しているところ

であり、低利融資などの各種支援策の利用が可

能となる経営革新計画の策定についても促進し

ているところであります。今後とも、関係機関

と連携し、中小企業等の経営革新の取り組みを

積極的に推進してまいりたいと考えておりま

す。

今年度から導入予定の企業版○河野哲也議員

ふるさと納税について、詳細は今議会中にもあ

りましたので省略いたしますが、御案内のとお

り、宮崎も、「県民と築く「美しい宮崎づく

り」沿道修景美化モデル事業」の１事業が認定

されました。計画では、28年度7,300万の事業費

に3,650万の寄附を見込んでいます。非常に大胆

な取り組みが必要じゃないかと思います。企業

版ふるさと納税の企業へのＰＲなど、促進策と

期待について、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

企業版ふるさ○総合政策部長（永山英也君）

と納税は、自主財源に乏しい本県にとりまし

て、財源を確保するために有効な手段でありま

すが、県外に本社を置く企業が対象となってお

りますので、この制度を十分に活用していくた

めには、県外の企業にいかに強くアピールでき

るかが重要となってまいります。このため、現

在、県外事務所を中心に、制度の趣旨や目的を

説明し、協力をお願いしているところでありま

す。また、今後に向けましては、より多くの企

業に賛同いただけるよう、魅力ある事業の構築

に取り組みますとともに、寄附をしていただい

た企業を広報ＰＲする方法についても検討して

まいりたいと考えております。

この認定を受けるに当たっ○河野哲也議員

て、各自治体はある程度企業へリサーチしてい

ました。結果、九州は、長崎が３事業認定され

ています。企業の選択肢が広がっているという

ことになると思います。また、ニトリホール

ディングスが、北海道夕張市の「コンパクトシ

ティの推進加速化と地域資源エネルギー調査」

に、４年で５億円のふるさと納税を寄附する予

定となっています。本県はどんな戦略でＰＲす

るのか、注視してまいりたいと思います。

今後、内閣府は、11月に第２回の認定を、平

成29年３月に第３回の認定を出す予定です。先

ほど答弁に、今後も魅力ある事業の構築に取り

組むとありましたが、申請の予定はあるでしょ

うか。

先ほど申し上○総合政策部長（永山英也君）

げましたとおり、企業版ふるさと納税は、自主

財源に乏しい本県にとりまして、財源を確保す

るために有効な手段であります。来年度事業の

財源となります第３回の申請に向けまして、魅

力的な事業の構築や企業へのＰＲに積極的に取

り組んでまいりたいと考えております。

ぜひ、積極的な取り組みをお○河野哲也議員
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願いしたいと思います。

この項目の最後です。先日の特別委員会県南

調査で、宮崎大学地域資源創成学部の吉田雅彦

学部長の講演を拝聴いたしました。宮崎の地方

創生への示唆をいただきました。そこで、宮崎

大学地域資源創成学部の吉田学部長は、「地方

創生は、正しい戦略と継続が成功の鍵」と言わ

れました。知事のお考えをお伺いいたします。

地方創生の眼目は、先○知事（河野俊嗣君）

ほど申しましたとおり、これまでの流れを変え

ていく、そして持続可能な地域づくりのための

新たな仕組みをつくっていくことでありますの

で、そのためには、目標や具体的な手段を明確

にした戦略を立て、かつ、継続的に展開してい

くことが重要であると考えております。このた

め本県では、地方創生の指針となります「県ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定したと

ころでありまして、引き続き、この戦略に基づ

く取り組みをしっかりと進めてまいりたいと考

えております。また、継続性の確保の観点から

は、産学金労官が一体となって、企業支援や人

材育成を推進していくためのプラットフォーム

体制整備などを進めているところであります。

地方創生につきましては、交付金や企業版ふる

さと納税制度など、国からもさまざまな支援措

置が講じられております。これをいかに活用す

るか、地方における知恵や努力というものが求

められていると考えておりますので、宮崎らし

い地方創生が実現できるよう、十分に活用し

て、積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

具体的な取り組みを今後注視○河野哲也議員

していきたいと思います。

太田議員から宿題が出されていました件につ

いて、最後にただしたいと思います。

最後に、沿海北部広域農道６期地区につい

て、農政水産部長にお伺いいたします。

先日、延岡市選出の県会議員が、土々呂・伊

形区長会からの陳情を受け、現地調査を行いま

した。広域農道の完成に伴い、影響のある箇所

について確認をいたしました。そこでまず、広

域農道沿海北部地区の整備状況をお伺いいたし

ます。

広域農道沿海○農政水産部長（郡司行敏君）

北部地区につきましては、延岡市大峡町から日

向市塩見までを結ぶ全長約26.8キロメートルの

農道で、昭和58年度に事業に着手し、現在まで

に約22.4キロメートルの区間が完成しておりま

す。本広域農道は、農畜産物輸送の合理化を図

るとともに、地域の利便性の向上など、県北地

域の活性化にも大きく寄与するものと考えてお

りまして、現在、全線の早期完成に向けて、残

る延岡市伊形町から門川町門川尾末間の約4.4キ

ロメートルの整備に取り組んでいるところであ

ります。

住民の大きな心配は、整備に○河野哲也議員

よる交通量の変化と、それに伴う安全性の確保

でございます。県道北方土々呂線の整備、伊形

小学校の通学路の安全確保等、具体的な改善要

望が出ています。そこで、広域農道沿海北部地

区が開通すれば、交通量の増加が見込まれます

が、接続する県道、市道への影響について、ど

のような対応を考えているか、お伺いいたしま

す。

広域農道沿海○農政水産部長（郡司行敏君）

北部地区が開通いたしますと、本広域農道に接

続いたします県道や市道についても、交通量が

増加するということが予想されております。ま

た、沿線には、御質問にもありましたけれど

も、小学校もございまして、地域の安全の確保
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は非常に重要な課題だと認識しております。整

備に当たりましては、今後とも、地域の方々と

の意見交換や、きめ細やかな情報提供を行いな

がら、それぞれの道路管理者や県警察本部との

協議を進めてまいりたいと考えております。

ありがとうございます。太田○河野哲也議員

議員が確認されたように、県が調整役となって

安全性の確保をお願いしたいと思います。お願

いをして質問の全てを終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

次は、 原正三議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 時間の都合○ 原正三議員

もありますので、感情移入はできるだけ避け、

ストレートに聞いてまいりたいと思います。

知事の政治姿勢について、９点伺います。

「週刊ダイヤモンド」という雑誌に「知事力

ランキング」と題した記事があります。統一地

方選挙前に、県民１万人の知事支持率をランク

づけしたものでありますが、何とトップに輝い

たのは、本県の河野知事であります。平均支持

率54.0％に対して、県民の74.0％から支持を得

ております。実務型の知事として高い支持を集

め、特に20～30歳代の子供のいる女性の支持率

が高く、支持理由のトップは「人柄」とありま

す。しかし、現状の満足度や居心地のよさがわ

かる指標として、「10年後もいたいと思う」

「いたいと思わない」「わからない」を尋ねて

居住者満足率をとってみると、残念ながら、満

足率は「中位」と低い結果であります。「人口

が社会減となっていることから、知事の支持率

が高く、問題の認識はできているが、対策が不

十分な地域」と結論づけております｡ちなみに、

支持率、満足度がいずれも高かったのは、「く

まモン」で有名な熊本県の蒲島知事でありまし

た。「課題は認識しているが、対策が不十分」

と指摘されていることについて、知事の感想を

お聞かせください。

後は自席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

議員御指摘のこの記事、雑誌に掲載されたわ

けであります。これにつきまして、今の居住者

満足率63％でありまして、決してそれほど低い

わけではありませんが、全国を並べると大体真

ん中ほどになるというところでの今のカテゴリ

ーであり、「課題は認識しているが、対策は不

十分」とそれを位置づけるかどうかというの

は、いろいろ考えるところはあります。しか

し、宮崎の県民として、いろんな課題というも

のを受けとめておられる、今後の地域づくりに

おいてさまざまな対策を講じる必要があるとい

うことは受けとめておるところであります。

平成27年１月に再び知事に就任し、直ちに私

の政策提案を踏まえたアクションプランを策定

しまして、進むべき方向や重点的に取り組む施

策を県民の皆様にお示ししたところでありま

す。２期目におきましては、復興から成長へと

ギアを入れかえ、フードビジネスを初め成長産

業の育成など、あすの礎づくりに全力を挙げて

取り組んできております。まだまだ努力すべき

点は多々ありますものの、確かな手応えも感じ

ておるところであります。今後とも、私の基本

姿勢であります対話を通じて県政の課題を把握

し、それを的確に施策に反映させ、みずから先

頭に立ちながら、「くらしの豊かさ日本一の宮

崎」の実現に向け、しっかりと県政を前に進め

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

早い話が、頑張ってください○ 原正三議員

ということであります。
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県総合計画審議会は、アクションプランの重

点施策である８つのプログラムについて、昨年

１年間の外部評価をまとめ、知事に答申し、池

ノ上会長は、「個別に課題はあるが、一定の成

果が出ているのではないか」と総括したとの報

道であります。さて、知事が就任されて６年が

経過をいたしました。６年間の成果が指標とし

てそろそろあらわれてもいいころではないかと

考えます。経済的、社会的、文化的その他さま

ざまな部門において、よくなった指標、悪く

なった指標があると思いますが、主な指標につ

いて、知事の御見解をお願いいたします。

知事就任以来、口蹄疫○知事（河野俊嗣君）

からの復興と新たな成長に向けて全力で取り組

みました結果、陸海空の交通インフラの整備と

いうものは前進をしているのではないかと思っ

ておりますし、さらには、そのストック効果な

ども相まって、県内総生産や県民所得などの経

済指標は改善してきているところであります。

一方で、人口につきましては、この６年間で約

４万人減少するなど、厳しい状況が続いている

ものと考えております。また、県民意識調査の

結果では、今後も住み続けたいと思う人などの

割合が、大体80％は超えているわけではありま

すが、思うように上昇していないなど、まだま

だ努力すべき点もあると感じております。引き

続き、成果の上がっている分野におきましては

さらなる高みを目指し、課題に対しては真摯な

姿勢で真正面から向かい合ってまいりたいと考

えております。

数ある指標の中で、県民の関○ 原正三議員

心事である所得向上に関して伺います。今さっ

きも質問があったところですが、６月１日に内

閣府が発表した「平成25年度県民経済計算につ

いて」を見ますと、本県１人当たり県民所得

が、順位にして44位であります。45位から47位

に、鹿児島県、鳥取県に沖縄県が続いておりま

す。金額で見ると、本県240万7,000円で、全国

平均の78.5％、約４分の３、福岡県の85.0％、

東京の53.4％、約半分ということであります。

所得をふやし、中央との格差を縮小していくこ

とは、県民全ての願いであり、本県浮揚の永遠

の課題だと言っても過言ではないと思います。

その課題解決のために、これまでさまざまな政

策が講じられてきているわけではありますが、

なかなかその成果が見えてこないところに、昨

年、知事の政策提案「みやざき新時代！」「く

らしの豊かさ日本一」を受けて、未来みやざき

創造プランでは、知事２期目の終了年、平成30

年に、県際収支の現況値4,433億円の収支不足

を、4,322億円の111億円改善するとの目標値が

具体的に明記されました。このことが、結果と

して県民所得の向上に寄与すると期待するもの

であります。そこで知事にお尋ねいたします。

この県際収支111億円 あと２年しかありませ―

んけれども 改善へのこれまでの取り組み状―

況と目標達成の見通しについてお聞かせくださ

い。

この県際収支は、県外○知事（河野俊嗣君）

から外貨を稼ぎ、それを地域内で循環させるこ

とや、原材料等の一部を県産品に置きかえるこ

となどによって改善するものでありますので、

地域経済循環構築プログラムの重点指標として

いるところであります。これまで、フードビジ

ネスなどの成長産業の育成、再生可能エネルギ

ーなどの地域資源を活用した産業振興、また、

広い意味での地産地消の推進などに取り組んで

きたところでありまして、直近の平成25年度の

県際収支は、計画策定時の現況値とした平成20

年度から24年度の平均と比較をしまして、約195
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億円改善をしているところでありまして、現時

点では目標を上回っているところであります。

しかしながら、依然として大幅な移入超過の状

況にありますので、引き続き、中核企業の育成

や地域内での企業間の取引拡大などに取り組む

ことにより、さらなる県際収支の改善に取り組

んでまいりたいと考えております。

かなり改善されているよう○ 原正三議員

で、好ましいことだと思います。

次に、県内の所得格差について伺います。県

内の１人当たり市町村民所得については、正確

なデータがありませんので、総合政策課から参

考データとして宮崎市、都城市、延岡市、小林

市、日向市、そして私の住む三股町の５市１町

についてのデータをいただきました。ただし、

このデータは平成25年度の市町村民所得の推計

値を推計人口で除したもので、一定の傾向は読

み取れますが、あくまでも参考値であります。

この５市１町を、所得の一番高い宮崎市を100と

して所得順に割合を述べますと、２位都城

市91、３位日向市84、４位延岡市79、５位小林

市75、そして私の三股町71となります。県内の

所得格差は歴然としており、これが過疎市町村

となりますと、まだまだその格差は広がるもの

と思われます。日本全体では東京一極集中の構

図があり、宮崎には宮崎市一極集中の構図が存

在しているわけであります。地方創生、均衡あ

る県土発展の観点から、この格差もまた本県の

永遠の課題として、解決に向けて対策を講じる

べきことと思います。県内の所得格差是正につ

いて、知事の御見解をお聞かせください。

御指摘の所得というの○知事（河野俊嗣君）

は、それぞれの市町村におきます企業や事業所

の集積度合いによってもかなり数字が変わって

くるわけでありますが、人口減少時代にありま

して、本県のさらなる発展を図るためには、県

内の各圏域において、市町村それぞれが持つ強

みを生かし、また弱みを補い合いながら、個性

あふれる魅力的な地域づくりが大変重要であろ

うと考えております。その中でも、議員御指摘

のとおり、仕事を興し所得向上を図ることは大

変重要でありますので、例えば北諸県圏域で

は、強みである農畜産業や、これらを生かした

食品関連産業など、各地域の特性を生かした産

業振興、また中山間地域の所得向上などに取り

組んでいるところであります。県内の交通イン

フラ整備も進展をしてまいりましたので、こう

した基盤も生かしながら、各圏域ごとにしっか

りとした産業をつくり上げ、雇用の確保、また

所得の向上に結びつけてまいりたいと考えてお

ります。

次に、「豊かさの指標化」に○ 原正三議員

ついてであります。知事の政策提案に、「新し

い生き方、価値観の提案」として「豊かさの指

標化」を行うとあります。独自の指標には、隣

の井本議員の詳しいブータンの国民総幸福（Ｇ

ＮＨ）が有名であり、九州では、過去に福岡県

と熊本県が独自の幸福度を調べているそうであ

ります。本県では初めて、今年度予算に376万円

の予算も計上されておりますが、「豊かさの指

標化」への知事の思いと検討状況、今後のスケ

ジュールについて、お聞かせいただきたいと思

います。

将来に夢や希望を持っ○知事（河野俊嗣君）

て心豊かに暮らすことのできる、真に豊かな暮

らしを実現するに当たりましては、宮崎に住ん

でいる私たちが実感しております、暮らしやす

さでありますとか、心豊かに暮らすことの価値

というもの、そういった本県の価値を再認識す

る機会とし、県内外へ広くアピールするため
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に、この「ゆたかさ」を、経済的な側面だけで

なく、健康、時間、暮らしの便利さなど多面的

に捉えた指標を作成しているところでありま

す。指標づくりに当たりましては、全国から見

た本県の客観的な状況を明らかにすること、ま

た、県民の意識を反映したわかりやすい指標と

することなどを基本としております。昨年度

は、「ゆたかさ」をテーマとした県民会議を県

内８地域で開催して御意見を伺い、現在、専門

家の助言もいただきながら指標の選定等を進め

ているところであります。今後、県民アンケー

トを実施するほか、県議会や総合計画審議会の

御意見を伺いながら、今年度中には県民の皆様

にお示しできるよう検討を進めてまいりたいと

考えております。

参議院合区問題についてであ○ 原正三議員

ります。今回の参議院選挙では、島根・鳥取、

徳島・高知、４県の選挙区が２つの１人区に統

合されました。最高裁判決が、一票の格差は違

憲状態として選挙制度の見直しを求めたことを

受けて、格差を３倍未満に抑えるため導入され

たものであります。これに対し全国知事会は、

合区の早急な解消を求めるとともに、選挙制度

をめぐり、憲法改正についても議論するよう決

議したとの報道であります。大都市への人口集

中には歯どめがかからず、このままでは、合区

の解消はおろか、他の選挙区、ひいてはこの宮

崎にも波及する可能性がなきにしもあらずであ

ります。今回、２合区選挙区で、島根を除く３

県が投票率の過去最低を更新したのも、参議院

選挙区が都道府県単位であることが、有権者の

意識として既に定着していることのあらわれで

もあります。参議院選挙区の合区について、全

国知事会における議論と知事のお考えをお聞か

せください。

７月に行われました全○知事（河野俊嗣君）

国知事会議におきましては、合区について、投

票率の低下や、選挙区において自県を代表する

議員が出せないことなど、さまざまな弊害が顕

在化しているということで、合区の解消が必要

という認識については、多くの知事で一致をし

たものの、一部反対意見があったこととか、抜

本的な見直しを図る方策につきましてさまざま

な意見が出され、予定した時間を超過するほど

大変活発な議論となったところであります。最

終的には、一部反対意見や慎重意見があったこ

とを付記した上で、合区の早急な解消を求める

決議に至ったところであります。私としまして

は、国のあり方を考えていく上で、多様な地方

の意見が国政の中でしっかり反映される必要が

あるということ、また、都道府県ごとに集約さ

れた意思が、参議院を通じて国政に届けられな

くなるのは非常に問題ではないかと考えており

ますので、合区について、このままずるずると

合区ということには反対でありまして、公職選

挙法の附則において抜本的な見直しが規定され

ているということで、早急に解消させる対応と

いうものも求めていく必要があろうと考えてお

ります。

明確に「反対」という言葉を○ 原正三議員

いただきました。ありがとうございました。

金融機関との連携について伺います。「大分

銀行が営業目標撤廃、低金利貸し出し競争脱

却」との記事を宮崎日日新聞で目にしました。

「貸し出し規模ではなく、取引先企業の経営課

題の解決を追求することで、取引関係を強化

し、低金利での貸し出し競争からの脱却を図

る。行員の評価を、貸し出しなどの営業目標の

達成度合いではなく、顧客企業の課題解決のた

めにどう行動したかを重視する方針に転換」と
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あります。金融庁が地方銀行に地方創生への貢

献を求めていることが背景にあるようでありま

す。さて、知事の言葉に「産学官金」という言

葉をよく耳にいたします。未来みやざき創造プ

ランにも、この言葉はあちこちにちりばめられ

ておりますが、どうも産学官に比べ「金」の姿

がよく見えないように感じます。本県の政策を

推進する上で、金融機関とどのように連携して

いるのか、お聞かせください。知事にお願いい

たします。

金融機関との連携につ○知事（河野俊嗣君）

きましては、これまで、さまざまな機会を捉え

て情報交換、意見交換を行いますとともに、人

事交流や協調融資など、主に本県産業の振興を

中心に取り組んできたところであります。この

ような中で、地元金融機関におかれましては、

地方創生を推進するための新組織の立ち上げや

ファンドの創設などを行い、従来の事業活動に

とどまらない、地域経済の活性化に寄与する新

たな取り組みを進められているところでありま

す。県としましては、地元金融機関との包括連

携協定の締結等によりまして、企業の成長促

進、産業人材の育成、観光誘客を初めとしまし

た本県経済の活性化のための取り組みや、防災

・災害時の支援、さらには青少年の健全育成な

ど、緊密な連携のもとに幅広い分野での取り組

みを行っていくこととしております。地域の実

情や企業の状況を熟知する地元金融機関との連

携というものは、本県産業の振興のみならず、

真の地方創生を実現していく上でも大変重要で

ありますことから、今後とも、より一層連携を

深めて、施策の推進に努めてまいりたいと考え

ております。

金融庁からのそういう、指示○ 原正三議員

とは言いませんが、求めも出ているようであり

ますので、さらに「金」の姿がよく見えるよう

に、政策的に強い連携をお願いいたしたいと思

います。細かいことは申し上げません。

外国人技能実習生について伺います。このこ

とについては、ずっと以前、松形知事に質問を

したことがございます。

このたび厚生労働省が、外国人を技能実習生

として受け入れている事業所に対する2015年の

監督指導状況を公表しました。実習事業を行

う5,173事業所に監督指導を実施し、うち71.4％

の3,695事業所で労働基準法関係法令の違反が

あったということであります。違反内容は、違

法な長時間労働、安全措置を講じない、残業代

などの賃金不払いなどであります。本県の実態

までは公表されておりませんが、違反は複数存

在していると聞いております。先進国の成熟し

た社会にはあるまじきことで、本県の労働環境

を向上させる上でもマイナス、結果的には若者

の地元定着にまで影響する問題ではないかと思

います。そこで、知事にお尋ねいたします。外

国人技能実習生を受け入れている県内事業所で

法令違反があるというこの現状を踏まえ、どの

ように考え、対応していくおつもりなのか、お

聞かせいただきたいと思います。

外国人技能実習生を受○知事（河野俊嗣君）

け入れる事業所におきましても、法令遵守によ

ります適正な労働環境が整えられていることが

必要であると考えております。このため、まず

は国において、法に基づく指導監督が行われて

いるところでありますが、県としましても、県

内４カ所に設置しております中小企業労働相談

所や公益財団法人宮崎県国際交流協会におい

て、各種労働問題の相談窓口として対応してい

きますほか、宮崎労働局とも連携をして、関係

法令の遵守について県内企業への啓発を行って
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まいりたいと考えております。

この制度に対する知事のお考○ 原正三議員

えをお聞きしたいと思います。当時、松形知事

は、まだここまで外国人技能実習生を目にしな

い時期でありましたけれども、「将来必要にな

るだろう」、そういう答弁をいただいたのを覚

えております。外国人技能実習制度に対する知

事のお考えをお聞かせください。

外国人技能実習制度○知事（河野俊嗣君）

は、開発途上国等の経済発展を担う人材育成を

目的として創設をされている制度であります

が、一方で、実態として地域の産業を支える貴

重な役割を担っているところであります。本県

におきましては現在、1,371名の実習生がさまざ

まな分野で技能習得に励んでおられますが、そ

の数は年々増加しているということでありま

す。今後とも、人材確保が困難な職種を中心に

外国人技能実習生へのニーズが高まっていくこ

とが予想されますので、本制度が適正に運用さ

れることを期待しているところであります。

最後に、活断層について伺い○ 原正三議員

ます。武蔵野学院大特任教授の島村英紀氏が、

内陸直下型地震に関して宮崎日日新聞に寄稿さ

れた文章を読みました。島村教授は地震学が専

門で、北海道大学の教授や国立極地研究所長を

歴任された方でありまして、文中、次のように

述べておられます。

内陸直下型地震は日本列島のどこでも起き

る可能性がある。地震としての規模は海溝型

より小さいが、人の直下で起きるので揺れが

強く、被害も大きい。直下型地震の特徴は地

面の加速度が大きいことだ。重力の加速度980

ガル、俗に言う「ｇ」を超える地震動を超え

る大きな値が最近観測されるようになった。

熊本では1500ガルを記録したとも言われてい

る。こういう状態だと、地面にある石が上に

飛び上がる状態だ。この連鎖が続くかどうか

は、隣の候補地にどのくらいの地震エネルギ

ーがたまっているかによる。活断層は中央構

造線だけではない。日本中にあり、その

数2,000、わかっていないものはその３倍以上

もあるのではないか。知られていない直下型

地震は、これからも日本のどこかを襲うに違

いない。この事実を私たちはいつも心に刻ん

でおく必要がある。

以上であります。

熊本地震後、知事は、評価対象となっていな

い活断層について調査・評価を行うよう、国に

要望されましたが、その後の国の動きはどう

なっているのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。

活断層につきまして○知事（河野俊嗣君）

は、国の地震調査研究推進本部におきまして、

断層の長さが10キロメートル以上のものを対象

に調査・評価が進められているところでありま

す。本県におきましては、この調査・評価の対

象となる活断層は確認をされておらず、国によ

る調査も行われておりません｡しかしながら、本

県でも活断層の存在を否定できないわけであり

ます。必ずしも発生のメカニズムを詳細に把握

しておりませんが、昨日は、めったにない韓国

での地震も発生をしたというような状況もある

わけでありまして、先般の熊本地震の発生を踏

まえまして、調査の対象となっていない活断層

についても調査を行うよう、国に要望を行った

ところであります。要望の趣旨につきましては

御理解をいただいたところでありますが、調査

・評価を行うに当たっては、ボーリング調査等

に多額の予算が必要となりますことから、現時

点で完了していない活断層の調査・評価を加速
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させる方針だというふうに伺っております。

国としても調査をしないとい○ 原正三議員

けない活断層がいろいろまだ残っているという

ことも、実際聞いてはおります。大変と思いま

すが、引き続き要請活動を行っていただきます

ように、よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。

オリンピック効果について伺います。

全国知事会スポーツ・文化・観光プロジェク

トチームリーダーの河野知事は、松野博一文科

相に、2020年東京五輪・パラリンピック大会に

関する要望活動を行ったとの報道がありまし

た。これは、これまで何回も質問がありました

のでダブるところもありますが、プロジェクト

チームの提言内容と、とりわけ本県に期待され

る事項、そして今後の取り組み方針について、

知事の御見解をお聞かせいただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

オリンピック・パラリ○知事（河野俊嗣君）

ンピックの開催により、スポーツ、文化、観光

などのさまざまな面で大きな効果が期待されま

すので、この提言におきましては、それを東京

にとどめることなく、その効果を全国に波及さ

せ、国全体の活性化につなげるとともに、大会

後もしっかり引き継いでいけますよう、地方の

取り組みに対する国の積極的・継続的な支援、

財政措置とかさまざまな施策による支援という

ものを要望したところであります。その中で、

本県としましては、特に、事前合宿の誘致や屋

外型ナショナルトレーニングセンターの整備、

また、本県が提案しております、開会セレモニ

ーにおける天岩戸開き神話の採用などの実現を

目指してまいりたいと考えております。リオデ

ジャネイロ大会が終了すれば、東京大会に向け

た準備が本格化してまいりますので、このプロ

ジェクトチームのリーダーとして、引き続き、

さまざまな形で国に働きかけてまいりたいと考

えております。

次は、スポーツ少年団につい○ 原正三議員

てであります。高い山ほど裾野は広いと言われ

ます。スポーツも同じ。トップアスリートを育

成するためには、底辺と裾野をより広くするこ

とが肝要であります。その底辺を広げる役目に

最適な団体が、スポーツ少年団であります。本

来、健全育成が目的の団体ではありますが、ス

ポーツを好きにさせ、ゴールデンエージを少年

団で過ごすことで、運動能力は飛躍的に向上し

ます。中学校からの競技力向上の基礎をつくる

ことにもつながっております。リオオリンピッ

クの興奮冷めやらぬ今、子供たちはトップアス

リートたちの雄姿に感動し、多くの子供たちが

スポーツに強い関心を寄せている時期でありま

す。過去の例からも 私は三股町のスポーツ―

少年団本部長をしておりますが 今が少年団―

加入を促進する絶好のチャンスだと確信をいた

しております。ただ、少年団だけの力では限界

があるわけであります。県として、少年団加入

促進に取り組むべきと考えますが、教育長の御

見解をお聞かせください。

スポーツ少年団は、○教育長（四本 孝君）

「スポーツを通じた青少年の健全育成」という

理念に基づきまして、全ての市町村に設立さ

れ、現在、１万3,000人を超える児童生徒が加入

をしております。しかしながら、近年、少子化

等の影響を受けて団員数の減少が続いておりま

すことから、県体育協会や各市町村のスポーツ

少年団体本部等が中心となりまして、指導者の

資質向上を図る研修会や、スポーツ少年団の理

解・啓発につながる各種交流大会を開催するな

ど、スポーツ少年団活動の充実を図っていると
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ころでございます。県教育委員会といたしまし

ては、本県での２巡目国体等を見据え、団員数

を増加させ競技人口の裾野を広げることが極め

て重要であると考えておりますので、今後と

も、県体育協会を初め市町村等と十分連携を図

りながら、スポーツ少年団の支援に努めてまい

りたいと考えております。

少年団関係者はこの議場には○ 原正三議員

多いわけでありまして、星原議長も都城市の少

年団の本部長、日高議員も、もしかすると日向

の少年団本部長ではなかったかと思っておりま

す。過去には２万人近い団員がおりました。少

子化以上に加入率が下がっております。もう細

かい数字は言いませんけれども、そういう状況

でありますので、よろしくお願いをいたしたい

と思います。我々は我々で頑張るんです｡県のお

支えがほしいという意味であります。

競技力向上について。競技力向上について

は、我が会派の松村議員から質問がありました

ので、私は１件だけ伺います。東京オリンピッ

ク・パラリンピックあるいは２巡目国体に向け

た競技力向上のためには、教育委員会でできる

ことにはどうしても限界があると考えます。民

間等を含めたオール宮崎として推進すべきと考

えますが、県の取り組みについてお聞かせくだ

さい。教育長、お願いします。

本県では、競技力向○教育長（四本 孝君）

上を図るために、行政や民間企業、競技団体な

どで構成する「宮崎県競技力向上推進本部」を

設置しまして、官民一体となった取り組みを進

めているところでございます。具体的には、選

手の育成・強化では、私立学校を含めた競技力

強化推進校・育成校の指定、中学生、高校生の

有望選手を集めた強化合宿への支援等に取り組

んでいるところであります。また、指導者の養

成・確保では、指導者の県外派遣研修や教員の

特別選考採用などを行っております。さらに、

民間企業等に御協力をいただきながら、有望選

手の就職による県内定着の促進や、大学や民間

病院と連携した医学的サポート体制づくりな

ど、総合的な強化策に取り組んでおります。今

後、競技力向上推進本部を中心に、オール宮崎

で競技力の向上に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、メダル数になります。○ 原正三議員

本県ゆかりの選手が獲得したメダル数につい

て。我が国が夏季五輪で獲得した金メダル

は、2012年のロンドン大会終了時点で130だそう

です。このメダル数を個人競技の出身地別に見

ると、愛知県と北海道が９個で１位、九州・山

口では、福岡県が６個、熊本県が５個で上位に

入っております。今回、リオオリンピックが終

了したところで、これまでの宮崎ゆかりの選手

が獲得したメダルの数は何個になるのか、大変

気になるところであります。これまでオリン

ピックに出場した本県ゆかりの選手数と、メダ

ルの獲得数をお知らせください。教育長、お願

いいたします。

これまでオリンピッ○教育長（四本 孝君）

クに出場しました本県ゆかりの選手は、ことし

のリオデジャネイロ大会の11名を含めまして、

私どもが把握する限り、総数で74名になってお

ります。その中でメダルを獲得されましたの

は、1920年アントワープ大会で銀メダルを獲得

し、日本人初のメダリストになられた、テニス

競技の熊谷一弥さんを初め、2000年シドニー大

会で金メダルを獲得された柔道競技の井上康生

さんや、ことしのリオデジャネイロ大会を含め

３大会連続してメダルを獲得された水泳競技の

松田丈志さんなど、21名の方がいらっしゃいま
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す。お尋ねのメダルの獲得数は、総数で29個で

あり、その内訳は、金メダル９個、銀メダル９

個、銅メダル11個となっております。

ゆかりについては、その定義○ 原正三議員

は難しいところですけれども、いずれにしても

宮崎は、今度のオリンピックもあって、かなり

ふえたのではないかなと思っていますので、今

後の目安として、みんなで頑張りたいものだと

いうふうに思います。

農業問題に移ります。

平成28年度第２次補正予算が、先月24日臨時

閣議で決定されました。農林水産関係の総

額5,739億円のうち、ＴＰＰ関連対策には3,453

億円を確保したとのことであります。宮崎県議

会ではこれまで、平成22年11月議会を皮切り

に、国に対し９回の意見書を提出してまいりま

したが、ついにＴＰＰ交渉は妥結、今日を迎え

ております。政府は、９月臨時国会でＴＰＰの

承認を目指しており、ＴＰＰの発効を見据えて

国内農業の体質強化を急ぐとの考えのようであ

ります。意見書のことを考えますと、じくじた

る思いはありますが、ＴＰＰとはかかわりな

く、国内農業の体質を強化していくことには何

も異論はないわけであります。むしろ、さらに

強化された体質強化策を望みたい思いでありま

す。そこで、農政水産部長にお尋ねいたしま

す。国のＴＰＰ関連対策に係る補正予算の本県

への配分の見通しと、産地パワーアップ事業の

今後の進め方についてお聞かせください。特に

産地パワーアップ事業については、増額に関し

て、県内産地からの強い要望があるというふう

に聞いております。よろしくお願いします。

国の補正予算○農政水産部長（郡司行敏君）

につきましては、今後、国会において審議が行

われることになりますが、ＴＰＰ関連対策予算

は、お話がございましたように、本県農業の競

争力強化に向けた生産基盤の構築に必要不可欠

なものであると考えており、県といたしまして

も、しっかり準備をし、必要な予算の獲得に全

力で臨む考えであります。

また、産地パワーアップ事業につきまして

は、生産現場の期待が大変大きいわけでござい

ますけれども、現時点では、国からの配分は６

億9,000万円となっておりまして、要望とはまだ

かなりの差があるという状況にあります。今回

の補正予算は、前回を上回る予算規模となって

おり、県といたしましては、これを好機と捉

え、事業要件となっております産地パワーアッ

プ計画の策定など、産地と一体となってしっか

りした準備を行い、生産現場の期待に応えてま

いりたいと考えております。

産地パワーアップ事業につい○ 原正三議員

ては、これまでの要求額とその配分額の差が余

りにも大きかったために、ことしこの補正予算

等にかなり期待があるようでございますので、

頑張っていただきたいと思います。

次に、省力化・軽労化について伺います。国

内の農業は高齢化し、体力的に農作業を続ける

のが難しい人もふえており、省力化や軽労化、

技術の伝承が課題となりつつあります。農林水

産省は、農産物の品質向上や農作業の効率アッ

プのため、人工知能やＩｏＴ、ロボットなど第

４次産業革命の農業分野への活用を本格化させ

るとの報道であります。高齢化や農家の担い手

不足を補い、コスト削減や高品質化につなげる

のを目的にしており、平成28年度補正予算と平

成29年度当初予算の概算要求に関連費用を盛り

込むと聞いております。ＧＰＳ利用によるトラ

クター走行、除草ロボット、トマトの収穫ロ

ボット、農業用ドローン、ベテラン農業者の技
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術や経験をデータ化し、新規就農者が学べるシ

ステムや、ＩＣＴによる農薬や水の散布量の最

適化などなどが、いよいよ現実のものとなりつ

つあります。本県でも、里芋の収穫機械の開発

待望との報道もございました。これまで似たよ

うな質問を何回かしてきましたが、農業が変わ

る、農業を変える好機と捉え、積極的に取り組

むべきだと考えます。そこで、農政水産部長に

お尋ねいたします。本県農業へのＡＩ（人工知

能）、ＩＣＴ、ＩｏＴなどの先端技術の活用に

どのように取り組んでいくのか、御見解をお聞

かせください。

農業従事者の○農政水産部長（郡司行敏君）

高齢化が急速に進み、労働力の不足が顕在化す

る中で、農作業の省力化や軽労化を進めるとと

もに、新規就農者等に生産技術を継承していく

上で、ＡＩやＩＣＴなどの先端技術の活用は大

変重要であると認識をしております。このた

め、６月に改定いたしました第七次宮崎県農業

・農村振興長期計画では、生産技術の高度化を

重点プロジェクトの一つに位置づけ、施設園芸

や畜産の自動環境制御システムの開発普及や、

加工用ホウレンソウなどの機械化一貫作業体系

の構築、さらには、ＧＰＳつき大型トラクター

等の先端技術の実証などにも取り組んでいると

ころであります。議員から、さまざまな事例に

ついて紹介がありましたけれども、このＡＩや

ＩＣＴの分野は、次々と新しい技術が開発され

ております。県といたしましては、アンテナを

高くして、これらの情報をしっかり捉まえ、関

係団体や大学、民間企業等と連携した上で、先

端技術の開発や普及に積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

できたら、来年度の予算にそ○ 原正三議員

ういう予算が組まれるといいなと、期待をして

おります。

定年帰農について伺います。このことについ

ては、10数年前、やはり松形知事でございまし

たが、質問をしたことがあります。今回は、里

山資本主義の著者、藻谷浩介氏の日本農業新聞

「論点」への寄稿文に意を強くしての再度の質

問であります。藻谷氏は、「自給的農業を見直

す」「第二の人生の受け皿に」と題して、もっ

と多くの他産業従事者、都会居住者が、老若男

女問わず、第二の人生に農業を選ぶよう、関係

者各位は意識した誘導策を従前以上に打ってほ

しいと、提言をしております。藻谷氏によれ

ば、製造業や商業、医療・福祉や建設業におい

ては団塊世代の就業者は減少したが、農業でだ

けは４万人ほどふえ、2005年から2010年にかけ

ては、戦後生まれの全ての世代で合計13万人、

農業従事者がふえたのだそうであります。健康

な高齢者をふやすことは、高齢者の生活不安や

年金逼迫、医療保険・介護保険原資の不足と

いった高齢化問題の対処になるばかりでなく、

農山村の側から見ても、農地保全の主体として

重要な存在というわけであります。農政水産部

長にお尋ねをいたします。高齢化問題への対処

や農地保全の担い手として有望な定年帰農を進

めてはどうかと思いますが、御意見をお聞かせ

ください。

本格的な高齢○農政水産部長（郡司行敏君）

化社会を迎える中で、いわゆるシニアパワーを

農村地域で生かしていくことは、農村社会を維

持し、地域農業を活性化していく上でも大変重

要であると考えております。定年帰農者は、そ

の豊かな経験や技術が、地域活動や農業の生産

・販売に大きな力となることが期待されており

ますが、農業をスタートするに当たり、基本的

な技術の習得に一定の支援が必要なケースもあ
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ろうかと考えております。このため県では、関

係機関が一体となったワンストップでの就農相

談や農業実践塾での研修など、支援体制を整え

ていく必要があると考えております。今後と

も、定年帰農の事例や農業・農村の魅力などの

情報発信を強化していくとともに、市町村等の

関係機関とも連携しながら、シニアパワーの活

用に取り組んでまいりたいと考えております。

農政水産部長、将来はいかが○ 原正三議員

でございましょうか。既に技術はお持ちだし、

即戦力で支援も要らないと思いますし、集落の

方も大変お喜びだと思います。私は、縁故米だ

けですが、米はつくります。先祖伝来の土地を

耕作放棄地にしないように、元気である限り

ずっと実践をするつもりでおります。

次に、農作業事故について伺います。秋の農

作業安全確認運動が始まりました。９、10月の

２カ月間であります。建設業など他産業では事

故を減らす中、農作業中の死亡事故は減らない

との指摘があります。農作業中の事故死亡者数

は年間350人と横ばいですが、農業就業人口が減

少する中、事故率は高まっており、就業者10万

人当たりの事故死亡者数は、建設業7.5人に対し

て、農業は15.4人と倍以上であります。農業就

業人口が減少する中、事故で担い手を失うこと

はまことに残念のきわみであります。農政水産

部長にお尋ねいたします。本県における農作業

死亡事故の現状と、その安全対策にどのように

取り組んでいるのか、お聞かせください。

本県における○農政水産部長（郡司行敏君）

農作業死亡事故につきましては、平成22年から

の５年間で64名の方が亡くなっておられます。

直近の平成26年には９名のとうとい命が失われ

ているところであります。県では、全国に先駆

けまして、平成25年度に、県警察本部を初め、

農業団体、農業機械メーカー、農業機械士会で

構成する「宮崎県農作業安全推進協議会」を設

立したところでありまして、春と秋に「農作業

安全確認運動」の推進月間を設け、農業大学校

や各地域で農作業安全研修会を開催いたします

とともに、各種啓発活動等に取り組んでいると

ころであります。また近年、農業機械が大型化

し、使い方を間違えれば大事故につながる可能

性が大きくなっております。今後は、機械操作

等にふなれな新規就農者や女性農業者にも呼び

かけをいたしまして、機械操作研修等も充実す

ることといたしております。これらの取り組み

によりまして、個々の農業者の安全意識を醸成

し、事故の撲滅を目指してまいりたいと考えて

おります。

目指すは死亡事故ゼロでしょ○ 原正三議員

うから、よろしくお願いします。

教育問題に移ります。

新学習指導要領についてであります。新学習

指導要領が中教審で了承され、2020年度から順

次、小中高で開始されると聞いております。

「ゆとり教育」と呼ばれた2002年実施の改訂学

習指導要領は、受験戦争を過熱させた詰め込み

教育の反省から、学校週５日制の導入や「総合

的な学習の時間」を新設するなどの変更を実施

しましたが、「教育内容が３割減り、学力低下

を招いた」などの批判が続出し、「脱ゆとり宣

言」と言われる今回の改訂になったと聞いてお

ります。教育長にお尋ねいたします。今回改訂

される学習指導要領の基本的な方向性と、どこ

がどのように変わるのか、主な変更点について

お聞かせください。

次期学習指導要領改○教育長（四本 孝君）

訂の基本的な方向性としましては、情報化やグ

ローバル化などの急激な社会的変化が進む中
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で、未来のつくり手となる子供たちに必要な資

質・能力を育む学校教育の実現を目指すことが

示されております。主な変更点といたしまして

は、小学校では、３・４年生で外国語になれ親

しむ「外国語活動」を導入するほか、５・６年

生で「外国語」を正式教科にすること、中学校

では、部活動のあり方を見直すこと、高等学校

では、みずから国や地域の諸課題を解決する力

を育む新科目「公共」を新設することなどが計

画されております。また、質の高い学びを実現

するために、小中高を通した授業改善の視点と

して、子供の主体的な学びを目指すアクティブ

ラーニングを導入するなど、時代の変化に応じ

た新しい学びの姿が打ち出されたところでござ

います。

次に、教職員定数の増員につ○ 原正三議員

いて伺います。文部科学省がまとめた中期的な

学校指導体制構想によると、発達障がいやいじ

め、貧困など、子供が抱える多様な課題への対

応を充実させるために、2017年度、来年度から

の10年間で公立小中学校の教職員定数を約３万

人ふやし、構想１年目の17年度は3,000人超の増

員を、予算の概算要求で求めるということであ

ります。さて、本県の教職員定数はどのように

改善されるのか、教育長、見通しをお聞かせく

ださい。

文部科学省がまとめ○教育長（四本 孝君）

た構想では、発達障がい等の児童生徒への「通

級による指導」の充実や、いじめ・不登校問題

への対応の強化など、複雑・困難化する教育課

題に対して必要な教職員定数の充実を図るた

め、今御質問にもありましたが、平成29年度か

らの10年間で２万9,760名の教職員定数の改善を

計画しております。なお、この構想の初年度と

なる平成29年度予算の概算要求において、3,060

名の教職員定数の増員を財務省に求めていると

ころであります。本県といたしましても、こと

しの５月に知事が、８月には私が、直接、文部

科学省を訪問して、教職員定数の増員を要望し

たところであり、今後、教職員定数がどのよう

に改善されるのかについて、国の動きを注視し

てまいりたいと考えております。

次に、プログラミング教育に○ 原正三議員

ついて伺います。新学習指導要領には、小学校

段階からのプログラミング教育の導入もうたわ

れております。安倍政権は、国家戦略の柱の一

つにＩＴを掲げ、プログラミング教育を人材育

成の基盤に位置づけております。内閣官房がプ

ログラミング教室を対象に行った調査による

と、受講生には、プログラミング技術の習得だ

けでなく、課題に自発的に取り組み解決する

力、ものづくりへの意欲、物事をやり遂げる粘

り強さ、新しいものを生み出す力、自分から学

ぼうとする意欲などの教育効果があらわれると

いうことであります。プログラミング教育の狙

いと、今後どのような教育が行われるのか、教

育長、お願いをいたします。

現在、国において議○教育長（四本 孝君）

論がなされておりますプログラミング教育の狙

いにつきましては、コンピューターを活用する

際に必要なプログラミング言語を学ぶことだけ

ではなく、論理的思考や創造性、問題解決能力

といった資質・能力を育むことにあります。今

後のプログラミング教育でありますが、小学校

では、例えば理科の時間に、さまざまな電気製

品は組み込まれたプログラムによって条件に応

じて作動しているということを気づかせるな

ど、各教科を通して、新たにプログラミング教

育の導入を図ること。中学校では、技術・家庭

科において、現在行われているプログラミング
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に関する学習内容の充実を図ること。高校で

は、「情報」の授業の中で、全ての生徒がプロ

グラミングの内容を必ず学ぶことなどが予定さ

れているところであります。

次は、今のプログラミングに○ 原正三議員

も多少かかわってくると思いますが、教育長の

御見解を伺います。人工知能（ＡＩ）が目覚ま

しく進化しております。「指数関数的に」とい

う表現もあるようですが、さまざまな仕事が将

来は機械に置きかえられ 河野議員からも―

前、この発言はあったように思っていますが

子供たちの65％は、今は存在しない職業に―

つくとの予測を、最近よく耳にしております。

事実、野村総合研究所は、昨年12月、「10～20

年後には日本の労働人口の半分の職種が人工知

能やロボットに置きかえられる可能性が高い。

特別な知識やスキルが必要ない仕事のほか、体

系的操作をする仕事にその傾向が強い」との試

算を出しているそうであります。平成28年版科

学技術白書では、20年先の近未来がＡＩでどの

ように変わるかを述べてありますが、マスコミ

や専門家等の論評には、「バラ色で楽観的では

ないか」など、負の側面への警告も目にすると

ころであります。子供たちにとっては、便利だ

が、大変な時代となるのかもしれません。

私は若いころ、自動制御という分野の設計の

仕事をしておりましたが、学生時代の実験は真

空管からトランジスター、就職してからはＩＣ

がＬＳＩに変わり、そして超ＬＳＩへと目まぐ

るしく進化するころで、製品は日を追って小型

化していきました。そして今 はしょって申―

しますが スマートフォンの時代。当時から―

すれば夢のまた夢、技術の進歩にはただただ驚

くばかりで、スマートフォンの存在など、当時

は考えも及ばないことであります。しかし、こ

こまではまだ、ツールの進化の世界ということ

で大くくりできると思います。ＡＩ（人工知

能）の大変さは、社会のシステムまで変わって

しまう、変えてしまうということのようであり

ます。

さて、未来を担う子供たちをどう育てるの

か、我々大人がしっかりと考えなければならな

いときであります。今後どのような教育を展開

していくべきか、教育長の御見解をお聞かせく

ださい。

生産年齢人口の減少○教育長（四本 孝君）

やグローバル化、ＩＴ化が進む中で、子供たち

が社会で活躍するころには、今御質問にありま

したが、絶え間ない技術革新等によりまして、

社会や職業のあり方そのものが大きく変容する

という予測がなされているところであります。

現実に、例えば囲碁やチェスの世界では、トッ

ププロが人工知能にかなわないという状況があ

るようであります。また、最近報じられたとこ

ろでは、戦闘機の操縦シミュレーションも、人

間よりも人工知能がまさったそうであります。

また、近未来的には自動車が自動運転をされる

であろうということにもなっております。まさ

に我々の想像を超えるスピードで進みつつある

と思っております。しかしながら、人工知能等

が幾ら進歩しようとも、人間には、みずから考

え行動する力、他者と協調し他者を思いやる

心、新たな創造に挑戦し未来を切り開いていく

力など、人工知能等がなし得ることのできない

人間のすばらしさがあります。そう信じており

ます。教育は、いわば未来を創造する営みであ

り、教育のあり方も一層進化させる必要がある

と考えております。その上で、子供たち一人一

人が豊かで創造的な人生が送れるような教育の

実現を目指してまいりたいと考えております。
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この人工知能にも１つだけ、○ 原正三議員

欠点というか人間を超えられない部分があるそ

うです。経験的なデータからだけ判断していく

ので、要するに人間が持つ想像力、イマジネー

ションとかクリエーション、インスピレーショ

ン。ものづくり、創造、クリエーティブ、つく

り上げていく、そういうことについては人間に

は勝つことができない、そういう専門家の意見

もあるようですから。それと心の部分、そうい

うところをやっていくのかなと。それにしても

非常に難しい時代を迎えていることは間違いな

いようであります。

最後になります。自転車の活用について伺い

ます。

いよいよ待望の自転車活用推進法案が成立す

るようであります。９月の臨時国会に議員立法

として提出されると聞きました。この法案は、

自転車の活用を総合的かつ計画的に推進するこ

とを目的に、自転車が、環境や健康の増進、交

通の混雑の緩和、または災害時において機動的

であるなどの特性を有することから、交通体系

における自転車の役割を拡大することを基本理

念としております。国及び地方公共団体には、

自転車活用推進計画を定めるよう努めるなどの

規定があり、一方では、自転車専用道路や自転

車専用通行帯、駐輪場の整備なども必要であ

り、新たな公共事業の需要も期待をされるとこ

ろであります。この法案成立を先取りして、自

転車を活用した観光施策やまちづくりを推進す

べきと考えます。宮崎にはぴったりお似合いの

ツールかと思います。まずは、近年の自転車事

故の推移と現状について、警察本部長、お聞か

せください。

自転車事故は、○警察本部長（野口 泰君）

平成21年の1,693件をピークに年々減少傾向にあ

り、昨年は1,060件でした。本年も７月末現在

で532件と、前年同期と比較し89件減少しており

ますが、死亡事故につきましては、昨年５件、

本年は既に３件発生しております。自転車事故

は重大な結果を生じる危険性が高いものであり

ます。そこで、警察では、交通指導取り締まり

のほか、学校を初め関係機関・団体と連携し、

安全教育や広報啓発に取り組んでいるところで

あります。

そこで、いわゆる自転車活用○ 原正三議員

推進法案ができますと、自転車専用通行帯、あ

るいは車と自転車の分離とか、そういうことに

もなってくるんじゃないかと思っています。た

だ、事故は減っているという現実はわかりまし

た。

最後に、商工観光労働部長にお尋ねいたしま

す。これは以前、茂部長にも聞いたことがあっ

て、大いに関心があるんだと前向きな答弁をい

ただいたことがありました。自転車を活用した

観光施策の推進についてお聞かせください。

県内各地○商工観光労働部長（中田哲朗君）

におきまして、近年、ヒルクライム等の大会や

自転車関連イベントが開催されるなど、サイク

ルツーリズムへの機運が少しずつ高まっており

ます。こういう中で、昨年10月には、自転車環

境の整備等を図るため、国、県、関係市等によ

ります日南海岸サイクルツーリズム協議会が設

立されたところであります。本県は、美しい景

色や温暖な気候に加え、各地に点在する神話ゆ

かりの地や多彩な食など、サイクリングを楽し

むための魅力的な資源に恵まれておりますの

で、観光誘客を図る上で、自転車の活用は大き

な可能性を秘めていると考えております。この

ため県では、サイクリング団体や関係機関等と

連携し、本県の強みを生かしたサイクルツーリ
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ズムのあり方について検討を始めたところであ

りまして、今後、インバウンドを含めた本県の

新たな観光誘客の柱となるよう、その実現に向

けて取り組んでまいりたいと考えております。

今のが最後の質問のつもりで○ 原正三議員

したが、米政策を後ろのほうに回しておりまし

たので。23秒で終わりますから。

米政策について。平成30年以降、国の米政策

が変わります。現在のところ、米の作付につい

てはブロックローテーションによる秩序ある減

反が行われておりますが、政策の変更によって

秩序が壊れ、水路保全や薬剤散布に支障を来す

ことや、これを機に廃業者がふえ耕作放棄地が

ふえるなどが懸念されます。米政策見直し後の

水田農業はどうなるのかお聞かせください。農

政水産部長、お願いします。

米政策の見直○農政水産部長（郡司行敏君）

しにより、平成30年産以降は、行政が生産数量

目標の配分を行わなくなるとともに、米の作付

に対する交付金の廃止が決定しております。一

方、国は、平成30年産以降も、地域で実効性の

ある需給調整が行われることを目指しまして、

引き続き、全国ベースの需給見通しを提示する

とともに、飼料米等の戦略作物等に対する交付

金を継続することといたしております。県とい

たしましては、本年４月以降、生産者や関係機

関・団体との意見交換会を行いますなど、幅広

く意見を伺ってきております。また、今月１日

には、「平成30年産以降の米政策の見直しに係

る研究会」を設置し、地域の担い手や水田営農

体系について、将来に向けた検討を開始したと

ころであります。水田は、地域農業の基盤であ

り、伝統文化や景観などの観点からも守るべき

地域の宝でありますので、水田のフル活用と持

続的な水田農業経営の確立に向けまして、しっ

かりと取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。

終わります。ありがとうござ○ 原正三議員

いました。（拍手）

以上で午前の質問は終わりま○星原 透議長

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時48分休憩

午後１時０分開議

休憩前に引き続き会議を開き○星原 透議長

ます。

次は、渡辺創議員。

〔登壇〕（拍手） 県民連合宮○渡辺 創議員

崎の渡辺創です。通告に従い、一般質問を行い

ます。

８月22日、日南市で開催された小村寿太郎侯

顕彰高校生弁論大会に出席しました。同大会

は、国際社会と日本の関係などをテーマにした

もので、予選を通過した高校生８人が、それぞ

れのみずみずしい感性と真っすぐなまなざしで

国際社会への貢献のあり方などを説く姿は、と

ても爽やかで、すがすがしく、彼らの将来に大

きな期待を持つに十分なものでした。また、彼

らの弁論の多くが、「唯一の被爆国としての経

験」や「戦後70年間の不戦」を柱にし、日本ら

しい国際貢献のあり方を模索しようとしている

ことも非常に印象的でした。

その中でも、２席となった宮崎西高校２年生

の井上杏芳さんの弁論は、国連を「世界中に意

見を発信する場」と位置づけ、原爆を投下され

た当事国としての日本の役割を問い直すもので

した。祖父母の戦争体験やオバマ米国大統領の

広島訪問などを通して、井上さんは、みずから

が戦争体験を聞き、後世に残すために、その経
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験をまとめていく活動に直接かかわっていくと

の決意を語りました。「（戦争体験を）後世に

残すための活動を行い、戦争の悲惨さを風化さ

せないようにするのが私たち若者の責務です」

と力強く締めくくった高校生の姿に胸を熱く

し、大きな刺激を受けたところです。

さて、間もなく９月19日を迎えます。安全保

障関連法制が国会で成立して１年となります。

国民の間で大きな議論を呼んだ安保法制は、こ

とし３月に施行され、この国の安全保障政策は

大きな転換点を迎えたと言わざるを得ません。

この安保法制をめぐっては、賛否両サイドから

幅広い声が上がりました。国会前に30万人を超

える市民が結集したことや、大学生を中心に過

去に例のないスタイルで発信を続けたシールズ

に象徴されるように、「声を上げる」という観

点で、新しい「政治と国民」の関係性の模索が

始まったことは間違いありません。このこと

は、政策への賛否を超えて、「国民の意思の発

露」という観点で新しい胎動が起きていると受

けとめるべきでしょうし、私たちのように直接

的に政治にかかわる立場の人間は、もしかする

と、その存在意義が問われているのかもしれま

せん。

もう一つ、安保法制をめぐる議論を通して、

非常に考え込んだ、もっと素直に言ってしまえ

ば、悲しい気分になったのは、政策の違いが人

格否定や存在の否定にまでたどり着いてしまう

ようなやりとりが、ネット上などを中心に起

こってしまったことです。これは、決してどち

らかワンサイドの話をしているわけではありま

せん。賛否どちらの立場からもあったと言える

かと思います。政策の違いや目指す方向性の違

いは、あって当然です。いずれも、それぞれの

暮らす社会のあり方を思っての議論のはずで

す。しかし、政策への賛否が簡単に越えてはな

らないハードルを越え、非国民や売国奴などと

いうような人格否定の言葉を投げつけ合うよう

な社会になってしまっているのではないか。み

ずからと相違があれば、それはすぐに攻撃の対

象となる、とげとげしい社会になってしまって

いるのではないかと危惧するところです。

知事は、太田清海議員の代表質問での「ルサ

ンチマンな社会」という問いかけに、「不寛容

の広がり」という言葉を使われたように記憶し

ております。私もまさに同じく思うところで

す。安保法制成立から間もなく１年にあわせ、

この機会に、法制への評価のみならず、同法制

の成立までの社会の動きも踏まえて、知事の御

所感をお伺いしたいと思います。

知事にもう一問お伺いします。今夏の参院選

挙を受け、与党は早ければ秋の臨時国会にも改

憲に向けた動きをスタートさせるのではないか

と言われています。緊急事態条項や財政規律条

項、憲法改正発議の要件緩和などから優先的に

取り組むとの見方もありますが、その本丸は平

和主義にかかわる９条と考えるのがオーソドッ

クスではないでしょうか。仮に改憲となれば、

地方行政とも無関係ではありませんし、一人の

政治家としても、みずからの憲法観を示すこと

は大切です。知事の憲法観と改憲に向けた動き

についての所感をお伺いします。

壇上からの質問は以上とし、残余の質問は自

席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、安全保障関連法についてであります。

安全保障関連法は、世界を取り巻く安全保障環

境の大きな変化に対応していくために制定され

たものと認識しております。昨今、国際的なテ
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ロの発生や、北朝鮮による核開発、弾道ミサイ

ルの相次ぐ発射など、我が国周辺を初め、世界

の情勢は厳しさを増してきておりますので、政

府におかれましては、国民が抱いている、平和

な暮らしを守りたい、平和な国であってほしい

という強い願いに、しっかりと応えていただき

たいと考えております。

なお、法の制定までに、国民に賛否両論ある

中でさまざまな議論があり、その中で、自分の

考えと違う相手の人格を否定するような極端な

言論等があったというような報道がなされてお

るところでありますが、国の安全保障にかかわ

る重要な問題について、正面からしっかりと向

き合って議論すべきであると考えております。

反対なら反対であり、何が反対なのか、しっか

りと論点を明確にして、前向きに議論すること

が非常に重要ではないかと考えております。そ

うした中にあっても、今回、若い世代が政治に

対し高い関心を示したことは、意味のあること

だったと考えているところであります。

次に、憲法についてであります。憲法は、国

民主権、基本的人権の尊重、平和主義などを基

本原理として示した、国の根幹をなす最高法規

でありまして、基本原理というものは、とても

重要なものであり、しっかりと守られていくべ

きものと考えております。現在、参議院議員選

挙を経て、憲法改正をめぐる議論が活発化しつ

つあるところでありますが、議論というものを

しっかりなすべきだと思っておりますし、議論

に当たりましては、こうした基本原理を大切に

し、また、国内外の情勢の変化なども考慮に入

れながら、まずは国会において、国民の意見を

踏まえ、しっかりと熟議、また議論をしていた

だきたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

ありがとうございました。○渡辺 創議員

引き続き知事にお伺いいたします。きょう午

前中、 原議員の質問の中にもありましたけれ

ども、７月に行われた参議院選挙から選挙区の

合区が実施されました。島根県と鳥取県、それ

から、徳島県と高知県となりました。この合区

は、一票の格差を是正するための措置であった

わけですが、議論のさなかでは、合区して２人

区をつくるという議論も一時期ありました。そ

の中では、野党、与党の一部から出た案でも、

宮崎県も合区の対象になるという議論もあった

わけで、決してよその話というわけではありま

せん。

ただ、一方で、一票の格差の問題は、長く政

治サイドがその解決から逃げてきたというか、

十分に役割を果たしてこなかったという面もあ

り、非常に難しい要素を含んでいる問題だと

思っています。都道府県という基礎単位を守ら

なければ、きょう午前中もありましたように、

地方の声は届きづらくなる。片や一方で、都道

府県にこだわると、一票の格差の解消が難しく

なっていくという状況にあると思います。与党

の中には、都道府県代表ということを憲法改正

の中に明記して位置づけるという、若干どさく

さに紛れた議論の展開というような気もしなく

はないものもあるような気がしますけれども、

都道府県制をとっている限りは、都道府県の意

見がきちんと反映される体制は必要だと私は考

えるところです。午前中と重なるかもしれませ

んが、合区に関して、知事会の動きもあります

ので、知事、御答弁をいただければと思いま

す。

参議院には、都道府県○知事（河野俊嗣君）

単位で選出された代表が、地方の声を国政に届

ける役割があるものと考えております。今回、
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初めて４つの県で合区が導入されましたが、合

区対象となった県では、投票率低下に見られる

有権者の関心の低下や、自県を代表する議員が

出せず、県の意思を国政に十分届けられないな

どの問題が顕在化したため、合区解消を求める

声が各方面から上がり、全国知事会におきまし

ても、さまざまな議論を経て、合区の解消に関

する決議をしたところであります。私は、合区

は一票の格差是正のための緊急避難措置であっ

て、次の参議院選挙までに抜本的な見直しがな

されるべきものと考えております。その見直し

につきましては、今後、さまざまな方策、今、

憲法改正という御意見がありましたが、そう

いった選択肢も含めて、幅広く議論を展開して

いく必要があろうと考えております

同じく参議院選挙に関連し○渡辺 創議員

て、18歳選挙権の導入についてお伺いします。

今回の参院選は、国政選挙において投票権

を18歳に引き下げる初めての選挙となりまし

た。先日の選挙管理委員会の発表によると、年

齢別の投票率は、18歳が38.54％、19歳が28.07

％、18歳足す19歳で33.61％となりまして、全体

の投票率49.76％とも大きな開きが出ましたし、

新聞報道もありましたように、18歳選挙権、か

かわる18歳、19歳というのは、他の都道府県と

比較しても極めて低い結果となったようです。

選挙管理委員会としても、啓発のために、さま

ざまな取り組みを行ってきたと思っております

けれども、この間、具体的にどのような啓発を

行って、また、その結果をどう受けとめている

か、選挙管理委員長にお伺いします。

県選挙管理○選挙管理委員長（後藤仁俊君）

委員会では、参議院選挙での18歳選挙権導入を

見据え、教育委員会や市町村選挙管理委員会と

協力しながら、高校生対象の啓発イベント開催

や、高校での選挙出前授業などに取り組んでま

いりました。また、選挙時には、実際の参議院

選挙を題材とした模擬選挙マニュアルを作成

し、各高校に実施を呼びかけたほか、ポスタ

ー、チラシやコマーシャルなどを使い、投票を

呼びかけました。

しかしながら、本県の18歳、19歳の投票率

は33.61％と、全国平均を13.17ポイントも下回

る結果となったことは大変残念であります。一

方で、これは20歳代前半の投票率を上回る水準

であり、これまでの啓発活動が一定の成果を上

げたものと認識しておりますので、今後も創意

工夫を重ねながら継続して取り組むことで、政

治や選挙への関心の高い若者をふやし、投票率

の底上げにつなげてまいりたいと考えておりま

す。

同じく啓発といいますか、主○渡辺 創議員

権者教育の取り組みは、教育委員会でも進めら

れたわけですが、主権者教育という観点での取

り組みという意味では、今回の参院選は、高校

における主権者教育を大きく進展させるきっか

けになったのではないかと思っております。教

育委員会、また各県立高校ではどのような取り

組みが行われ、その効果をどのように整理して

いらっしゃるか、教育長にお伺いします。

今回の選挙権年齢引○教育長（四本 孝君）

き下げを受けまして、県教育委員会では、これ

まで主権者意識を高める指導や投票意欲の高揚

に努めてきたところです。例えば、主権者教育

の充実を図るため、校長会等で周知・啓発を行

うとともに、各学校で主権者教育の企画・立案

を行う「主権者教育推進リーダー」を任命し、

指導の充実に向けた研修会等を行ってまいりま

した。また、今回の参議院議員通常選挙を題材

とした模擬選挙を、県立学校17校でそれぞれ実
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施しておりまして、約3,600人の生徒が参加して

おります。

効果につきましては、今回の選挙の結果のみ

で高校生の投票行動を評価・判断することは難

しいところでありますが、今後、公表されてお

ります投票率や各学校における取り組みを検証

し、生徒の主権者意識の醸成に生かしてまいり

たいと考えております。

今回の結果を見たときに、も○渡辺 創議員

ちろん十分な数字が上がっているとはとても言

えないだろうと考えます。しかし、例えば、18

歳と19歳の投票率を比較してみると、10ポイン

トの開きがあって、これは、高校において新し

い主権者教育を受けた層と、それが十分ではな

かった層との違いと見ることもできるかと思い

ます。また、今回の18歳というのは、高校生に

当たるところは、４月、５月、６月生まれと７

月生まれの一部ですので、18歳全体の４分の１

しか新しい主権者教育を受けた高校生というの

は当てはまらなかったということになります。

例えばこれが年度末に行われていれば、10ポイ

ントの開きというのがもっと大きく出たという

可能性も考えられるかとは思います。

引き続きの取り組みが重要になるわけです

が、その意味では、今回、現役高校生の投票行

動はどのような形だったのか、本当に選挙に

行ったかどうかも含めて、もちろん秘密投票の

原則に十分配慮するということは大事ですけれ

ども、取り組みをしてきた以上は、そこにどう

いう効果がついてきたのかということを、学校

であったり教育委員会でもきちんと検証すると

いう視点も大事ではないかと思いますので、意

見として申し述べておきたいと思います。

教育委員会に引き続きお伺いしますけれど

も、教育委員会、学校で取り組んできた主権者

教育は、言うまでもなく、今回の参議院選挙で

終わるものではありません。今後も継続的・安

定的に取り組んでいくことが極めて重要になる

と思いますが、今後の方針について、教育長に

お伺いします。

主権者教育では、子○教育長（四本 孝君）

供たちが、国や地域の課題をみずからの問題と

して捉え、その解決に向け、主権者として主体

的に行動していく力を身につけさせることが求

められておりまして、学校においては、これま

での指導をさらに充実させながら、計画的・継

続的な指導を進めることが大事であると考えて

おります。このため県教育委員会では、本年度

から全ての県立学校で年間指導計画を作成させ

るとともに、模擬選挙やディベートなど新たな

実践的取り組みについても、計画的に実施する

よう指導してまいりました。今後、このような

取り組みをさらに進めるとともに、各学校にお

ける取り組みや課題について、年度末に実施す

る研修等において検証を行い、工夫・改善に努

めながら、主権者教育の充実を図ってまいりた

いと考えております。

このテーマ、最後は知事にお○渡辺 創議員

伺いしたいと思います。参院選までの議会での

答弁などを振り返ってみましても、知事が今回

の18歳選挙権導入に対して、新しい世代が政治

に関心を持ってくれるのではないか、そういう

機会になればという期待感を持っていらっ

しゃったことはよく伝わってきました。また、

知事も、選挙管理委員会や新聞社などが主催す

る意見交換会など、積極的に出ていらっしゃっ

たという印象を持っておりますが、改めて、今

回の選挙結果を受けて、どのように受けとめて

いらっしゃるかお伺いしたいと思います。

今回、本県の18歳、19○知事（河野俊嗣君）
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歳投票率が他県に比べて低かったことは残念に

受けとめておりますし、今回、18歳選挙権とい

うことで、若い世代を中心として、全体として

投票率の向上につながらないかという期待、ま

た、そのようにしていかなければならないとい

う思いがあった中で、必ずしもそのような状況

になっていないということも残念に受けとめて

おるところであります。一方で、18歳の投票率

が19歳を10ポイント以上上回った、これは注目

すべきではないかと考えております。18歳は、

選挙権年齢引き下げが決まった後の本格的な主

権者教育を受けてきた世代でありまして、その

取り組みに対する一定の手応えが感じられる結

果ではないかと受けとめております。

しっかり若者と向かい合って、主権者教育や

啓発に取り組めば、きっと吸収して応えてくれ

ると思いますので、教育委員会、選挙管理委員

会には、今後とも自信を持ってその方向で取り

組んでいただきたいと思っております。また、

そのことが、若い世代を中心に、ほかの世代に

も意識を変えていく大きなきっかけにならない

かということを期待するところであります。私

も知事として、また政治家の一人として、あら

ゆる機会を通じて、若者の政治への関心の向上

に努めてまいりたいと考えております。

私も、知事が高校生の皆さん○渡辺 創議員

と意見交換をするような場に同席させていただ

く機会がありましたけれども、その際に、知事

が高校生に向かって、「自分でしっかり考える

こと」がとても大事だという趣旨のアドバイス

をされていたのが非常に印象に残っています。

高校生に向けて、極めて的確なメッセージだっ

たのではないかと思うところです。今後の国政

選挙では、今回ほど18歳の子たちの動向という

のが注目されることはないかもしれませんけれ

ども、知事と直接、高校生や若い世代が語り合

うというのは、これ以上ない主権者教育の場で

はないかと思いますので、ぜひ、知事には、今

後ともそういう場を積極的につくっていただく

ようにお願いしたいと思います。

それでは、テーマ変わりまして、屋外型ナ

ショナルトレーニングセンターについてお伺い

したいと思います。

今議会でも、自民党の代表質問や昨日の日高

博之議員の一般質問でも話題となりましたが、

県が誘致に取り組んでいる屋外型のナショナル

トレーニングセンターについて、お伺いいたし

ます。県は昨年８月26日に、シーガイアオー

シャンドーム跡地への、五輪選手らを育成する

屋外型ナショナルトレーニングセンターの誘致

を表明しました。シーガイアを運営するフェ

ニックスリゾート社の松永社長と知事、宮崎市

の戸敷市長が並んで記者会見に臨むという、非

常に大きな打ち出しであったと今も記憶してい

ます。その後、誘致に向け、どのような取り組

みをしているのか。また、誘致が実現した際に

は、どのような効果が得られると考えているの

か、商工観光労働部長にお伺いいたします。

屋外型ナ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ショナルトレーニングセンターの誘致につきま

しては、昨年８月の構想発表後、10月には官民

一体の誘致推進委員会を設立するとともに、国

や競技団体などに対し、機会あるごとに要望活

動を行ってきたところでございます。

誘致の効果につきましては、ナショナルトレ

ーニングセンターができますと、日本を代表す

るアスリートや指導者が数多く来県することが

予想されます。このことは、「スポーツランド

みやざき」のブランド力向上に資するだけでな

く、新たなスポーツキャンプの誘致につながっ
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ていくものと考えておりまして、それらに伴う

来県者の増加などにより、本県経済に大きな効

果が期待できると考えております。また、来県

されたトップアスリートや指導者との交流の場

や指導の機会もつくっていきたいと考えており

ますので、本県の競技力向上にも寄与するもの

と考えております。

ありがとうございました。○渡辺 創議員

屋外型のナショナルトレセンですが、東京都

北区にある屋内型スポーツ向けのナショナルト

レセンに比べると、それぞれの競技の特徴を踏

まえたときに、各競技の集約に難点があり、こ

としの８月にまとめられた「トップアスリート

における強化・活動拠点の在り方について」と

いう国の報告書の中でも、その点は明確に指摘

されています。つまり、屋内型のように、さま

ざまな競技の選手が共通して集って使うことが

できるという側面に難点があるという意味だと

理解しています。

誘致合戦の先頭を走っていると見られる神奈

川県の横須賀市などは、自転車とか馬術などに

加えて、水上系競技の練習拠点も加えた、かな

り総合的なものを考えていると伺っているとこ

ろですが、宮崎県が誘致を目指している屋外型

ナショナルトレセンのイメージというものはど

のようなものでしょうか。商工観光労働に、で

きるだけ具体的に御説明いただければと思いま

す。

現時点で○商工観光労働部長（中田哲朗君）

想定しております施設につきましては、芝生グ

ラウンドや400メートルトラックの共用コート、

メディカル機能等を備えたトレーニングセンタ

ーなどでありまして、屋外系競技の競技力向上

に資するものでございます。対象種目といたし

ましては、トラック競技や投てき競技などの陸

上競技、ラグビーやサッカー、トライアスロン

など、本県での受け入れ実績が豊富な種目が考

えられます。

昨年８月の誘致構想の記者会○渡辺 創議員

見の際には、同じ日に文部科学省への提案・要

望書の提出も済んでいるという非常にスピー

ディーな運びに驚くのと同時に、私も県議会で

いろいろと話は聞かせていただいていましたけ

れども、余り具体的にナショナルトレセンの誘

致ということが議論されたことはなかったとい

う印象があって、若干、唐突な印象を持ったの

も事実でありました。この機会に改めてお伺い

したいと思いますが、この屋外型ナショナルト

レセンの誘致構想は、誰が 人物という意味―

ではないかもしれませんが、主体はどこが中心

となって、いかなる経緯の中で進めてきたの

か、構想を表明するに至ったのかということ

を、商工観光労働部長にお伺いしたいと思いま

す。

スポーツ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

キャンプ・合宿の誘致競争が激化している中

で、「スポーツランドみやざき」を推進する本

県の優位性を確保するためには、科学的なトレ

ーニングやスポーツメディカルの機能を備え、

提供できるような体制づくりが重要であると考

え、以前から、こうした機能を有する施設につ

いて、調査・研究を行ってきたところでありま

す。こうした中、昨年６月にフェニックスリゾ

ート社から、2020年東京オリンピック・パラリ

ンピック大会を視野に入れた事業展開として、

オーシャンドーム解体後の跡地に屋外型ナショ

ナルトレーニングセンターを誘致し、地域振興

にも貢献したいとの提案があったところであり

ます。県といたしましては、「スポーツランド

みやざき」のさらなる推進につながると判断
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し、官民一体となって誘致に取り組むこととい

たしたところでございます。

経緯はわかりました。○渡辺 創議員

もう一問、商工観光労働部長にお伺いします

が、国は、そもそも屋外型ナショナルトレーニ

ングセンターの整備については、有効性は認め

ながらも、整備を行うか否かという結論は現時

点でも出していないところです。先ほど答弁に

もありましたけれども、2020年の東京オリ・パ

ラを視野に入れてということであれば、専門家

によると、整備には最低でも３年はかかるとい

う話もあるようですので、極端な話ですが、仮

にあした整備が決まったとしても、開催まで既

に４年を切っている東京五輪の選手強化に資す

る施設になると考えるのは、既に無理がある状

況ではないかと思います。

もちろん、選手強化というのは東京五輪の後

も必要な観点でしょうが、今マスコミ等でも課

題が指摘されておりますけれども、東京五輪関

係の巨額な施設整備費の問題を考えれば、2020

年以降にも選手強化のために新しい施設をつ

くっていくということが、それほど容易なもの

だとは思いません。また、東京オリンピックの

際に新しくつくった施設を今後は選手の強化に

活用すべきだという考え方も次第に支配的に

なっていくだろうと思われます。そのことは、

ことし８月に国が出した報告書の中でも明確に

示されているところだと考えています。

このあたりの状況を勘案すると、屋外型ナ

ショナルトレーニングセンターの誘致というの

は、ただ頑張れば何とかなるという次元を少し

超えた課題を抱えているようにも感じるところ

です。再度、商工観光労働部長にお伺いします

が、今の現状は、県が当初考えていたスケジュ

ール感と比べて、どのような状況になっている

のか。また、屋外型ナショナルトレーニングセ

ンターの実現度をどのように考えているのか、

お伺いしたいと思います。

屋外型ナ○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ショナルトレーニングセンターにつきまして

は、昨年度中に整備についての方針が国から示

されるということを想定し、誘致活動を進めて

まいりましたが、議員のお話のとおり、スポー

ツ庁設置の有識者会議から先般出された検討状

況報告では、具体的な整備方針には触れておら

ず、検討すべきさまざまな課題が示されたとこ

ろであります。県としましては、可能な限り早

い時期に整備されることを期待しておりますの

で、これらの課題解決に向けての調査を行い、

本県の貢献可能性や優位性等について取りまと

めるなどして、本県への誘致について粘り強く

要望してまいりたいと考えております。

ありがとうございました。宮○渡辺 創議員

崎県としても国に要望している立場ですので、

そういう状況について、なかなかすっきりとし

た物言いがしづらいということはよくわかりま

す。私も、屋外型のナショナルトレセンの意義

や、そのナショナルトレセンを宮崎へという取

り組みを否定するものでは決してありません。

ただ、国の動きが極めて遅く、本気度がなかな

かうかがえないというのは、既に早い段階から

明らかになっていたことで、ライバルである横

須賀市では、昨年末の時点で「もう東京五輪に

こだわるのは無理ではないか」という空気が支

配的になっていると、神奈川の地元の新聞等々

では繰り返し報道されているところです。

先ほど部長の答弁にもありましたように、本

来であれば、昨年度中に出ると予想していた報

告書はことしの８月になって、しかも、その８

月に出た報告書の中身は、結論ではなくて、中
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間報告的な内容にとどまっているというのが今

の現状ですので、とても残念な状況と言わざる

を得ないかなと思っております。

横須賀市長は、東京五輪にこだわらず、息長

い誘致活動にでも取り組むという姿勢を示して

いらっしゃるようですが、宮崎県の場合は、現

時点では、関係者の間でそこまでの合意形成が

できているとは感じられませんし、県の姿勢と

しても、東京オリ・パラを見据えた短期的な誘

致活動なのか、それとも、国の結論が出るま

で、いつまでも粘り強く頑張る誘致活動なの

か、その辺がいま一つわかりづらい状況かなと

感じております。

もし息長く誘致活動を続けるということであ

れば、それはそれで非常にいいことだと思うん

ですが、その場合に、県民の意識として一つ大

きな課題があるかなと思うのは、かつて観光宮

崎のシンボルでもあったオーシャンドームの跡

地利用と屋外型のナショナルトレーニングセン

ターの誘致が結びついているところにあると思

います。もちろん跡地利用については、所有者

であるフェニックスリゾート社の意向が極めて

重要になると思いますけれども、仮に国の屋外

型ナショナルトレーニングセンターの整備に関

する結論が先延ばしされて、長期にわたって誘

致活動を行わなければならないという場合に、

オーシャンドームの跡地利用に影響はないの

か。また、そのような中で誘致活動を中止する

か否かという判断を迫られるような場合には、

この問題は誰が判断していくのか、知事にお考

えをお伺いしたいと思います。

屋外型ナショナルトレ○知事（河野俊嗣君）

ーニングセンターの設置につきまして、仮に今

後の誘致活動に影響を及ぼすような国の方針が

示された場合には、まず、土地の所有者である

フェニックスリゾート社の意向を踏まえる必要

があるものと考えておりますし、その上で、官

民一体で組織します誘致推進委員会において、

意見をよく整理する必要がある、そういうふう

な手順であると考えております。

屋外型トレセンにつきましては、今回のリオ

デジャネイロオリンピックにしましても、41個

という過去最高のメダルの獲得がなされたわけ

でありますが、これは、北京オリンピックの直

前に北区に整備された屋内型ナショナルトレー

ニングセンターの成果が、ロンドン、そしてリ

オデジャネイロというふうに出てきたわけであ

ります。

我々、運動論としまして、東京オリンピック

までにぜひ整備をということで働きかけをして

おりますが、強化の必要性は、先ほど議員も言

われたように、その後も続くわけであります。

我々、ゴルフやトライアスロンのナショナルト

レーニングセンターに位置づけをされている、

また、いろんなさまざまな受け入れ実績、また

恵まれた環境等を生かして、引き続き、中長期

的に誘致を行っていく価値ある施設ということ

を考えております。国の省庁移転が今、地方に

ということが言われている中で、トレーニング

センターが首都圏に集中しなければならない理

由はさらさらないわけでありまして、本県の恵

まれた環境というのを引き続き強くアピールし

て誘致に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

今、知事から、中長期的に取○渡辺 創議員

り組む価値がある施設であるということが、

はっきりと御答弁あったと思いますので、県の

姿勢としては、今回、やりとりを通して、かな

りすっきりわかったと思っております。オー

シャンドームの取り壊しが始まって、知事もそ
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の際の心境などをフェイスブックなどにもつ

づっていらっしゃったと記憶しておりますが、

私も宮崎市の東大宮というところの出身ですの

で、今もおりますが、中学生のころに、次第に

背が高くなっていくホテルオーシャン45やオー

シャンドームの屋根ができていくのを中学校の

窓から眺めていた世代であります。

大学に進学するのに宮崎を飛行機で離れると

きにも、最後に目に焼きつけた光景は、シーガ

イアのオーシャンドームがあって45があるとい

うのを焼きつけてふるさとを離れたということ

も感じながらいった世代ですので、オーシャン

ドームの跡地利用というのが、県民の皆さんに

とっても、非常に関心も高く、いろんな思い出

も詰まった問題であるということを、今回、ナ

ショナルトレセンの誘致のことと関連して、少

し指摘させていただければと思います。打ち上

げた花火のままにならないように、実のあるも

のへとつながっていくよう、ぜひ期待したいと

思います。

それでは、話題を変えたいと思います。中山

間盛り上げ隊等々に関してお伺いしたいと思い

ます。

まず、総務省が、都市部から過疎地域等の条

件不利地域に生活拠点を移した者を地域おこし

協力隊員として委嘱し、一定の費用負担を行

う、地域おこし協力隊の制度がスタートして８

年となりました。宮崎県の受け入れは２年目か

らであったと思いますが、同制度の受け入れ状

況と制度の課題を県としてはどのように捉えて

いるのか、総合政策部長にお伺いします。

地域おこし協○総合政策部長（永山英也君）

力隊につきましては、本年６月末現在では、小

林市など14市町村が48名を受け入れておりま

す。また、これまでに活動を終了した25名のう

ち、14名が本県へ定住されております。残り11

名につきましては、定住に至っておらず、その

主な要因としましては、「ほかの場所でやりた

いことが見つかったから」というものや、「家

族や健康上の理由から」というものであります

けれども、中には、「仕事の内容がイメージと

は異なっていた」という事例もあったところで

ございます。

県といたしましては、隊員の定住をさらに促

進するため、隊員同士の交流を深める研修会に

加えまして、今年度から新たに、隊員と受け入

れ地域のミスマッチを防ぎ、地域とのつながり

を深める取り組みといたしまして、地域づくり

団体とのネットワークを構築する事業を行って

いるところでございます。

秋の臨時国会に提出されるで○渡辺 創議員

あろう国の今年度の２次補正予算案の中に、

「ふるさとワーキングホリデー」制度の導入と

いうのが盛り込まれていると新聞報道でも見た

ところです。地域おこし協力隊と少し似通った

制度という印象も受けますが、県はこの新しい

制度にどのようなスタンスで臨む方針でしょう

か、総合政策部長。

国の平成28年○総合政策部長（永山英也君）

度第２次補正予算案及び29年度の概算要求に

は、都市部の若者が休暇中に地方に滞在し、働

きながら地方の生活を体験してもらうことで、

若者の受け入れによる地域の消費喚起や、将来

的な地方への移住・定住につなげます「ふるさ

とワーキングホリデー」制度が盛り込まれてお

ります。制度の詳細等は明らかになっておりま

せんが、報道等によりますと、今年度は複数の

地域をモデル的に支援し、来年度以降、他の自

治体の自主的な取り組みを広げていく予定であ

るとのことでございます。県内では、西米良村
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が平成10年以降、全国に先駆けてワーキングホ

リデー制度を行っておられます。西米良村から

その成果や課題等も伺いながら、今後、国の制

度設計の情報収集等に努めてまいりたいと考え

ております。

県は独自の取り組みとして、○渡辺 創議員

７年前から、県内の都市部の住民が中山間地域

の集落の維持にかかわる作業や祭りなどの支援

を行う中山間盛り上げ隊の事業を続けていま

す。事業の運営自体は民間への委託ということ

になっておりますけれども、この７年間の取り

組みをどう評価されていらっしゃるか、総合政

策部長にお伺いします。

中山間盛り上○総合政策部長（永山英也君）

げ隊は、平成21年度の事業開始以来、16市町村

で延べ3,000名を超える皆様に、集落道の清掃活

動や祭りの運営補助など、さまざまな集落活動

に参加いただいております。集落側では、「隊

員が来てくれたことで、我々も頑張らなければ

ならないという気持ちになった」という意識の

変化や、参加者からは、「自分が成長できるい

い機会となった」といった声があるなど、中山

間地域における各種活動の維持・活性化はもと

より、都市住民と集落住民との交流・連携の促

進が図られていると考えております。

また、これまでの取り組みの中で、集落と隊

員との継続的な交流や、隊員の中には、盛り上

げ隊の活動とは離れて自主的な交流を行う例も

見られるなど、新たな動きも生まれてきており

ます。一方で、参加隊員や活動範囲が固定化さ

れつつある面もございますので、このような点

については、今後、改善を図っていく必要があ

ると考えております。

ありがとうございました。今○渡辺 創議員

回の総務省の各種施策は、都市部から地方へと

人の流れをつくり、地方の集落を維持すること

を目指しているわけですが、そこには思ってい

たことと現実のギャップが必ずあるわけです

し、必ずしも定住につながらないケースがある

ということもよくわかりました。これはきっと

ＵＩＪターン等でも同じ課題があると言えるの

かと思います。また、県の中山間盛り上げ隊

は、主に県内で市部から中山間地への流れをつ

くり、マンパワーを補い合って中山間地の集落

の力になろうという取り組みだと思います。

先日、機会がありまして、中山間盛り上げ隊

の運営をしていらっしゃる「みんなのくらしタ

ーミナル」の皆さんとお話をする機会をいただ

きました。いろいろと議論をしたのですが、ま

ずは、中山間地の実情を知り、なれるという意

味で、移住であったり地域おこし協力隊を検討

している皆さんが、中山間盛り上げ隊を活用す

るということも有効ではないかという意見もあ

りましたし、私もそういう印象を持ったところ

です。ほかにも新たな活用の方法はあるという

ような気がしていますが、中山間盛り上げ隊の

今後の活用方法について、知事にお伺いしま

す。

中山間盛り上げ隊、私○知事（河野俊嗣君）

も神楽の公演で活動状況を実際に拝見したこと

がありますが、支援を受ける側も支える側も、

喜びや気づきがあり、双方にメリットがあると

いう意味で、共助の仕組みとして先進事例では

ないかと考えておりますし、行政施策により、

継続的な交流が行われる中で、新たなきずなが

生まれ、個人的な支援活動等にもつながってお

りますので、民間と行政の協働という意味でも

先進モデルではないかと考えております。

この盛り上げ隊を移住施策などに活用するこ

とにつきましては、都市住民が地域住民と一体
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となって現場で汗を流し、触れ合うことで、地

域の実情を知るよい機会となりますので、お試

し滞在の一つのメニューとして活用することも

考えられるのではないかと思っております。今

後とも、さまざまな方策を検討しながら、盛り

上げ隊の参加者及び活動地域の拡大に努め、中

山間地域と都市住民との交流を進めてまいりた

いと考えております。

次に、ＬＧＢＴ（性的少数○渡辺 創議員

者）の皆さんが抱える課題についてお伺いしま

す。

このテーマについては、平成26年６月議会や

ことし２月議会で太田清海議員が取り上げてこ

られました。今回はテーマを絞ってお伺いする

つもりですが、まず、ＬＧＢＴの方々が暮らし

やすい社会を実現するために、県ではどのよう

なことに取り組んでいるのか、総合政策部長に

お伺いします。

ＬＧＢＴ、い○総合政策部長（永山英也君）

わゆる性的少数者の方が暮らしやすい社会を実

現しますためには、周囲の人々が性の多様性に

ついて理解を深めていくことが必要だと考えて

おります。県といたしましては、このような認

識のもと、性的少数者に対する理解の促進を宮

崎県人権教育・啓発推進方針の課題の一つとし

て掲げまして、講演会や研修会、関連パンフ

レットの配布など、各種の啓発活動を展開して

いるところであります。また、県職員に対する

研修の中でも、性的少数者についての人権問題

をテーマとして取り上げているところでありま

す。

ことしの５月に、国会では衆○渡辺 創議員

議院にＬＧＢＴ差別解消法案が提出されていま

す。まだ国会用語でいうところのつるしたまま

の状況で、審議入りはしていないというところ

になっていますが、国会でのこのような動き

や、自治体における同性カップルを「婚姻に相

当する関係」と認める証明書発行の動きなども

含めて、性的マイノリティーであるＬＧＢＴに

対する社会的課題認識は広く広がりつつあると

思います。

その動きは、実は民間企業のほうが顕著で

あって、例えばＡＮＡ（全日空）では、2015年

に「ＡＮＡグループダイバーシティ＆インクル

ージョン宣言」を行って、多様性を大切にし、

人それぞれの違いを生かしながら、新しい価値

を創出する取り組みを続けています。ことしの

６月には、公共交通機関であるということも踏

まえて、空港内の自社ラウンジにある多目的ト

イレのサイネージ わかりやすく表記する看―

板みたいなものですが に、ＬＧＢＴフレン―

ドリーの象徴であるレインボーフラッグを記載

していくということを決定しています。誰でも

が使いやすい多目的トイレを考えた場合に、非

常に配慮した対応であって、今後、民間企業の

間でも広がる動きかと思いますけれども、県庁

の多目的トイレで同じような試みが現時点であ

るか、総務部長に現状をお伺いします。

県ではこれまで、○総務部長（桑山秀彦君）

バリアフリーやユニバーサルデザインの考え方

に基づきまして、県庁舎内に、障がい者や高齢

者、子供連れの方など、多様な利用者に配慮し

た多目的トイレを整備してまいりました。しか

しながら、現時点では、ＬＧＢＴの方を念頭に

置いた案内表示は、特に行っていない状況にご

ざいます。

現状は理解しました。この後○渡辺 創議員

の別の項目の質問とも関係しますが、宮崎県は

「日本のひなた」を標榜しています。「ひな

た」の意味するところは、単純に気候のことを
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表現しているのではなくて、誰にとっても居心

地のいい宮崎をつくるということの決意を表現

しているものだと思っております。多数にとっ

ては気づかないような障壁であっても、当事者

にとっては非常に大きな課題となる。そんな課

題の除去にみんなで力を合わせて取り組む、そ

んな宮崎県であってほしいと願うところです。

今、多目的トイレのお話をしましたけれど

も、県が市町村や民間を引っ張っていくという

観点からも、今回提示したＬＧＢＴの方々が少

しでも過ごしやすくなるように、県有施設の多

目的トイレの表記について、ＬＧＢＴフレンド

リーな姿勢を示してはいかがかと思いますが、

総務部長のお考えをお伺いします。

県が、さまざまな○総務部長（桑山秀彦君）

利用者を想定しまして、率先して施設面での対

応を進めていくということは、社会全体が多様

性を受け入れる環境づくりという観点から、大

変重要な取り組みであると認識しております。

御質問にありました県庁舎の多目的トイレにつ

きましても、ＬＧＢＴの方も含めて、誰にでも

利用しやすいトイレとなりますよう、案内の表

示等を工夫してまいりたいと考えます。

ありがとうございました。工○渡辺 創議員

夫していただけるとの答弁をいただきましたの

で、ぜひよろしくお願いいたします。

続いて、広報戦略についてお伺いします。

機会あるごとに積極的な広報戦略の必要性は

問うてきておりますので、きょうは状況確認に

とどめたいと思いますが、「日本のひなた」の

プロモーション、宮崎県のキャラクターであり

ます「みやざき犬」、非常にいい浸透を見せて

いると感じておりますけれども、現状をどうお

考えでしょうか、商工観光労働部長にお伺いい

たします。

県におき○商工観光労働部長（中田哲朗君）

ましては、宮崎への愛着を高め、知名度やイメ

ージの向上を図るため、ひなたのキャッチフレ

ーズや、シンボルキャラクターであります「み

やざき犬」などのさまざまな手法を活用しなが

ら、プロモーションを積極的に展開していると

ころであります。県のこうした取り組みに対し

まして、多くの県民や企業の皆様に御賛同いた

だき、２万4,000個を超える「ひなたピンバッ

ジ」の着用を初め、年間約740件に上るイベント

への「みやざき犬」の派遣要請、また、商品や

広告物へのひなたロゴマークや「みやざき犬」

のイラスト掲載など、さまざまな形で協力いた

だいているところであります。

このように、「ひなた」や「みやざき犬」

は、県民の皆様の目に触れる機会もふえ、身近

に感じてもらえる存在となるなど、着実に浸透

し、本県の認知度向上にもつながっており、プ

ロモーションによる一定の成果は上がっている

ものと認識いたしております。

ありがとうございました。特○渡辺 創議員

に「日本のひなた」は、県民や県内企業も積極

的にかかわって、県が進めているというより

も、自走可能なキャンペーンになってきたとい

う印象があります。実は、私も最近、「日本の

ひなた」の手拭いを見つけまして、結構、県内

や県外で出張とかに行くときにお土産に持って

いったりしているんですけれども、きょうも実

はお尻のポケットに入っております。大変好評

だというふうに受け取りますが、これからもこ

のキャンペーンが息長く継続していくために

は、県民の協力だったり、さまざまな方の協力

も必要だと考えます。知事にお伺いをしたいと

思いますが、今後の展開について、いかがお考

えでしょうか。
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「日本のひなた」プロ○知事（河野俊嗣君）

モーションでありますが、息の長いものとして

いくためには、県だけがやっているということ

ではなしに、多くの県民や企業の皆様から共感

や賛同を得て、ともに宮崎の魅力を発信してい

く、いわば県民運動的な展開というものが非常

に重要ではないかと考えております。このた

め、県ではこれまで、ひなたダンスや写真コン

テストなどの県民参加型の企画に加えまして、

ロゴマークを原則自由に使用可能としたり、民

間企業と連携した情報発信を行うなど、県民や

企業の皆様がみずから進んでＰＲできる機会の

提供や機運醸成に取り組んでまいりました。会

社の外に大きな看板などを出していただいたり

とか、そういうような取り組みもあるところで

あります。

今後も、こうした取り組みにより、一人でも

多くの方々に宮崎のすばらしさを認識していた

だき、自信と誇りを持って「日本のひなた宮崎

県」の魅力を全国に発信していただけるよう、

息長く取り組んでいくこととあわせて、話題づ

くりというのも必要でありましょうから、いろ

んな工夫を凝らしながら取り組んでまいりたい

と考えております。

ありがとうございました。引○渡辺 創議員

き続き、多くの県民で盛り上げていければと

思っております。

続いて、遷延性意識障がいについてお伺いい

たします。

遷延性意識障がいというのは、重度の昏睡状

態を指す症状のことで、大脳の全面、また大部

分、広範囲が壊死、損傷することによって発症

するということです。直接的な原因は、事故に

よる脳挫傷や脳梗塞、脳腫瘍など、さまざまな

パターンがあるということのようですけれど

も、いわゆる植物状態と言われる状況というこ

とのようであります。御家族にも非常に重たい

負担が生じて、御苦労もある状況が続くと伺っ

ております。この遷延性意識障がいについて、

県はどのように認識し、県内ではどの程度の方

々がそういう状態にあるか、実態を把握してい

らっしゃるでしょうか、福祉保健部長にお伺い

します。

お話にありま○福祉保健部長（日隈俊郎君）

したように、脳梗塞などによる脳血管の病気や

交通事故などによる脳外傷等が原因で、長期

間、意識障がいが続いている遷延性意識障がい

の方の御家族の御苦労は、大変大きなものがあ

ると考えております。特に、急性期を脱しまし

て、在宅で療養されている場合は、自力での移

動や食事等ができず、意思疎通もできないた

め、24時間の介護が必要なことから、御家族の

介護負担ははかり知れないものがあると認識し

ております。

また、この障がいを患われている多くの方々

は、身体障害者手帳を持っていると思われるん

ですけれども、当該手帳では、正確な症状が反

映されていないというようなことから、現時点

で人数の把握はできていない状況にあります。

障害者手帳の仕組みの問題も○渡辺 創議員

あって、実態把握がままならないということ

だったかと思います。実は１年前に、宮崎県内

の患者家族の皆さんも中核的にかかわられて、

遷延性意識障害者・家族の会九州「つくし」が

結成され、２年目の活動に入っております。私

も御縁をいただいて賛助会員になっております

が、会報を見ていても、またお話を聞いても、

懸命に患者の皆さんのケアに当たっていらっ

しゃる御家族の姿が浮かんできます。先ほど、

さまざまな課題はあって、実態把握ができてい
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ないという御答弁がありましたけれども、行政

が少しでも力になる道を探るためには、まずは

実態把握が必要ではないかと考えています。人

数など実態把握の必要性について、福祉保健部

長にお伺いしたいと思います。

遷延性意識障○福祉保健部長（日隈俊郎君）

がいの方は、常時、医療的なケアも必要であ

り、医療と福祉のそれぞれの分野のサービス

を、状況に応じて利用していくことが大切であ

ると思います。現状では、これらの方々が介護

保険サービスや障がい福祉サービス等を利用し

ながら、病院や施設、在宅で療養しておられる

と思いますが、その詳細は不明でありますの

で、まずは、お話にありました、人数の把握が

必要であると認識しております。

ありがとうございました。ぜ○渡辺 創議員

ひ御検討のほど、よろしくお願いいたします。

今回は時間の関係もありますので、この程度の

頭出しにとどめますが、ぜひ県当局も目を向け

ていただけるようにお願いしたいと思います。

また、10月16日には、宮崎県宮崎市で家族会主

催の講演会も行われると、県にも御後援いただ

いておりますが、ぜひ当局からも御参加いただ

ければと思うところですので、よろしくお願い

いたします。

大項目としては最後の項目となります。県は

さまざまな施設を所有し、その中には、ダムや

道路施設など、県民の見学等を受け入れる施設

も持っていると思いますが、県行政を県民に幅

広く理解してもらうためにも、いかに効率よく

そのＰＲを行うかというのは大切な観点と思い

ます。今回は、土木施設についてどのようなＰ

Ｒを行っているか、県土整備部長と企業局長に

それぞれお伺いいたします。

道路や河川○県土整備部長（東 憲之介君）

などの土木施設の役割や事業効果について、県

民皆様の理解を深めることは、大変重要だと考

えております。このため県では、さまざまな取

り組みを行っているところですが、昨年度は、

インフラのストック効果事例集を作成するとと

もに、西米良村や諸塚村において、県民の皆様

を対象とした「ストック効果体験ツアー」を開

催し、御参加いただいた85名の皆様に、道路整

備による時間短縮などの効果を実感していただ

いたところであります。

また、県が管理する13ダムにおいて、ダムの

写真とその特徴を記載した「ダムカード」を配

布しており、これを目的に県外から観光客が訪

れるなど、好評を得ており、周辺観光地を含め

たＰＲに寄与しております。さらに、今年度か

らは、これらの取り組みをより一層推進するた

め、「ふるさとみやざき土木の魅力発信事業」

を立ち上げたところであり、今後とも、土木施

設のＰＲに積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。

企業局では、水力○企業局長（図師雄一君）

発電所やダム、工業用水道施設、河川敷ゴルフ

場などを保有しており、これらを活用した事業

を行うことにより、産業経済の振興と住民の福

祉の増進に努めております。このような企業局

で実施しております事業の意義を県民の皆様に

御理解いただくため、水力発電や工業用水道に

関するＰＲに積極的に取り組んでいるところで

あります。

具体的には、インターネットを活用して、各

種施設の概要や役割などを幅広く紹介したり、

県立図書館などでの水車模型の実演やパネル展

示を通して、発電の仕組みや施設についてＰＲ

しているほか、発電所等の見学についても、個

別に対応しているところであります。また、未
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来を担う子供たちに、企業局の仕事や環境負荷

の少ない水力発電などについて学習していただ

くため、企業局を紹介したＤＶＤを県内の小学

校へ配付するとともに、毎年、社会科授業の一

環として、小学生を対象とした施設見学ツアー

も実施しているところであります。

ありがとうございました。県○渡辺 創議員

土整備部のダムカードというのを、私、今回初

めて知りましたが、実物も見せていただきまし

たけれども、なかなか人気ということで、そう

いう楽しい取り組みがあるというのも、多くの

県民に知ってもらえればと思うところです。

さて、いよいよ10月11日に近づいてきており

ますが、県企業局としては、治水ダムを活用し

た初めての小水力発電所となる酒谷発電所が開

業いたします。一般道からのアクセスもよく、

地域住民のみならず、たくさんの県民の皆さん

に見学にお越しいただけるようになればと期待

しているところですが、開業に向けまして、県

民へのＰＲをどのように図るのか、どのような

工夫を施しているのか、企業局長にお伺いした

いと思います。

酒谷発電所は、県○企業局長（図師雄一君）

内で初めて治水専用ダムの水を有効活用した水

力発電所であり、この施設を通して、広く県民

の皆様に小水力発電導入の意義を御理解いただ

くことは、大変重要であると考えております。

このため、発電所への入り口になります隣接の

公園に、発電の仕組みを解説した看板を設置す

るほか、発電所の完成後には、地域の方々を対

象とした見学会を行うとともに、広く一般の見

学希望者についても対応してまいりたいと考え

ております。

さらに、小学生を対象とした施設見学ツアー

につきましては、これまで毎年、県内の２カ所

で行ってきたところでありますが、来年度は、

酒谷発電所を加え、３カ所で実施することとし

ております。企業局といたしましては、今後と

も、本県の豊かな水資源を有効活用した小水力

発電など、環境に優しい再生可能エネルギーに

対する理解を深めていただけるよう、ＰＲに取

り組んでまいりたいと思います。

ありがとうございました。酒○渡辺 創議員

谷発電所については、地元選出の髙橋透議員や

外山衛議員から11月定例会で質問が続くかもし

れませんので、この程度にさせていただきまし

て、一般質問を終了させていただきます。あり

がとうございました。（拍手）

次は、来住一人議員。○星原 透議長

〔登壇〕（拍手） 通告に基づ○来住一人議員

いて質問してまいります。

さきの参議院選挙では、幾つかの特徴がござ

いました。それは第１に、戦後初めて野党と市

民が全国的規模で選挙協力を行う歴史的な選挙

となったことであります。さまざまな困難を乗

り越えて、全国32の１人区全てで野党統一候補

が実現し、安保法制廃止、立憲主義回復、安倍

政権打倒という共通の大義を掲げて戦われ、11

の選挙区で激戦を制して野党統一候補が勝利い

たしました。

第２の特徴は、安倍首相は、その野党共闘を

双葉のうちに摘み取る思いから、個別政策に優

先する立憲主義の回復という国民的大義で結ば

れた野党共闘を野合と攻撃を強めましたが、そ

の思いどおりにはならなかったことでありま

す。ＮＨＫによると、自民党は選択と集中で、

接戦とみなした選挙区を選んで力を集中する戦

術をとったと言われます。安倍首相が公示後、

遊説に入った１人区は11であり、２度、３度

入ったところもありますが、そこで自民党候補



- 279 -

平成28年９月13日(火)

が勝利したのは、熊本と愛媛だけでありまし

た。

第３の特徴は、安倍首相は「憲法を争点とす

ることは必ずしも必要ない」と述べ、遊説で憲

法を語らなかったことであります。ＦＮＮの調

査では、６月22日から７月３日の間の安倍首相

の遊説で、経済・アベノミクスは321回使われま

したけど、憲法改正はゼロだったそうでありま

す。ところが、投票日の翌日の記者会見で、

― ―「いかに我が党の案 自民党の案ですが

をベースにしながら３分の２を構築していく

か。これがまさに政治の技術」と公言いたしま

した。選挙中は語らずして、終わると国民の信

頼を得たとばかりに、なし崩し的に改憲に着手

しようとする、これは日本の根幹である憲法に

ついて、だまし討ちに等しいと私は思います。

知事に伺いたいと思います。参議院選挙の結

果をもって、国民は安倍政権に憲法改正につい

て白紙委任したと認識されますか。また、どの

条文を改正するかは明らかにしないまま改正論

議を行おうとする動きは、まさに改正先にあり

きだと思います。こうした憲法をめぐる動きに

ついて、どうお考えになるか、答弁を求めたい

と思います。

安倍首相の憲法改正の本丸は、９条の改正に

あると思います。自民党の改正草案の中心は、

９条第２項を全面的に書きかえ、国防軍を保持

するということにあると思います。政府はこれ

まで、第２項があるため、自衛隊を軍隊ではな

く自衛のための必要最小限度の実力組織である

と主張してきました。このことから、武力行使

の目的を持っての海外派遣、また集団的自衛権

の行使、そして武力行使を伴う国連軍への参加

の３つについては、いずれも許されないとして

まいりました。第２項を国防軍に書きかえるこ

とによって、自衛隊を軍として追認するにとど

まらず、今述べた３つの制約は完全になくな

り、米国とともに海外で戦争できる国になりま

す。

憲法９条第１項を変更しないなら平和原則が

維持されるかのように思われますが、これは違

います。第１項は、戦争の違法化を進めた1928

年のパリ不戦条約と紛争の平和的解決を規定し

た国連憲章の到達点を確認したもので、この第

１項だけで日本国憲法特有の平和原則を規定し

たものとは言えません。平和憲法と呼ばれ、そ

の先駆性が強調されるのは、第２項において、

戦力の不保持と交戦権の否定を明記しているか

らであります。日本は戦後71年、一人の戦死者

もなく、また一人の外国人も殺すことはありま

せんでした。このような国は、サミットに参加

する国では日本だけではないでしょうか。ここ

には憲法９条の先駆性が輝いているのではない

かと思います。憲法９条の持つ歴史的・国際的

な先駆性について、どう評価しておられるの

か、知事の所見を伺いたいと思います。

後は質問者席で行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

まず、憲法についてであります。先般の選挙

におきましては、さまざまな争点がありました

が、その中で、憲法改正については、選挙の結

果をもって白紙委任されたという受けとめには

なっていないものと認識しているところであり

ます。現在、憲法改正をめぐる議論が活発化し

つつありますが、その議論に当たりましては、

憲法の基本原理を大切にし、また、国内外の情

勢の変化なども考慮に入れながら、まずは国会

において、国民の意見を踏まえ、しっかりと議

論されるべきものと考えております。
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次に、憲法９条についてであります。憲法９

条は、戦争の放棄、戦力の不保持と交戦権の否

認を定め、憲法の基本原理の一つである平和主

義を定めたものであります。憲法がまさに平和

憲法と呼ばれておりますように、その性格を最

も特徴づけているものであると認識しておりま

す。９条の根底にあります平和主義という理念

は、人類共通の財産と言うべきものであり、今

後とも守られるべきものと考えております。以

上であります。〔降壇〕

白紙委任していないというこ○来住一人議員

とを主張しているのは、私ども日本共産党や野

党だけではありません。投票日の翌日、７月11

日の宮日の社説でありますけど、これは「参院

選で与党圧勝「改憲」白紙委任していない」と

いう社説を宮日は発表しました。それが翌日

の12日には、今度は「改憲に動く首相 国民置

き去りに議論急ぐな」という社説が掲げられて

おります。

安倍政権と野党、国民との間には、ＴＰＰな

ど対決点がありますけど、憲法改正を許すかど

うかは、日本国民が直面する、まさに歴史的課

題であると私は思います。私たちは決して楽観

はしておりませんけど、悲観もいたしておりま

せん。安倍政権が憲法９条に手をかけるなら、

安保法制のときとは比較にならない国民の抵抗

を受けると思います。もちろん手をかける前に

退陣に追い込んでいかなきゃならないと決意い

たします。次の総選挙においても、野党共闘と

その勝利のために全力を尽くしてまいりたいと

思います。

原発問題について質問いたします。九州電力

は、三反園鹿児島県知事の２度にわたる川内原

発の一時停止の要求を拒否いたしました。さき

の知事選挙において、薩摩川内市においても前

知事を上回る得票を得て、全体では８万4,000票

の大差をつけて当選された三反園知事の申し入

れは、県民を代表して大変重いものがあると思

います。九電が拒否した最大のよりどころは、

原子力規制委員会の許可にあると思います。

３・11福島以前は、何事が起こっても、日本

の原発は建屋から放射性物質が飛び出ることは

絶対にないと、このように言われてきました。

当時も、最高の知見をもって原発の稼働を許可

していたと思います。３・11後、世界一厳しい

安全基準で進めているとしています。つまり日

本の原発は世界一安全であるということを宣言

しているものだと思います。私たちが、規制委

員会の審査をパスしたものを政府の許可を得て

稼働させているのだからと、こう言って無批判

的に追随することは、３・11以前よりさらに深

く安全神話に浸ることになるのではないかと思

います。原発事故は、他の自然災害とは比較に

ならない特異性があります。知事は、安全神話

との関係で、今日の原発行政をどう捉えてい

らっしゃるか、御答弁をお願いいたします。

福島原発事故や使用済○知事（河野俊嗣君）

み核燃料処理の問題などを踏まえますと、将来

的には、英知を結集し、可能な限り原発に頼ら

ない社会を実現していくことが重要であると考

えておりますが、一方で、安定的な電力供給や

地球温暖化への対応等を考慮しますと、今すぐ

原発をゼロにすることは現実的ではないものと

考えております。原発の稼働は、科学的・技術

的知見に基づく安全性の確保を大前提としまし

て、国が判断すべきものでありまして、県とし

ましては、国や原子力規制委員会に対し、全国

知事会を通じて、県民の生命・財産を守る立場

から、絶えず国内外の最新の知見を収集し、新

規制基準を見直していくことなどを要望してい
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るところであります。

私は、その立場に立つことが○来住一人議員

安全神話に事実上浸るんじゃないかというよう

に思います。フランス原子力安全局が、国内の

原発で使われているフランスのクルゾ・フォル

ジュ社と日本鋳鍛鋼が製造した原子炉圧力容器

に強度不足のおそれがあると発表いたしまし

て、調査を継続いたしております。川内１・２

号機も日本鋳鍛鋼が製造したものでございま

す。このような新たな問題が浮上してまいりま

した。

三反園知事は再要請のときに、「私は知事と

して県民の安全を守らなければなりません」、

こうして社長に切り出して、面会後、「一番重

要なものは住民の安全。安全なくして次はな

い」、このように語られていたと報道されてお

ります。隣県の知事として、また、原発の風下

にある宮崎県の知事として、川内原発の一時停

止を求める考えはないか、答弁を求めたいと思

います。

三反園知事の申し入れ○知事（河野俊嗣君）

は、熊本地震を契機としました住民の不安の声

を受け、みずからの選挙公約に基づいてなされ

たものと理解しております。一方、原発の稼働

につきましては、東日本大震災の反省を踏ま

え、科学的・技術的知見に基づく安全性の確保

を大前提として国が判断したものでありまし

て、そのわかりやすい説明や十分な情報提供が

重要であるものと考えております。

次に、子供の貧困の問題に移○来住一人議員

ります。

子供の貧困とその対策について質問いたしま

す。平成25年国民生活基礎調査によると、子供

の貧困率が16.3％と過去最高を更新し、先進国

の中でも最も高い水準となっております。先

日、大学生の貧困問題を取り上げたＮＨＫの

「クローズアップ現代＋」を視聴いたしまし

た。余りの深刻さに多くの方が衝撃を受けたの

ではないかと思います。まず、政治的に子供の

貧困とその対策の重要性について、どう捉えて

いらっしゃるのか、知事の所見を伺いたいと思

います。

我が国では、生活保護○知事（河野俊嗣君）

世帯の増加やひとり親世帯の困窮化が進む中

で、十分な生活環境に置かれていない子供が増

加しており、そのような家庭環境が子供の学力

や進学率などに影響し、貧困が世代を超えて連

鎖することが強く懸念されているところであり

ます。こうした傾向は、本県におきましても全

国と同様でありまして、子供の貧困問題への対

応は、喫緊かつ最も重要な課題の一つであると

認識しております。

このため県では、ことし３月に「宮崎県子ど

もの貧困対策推進計画」を策定し、貧困の世代

間連鎖を断ち切るために、保護者の生活・就労

支援や子供の居場所づくりを含む学習支援な

ど、さまざまな施策に取り組むこととしたとこ

ろであります。計画の実現に向けましては、引

き続き、市町村や関係団体等との連携を深めな

がら、県を挙げて、しっかりと取り組んでまい

りたいと考えております。

県内の子供の貧困問題を把握○来住一人議員

していく上で、幾つかの指標について報告を求

めたいと思います。まず第一に、平成16年度

と26年度の要保護・準要保護の認定数と認定者

割合及び増減について報告を求めます。

文部科学省の公表に○教育長（四本 孝君）

よりますと、県内市町村において、平成16年度

に要保護・準要保護の認定を受けた児童生徒数

は１万131人で、全児童生徒数の9.4％となって
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おります。また、平成26年度につきましては、

暫定値ではありますが、認定を受けた児童生徒

数は１万4,030人であり、全児童生徒数の15.32

％となっております。平成16年度と26年度を比

較いたしますと、3,899人増加しており、認定者

の割合は5.92ポイント増加しているところであ

ります。

済みません。数字が続きます○来住一人議員

けど、平成19年度と26年度の生活保護世帯の18

歳未満の子供の数とその増減、また、平成26年

度の生活保護世帯と一般世帯の高等学校及び大

学の進学率について報告を求めます。

本県の生活保○福祉保健部長（日隈俊郎君）

護世帯における18歳未満の子供の数につきまし

ては、平成19年度が1,482人、26年度が1,995人

でございまして、７年間で513人の増加となって

おります。

また、平成26年度の高等学校等の進学率でご

ざいますが、生活保護世帯が83.3％、一般世帯

が98.0％となっております。さらに、大学等へ

の進学率でございますが、生活保護世帯が25.5

％、一般世帯が66.9％となっております。

もう一つお願いします。本県○来住一人議員

の母子世帯・父子世帯それぞれの世帯数と月収

の状況について報告をお願いします。

これは、平○福祉保健部長（日隈俊郎君）

成24年度に県が実施しました、ひとり親世帯の

生活実態調査でございますけれども、推計値

で、母子世帯が１万5, 6 7 5世帯、父子世帯

が1,645世帯となっております。また、同調査に

よる月収の状況でございますが、月収で20万円

未満の世帯が、母子世帯で79.9％、父子世帯

で57.4％でございまして、このうち10万円未満

の世帯が、母子世帯で21.6％、父子世帯で8.8％

となっております。

ここ５年、10年の間に、貧困○来住一人議員

化が急速に進行してまいりました。貧困化の原

因はいろいろあると私は思います。最大の根本

問題は働き方の問題、つまり労働行政にあると

思います。数字がちょっと古いですけど、1990

年に881万人であった非正規労働者が、2012年に

は1,962万人に膨れ上がりました。年収200万円

未満の労働者が1,139万人であります。一方、大

企業の内部留保は300兆円を超えました。働き方

の問題を根本的に解決しなければ、子供の貧困

はなくならないと思います。

貧困問題は深く、その克服は総合的なもの

で、短い時間で議論できるものではありませ

ん。部分的なものになりますけど、そのごく一

部について提案もしてみたいと思います。ま

ず、県の計画によりますと、生活保護世帯の子

供の高校進学率を平成31年度までに93％に引き

上げるとなっておりますけど、目標達成のため

の具体的な方策はどのようなものか、御答弁を

お願いいたします。

高等学校等へ○福祉保健部長（日隈俊郎君）

の進学率を高めるための取り組みといたしまし

て、福祉事務所では、ケースワーカーが夏休み

などの長期休暇中に家庭を訪問した上で、保護

者だけでなく、子供本人とも直接面談を行いま

して、進学に対する意識啓発を行うとともに、

家庭の実情に応じた助言の徹底を図っておりま

す。また、不登校などの問題を抱えていた場合

には、教職員やスクールソーシャルワーカーな

どと連携を図りまして、課題解決に向けた支援

を行っているところでございます。

さらに、経済的な理由により進学を諦めてし

まうことがないよう、県では、昨年度から奨学

金等の支援制度をまとめたガイドブックを作成

したところでございまして、毎年度、全ての中
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学２年生や関係機関に配付を行うこととしてお

ります。今後とも、関係機関との連携を図りな

がら、このような取り組みをより一層推進する

ことにより、高等学校等への進学率を高めてま

いりたいと考えております。

貧困の連鎖を断つ上で、一つ○来住一人議員

の課題として、高等学校や大学の進学率を引き

上げることは大変重要だと思います。高校を受

験しない原因の背景に貧困があるのは当然なこ

とだと思います。同時に、こうした子供たち

は、「どうせ自分にはできない」とか「仕方が

ない」、こうして学習する喜びを失っている、

また失いかけているのではないかと思うんで

す。本来、こうしたことを解決するのが学校で

ありますけど、現実的に勉強についていけない

子供たちが生まれていると思います。

こうした子供たちにわかる喜びを会得しても

らうためには、それなりの援助が必要ではない

かと思います。自主的には県内あちこちで行わ

れていると思いますが、退職された先生方の協

力をいただいて学習塾は組織できないのか。も

ちろん市町村ごと、または地域ごとになるかと

思いますけど、いかがでしょうか。

現在、県内各○福祉保健部長（日隈俊郎君）

地におきまして、ＮＰＯ法人等の民間団体が、

貧困の状況にある子供などを対象にしまして、

退職された先生方や大学生などのボランティア

を活用しまして、学習支援の取り組みを行って

おります。このような取り組みは、子供の居場

所づくりの観点だけではなく、子供の向学心を

目覚めさせ、ひいては、学力向上による貧困の

連鎖の解消にもつながるものと思われ、重要な

役割を担っていると考えております。県といた

しましては、市町村や関係団体とも連携を図

り、学習支援の取り組みが今後さらに広がるよ

う、支援してまいりたいと考えております。

次の提案でありますけど、と○来住一人議員

にかく大学を卒業した段階で大変な借金を抱え

る、つまり奨学金の借金を抱えて、借金を返済

できずに破産宣告をしている、そういう大学生

がかなりたくさんいらっしゃることが、この前

テレビで出ていました。県として大学生向けの

給付型奨学金制度は創設できないのか、御答弁

をお願いしたいと思います。

大学卒業後の返還を○教育長（四本 孝君）

免除する給付型奨学金は、その実施に向けてさ

まざまな検討課題があると思いますが、在学中

は、安心して学び続けられることや、卒業後

は、非正規雇用の増加などを背景とした若年層

の生活困窮への対策等の観点から、有意義な面

があると認識しております。

本県では、高校生や大学生等に対して、奨学

金を貸与する宮崎県育英資金事業を実施してお

りますが、返還金を次世代の貸与者への原資と

しておりますことなどから、給付型奨学金を創

設することは、本県では難しいものと考えてお

ります。現在、国において、給付型奨学金の創

設を初め、制度の充実を図ろうとする動きがあ

りますので、引き続き国の動きを見守ってまい

りたいと考えております。

子供の貧困問題の解決の一つ○来住一人議員

として、子供の医療費の助成制度を中学校卒業

まで広げることについて改めて求めるものでご

ざいますけど、答弁をお願いしたいと思いま

す。

乳幼児医療費○福祉保健部長（日隈俊郎君）

助成制度につきましては、乳幼児の健やかな成

長と子育て家庭の経済的負担の軽減を図るもの

でございまして、大変重要な子育て支援である

と考えておりますが、制度をさらに拡充するに
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は、相当な事業費の増額が必要でありまして、

交付税措置もない県単独事業としては、現状と

しては厳しい状況にあるものと考えておりま

す。現在、国を挙げた人口減少対策、いわゆる

地方創生の取り組みが進められている中であり

ますので、制度の拡充は、国の責任において全

国統一的に行われることが望ましいものと考え

ております。

これまで、全国知事会や将来世代応援知事同

盟などを通して、地方の実態を踏まえた制度の

設定及び必要な財源の確保を国に働きかけてき

たところでありますが、今のところ、かなって

おりません。今後とも、さまざまな機会を捉え

て、積極的に働きかけを続けてまいりたいと考

えております。

全ての子供にひとしく教育を○来住一人議員

保障するための一つとして、就学援助がござい

ます。これも子供の貧困の問題としては非常に

大きい課題だと思います。教育費ぐらいは親が

出すのが当たり前だとか、子供がいじめられ

る、また周りの方の目が気になる、こういうこ

となどから、申請をためらう方々がいらっしゃ

ると思います。就学援助の目的を明確にするこ

とが大事だと思います。教育長、申しわけない

ですが、憲法第26条、教育基本法の第４条、学

校教育法の第19条の趣旨について述べていただ

きたいと思います。

初めに、日本国憲法○教育長（四本 孝君）

第26条において、「すべて国民は、ひとしく教

育を受ける権利を有する」とあり、次に、教育

基本法第４条におきまして、「経済的理由に

よって修学が困難な者に対して、奨学の措置を

講じなければならない」などとされておりま

す。また、学校教育法第19条においては、「経

済的理由によって、就学困難と認められる児

童、生徒の保護者に対しては、市町村は、必要

な援助を与えなければならない」と規定されて

おります。これらは、経済的理由などにかかわ

らず、ひとしく国民に学ぶ機会を提供するた

め、国及び地方公共団体が、就学を支援する義

務について定められたものであると認識してお

ります。

就学援助は、ねだるものでも○来住一人議員

施すものでもありません。憲法が規定している

ように、義務教育は無償です。なぜ無償か。全

ての子供たちが教育を受ける権利を有している

からであります。親が人目を気にして申請をた

めらい、これによって、ひとしく教育を受けら

れないということは誤りです。個人である子供

の権利を奪うこととなります。就学援助制度を

知らせるために、どのような文書を保護者に配

付されているか承知しておりませんけど、憲法

や教育基本法から制度の意義と目的を説き明か

した文書を保護者に配付している自治体がある

のでしょうか、御答弁をお願いします。

市町村が主体となっ○教育長（四本 孝君）

て取り組まれている就学援助につきましては、

定期的にその状況を把握しているところではあ

りますが、憲法や教育基本法に基づく制度の意

義や目的について、保護者等への説明が行われ

ているかについては、確認いたしておりませ

ん。

就学援助を申請しない方の中○来住一人議員

にも、援助に対する偏見があることも考えられ

ますので、憲法や法律から明らかにした文書を

出すように、各教育委員会に要請したらいかが

かと思いますが、どうでしょうか。

就学援助制度の周知○教育長（四本 孝君）

徹底につきましては、市町村へお願いしている

ところでありますが、その具体的内容・方法な
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どは、市町村が検討すべきことと認識しており

ます。

非常に大事なことだと思いま○来住一人議員

す。とにかく就学援助というものが、憲法や教

育基本法や学校教育法、そういうものに基づい

て出されているわけでありますから、そのこと

をしっかり県民の皆さんに知っていただくとい

うのは非常に大事なことだと思います。

いただいた資料によりますと、制度の周知方

法について８項目あります。この項目を全て駆

使すること、また、気軽に申請できるように用

紙を全保護者に配付するなど、各教育委員会に

要請すべきだと思いますけど、いかがでしょう

か。

就学援助制度の周知○教育長（四本 孝君）

につきましては、市町村が実施主体であります

が、その取り組み内容に市町村間で若干差が生

じております。そのため県教育委員会では、保

護者等への就学援助制度の趣旨及び申請手続の

周知を図るよう、これまで市町村に対してお願

いしてきたところであります。

国が策定しました「子供の貧困対策に関する

大綱」におきましては、「市町村における就学

援助の活用と充実を図ること」が施策の一つと

して盛り込まれており、その周知徹底につい

て、文部科学省から通知がありましたので、県

教育委員会では、平成28年２月に、改めて市町

村に対し、通知を発出したところであります。

今後とも、支援の必要な児童生徒の保護者に対

し、適切な就学援助が実施されるよう、市町村

への助言等に努めてまいりたい考えておりま

す。

ぜひ前のほうにしっかり進む○来住一人議員

ように期待したいと思います。

準要保護の認定基準でありますが、これも19

項目あります。都城、延岡、日南の３市は、生

活保護基準額に一定の係数を掛ける１項目だけ

を採用しております。ちなみに、宮崎市は15項

目を採用しています。都城市と延岡市は生活保

護基準に１を掛けた基準、日南市は1.1を掛けた

ものとなっています。１というのは、生活保護

基準値、または生活保護基準以下の生活をして

いる子供しか認定されないということになりま

す。これでは、義務教育は無償とするとか、ま

た先ほど言われた第19条、こういうものが実際

には生かされないのではないかと思います。し

たがって、１とか1.1というのは余りにも低過ぎ

ますので、これの善処を図るように各教育委員

会に御指導をお願いしたいと思いますが、いか

がでしょうか。

就学援助制度につき○教育長（四本 孝君）

ましては、各市町村間において、運用面で若干

異なった取り扱いがあることは承知しておりま

すが、それぞれ適切に御判断いただいて実施さ

れているものと考えております。県教育委員会

といたしましては、家庭の経済状況にかかわら

ず、全ての子供たちが教育を受けられるように

することは大変重要であると考えておりますの

で、各市町村において適切な就学援助が実施さ

れるよう、引き続き情報提供や助言に努めてま

いりたいと考えております。

適切に判断されている、しか○来住一人議員

し、実際には、宮崎県の場合、９つの市の中で

一番高いのが串間市です。一番低いのが西都市

です。西都市は串間市の半分以下です。ですか

ら、私は、それは適切かというと、考えなきゃ

ならぬことではないかと思います。ぜひ善処方

をお願いしたいと思います。

特別支援学校の教室不足の問題は、これまで

も多くの議論が行われてきたところでございま
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す。私は、都城きりしま支援学校の問題を中心

に質問したいと思います。

私ども共産党県議団は、同校をこの夏、２回

訪問するとともに、保護者の方の話も聞いてま

いりました。教室不足は本当に深刻で、議員と

して申しわけなく、また、恥ずかしい思いもい

たしました。同校が高等部を設けて３年生まで

詰まったのは、平成９年であります。当時の生

徒数は小・中・高等部合わせて131名、学級数

は32でありました。現在は218名、57学級で、学

級数は1.78倍であります。教室不足が急に発生

したわけではありません。今から10年前の平

成20年の段階でも49学級となっておりまし

て、1.5倍になっておりました。

教室を間仕切りして、２つの教室にして使用

されているのも幾つもあります。そして、音に

敏感な生徒たちもいまして、あるお母さんは、

「自分の子供は非常に音に敏感だ。教室を間仕

切りした、それで隣のクラスの声が聞こえる。

それじゃ本当に心配だ」という話もされており

ました。図書室などの特別教室が普通教室に、

それから、２階の踊り場までもが仕切られて教

室となっていました。アスレチック広場と中庭

は、職員の車でほぼ詰まっております。障がい

を抱えている子供たちが200名も学んでいる学校

でありますが、中庭は車で埋まっており、火災

などの災害時はどうなるのだろうか、簡単に運

動場に避難できないのではないかと、このよう

に思いました。

踊り場までもが教室になっている普通学校を

見たことはありませんが、支援学校だから許さ

れるのか。10年前には既に学級数が1.5倍にも

なっていました。学校現場から要望が上がって

いたと思います。皆さんも実態は把握されてい

ると思います。とても充実した教育を施す施設

とは言えないと私は思います。私は、きりしま

支援学校の実態は、設置者としての怠慢ではな

いかと思います。現状をどう認識されているの

か、答弁を求めたいと思います。

児童生徒にとって、○教育長（四本 孝君）

安全に安心して学べる環境を整備するというこ

とは、最も重要なことであります。特に、障が

いのある子供たちにとって、教室環境は、学校

生活の中心となり、学習効果を上げる上でも大

切なものと考えております。都城きりしま支援

学校におきましては、近年、児童生徒の増加に

より、教室が不足している状況が生じておりま

す。このため、緊急の措置として、活用頻度の

少ない特別教室等を改修して、教室に転用する

などの対応を図ってきたところでございます。

今のような状態になっている○来住一人議員

ことに対して何の反省もないというのが、正直

言って、がっかりします。現状を述べられただ

けで、実際に、それに対して、設置者としての

責任の弁は全くないというのが特徴だったと思

います。本当に残念です。

「新たな特別支援学校づくり検討委員会」が

ことし３月に協議のまとめを行っております。

きりしま支援学校に関するまとめを要約いたし

ますと、「都城さくら聴覚支援学校に高等部の

移転を視野に入れて検討することが望ましい。

しかし、移転となると、教室の増設や実習棟や

実習園の施設が必要となる。このことを含めて

検討することが望ましい」と、このようになっ

ておりますけど、この検討委員会のまとめを受

けて、教室不足について、いつまでにどのよう

にされるお考えなのか、答弁を求めたいと思い

ます。

県教育委員会では、○教育長（四本 孝君）

平成27年度に、学識経験者、障がい者団体代
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表、保護者代表等の方々から成る「新たな特別

支援学校づくり検討委員会」を組織し、本年３

月に各種意見を取りまとめていただいたところ

でございます。この結果を踏まえまして、都城

きりしま支援学校につきましては、今後、教室

を増設することや、近隣の特別支援学校の余裕

教室等を活用するなど、適切な対応を検討して

まいります。

そんなのんきなことを言って○来住一人議員

いる場合じゃないと思いますよ。来年４月にな

ると、新たに３つの教室が不足すると、そうい

うことは皆さんも聞いていらっしゃるでしょ

う。これをどうするんですか。教育長は、最

近、きりしま支援学校を視察されたことはござ

いますか。もしされていないのであれば、お勧

めします。ぜひ行ってください。

不足しているのは教室だけではなくて、食堂

も目いっぱいだそうです。それから、体育館

も、生徒と教師が全員入りますと、それこそ目

いっぱいになります。それから、運動場も非常

に変形であるために、運動会のときには、保護

者が見るところは、普通は学校だったら、運動

場の周りでずっと保護者が見るんですけど、あ

そこはそれはできないです。一つの区画だけで

子供たちの運動会を見るしかない状況でござい

ます。

それで、私から一つの提案でありますけど、

確かに高等部を移設するというのも一つの案で

はありますが、学校の北側に隣接する農地を買

収して、校舎の増設、運動場の整備、職員駐車

場の確保などを行ったらどうかと思います。高

等部をさくら聴覚支援学校のほうに移すという

ことになりますと、学校の一体化がなくなって

しまいます。ですから、小学校から高等部ま

で、同じ敷地の中にあったほうがいいのではな

いか。僕は、教育の専門家でも何でもありませ

んから、わかりませんけど、しかし、いずれに

しても、同じところにあったほうがいいんじゃ

ないかと。

そして、現場を見てみますと、運動場の北側

はまだ十分 いわゆる民家が建っているとか―

いう状況でもありませんし、まだ畑であります

から、ぜひ、あそこを買収したりして、今、私

が申しましたように、校舎の増設だとか運動場

の整備、職員駐車場の確保などを行ったらどう

かと思いますが、一つの提案ですけど、いかが

でしょうか。

都城きりしま支援学○教育長（四本 孝君）

校におきましては、高等部の設置による校舎の

新設や在籍者数の増加による教室の増設に伴

い、学校敷地の狭隘化が進んでいる状況にあり

ます。隣接する農地の買収につきましては、現

在のところ予定しておりませんが、狭隘化を解

消するためにどのような解決策があるのか、今

後、幅広い視点で研究してまいりたいと考えて

おります。

「新たな特別支援学校づくり○来住一人議員

検討委員会」の「協議のまとめ」というのも読

ませていただきました。僕は、そういう検討委

員会を組織して、多くの方々の英知を集めて出

されるというのは、非常に大事だと思います。

僕はこれ自身を決して否定しません。しかし、

僕は、そういう専門家というのは、皆さんの教

育委員会の中にもいっぱいいらっしゃると思い

ます。皆さん自身の手で、現実に行って見てい

ただいて、どうすべきかということを判断され

る。

もちろん、このまとめを見てみますと、まと

めの中に結論めいたことは特別書かれていない

んですよ。ですから、どうするかというのは当
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然、教育委員会に裁量権がありますから、いず

れにしましても、僕は、皆さん自身が現場に直

接出かけていかれて、お話を聞いたり、また、

現実に今の状況を見ていただきたい。もう質問

はしませんが、来年３月に３つの教室をどこに

どう確保するのか。教頭・校長室をなくすの

か、どうするのかわかりませんけど、いずれに

しても、現場任せだったら、僕は余りにも無責

任だと思います。

最後に、日向ひまわり支援学校や児湯るぴな

す支援学校など５校には、スクールバスが導入

されておりません。日向ひまわり支援学校は導

入要求などがあると聞いておりますけど、今後

の導入計画についての答弁を求めて、私の質問

を終わります。

特別支援学校のスク○教育長（四本 孝君）

ールバスにつきましては、これまで全県的な視

野に立って整備を進めてまいりました。現在、

８校でスクールバスを運行しておりますが、ま

だ導入できていない学校もあります。今後、保

護者のニーズや児童生徒の実態等を十分調査し

た上で、スクールバスの利用のあり方について

検討してまいりたいと考えております。

一刻も早く、とにかく障がい○来住一人議員

を持つ子供たちですから、障がいを持つ子供た

ちに合わせて、一日も早く実現するようにお願

いいたします。ありがとうございました。（拍

手）

以上で一般質問は終わりまし○星原 透議長

た。

次に、今回提案されました議○星原 透議長

案第１号から第21号までの各号議案を一括議題

といたします。

質疑の通告はありません。

まず、教育委員会委員及び土地利用審査会委

員の任命の同意についての議案第12号から第20

号までの各号議案についてお諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、委員会の付託を省略して直ちに

審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○星原 透議長

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

議案第12号から第20号まで採決◎

これより採決に入ります。○星原 透議長

議案第12号から第20号までの各号議案につい

て、一括してお諮りいたします。

各号議案については、同意することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○星原 透議長

て、各号議案は同意することに決定いたしまし

た。

議案第１号から第11号まで及び第21号◎

並びに請願委員会付託

次に、議案第１号から第11号○星原 透議長

まで及び第21号の各号議案並びに新規請願は、

お手元に配付の付託表のとおり、それぞれ関係

の委員会に付託いたします。

ここで、議案第21号に係る委員会審査のた

め、暫時休憩いたします。

午後２時46分休憩

午後３時14分開議

常任委員長審査結果報告◎

（総務政策常任委員会）

平成28年９月13日(火)
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休憩前に引き続き会議を開き○星原 透議長

ます。

議案第21号を日程に追加し、議題とすること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○星原 透議長

ように決定いたしました。

議案第21号を議題といたします。

ここで、総務政策常任委員長の審査結果報告

を求めます。総務政策常任委員会、二見康之委

員長。

〔登壇〕 御報告いたします。○二見康之議員

今回、当委員会に付託を受けました案件のう

ち、議案第21号「平成28年度宮崎県一般会計補

正予算（第５号）」についてであります。

これは、宮崎県議会西都市・西米良村選挙区

におきまして、議員辞職により欠員が生じたこ

とに伴い、補欠選挙を執行するための経費を措

置するもので、3,400万円余の増額補正となって

おり、歳入財源は繰入金であります。

その主な内訳は、西都市及び西米良村に交付

する選挙経費や、候補者のポスター作成費など

の公営負担に要する経費であります。

審査の結果、全会一致で原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。〔降壇〕

総務政策常任委員長の審査結○星原 透議長

果報告は終わりました。

質疑及び討論の通告はありません。

議案第21号採決◎

これより採決に入ります。○星原 透議長

議案第21号についてお諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○星原 透議長

て、本案は委員長の報告のとおり可決されまし

た。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす14日から22日までは、常任委員会、特別

委員会等のため、本会議を休会いたします。

次の本会議は、23日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決まで及び決算議案の

上程であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時16分散会



９月23日（金）
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常任委員長審査結果報告◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

議事に先立ちまして申し上げます。

台風16号の大雨等により発生した災害で、大

勢の方々が被害に遭われました。この台風災害

により被災された皆様に対し、心からお見舞い

を申し上げます。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決まで及び決算議案の上程であります。

まず、議案第１号から第11号までの各号議

案、請願第14号から第17号まで、並びに継続審

査中の請願第３号、第５―１号及び第６号の各

号請願を一括議題といたします。

ここで、常任委員長の審査結果報告を求めま

す。まず、総務政策常任委員会、二見康之委員

長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○二見康之議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外３件であります。先般、９月13日

に審査結果報告をいたしました議案第21号を除

く３件について、慎重に審査をいたしました結

果、継続審査中の請願２件を含め、お手元に配

付の議案・請願委員会審査結果表のとおり決定

いたしました。

なお、議案第１号は賛成多数により、請願第

６号は賛成少数により、その他の議案及び請願

第３号については全会一致により決定しており

ます。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、平成28年度宮崎県一般会計補正予算

（第４号）についてであります。

今回の補正は、国庫補助決定に伴うもの及び

その他必要とする経費について措置するもので

あり、75億6,900万円余の増額補正となっており

ます。この補正予算に要する歳入財源の主なも

のは、繰越金72億6,700万円余、国庫支出金１

億6,300万円余であります。この結果、さきに可

決されました議案第21号を含めますと、補正後

の一般会計の予算規模は5,938億1,800万円余と

なっております。

このうち、総合政策部の補正予算は、一般会

計で5,300万円余の増額であり、特別会計を合わ

せた補正後の予算額は128億500万円余となって

おります。

また、総務部の補正予算は、一般会計で72

億4,300万円余の増額であり、特別会計を合わせ

た補正後の予算額は2,648億200万円余となって

おります。

次に、宮崎県中山間地域振興計画に基づいて

行った主な施策についてであります。

このことについて委員より、「10年後の存続

が危ぶまれる地域もある中で、中山間地域振興

にどう取り組んでいくのか」との質疑があり、

当局より、「現在、「仕事がある中山間地域づ

くり」を初めとした、計画に掲げる４つの重点

施策に基づいた取り組みを行っている。中で

も、所得の確保は最優先の課題として取り組ん

でいるところであるが、すぐに成果が出るもの

ではなく、一歩ずつ着実に進めていくととも

に、今後も、各地域の実情に即した必要な施策

に、関係部局と連携して取り組んでいきたい」

との答弁がありました。

当委員会といたしましては、市町村と連携

し、地域の状況を把握するとともに、中山間地

域が果たす役割への理解促進などのさまざまな

視点も取り入れながら、県を挙げて、より積極

平成28年９月23日(金)
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的に取り組んでいただくよう要望いたします。

次に、防災拠点庁舎整備事業についてであり

ます。

このことについて当局より、「熊本地震を踏

まえ、防災拠点庁舎のシミュレーションを新た

に行ったところ、耐震性の余裕が少ないという

結果が出たことから、耐震性をより高めるため

に、柱のサイズや免震装置などについて、設計

の一部見直しを行いたい」との説明がありまし

た。

これに対して委員より、「設計見直しは、庁

舎建設費用の増額を伴うものである。今後、本

県では、国体施設整備等による多額の財政支出

が予想されており、見直しに当たっては、必要

な耐震性を確保しながら、十分にコストに配慮

したものとなるようにしていただきたい」との

要望がありました。

次に、宮崎県国土強靭化地域計画についてで

あります。

これは、国土強靭化基本法に基づき、南海ト

ラフ巨大地震等を想定した災害リスクを回避す

るために、施策分野ごとに推進方針を策定する

ものです。

このことについて委員より、「計画に基づい

て行われる事業は、交付金等で一定の配慮があ

るとされている。本県の強靭化に向けて取り組

むべきさまざまな施策が想定されるが、その事

業実施に当たって必要な予算確保が図られるよ

う、できるだけ早期に、しっかりとした計画策

定をお願いしたい」との要望がありました。

これに対し当局より、「県の計画には、国の

基本計画で設定されているものに加え、各自治

体との広域連携体制の構築や地域活性化の取り

組みなど、本県独自の幅広な施策分野の設定を

予定している。今後、年内の策定を目指し、庁

内会議や有識者の意見聴取等の手続を着実に実

施していきたい」との答弁がありました。

次に、所得税法第56条の廃止を求める意見書

についてであります。

これは、当委員会に付託を受けました請願第

３号に基づくものであります。

本県経済の発展に貢献している小規模企業者

にとって、家族従業者は非常に大きな支えと

なっておりますが、所得税法第56条では、その

家族従業者の労働対価は、必要経費に算入しな

いこととされております。

同法第57条では、青色申告を行うことにより

必要経費への参入が認められることとされてお

りますが、いわゆる白色申告では、事業主の所

得からの控除額として、配偶者が86万円、その

他の親族では50万円が認められているだけで

す。

世界の主要国では、一定の要件のもとで必要

経費として認められており、現在の日本の所得

税法上の取り扱いは、家族従業者の労働が適正

に評価されているとは言いがたく、申告形式に

とらわれない労働実態に応じた税制にすべきで

あります。

このため、所得税法第56条を廃止することを

強く要望するものであります。

意見書の提出につきましては、全会一致で決

定したところでありますので、議長においてよ

ろしくお取り計らいいただきますようお願いい

たします。

最後に、「総合政策及び行財政対策に関する

調査」につきましては、地方自治法第109条第８

項の規定により、閉会中の継続審査といたした

いので、議長においてその取り扱いをよろしく

お願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま
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す。（拍手）〔降壇〕

次は、厚生常任委員会、太田○星原 透議長

清海委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○太田清海議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第３号外４件及び新規請願３件の計８件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の請願第５―１号については請願者か

らの取り下げ申し出を了承し、その他の案件に

ついては、お手元に配付の議案・請願委員会審

査結果表のとおり決定いたしました。

なお、請願第16号及び第17号については賛成

多数により、その他の議案及び請願については

全会一致により決定しております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、公立大学法人宮崎県立看護大学定款の

制定について及び公立大学法人宮崎県立看護大

学に承継させる権利を定めることについてであ

ります。

これは、自主性・自律性に富んだ大学運営を

図るとともに、客観的な評価による自己改革な

どの制度改革を進めるため、新たに地方独立行

政法人である公立大学法人を設立し、平成29年

４月に運営を移行するためのものであります。

このことについて委員より、「出資財産とし

て、現在使用している土地・建物を承継させる

とのことであるが、大学をしっかりと運営して

いくための経費は、今後、どのようになるの

か」との質疑があり、当局より、「今の大学費

予算は約10億円であり、そのうち約２億7,000万

円が自己収入、残りは現在においても県の一般

財源で賄っている。法人化後も収支構造は現在

と大きく変わらないため、自己財源で賄えない

部分は、県が運営費交付金として支出し、運営

を支えていくことになる」との答弁がありまし

た。

これに対して委員より、「今後、大学の建物

などで大規模改修が必要になった場合、その経

費は大学で賄うことになるのか」との質疑があ

り、当局より、「大規模改修のような経費につ

いては、大学が自己で賄えるものではないた

め、先行する法人においては、基本的に、必要

が生じたときに県などの設立団体において臨時

的な支出として交付しており、本県において

も、同様の対応になるものと考えている」との

答弁がありました。

当委員会といたしましては、県立看護大学の

財政面については、法人化後も引き続き県が責

任を持って安定的な運営を支え、教育・研究面

に関しては、自主性・自律性が発揮できるよう

体制整備に努めていただくとともに、優秀な人

材の育成及び県内への就職率向上に資する取り

組みなどを積極的に進めていただくよう要望し

ます。

次に、県立宮崎病院再整備の進捗状況につい

てであります。

このことについて委員より、「病院スタッフ

への200回以上のヒアリングなどを通じて、どの

ようなところが見直されたのか」との質疑があ

り、当局より、「基本構想時点では新病院本館

の面積は約４万5,000平方メートルであったが、

その後、必要な機能を図面に落としていくなど

の見直しを行った結果、現在は約４万7,400平方

メートルとなり、当初と比較して約2,400平方メ

ートルの面積増となっている」との答弁があり

ました。

さらに委員より、「将来を見据えて拡張や増

築が可能なスペースは設けているのか」との質
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疑があり、当局より、「将来的な医師数の増加

や部門の新設などに備えて、拡張スペース等は

確保している」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、現病院を建築

後38年で建てかえることになった経緯などを十

分に検証した上で、新病院については、より将

来を見通した満足度の高い建物としていただく

よう要望いたします。

次に、「後期高齢者医療制度の保険料軽減特

例措置の継続等を求める意見書」についてであ

ります。

これは、当委員会に付託を受けました請願

第15号に基づくものであります。

後期高齢者医療制度は、増大する高齢者医療

費を現役世代と高齢者でともに支え合うものと

して平成20年度に創設されました。制度施行に

当たっては、激変緩和の観点から、世帯所得に

応じた保険料の軽減特例措置が国の毎年度の予

算措置によって講じられてきたところですが、

平成27年１月の社会保障制度改革推進本部が決

定した「医療保険制度改革骨子」において、当

該特例措置については、段階的に縮小すること

とされたところであります。その中で、低所得

者に配慮しつつ、急激な負担増となる者につい

ては、きめ細かな激変緩和措置を講ずることと

されておりますが、消費税率再引き上げの延期

により、低所得者層の負担軽減措置が担保され

ない懸念があります。

このようなことから、後期高齢者医療制度の

保険料軽減特例措置の見直しに当たっては、低

所得者の負担に配慮したものとなるよう、国に

対して、その継続を含めた見直しを行うことを

強く要望するものであります。

当委員会といたしましては、この意見書の提

出を全会一致で決定したところでありますの

で、議長においてよろしくお取り計らいいただ

きますようお願いいたします。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件のほか、「福祉保健行政の推進

及び県立病院事業に関する調査」につきまして

は、地方自治法第109条第８項の規定により、閉

会中の継続審査といたしたいので、議長におい

てその取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、商工建設常任委員会、○星原 透議長

清山知憲委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○清山知憲議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外１件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、第10次宮崎県職業能力開発計画につい

てであります。

このことについて委員より、「計画策定の基

礎資料とするため、学生などを対象に実施した

ニーズ調査では、高校生の県内で働きたくない

理由等を調査しているが、この結果をどう施策

につなげるのか」という質疑があり、当局よ

り、「「県内には希望する企業・職種が少ない

から」という理由で県外を希望する者も多い

が、生徒や保護者、教師などが地元企業を詳し

く知らないという実情もある。このことについ

て、今年度から企業と学校等をつなぐさまざま

な事業を展開しており、このような事業を幅広

く継続的に実施することで県内就職の促進が図

平成28年９月23日(金)
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れるのではないかと考えている」との答弁があ

りました。

若年者の県内就職は地方創生における重要課

題であり、当計画においてもその低さが課題と

して掲げられているところであります。

当委員会といたしましては、計画の推進に当

たっては、若年者の県内就職率の向上に向け、

ニーズ調査の分析結果について教育委員会等と

しっかり情報共有しながら、効果的な事業実施

に連携を密にして取り組むよう要望いたしま

す。

次に、県土整備部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で500万円余の増額で

あります。この結果、特別会計を合わせた補正

後の予算額は717億1,200万円余となります。

このうち、木造住宅耐震化リフォーム推進事

業についてであります。

これは、当初計画を上回る件数が見込まれる

ことなどから、必要な予算の補正を行うもので

あります。

このことについて複数の委員より、「熊本地

震以降、住宅の耐震化に対する県民の関心が非

常に高まっていることから、想定を超える数の

申し込みも考えられる。必要に応じて予算の確

保に努めるなど、引き続き耐震基準に適合しな

い木造住宅の耐震化を推進していただきたい」

との要望がありました。

次に、建設工事等におけるコスト調査の実施

についてであります。

これは、県が発注した建設工事等について、

受注企業の採算性を分析・把握するためのコス

ト調査を今年度末にかけて実施し、最低制限価

格の検証を行うための基礎資料とするもので

す。

このことについて複数の委員より、「公共工

事の減少等により、建設業界が疲弊している。

将来にわたる公共工事の品質確保と、その担い

手の中長期的な育成及び確保という改正品確法

の趣旨を踏まえ、早期に最低制限価格に係る方

向性を示していただきたい」との要望がありま

した。

次に、みやざき臨海公園の堆砂問題について

であります。

このことについて複数の委員より、今後の維

持管理方針について質疑があり、当局より、

「みやざき臨海公園は本県の重要な海洋性レク

リエーション拠点であり、同様の施設をほかの

場所に新設することが困難な現状においては、

効果的な堆砂対策を検討することが最善ではな

いかと考えている。今回の分析結果をもとに、

利用者や専門家などの意見を聞きながら、宮崎

海岸の浸食対策事業と連携しつつ、効果的な対

策の検討を進めてまいりたい」との答弁があり

ました。

当委員会といたしましては、これから先も当

該公園を海洋性レクリエーション拠点として機

能させる上で、砂のしゅんせつ費用の軽減や施

設の利便性向上を図ることが必要不可欠となる

ことから、これらの課題解決に向け、抜本的な

対策を含めてしっかりと取り組んでいただくよ

う要望いたします。

最後に、「商工観光振興対策及び土木行政の

推進に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第８項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、環境農林水産常任委員○星原 透議長
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会、右松隆央委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○右松隆央議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外１件及び新規請願１件の計３件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、お

手元に配付の議案・請願委員会審査結果表のと

おり、いずれも全会一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で２億6,500万円余の

増額であり、この結果、一般会計及び特別会計

を合わせた補正後の予算額は239億4,500万円余

となります。

次に、第七次宮崎県森林・林業長期計画につ

いてであります。

このことについて委員より、「山を守るとい

う観点から、森林を環境林と経済林に区分した

上で、今後の森林づくりを進めていくべきでは

ないか」との意見があり、当局より、「森林の

ゾーニングは市町村森林整備計画で定めている

が、森林の詳細な情報を収集して分析し、より

現地に適合したゾーニングを示していくことが

必要と考えている。長期計画においても、その

ような観点を踏まえた森林づくりを掲げている

ところであり、引き続き着実に実行してまいり

たい」との答弁がありました。

次に、農政水産部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、特別会計で2,800万円余の増額

であり、この結果、一般会計と特別会計を合わ

せた補正後の予算額は455億7,700万円余となり

ます。

次に、公益社団法人宮崎県農業振興公社につ

いてであります。

当公社が実施する農地中間管理事業の借入面

積は、平成26年度と比較して、平成27年度は大

きく進展したところでありますが、事業３年目

にして、国の協力金制度が変更され、本県への

交付見込み額が昨年度実績ベースで換算すると

３分の１程度に減額される可能性があり、目標

達成に向けてはさらなる推進が必要な状況にあ

ります。

このことについて委員より、「農地中間管理

事業の推進に当たっては、制度のさらなる周知

徹底を図るとともに、地域における話し合い活

動で中心となるリーダーの育成が必要と考え

る。また、地域の実情に合った耕作放棄地対策

のより一層の充実を、国へ強く働きかけていた

だきたい」との要望がありました。

次に、第七次宮崎県農業・農村振興長期計画

についてであります。

このうち、産地づくりに向けた具体的取り組

みとして、平成27年７月に竣工した次世代施設

園芸団地につきましては、運営主体のＪＡ出資

法人以外に、当初３戸が研修として参加してい

ましたが、現在は３戸全てが研修を１年で終

え、新たな研修募集にも応募がなかったところ

であります。

このことについて委員より、「大規模経営で

の雇用管理やリース料の負担等から応募がない

と考える。当団地に対する次世代施設園芸拠点

としての期待は大きいので、課題を十分に整理

し、大規模施設における効率的な生産・労務管

理モデルの確立に向けて、全力で取り組んでい

ただきたい」との要望がありました。

次に、県立農業大学校の学科再編等に伴う学

校用地の活用方針についてであります。
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このことについて当局より、「平成29年度に

学科再編を控える中で、本校が管理している用

地のうち、活用されていない圃場等を教育用用

地から除外し、民間と連携した新たな活用方法

を検討していく」との説明がありました。

これに対して委員より、「未利用地について

は、民間の活力を生かしつつも、教育拠点とし

ての目的を大事にしながら有効活用していただ

きたい」との要望がありました。

次に、指定生乳生産者団体制度の存続と機能

強化を求める意見書についてであります。

これは、当委員会に付託を受けました請願

第14号に基づくものであります。

当制度は、指定団体が地域で生産された生乳

の一元集荷や複数の乳業者に対する多元販売を

行うことにより生産者の価格交渉力を高めるな

ど、酪農経営の安定や牛乳・乳製品の安定供給

等を支えるものであります。

このような中、国においては、制度の是非

や、現行の補給金の交付対象のあり方を含めた

抜本的改革について検討し、ことし秋までに結

論を得るとしたところであり、本県などの大消

費地から離れた条件不利地域で経営を行ってい

る酪農家にとって、大きな影響が危惧されてお

ります。

このようなことから、酪農家が安心して経営

を継続し、安全・安心な牛乳・乳製品の安定供

給が図られるよう、現行制度の存続とさらなる

機能強化を、国に対し強く要望するものであり

ます。

当委員会といたしましては、この意見書の提

出を全会一致で決定したところでありますの

で、議長においてよろしくお取り計らいいただ

きますようお願いいたします。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第８項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

次は、文教警察企業常任委員○星原 透議長

会、渡辺創委員長。

〔登壇〕（拍手） 御報告いた○渡辺 創議員

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外１件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、公安委員会の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、一般会計で200万円余の増額で

あり、この結果、補正後の予算額は271億5,100

万円余となります。

次に、公益財団法人宮崎県暴力追放センター

についてであります。

この暴力追放センターは、暴力団による不当

な行為の防止とその被害の救済を図ることを目

的としており、賛助会員の会費も重要な財源に

なっているところですが、賛助会員のうち個人

会員が少ないという現状説明があったことにつ

いて、委員より、「県民の暴力追放の意識をよ

り高めるため、個人会員をふやす努力をすべき

ではないか」との意見がありました。

これに対して当局より、「これまで行ってい

る講習会や研修会の充実等を図りながら、広報

啓発に努め、個人会員もふやしていきたい」と
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の答弁がありました。

また、別の委員より、「先日の宮崎市内での

暴行殺人事件は、暴力団絡みの可能性が高いと

の報道もなされたところであり、暴力団員を減

らし、暴力団を弱体化させるためには、その離

脱者が社会で安心して生活できるようにするこ

とが重要なので、当該センターと十分連携しな

がら、離脱者に対する支援体制を充実させてい

ただきたい」との要望がありました。

次に、東九州自動車道において、交通事故が

多発している現状についてであります。

このことについて当局より、「県北に白バイ

を３台配置して指導しており、一定の効果が上

がっている」との説明がありました。

これに対して委員より、「交通事故を減らす

ためには、より安全性の高いセンターラインや

付加車線の設置などが有効と考えるので、警察

の立場からも、道路管理者に対して、これらの

要望・協議をお願いしたい」との要望がありま

した。

次に、発電所施設見学ツアーについてであり

ます。

このことについて当局より、祝子発電所で実

施した見学ツアーについての報告があり、「子

供たちが企業局の事業や環境保全について学習

するよい機会になっている」との説明がありま

した。

これに関連して委員より、「来月竣工する酒

谷発電所においても、例えばモニター等を設置

するなど、子供たちにもわかりやすい工夫を検

討していただきたい」との要望があり、当局よ

り、「酒谷発電所においては、隣接する公園に

発電所の説明ボードを設置することとしている

が、発電所内部はスペースが限られていること

から、パネル等を展示するなど工夫を凝らしな

がら、わかりやすい説明に努めていきたい」と

の答弁がありました。

次に、教育に関する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価についてであります。

このことについて当局より、「平成27年度の

実績の点検・評価を行うに当たっては、第二次

宮崎県教育振興基本計画に掲げる施策23項目全

てについて、指標の達成状況や取り組み実績、

保護者や地域の方々へのアンケート結果等の分

析を行った上で、今後の方向性を明確にした」

との説明がありました。

これに対して委員より、「点検項目によって

は、目標達成状況の評価と現実のイメージにず

れを感じるところがある。基準値や目標値の設

定が難しいところもあるが、この点検・評価の

結果が現場にどう生かされるかが重要なので、

点検・評価方法をより実態に即したものにし、

県民にとってわかりやすい評価となるように、

今後、工夫・改善の余地があるのではないか」

との意見がありました。

次に、いじめ問題対策についてであります。

このことについて当局より、いじめ防止対策

推進法による調査の流れ及び宮崎海洋高校の事

案についての調査状況の結果報告と、これを受

けて、いじめの再発防止により一層取り組んで

いくとの報告がありました。

当委員会といたしましては、他県において、

いじめが子供の自殺につながっている事案が多

く発生していることを踏まえ、いじめ問題は、

人の命、そして子供の未来にかかわる重大な問

題であるとの認識のもと、今回のようないじめ

事案が二度と起こらないよう、再発防止に向け

た対策をさらに強化していただくよう要望する

とともに、今後、同様の事案が発生した場合に

は、適切な対処はもちろん、当事者に対する十
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分な説明など、その納得が得られるような対応

をしていただくよう強く求めるものでありま

す。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第８項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

以上で、常任委員長の審査結○星原 透議長

果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

討 論◎

これより討論に入りますが、○星原 透議長

討論についての発言時間は１人10以内といたし

ます。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

〔登壇〕 おはようございま○前屋敷恵美議員

す。日本共産党の前屋敷恵美でございます。日

本共産党を代表して、今議会に提案されました

議案及び請願に対する討論を行います。

まず、議案第１号「平成28年度宮崎県一般会

計補正予算（第４号）」について、反対の立場

から討論いたします。

今回の補正予算は、鳥獣被害対策や木造住宅

耐震化事業など必要な予算も組まれています。

しかし、その中で、社会保障・税番号制度シス

テム整備事業1,496万8,000円についての問題点

を指摘したいと思います。

同事業は、国が進める社会保障・税番号制

度、いわゆるマイナンバー制度の施行に当たっ

て、国のネットワークシステムと県のシステム

との連携運用のテストを行うとするものです。

マイナンバー制度は、ことし１月から実施が

始まりました。我が党はこれまで、マイナンバ

ー制度の導入については、反対の立場からその

問題点を指摘し、中止を求めてきました。

そもそもマイナンバー制度とは、全ての国民

に個人番号をつけて、税金や保険料納付、医療

・介護・年金・保育サービス利用などの各種個

人情報をデータベース化して、国が国民の個人

情報を一元的に管理・活用しようとする制度で

す。利便性が強調されていますが、決してそう

ではなく、犯罪等の危険性を高め、国民に負担

増をもたらすものであることを問題視しなけれ

ばなりません。

昨年、日本年金機構から125万件に及ぶ個人情

報が流出するという重大な事件が明らかになり

ましたが、何より、一人一人の個人情報が容易

に名寄せ・集積されるということであり、一た

び流出したり悪用されたりすれば、甚大なプラ

イバシー侵害や成り済ましなどの犯罪性を飛躍

的に高めることは明白です。

また、この制度は、個人情報保有機関を結ぶ

ＩＴインフラである情報関連システムが不可欠

であり、そうしたシステム上の危険性への対処

のための複雑なシステム設計に巨額なコストが

強いられています。行政の効率化のために、こ

れほど複雑で巨額のシステムがそもそも必要

だったのかが問われています。

現在、個人番号カードの交付がシステムのふ

ぐあいでおくれている問題が浮上しています。

カード作成を担う地方公共団体情報システム機

構が、カード管理システムを開発した富士通な

どに損害賠償を求める方針であることが明らか

にされていますが、こうしたトラブルから、見
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切り発車で始めた制度のずさんさと費用の増大

が懸念されているところです。

多額の税金を投入して進めるマイナンバー制

度が本当に国民にとって必要なものか再検討が

求められるものであり、本事業の補正予算は、

この問題にかかわる予算として反対をするもの

です。

次に、請願についてです。

継続審査の請願第６号「高等学校の公私間格

差解消のため、私学助成の増額を求める請願」

について、不採択との委員長報告に反対し、採

択を求めるものです。

教育費の父母負担軽減が求められる中で始

まった高校授業料無償化もすぐにその見直しが

行われ、再び教育費の負担は各家庭に大きく及

び、期待を裏切るものとなっています。とりわ

け、県立高校に比べ授業料以外の学校納付金が

多額な私立高校において、保護者の負担は大き

いものとなっています。

子供たちが将来の職業に希望を持って積極的

に進路を選択しようとする上で、その選択肢を

提供する私立高校の果たす役割は大きく、家庭

の経済的理由で、子供たちの学びの場が、未来

が閉ざされるようなことがあってはなりませ

ん。

私学への助成を増額して、学費の保護者負担

や教育条件の公私間格差を解消して、子供たち

が安心して学べる教育の場にしてほしいと願う

請願者の思いは切実です。県議会は、こうした

県民の思いをしっかり受けとめ、子供たちの教

育条件を整えるためにも、本請願について採択

すべきであることを強く申し述べて討論といた

します。以上です。（拍手）〔降壇〕

ほかに討論の通告はありませ○星原 透議長

ん。

以上で討論は終わりました。

議案第１号採決◎

これより採決に入ります。○星原 透議長

まず、議案第１号についてお諮りいたしま

す。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本案は委○星原 透議長

員長の報告のとおり可決されました。

議案第２号から第11号まで採決◎

次に、議案第２号から第11号○星原 透議長

までの各号議案について、一括お諮りいたしま

す。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○星原 透議長

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

請願第５－１号採決◎

次に、請願第５－１号につい○星原 透議長

てお諮りいたします。

本請願については、請願者から取り下げの申

し出があり、付託先の厚生常任委員会におい

て、これが了承されております。本請願の取り

下げを承認することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○星原 透議長

て、本請願の取り下げは承認されました。
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請願第６号採決◎

次に、請願第６号についてお○星原 透議長

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本請願は○星原 透議長

委員長の報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。

請願第16号採決◎

次に、請願第16号についてお○星原 透議長

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本請願は○星原 透議長

委員長の報告のとおり採択とすることに決定い

たしました。

請願第３号、第14号及び第15号採決◎

次に、請願第３号、第14号及○星原 透議長

び第15号について、一括お諮りいたします。

各号請願に対する委員長の審査結果報告は採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○星原 透議長

て、各号請願は委員長の報告のとおり採択とす

ることに決定いたしました。

閉会中の継続審査及び継続調査案件採決◎

次に、お手元に配付のとお○星原 透議長

り、各常任委員長及び議会運営委員長から閉会

中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第17号についてお諮りいたしま

す。

本請願を委員長の申し出のとおり閉会中の継

続審査とすることに賛成の議員の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本請願は○星原 透議長

委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査とす

ることに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りしました請願を除く閉

会中の継続調査については、各委員長の申し出

のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○星原 透議長

て、各委員長の申し出のとおり閉会中の継続調

査とすることに決定いたしました。

議員発議案送付の通知◎

次に、お手元に配付のとお○星原 透議長

り、委員会及び議員から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成28年９月23日

宮崎県議会議長 星原 透 殿

提出者 議会運営委員長 黒木 正一

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号
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「特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置

法」の期限延長に関する意見書

議員発議案第２号

「鉄道の安全・安定輸送」及び「地域を支

える鉄道の発展」を求める意見書

議員発議案第３号

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度

の拡充を求める意見書

議員発議案第４号

子どもの貧困対策の推進と強化を求める意

見書

議員発議案第５号

チーム学校推進法の早期制定を求める意見

書

議員発議案第６号

有害鳥獣対策の推進を求める意見書

平成28年９月23日

宮崎県議会議長 星原 透 殿

提出者 総務政策常任委員長 二見 康之

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第７号

所得税法第56条の廃止を求める意見書

平成28年９月23日

宮崎県議会議長 星原 透 殿

提出者 厚生常任委員長 太田 清海

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第８号

後期高齢者医療制度の保険料軽減特例措置

の継続等を求める意見書

平成28年９月23日

宮崎県議会議長 星原 透 殿

提出者 環境農林水産常任委員長

右松 隆央

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第９号

指定生乳生産者団体制度の存続と機能強化

を求める意見書

平成28年９月23日

宮崎県議会議長 星原 透 殿

提出者 宮崎県議会議員 井本 英雄

宮原 義久

松村 悟郎

野﨑 幸士

太田 清海

田口 雄二

前屋敷恵美

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第10号

スティッフパーソン症候群を指定難病とす

るよう求める意見書

議員発議案第１号から第10号まで◎

追加上程

ただいま朗読いたしました議○星原 透議長
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員発議案第１号から第10号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○星原 透議長

ように決定いたしました。

議員発議案第１号から第10号までの各号議案

を一括議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第３項

の規定により、説明及び委員会の付託を省略し

て直ちに審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○星原 透議長

ように決定いたしました。

質疑の通告はありません。

討 論◎

これより討論に入ります。○星原 透議長

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。来住一人議員。

〔登壇〕 ただいま議題となっ○来住一人議員

ております議員発議案のうち、第２号及び第５

号について、日本共産党を代表して反対の立場

から討論いたします。

まず、第２号「「鉄道の安全・安定輸送」及

び「地域を支える鉄道の発展」を求める意見

書」について述べます。

我が党も、鉄道の安全や安定的な輸送、ま

た、地方における鉄道が果たす重要性について

認識いたしておりまして、この立場に変わりな

いことを先に述べておきたいと思います。

意見書は端的に言って、ＪＲ九州の車両の固

定資産税を非課税にすること、また、自然災害

からの復旧や大規模改修の際に支援を行う、つ

まり国税の投入を政府に求めるものでありま

す。

公共交通機関としての住民の安全と生活を支

えるという第一義的な任務と、民営化及び株式

の上場による利益至上主義は、相矛盾の進行を

免れることはできないと思います。

ＪＲ九州は、昨年３月14日、32の駅の無人化

を強行いたしました。この中には、１日平

均4,484人が乗降する駅も含まれております。無

人化によって利用者等の安全性がさらに後退

し、定期券を購入できないなど利便性が格段に

損なわれるなど、多くの問題点が発生いたして

おります。しかも、無人化は、関係する自治体

などと協議するどころか、一方的なものであり

ました。このような一方的な無人化は、株式の

上場のための準備であったことは明白でありま

す。

上場すれば、当然のごとく、高い成長と配当

を求める株主から、採算性の低い鉄道部門のさ

らなる合理化が求められ、ローカル線の廃止や

駅の無人化が進められることは必定だと思われ

ます。もはやＪＲ九州は、公共交通機関という

国民的任務を放棄しようとしているのではない

かと思います。

ＪＲ九州は、不動産部門では利益を上げてお

ります。株式を上場しようという企業に新たに

税金を投入するなどの支援を行うには、国民の

合意と納得が当然必要であります。ＪＲ九州が

公共交通機関としての使命から、安全性や利便

性などを向上させる国民的公約を明らかにする

ことは、最低の条件となるものではないでしょ

うか。株主など一部の者の利益を確保するため

のものとなってはならないことは明白です。本

意見書はこうした問題点を内包しており、同意

できないものであります。
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次に、第５号「チーム学校推進法の早期制定

を求める意見書」について述べます。

本意見書は、政府に対して４つの項目を求め

ているものでありますが、２、３、４の３つの

項目は、現在の学校教育法などのもとでも解決

に向けて努力できるし、また、解決しなければ

ならない課題であり、チーム学校推進法という

新たな法律を必要としないものと考えられま

す。したがって、本意見書の目的は、第１項の

教職員体制の整備充実を図るとともに、専門職

員や専門スタッフ等が学校運営や教育活動に参

画していく「チーム学校」の実現を図るため、

チーム学校推進法を早期に成立させることに限

られてくると思います。

チーム学校推進法制定の必要性は、意見書の

前文と第１項で述べております。要約すると、

「学校現場が抱える課題が複雑・多様化してい

る中で、学校に求められる役割が拡大し、学校

や教員だけでは解決できない課題が増大してい

る。教員は長時間勤務となっており、改革が必

要」と説き、「専門職員や専門スタッフ等が学

校運営や教育活動に参画していくためにチーム

学校推進法が必要である」と述べております。

国会に提出されているチーム学校運営の推進

等に関する法律案によると、第２条に定義があ

り、ここでは、「「学校」とは」「「学校の教

職員等」とは」など、５つについて定義してお

ります。意見書が述べている「専門職員」や

「専門スタッフ等」というのは、多分第２条第

２項の「専門的知識等を有する者」と解される

と思います。スクールカウンセラーやスクール

ソーシャルワーカーなどの任につかれている方

は、一人で多くの学校を受け持っているのが現

実であります。

意見書が述べているように、学校においては

複雑で多様な問題を抱えております。その解決

の中心に置くべきは、一人一人の子供に行き届

いた教育が行われることであります。そのため

に今なすべきは、学級の児童生徒の定数を30人

とする30人学級の実現、教員の長時間勤務や多

忙化を改善し、教育の質の向上を図るために教

職員の定数を改善すること、そして、このこと

を財政的に保障する義務教育国庫負担を２分の

１に戻すことなどではないでしょうか。

この法律によって何がどのように変わるの

か、中でも子供の成長にどうかかわるのかなど

など、よく見えないのが現実であります。した

がって、私たちとしては、この法律案の慎重な

審議を求めることであります。そして、国会審

議を通じて、学校関係者を初め、国民の理解を

得ることが重要であると思います。

以上で討論を終わります。（拍手）〔降壇〕

ほかに討論の通告はありませ○星原 透議長

ん。

以上で討論は終わりました。

議員発議案第10号採決◎

これより採決に入ります。○星原 透議長

まず、議員発議案第10号についてお諮りいた

します。

本案を原案のとおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本案は原○星原 透議長

案のとおり可決されました。

議員発議案第２号及び第５号採決◎

次に、議員発議案第２号及び○星原 透議長

第５号について、一括お諮りいたします。

両案を原案のとおり可決することに賛成の議
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員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、両案は原○星原 透議長

案のとおり可決されました。

議員発議案第１号、第３号、第４号及び◎

第６号から第９号まで採決

次に、議員発議案第１号、第○星原 透議長

３号、第４号及び第６号から第９号までの各号

議案について、一括お諮りいたします。

各号議案を原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○星原 透議長

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

議員派遣の件◎

次に、議員派遣の件を議題と○星原 透議長

いたします。

お諮りいたします。

会議規則第127条の規定により、お手元に配付

のとおり、議員を派遣することに御異議ありま

せんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○星原 透議長

て、お手元に配付のとおり、議員を派遣するこ

とに決定いたしました。

議案第22号から第26号まで上程◎

次に、お手元に配付のとお○星原 透議長

り、知事から議案第22号から第26号までの各号

議案の送付を受けましたので、これらを一括上

程いたします。〔巻末参照〕

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の説○星原 透議長

明を求めます。

〔登壇〕 ただいま提案○知事（河野俊嗣君）

いたしました特別議案の御説明に先立ち、御報

告をさせていただきます。

今週19日夜から20日朝にかけて、本県を直撃

しました台風16号についてであります。

今回の台風では、県内各地で短時間に記録的

な大雨が降り、延岡市や日向市などで多数の家

屋が浸水被害を受けるなど、大きな被害が発生

しました。被害に遭われた方々には、心からお

見舞いを申し上げます。

県といたしましては、台風接近前に災害対策

本部を設置し、市町村や関係機関と連携した迅

速な対応ができるよう、情報収集等に努めたと

ころであります。今後は、現在進めております

各種施設や農作物を含む被害の全容把握を速や

かに行い、早期復旧や災害対策の強化に万全を

期してまいりたいと考えております。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、議案第22号「平成27年度宮崎県歳入

歳出決算の認定」についてであります。

これは、平成27年度の一般会計と15の特別会

計の決算について、地方自治法の規定に基づ

き、議会の認定に付するものであります。

このうち、一般会計歳入歳出決算の概要につ

いて御説明申し上げます。

決算の結果は、歳入7,060億6,084万9,000円、

歳出6,934億5,783万4,000円となっており、翌年

度への繰越事業に充当する財源を差し引いた実

質収支は72億6,751万6,000円となっておりま

す。なお、決算額には、平成27年度の特殊要因

として、口蹄疫復興対策のために発行しました

口蹄疫対策転貸債等の償還金1,200億円が計上さ
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れております。

平成27年度の財政運営につきましては、２期

目の県政運営の初年度として、人口減少問題へ

の対策や経済・雇用対策、地域医療の再生、危

機管理の強化、社会資本の整備などに積極的に

対応するため、必要な財源確保に取り組む一方

で、人件費の抑制や投資的経費の重点化、一般

行政経費の徹底した見直し等を行い、財政調整

のための基金の取り崩し額の縮減や、県債の発

行抑制により将来的な公債費の負担軽減を図っ

たところであります。

しかしながら、年々増加する社会保障関係費

に加え、防災・減災対策や公共施設の老朽化対

策、さらには国体開催に伴う施設整備等に多額

の財政負担が見込まれる上、人口減少対策を初

めとする地域経済の活性化にもより一層取り組

む必要があることから、本県財政は引き続き厳

しい状況が続く見通しとなっております。

このため、今後とも、不断の取り組みとし

て、歳入・歳出両面からの財政改革を進めつ

つ、本県が抱える課題に的確に対応した施策や

将来を見据えた施策に計画的に取り組んでいく

必要があると考えております。

議案第23号から第26号までは、平成27年度の

電気事業会計、工業用水道事業会計、地域振興

事業会計及び県立病院事業会計につきまして、

地方公営企業法の規定に基づき、決算について

議会の認定に付するものなどであります。

このほか、報告が２件ございますが、平成27

年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足

比率につきまして、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律の規定に基づき、また、平成27

年度宮崎県公営企業会計（電気事業）継続費精

算報告書につきまして、地方公営企業法施行令

の規定に基づき、それぞれ議会に報告するもの

であります。

以上、追加提案いたしました議案の概要等に

ついて御説明いたしました。よろしく御審議の

ほどお願いいたします。〔降壇〕

知事の説明は終わりました。○星原 透議長

あすからの日程をお知らせいたします。

あす24日から27日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、28日午前10時開会、決算議案

に対する質疑、決算特別委員会の設置及び決算

議案の委員会付託であります。

本日はこれで散会いたします。

午前11時３分散会



９月28日（水）
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午前 時 分開議10 0

出 席 議 員（ 名）38
（ ）1番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 来 住 一 人 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）4番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）5番 岩 切 達 哉 同

（ ）6番 右 松 隆 央 宮崎県議会自由民主党

（ ）7番 二 見 康 之 同

（ ）8番 清 山 知 憲 同

（ ）9番 島 田 俊 光 同

（ ）10番 日 高 博 之 同

（ ）11番 野 﨑 幸 士 同

（ ）12番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 星 原 透 同

（ ）14番 西 村 賢 無所属の会

（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）17番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）18番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 髙 橋 透 同

（ ）20番 丸 山 裕次郎 宮崎県議会自由民主党

（ ）21番 中 野 一 則 同

（ ）22番 中 野 明 同

（ ）23番 黒 木 正 一 同

（ ）24番 横 田 照 夫 同

（ ）25番 山 下 博 三 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 徳 重 忠 夫 自由民主党県民クラブ

（ ）29番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）30番 満 行 潤 一 県 民 連 合 宮 崎

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 後 藤 哲 朗 同

（ ）34番 外 山 衛 同

（ ）35番 松 村 悟 郎 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 原 正 三 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 宮 原 義 久 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 永 山 英 也

総 務 部 長 桑 山 秀 彦

危 機 管 理 統 括 監 畑 山 栄 介

福 祉 保 健 部 長 日 隈 俊 郎

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 中 田 哲 朗

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 東 憲之介

会 計 管 理 者 髙 原 みゆき

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 土 持 正 弘

財 政 課 長 川 畑 充 代

教 育 長 四 本 孝

警 察 本 部 長 野 口 泰

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人事委員会事務局長 金 子 洋 士

事務局職員出席者

事 務 局 長 甲 斐 正 文

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 長 倉 健 一

政 策 調 査 課 長 小 田 博 之

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 沼 口 恭一郎

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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決算議案に対する質疑◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は、決算議案に対する質疑、決算

特別委員会の設置及び決算議案の委員会付託で

あります。

まず、議案第22号から第26号までの各号議案

を一括議題といたします。

これより議案に対する質疑に入りますが、質

疑についての発言時間は、１人10分以内といた

します。

質疑の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

おはようございます。早速○前屋敷恵美議員

ですが、平成27年度宮崎県歳入歳出決算の認定

について、数点質疑をさせていただきます。自

席から行います。

まず、財政運営についてお伺いいたします。

歳入において、県債を発行して地方交付税の

肩がわりをする臨時財政対策債ですが、平成27

年度の臨財債の発行額についてお伺いします。

また、どのように臨財債の分を交付税措置され

ているのか、あわせてお聞かせください。

平成27年度の臨時○総務部長（桑山秀彦君）

財政対策債の発行額は、311億5,301万4,000円で

あります。臨時財政対策債につきましては、そ

の元利償還金相当額の全額が交付税措置される

ことになっておりまして、具体的には、過去に

発行した臨時財政対策債について、おおむね30

年で償還するものとして理論上算定した元金及

び利子の合計額が、毎年度の交付税算定におけ

る基準財政需要額に算入されております。

あわせて、平成27年度の県○前屋敷恵美議員

債発行額と県債残高についてもお聞かせくださ

い。

一般会計における○総務部長（桑山秀彦君）

平成27年度の県債発行額は617億9,551万4,000円

でありますが、償還財源が確保されております

臨時財政対策債を除いた発行額は306億4,250万

円となっております。また、27年度末の県債残

高でありますが、8,955億8,796万2,000円となっ

ております。臨時財政対策債を除く県債残高に

つきましては、5,157億9,530万7,000円となって

おります。

平成27年度の県税収入が前○前屋敷恵美議員

年度より増加しております。主な増減の内容に

ついてお聞かせください。

平成27年度の県税○総務部長（桑山秀彦君）

収入は955億9,214万4,000円となっておりまし

て、前年度より100億6,077万6,000円の増収、率

にして前年度比111.8％の増となっております。

主な内訳といたしましては、法人県民税や軽

油引取税などが減収となりましたけれども、個

人県民税が給与所得の増加や特別徴収の推進、

その他徴収努力等によりまして約２億7,000万円

の増加、法人事業税が税制改正の影響及び業績

好調業種の伸びによりまして約19億4,000万円の

増加、また、地方消費税が平成26年４月からの

税率改正による効果の平年度化によりまして

約82億8,000万円の増加となっております。

今、御報告いただきました○前屋敷恵美議員

が、県税収入が増加する中で、収入未済の多額

を個人県民税が占めている。このことをどう分

析して対策を講じておられるか伺いたいと思い

ます。

御質問ありました○総務部長（桑山秀彦君）

ように、個人県民税の収入未済額が全体の未済

額の８割以上を占めておりまして、その徴収対

策が喫緊の課題となっております。このため、

平成28年９月28日(水)
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賦課徴収権があります市町村との連携を図りま

して、併任人事交流や市町村から県への徴収引

き継ぎなどの対策に積極的に取り組みました結

果、収入未済額はピーク時よりも約39％圧縮さ

れるなどの成果が得られているところでありま

す。

こうした滞納についてなん○前屋敷恵美議員

ですけど、27年度中に県が行った滞納処分の状

況について伺いたいと思います。

平成27年度に行い○総務部長（桑山秀彦君）

ました滞納処分でありますが、件数で2,125件、

滞納税額で１億5,596万円の財産の差し押さえを

行っております。この主な内容は、預金や給与

等の債権の差し押さえでありまして、件数

で1,964件、滞納税額で１億3,853万円余となっ

ておりまして、全体の９割程度を占めておりま

す。

では次に、歳出について伺○前屋敷恵美議員

います。各部署での不用額が総額で70億8,460万

円余と前年度を上回っておりますが、この不用

額について、主に労働費、商工費、農林水産業

費、教育費について、その額と要因についてお

聞かせください。

労働費及○商工観光労働部長（中田哲朗君）

び商工費の不用額についてであります。

まず、労働費についてでありますが、不用額

は１億1,000万円余で、その主なものは、ＵＩＪ

ターン者のお試し就業に係る補助事業におい

て、助成実績が見込みを下回ったことなどによ

るものであります。

次に、商工費につきましては、不用額は５

億1,000万円余で、その主なものは、国の交付金

事業において、国からの交付額が見込み額を下

回ったことや、企業立地促進補助金において、

企業の設備投資額や雇用者数が見込みを下回っ

たことなどによるものであります。

農林水産業費○農政水産部長（郡司行敏君）

の不用額につきましては、全体で20億6,330万円

余となっております。主なものは、国の補正予

算に伴います平成28年２月補正のうち、経営体

育成支援事業等において、国からの交付額が見

込み額を下回ったことによるもの、また、口蹄

疫や高病原性鳥インフルエンザ等の危機事象に

対応する予算について、当該疾病の発生がな

かったことによる執行残等であります。

教育費の不用額７○教育長（四本 孝君）

億971万円余でありますが、主なものは、職員の

人件費において、「職員手当等」や「給料」な

どの実績が見込みを下回ったことなどによるも

のであります。

次に、監査意見書での指摘○前屋敷恵美議員

事項について伺いたいと思います。

まず、随意契約について、今回も改善を図る

ことが指摘されておりますが、具体的な内容を

伺いたいと思います。

随意契約につ○代表監査委員（高橋 博君）

いて、主なものといたしましては、コピー用紙

等の年間の購入金額が多額であるにもかかわら

ず、１回の購入金額が10万円未満であるとし

て、定期的に同一業者と一者随意契約により購

入しているものがありました。

次に、財務会計事務につい○前屋敷恵美議員

て、意見書では、事務処理の誤りや大幅なおく

れなどが依然として見受けられると指摘する一

方で、職員の事務負担の増加、また多様化の問

題も指摘されております。どのような対策・改

善が図られているのか、会計管理者に伺いたい

と思います。

会計管理局に○会計管理者（髙原みゆき君）

おきましては、財務会計事務の研修や出先機関
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に出向いての指導検査、電話相談対応などを通

して、職員の事務能力の向上に取り組んできて

おります。また、職員の負担軽減を図るため

に、事務決裁手続の簡素化や、物品の区分の見

直しなどに努めてきております。

なお、監査において指摘を受けた件数は、平

成26年度の102件から、平成27年度は60件と減少

したところでございます。

では次に、各種施策・事業○前屋敷恵美議員

について伺いたいと思います。

まず、職員定数についてです。職員人件費の

削減が続けられておりますが、知事部局及び教

育委員会について、27年度の職員実数はどう

なっているのか、前年度との比較もあわせて伺

いたいと思います。

知事部局等におけ○総務部長（桑山秀彦君）

る職員数は、平成27年４月１日現在で3,808人と

なっておりまして、前年度同期比で18人の増加

となっております。

公立学校の教職員数○教育長（四本 孝君）

は、法令に基づき５月１日現在の学級数等によ

り算定されますことから、平成27年５月１日現

在の職員数は、事務局職員を含め１万1,207人と

なっておりまして、これは前年度と比べて21人

の減となっております。

では次に、震災・防災関連○前屋敷恵美議員

についてですが、平成27年度で事業が終了いた

しました、新総合防災情報ネットワーク整備事

業の成果について伺いたいと思います。

この事業に○危機管理統括監（畑山栄介君）

よりまして、防災行政無線設備をデジタル化す

るとともに、県と市町村等との間を光回線と無

線回線で２重化することによりまして、災害時

における通信の信頼性の向上が図られたところ

であります。また、県と市町村等で各種災害情

報を共有するとともに、避難勧告等の情報につ

いて、テレビ、ラジオ等を通じて、迅速に住民

に伝達されるようになったところであります。

では続いて、木造住宅耐震○前屋敷恵美議員

化リフォーム推進事業の平成27年度の実績につ

いて伺いたいと思います。

平成27年度○県土整備事業（東 憲之介君）

の実績でありますが、アドバイザー派遣が80件

で、前年度と比較しまして４件の増となり、同

じく耐震診断が121件で29件の減、耐震改修工事

が25件で６件の増、27年度より開始いたしまし

た耐震改修設計につきましては、11件となって

おります。また、本事業の決算額は536万3,000

円であり、前年度に比べまして２万円の増と

なっております。

次に、雇用関連で伺いたい○前屋敷恵美議員

と思います。平成27年度に支出いたしました企

業立地促進補助金の対象企業数と総額につい

て、また、補助対象となった企業の雇用者数及

びそのうち非正規の雇用者数について伺いたい

と思います。

平成27年○商工観光労働部長（中田哲朗君）

度に支出いたしました企業立地促進補助金

は、22社に対しまして３億4,661万2,000円と

なっております。また、補助対象となりました

新規雇用者数は633人で、そのうち非正規雇用者

は276人となっております。

次に、教育関連で伺いま○前屋敷恵美議員

す。県立学校施設の老朽化対策の平成27年度の

実績と内容についてお聞かせください。

平成27年度における○教育長（四本 孝君）

県立学校施設の老朽化対策といたしましては、

日向工業高校や明星視覚支援学校など15校23棟

において、外壁改修工事や屋根防水工事などを

実施したところであります。
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次に、特別支援学校におけ○前屋敷恵美議員

るスクールバスの設置に関して、平成27年度の

実績と現状についてお聞かせください。

特別支援学校のスク○教育長（四本 孝君）

ールバスにつきましては、平成27年度は導入及

び更新ともに実績はありませんでした。現状と

いたしましては、県内13校中、８校で16台のス

クールバスを運行いたしております。

もう一件、私立高等学校生○前屋敷恵美議員

徒に対する就学支援金の支給者数、そして支給

額について伺いたいと思います。

私立高等学校○総合政策部長（永山英也君）

生徒に対する就学支援金の平成27年度における

支給者数は14校合計で8,892名、支給額は15

億6,357万6,650円となっております。

質疑の最後ですけれども、○前屋敷恵美議員

次に、交通関連で信号機について伺いたいと思

いますが、信号機設置の要望件数及び平成27年

度設置実績、26年度との比較について、あわせ

てお答えいただきたいと思います。

宮崎県警察で把○警察本部長（野口 泰君）

握しています信号機の設置要望件数は、累積で

約400件あります。信号機の設置につきまして

は、必要性・緊急性などを総合的に検討し、予

算の範囲内で計画的に進めているところであり

ます。また、信号機の設置実績としましては、

平成27年度に13基、平成26年度に11基をそれぞ

れ設置しております。

ありがとうございました。○前屋敷恵美議員

それぞれ質疑をさせていただきましたが、最後

に、河野県政２期目の初年度ということで、骨

格予算、肉付け予算による県政運営が行われて

まいりました。平成27年度の決算において、総

括してお答えいただきたいと思います。

平成27年度は、本県の○知事（河野俊嗣君）

厳しい財政状況を踏まえながら、人口減少問題

への対策、経済・雇用対策、地域医療の再生や

危機管理の強化など、本県が直面しております

緊急的課題に積極的に対応する一方で、人件費

の伸びの抑制や投資的経費の重点化、一般行政

経費の見直しによる収支不足の縮減に努めます

とともに、県債の発行抑制によりまして、将来

的な公債費負担の軽減にも努めたところであり

ます。これらの結果、実質収支、単年度収支は

黒字となり、県債発行額、県債残高ともに減少

するなど、堅実な財政運営を行いながら、将来

を見据えたあすの宮崎の礎づくりを進めること

ができたものと考えております。

ありがとうございました。○前屋敷恵美議員

質疑は以上で終わらせていただき、後は委員

会の質疑に移らせていただきたいと思います。

ありがとうございました。

ほかに質疑の通告はありませ○星原 透議長

ん。

以上で質疑は終わりました。

議員発議案送付の通知◎

次に、お手元に配付のとお○星原 透議長

り、委員会から議案の送付を受けましたので、

事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成28年９月28日

宮崎県議会議長 星原 透 殿

提出者 議会運営委員長 黒木 正一

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第11号
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決算特別委員会の設置について

議員発議案第11号上程、採決◎

ただいま朗読いたしました議○星原 透議長

員発議案第11号を議題といたします。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、説明及び質疑を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○星原 透議長

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第11号についてお諮りいたしま

す。

本案を原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○星原 透議長

て、本案は原案のとおり可決されました。

議案第22号から第26号まで◎

決算特別委員会付託

次に、議案の委員会付託につ○星原 透議長

いてお諮りいたします。

議案第22号から第26号までの各号議案につい

ては、お手元に配付の付託表のとおり、ただい

ま設置が決定しました決算特別委員会に付託す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、その○星原 透議長

ように決定いたしました。

ここで、決算特別委員会の正副委員長互選等

のため、暫時休憩いたします。

なお、執行部はここで退席となります。

午前10時19分休憩

午前10時28分開議

議長の報告（決算特別委員会正副委員長◎

互選結果）

休憩前に引き続き会議を開き○星原 透議長

ます。

決算特別委員会の正副委員長互選の結果を報

告いたします。

その氏名を事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

決算特別委員会 委 員 長 宮原 義久

副 委 員 長 二見 康之

ただいま朗読のとおりであり○星原 透議長

ます。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす29日から10月６日までは、決算特別委員

会及び議事整理等のため、本会議を休会いたし

ます。

次の本会議は、10月７日午前10時開会、決算

特別委員長の審査結果報告から採決までであり

ます。

本日はこれで散会いたします。

午前10時29分散会



10月７日（金）
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午前 時 分開議10 0

出 席 議 員（ 名）38
（ ）1番 有 岡 浩 一 愛みやざき

（ ）2番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）3番 来 住 一 人 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）4番 渡 辺 創 県 民 連 合 宮 崎

（ ）5番 岩 切 達 哉 同

（ ）6番 右 松 隆 央 宮崎県議会自由民主党

（ ）7番 二 見 康 之 同

（ ）8番 清 山 知 憲 同

（ ）9番 島 田 俊 光 同

（ ）10番 日 高 博 之 同

（ ）11番 野 﨑 幸 士 同

（ ）12番 日 髙 陽 一 同

（ ）13番 星 原 透 同

（ ）14番 西 村 賢 無所属の会

（ ）15番 図 師 博 規 愛みやざき

（ ）16番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）17番 前屋敷 恵 美 日本共産党宮崎県議会議員団

（ ）18番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 髙 橋 透 同

（ ）20番 丸 山 裕次郎 宮崎県議会自由民主党

（ ）21番 中 野 一 則 同

（ ）22番 中 野 明 同

（ ）23番 黒 木 正 一 同

（ ）24番 横 田 照 夫 同

（ ）25番 山 下 博 三 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）28番 徳 重 忠 夫 自由民主党県民クラブ

（ ）29番 新 見 昌 安 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（ ）30番 満 行 潤 一 県 民 連 合 宮 崎

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 緒 嶋 雅 晃 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 後 藤 哲 朗 同

（ ）34番 外 山 衛 同

（ ）35番 松 村 悟 郎 同

（ ）36番 坂 口 博 美 同

（ ）37番 原 正 三 同

（ ）38番 井 本 英 雄 同

（ ）39番 宮 原 義 久 同

地方自治法第 条による出席者121
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 稲 用 博 美

副 知 事 内 田 欽 也

総 合 政 策 部 長 永 山 英 也

総 務 部 長 桑 山 秀 彦

危 機 管 理 統 括 監 畑 山 栄 介

福 祉 保 健 部 長 日 隈 俊 郎

環 境 森 林 部 長 大 坪 篤 史

商工観光労働部長 中 田 哲 朗

農 政 水 産 部 長 郡 司 行 敏

県 土 整 備 部 長 東 憲之介

会 計 管 理 者 髙 原 みゆき

企 業 局 長 図 師 雄 一

病 院 局 長 土 持 正 弘

財 政 課 長 川 畑 充 代

教 育 長 四 本 孝

公 安 委 員 長 藤 田 紀 子

警 察 本 部 長 野 口 泰

代 表 監 査 委 員 高 橋 博

人 事 委 員 長 村 社 秀 継

事務局職員出席者

事 務 局 長 甲 斐 正 文

事 務 局 次 長 奥 野 信 利

議 事 課 長 長 倉 健 一

政 策 調 査 課 長 小 田 博 之

議 事 課 長 補 佐 伊 豆 雅 広

議 事 担 当 主 幹 松 吉 浩

議 事 課 主 査 沼 口 恭一郎

議 事 課 主 任 主 事 森 本 征 明
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決算特別委員長審査結果報告◎

これより本日の会議を開きま○星原 透議長

す。

本日の日程は、決算特別委員長の審査結果報

告から採決までであります。

まず、議案第22号から第26号までの各号議案

を一括議題といたします。

ここで、決算特別委員長の審査結果報告を求

めます。決算特別委員会、宮原義久委員長。

〔登壇〕（拍手） 当決算特別○宮原義久議員

委員会に付託されました議案第22号から第26号

に係る平成27年度決算の認定等について、各分

科会を中心に審査を行ってきたところでありま

すが、その審査の経過及び結果について御報告

を申し上げます。

まず、議案第22号「宮崎県歳入歳出決算」の

概要についてであります。

平成27年度の一般会計決算額は、歳入7,060

億6,084万9,000円、歳出6,934億5,783万4,000円

で、前年度決算額と比べ、歳入が20.6％の増、

歳出が20.8％の増となっております。歳入、歳

出ともに大幅にふえておりますが、これは、口

蹄疫対策転貸債等償還金の1,200億円を含んでい

るためであり、これを除きますと、ほぼ前年度

並みの決算規模となります。

歳入から歳出を差し引いた形式収支は126

億301万5,000円であり、このうち翌年度に繰り

越すべき財源を除いた実質収支は72億6,751

万6,000円の黒字となっております。

また、小規模企業者等設備導入資金など15の

特別会計の決算状況は、総額で、歳入が2,262

億6,599万4,000円、歳出が2,240億6,776万6,000

円となっております。

次に、議案第23号「宮崎県電気事業会計決

算」の概要についてであります。

平成27年度の事業収益は46億1,920万5,000

円、事業費用は38億304万9,000円で、当年度純

利益は８億1,615万6,000円となっており、その

他未処分利益剰余金変動額と合わせた未処分利

益剰余金は13億2,388万4,000円となっておりま

す。また、その処分については、一部を資本金

へ組み入れ、残余は建設改良積立金等に積み立

てることとされております。

なお、供給電力量の目標達成率は、降雨に恵

まれるとともに、効率的な発電が行われたた

め、118.2％となっております。

次に、議案第24号「宮崎県工業用水道事業会

計決算」の概要についてであります。

平成27年度の事業収益は３億6,884万6,000

円、事業費用は２億9,338万6,000円で、当年度

純利益は7,546万円となっており、その他未処分

利益剰余金変動額と合わせた未処分利益剰余金

は１億8,858万7,000円となっております。ま

た、その処分については、一部を資本金へ組み

入れ、残余は借入金償還積立金に積み立てるこ

ととされております。

なお、常時使用水量の目標達成率は、一部ユ

ーザーの増量予定が延期となったこと等により

給水量が減少したため、95.1％となっておりま

す。

次に、議案第25号「宮崎県地域振興事業会計

決算」の概要についてであります。

平成27年度の事業収益は2,436万2,000円、事

業費用は1,730万8,000円で、当年度純利益は705

万4,000円となっており、その他未処分利益剰余

金変動額と合わせた未処分利益剰余金は1,596

万4,000円となっております。その処分について

は、一部を資本金へ組み入れ、残余は借入金償

還積立金に積み立てることとされております。

平成28年10月７日(金)
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なお、施設利用者数の目標達成率は、天候不

順の影響等により97％となっております。

最後に、議案第26号「宮崎県立病院事業会計

決算」の概要についてであります。

平成27年度の事業収益は303億3,862万8,000

円、事業費用は301億1,243万１,000円で、当年

度純利益は２億2,619万7,000円となっており、

前年度と比較すると、純損益は３億873万円改善

しております。

これらの決算審査に当たっては、予算の執行

が議会の議決の趣旨及び目的に沿って適正かつ

効率的になされ、所期の事業目的が達成された

かどうかについて確認することを基本とした決

算審査方針に基づき、慎重な審査を行いまし

た。

その結果、一部に改善すべき点は見受けられ

るものの、全般的に適正に執行されており、議

案第22号については賛成多数、議案第23号から

第26号については全会一致で、認定、または可

決及び認定すべきものと決しました。

以下、当委員会における指摘要望事項につい

て申し上げます。

まず、総括的事項であります。

本県の財政を取り巻く状況は、年々増加する

社会保障関係費に加え、国体開催に伴う施設整

備等の多額の財政負担が見込まれており、厳し

さが増すものと考えられます。そこで、引き続

き、財政改革を推進し、効果的・効率的な予算

の執行に努めるなど、健全な財政運営に取り組

むことを求めます。

次に、「主要施策の成果に関する報告書」に

記載されている施策の進捗状況を示す指標につ

いて、県民が施策の成果をより具体的にイメー

ジしやすいよう、引用元となっているアクショ

ンプラン等の次期策定に向けて、見直しを検討

することを求めます。

次に、個別的事項として、次の諸点について

県当局の今後一層の取り組みや検討、改善を求

めるものであります。

１つ、地域政策共同研究事業により生まれた

アイデアを生かし、中山間地域の課題解決に関

係団体と連携して取り組むこと。

１つ、東日本大震災復興活動支援について、

被災地や被災された方々のニーズと実態を踏ま

えて事業内容を見直しながら取り組むこと。

１つ、自殺対策について、自殺死亡率が依然

として高い水準にあることから、これまでの取

り組みをより一層充実させること。

１つ、健康寿命対策について、運動と食べ物

と心のバランスが大事なので、関係課等が連携

して、取り組みをさらに推進すること。

１つ、県立病院について、引き続き経営の改

善に努めるとともに、心臓カテーテル治療など

の高度医療への取り組みを充実するなど、本県

の中核病院としての役割をさらに果たせるよう

取り組むこと。

１つ、産業を支える人材の育成・確保につい

て、企業や労働者のニーズに応じた利用しやす

い認定職業訓練のあり方について検討を行うと

ともに、人材供給の拠点である産業技術専門校

においては、高校などと連携しながら、技能の

重要性や訓練内容等の周知啓発に努め、生徒の

確保を図るなど、その役割を十分に果たすこ

と。

１つ、観光振興について、観光入り込み客数

等が落ち込まないよう、その時々に応じた適切

な対策を講じることはもとより、国内外からの

より一層の誘客促進を図るなど、勢いを緩める

ことなく、さらに上を目指す姿勢で取り組むこ

と。
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１つ、道路等の環境保全活動への県民参加に

ついて、道路愛護等の機運醸成を図るととも

に、参加を促す仕組みづくりの充実を検討する

こと。

１つ、「水を貯え、災害に強い森林づくり事

業」について、森林を県民共有の財産として引

き続き守り育てていくためにも、この取り組み

が全国のモデルとなるよう、今後ともしっかり

と取り組むこと。

１つ、「みやざきスギ」など県産材の輸出促

進について、今後も海外市場のニーズ等を的確

に把握し、取り組みをさらに推進すること。

１つ、畑地かんがい営農の推進について、畑

作農業の振興を図る上では、施設の整備と有効

活用が大変重要であることから、さらなる推進

に努めること。

１つ、宮崎県水産業・漁村振興長期計画に基

づき、儲かる漁業の実現に向けた具体的な取り

組みを進めるとともに、本県漁業の担い手確保

に積極的に取り組むこと。

１つ、文化の振興について、「旅する美術館

事業」など、広く県民が美術や文化に親しむ機

会を創出する館外展開事業等に継続して取り組

むこと。

１つ、育英資金特別会計について、償還促進

に向けてより一層の努力を続けるとともに、延

滞金の利率についても見直しを検討すること。

当委員会での指摘要望事項は以上であります

が、今後の予算編成及び事業執行に当たって

は、当委員会並びに監査委員の指摘要望事項に

ついて特段の改善と努力が図られるよう、重ね

て要望するものであります。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

以上で、決算特別委員長の審○星原 透議長

査結果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

討 論◎

これより討論に入りますが、○星原 透議長

討論についての発言時間は１人10分以内といた

します。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

〔登壇〕 おはようございま○前屋敷恵美議員

す。日本共産党の前屋敷恵美でございます。

日本共産党を代表して、議案第22号「平成27

年度宮崎県歳入歳出決算の認定について」、反

対の立場から討論いたします。

河野県政２期目の初年度、「子どもの貧困対

策元年」が位置づけられた年でもありました

が、十分機能したでしょうか。県民が置かれて

いる暮らしの状況は、決して安易なものではあ

りません。本当に必要なところに必要な予算化

や手だてが講じられたでしょうか。平成27年度

も医療、介護、年金などの社会保障、子供の貧

困、子育て、雇用、地域経済などなど、県民生

活の安定にかかわる課題解決の県政運営が求め

られました。しかし、こうした県民の期待に十

分応えたとは言いがたいものです。

まず、財政運営において、歳入歳出に関し

て、そのあり方も含め、もろもろ述べたい点は

ありますが、今回は、県民生活に直接かかわっ

ている問題点に絞って述べたいと思います。

一つに、福祉・社会保障の分野についてで

す。国の医療介護総合確保推進法に基づいて、

地域医療介護総合確保基金に積み増しを行いな

がら、国主導の事業が行われてきたことです。

医療介護総合確保推進法は、今後迎える高齢化
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のピークに備えて、かかる費用の抑制を図ろう

とするもので、医療・介護の制度を改悪しなが

ら、入院病床の削減や介護抑制を本格化させ、

病院から施設へ、施設から在宅への流れをつく

り、高齢者に在宅での自立を求めるもので、ま

た、高齢者のみならず、県民の安心できる医療

や介護の体制を根底から覆すことにつながるも

のとして看過できないものです。

特別養護老人ホームについては、入所基準を

要介護３以上に制限する中で、2,000名を超える

入所待機者に対する手だては大きく立ちおくれ

ています。

また、国民健康保険財政安定化基金の創設が

行われましたが、この基金は、2018年度から国

が実施しようとしている市町村国保の都道府県

単位化、いわゆる広域化を推進するためのもの

です。この国保の都道府県単位化は、現在、深

刻な事態にある高過ぎる国保税などの構造的な

問題を何ら解決するものではなく、医療供給体

制と医療費支払いをリンクさせ、医療の適正

化、医療費の削減を図ろうとするもので、医療

介護総合確保推進法のさらなる具体化です。

子育て支援においては、放課後児童クラブ事

業一つとっても、原則３年生以下だった児童ク

ラブの対象が全学年に拡大され、利用申請がふ

える中で、前年度より受け入れはふえたとはい

え、入れなかった児童は465人と調査されており

ますが、児童クラブのない自治体もあり、利用

したくてもできない待機児童はもっと多いと思

われます。こうした状態は、働く親にとって安

心して子育てできる環境とは言えません。施設

の整備を含め、特に夏休みなどの対策は喫緊の

課題です。また、子育て世代の要望が強い子供

医療費助成の拡充についても、しっかり受けと

めるべきと思います。

さらに、ＴＰＰ対策関連予算、総額31億8,100

万円が計上されたことです。特に農業分野の内

容を見れば、本来の農業の振興にとって必要な

事業もあります。しかし、要は、国際競争力を

つけて、攻めの農業で対処しようとするもので

あり、今後どれほどの対策費が必要となるので

しょうか。こうした流れに乗れない農家が取り

残されていくことになれば、本来の崇高な農業

のあり方から大きく逸脱するものと言わなけれ

ばなりません。政府は、最低限守ると公約した

重要５品目を聖域とした国会決議もほごにし

て、今臨時国会での批准を図ろうとしています

が、早晩、こうした対策予算での限界は見えて

くるのではないでしょうか。

ＴＰＰは、農業のみならず、食の安全、医

療、地域経済などに影響を及ぼし、命と暮ら

し、そして環境を犠牲に企業の利益をふやすル

ールを押しつけるというものです。県民が不利

益をこうむるからには、県は国に対し、国会批

准の中止はもとより、ＴＰＰ交渉からの撤退を

強く要求することが何より求められていると思

います。

最後に、東九州新幹線整備計画路線への格上

げに向けて、予算をつけての調査が開始されま

したが、知事が言われる「くらしの豊かさ日本

一」を目指す宮崎県として、今、力を注ぐべき

は、県民の長年の念願でもあります日豊本線の

複線化を現実のものにすることではないでしょ

うか。もっと日常生活の利便性を追求すること

ではないかと思います。

以上、平成27年度決算について、問題点を

絞って指摘いたしました。県民の期待に応える

べく今後の予算編成に生かしていただくことを

申し述べて、決算認定についての反対討論とい

たします。以上です。（拍手）〔降壇〕
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ほかに討論の通告はありませ○星原 透議長

ん。

以上で討論は終わりました。

議案第22号採決◎

これより採決に入ります。○星原 透議長

まず、議案第22号についてお諮りいたしま

す。

本案に対する委員長の審査結果報告は認定で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

起立多数。よって、本案は委○星原 透議長

員長の報告のとおり認定されました。

議案第23号から第26号まで採決◎

次に、議案第23号から第26号○星原 透議長

までの各号議案について、一括お諮りいたしま

す。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は、

可決及び認定、または認定であります。委員長

の報告のとおり決することに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○星原 透議長

て、各号議案は委員長の報告のとおり、可決及

び認定、または認定されました。

議員派遣の件◎

次に、議員派遣の件を議題と○星原 透議長

いたします。

お諮りいたします。

会議規則第127条の規定により、お手元に配付

のとおり議員を派遣することに御異議ありませ

んか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○星原 透議長

て、お手元に配付のとおり議員を派遣すること

に決定いたしました。

閉 会◎

以上で、今期定例会の議事は○星原 透議長

全て終了いたしました。

これをもちまして、平成28年９月定例県議会

を閉会いたします。

午前10時21分閉会

平成28年10月７日(金)
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平成２８年９月定例県議会日程

３６日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

議会運営委員会 9:30開会
議席の一部変更
会議録署名議員指名
議会運営委員長審査結果報告９． ２ 金 本会議
会期決定
議員の辞職許可
議案上程
知事提案理由説明

３ 土
（ 閉 庁 日 ）

４ 日
休 会

代表質問通告締切 12:00５ 月
（ 議 案 調 査 ）

一般質問通告締切 12:00６ 火

７ 水 議会運営委員会 9:30
代 表 質 問

８ 木 本会議

請願締切 16:00９ 金 一 般 質 問

１０ 土
休 会 （ 閉 庁 日 ）

１１ 日

議員発議案締切 17:00
１２ 月 一 般 質 問

（会派提出）

本会議
議会運営委員会 9:30一 般 質 問

質疑、討論、採決（人事案件）１３ 火
議案・請願委員会付託

１４ 水

常 任 委 員 会
１５ 木

議員発議案締切 17:00
１６ 金

（会派提出を除く）休 会

１７ 土
（ 閉 庁 日 ）

１８ 日

１９ （ 閉 庁 日 ） 敬老の日月
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月 日 曜 区 分 議 事 備 考

９．２０ 火 議会運営委員会特 別 委 員 会

休 会 （ 議 事 整 理 ）２１ 水

２２ 木 （ 閉 庁 日 ） 秋分の日

議会運営委員会 9:30常任委員長審査結果報告
質疑、討論、採決

２３ 金 本会議
議案上程（決算議案）
知事提案理由説明

２４ 土
（ 閉 庁 日 ）

２５ 日
休 会

月２６
（ 議 案 調 査 ）

２７ 火

議会運営委員会 9:30質疑（決算議案）
議員発議案上程、採決
（決算特別委員会設置）

２８ 水 本会議
議案委員会付託（決算議案）

決 算 特 別 委 員 会

２９ 木
決 算 特 別 委 員 会

３０ 金

１０． １ 土
（ 閉 庁 日 ）

２ 日

休 会
３ 月

（ 議 事 整 理 ）
４ 火

５ 水 決 算 特 別 委 員 会

６ 木 （ 議 事 整 理 ）

議会運営委員会 9:30決算特別委員長審査結果報告
質疑、討論、採決７ 金 本会議
閉会



－ 331 －



－ 332 －
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平成２８年９月定例県議会

代 表 質 問 時 間 割

９月７日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 松村 悟郎 １０：００～１２：００ 休憩

２ 自 由 民 主 党 黒木 正一 １３：００～１５：００

９月８日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

３ 県 民 連 合 宮 崎 太田 清海 １０：００～１２：００ 休憩

４ 公 明 党 重松幸次郎 １３：００～１４：２０

＊ 会派別の質問時間（質問取扱要領）

自由民主党 １２０分以内

県民連合宮崎 ６０分以内

公 明 党 ４０分以内
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平成２８年９月定例県議会

一 般 質 問 時 間 割

９月９日（金）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 山下 博三 １０：００～１１：００

２ 愛 み や ざ き 図師 博規 １１：００～１２：００ 休憩

３ 県 民 連 合 宮 崎 満行 潤一 １３：００～１４：００

４ 自 由 民 主 党 清山 知憲 １４：００～１５：００ 休憩

５ 自 由 民 主 党 中野 一則 １５：１０～１６：１０

９月１２日（月）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

６ 自由民主党県民クラブ 徳重 忠夫 １０：００～１１：００

７ 自 由 民 主 党 右松 隆央 １１：００～１２：００ 休憩

８ 自 由 民 主 党 日高 博之 １３：００～１４：００

９ 自 由 民 主 党 横田 照夫 １４：００～１５：００

９月１３日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１０ 公 明 党 河野 哲也 １０：００～１１：００

１１ 自 由 民 主 党 原 正三 １１：００～１２：００ 休憩

１２ 県 民 連 合 宮 崎 渡辺 創 １３：００～１４：００

１３ 日 本 共 産 党 来住 一人 １４：００～１５：００

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内（質問取扱要領）



平成２８年９月定例県議会

［議　案］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第１号 平成28年度宮崎県一般会計補正予算（第４号） 可決 可決 可決 可決

第２号
平成28年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正
予算（第１号）

可決

第３号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 可決

第４号
退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正
する条例

可決

第５号
宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部
を改正する条例

可決

第６号 宮崎県地方独立行政法人評価委員会条例 可決

第７号
宮崎県警察本部の内部組織に関する条例の一部を改
正する条例

可決

第８号 工事請負契約の変更について 可決

第９号 宮崎県公共施設等総合管理計画の策定について 可決

第１０号
公立大学法人宮崎県立看護大学定款の制定につい
て

可決

第１１号
公立大学法人宮崎県立看護大学に承継させる権利を
定めることについて

可決

［請　願］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第３号
所得税法第５６条の廃止を求める意見書を国に提出
することを求める請願

採択

第5-1号
介護福祉士等修学資金貸付制度の強化並びに介護
福祉士養成に係る離職者訓練（委託訓練）制度の定
員数の拡大を求める意見書の提出に関する請願

取下げ

第６号
高等学校の公私間格差解消のため、私学助成の増額
を求める請願

不採択

第１４号
指定生乳生産者団体制度の存続と機能強化に関する
国への意見書提出を求める請願

採択

第１５号
後期高齢者医療制度の保険料軽減特別措置の継続
等を求める意見書提出の請願

採択

第１６号
宮崎県議会よりスティッフパーソン症候群を指定難病
とするよう国の関係機関に意見書を提出していただく
よう求める請願

採択

第１７号
子どもの医療費無料化を中学校卒業まで引き上げる
ことを求める請願

継続

番　号 件　名

常 任 委 員 会

議案・請願　委員会審査結果表

番　号 件　名

常 任 委 員 会

-　336　-



平成２８年９月定例県議会

［議　案］

総務
政策

厚生
商工
建設

環境
農林
水産

文教
警察
企業

第２１号 平成28年度宮崎県一般会計補正予算（第５号） 可決

議案　委員会審査結果表

番　号 件　名

常 任 委 員 会

-　337　-
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成２８年９月定例県議会

委 員 会 名 事 件 理 由

調査を要す
総務政策常任委員会 総合政策及び行財政対策に関する調査

るため

請願第17号 子どもの医療費無料化を中学校卒業ま
慎重な審査

厚 生 常 任 委 員 会
で引き上げることを求める請願

・調査を要

するため
福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する調査

調査を要す
商工建設常任委員会 商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査

るため

環 境 農 林 水 産
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査

調査を要す
常 任 委 員 会 るため

文 教 警 察 企 業 教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に 調査を要す

常 任 委 員 会 関する調査 るため

円滑な議会

議 会 運 営 委 員 会 次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る

ため



平成２８年９月定例県議会

［議　案］

番　号 件　名

第２２号 平成27年度宮崎県歳入歳出決算の認定について

第２３号
平成27年度宮崎県電気事業会計利益の処分及び決
算の認定について

第２４号
平成27年度宮崎県工業用水道事業会計利益の処分
及び決算の認定について

第２５号
平成27年度宮崎県地域振興事業会計利益の処分及
び決算の認定について

第２６号
平成27年度宮崎県立病院事業会計決算の認定につ
いて

認　定

決算議案　委員会審査結果表

委員会審査結果

認　定

可決及び認定

-　339　-



議 案 議 決 件 名 一 覧 表



- 343 -

議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 平成28年度宮崎県一般会計補正予算（第４号） ９月23日・ 可 決

〃 第２号 平成28年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正予 〃

算（第１号）

〃 第３号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 〃

〃 第４号 退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正 〃

する条例

〃 第５号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第６号 宮崎県地方独立行政法人評価委員会条例 〃

〃 第７号 宮崎県警察本部の内部組織に関する条例の一部を改 〃

正する条例

〃 第８号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第９号 宮崎県公共施設等総合管理計画の策定について 〃

〃 第10号 公立大学法人宮崎県立看護大学定款の制定について 〃

〃 第11号 公立大学法人宮崎県立看護大学に承継させる権利を 〃

定めることについて

〃 第12号 教育委員会委員の任命の同意について ９月13日・ 同 意

〃 第13号 教育委員会委員の任命の同意について 〃

〃 第14号 土地利用審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第15号 土地利用審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第16号 土地利用審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第17号 土地利用審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第18号 土地利用審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第19号 土地利用審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第20号 土地利用審査会委員の任命の同意について 〃

〃 第21号 平成28年度宮崎県一般会計補正予算（第５号） ９月13日・ 可 決

〃 第22号 平成27年度宮崎県歳入歳出決算の認定について 10月７日・ 認 定

〃 第23号 平成27年度宮崎県電気事業会計利益の処分及び決算 10月７日・可決及び

の認定について 認定

〃 第24号 平成27年度宮崎県工業用水道事業会計利益の処分及 〃

び決算の認定について
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第25号 平成27年度宮崎県地域振興事業会計利益の処分及び 10月７日・可決及び

決算の認定について 認定

〃 第26号 平成27年度宮崎県立病院事業会計決算の認定につい 10月７日・ 認 定

て

議員発議案 第１号 「特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法」の期 ９月23日・ 可 決

限延長に関する意見書

〃 第２号 「鉄道の安全・安定輸送」及び「地域を支える鉄道 〃

の発展」を求める意見書

〃 第３号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の拡充を 〃

求める意見書

〃 第４号 子どもの貧困対策の推進と強化を求める意見書 〃

〃 第５号 チーム学校推進法の早期制定を求める意見書 〃

〃 第６号 有害鳥獣対策の推進を求める意見書 〃

〃 第７号 所得税法第56条の廃止を求める意見書 〃

〃 第８号 後期高齢者医療制度の保険料軽減特例措置の継続等 〃

を求める意見書

〃 第９号 指定生乳生産者団体制度の存続と機能強化を求める 〃

意見書

〃 第10号 スティッフパーソン症候群を指定難病とするよう求 〃

める意見書

〃 第11号 決算特別委員会の設置について ９月28日・ 可 決



議 員 発 議 案 等
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議員発議案第１号

「特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法」

の期限延長に関する意見書

特殊土壌地帯の災害防除と農業生産力の向上については､昭和２７年

に「特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法」が制定されて以来､こ

れまで１２回にわたる期限延長が図られ､多大な成果をあげてきている

ところである。

しかし､近年､局地的な集中豪雨による甚大な災害が続く中､侵食を受

けやすい特殊土壌地帯においては、治山、治水や急傾斜地崩壊対策、道

路・農地防災など住民が安心して暮らしていくために必要な対策を引き

続き講じていく必要がある。

また、特殊土壌の不利な点を補い、収益性の高い農業を効率的かつ安

定的に展開していくための農用地整備についても、さらに推進する必要

がある。

このような中で 「特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法」が平、

成２９年３月３１日で期限切れとなる。

ついては、災害の多発や農業の生産性に不利な面があるなど､特殊土

壌地帯の厳しい実情を御賢察のうえ 「特殊土壌地帯災害防除及び振興、

臨時措置法」の期限を５年間延長することを強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２８年９月２３日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿

内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿

総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿

農林水産大臣 山 本 有 二 殿

国土交通大臣 石 井 啓 一 殿

内閣官房長官 菅 義 偉 殿
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議員発議案第２号

「鉄道の安全・安定輸送」及び「地域を支える鉄道の発展」を求める意見書

ＪＲ九州は、本年１０月には株式上場し完全民営化を予定しているが、会社発足

当初から営業赤字を前提とした経営で、この間、経営安定基金の運用益や税制特例

等の支援策により経営を維持してきた状況である。

ＪＲ九州では、これまで台風や集中豪雨、平成２８年熊本地震からの復旧対応、

予防保全措置など防災対策の強化、さらには鉄道構造物（トンネル、橋梁等）の老

朽化に伴う大規模改修の必要性など、安全輸送確保のために早急な対処をせまられ

ているが、一事業者の努力の範疇を超える課題については、国家的な観点からの対

応が求められる。

そもそもローカル線を多く抱えるＪＲ九州の鉄道事業は、その体質上、きわめて

厳しい経営環境にあり、今後、人口減少の進む社会の中で、さらに少子高齢化が顕

著な九州において、地域の産業や住民生活を支える鉄道の安全・安定的な運営と、

地域交通や鉄道貨物ネットワークの維持・発展のためには、総合的な支援が欠かせ

ない。

よって、国においては下記の事項を実現するよう強く要望する。

記

１ ＪＲ九州の鉄道用車両に対する固定資産税を非課税とすること。

２ 鉄道事業各社の経営自立に向けた、安定的な運営と地域交通や鉄道ネットワー

クの維持・発展に資する所要の措置を図ること。

３ 鉄道防災・予防保全策への支援、及び自然災害から鉄道施設・設備を復旧させ

る場合の支援、並びに、老朽化が進む鉄道構造物の大規模改修に向けた支援を行

うこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２８年９月２３日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿
参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿
国 土 交 通 大 臣 石 井 啓 一 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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議員発議案第３号

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度の拡充を求める意見書

日本は、ＯＥＣＤ諸国に比べて、１学級当たりの児童生徒数も、教員１人当たり

の児童生徒数も多い状況にある。

また、障がいのある子どもたちに対する合理的配慮への対応、日本語指導などを

必要とする子どもたちへの支援、いじめ・不登校の課題など、学校を取り巻く状況

は複雑化、困難化しており、学校に求められる役割は拡大している。

さらに、学習指導要領の改訂により、授業時数や指導内容も増加しており、こう

した課題や問題の解決に向けて、少人数教育の推進を含む計画的な教職員定数の改

善が必要である。

いくつかの自治体においては、厳しい財政状況の中、独自財源による定数措置が

行われているが、子どもたちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けら

れることが当然でなければならない。

自治体が見通しを持って安定的に教職員を配置し、一人ひとりの子どもたちへの

きめ細かな対応や、学びの質を高める教育環境を実現するため、また、教育の機会

、 。均等と水準の維持向上を図るため 下記事項のとおり対応されるよう強く要望する

記

１ 計画的な教職員定数改善が推進できるよう国全体として取り組まれること。

２ 義務教育費国庫負担制度は、義務教育には必要不可欠なものであることから、

この制度の堅持はもとより、義務教育費国庫負担の拡充を実現すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２８年９月２３日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿

文 部 科 学 大 臣 松 野 博 一 殿

内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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議員発議案第４号

子どもの貧困対策の推進と強化を求める意見書

日本の子どもの相対的貧困率は１６．３％（２０１４年発表）で、６人に１人が
貧困状態にある。特に、ひとり親世帯等の相対的貧困率は５４．６％で、２人に１

。人強が貧困状態にあり、先進国の中で非常に厳しい水準である
貧困の連鎖を絶つことを目的とする「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が

施行され、国が教育や保護者の就労、経済支援等を総合的に進める大綱を策定して
。 、 、２年が経過した 地方自治体は 地域の状況に応じた施策に取り組み始めているが

大半の自治体がその基礎となる実態調査を行っていないのが実態である。
経済的貧困は生活資源の不足にとどまらず、子どもの健康、成長・発達、学力・

進学、家族関係・人間関係、精神保健など、様々に影響を及ぼし、子どもの将来の
みならず、社会の安定にも深く関わっている。

、 、子どもたちが自分の可能性を信じ 未来を切り拓いていけるようにするためには
同法の意義を十分に踏まえ、国の予算を確保し、問題の解決に向けて対策を行う必
要がある。
よって、子どもの貧困対策の推進と強化のため、国においては下記事項について

早急に取り組むことを強く要望する。

記

１ 地方自治体が「子どもの貧困」把握のための実態調査を実施し、貧困対策につ
いて計画策定ができるよう、調査の実施や分析についての支援、財政支援などを
行うこと。

２ 地方自治体の調査、取組などのフォローアップを徹底し、国の総合的な対策に
生かすこと。

３ 子どもの貧困対策に取り組む民間の活動を官民一体で支援する「子供の未来応
援基金」については、真に有効な活用ができるようあり方を見直すこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２８年９月２３日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿
参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿
総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿
文 部 科 学 大 臣 松 野 博 一 殿
厚 生 労 働 大 臣 塩 崎 恭 久 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿

加 藤 勝 信 殿
内閣府特命担当大臣
（ 少 子 化 対 策 ）
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議員発議案第５号

チーム学校推進法の早期制定を求める意見書

グローバル化や生産年齢人口の減少などの社会や経済の急速な変化、学校現場が
抱える課題が複雑化・多様化する中、貧困問題への対応や保護者等からの要望への
対応など、学校に求められる役割が拡大し、学校や教員だけでは解決できない課題
が増大している。それに伴い、教員の勤務実態に関する国内外の調査からも、我が
国における教員の長時間勤務の実態が明らかになっており、待ったなしの改革が必
要である。
このため、教員が総合的な指導を担う日本の学校の特徴を生かしつつ、複雑化・

「 」 、困難化する課題に対応できる 次世代の学校 を構築していく必要があることから
下記の事項について強く要望する。国に対し

記

１ 教職員体制の整備充実を図るとともに、専門職員や専門スタッフ等が学校運営
や教育活動に参画していく「チーム学校」の実現を図るため、チーム学校推進法
を早期に成立させること。

２ 教員が担うべき業務に専念し、子どもと向き合う時間を確保するため、学校や
教員が携わってきた従来の業務を不断に見直し、教員の業務の適正化を促進する
こと。

３ 部活動は、教員の負担軽減を図りつつ部活動の指導を充実するため、休養日の
設定を徹底した上で、地域のスポーツ指導者や引退したトップアスリート、退職
教員、運動部や文化部所属の大学生等、地域の幅広い協力を得て行えるよう、環
境整備を進めること。

４ 教員の長時間労働という働き方を見直し、心身ともに健康を維持できる職場づ
くりを推進するため、国は定期的な実態調査の実施やメンタルヘルス対策の推進
を図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２８年９月２３日
宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿
参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿
文 部 科 学 大 臣 松 野 博 一 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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議員発議案第６号

有害鳥獣対策の推進を求める意見書

有害鳥獣については、これまで対策を講じてきているが、地球温暖化による生息
環境の変化、高齢化による狩猟者数の減少などにより、有害鳥獣の数は増加し、農
作物に対する被害は２００億円程度で推移しており、有害鳥獣による被害により国
内農業従事者が事業を継続する上において深刻な事態を招いている。
財産のみならず身体・生命を守るためには、生態系に配慮しながら、有害鳥獣を

一定数駆除する必要があると考えられるものの、捕獲後の処理にかかる負担や駆除
が追い付かないなど、様々な課題により、有害鳥獣の個体数削減に至っていない状
況がある。
このため、有害鳥獣駆除の促進や負担軽減、処分後の利活用並びに地域資源への

転化など、有害鳥獣対策の推進を図る必要があることから、国に対し下記の事項に
ついて強く要望する。

記

１ 有害鳥獣被害を低減させるため、そして住民の生命を守るためにも、被害対策
の中核となるコーディネーターを育成するとともに、必要な数の狩猟者（鳥獣被
害対策実施隊）を確保できるよう、鳥獣被害防止特措法の改正など、さらなる措
置を講ずること。

２ 侵入防止（電気）柵施設における安全を確保するため、さらなる指導を徹底す
ること。

３ 有害鳥獣の行動様式を的確に把握し、個体数を管理するため、ＩＣＴの積極的
な活用を推進すること。

４ 国内各地域に広域で利用できる有害鳥獣向け食肉処理施設を整備すること。

５ ジビエとして積極的に活用し 「六次産業化」を推進すること。、

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２８年９月２３日
宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿
参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿
内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿
農 林 水 産 大 臣 山 本 有 二 殿
経 済 産 業 大 臣 世 耕 弘 成 殿
環 境 大 臣 山 本 公 一 殿
内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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議員発議案第７号

所得税法第５６条の廃止を求める意見書

経済の担い手として本県経済の発展に貢献している小規模企業者は、家族従業

者の支えによるところが非常に大きいが、その労働対価は、所得税法第５６条の

規定により、必要経費に算入しないこととされている。

一方、同法第５７条では、事業に専従する家族従業者の労働対価は、青色申告

を行うことにより必要経費への算入が認められるが、いわゆる白色申告では、事

業主の所得からの控除額として、配偶者の場合で８６万円、その他の親族の場合

は５０万円が認められているだけである。

しかしながら、ドイツ、フランス、アメリカなど、世界の主要国においては、

家族従業者の労働対価は、一定の要件の下で必要経費として認めており、現在の

日本の所得税法上の取扱いは、家族従業者の労働が適正に評価されているとは言

いがたく、かねてより、その問題点が指摘されていることから、申告形式にとら

われない労働実態に応じた税制にすべきである。

よって、国におかれては、家族従業者の労働が適正に評価されるよう、所得税

法第５６条を廃止することを強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２８年９月２３日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿

総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿

内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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議員発議案第８号

後期高齢者医療制度の保険料軽減特例措置の継続等を求める意見書

後期高齢者医療制度については、増大する高齢者医療費を現役世代と高齢者で
ともに支え合うものとして、従前の老人保健制度、退職者医療制度を廃止した上

で、平成２０年度に創設された。
制度施行に当たっては、激変緩和の観点から、世帯所得に応じた保険料の軽減

特例措置が設けられ、保険料のうち均等割については９割まで、所得割について

は５割軽減することとし、国の毎年度の予算措置によって講じられてきたところ
であるが、平成２７年１月の社会保障制度改革推進本部が決定した「医療保険制

度改革骨子」において、当該特例措置については、段階的に縮小することとされ
たところである。
その中で、低所得者に対する介護保険料の軽減の拡充や年金生活者支援給付金

の支給とあわせて実施することにより低所得者に配慮しつつ、急激な負担増とな
る者については、きめ細かな激変緩和措置を講ずることとされているが、消費税

、 、率再引上げの延期により それらの社会保障関連施策の見直しが検討されており
低所得者層の負担軽減措置が担保されない懸念がある。
また、全国後期高齢者医療広域連合協議会においても、平成２７年１１月１２

日「後期高齢者医療制度に関する要望書」において 「低所得者に対する保険料、
軽減特例措置について」は 「高齢者の生活に影響を与える保険料とならないよ、

う、現行制度を維持すること。やむを得ず見直す場合は、激変緩和措置を講ずる
こと 」を求めている。。
よって、国におかれては、低所得者の負担に配慮したものとなるよう、後期高

齢者医療制度の保険料軽減特例措置の継続を含めた見直しを行うことを強く要望
する。

以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。

平成２８年９月２３日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿

総 務 大 臣 高 市 早 苗 殿

厚 生 労 働 大 臣 塩 崎 恭 久 殿

内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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議員発議案第９号

指定生乳生産者団体制度の存続と機能強化を求める意見書

指定生乳生産者団体（以下「指定団体」という ）制度は、地域で生産された。

生乳の一元集荷や複数の乳業者に対する多元販売により生産者の価格交渉力を高

め、集送乳の合理化、適正な価格形成や需給調整を行うことを通じて、酪農経営

の安定や国内生乳生産の確保及び牛乳・乳製品の安定供給を支えている。

このような中、政府の規制改革会議は、去る５月１９日に、今年秋までに「指

定団体制度の是非や現行の補給金の交付対象の在り方を含めた抜本的改革につい

て検討し、結論を得る 」とした。。

生乳は腐敗しやすく、日々・季節毎に供給・需要ともに変動する等の特性があ

り、今後とも、指定団体の果たしている重要な役割である①乳業メーカーとの交

渉、②条件不利地域を含む集乳の引き受けや集送乳の効率化、③価格の高い飲用

乳と低い加工原料乳の調整などの機能を引き続き堅持することが必要である。

現行の指定団体制度を廃止することは、本県など、中山間地域等の条件不利地

域で経営を行っている酪農家にとって、生乳の輸送コストの増大や再生産のため

の適正な取引価格の形成が困難になるなど、大きな影響が危惧される。

よって、国におかれては、酪農家が安心して経営を継続し、安全・安心な牛乳

・乳製品の安定供給に繋げるために、現行の指定団体制度の存続と更なる機能強

化を図るよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２８年９月２３日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

農 林 水 産 大 臣 山 本 有 二 殿

内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿

殿
内閣府特命担当大臣

山 本 幸 三
（ 規 制 改 革 ）
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議員発議案第10号

スティッフパーソン症候群を指定難病とするよう求める意見書

、 （ ） 、スティッフパーソン症候群は 脳と脊髄 中枢神経系 にまつわる病気であり

脳から脊髄を通り筋肉へ命令がうまく働かないため、体の筋肉に力が入ったまま
となり、歩行など日常の動作に支障を来すほか、けいれん、こわばり（強直）が

出ることもある。
、 、 、こうした症状は周囲の環境によって誘発され 大きな音 体への刺激で悪化し

全身に症状が及ぶと寝たきりになったり、肺が動かなくなり、呼吸がとまること

もある。そして、これらの症状は多くの場合、激しい痛みを伴い、片腕や片足、
肩にしか症状が出ないこともあるが、主に背中、腰、足に症状が現れ、進行する

と全身の筋肉が固まったようになる。
当該病気に罹っている人は非常に少なく、はっきりしたデータはないが、一説

には１００万人に１人とも言われ、日本での患者数は数十人程度とされる希少難

病の一つである。そして、罹患している患者数が少ないため、治療、研究は遅れ
ており、国の指定難病にも指定されておらず、患者は高額の医療費を負担しなが

ら、入退院を繰り返している厳しい状況に置かれている。
患者たちの願いは、１日も早く国の指定難病に指定され、治療方法の研究、開

発の取組が始まることであり、効果的な治療法の早期開発が待たれるところであ

る。
よって、国におかれては 「スティッフパーソン症候群」に苦しむ患者の救済、

に向け、当該難病を早急に指定難病に指定されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。

平成２８年９月２３日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 大 島 理 森 殿

参 議 院 議 長 伊 達 忠 一 殿

内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 殿

財 務 大 臣 麻 生 太 郎 殿

厚 生 労 働 大 臣 塩 崎 恭 久 殿

内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 殿
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議員発議案第11号

決算特別委員会の設置について

１ 名 称 決算特別委員会

２ 目 的 次の各号議案の審査

・議案第２２号「平成２７年度宮崎県歳入歳出決算の認定

について」

・議案第２３号「平成２７年度宮崎県電気事業会計利益の

処分及び決算の認定について」

・議案第２４号「平成２７年度宮崎県工業用水道事業会計

利益の処分及び決算の認定について」

・議案第２５号「平成２７年度宮崎県地域振興事業会計利

益の処分及び決算の認定について」

・議案第２６号「平成２７年度宮崎県立病院事業会計決算

の認定について」

３ 権 限 地方自治法第９８条の議会の権限を委任する。

４ 定 数 議長及び監査委員の任にある３名を除く議員全員
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議 員 派 遣

平成２８年９月２３日

次のとおり、議員を派遣する。

１ 地方議会活性化シンポジウム２０１６

(１) 目 的 18歳選挙権の実現により若者の政治参加の機運が高まる中、

この機会をどのように評価し、また、いかに活用して、地方議

会を巡る課題の解決につなげるかについての意見交換

(２) 派遣場所 東京都

(３) 期 間 平成２８年１１月 ７日（月）から

平成２８年１１月 ８日（火）まで

(４) 派遣議員 井本 英雄 渡辺 創

２ 第１６回都道府県議会議員研究交流大会

(１) 目 的 議会の透明性の確保、議会の政策立案機能・行政監視機能の

強化、住民との関係強化及び災害時における都道府県議会の役

割などについての意見交換

(２) 派遣場所 東京都

(３) 期 間 平成２８年１１月１５日（火）から

平成２８年１１月１６日（水）まで

(４) 派遣議員 外山 衛 山下 博三 松村 悟郎 二見 康之

島田 俊光 日高 博之 田口 雄二 岩切 達哉

前屋敷恵美 来住 一人
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議 員 派 遣

平成２８年１０月７日

次のとおり、議員を派遣する。

１ 第１１回九州・沖縄未来創造会議

(１) 目 的 九州・沖縄が抱える課題等についての検討・協議

(２) 派遣場所 長崎市

(３) 期 間 平成２８年１１月２４日（木）から

平成２８年１１月２５日（金）まで

(４) 派遣議員 山下 博三 野﨑 幸士 渡辺 創 重松 幸次郎



請 願 一 覧 表



総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 － ２ ２

厚 生 ３ １ ４

商 工 建 設 － － －

環 境農 林水 産 １ － １

文 教警 察企 業 － － －

計 ４ ３ ７
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新 規 請 願

環境農林水産常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 14 号 受理年月日 平成 2 8 年９月８日

請 願 者 宮崎市霧島１丁目１番地１

住所・氏名 宮崎県酪農協議会 会長 石川 幸保

指定生乳生産者団体制度の存続と機能強化に関する国への意見書
提出を求める請願

（要旨）

指定生乳生産者団体制度の存続と機能強化に関する国への意
見書提出を求める請願

（理由）
指定生乳生産者団体（以下、「指定団体」）制度は、地域で生産

された生乳の一元集荷や複数の乳業者に対する多元販売により生
産者の価格交渉力を高め、集送乳の合理化、適正な価格形成や需
給調整を行うことを通じて、酪農経営の安定や国内生乳生産の確
保及び牛乳乳製品の安定供給を支えている。
このような中、政府の規制改革会議は、去る５月１９日に、今

請願の件名 年秋までに「指定団体制度の是非や現行の補給金の交付対象の在
り方を含めた抜本的改革について検討し、結論を得る。」とした。
生乳は腐敗しやすく、日々・季節毎に供給・需要ともに変動す

る等の特性があり、今後とも、指定団体の果たしている重要な役
割である①乳業メーカーとの交渉、②条件不利地域を含む集乳の
引き受けや集送乳の効率化、③価格の高い飲用乳と低い加工原料
乳の調整などの機能を引続き堅持することが必要である。
現行の指定団体制度を廃止することは、本県など、大消費地か

ら離れた条件不利地域で経営を行っている酪農家にとって、生乳
の輸送コストの増大や再生産のための適正な取引価格の形成が困
難になるなど、大きな影響が危惧される。
よって、下記のとおり持続可能な酪農経営が実現されるよう、

国に対して求める旨、貴議会において採択いただき、意見書を国
へ提出されるよう請願する。

記

酪農家が安心して経営を継続し、安全・安心な牛乳・乳製品の
安定供給に繋げるために、現行の指定生乳生産者団体制度の存続
と更なる機能強化を図ること。

紹 介 議 員 丸山 裕次郎 中野 一則 横田 照夫
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 15 号 受理年月日 平成 2 8 年９月９日

請 願 者 宮崎市大島町天神前１１７５－３

住所・氏名 宮崎県高齢期運動連絡会 会長 田中 哲史

後期高齢者医療制度の保険料軽減特別措置の継続等を求める意見
書提出の請願

（請願の要旨）

低所得者に対する負担に配慮したものとなるよう、後期高齢
者医療制度の保険料軽減特例措置の継続等を求める意見書を国に
提出すること。

（請願の理由）
後期高齢者医療制度の施行に当たっては、激変緩和の観点から、

世帯所得に応じた保険料の軽減特例措置が設けられ、保険料のう
ち均等割については９割まで、所得割については５割軽減するこ
ととし、国の毎年度の予算措置によって講じられてきました。
ところが、2015年１月の社会保障制度改革推進本部が決定した

請願の件名 「医療保険制度改革骨子」において、後期高齢者医療制度の軽減
特例措置については、段階的に縮小することとしています。
「特例軽減」が廃止されれば、加入者の約半数となる８６５万

人の保険料が増加する。現在、「８．５割軽減」を適用されてい
る人は２倍、「９割軽減」の場合は３倍、健保の被扶養者だった
「９割軽減」の人は５倍から１０倍の大幅な負担増となります。
後期高齢者医療制度被保険者実態調査報告（2014年度）から、

後期高齢者の年金収入の平均は１２７万円で、基礎年金満額の
８０万円以下が４割を占めています。こうした低所得の高齢者へ
の負担増は生きる力を削いでしまうことにもなりかねません。
また、全国後期高齢者医療広域連合協議会においても、2015年

11月12日「後期高齢者医療制度に関する要望書」において、「低
所得者に対する保険料軽減特例措置について」は、「高齢者の生
活に影響を与える保険料とならないよう、現行制度を維持するこ
と。やむを得ず見直す場合は、激変緩和措置を講ずること。」を
求めています。
よって、低所得者に対する負担に配慮したものとなるよう、後

期高齢者医療制度の保険料軽減特例措置の継続を含めた見直しを
行うよう強く要望するとともに、地方自治法第99条の規定に基づ
き、国に意見書を提出する必要があるので請願します。

紹 介 議 員 前屋敷 恵美 来住 一人
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 16 号 受理年月日 平成 2 8 年９月９日

請 願 者 日向市新生町２丁目６

住所・氏名 上村 明美

宮崎県議会よりスティッフパーソン症候群を指定難病とするよう

国の関係機関に意見書を提出していただくよう求める請願書

要旨

国の関係機関への意見書の提出について

理由

私は、日向市に住む５３歳の主婦です。６年前に突然スティッ

フパーソン症候群といわれる神経難病を発症し、治療のため入退

院を繰り返しています。

痛みの原因は不明で、根本的に治療するには、この病気を指定

難病としていただき、徹底的に治療法を研究してほしいと思って

います。

宮崎県難病支援ネットワークなど、多くの方々が支援を受けて

請願の件名 署名をいただき、一部は既に厚生労働大臣に提出致しました。

宮崎県議会のとしても、県民の代表として国の関係機関に意見

書を提出してくださいますようよろしくお願い申し上げます。

紹 介 議 員 二見 康之 島田 俊光 日高 博之 西村 賢
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 17 号 受理年月日 平成 2 8 年９月９日

請 願 者 宮崎市和知川原２丁目５５番地

住所・氏名 子どもの医療費無料制度を県に求める宮崎県ネットワーク

代表 平野 千恵子

子どもの医療費無料化を中学校卒業まで引き上げることを求める

請願書

【請願の趣旨】

現在、子どもの貧困が大問題になっており、政府の調査でも

６人にひとりの子どもが貧困状態にあると言われています。宮崎

県の子育て世代の貧困率は１９．５％と全国平均よりも高くなっ

ています。貧困状態におかれた子どもたちは、食事も満足にとれ

ず、病気になっても十分な治療が受けられないなどいのちが脅か

されています。子どもの将来がその生まれ育った環境で左右され

ず、どの子も等しく治療を受けられる制度をつくることは政治の

責任です。

子どもが病気にかかったとき、お金の心配なく病院にいける事

は、早期発見・早期治療につながり、重症化を防ぎ、さらには医

請願の件名 療費の軽減にもなります。

県の『乳幼児医療費助成事業の助成状況（平成２８年４月１日

現在）』調査によると、県内でもすでに、入院では中学校卒業ま

でが１３自治体、小学校卒業までが７自治体で、通院でも、中学

校卒業までが１０自治体、小学校卒業までが４自治体で実施され

ています。新富町・川南町・木城町では高校卒業まで入院・通院

ともに助成が始まるなど、県内でも無料化の動きが広がっていま

す。

子どもは未来の社会を作り支えていく宝です。どこに住んでい

ても、安心して医療を受けられる子育ての環境をつくることは、

大きな子育て支援となります。また、少子化の打開にとっても大

きな力になります。宮崎県においても、安心して子どもを産み育

てられる環境を整えるために、中学校卒業までの医療費を無料に

していただきたく、請願します。

【請願事項】

１．子どもの医療費を中学校卒業まで無料にすること

紹 介 議 員 前屋敷 恵美 来住 一人

-　367　-



継 続 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 ３ 号 受理年月日 平成2 7年 1 1月 3 0日

請 願 者 宮崎市大字小松９３６－３

住所・氏名 宮商連婦人部協議会 会長 村上 美智子 （署名 1,794筆）

所得税法第56条の廃止を求める意見書を国に提出することを求め

る請願

【請願の趣旨】

私たち宮商連婦人部協議会は、県内の自営商工業の女性事業主

や家族従業者で構成する団体です。業者婦人の社会的・経済的な

地位向上を求め、「所得税法第56条を廃止し、１人の人間として

の働き分（給料）を正当に認めて」と運動を続けています。

所得税法第56条は、事業主と共に働く配偶者やその家族（主に

妻や息子、娘）がどんなに長時間働いても、税法上その働き分を

経費に算入することができず、事業主の所得から年間で最高86万

円のみ（配偶者以外は50万円）控除される制度で、１人の人間と

して人格を認めない差別的な法規です。中小業者の多くが加入す

る国民健康保険には休業補償や出産手当もありません。

請願の件名 世界の主要国では、「家族従業者の働き分は経費に算入する」

ことが常識です。

これまでの私たちの運動で、「働いた事実に対して対価を支払

うのは当然」という世論が広がり、「56条を廃止し、家族従業者

の働き分を認めよ」と、全国で416の自治体がその旨の意見書を

国に対し提出しています（今年10／1時点）。

第176国会では、当時の財務副大臣が「家族従業者の対価をど

う保障するか考えたい」、経産相は「56条は見直す意義がある」

と答弁しています。

つきましては、別紙の意見書案にも深くご理解をいただき、宮

崎県議会で意見書を採択していただきますようお願い申し上げま

す。

紹 介 議 員 来住 一人 満行 潤一 前屋敷 恵美
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 ５－１ 号 受理年月日 平成2 7年 1 1月 3 0日

請 願 者 宮崎市田野町甲１５５６番地１

住所・氏名 公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会会員

九州ブロック協議会 役員

宮崎県介護福祉士養成校連絡会 幹事校

学校法人東洋学園 宮崎医療管理専門学校

理事長 内田 安信

介護福祉士等修学資金貸付制度の強化並びに介護福祉士養成に係

る離職者訓練（委託訓練）制度の定員数の拡大を求める意見書の

提出に関する請願

【請願の要旨】

急速な高齢化の進展等に伴い、国民の福祉・介護ニーズはます

ます拡大し介護関係業務に係る労働力の需要が増大する一方、生

産年齢人口の減少や他分野への人材流出等の中で質の高い介護サ

ービスを安定的に提供していくためには、介護人材の安定的確保

・資質の向上が不可欠となっています。

現在、介護福祉士養成施設 (以下、「養成施設」とする) への

入学者の減少傾向は歯止めがかからず、養成施設の定員に対する

充足率は50％(離職者訓練制度による受入者を除くと40.8％)と近

年では最も低い数値となっており、課程の廃止や入学生の募集停

請願の件名 止を余儀なくされている養成施設も少なくありません。介護福祉

士養成施設協会としては大々的な啓発や学校訪問等の活動、介護

の日のイベントなどにより、環境改善のための努力をしておりま

すが、このままでは、施策や社会の要請に応えていくことは困難

になることが予想されます。

つきましては、養成施設において、今後とも国民の要請、政策

課題に応え、専門性をより一層高め、質の高い介護福祉士を養成

して、社会に安定的な供給を図り、これにより国民の安心・安全、

介護に要する費用の節減等社会貢献を図っていくことが必要であ

ることから、下記の通り、介護人材養成と確保のための大きな魅

力となっている介護福祉士等修学資金貸付制度の強化、入校生の

学習意欲も高く修了生の就職先での評価も得ている介護福祉士養

成に係る離職者訓練（委託訓練）制度の定員数拡大の実現のため、

意見書を国に提出されるよう願うものであります。

記
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【請願事項及び理由】

介護福祉士等修学資金貸付制度の全額国庫負担実施について

この貸付制度は、入学者の経済的負担の軽減を図ることで、

介護福祉士養成施設への入学を志す者にとっての魅力となっ

ています。またこれによって優秀な人材が確保され、介護サ

ービスの質の向上の大きな要因ともなっております。一方、

急速な高齢社会に伴う介護ニーズへの対応のため「地域包括

ケアシステム」の構築が図られていますが、これには体系的

な教育のもとで知識・技術を修得し他職種と連携できる介護

福祉士が求められています。このようなことから、これら介

護人材の養成は国家的事業として推進する必要があると考え

られるため、全額国庫負担で実施することをお願いしたい。

紹 介 議 員 重松 幸次郎 清山 知憲 日髙 陽一 図師 博規

前屋敷 恵美
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継 続 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 ６ 号 受理年月日 平成2 8年２月 2 9日

請 願 者 宮崎市希望ヶ丘４－１８－７

住所・氏名 ゆきとどいた教育で楽しい学校づくりをすすめる宮崎県実行委員

会 代表 河内 進策 （署名 713筆）

高等学校の公私間格差解消のため、私学助成の増額を求める請願

請願項目と趣旨

私学助成を増額して学費と教育条件の公私格差を解消してくだ

さい。

公立高校の授業料が無償となり私立高校にも平成２２年度より

月額９９００円の就学支援金が給付されるようになって喜んだの

も束の間、昨年度（平成２６年度）からは条件に所得制限が設け

られ、高校現場は混乱しています。

そもそも、県立高校に比べて私立高校は授業料以外の学校納付

金が格段に高く、保護者の大きな負担となっています。

例えば、県立高校の入学金が５，６５０円であるのに対し、私

立高校は約１０～１４万円です。さらに私立高校の場合、入学時

請願の件名 に払う「特別施設費」が２～７万円にも上ります。制服・カバン

等にかかる費用も高く、公立が６～７万円代であるのに対し、私

立は７～９万円代です。父母は入学時に一度に支払わなければな

らない金額は、ゆうに３０万円を超えるのです。（公立は約１４

万円）

さらに、スクールバスや寮費などの必要なケースも多く、経済

的理由で進路の選択肢から外されてしまうのです。

調理科や看護科等、私立高校には、県立にはない特色をもった

学科があり、子どもたちは将来の職業選択に向けて真剣に進路を

考えます。そのときに、家庭の経済状況次第で初めから門が閉ざ

さるということがあってよいのでしょうか。

子どもたちがお金の心配なく学べるように、私立高校の保護者

負担を県立高校並みに近づけていくための、私学助成増額を講じ

てください。

紹 介 議 員 満行 潤一 前屋敷恵美 来住 一人
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

議席の一部変更

会議録署名議員指名（松村悟郎議員、前屋敷恵美議員）

９月２日 金 本 会 議
議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議員の辞職許可（押川修一郎議員）

議案第１号～第20号上程

知事提案理由説明

９月３日 土
（閉庁日）

９月４日 日
休 会

９月５日 月
（議案調査）

９月６日 火

議席の一部変更

議案第21号追加上程

９月７日 水 知事提案理由説明

代表質問 （宮崎県議会自由民主党・松村悟郎議員、

本 会 議 宮崎県議会自由民主党・黒木正一議員）

９月８日 木
代表質問 （県民連合宮崎・太田清海議員、

公明党宮崎県議団・重松幸次郎議員）

９月９日 金
一般質問（山下博三議員、図師博規議員、満行潤一議員、

清山知憲議員、中野一則議員）

９月10日 土
休 会 （閉庁日）

９月11日 日

９月12日 月
一般質問（徳重忠夫議員、右松隆央議員、日高博之議員、

横田照夫議員）

一般質問（河野哲也議員、 原正三議員、渡辺 創議員、

来住一人議員）
本 会 議

採決（議案第12号～第20号）（同意）

９月13日 火 議案・請願委員会付託

常任委員会（総務政策）

常任委員長審査結果報告（総務政策常任委員会）

採決（議案第21号）（可決）



- 376 -

月 日 曜 区 分 議 事 内 容

９月14日 水

９月15日 木 常任委員会

９月16日 金

９月17日 土
（閉庁日）

９月18日 日 休 会

９月19日 月 （閉庁日）敬老の日

９月20日 火 特別委員会

９月21日 水 （議事整理）

９月22日 木 （閉庁日）秋分の日

常任委員長審査結果報告

討論（議案第１号に反対、請願第６号不採択に反対）（前屋

敷恵美議員）

採決（議案第１号）（可決）

採決（議案第２号～第11号)（可決）

採決（請願第５－１号）（取り下げ承認）

採決（請願第６号）（不採択）

採決（請願第16号）（採択）

採決（請願第３号、第14号、第15号）（採択）

９月23日 金 本 会 議
採決（継続審査・調査案件)（委員長の申し出のとおり決定）

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号～第10号追加上程

討論（議員発議案第２号、第５号に反対）（来住一人議員）

採決（議員発議案第10号）（可決）

採決（議員発議案第２号、第５号）（可決）

採決（議員発議案第１号、第３号、第４号、第６号～第９

号）（可決）

議員派遣の件

議案第22号～第26号上程

知事提案理由説明

９月24日 土
（閉庁日）

９月25日 日
休 会

９月26日 月
（議案調査）

９月27日 火
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

決算議案に対する質疑（前屋敷恵美議員）

議員発議案送付の通知

９月28日 水 本 会 議
議員発議案第11号上程、採決（可決）

議案第22号～第26号決算特別委員会付託

議長の報告（決算特別委員会正副委員長互選結果）

決算特別委員会

９月29日 木
決算特別委員会

９月30日 金

10月１日 土
（閉庁日）

10月２日 日
休 会

10月３日 月
（議事整理）

10月４日 火

10月５日 水 決算特別委員会

10月６日 木 （議事整理）

決算特別委員長審査結果報告

討論（議案第22号に反対）（前屋敷恵美議員）

10月７日 金 本 会 議
採決（議案第22号）（認定）

採決（議案第23～第26号）（可決及び認定、または認定）

議員派遣の件

閉 会



署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 星 原 透

宮 崎 県 議 会 副 議 長 宮 原 義 久

松 村 悟 郎宮 崎 県 議 会 議 員

前屋敷 恵 美宮 崎 県 議 会 議 員


